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第１節 計画の趣旨

１ 計画の目的

この計画は、災害対策基本法（昭和36年11月15日法律第223号）第40条の規定に基づき、兵庫県の地域（石油

コンビナート等災害防止法（昭和50年12月17日法律第84号）に規定する石油コンビナート等特別防災区域を除

く。）に係る災害対策全般に関し、次の事項を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の推進を図り、

県民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的とする。

(1) 兵庫県の区域を管轄する指定地方行政機関、自衛隊、兵庫県、市町、指定公共機関、指定地方公共機関等

の処理すべき事務又は業務の大綱

(2) 防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練等の災害予防に関する計画

(3) 災害情報の収集・伝達、避難、消防、水防、救難、救助、衛生等の災害応急対策に関する計画

(4) 公共土木施設復旧等災害復旧に関する計画

(5) 復興本部の設置等災害復興に関する計画

２ 計画の基本的な考え方

兵庫県の防災減災の基本条例であるひょうご防災減災推進条例（平成29年条例第１号）の趣旨に基づき、以

下の４項目の考え方を踏まえ、計画を策定する。

(1) 減災対策の推進

災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害時の被害を最小化し、被害の迅速な回復を図

る「減災」の考え方を防災の基本理念とする。たとえ被災したとしても人命が失われないことを最優先とし、

また、経済的被害ができるだけ少なくなるよう、さまざまな対策を組み合わせて災害に備えることとする。

災害対策の実施にあたっては、最新の科学的知見に基づき、起こりうる災害及びその災害によって引き起

こされる被害を適時、的確に想定するとともに、過去に起こった大規模災害の教訓を踏まえ、絶えず対策の

改善を図ることとする。さらに、災害復旧や災害からの復興に必要な事前準備をするものとする。

(2) 自助・共助・公助が一体となって取り組む防災の推進

行政の対策「公助」には限界があることから、県民一人ひとりが自分の命や財産を自分で守る「自助」、

地域で助け合う「共助」を適切に組み合わせた取り組みを推進することとする。

(3) 新しい「災害文化」の確立

阪神・淡路大震災など、過去の災害における被害や復旧・復興の経験、そこから得た教訓を継承し、地域

において防災・減災の知恵や方法を育むことにより、新しい「災害文化」の確立を図ることとする。

(4) 多様な主体の協働により立ち向かう防災の推進

災害対策の実施に当たっては、県民、民間団体、事業者、行政機関等、多様な主体がその役割を果たすと

ともに、相互に密接な連携を図りながら協働して防災・減災の取り組みを推進することとする。併せて、住

民一人一人が自ら行う防災減災活動や、地域の防災力向上のために自主防災組織や地域の事業者等が連携し

て行う防災減災活動を促進することで、国、公共機関、地方公共団体、事業者、住民等が一体となって対策

をとらなければならない。

その際、男女共同参画の視点から、男女共同参画担当部局と庁内調整を行うとともに、男女共同参画セン

ター等とも連携し、地域防災計画修正や避難所（災害対策基本法第49条の７に規定する「指定避難所」。以

下同じ。）や避難場所（災害対策基本法第49条の４に規定する「指定緊急避難場所」。以下同じ。）の設置

・運営等の応急対策、復旧・復興対策など、災害対策のあらゆる場・組織における女性の参画を促進するこ

ととする。併せて、障害者、高齢者等の要配慮者（災害対策基本法第８条）の参画を促進することとする。

また、救援物資、避難所の設置・運営等の対策面において、要配慮者や女性や性的マイノリティ、子育て

家庭のニーズに配慮することとする。
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３ 計画の性格と役割

(1) この計画は、風水害等（風水害、雪害、大規模火災、危険物等の事故、突発重大事案）に関して、県、市

町その他の防災関係機関さらには関係団体や県民の役割と責任を明らかにするとともに、防災関係機関の業

務等についての基本的な指針を示す。

(2) この計画は、次のような役割を担う。

① 県、市町その他の防災関係機関においては、この計画の推進のための細目等の作成及び風水害等対策の

立案、実施に当たっての指針となること。

② 市町においては、市町地域防災計画の作成に当たっての指針となること。

③ 関係団体や県民においては、防災意識を高め、自発的な防災活動に参加する際の参考となること。

④ 降雨による浸水被害を軽減するため、総合治水条例（平成24年３月21日兵庫県条例第20号）に基づき、

本計画を踏まえた地域総合治水計画を策定し、県、市町、県民が一体となって総合治水の取組を推進する。

(3) この計画は、風水害等の防災に関する諸般の状況の変化に対応するため、必要に応じて見直し、修正を加

えることとする。

(4) この計画の推進に当たっては、石油コンビナート等災害防止法に基づく兵庫県石油コンビナート等防災計

画等と調整を図ることとする。

４ 重点を置くべき事項

本県は、平成16年の度重なる台風災害をはじめ、過去に多くの風水害を経験してきた。また、阪神･淡路大震

災の経験と教訓や、東日本大震災への支援の経験は、風水害等の災害対策にも活かさなければならないものが

多くある。さらに、新型コロナウイルス感染症流行時の経験も踏まえ、避難所における避難者の過密抑制など

感染症対策についてこれまで以上に留意した防災対策を推進する必要がある。

こうした観点から、特に重点を置くべき事項を次のとおりとする。

(1) 災害への即応力の強化

被害の甚大な地域ほど情報が少ないという教訓を踏まえ、情報は自ら取りに行くという姿勢のもと、災害

発生時の積極的な情報の収集･伝達･共有体制を強化するとともに、国、関西広域連合、県、市町、実動機関

等の間で、連携・協力・支援の体制を構築すること。

(2) 被災地への迅速な物資供給と要員派遣

被災現場は混乱しており、具体的な支援ニーズの発信が困難であるという教訓を念頭に支援ニーズの把握

に努めるとともに、これまでの被災経験を踏まえて、必要とされる物資及び要員についての緊急支援を確実

に被災地に届く仕組みを整備すること。

(3) 県民の円滑かつ安全な避難

県民の避難行動は安全が第一であるという原則に則り、平常時から緊急時の避難場所や避難路等について、

ハザードマップや実戦的な避難訓練を通じて住民との情報共有を図ること。また、雨量や河川水位等に関す

る情報をもとに、空振りを恐れることなく迅速、的確な避難指示等の発令に資する取り組みや、夜間の突発

的な豪雨等においても機能する確実な情報伝達手段の整備に努め、特に、要配慮者の避難にあたっては、避

難支援体制の充実強化を促進すること。

(4) 被災者へのきめ細やかな支援

被災者の一刻も早い生活復興を支援するため、トイレ対策等生活環境を含めた避難所の運営を適切に行う

こと。また、迅速に家屋被害認定を行うとともに、被災者支援システム(被災者台帳)などの仕組みの活用も

図り、被災者のニーズに応じたきめ細やかな各種支援施策の具体化や周知に努めること。さらに、高齢化が

進む中山間地域等への対応として、福祉的な支援の充実、災害時の情報伝達手段の確保、防災ボランティア

活動への支援、地場産業の活性化、コミュニティの活力維持等の対策に努めることとする。

(5) 事業者や県民との連携

食料や生活用品等物資の供給をはじめ、多様な分野で民間からの支援を得るため、事業者や事業者団体と

の間に災害時応援協定を締結するなど、平常時から連携体制の強化を図ること。自主防災組織や消防団等、
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住民主体による地域防災力の充実強化を支援し連携を深めること。

(6) 円滑かつ迅速な復興

住民の参画なくして地域の復興はなし得ないという教訓を踏まえ、住民と行政をつなぐ中間支援組織など

多様な主体の参画のもと、創造的復興を目指す復興計画等を策定する仕組みを整備すること。

５ 計画の構成

本編の構成は、次のとおりとする。

第１編 総則

第２編 災害予防計画

［第１章］基本方針 ［第２章］災害応急対策への備えの充実

［第３章］県民参加による地域防災力の向上 ［第４章］治山・治水対策の総合的推進

［第５章］堅牢でしなやかな地域防災基盤の整備 ［第６章］調査研究体制等の強化

［第７章］その他の災害の予防対策の推進

第３編 災害応急対策計画

［第１章］基本方針 ［第２章］迅速な災害応急活動体制の確立

［第３章］円滑な災害応急活動の展開 ［第４章］その他の災害の応急対策の推進

第４編 災害復旧計画

第５編 災害復興計画
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第２節 防災機関の事務又は業務の大綱

指定地方行政機関、自衛隊、県、市町、指定公共機関、指定地方公共機関は、防災に関し、主として次に掲げ

る事務又は業務を処理することとする。

第１ 指定地方行政機関

機 関 名 災 害 予 防 災害応急対策 災 害 復 旧 災 害 復 興

近畿管区

警察局

１ 管区内各府県警察
の指導・調整

２ 他管区警察局との
連携

３ 関係機関との協力
４ 情報の収集及び連
絡

５ 警察通信の運用

近畿管区行政
評価局兵庫行
政評価事務所

１ 被災者への生活支
援情報の提供
２ 専用電話を備えた
相談窓口の開設
３ 特別行政相談所の
開設

被災者への生活支援情
報の提供

近畿総合

通信局

１ 非常時の重要通信
確保体制の整備

２ 非常通信協議会の
指導育成

３ 情報伝達手段の多
様化・多重化の促進

１ 災害時における
通信手段の確保
２ 災害対策用移動通
信機器等の貸出し

近畿財務局
神戸財務事
務所

１ 仮設住宅設置可能
地の提示

２ 金融機関に対する
緊急措置の指示

１ 災害復旧事業費査
定の立会

２ 地方公共団体に対
する単独災害復旧事
業（起債分）の査定
及び災害融資

復興住宅建設等候補地
の提示

近畿厚生局 救援等に係る情報の収
集及び提供

兵庫労働局 工場、事業場における
労働災害防止の監督指
導

１ 労働災害発生情報
の収集

２ 労働災害の二次災
害防止

３ 労働災害・通勤災
害被災者への迅速な
労災補償

災害復旧工事等におけ
る労働災害防止

災害復興工事等におけ
る労働災害防止

近畿農政局

（兵庫県拠点）

１ 農地・農業用施設
等の災害防止事業の指
導及び助成
２ 農作物等の防災管
理指導

３ 地すべり区域(直
轄)の整備

１ 土地改良機械の緊
急貸付け

２ 農業関係被害情報
の収集報告

３ 農作物等の病害虫
防除の指導

４ 食料品、飼料、種も
み等の安定供給対策

１ 各種現地調査団の
派遣

２ 農地・農業用施設
等の災害復旧事業の
指導及び助成

３ 被害農林漁業者等
に対する災害融資の
指導及び助成

(農林水産省) 災害救助用米穀の供給
（売却）
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機 関 名 災 害 予 防 災害応急対策 災 害 復 旧 災 害 復 興

近畿中国
森林管理局

１ 国有林における
治山施設、落石防止施
設等の整備
２ 国有林における
災害予防及び治山施設
による災害予防
３ 林野火災予防対
策

災害対策用復旧用材の
供給

国有林における荒廃
地の復旧

近畿経済産
業局

１ 災害対策用物資の
供給に関する情報の
収集及び伝達

２ 災害時における
所管事業に関する
情報の収集及び伝達

３ 電力・ガスの供給
の確保

１ 生活必需品、復
旧資機材等の供給
に関する情報の収
集及び伝達

２ 被災中小企業の
事業再開に関する
相談・支援

３ 電力、ガス、工
業用水道の復旧支
援

１ 被災地の復興支援
２ 電力・ガス施設等
の本格復興

３ 被災中小企業の復
興その他経済復興の
支援

中部近畿産
業保安監督
部近畿支部

１ 電気、火薬類、
都市ガス、高圧ガ
ス、液化石油ガス
施設等の保安確保
対策の推進

２ 鉱山における危
害の防止、施設の
保全及び鉱害の防
止の推進

１ 電気、火薬類、都
市ガス、高圧ガス、
液化石油ガス施設等
の応急対策の指導

２ 鉱山施設等の応急
対策の指導

近畿地方整
備局

１被災公共土木施設
（直轄）の整備と
防災管理

２ 応急機材の整備
及び備蓄

３ 指定河川の洪水
予警報及び水防警
報の発表及び伝達

４ 港湾施設(直轄)
の整備と防災管理

１ 被災公共土木施設
（直轄）の応急点
検体制の整備

２ 災害時の道路通行
禁止と制限及び道路
交通の確保

３ 直轄公共土木施設
の二次災害の防止

４ 港湾及び海岸（港
湾区域内）における
災害応急対策の技術
指導

５ 緊急を要すると認
められる場合の緊急
対応(TEC-FORCE）

１ 被災公共土木
施（直轄）設の復
旧

２ 被災港湾施設(直
轄）の復旧

近畿運輸局 所管する交通施設及
び設備の整備につい
ての指導

１ 所管事業に関する
情報の収集及び伝達

２ 交通機関利用者へ
の情報の提供

３ 旅客輸送確保に係
る代替輸送、迂回輸
送等実施のための調
整

４ 貨物輸送確保にか
かる貨物運送事業者
に対する協力要請

５ 道路運送にかかる
緊急輸送命令に関す
る情報収集

１ 被災交通施設等
に対する本格的な
機能復旧の指導

２ 交通機関利用者
への情報提供

３ 被災地方公共団
体の復興計画策定
に対すｓる協力

１ 被災地方公共団体
の復興計画策定に対
する支援

２ 被災関係事業者等
に対する支援
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機 関 名 災 害 予 防 災害応急対策 災 害 復 旧 災 害 復 興

神戸運輸監
理部

１ 所管事業に関する
情報の収集及び伝達

２ 緊急海上輸送確保
に係る船舶運航事業
者に対する協力要請

３ 特に必要があると
認める場合の輸送命
令

１ 被災交通施設等
に対する本格的な
機能復旧の指導

２ 交通機関利用者
への情報提供

３ 被災地方公共団
体の復興計画策定
に対する協力

１ 被災地方公共団体
の復興計画策定に対
する支援

２ 被災関係事業者等
に対する支援

(兵庫陸運部) 所管する交通施設及
び設備の整備につい
ての指導

１ 所管事業に関する
情報の収集及び伝達

２ 交通機関利用者へ
の情報の提供

３ 旅客輸送確保に係
る代替輸送、迂回輸
送等実施のための調
整

４ 貨物輸送確保にか
かる貨物運送事業者
に対する協力要請

５ 道路運送にかかる
緊急輸送命令に関す
る情報収集

大阪航空局
(大阪空港
事務所)

１ 災害時における航
空機による輸送の安
全の確保

２ 遭難航空機の捜索
及び救助

航空保安施設の復旧

近畿地方

測量部

地理空間情報及び防災
関連情報の提供及び
活用支援

防災関連情報の把握

及び提供

復旧測量等の実施

及び支援

大阪管区気
象台
(神戸地方
気象台)

気象・地象・水象に関
する観測、予報、警報
等（地象のうち地震に
あっては発生した断層
運動による地震動に限
る）及び情報の発表並
びに伝達

被災地域における災
害復旧を支援するた
め、観測データや気
象、地象等総合的な
情報の適時・適切な
提供

被災地域における災害
復興を支援するため、
観測データや気象、地
象等総合的な情報の適
時・適切な提供

第五管区
海上保安
本部
第八管区
海上保安
本部
(舞鶴海上
保安部)

※以下海上
保安本部
とする。

１ 海上災害に関す
る防災教育・訓練
及び海上防災思想
の普及・啓蒙

２ 災害応急資機材
の整備・保管及び
排出油防除協議会
の指導・育成

３ 大型タンカー及
び大型タンカーバ
ースの安全防災対
策指導

４ 危険物積載船舶
等に対する安全対
策指導

１ 海上災害に関する
警報等の伝達・警戒

２ 海上及び港湾施設
等臨海部の被災状況
調査

３ 事故情報の提供
４ 海上における人命
救助

５ 海上における消火
活動

６ 避難者、救援物資
等の緊急輸送

７ 係留岸壁付近、航
路及びその周辺海域
の水深調査

８ 海上における流出
油等事故に関する防
除措置

９ 船舶交通の制限・
禁止及び整理・指導

10 危険物積載船舶等
に対する荷役の中止
及び移動の命令

11 海上治安の維持
12 海上における特異
事象の調査

１ 海洋環境への汚
染の未然防止又は
拡大防止

２ 海上交通安全の
確保
(1)必要に応じて船

舶交通の整理、
指導

(2)工事関係者に対
する事故防止に
必要な指導

１ 海洋環境の汚染防
止

２ 海上交通安全の確
保
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機 関 名 災 害 予 防 災害応急対策 災 害 復 旧 災 害 復 興

近畿地方環
境事務所

１ 地盤沈下防災対
策

２ 廃棄物処理に係
る防災体制の整備

３ 飼育動物の保護
等に係る普及啓発
に関する支援

１ 所管施設等の避難
場所等としての利用

２ 緊急環境モニタリ
ングの実施

３ 地盤沈下地域状況
の把握

４ 災害廃棄物等の処
理対策

５ 危険動物等が逸走
した場合及び家庭動
物等の保護等に関す
る地方公共団体への
情報提供、連絡調整
等の支援

１ 環境監視体制に
関する支援措置

２ 災害廃棄物等の
処理

１ 環境配慮の確保

第２ 自衛隊

機 関 名 災 害 予 防 災害応急対策 災 害 復 旧 災 害 復 興

陸上自衛隊
第３師団
(中部方面特科

連隊)
(第36普通科
連隊)

海上自衛隊
呉地方隊
(阪神基地隊)

人命救助又は財産保護
のための応急対策の実
施

第３ 兵庫県

機 関 名 災 害 予 防 災害応急対策 災 害 復 旧 災 害 復 興

教育委員会 教育委員会に属する施
設の整備と防災管理

１ 教育施設(所管)の
応急対策の実施

２ 被災児童生徒の応
急教育対策の実施

被災教育施設（所管）の
復旧

１ 学校教育充実のた
めの対策の実施

２ 体験を通じての生
きる力を育む教
育の推進

３ 児童生徒のこころ
のケアの実施

警 察 本 部 １ 情報の収集
２ 救出救助、避難誘
導等

３ 交通規制の実施、
緊急交通路の確保等

治安維持対策の推進 仮設住宅等における民
心の安定
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機 関 名 災 害 予 防 災害応急対策 災 害 復 旧 災 害 復 興

知事部局・
企業庁・
病院局

１ 県、市町、防災関
係機関の災害予防に
関する事務又は業務
の総合調整

２ 市町等の災害予防
に関する事務又は業
務の支援

３ 県土の保全、都市
の防災構造の強化な
ど地域防災基盤の整
備

４ 防災に関する組織
体制の整備

５ 防災施設・設備等
の整備

６ 医療、備蓄、輸送
等の防災体制の整備

７ 防災に関する学習
の実施

８ 防災訓練の実施
９ 防災に関する調査
研究の実施

10 県所管施設の整備
と防災管理

１ 県、市町、防災関
係機関の災害応急対
策に関する事務又は
業務の総合調整

２ 市町等の災害応急
対策に関する事務又
は業務の支援

３ 災害応急対策に係
る組織の設置運営

４ 災害情報の収集・
伝達

５ 災害情報の提供と
相談活動の実施

６ 水防活動の指導
７ 被災者の救援・救
護活動等の実施

８ 廃棄物・環境対策
の実施

９ 交通・輸送対策の
実施

10 県所管施設の応急
対策の実施

１ 県、市町、防災関
係機関の災害復旧に
関する事務又は業務
の総合調整

２ 市町等の災害復旧
に関する事務又は業
務の支援

３ 県所管施設の復旧

１ 県、市町、防災関
係機関の災害復興に
関する事務又は業務
の総合調整

２ 市町等の災害復興
に関する事務又は業
務の支援

３ 災害復興対策に係
る組織の設置運営

４ 災害復興計画の策
定及び都市・都市基
盤、住宅、保健・医
療、福祉、環境、生
活、教育・文化、産
業・雇用等、復興事
業の実施

第４ 市町

機 関 名 災 害 予 防 災害応急対策 災 害 復 旧 災 害 復 興

市 町 市町の地域にかかる災
害予防の総合的推進

市町の地域にかかる災
害応急対策の総合的推
進

市町の地域にかかる災
害復旧の総合的推進

市町の地域にかかる災
害復興の総合的推進

第５ 指定公共機関

機 関 名 災 害 予 防 災害応急対策 災 害 復 旧 災 害 復 興

独立行政法人

国立病院機構

防災訓練の実施
（ﾄﾘｱｰｼﾞ訓練等）

災害時における医療救
護

独立行政法人

水資源機構
(関西・

吉野川支社)

ダム施設(所管)等の整
備と防災管理

ダム施設(所管)等の応
急対策の実施

被災ダム施設（所管）等
の復旧

日本郵便㈱
(神戸中央郵便局)

１ 災害時における郵
政事業運営の確保

２ 災害時における郵
政事業に係る災害特
別事務取扱い及び援
護対策

１ 被災郵政事業施設
の復旧

日 本 銀 行
（神戸支店）

金融特例措置の発動 金融機関に対する緊急
措置の指導

日本赤十字社
(兵庫県支部)

１ 災害時における医
療救護

２ こころのケア（看
護師等による心理的
・社会的支援）

３ 救援物資の配分
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機 関 名 災 害 予 防 災害応急対策 災 害 復 旧 災 害 復 興

日本放送協会
(神戸放送局)

放送施設の整備と防災
管理

１ 災害情報の放送
２ 放送施設の応急対
策の実施

被災放送施設の復旧

西日本高速
道路㈱
（関西支社）

有料道路(所管)の整備
と防災管理

有料道路(所管)の応急
対策の実施

被災有料道路（所管）の
復旧

阪神高速道
路㈱
(管理本部神戸
管理・保全部)

有料道路(所管)の整備
と防災管理

有料道路(所管)の応急
対策の実施

被災有料道路（所管）の
復旧

本州四国連
絡高速道路
㈱

（神戸管理センター）

（鳴門管理センター）

有料道路(所管)の整備
と防災管理

有料道路(所管)の応急
対策の実施

被災有料道路（所管）の
復旧

西日本旅客
鉄道㈱
（兵庫支社）

鉄道施設の整備と防災
管理

１ 災害時における緊
急鉄道輸送

２ 鉄道施設の応急対
策の実施

被災鉄道施設の復旧

日本貨物
鉄道㈱

１ 災害時における緊
急鉄道輸送

NTT西日本㈱

（兵庫支店）
㈱NTTドコモ

関西支社
NTTドコモビジネス㈱

電気通信設備の整備と
防災管理

１ 電気通信の疎通確
保と設備の応急対策
の実施

２ 災害時における非
常緊急通信

被災電気通信設備の災
害復旧

大阪ｶﾞｽ㈱、
大阪ｶﾞｽﾈｯﾄﾜ
ｰｸ㈱

ガス供給施設の整備と
防災管理

ガス供給施設の応急対
策の実施

被災ガス供給施設の復
旧

新関西国際
空港㈱

(関西エアポート㈱)

空港施設の整備と防火
管理

航空機による輸送の安
全確保と空港施設の機
能確保

被災空港施設の復旧

日本通運㈱
(各支店)

災害時における緊急陸
上輸送

福山通運㈱
(各支店)

災害時における緊急陸
上輸送

佐川急便㈱
(各支店)

災害時における緊急陸
上輸送

ヤマト運輸㈱
(各支店)

災害時における緊急陸
上輸送

西濃運輸㈱
(各支店)

災害時における緊急陸
上輸送

関西電力㈱
関西電力
送配電㈱

電力供給施設の整備と
防災管理

電力供給施設の応急対
策の実施

被災電力供給施設の復
旧

ＫＤＤＩ㈱
（関西総支社）

電気通信設備の整備と
防災管理

電気通信の疎通確保と
設備の応急対策の実施

被災電気通信設備の災
害復旧

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ㈱ 電気通信設備の整備と
防災管理

電気通信の疎通確保と
設備の応急対策の実施

被災電気通信設備の災
害復旧

楽天ﾓﾊﾞｲﾙ㈱ 電気通信設備の整備と
防災管理

電気通信の疎通確保と
設備の応急対策の実施

被災電気通信設備の災
害復旧
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第６ 指定地方公共機関

機 関 名 災 害 予 防 災害応急対策 災 害 復 旧 災 害 復 興

鉄道等輸送
機関
山陽電気鉄道㈱
阪急電鉄㈱

阪神電気鉄道㈱
神戸電鉄㈱
神戸高速鉄道㈱

神戸新交通㈱
能勢電鉄㈱
北条鉄道㈱

北近畿タンゴ鉄道㈱
WILLER TRAINS㈱
智頭急行㈱

㈱こうべ未来都市機構
神戸六甲鉄道㈱

鉄道施設等の整備と
防災管理

１ 災害時における緊
急鉄道等輸送

２ 鉄道施設等の応急
対策の実施

被災鉄道施設等の復旧

道路輸送機関
神姫バス㈱
淡路交通㈱
全但バス㈱
阪急バス㈱
阪神バス㈱
一般社団法人
兵庫県ﾄﾗｯｸ協会

１ 道路状況の把握
２ 災害時における

対応の指導

災害時における緊急陸
上輸送

道路管理団体
兵庫県道路公社
芦有ドライブウェイ
株式会社

有料道路(所管)の整備
と防災管理

有料道路(所管)の応急
対策の実施

被災有料道路（所管）の
復旧

放送機関
(株)ﾗジｵ関西
(株)ｻﾝﾃﾚビジｮﾝ
兵庫エフエム放送㈱

放送施設の整備と防災

管理

１ 災害情報の放送
２ 放送施設の応急対
策の実施

被災放送施設の復旧

一般社団法人
兵庫県医師会

災害時における医療救
護

外傷後ストレス障害等
の被災者への精神的身
体的支援

外傷後ストレス障害等
の被災者への精神的身
体的支援

公益社団法人
兵庫県看護
協会

１ 災害時における医
療救護

２ 避難所における避
難者の健康対策

３ 仮設住宅における
まちの保健室活動・
保健相談

一般社団法人
兵庫県歯科
医師会

１ 災害時における緊
急歯科医療

２ 身元不明遺体の個
体識別

一般社団法人
兵庫県薬剤
師会

１ 災害時における医
療救護に必要な医薬
品の供給

２ 調剤業務及び医薬
品の管理
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機 関 名 災 害 予 防 災害応急対策 災 害 復 旧 災 害 復 興

獣医師会
一般社団法人兵庫県獣医師会

公益社団法人神戸市獣医師会

災害時における動物救
護活動

一般社団法人
兵庫県LPｶﾞｽ
協会

LPガス供給設備の防
災管理

１ LPガス供給設備の
応急対策の実施

２ 災害時におけるLP
ガスの供給

被災LPガス供給設備の
復旧
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第３節 兵庫県の自然と気象

兵庫県は、全体として気候が温和といえるが、地域的な気候にはかなりの違いがあり、気象現象による災害も

種類が多い。その中には、県北部・中部の豪雪や県南部沿岸の高潮等のように、自然が猛威をふるう時があり、

平時には想像もできないほど厳しい面もみられる。

１ 平均的な気候

(1) 気温

沿岸地方の年平均（1991年～2020年）気温は、県北部の豊岡市で14.6℃、県南部の神戸市で17.0℃であり、

内陸にいくに従って低くなっている。寒暖の差は県南部の沿岸地方に比べて内陸地方や県北部の方が大きい。

(2) 降水量

年間降水量が最も少ないのは瀬戸内海沿岸地方（約 1,200㎜）で、淡路島と北部では多くなっている。最

も大きな特徴は県北部と南部における冬季の降水量の違いであり、冬の季節風下の降雪・降雨によって県北

部では年降雨量の約40％が12月～３月の間に降るのに対し、県南部ではこの期間は、１年間を通じて最も降

水量が少ない。

暖候期の降水量は全域にわたり、梅雨期と秋の台風期に多い。

大雨は、台風、梅雨前線、秋雨前線、低気圧又は雷雨によって４～11月の期間にもたらされるが、なかで

も台風、梅雨又は秋雨前線の影響を受ける６～９月が特に多く、雨量50㎜以上の降雨日数は、年平均（1991

年～2020年）4.5日（神戸）である。また、六甲山周辺から淡路島及び県中部ではやや回数が多く、雨の降

り方は局地的な集中豪雨も多くみられる。

(3) 積雪

県内の降雪及び積雪の期間は概ね12月から３月であるが、氷ノ山（県下の最高峰、標高 1,510ｍ）では降

雪・積雪とも11月初め頃から翌年５月初め頃までに及んでいる。

県北部・中部の大雪は冬の季節風によって１～２月に降ることが多く、県南部の平野部では、日本の南岸

を東進する発達した低気圧によって、２～３月初めにかけて降ることが多いが、大規模な豪雪は県北部・中

部に限られている。１日の降雪量は多い時で、平野部40～50㎝、山間部では１ｍ内外になることがある。

(4) 風

県下の強風は、台風・低気圧・前線・季節風によるもので、六甲山地南麓では、六甲おろしと呼ばれる強

風がみられる。

(5) 湿度

県南部は、12～５月にかけて湿度が低い。県北部は南部に比べて一般的に湿度は高いが、４～５月には比

較的湿度が低く、最小湿度は全域とも春に記録されることが多い。また渇水期は県南部では夏と冬の２回あ

るが、県北部では夏だけである。

(6) 潮位

高潮は台風によって発生し県内の沿岸全域が対象となるが、県南部沿岸は東京湾等とともに、日本で最も

高潮の起こりやすい地域である。そのほか、いわゆる異常潮がみられることがあるが、台風による高潮と比

べるとはるかに小さく、潮位は高いときで平常より約30㎝高くなる程度である。
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第４節 風水害等の危険性と被害の特徴

第１ 趣旨

過去の風水害等の状況等を参考に、兵庫県内で発生しうる風水害等を想定し、防災対策の参考とする。

第２ 内容

１ 県内での風水害の発生状況

県内で発生する風水害としては、停滞前線による豪雨、雷雲の発達等による局地性豪雨、台風による風水害

（高潮害、波浪害を含む）、異常潮位現象による高潮、フェ－ン現象等による火災などが考えられる。

このうち、兵庫県内を襲った過去の風水害で大きな被害をもたらしたものは、梅雨前線による豪雨と台風の

襲来に伴う風水害であり、発生時期は７月上旬と９月に集中している。そのうち、人的被害の大きなものは下

表のとおりであるが、これ以外にも多くの災害が記録されている。

災害の名称 発生年月日 死 者 負 傷 者 被 災 地 域

梅
雨
前
線

梅雨前線による豪雨

梅雨前線による豪雨

梅雨前線による豪雨

昭和42年７月豪雨

昭和46年７月豪雨

昭和 7.7. 1～ 2

昭和13.7. 3～ 5

昭和36.6.24～28

昭和42.7. 9

昭和46.7.17～18

44人

731人

41人

100人

22人

19人

1,463人

119人

102人

100人

主として東播磨地域

県内全域（特に神戸市）

阪神・淡路・東播磨地域

阪神・淡路地域

西播磨地域

台

風

室戸台風

阿久根台風

ジェ－ン台風

台風16号

台風23、24号

台風第23号

台風第９号

昭和 9.9.21

昭和20.10.8～11

昭和25.9. 3

昭和35.8.29

昭和40.9.10～17

平成16.10.20～21

平成21.8.9～10

281人

231人

41人

32人

39人

26人

20人

行方不明2人

1,523人

92人

904人

65人

765人

134人

７人

県内全域（特に神戸・但馬・淡路）

県内全域（特に西播磨、東播磨、但馬）

県内全域

主として神戸・阪神地域

県内全域

県内全域（特に但馬・淡路）

主として西播磨地域

※ 昭和以降の死者20人以上のもの

特に被害が特に甚大なものとして、梅雨前線による水害としては昭和13年と昭和42年の豪雨を、台風による

風水害としては室戸台風、ジェ－ン台風、平成16年台風第23号及び平成21年台風第９号を取り上げ、災害の概

要を記述する。

(1) 梅雨前線による豪雨災害

① 昭和13年の梅雨前線

昭和13年７月３日から５日にかけ梅雨前線の北上に伴い、神戸市を中心に県内で雨が降り続き、総雨量

は、神戸市で461.8mm、洲本市で371.8mmにも達した。この豪雨によって、住吉川、芦屋川等表六甲諸河川

は土石流を伴って大きな氾濫を起こし、六甲山地では山津波を伴って土砂の流出や流木が甚だしく、神戸

市を中心に道路や鉄道等の交通も途絶するなど、未曾有の大水害をもたらした。このほか、播磨地域では

市川、夢前川、揖保川、千種川、但馬地域では円山川、出石川などが氾濫し、淡路地域では溜池が約

1,500箇所で決壊した。

六甲山地はもともと基岩の花崗岩の圧砕や風化が進んでおり、また急斜面も多いことから地質的、地形

的に土砂災害が発生しやすい。当時六甲山地にほとんど砂防施設がないところに、山地開発も始まってい

たことから被害が一層大きくなった。

この災害から２ヶ月後の昭和13年９月には六甲砂防工事事務所が設置され、水害復興のための砂防工事

が国の直轄施工となり、現在も六甲山系における砂防工事の多くが同事務所によって施工されている。
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また、市街地の土地の有効利用を図るため、生田川、西郷川、都賀川などは暗きょになっていたが、土

砂や流木によって閉塞され、大災害の原因となったことから、災害後元の姿に戻された。

② 昭和42年７月豪雨

昭和42年７月９日には、台風７号から変わった弱い熱帯低気圧によって西日本一帯で梅雨前線の活動が

活発になり、雨量は神戸市で 319.4mmに達した。なかでも16時から17時までの１時間には75.8mmの雨量を

観測した。雨量が 300mm以上の降雨地域は、西宮市から神戸市須磨区まで広がり、河川の氾濫で広範囲に

浸水したほか、山麓部では崖崩れが多発した。この水害を昭和13年の水害と比べてみると、神戸市での総

雨量は昭和13年の方が多かったが、日降雨量や時間雨量は昭和42年の方が多くなっているなど、集中豪雨

の規模そのものに大差はなかったが、被害状況にはかなりの違いがみられた。

昭和13年の災害は、表六甲市街地での土砂災害が顕著であったが、今回は市街地への流出土砂量は少な

かった。これは砂防施設の整備や主要河川の改修が功を奏したためである。しかし、中小河川には暗きょ

が多いこともあって浸水被害がかなり発生したことから、昭和45年度には「都市小河川改修事業」が始ま

り、天神川、北野川など、都市部の小河川の改修が進められた。また、谷あいや急斜面の近くまで宅地化

が進み、これらが土砂の直撃を受け人的被害が集中した。そのため人家に被害を及ぼす恐れのある急傾斜

地についは、民有地であっても公費により崩壊防止工事ができるよう、「急傾斜地の崩壊による災害の防

止に関する法律」が施行されることになった。

(2) 台風による風水害

① 室戸台風

昭和９年の室戸台風は、室戸岬のすぐ西方に上陸し、徳島市付近から淡路島を経て、尼崎市付近に上陸、

京都市付近を経て日本海に抜けた。最低気圧は、室戸岬で911hPa、洲本市で941.6hPa、神戸市で954.6hPa

を観測し、最大瞬間風速は神戸市で33m/s 、大阪市で60m/sに達した。 この台風による県内の被害は、阪

神・淡路地域の高潮と暴風雨によるものが中心で、潮位の偏差は神戸市で2.17m 、西宮市で3.4m上昇した。

雨量は、神戸市で81mm、洲本市で88mmと比較的少なかったが、但馬地域では豊岡市で195mmを記録するなど、

雨による急激な河川の増水が生じた。

なお、昭和36年の第２室戸台風は、太平洋上で中心気圧885hPa、最大風速70m/s にまで発達し、室戸岬

をかすめて淡路島を通過し、西宮市から尼崎市付近に上陸し敦賀湾に抜けるなど、昭和９年の室戸台風と

ほぼ同一のコ－スを進み、神戸・阪神・淡路地域では高潮による被害が顕著であった。そこで、このとき

の被害を教訓に、県の高潮対策事業が進められた。

② ジェ－ン台風

ジェ－ン台風は昭和25年８月28日に硫黄島付近で発生し、６日後に室戸岬の東方20Km付近を通過して淡

路島付近を経て神戸市～西宮市付近に上陸し若狭湾へ抜けている。この台風は、風力や経路等昭和９年の

室戸台風と似ており、風害、高潮害、波浪害などもほぼ同程度であったといわれている。気圧は神戸市で

964.3hPa、洲本市で963.4hPa を記録し、最大瞬間風速は神戸市で 48m/s 、姫路市で 36m/sに達した。雨

量は瀬戸内海側では西宮市で64mm、神戸市で97mm など比較的少なく、但馬、丹波地域等の山岳部などで多

くなった（豊岡市で 177mm）。神戸市以東の沿岸部や淡路島では高潮や高波が顕著で、潮位の偏差は神戸

市で 1.47ｍ、洲本市で 1.19ｍ上昇した。

③ 平成16年台風第23号

平成16年の台風第23号は、10月20日高知県土佐清水市に上陸し、その後淡路島の南を通り、紀伊水道を

経て18時前に大阪府泉佐野市付近に再上陸した。上陸後、本州を縦断し、房総半島から太平洋に出て、21

日９時に温帯低気圧に変わった。雨量は、淡路地域で24時間雨量が300mmを超える地域が広範囲に分布した。

但馬地域では、円山川流域全体にわたり24時間雨量が200mmを超えた。21箇所で破堤し、円山川水系で

4,100ha、洲本川水系で880ha、加古川水系で450haが浸水した。道路の通行止めも、最大266箇所となった。

④ 平成21年台風第９号

平成21年の台風第９号は、四国沖をゆっくり北に進み、台風周辺の湿った空気と太平洋高気圧の縁辺か

らの湿った空気が重なり西日本に流れ込んでいた。このため、兵庫県では大気の状態が不安定となり、９
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日の夜には佐用郡佐用町、宍粟市、朝来市などでは猛烈な雨が降り、特に千種川水系の佐用地区では、最

大24時間雨量327mm(佐用雨量観測所)と既往最大雨量187mm を上回る記録的な豪雨となった。

２ 風水害の危険性

県内に大きな風水害をもたらしたものは、これまでみてきたように梅雨前線と台風であることから、この２

つのパタ－ンを中心に発生可能性について検討する。

(1) 梅雨前線による集中豪雨

梅雨前線による豪雨が、都市化が進んでいる六甲山地の南斜面に降った場合、地形的にも山と海が迫り傾

斜が急なことから、甚大な被害が予想され、事実、過去にも典型的な豪雨災害がもたらされてきた。そのう

ち、昭和13年、36年、42年の災害のときの気象条件をみてみると、いずれも梅雨前線が兵庫県のすぐ南のあ

たりを東西に横切って停滞しているところに熱帯低気圧が北上し前線の活動が活発化し、その結果淡路島東

岸から神戸、阪神地域に多雨地域が分布していることなど、共通点が多く、同様の気象条件になれば、十分

な警戒が必要である。過去に県内で１回に 150mm以上降ったケ－スのうち６割は六甲山周辺に大雨をもたら

しているという調査結果もあり、この地域は特に要注意である。

(2) 台風による風水害

台風は、1991年～2020年の平均で年に約25個発生し、うち 約３個が近畿地方に接近している。被害の状況

から台風には風台風、雨台風と呼ばれるものがある。特に雨台風は、台風自体がそのような性格を持ってい

るのはなく、梅雨前線や秋雨前線が台風の進行方向前面にあるときには、前線北側の寒気との接触で大雨と

なるケ－スが多い。たとえば昭和51年９月の台風17号による宍粟郡一宮町での災害などはその典型的な事例

である（家島では平年の年降水量の80％を一時期に記録）。また、台風が北東に進んだ場合、昭和９年に阪

神間に上陸した室戸台風のときの最大瞬間風速が神戸市で 33m/s、大阪市で 60m/sという例にみられるよう

に、進路の東側で大きくなる傾向があり、日本海の陸地に近い場所を東進した時には南風が吹き込んで兵庫

県南部の海岸部など広い範囲で塩害が起きる恐れがある。

高潮と高波は、台風が980hPaぐらいまでの勢力を保って兵庫県付近を通過する場合は警戒を要し、吹送距

離（風が水面に吹きつける距離）が長くなるほど大きくなる傾向がある。また高潮は、台風のコースによっ

て急激に起きたり、長時間にわたったりすることがあり、ピ－ク時が満潮か干潮かによる違いも大きい。特

に被害という観点からは高波を伴うかどうかで破壊力が大きく異なってくる。神戸・阪神間では、紀伊水道

から入ってくるうねりに南南西の風による風浪が重なると、相当の被害が起こりうるので、特に注意が必要

である。

３ 風水害の被害の特徴

(1) 水害

梅雨前線による豪雨は、過去の事例をみる限り淡路島東部から神戸阪神間が特に危険性が高い。また、台

風による大雨はコ－ス、前線の有無や位置による違いが大きく、内陸部や但馬地域で降ることも少なくない。

平成16年の台風第23号では円山川が氾濫した。全体としては河川改修によりこうした大河川の氾濫は減少し

ているものの、中小河川のいっ水等の被害はよく見られる。

特に、都市部などでは開発による保水、遊水機能の低下に伴う洪水や土砂流出などが起きやすくなる傾向

もみられる。そのため、県内各地域とも河川の氾濫等による床上浸水、床下浸水、道路や耕地の冠水などの

被害が考えられる。

(2) 土砂災害

土砂災害は、土石流、地すべり、斜面崩壊に大別できる。土石流については砂防堰堤の整備等が進んでい

るものの、都市部では谷あいまで宅地化が進んでいることもあり、集中豪雨等による被害発生が考えられる。

地すべりについては、神戸層群、山崎断層周辺、照来層群、北但層群、諭鶴羽山地など地すべりが起きやす

い地域が存在する。また山崩れ、崖崩れなどの斜面崩壊については、六甲山地など基岩の風化が進み、かつ

急斜面の多い地域で発生の頻度が高い。
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(3) 風害

強風による被害としては、飛来物による人的被害、海難事故、塩害などが考えられる。過去平均風速が30

m/sを超える暴風はすべて台風によるものであり、台風の進路の東側では被害が大きくなりやすい。

(4) 高潮、高波による被害

高潮、高波も風害の一つの形態であり、両者がセットになったときに大きな破壊力を発揮するのが特徴で

ある。そのため台風の際は特に注意を要する。なかでも大阪湾では紀伊水道から風浪が入ってくるとき、湾

奥などでかなりの高潮と高波が予想されるので、阪神地域のように低地部が広がっている地域では、被害が

広がりやすい。県北部の沿岸では瀬戸内海側や淡路島の沿岸に比較すれば、高潮の規模や頻度は低い傾向が

ある。

４ その他の自然災害

地震、風水害のほか、県内で発生する可能性があるのは雪害である。

過去の主な雪害は、昭和９年、昭和38年が代表的であり、昭和38年は豊岡市で１ｍ、竹野町で 2.5ｍに達し

た。最近は暖冬傾向ということもあってそれほど多くの積雪をみることは少ないが、平成18年は全国的に豪雪

による被害が多発しており、平成24年は豊岡市で28年ぶりに１ｍを超える積雪になるなど、但馬地域を中心に

冬期は警戒を要する。

５ 人為的な原因による災害

(1) 大規模火災

大規模火災は、これまでにもしばしば発生しているが、強風、乾燥といった気象条件の時に発生した火災

は、大火につながりやすい。特にフェーン現象が起きたときは注意が必要である。

(2) 危険物事故

危険物施設についてこれまで特に大規模な事故の事例はないが、阪神・淡路大震災におけるＬＰＧ施設で

のガス漏れの例もある。県内では瀬戸内海沿岸に取扱い施設が多く、場合によっては大惨事につながる恐れ

もある。

(3) 突発性重大事案

爆発事故等の大規模事故が発生した場合は、一度に多数の死傷者を伴う恐れがあり、非常に大きな社会的

影響が予想される。

雑踏等で無差別にサリン等の物質が散布されると、物質の種類や量によるが大量の殺傷につながる危険性

が高い。
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基本方針

災害予防計画は、兵庫県強靱化計画を踏まえ、次の考え方のもとに作成する。

第１ 災害応急対策への備えの充実

災害応急対策を迅速かつ円滑に展開するため、業務継続体制の確保をはじめとする平時からの備えの充実

に向け、次の事項を中心に、防災施設・設備や防災に関する制度・システムの整備の内容等を明示する。

・平時の防災組織体制の整備と災害対応の手引き作成や研修・訓練等の実施

・広域防災体制の確立

・災害対策拠点、情報通信機器・施設や防災拠点の整備

・火災予防対策の推進、消防施設・設備の整備

・防災資機材の整備

・災害救急医療システムの整備

・緊急輸送体制の整備

・避難対策の充実

・備蓄体制等の整備

・家屋被害認定制度等の整備

・廃棄物対策の充実

・要配慮者支援対策や外国人支援対策の充実

・災害ボランティア活動の支援体制の整備

・水防対策等の充実

・土砂災害対策の充実

・中山間地等における風水害対策

・災害対策基金の積立・運用 等

第２ 県民参加による地域防災力の向上

平時から、減災のための備えを実践する県民運動を展開し、自らの命、自らのまちは自ら守るという防災

の原点に立ったまちづくりを進めるため、次の事項を中心に、県民や企業等の防災活動への参加促進の方策

を明示する。

・防災に関する学習等の充実

・自主防災組織の育成

・企業等の地域防災活動への参画促進

第３ 治山・治水対策の推進

森、山、川、海の流域全体の視点で災害に強い県土づくりを計画的に進めるため、次の事項を中心に、治

山・治水対策の内容等を明示する。

・水害の防止施設等の整備

・地盤災害の防止施設等の整備

・災害に強い森づくりの推進

第４ 堅牢でしなやかな地域防災基盤の整備

災害による被害を防止し、又は最小限に抑え、迅速かつ円滑な復旧を図りうる堅牢でしなやかなまちづく

りを進めるため、次の事項を中心に、防災基盤の整備の内容等を明示する。

・防災基盤・施設等の整備



風水害等対策計画

第２編 災害予防計画

第１章 基本方針

- 18 -

・都市の防災構造の強化

・交通・ライフライン関係施設の整備 等

第５ 調査研究体制等の強化

災害に対して、より的確な備えを講じるため、次の事項を中心に、調査研究体制等の強化を明示する。

・気象観測体制の整備

・風水害等に関する調査研究の推進

第６ その他の災害の予防対策の推進

雪害、大規模火災、危険物等の事故について明示する。
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第１節 組織体制の整備

〔実施機関：指定地方行政機関、県危機管理部、県土木部、

県警察本部、市町、指定公共機関、指定地方公共機関〕

第１ 趣旨

県、市町その他の防災関係機関の平時からの防災組織体制について定める。

第２ 内容

１ 県の防災組織体制

県は、県域における総合的な防災対策の推進のため、平時から、防災に係る組織体制の整備、充実に努める

こととする。

なお、防災組織体制の整備にあたっては、防災会議の委員への任命など、防災に関する政策・方針決定過程

及び防災の現場における女性や高齢者、障害者などの参画の拡大を図ることとする。

(1) 兵庫県防災会議

① 設置根拠

災害対策基本法第14条

② 組織及び運営

災害対策基本法、兵庫県防災会議条例及び兵庫県防災会議運営規程の定めるところによる。

③ 所掌

兵庫県地域防災計画の修正及びその推進 等

(2) 兵庫県水防本部

① 設置根拠

兵庫県水防計画

② 組織及び運営

兵庫県水防計画の定めるところによる。

③ 所掌

県下における水防の統括

(3) 兵庫県石油コンビナート等防災本部

① 設置根拠

石油コンビナート等災害防止法第27条

② 組織及び運営

石油コンビナート等災害防止法、兵庫県石油コンビナート等防災本部条例及び兵庫県石油コンビナート

等防災本部運営要綱の定めるところによる。

③ 所掌

兵庫県石油コンビナート等防災計画の修正及びその予防及び拡大防止並びに被害の軽減

（石油コンビナート等特別防災区域（地域防災計画の対象地域から除かれる区域）に係る防災に関する

事務を行う。）

２ 県の災害対策要員等の確保体制

県は、災害発生時の初動体制に万全を期し、特に緊急的に必要な災害対策要員等の確保に努めることとする。

(1) 24時間監視・即応体制の確立

県は、災害の監視及び災害情報の収集・伝達体制等を確保するため、勤務時間外における職員の当直（日

直・宿直）体制を実施することとする。
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防災監は、当直職員を指揮する防災責任者を指定することとする。

また、災害緊急事態に備え、指定要員及び業務要員（災害待機宿舎に入居する要員）による待機体制を実

施することとする。

要員の種類 職 務 内 容 等

指
定
要
員

防災担当

指定要員

・勤務時間外における災害発生時の初期において、災害対策活動の中心的な役割を担う。

・危機管理部の職員から防災監が指定する。

部局指定要員 ・勤務時間外における災害発生時の初期において、災害対策活動の中心的な役割を担う。

・防災監が定める課に属する職員の中から、防災監が指定する。

業務要員 ・県災害対策本部の事務局員として防災監が指定する。

(2) 災害対策要員等への連絡手段の確保

県の幹部職員等は、常時、災害時優先携帯電話等を携行することとする。

・災害時優先携帯電話携行者

知事（災害対策本部長）

副知事、防災監（副本部長）

会計管理者、各部長、福祉監、公営企業管理者、病院事業管理者、教育長、

警察本部長（本部員）

防災担当指定要員（危機管理部次長 等）

・携帯電話等携行者

局長、教育次長、課室長

危機管理部職員

指定要員、業務要員、災害対策本部連絡員（各部長が指名し、各部と事務局との連絡調整及び各部

内の連絡調整等にあたる者）

(3) 職員の体制

県は、災害発生時における職員の体制につき、以下の事項をあらかじめ取り決めておくこととし、職員に

対しては定期的な訓練を通じ、周知徹底を図ることとする。

① 参集基準

② 夜間、休日に災害が発生した場合における電話連絡網、緊急通報システムを使った参集体制

③ 応急活動時に使用する資機材の保管場所、使用方法の周知

④ フェニックス防災システム端末の使用方法の習熟

３ 市町の防災組織体制

市町は、当該市町域における防災対策の推進のため、平時から、市町防災会議をはじめ、首長不在時の明確

な代行順位及び職員の参集体制など防災にかかる組織体制の整備、充実に努めることとする。

４ 指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等の防災組織体制

指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等は、それぞれ、平時から、防災に係る組織体制の整

備、充実に努めることとする。

５ その他

県、市町は、関係部局連携の下、審議会等を通じて有識者等の意見を参照し、防災・減災目標を設定するよ

うに努める。
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第２節 研修・訓練の実施

〔実施機関：県危機管理部、県公安委員会、市町〕

第１ 趣旨

県、市町その他の防災関係機関職員等の災害対応能力の向上のための研修・訓練について定める。

第２ 内容

１ 研修

(1) 県は、人と防災未来センター等とも連携し、県及び市町等の災害対策要員を対象とした研修等を通じて、

防災に関する体系的・総合的な知識を習得させ、専門性の向上を図ることとする。

また、「フェニックス防災システム」の端末設置機関の職員を対象とした操作研修会に幅広い参加を求め

るとともに、eラーニングを活用し、初動時の災害情報の収集・伝達に万全を期し、情報ルートの徹底を図

ることとする。

(2) 市町等は、学識経験者等を講師とした研修会を開催するほか、防災に関する講習会・シンポジウム等への

職員の積極的な参加を図り、災害対策要員の対応能力の向上に努めることとする。

(3) 県、市町は、都市計画等を担当する職員に対して、ハザードマップ等を用いた防災教育を行い、日常の計

画行政の中に防災の観点を取り入れるよう努めることとする。

２ 防災訓練

県等は、防災体制の検証、対応能力や技能の向上、県民の防災意識の高揚等、目的に応じた各種の防災訓練

を実施し、実戦的な対応力をかん養するとともに、訓練結果の事後評価を通して課題を明らかにし、その改善

に努めるなど、防災対策の充実強化を図ることとする。

防災訓練の実施や防災知識の普及に当たっては、救出・救護等における高齢者、障害者、外国人、乳幼児、

妊産婦等の要配慮者への的確な対応や、被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点、家庭動物の飼養の有

無による被災時のニーズの違い、感染症対策に十分配慮し、避難所開設・運営訓練を実施するよう努めること

とする。

地域、学校、職場等での防災訓練について、ハザードマップの確認、家具や備品の固定、飛散防止用フィル

ムの貼付等、被害減少のための予防的な取り組みを加味するよう工夫するとともに、津波に関する予報・警報

や緊急地震速報、避難指示等を正しく理解し的確に行動できるよう、そうした事態を想定した実戦的な訓練も

取り入れるなど、課題に応じた訓練の実施に努めることとする。

（参加機関）

県、警察本部、市町、自衛隊、海上保安本部、気象庁、消防機関、ライフライン機関、自主防災組織、

学校、各種団体、事業所、ボランティア等

(1) 総合防災訓練

県は、市町その他防災関係機関が相互に連携を密にした、迅速かつ的確な災害応急対策の実現を図るため、

総合防災訓練を実施することとする。なお、実施時期、実施場所、想定災害、訓練内容等については、参加

機関等が協議して決定することとする。

① 災害対策本部設置訓練

職員の非常参集、被害状況の収集・伝達、災害想定に応じた応急対策の検討、被災市町への県・市町職

員の応援調整等災害対策本部の設置運営に係る訓練を実施する。

② 会場展示型訓練

空き地等を活用して、人命救助、医療救護、消火、避難、物資輸送、応急復旧等防災関係機関が相互に

連携した実戦的な訓練を実施する。



風水害等対策計画

第２編 災害予防計画

第２章 災害応急対策への備えの充実

第２節 研修・訓練の実施

- 22 -

③ 市街地活用型訓練

市街地における災害発生を想定して、実際の建物等を活用した人命救助、避難、救護・搬送等の実戦的

な訓練を実施する。

④ 広域連携訓練

空港、広域防災拠点等を活用し、物資の集積・配送、救援部隊・要員の駐屯・搬送等被災地への支援対

策に係る訓練を実施する。

(2) 個別防災訓練

県、市町その他防災関係機関は、抜き打ちで訓練を実施するなど、現行の防災体制を検証するための訓練

を単独又は共同で実施することにより、防災体制の充実強化を図る。

① 抜き打ち訓練

勤務時間外における災害の発生に備えて、適宜、職員の緊急参集訓練を実施することとする。

ア 職員非常参集訓練

イ 情報収集伝達訓練

② 図上訓練

災害発生時に起こりうる様々な状況を想定し、それに対して情報収集・分析、伝達、決定等の対応を行

う図上訓練を実施することとする。

ア 対策のシミュレート訓練

イ 他機関との連携訓練

ウ 津波、石油コンビナート火災、鉄道事故等地震に伴う複合災害（同時又は連続して２以上の災害が発

生し、それらの影響が複合化することにより、被害が深刻化し、災害応急対応が困難になる事象）を想

定した訓練 等

③ 実地訓練

ア 水防訓練

イ 消防訓練

ウ 災害救助訓練

エ 災害警備訓練

オ 林野火災訓練

カ 石油コンビナート等防災訓練

キ 緊急消防援助隊や警察災害派遣隊等に係る訓練 等

④ その他の個別訓練

ア 災害ボランティアの受入訓練

イ 災害ボランティアと行政や被災地域住民等が連携した訓練

ウ 要配慮者への情報伝達、避難誘導訓練

エ 帰宅困難者への対応訓練

オ 広域避難訓練 等

(3) 地域防災訓練

県（県民局・県民センター等）を中心に、管内市町、自主防災組織等の協力を得て、訓練を実施すること

とする。

災害対策地方本部の設置、情報収集・伝達、避難誘導、交通規制、消防・水防活動等

(4) 津波防災訓練

県（県民局・県民センター等）は、市町等と連携して、防潮扉等の閉鎖体制の確立、住民の津波避難の意

識啓発等を目的とした津波防災訓練を実施することとする。
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(5) 自主防災組織等の防災訓練

自主防災組織等は、要配慮者や女性の参画を含めた多くの住民の参画を得て、適宜市町や消防機関の指導

のもと、地域の事業所や各種団体、学校等とも連携し、防災訓練の実施に努めることとする。

ア 情報収集・伝達訓練

イ 消火訓練

ウ 救出・救護訓練

エ 避難誘導訓練

オ 給食・給水訓練

カ 災害図上訓練 等

(6) 広域応援訓練

関西広域連合構成団体（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県、京都市、大阪市、

堺市、神戸市）及び連携県（福井県、三重県、鳥取県）が共同で、近畿圏の防災関係機関等の参加のもと、

合同防災訓練（実動・図上）を企画、実施することとする。

※ 防災訓練を行う際の交通規制

都道府県公安委員会は、防災訓練の効果的な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定め

るところにより、当該防災訓練の実施に必要な限度で区域又は道路の区間を指定して、歩行者又は車両の道

路における通行を禁止し、又は制限することができる（災害対策基本法第48条第２項）。

３ その他

(1) 県職員行動マニュアル等の作成

県は、職員が災害発生時に迅速かつ的確な災害応急対策を実施することができるよう、通常業務のうち最

低限継続すべき業務を記載したうえで職員のとるべき行動を、部局ごとにとりまとめた職員行動マニュアル

を作成し、初動緊急対応期の重要優先業務をまとめた「兵庫県応急対応行動シナリオ」とともに、職場研修

や訓練等を通じて、その周知徹底を図ることとする。

また、職員として共通に必要となる風水害等の防災知識や連絡手段、機器操作等をわかりやすくまとめて

提供するなど、平時からの習得を促進するための環境整備に努めることとする。

(2) 市町等の取り組み

市町、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等は、災害応急対策等の円滑な実施を図るた

め、初動緊急対応期の重要優先業務等をまとめた災害時の行動マニュアルを作成するなど、防災知識の周知

徹底を図ることとする。

４ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 実施責任

(2) 研修の実施内容

(3) 防災訓練の実施内容（防災関係機関との連携等）

(4) 自主防災組織等への防災訓練に関する指導

(5) その他必要な事項
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第３節 広域防災体制の確立

〔実施機関：近畿地方整備局、県危機管理部、県警察本部、市町〕

第１ 趣旨

大規模災害や広域的な災害に対し、府県等が連携、協力して対処するための体制整備について定める。

第２ 内容

１ 関西広域連合との連携

関西広域連合（以下、「広域連合」という）は、平成22年12月に設立し、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、

奈良県、和歌山県、鳥取県、徳島県、京都市、大阪市、堺市及び神戸市の８府県４政令市で構成されている。

広域連合は、被害が複数にまたがり、または単独の府県でも被害の規模が甚大で広域的な対応が必要とされ

る大規模災害が発生した際に、とるべき対応方針や手順等を「関西防災・減災プラン」において定めている。

県は、災害に備えて他府県と相互応援協定を締結しているが、大規模広域災害が発生したときは、「関西防

災・減災プラン」に基づき、原則として広域連合の調整内容を第一順位として、関西内外の都道府県と連携し

て対処することとする。

＜広域連合と関係機関・団体等との関係＞（平時）

(1) 兵庫県が被災した場合

広域連合等に支援を求め、互いに連携するための体制を構築することとする。

また、広域連合構成府県・連携県や全国からの応援を円滑に受け入れるため、広域連合等と連携し、早急

に受援体制を構築することとする。

なお、関西広域連合では、関東九都県市、中国地方知事会、四国知事会及び九州地方知事会とカウンター

パート方式による「災害時の相互応援に関する協定」を締結している。

(2) 兵庫県以外で大規模広域災害が発生した場合

広域連合が決定した方針等に基づき、広域連合と連携し、迅速に支援できる体制を構築することとする。

関西広域連合では、関係機関・団体との連絡調整は、以下を基本に行うこととしている。

① 関係広域機関との連絡調整

・関係広域機関（中央省庁、国出先機関、広域実動機関）との連絡調整は、原則として被災府県が行う。

・法令に定めがある場合や、要綱・協定等により既定の応援制度がある分野については、その制度に沿っ

て当事者間で連絡調整を行う。
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〔該当分野例〕救助・救急（警察災害派遣隊（警察庁）、緊急消防援助隊（消防庁）、自衛隊）、

公共土木施設の緊急対策（緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE：国土交通省））

＜関係機関・団体等との連絡調整関係図＞

２ 相互応援体制の整備

(1) 近畿府県相互応援協定の締結

県は、他の近畿府県に応援を要請又は応援を行うに当たって必要な事項を定めた相互応援協定を締結して

いる。

① 対象府県 福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、徳島県

② 締結時期 平成８年２月20日（平成18年４月26日改正、平成24年10月25日関西広域連合を加えて改正）

③ 応援の種類

災害応急措置及び応急復旧に必要な職員の派遣、物資の提供、資機材の提供等

④ 主な内容

ア 関西広域連合による広域応援調整

イ 要請を待たない応援の想定

ウ 自己完結型の応援活動の実施

エ 定期的な連絡会議及び合同防災訓練の実施

オ 防災関係機関との連携強化

(2) 岡山県、鳥取県との相互応援協定の締結

県は、岡山県及び鳥取県に応援を要請又は応援を行うに当たって必要な事項を定めた相互応援協定を締結

している。

① 対象府県 ：岡山県、鳥取県

② 締結時期 ：平成８年５月31日

③ 応援の種類：災害応急措置及び応急復旧に必要な資機材、物資の提供、職員の派遣等

※網かけは､被災団体又は被災者を示す。

※太線は､広域連合と構成団体･連携県の繋がりを示す。

応援協定ﾌﾞﾛｯｸ
全国知事会

応援市町村

ボランティア

避
難
所
・
被
災
者

災
害
対
策
本
部

被
災
市
町
村

被災府県
災害対策本部

応援府県･政令市

現地連絡所

広域連合
応援府県･政令市

現地支援本部

被災府県
現地事務所

中央省庁

企業・団体

広域連合
災害対策(支援)本部

広域実動機関

国出先機関

応援府県･政令市
災害対策支援本部

被　災　府　県　内

被災府県庁内等被災市町村役場内等
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④ 主な内容

ア 要請を待たない応援の想定

イ 自己完結型の応援活動の実施

ウ 両県に及ぶ災害時の速やかな情報交換

エ 定期的な協議の実施

(3) 新潟県との相互応援に関する協定の締結

県は、新潟県との間で、災害時のみならず、平常時からの共同研究・人材交流などの防災協力を行うこと

を目的とした相互応援協定を締結している。

① 対象府県 ：新潟県

② 締結時期 ：平成17年10月23日

③ 応援の種類：災害応急措置に必要な物資、資機材、職員の派遣等

④ 主な内容

ア 災害時の応援及び平常時の防災協力に関する連絡窓口の設定

イ 定期的な資料及び情報の交換

ウ 相互人材交流､共同研究、情報伝達訓練、学術交流、防災政策の推進協力等の実現に向けての相互協力

エ 要請を待たない応援の想定

(4) 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定の締結

県は、各ブロック知事会で締結している災害時の相互応援協定等では被災者の救援等の対策が十分に実施

できない場合に全国知事会の調整の下に行われる広域応援に関する協定を締結している。

① 対象府県 ：全都道府県

② 締結時期 ：平成８年７月18日（平成30年11月９日改正）

③ 主な内容

県は、近畿ブロック内の総合調整を行い、近畿ブロック内での支援では被災者の救援等の対策が十分に

実施できない場合、全国知事会に対し、広域応援を要請する。

なお、被災市区町村を支援するための全国一元的な応援職員派遣の仕組みである「応急対策職員派遣制

度」の運用に留意するとともに、訓練等を通じて活用方法の習熟、発災時における円滑な活用の促進に努

める。また「復旧・復興支援技術職員派遣制度」の活用も含めて検討する。

３ 応援・受援体制の整備

県、市町は、関西広域連合が作成した「関西広域応援・受援実施要綱」や県が作成した「兵庫県災害時受援

計画」、「災害時応援受け入れガイドライン」等を参考に、応急対応時から復旧・復興までを見据えた応援・

受援マニュアルを事前に作成しておくこととする。また、県は、市町における業務継続体制も含めた受援体制

の構築及び充実のため、受援計画の作成や実効性の確保に向けた研修等の支援に努めることとする。

なお、応援職員の派遣にあたっては、職員が現地において円滑に活動できるよう、資機材や装備品等の整備

に努め、派遣職員の健康管理やマスク着用等の感染防止対策を徹底するとともに、応援職員の受け入れにあた

っては、執務スペースの適切な空間の確保等を行い、感染症対策に配慮することとする。

また、応援職員等の宿泊場所の確保が困難となる場合も想定して、応援職員等に対して紹介できる、ホテル、

旅館、避難所に指定されていない公共施設など仮設の拠点や車両を設置できる空き地など宿泊場所として活用

可能な施設等のリスト化に努めるものとする。

＜受援業務の例＞

○ 他府県等応援要員受入

○ 救命救助・消火部隊受入

○ 重傷患者広域搬送、DMAT、救護班受入

○ 救援物資受入

○ 広域避難
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○ ボランティアの受入 等

４ 行政職員による災害広域支援体制の整備

県は、県外における大規模災害発生時において、阪神・淡路大震災記念人と防災未来センターの専門家によ

る支援チーム等と連携を図りつつ、大震災の災害応急対策の経験等を有する行政職員による実務的な助言等の

支援を行うための体制を整備することとする。

５ 広域避難・広域一時滞在の体制の整備

(1) 県、市町は、大規模広域災害の恐れがある場合又は大規模広域災害発生時に円滑な広域避難又は広域一時

滞在が可能となるよう、他の地方公共団体との応援協定の締結や、広域避難における居住者等及び広域一時

滞在における被災住民の運送が円滑に実施されるよう運送事業者等との協定の締結、指定公共機関又は指定

地方公共機関である運送事業者への運送の要請・指示など、災害時の具体的な避難・受入方法を含めた手順

等を定めるよう努めることとする。

(2) また、県、市町、その他防災関係機関は、関係者間で適切な役割分担を行った上で、具体的なオペレーシ

ョン等を定めておくよう努めることとする。その際、国、県、市町、関係機関等からなる地域総合治水推進

協議会（水防法第15条の10に基づく都道府県大規模氾濫減災協議会としても設置）など既存の枠組みを活用

し、関係者間での協力体制の構築等に努めることとする。

(3) 県、市町は、県外への広域避難・広域一時滞在が必要であると認める場合は、関西広域連合の「関西広域

応援・受援実施要綱」に基づく広域避難等の枠組を活用した協力体制の活用等も検討するものとする。

６ 防災関係機関との連携強化

県は、迅速かつ的確な災害応急対策に資するため、平時から、定期的に、県内の防災関係機関が集まり、情

報交換等を行う連絡会議を開催することとする。

７ 県・市町間の連携強化

(1) 災害応急対策全般に係る相互応援協定の締結

県は、災害が発生し被災した市町のみでは十分な対策を講じることができない場合に県及び県内市町によ

る応援活動を迅速かつ円滑に実施するため応援協定を締結している。

①対象：県及び県内市町

②締結時期：平成18年11月１日

③応援の種類：応急対策及び応急復旧に必要な資機材、物資及び施設のあっせん又は提供、職員の派遣、被

災者の受入れ等

④主な内容

ア 応援の要請

イ 市町を指定した応援要請

ウ 自主応援

エ 経費の負担

オ 他の協定との関係

カ 平時の活動

県は、県内市町について県民局・県民センターや広域市町圏を単位に、防災全般に関する協力体制の強化

のための取り組みを支援することとする。

(2) ひょうご災害緊急支援隊

県は、大規模災害が発生し、初動・応急対策を迅速かつ的確に実施することが困難となった県内被災市町

や広域的な応援が必要と認められる県外被災自治体に対し、災害対応の知識や経験を持つ県・市職員などを

派遣して、被災者対策など応急対策について支援し、被災地の早期復旧に資するため、「ひょうご災害緊急
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支援隊」を平常時より組織することとする。

(3) 防災体制等の標準化の促進

県は、災害時において、県及び県内市町間の応援に際し、迅速かつ円滑な連携を図るため、防災体制や装

備・資機材等の規格の標準化について検討することとする。

(4) 県消防防災ヘリコプターと神戸市ヘリコプターとの一体運用

県、神戸市は、県・神戸市が保有する３機のヘリコプターの一体的な運航を実施し、２機が常時稼働でき

るようヘリコプターの効率的な運航体制をとることとする。

８ その他防災関係機関との連携強化

(1) 県警察本部は、緊急かつ広域的な救助活動等を行うための警察災害派遣隊の整備等、広域的な連携強化に

努めることとする。

(2) 市町（消防機関）等は、広域化等により、消防の対応力の強化を図るよう努めるとともに広域消防応援協

定の締結・運用等、消防相互応援体制の整備に努めるものとする。また、デジタル技術の活用による情報収

集、分析など指揮支援隊生の強化や迅速な進出と効果的な活動に向けた体制整備などにより、緊急消防援助

隊による人命救助活動等の支援体制の整備に努めることとする。

(3) 市町は、企業等との間で協定を締結するなど、連携強化を進めることにより、災害時に迅速かつ効果的な

災害応急対策等が行えるように努めるものとする。県は、市町に対して協定を締結すべき相手方などについ

て適切に助言するよう努めることとする。

(4) 政令市・特例市・中核市においては、大規模、特殊災害に対応するため、高度な技術、資機材を有する救

助隊の整備を推進するとともに、先端技術による高度な技術の開発に努めることとする。

(5) 近畿地方整備局は特に緊急を要すると認められるときは、「災害時の応援に関する申し合わせ」に基づき、

被害拡大を防ぐための緊急対応実施等（リエゾン（情報連絡員）、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ（緊急災害対策派遣

隊）の派遣を含む）の支援に努めることとする。

９ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 広域防災体制の整備

(2) 受援体制の整備

(3) その他必要な事項

〔資 料〕「協定締結状況」
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第４節 災害対策拠点の整備・運用

〔実施機関：県危機管理部〕

第１ 趣旨

県の防災対策活動の中枢拠点である災害対策本部室等の整備及び運用について定める。

第２ 内容

１ 災害対策拠点の設備整備の考え方

県、市町は、庁舎、避難所等災害対策の拠点となる施設について、耐震性の確保、電気室の高所設置、発電

機や水・食料等の常備等の対策を講じるとともに、庁舎の被災やそれに伴う通信手段や重要な行政データの喪

失に備え、衛星携帯電話の装備や、近隣の他の施設の利用、データのバックアップ対策等も検討しておくこと

とする。

２ 県災害対策センターの整備・運用

災害対策センターは、阪神・淡路大震災規模の地震が発生した場合においても、発災初動時からの災害対策

本部機能を迅速かつ的確に発揮し、災害対策活動の中枢拠点としての役割を十分に果たすことができる施設と

して整備した。

さらに、供用後の自然災害をはじめ様々な危機事案への対応を検証した「行政システム推進委員会」や「台

風第23号災害検証委員会」の提言等を踏まえ、平成18年度に建物の増築と併せ、情報通信機器等の整備を図っ

ている。

(1) 供用開始

平成12年８月22日（平成18年増築762㎡、平成19年４月供用開始）

(2) 場所

神戸市中央区中山手通５丁目２番地

(3) 構造規模

ＲＣ造一部Ｓ造、地下１階・地上６階、延床面積4,895.95㎡（増築後）

(4) センターの特徴

① 風水害はもとより、阪神・淡路大震災規模の大規模地震が発生しても、十分対応可能な耐震性の高い構

造とした。

② ライフライン途絶時にも庁舎機能がダウンしない多重化した設備とした。

非常用発電機の設置、燃料の備蓄、電話回線の二重化、専用井戸による飲料水の確保などバック

アップ機能を充実

通信設備の多重化や映像機器の整備など、防災情報システムの充実・強化

③ 本庁舎内に分散配備している機能を一元化した。

災害対策本部体制を円滑かつ効果的に運用できるよう災害対策関係の各室と、関係部局災害対策

用スペースを同センター内に集約化

防災関係機関やライフライン各社との連携強化を図るため、専用スペースを確保

④ 災害対策要員（県職員約3,900人）用の備蓄物資を確保した。

毛布 2,570枚（３交代制、１人当たり２枚）

α化米 11,700食（３食分）
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(5) 施設内容（主なもの）

地下１階：非常用電源室、備蓄倉庫、地下連絡通路

１階：災害対策本部室、事務室兼災害対策本部事務局室

２階：本部長室、防災監室、会議室、事務室

３階：ネットワーク管理室、報道関係室、事務室

４階：防災関係機関室、宿直室

５階：防災関係機関室、待機室

６階：機械室

増築棟２階：事務室

増築棟３階：会議室

３ 災害対策本部室の整備・運用

(1) 機能

① 各種情報の収集・処理・伝達機能

② 災害対策の審議・決定機能

③ 災害応急活動の指揮・指令機能

(2) 設置場所

災害対策センター１階

(3) 主な設備

① 大型表示システム

大型マルチスクリーンを設置し、フェニックス防災システム、高所監視カメラ、ヘリテレ映像等を表示

する。

② フェニックス防災システム（災害対応総合情報ネットワークシステム）

庁内各部局に設置したフェニックス防災端末を庁内ＬＡＮでネットワーク化するとともに、本庁関係課

室、各県民局・県民センター、関係地方機関、市町、消防本部、県警察本部、警察署、自衛隊、第五管区

海上保安本部、国（海上保安庁等）、ライフライン事業者等に設置したフェニックス防災端末を兵庫情報

ハイウェイ、県庁ＷＡＮ、専用回線、ＩＳＤＮ、衛星回線で結び、情報交換・共有を行う。

③ 安全対策

建物の構造体として、阪神・淡路大震災と同クラスの地震動に対しても、損傷することがない耐震性の

高い構造とするとともに、災害対策本部室を地震動に強い地下部分に配置した。また、防災情報システム

の機器が集まるネットワーク管理室などは、免震床を採用し、機能保全を図っている。

また、専用のバックアップ電源を確保し、長時間の停電にも対応できるものとした。

４ 災害対策待機宿舎の整備・運用

災害緊急事態に備え、災害待機宿舎（指定要員及び業務要員、計77戸）による待機体制を実施している。

災害待機湊川宿舎 災害待機北長狭宿舎 災害待機下山手宿舎 災害待機諏訪山宿舎

場 所 兵庫区湊川町10丁目

29

中央区北長狭通5丁目

1-19

中央区下山手通5丁目

8-24

中央区山本通4丁目

23-15

戸

数

世帯用 19戸 ４戸 ２戸 １戸

単身用 31戸 12戸 ８戸 －

５ 市町における災害対策拠点の整備・運用

市町は、対策本部機能や通信機能を維持するために、対策本部や避難所等防災関連施設における耐震性や水

害などによる浸水対策等を確認するとともに、本庁舎が使用できなくなった場合に備え、暫定的な代替候補施

設及び設備の確保や、耐震性の強化等の対応方策を検討することとする。
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第５節 情報通信機器・施設の整備・運用

〔実施機関：県危機管理部、市町〕

第１ 趣旨

災害時の情報収集・伝達手段として利用する情報通信機器・施設の整備及び運用について定める。

第２ 内容

１ フェニックス防災システム（災害対応総合情報ネットワークシステム）の運用

(1) 本庁関係課室、各県民局・県民センター、関係地方機関、市町、消防本部、県警察本部、警察署、自衛隊、

第五管区海上保安本部、国（海上保安庁等）、ライフライン事業者等の各防災関係機関を結ぶフェニックス

防災システム（災害対応総合情報ネットワークシステム）の運用により、県域のみならず、国との連携を強

化している。

(2) 本システムの機能については、大規模災害時等の迅速かつ的確な応急対策を実現するため、常に見直しを

図ることとしており、ホームページ、Ｌアラート（災害情報共有システム）、ひょうご防災ネット等を通じ

て広く県民等への情報提供も行っている。また、降雨時の通信の安定性の強化や市町等からの映像配信等を

実現するため、衛星通信回線の強化を図っていく。

名 称 主 な 機 能

情報収集

システム

・気象庁のシステム（アデス）に接続し、気象・地震情報を入手

・気象情報配信事業者から気象情報を入手

・兵庫県河川情報システムに接続し、水位・雨量等河川情報を入手

・神戸市消防、姫路市消防、尼崎市消防、明石市消防、西宮市消防、加古川市消防、芦屋市消防、

高砂市消防、宍粟市防災センターの高所監視カメラのライブ映像を入手

・ヘリコプターテレビ電送システム（ヘリテレ）により消防防災ヘリのカメラ映像を入手

・県警及び神戸市のヘリテレ映像を入手

・水防本部と接続し、国土交通省近畿地方整備局の道路・河川等のライブ映像を入手

・遠隔共有システム（Hec-Eye）を活用し、スマートフォンやドローンによる災害現場の動画等を入手

・各SNSに投稿された災害情報をAIが解析・抽出のうえ入手

危機管理

システム

・市町ごとの死者数、住家被害状況等を地図上に総括表示

・ポップアップシステム

・活動状況をデータベースとして記録・管理

・物資情報を管理

災害情報

システム

・道路・危険箇所等防災基礎情報の事前登録

・被害・活動状況の報告・共有

地理情報

システム

・危険箇所等の基礎情報の事前登録

・被害状況等をフェニックス防災端末から入力

・災害情報システム、被害予測システムとリンクし、地図上で各種データ（被害詳細、画像等）

を検索・表示
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名 称 主 な 機 能

映像・文字

情報システム

・大型ディスプレイ等に各種映像を表示

・各種防災情報・地図等を表示

ネットワーク

システム

・兵庫情報ハイウェイ、県庁ＷＡＮ、光専用線、衛星回線、ＩＳＤＮ回線により、県地方機関、

市町・消防本部等を結ぶ。

・防災専用ＶＰＮをネットワーク上に構築

・本庁防災担当課室・防災関係機関にフェニックス防災端末を配置

・市町・消防本部等にフェニックス防災端末を設置

バックアップ

センター

・広域防災センターにバックアップシステムを備え、主サーバーに障害が発生した場合に、

重要機能を代替する。

災害対応支援

システム

・災害対応タイムライン機能、データベース機能により、初動対応や意思決定等を支援する。

２ テレビ会議システムによる市町等とのホットラインの整備

災害時に県、市町、県民局等が災害情報を共有し、応急対策についての協議等を行うため、フェニックス防

災端末にテレビ会議システムを導入し、県災害対策センター、市町、県民局等複数拠点とのテレビ会議を行っ

ている。

３ 災害時非常通信体制の充実強化

県、市町、各防災関係機関は、災害時等に加入電話、自動車電話又は携帯電話が使用できない時で、他の有

線通信が利用することができないか、又は利用することが著しく困難な場合に対処するため、電波法第52条の

規定に基づく非常通信の活用を図ることとし、県は、近畿地方非常通信協議会の活動等を通して、衛星通信等

を活用した非常通信体制の整備・ネットワーク（有線・無線）の多重化等による充実・訓練等による実効性の

確保に努めることとする。

また、非常用電源設備を整備するとともに、その保守点検の実施、的確な操作の徹底、専門的な知見・技術

を基に風水害等のおそれがなく耐震性のある堅固な場所への設置を図ることとする。

(1) 非常通信訓練の実施

県、市町、防災関係機関は、災害時等における非常通信の円滑かつ効率的な運用と防災関係機関相互の協

力体制を確立するため、平時より非常通報の伝送訓練等を行い、通信方法の習熟と通信体制の整備に努める

こととする。

(2) 非常通信の普及、啓発

県は、近畿地方非常通信協議会の活動を通じて、防災関係機関等に対し、災害時における情報連絡手段と

しての非常通信の有効性及び利用促進について普及啓発を行うこととする。

４ 市町防災行政無線の整備促進

市町は、防災行政無線の整備を図ることとする。特に障害者世帯や土砂災害警戒地域及び津波浸水想定区域

等にある世帯については、戸別受信機等を設置するなど、より確実な情報伝達手段の確保に努めることとする。

また、大規模停電時も含め常に伝達できるよう、その体制及び施設・設備の整備に努めることとする。

県は、市町防災行政無線の整備を積極的に指導することとする。

○ 市町防災行政無線等の整備状況（令和５年４月１日現在）

市町の防災行政無線等について、その目的により次の２種類に区分した整備状況は次のとおりである。

Ａ 同報系情報伝達手段

市町防災行政無線（同報系）は、市町が地域住民に一斉放送（同報）するための無線である。市町

は、公園や学校等に設置されたスピーカー（屋外拡声子局）や各世帯に設置された戸別受信機を活用
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し、地域住民に情報を迅速かつ確実に一斉伝達している。災害時には、気象警報や避難指示、Ｊアラ

ート等の伝達に利用している。なお、災害時等における住民への情達手段については、市町防災行政

無線（同報系）のほか、ＭＣＡ陸上移動通信や簡易無線、ＣＡＴＶ、有線放送、オフトーク通信、コ

ミュニティＦＭ放送、ひょうご防災ネットを含めると全市町において何らかの同報系情報伝達手段を

保有している。

Ｂ 移動系情報伝達手段

市町防災行政無線（移動系）は、市町庁舎、市町の車両、市町内の防災関係部署（支所、学校、公

民館等）、自主防災組織等の連絡用の無線である。災害時における市町の災害対策本部においては、

交通・通信の途絶した孤立地域や防災関係部署等からの情報収集・伝達、広報車との連絡等に利用さ

れる。なお、衛星携帯電話や簡易無線等で代替している市町もある。

整備数 整備率

同報系

防災行政無線 33市町 80.5%

その他同報系 28市町 68.2%

ひょうご防災ネット 41市町 100.0%

全体(重複除く) 41市町 100.0%

移動系

防災行政無線 18市町 43.9%

その他移動系 ２市町 4.8%

全体(重複除く) 20市町 48.7%

５ 地域住民に対する通信連絡手段の整備

県、市町は、災害時の情報伝達手段として、防災行政無線のみならず、ＩＰ通信網、ＣＡＴＶ、有線放送電

話、コミュニティＦＭ放送等のメディアの活用、アマチュア無線等の情報ボランティアの協力等について検討

し、要配慮者等、個々のニーズにも配慮のうえ、災害時における多様で多重な通信連絡手段の整備充実に努め

るとともに、大規模停電時も含め、常に伝達できるよう、その体制及び施設・設備の整備に努めることとする。

また、避難に関する情報などの緊急情報や気象情報等を配信する「ひょうご防災ネット」を提供するとともに、

スマートフォン用アプリの開発及び機能の充実を図り、「ひょうご防災ネット」の普及促進を図ることとする。

６ 災害情報等を瞬時に伝達するシステムの構築

県、市町は、兵庫衛星通信ネットワークと市町防災行政無線を接続すること等により、災害情報等を瞬時に

伝達するＪ－アラート（全国瞬時警報システム）の構築に努めることとする。

［主な情報伝達手段例］

○防災行政無線（同報系）の屋外拡声器や戸別受信機、簡易無線

○電話、ファクシミリ

○携帯電話（ひょうご防災ネット、ひょうごＥネット、緊急速報メール、聴覚障害者向け緊急情報発信

システム 等）

○ホームページ

○地域メディア（ＣＡＴＶ，コミュニティＦＭ 等）

○サイレン、半鐘（特に緊急を要するとき）

○広報車

○放送事業者（テレビ、ラジオ）との連携（Ｌアラート（災害情報共有システム）を経由した連携を含む）

○自主防災組織等人的ネットワークによる連絡

○アマチュア無線等情報ボランティアの協力
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７ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) フェニックス防災システムの活用

(2) 非常通信訓練の実施

(3) 防災行政無線の整備・運用

(4) インターネット版防災情報提供システムの活用

(5) その他必要な事項
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第６節 防災拠点の整備

〔実施機関：県危機管理部、市町〕

第１ 趣旨

災害時における防災拠点としての機能を果たす広域防災拠点、地域防災拠点、コミュニティ防災拠点の整備に

ついて定める。

第２ 内容

１ 広域防災拠点の整備

県は、大規模災害時に救援・救護、復旧活動等の拠点となる広域防災拠点（全県拠点、ブロック拠点）を整

備するとともに、広域防災拠点（その他拠点）を設定することとする。なお、県は、防災機能を有する道の駅

についても、広域防災拠点（その他拠点）として位置づけ、防災拠点機能の強化に努めることとする。また、

「（仮称）道の駅姫路」に関して、広域防災拠点の位置付けを目指し、国や市町の協力も得ながら検討を進め

る。

(1) 整備等の方針

県は、次の考え方の下に、全県拠点及びブロック拠点の整備を進めるとともに、その他拠点の設定を行う。

① 各地域の広域防災拠点を支援する全県拠点および国のプッシュ型支援の分散備蓄の受入先として、三木

総合防災公園を整備する。

② 救助物資の集積・配送機能、被災者用物資等の備蓄機能、応急活動要員の集結・宿泊・出動機能を有す

るブロック拠点を計画的に配置する。

③ 主に既存施設を利用した物資集配及び集結・宿泊基地として、その他拠点を設定する。

(2) 配置計画

各広域防災拠点については、陸路や空路・海路等により１時間以内で救援・復旧のための人員や物資が到

着できることを基本とし、半径15㎞をカバー圏域とし、その他地形や人口分布などの地域的な特性に応じ配

置することとする。さらに、広域的な交通上の枢要な地区や結節点で一定のスペースを有する箇所を対象と

して、次のとおり配置する。

地域 所在地
拠点の

タイプ
広域防災拠点名

要員宿泊

出動機能

物資集積

配送機能
備蓄機能

神戸

神戸市 その他

神戸東部新都心 ○ ○ ×

しあわせの村 ○ ○ ×

阪神南
西宮市 ブロック

阪神南広域防災拠点

（今津浜公園）
○ ○ ○

阪神北
三田市

その他

有馬富士公園 ○ ○ ×

伊丹市、川西市 西猪名公園・東久代運動公園 ○ ○ ×

東播磨
明石市 その他 明石海浜公園 ○ ○ ×

加古川市 その他 日岡山公園 ○ ○ ×
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北播磨
三木市 全 県 三木総合防災公園 ◎ ◎ ◎

加東市 その他 播磨中央公園 ○ ○ ×

地域 所在地
拠点の

タイプ
広域防災拠点名

要員宿泊

出動機能

物資集積

配送機能
備蓄機能

中播磨
姫路市 その他 手柄山中央公園 ○ ○ ×

市川町 その他 市川町スポーツセンター ○ ○ ×

西播磨
上郡町 ブロック

西播磨広域防災拠点

（播磨科学公園都市内）
○ ○ ○

赤穂市 その他 赤穂海浜公園 ○ ○ ×

但馬

豊岡市

ブロック
但馬広域防災拠点

（但馬空港内）
○ ○ ○

その他 但馬ドーム ○ ○ ×

朝来市 その他
朝来市和田山中央文化公園

道の駅「但馬のまほろば」
○ ○ ×

丹波
丹波市 ブロック

丹波広域防災拠点

丹波の森公苑・丹波県民局内

丹波の森公苑・丹波県民局内

○ ○ ○

淡路
南あわじ市 ブロック

淡路広域防災拠点

（淡路ふれあい公園）
○ ○ ○

淡路市 その他
県立淡路島公園

国営明石海峡公園(淡路地区)
○ ○ ×

◎：県内最大規模、○：有、△：一部有、×：無

２ 三木総合防災公園（全県拠点）

阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、安全とゆとりを基調にした県域の総合的な防災拠点をめざすとともに、

地域の優れた自然環境を活かして、県民のスポーツ・レクリエーション拠点として、人と自然が調和し、人と

人が交流する公園として三木総合防災公園を整備した。

(1) 整備地区

三木市志染町地区

(2) 面積

254.1ha

(3) 機能

① 災害時における応急活動拠点機能

② 防災を中心とする地域の安全・安心に関わる人材育成拠点機能

③ 防災に関する研究拠点機能

④ 多くの人々に親しまれ活用されるスポーツ・レクリエーション拠点機能
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(4) 施設構成

① 県広域防災センター

防災に関する体系的かつ実戦的な研修、防災意識の普及啓発や、県消防学校として消防職員及び消防団

員の教育訓練等を行うことにより、県民の参画と協働による災害に強い安全で安心な地域づくりを支援す

るとともに、災害時における広域的な救助の拠点として、円滑かつ迅速な災害対応を図ることとする。

ア 平常時の機能

・防災研修機能

・宿泊研修機能

・消防職員及び消防団員の教育訓練機能

・自主防災活動支援機能

・防災意識啓発機能

※ 緊急消防援助隊広域訓練拠点施設やガレキ救助訓練施設等、高度かつ特殊な訓練に資する施設も整

備・活用する。

イ 災害時機能

・広域防災活動機能

・災害対策補完機能

・防災へリポート機能

② 三木総合防災公園

ア 平常時の機能

陸上競技場、補助競技場、野球場、球技場、駐車場、テニスコート等を有する広域公園

イ 災害時機能

・全県備蓄および国のプッシュ型支援の分散備蓄機能（陸上競技場サイドスタンド・バックスタンド下に

備蓄倉庫を整備）

・救援物資の集積・仕分け・配送機能（陸上競技場、テニスコート、駐車場等）

・応急活動要員の集結・宿泊・出動機能（競技場、テニスコート、駐車場等）

・臨時ヘリポート機能（補助競技場、野球場等）

３ 広域防災拠点（ブロック拠点）の整備

(1) 機能

① 被災者用物資、被災者用資機材、救助用資機材の備蓄機能

② 地域内外からの援助物資等の集積・配送拠点機能

③ 救援・復旧活動に当たる応急活動要員の集結・宿泊拠点機能

(2) 構成

① 中核となる公園等の広場

広域的な応急対策、復旧・復興時の支援対策など防災活動基地としての役割を担う。

ア 緊急物資、復旧資機材の集積・配送基地（荷下ろし・仕分け・保管・荷積みヤード）

イ 他都市からの救援部隊・要員の駐屯基地（要員の野営・宿泊場所、車両の集結スペース）

ウ 救助資機材等の備蓄施設

エ 臨時防災ヘリポート

県広域防災センター

県立三木総合防災公園＜都市公園＞

実大三次元震動破壊実験施設（Ｅ－ディフェンス）

三木総合防災公園
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オ 緊急用ライフライン設備

② 防災センター施設

応急対策・支援活動のための情報収集・発信、指示・調整機能を担う。

ア 事務室及び会議室

イ 物資備蓄設備

③ 整備計画

ブロック拠点名 位置
備蓄倉庫

延床面積
整備期間 供用開始年月

西播磨広域防災拠点 赤穂郡上郡町光都

（播磨科学公園都市内）

1,132 ㎡ 平成９～10年度 平成11年３月

但馬広域防災拠点 豊岡市岩井

（但馬空港内）

810 ㎡ 平成11～13年度 平成13年８月

淡路広域防災拠点 南あわじ市広田広田

（淡路ふれあい公園）

810 ㎡ 平成17～18年度 平成19年２月

丹波広域防災拠点 丹波市柏原町柏原

（丹波の森公苑・丹波県民局）

34 ㎡ 平成19年度 平成20年３月

阪神南広域防災拠点 西宮市甲子園浜

（今津浜公園）

300 ㎡ 平成18～19年度 平成20年４月

４ 広域防災拠点（その他拠点）

物資集配及び集結・宿泊基地として、既存施設をその他施設に指定する。

(1) 機能

① 地域内外からの救援物資等の集積・配送拠点機能

② 救援・復旧活動にあたる応急活動要員の集結・宿泊機能拠点

(2) 構成

公園等の広場を活用し､広域的な応急対策、復旧・復興時の支援対策など防災活動基地としての役割を担う。

ア 緊急物資、復旧機材等の集積・配送基地（荷下ろし、仕分け、保管、荷積みヤード）

イ 他都市からの応急活動要員の集結・宿泊基地（要員の宿泊場所、車両の集結スペース）

ウ 臨時防災ヘリポート

５ 地域防災拠点の整備

市町は、災害時において地域の救援・救護、復旧活動の拠点となる地域防災拠点を整備することとする。

(1) 役割

地域防災拠点は、他地域や広域防災拠点から派遣される要員や緊急物資などの受け皿であり､消防、救援・

救助、復旧等の活動拠点、物資などの備蓄・保管拠点、情報通信拠点としての機能の確保に努める。

(2) 機能

地域防災拠点には、以下の機能・設備を整備するよう努めることとする。

① 広域防災拠点から搬送される緊急物資、復旧資機材の集積配送スペース

② 地域の防災活動のための駐屯スペース

③ 物資、復旧資機材の備蓄施設

④ 災害対策本部、医療機関、消防本部や他の拠点と交信可能な通信設備

⑤ 緊急用エネルギー設備（非常用発電施設等）

⑥ 臨時ヘリポート

⑦ 耐震性貯水槽、井戸等

⑧ 広域避難スペース
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⑨ 救急医療、高齢者・障害者のケア機能との連携（市街地分散型地域の場合） 等

(3) 規模

地域防災拠点は、次の規模を有するよう努めることとする。

① 市街地連担型地域（平地部において中～高密度（40人/ha以上）な市街地が概ね400ha（２kmﾒｯｼｭ）以上

連担する地域）においては、概ね４haを標準とする。

② 市街地分散型地域（市街地連担型地域以外の地域）においては、概ね２haを標準とする。

ただし、広域防災拠点に隣接する地域防災拠点は、自衛隊駐屯に必要なスペースを除く概ね１haを標準

とする。

(4) 配置の考え方

① 各市町に地域防災拠点を１箇所以上配置することとする。

② 物資・要員の集積や広域防災拠点とのアクセス性（幹線街路などとの接続）に配慮することとする。

③ 市街地連担型地域では、周辺建築物の不燃化の促進による防災性の向上に努めることとする。

６ コミュニティ防災拠点

市町は、コミュニティを中心とした生活空間内において、災害時には避難と救援の接点となるコミュニティ

防災拠点を整備する。

なお、必要に応じ、コミュニティ防災拠点に至るまでの一次的な避難地となり、また、身近な防災活動拠点

となる概ね500㎡以上の街区公園相当の公園・広場の整備に配慮することとする。

(1) 役割

コミュニティ防災拠点は、災害時における防災拠点として地区住民の避難地及び防災活動拠点となるもの

であり、避難と救援の接点としての役割を果たす。

(2) 機能

コミュニティ防災拠点には、以下の機能・設備を整備するよう努めることとする。

① 災害時において避難・応急生活が可能な機能

・避難・滞留空間

・備蓄施設

② 地域防災拠点から搬送される緊急物資、復旧資機材の集積・配送スペース

③ 情報通信設備

・圏域内の住民への情報連絡装置（同報無線、拡声器等）

・災害対策本部や他の拠点等との交信が可能な通信設備

④ 対象地区内の防災活動に必要な設備

・備蓄施設（小型発電機、ポンプ等）

・耐震性貯水槽（雨水や河川水等の利用も検討）

⑤ 電気、飲料水等の自給自足機能

・自家発電設備、再生可能エネルギー発電設備

・飲料水兼用型耐震性貯水槽・井戸

⑥ 救急医療、高齢者・障害者ケア機能との連携（市街地連担型地域の場合）など

(3) 規模

コミュニティ防災拠点には、以下の規模を確保するよう努めることとする。

① 市街地連担型地域については、コミュニティ防災拠点の中核となるオープンスペースの規模は概ね１ha

とするが、近隣施設内の公共的スペースに高齢者・病人等を収容するなど、コミュニティ防災拠点の施設

全体を活用することによって２㎡×対象人口の有効面積を確保する。

② 市街地分散型地域については、少なくともその対象人口１人につき、２㎡の有効面積を確保する。

(4) 配置の考え方

① 市街地連担型地域については、コミュニティのまとまりや災害時の徒歩圏を考慮して町内会や自治会を
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単位として配置する。その際、近隣公園相当の広場と学校等の公共施設を地域の特性に応じて、連携して

利用できるよう考慮することとする。

② 市街地分散型地域については、拠点候補施設の規模の実状を踏まえつつ、拠点への至近性を高めるため、

複数のコミュニティ防災拠点を配置する。その際、必要に応じて、オープンスペース系の施設と建物系の

施設の連携利用を配慮した配置に努めるとともに、災害を受けにくい安全性の高い立地に配慮することと

する。

７ 基幹的広域防災拠点との連携

京阪神都市圏における大規模地震発生時等に広域災害応急対策の拠点となる三木総合防災公園、堺泉北港堺

２区基幹的広域防災拠点、山城総合運動公園と連携し効果的な輸送機能を確保する。

８ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 地域防災拠点の整備

(2) コミュニティ防災拠点の整備

(3) 広域防災拠点との連携

(4) その他必要な事項
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第７節 火災予防対策の推進

第１款 出火防止・初期消火体制の整備

〔実施機関：県危機管理部、県まちづくり部、消防本部〕

第１ 趣旨

災害発生時等の出火防止・初期消火体制の整備について定める。

第２ 内容

１ 組織の確立

(1) 常備消防

令和６年４月１日現在、県内の41市町で常備消防が設置されており、常備化率は、人口比で100％、面積比

で100％となっている。

○ 常備消防設置状況 （令和６年４月１日現在）

常備消防の方法 消防本部の数 市町の数 消防職員数

単 独 19 18市 1町 5,340

一部事務組合 5 11市 5町 895

事 務 委 託 － 6町 －

計 24 29市12町 6,235

(2) 非常備消防

地域における消防防災の中核として重要な役割を果たす消防団について、団員数は全国最多だが、年々減

少傾向が見られる。そのため、市町は、施設・設備・処遇の改善、教育訓練体制の充実、青年層・女性層の

団員の入団促進をはじめ、機能別団員・分団の制度導入を行うなど、消防団の活性化を推進し、その育成を

図ることとする。

県は、市町による消防団の加入促進や活性化の取組について、消防団を中核とした地域防災力の充実強化

に関する法律の趣旨を踏まえ、普及啓発や助言などの支援を行う。

○ 消防団設置状況 （令和６年４月１日現在）

消防団の数 市町の数 消防団員数

62 29市12町 38,016人

２ 火災予防対策

(1) 一般予防対策

① 県、市町は、消防予防行政を強化するとともに、広報活動により防火思想の普及徹底と、予防消防の根

本である防火意識の高揚を図ることとするほか、あわせて消火・防火機器の普及に努めるものとする。特

に、林野火災においては出火原因の大半が不用意な火の取扱いという人為的なものであることにかんがみ、

山火事予防運動等の機会やＳＮＳ等の各種媒体を活用した火の取扱いや不始末による出火の危険性等の周

知により、林野火災に対する県民の防火意識の高揚を図るとともに、林業関係者、林野周辺住民、ハイカ

ー等の入山者等に対する啓発を実施するものとする。また、市町においては立ち入り検査等を強化する。

② 県、市町は、地域の自主防災組織や事業所における防火防災組織を育成強化し、防火防災教育を充実す

ることにより、災害の未然防止、災害時の被害の軽減を図ることとする。

③ 市町は、火を使用する設備・器具の所有者・使用者に対して、市町火災予防条例に基づき出火の予防に

努めさせることとする。
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④ 市町は、消防法に定める予防査察を計画的に実施し、地域における防火対象物の実態を把握するととも

に、火災予防に対する指導を強化する。

(2) 建築物の火災予防

① 県、市は、火災発生時の類焼等の危険性を低減し、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、都市

計画区域において、道路・公園等の都市空間、防火水槽等防災施設の整備を行うこととする。

また、防火地域及び準防火地域を指定し、耐火構造等建築物の延焼防止を図るとともに、石油類等の貯

蔵施設・工場等特に危険性の高い施設についても用途地域指定により住宅等との混在を制限する等区域内

の火災予防を図ることとする。

② 市町は、建築物の新築等に当たっては、防火上の観点からその計画を審査することにより、建築物それ

ぞれについて、あらかじめ火災予防を図ることとする。

(3) 人命危険対象物火災予防

① 防火及び防災セイフティマークの表示指導

市町は、法令で義務化された一定規模以上の劇場、映画館、集会場、百貨店、旅館及びホテル、病院、

飲食店、雑居ビル等に対して、防火対象物点検制度及び防火管理者点検報告制度を遵守させるとともに、

点検基準に適合している対象物については、点検基準に適合していることを示す防火及び防災セイフティ

マークの表示を指導し、利用者の安全確保体制を確立することとする。

② 消防法令違反に対する是正指導の推進

市町は、不特定多数の人が出入りする劇場、映画館、集会場、百貨店、旅館及びホテル、病院、飲食店、

雑居ビル等の建物で、消防用設備等の未設置等の防火安全上の消防法令違反に対し、是正指導を行うなど、

危険な対象物の一掃を図ることとする。

(4) 防火管理者等の育成と活用

① 市町は、学校、病院、工場等政令で定める防火管理者を置かなければならない防火対象物について、防

火管理者の選任及び消防計画の作成、避難訓練の実施を徹底させることとする。

② 県、市町は、防火管理者、消防設備士、消防設備点検資格者、防火対象物点検資格者を養成、指導し、

総合的な防火管理体制の整備を図ることとする。

(5) 特殊危険物の予防対策

市町は、放射性物質等の特殊危険物について、あらかじめその取扱所等における具体的な予防対策を講じ

させることとする。

(6) 化学消火薬剤の備蓄

県は、化学消火薬剤の分散備蓄に努めることとする。

３ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 実施責任

(2) 消防組織の現況

(3) 火災予防対策

(4) その他必要な事項
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第７節 火災予防対策の推進

第２款 消防施設・設備の整備

〔実施機関：県危機管理部、市町〕

第１ 趣旨

市町における消防力の整備・強化を促進するための対策について定める。

第２ 内容

１ 災害時における総合的な消防計画の策定

市町は、災害時の火災に対応する総合的な消防計画を策定することとする。

２ 庁舎の耐震性向上

市町は、消防署等が災害時の応急対策拠点となることを考慮し、庁舎の強度の向上を図ることとする。

３ 消防施設の整備

(1) 現況

① 整備水準

本県の消防力の現況は、消防庁告示に定められている「消防力の整備指針」に照らすと、次のとおりで

ある。

（令和４年度「消防施設等整備計画実態調査）

項 目 基 準 現 有 充足率(％)

消防署所数 181 172 95.0

ポンプ自動車（常備） 259 229 88.4

ポンプ自動車（消防団） 496 504 101.6

動力消防ポンプ（消防団） 1,801 1,820 101.0

消防水利 52,264 44,686 85.5

② 消防職員・団員の数等（令和６年４月１日現在）

消防署数 55 消防団数 62

出張所数 117 分 団 数 1,201

消防職員数 6,235 消防団員数 38,016
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③ 消防ポンプ自動車等の保有数 （令和６年４月１日現在）

種 別 消防本部 消防団 種 別 消防本部 消防団

普通消防ポンプ自動車 204 470 手引動力ポンプ 1 32

水槽付消防ポンプ自動車 83 34 大型高所放水車 4 ―

はしご付消防自動車 42 ― 泡原液搬送車 4 ―

屈折はしご付消防自動車 5 ― 救急自動車 242 ―

化学消防自動車 40 ― 救助工作車 49 ―

小型動力ポンプ付積載車 29 1,515 消防艇 3 ―

小型動力ポンプ 133 373 ヘリコプター 3(※) ―

※ ヘリコプターについては県所有分１機を含む

④ 消火水利の概要 （令和６年４月１日現在）

消火栓 121,301

防火水槽 19,322

100m3以上 1,037

60～100 m3 1,355

40～ 60 m3 14,642

20～ 40 m3 2,288

井 戸

プール

326

1,019

その他 1,080

(2) 整備計画

① 市町は、消防施設・設備について、同時多発火災への対応も踏まえ、地震防災緊急事業五箇年計画等に

基づき、計画的な整備を進めることとする。

ア 消防力の整備指針・消防水利の基準の達成を目標に、整備を図ることとする。

イ 水道施設等の被害によって消防水利の確保に支障を来すことのないよう、消火栓に偏ることなく、防

火水槽、耐震性貯水槽の整備、海水等の自然水利の活用、プール等の指定消防水利としての活用等によ

り、消防水利の多様化とその適正な配置に努めることとする。

② 県は、市町と十分協議の上、消防施設強化促進法に基づく消防施設等の整備に対する補助制度及び地方

債制度を活用し、市町の消防力の強化を促進することとする。

ア 補助制度

消防防災施設等整備費補助金

イ 地方債制度

防災基盤整備事業

公共施設等耐震化事業

施設整備事業（一般財源化分）

緊急防災減災事業
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４ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 市町の消防計画の策定

(2) 消防施設・設備の現況

(3) 消防施設・設備の整備

(4) その他必要な事項

〔資 料〕 「常備消防の現況」

「消防水利の現況」

「消防団の現況」

「化学消火薬剤等備蓄状況」
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第７節 火災予防対策の推進 

 第３款 大規模火災対策の実施 

 

〔実施機関：県危機管理部、市町〕 

 

第１ 趣旨 

 大規模火災発生の危険性の高い地域への対策について定める。 

 

第２ 内容 

１ 延焼火災の危険性の予測 

  火災が発生した場合、その火災が延焼拡大する危険性を火災危険度評価マップとして250m×250mメッシュ毎

に予測した結果は別図１のとおりである。 

 

  【火災危険度評価基準】 

 ランク分け  不燃領域率  木防建ぺい率  備  考 

 １  70％以上         -  放任火災が延焼しない 

 ２ 

 70％未満 

 20%未満  焼失率０％ 

 ３  20%以上30%未満  木造で延焼による焼失が発生 

 ４  30%以上40%未満  防火造で延焼による焼失が発生 

 最も危険５  40%以上  木造・防火造で焼失率100% 

                                                         出展：改訂都市防災実務ハンドブック 

  ※対象は、以下の31市町の市街化区域内もしくは用途地域内 

    神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、相生市、豊岡市、加古川市、 

    赤穂市、西脇市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、小野市、三田市、加西市、丹波篠山市、朝来市、 

    宍粟市、加東市、たつの市、猪名川町、稲美町、播磨町、福崎町、太子町、上郡町 

 

２ 広域避難地等の整備事業計画 

（→「都市の防災構造の強化」の項を参照） 

 

３ 市町防災計画で定めるべき事項 

 (1) 大規模火災時の避難計画 

 (2) 広域避難地・避難路等の指定 

(3) その他必要な事項 

 

〔資 料〕「常備消防の現況」 

     「消防水利の現況」 

     「消防団の現況」 

     「化学消火薬剤等備蓄状況」 
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（別図１）「メッシュ別火災危険度ランク（阪神・神戸）」 

 「メッシュ別火災危険度ランク（播磨）」 
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    （別図１）「メッシュ別火災危険度ランク（但馬・丹波）」 

     （別図１）「メッシュ別火災危険度ランク（淡路）」 
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第８節 防災資機材の整備

〔実施機関：県危機管理部、県土木部、県警察本部、市町〕

第１ 趣旨

災害時に必要な防災資機材の整備について定める。

第２ 内容

県、市町等防災関係機関は、防災資機材等の整備充実を図ることとする。

１ 被災者用資機材

県は、阪神・淡路大震災における実績等を勘案し、備蓄する品目及び目標量を算定し、広域防災拠点（全県

拠点、ブロック拠点）に備蓄することとする。

（県が備蓄する住民用資機材）

仮設トイレ、仮設風呂、ブルーシート

市町は、住民用資機材の計画的な備蓄に努めることとする。

２ 救助資機材

(1) 県民が使用する資機材

市町は、県民が災害時等に使用する資機材を自主防災組織単位できめ細かく配置することとする。

(2) 救助要員用資機材

① 県は、阪神・淡路大震災における実績等を勘案し、備蓄する品目を定めるとともに、備蓄数量を算定す

ることとする。

県は、原則として救助要員用資機材の全県備蓄量を人口按分し、広域防災拠点（全県拠点、ブロック拠

点）に備蓄することとする。

（県が備蓄する救助資機材）

人命救助システム（救助用照明具、エンジン式削岩機、エアジャッキ、手動ウインチ、

背負式消火ポンプ、救助作業用誘導棒、サイレン付警報機、捜索用投光機、救助用ロープ、

携帯式便所、エンジンカッター、チェーンソー、油圧式ジャッキ、油圧式カッター、

ピストン式破壊工具、ピック付バール、レスキューベスト、レスキューリュック、スリングロープ、

多用途ナイフ、ピック付手おの、特殊作業手袋

② 県は、水害又は津波被害発生時における救助用資機材として、船外機付ボートを広域防災拠点（全県拠

点、ブロック拠点）に備蓄することとする。

③ 県警察本部は、交番・駐在所単位で破壊用具(レスキューユニット)を整備することとする。

３ 拠点用資機材

① 県は、広域防災拠点の運用に必要な資機材を、広域防災拠点（全県拠点、ブロック拠点）に備蓄するこ

ととする。

（県が備蓄する拠点用資機材）

テント、パレット、ローラーコンベア、台車、投光機、発電機、フォークリフト、通信機器、

簡易ベッド等

② 県は、水害又は津波災害発生時における物資の輸送、緊急連絡、被害状況把握等に必要な資機材として、

手漕式ボート、災害用トラックを県民局・県民センター等に備蓄することとする。
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４ 水防資機材

水防管理者は、水防倉庫、器具、資材、量水標、雨量計等を整備することとする。内容については、兵庫県

水防計画に定めるところにより整備することとする。

５ その他

県は、津波に備え、リアルタイムで画像を入手するため、必要に応じて監視カメラ等を設けるよう努めるこ

ととする。

６ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 実施責任

(2) 防災資機材の備蓄状況

(3) 防災資機材の備蓄計画

(4) その他必要な事項

〔資 料〕「災害救助物資・災害対策用資機材等備蓄状況（県災害拠点別）」

「災害救助物資備蓄状況（市町別）」

「県下消防本部救助隊保有資機材」

「消防防災ヘリコプターの現況」

「県警察本部保有救助資機材」

「自衛隊保有資機材」

「水防態勢現況表」
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第９節 災害救急医療システムの整備 

 

〔実施機関：県危機管理部、県福祉部、県保健医療部、病院局、教育委員会、市町〕 

 

第１ 趣旨 

 多数の負傷者等に対する救急医療や避難所・仮設住宅等における医療対策を想定した災害救急医療システムの

整備について定める。 

 

第２ 内容 

１ 災害救急医療情報システムの整備 

 (1) 災害救急医療情報指令センターの整備 

   県は、保健医療部長を本部長とする保健医療福祉調整本部を立ち上げるとともに、医療機関、マンパワー、

ライフライン、道路状況等総合的な情報をもとに、救護班の派遣や患者搬送等を指示・要請する災害救急医

療情報指令センターを災害医療センター内に整備することとする。 

  ※保健医療福祉調整本部・・・保健医療福祉活動チームの派遣調整、保健医療福祉活動に関する情報の連携、

整理及び分析等の保健医療福祉活動の総合調整を遅延なく行うための本部 

 (2) 災害医療情報ネットワークの形成 

   県は、災害救急医療情報指令センターをキーステーションに衛星通信等、複数の通信手段を採用した情報

通信ネットワークを整備するとともに、災害救急医療情報システム等を活用し、一次及び二次救急医療機関、

災害拠点病院を含めた情報ネットワークを形成することとする。 

   また、災害時保健医療福祉活動支援システム（Ｄ２４Ｈ）等のシステムをはじめとした、災害時を想定し

た情報の連携、整理及び分析等の保健医療福祉活動の総合調整の実施体制の整備に努めることとする。 

 

２ 救急搬送システムの整備 

  県は、災害救急医療情報指令センター等が搬送機関へ迅速かつ的確に、災害救急医療情報システム等により

把握した情報の提供や搬送等の指示・要請ができる体制を整備するとともに、防災関係機関と連携し、ヘリコ

プタ－等による搬送体制や災害拠点病院等でのヘリポ－ト、ＳＣＵ(航空搬送拠点臨時医療施設)、災害派遣用

車両（ＤＭＡＴカー）の整備促進等に努めることとする。 

 

３ 災害救急医療システムの充実 

  県は、災害救急医療システムの充実を災害医療センターの整備にあわせて行うこととする。 

  また、災害医療対応を行う圏域設定については、県民局又は県民センターに災害対策地方本部が設定されて

県民局等の単位で災害対応を行うことから、県民局・県民センターと一致する圏域で災害医療圏域を設定する。 

県、市町等は、地域保健医療情報センターを設置する各災害医療圏域における災害救急医療体制の充実・強

化を図るために、平時より医療機関等の業務継続基盤（耐震性、電源、水、地域における役割等）の把握に努

め、各災害医療圏域ごとに、医療機関相互の応援体制や発災直後の医療対応の具体的手順、市町の役割である

救護所予定場所の設定や医薬品及び飲料水等の備蓄及び市町単位の拠点医療機関から災害拠点病院への患者搬

送の流れ等の災害時保健医療マニュアルを定め、特に初動期に迅速に対応できる体制を整備することとする。 

 

４ 機動性のある医療チーム（兵庫ＤＭＡＴ）等の整備 

 (1) 県は、兵庫ＤＭＡＴ指定病院のＤＭＡＴ（以下、「兵庫ＤＭＡＴ」という。）の運用方法を定め、通信機

器・手段、医療資機材などの整備を促進するとともに訓練を実施することとする。 

 (2) 県は、状況によっては、災害拠点病院が初動時に、自らの判断に基づき、速やかに兵庫ＤＭＡＴ等の派遣

を行うことができるようにするとともに、その場合は、県からの要請に基づいた派遣・活動として扱うこと
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とする。 

 (3) 県は、災害拠点病院の医師・各地域の医療関係者等に、災害医療コーディネーターを委嘱し、初動時から

院内調整や自主判断による兵庫ＤＭＡＴ等の派遣、被災患者の搬送先や兵庫ＤＭＡＴ及び救護班(以下、「救

護班等」という。）の派遣及び受入調整、地域保健医療情報センター等、関係機関との連携により災害医療

体制の確保を図る役割を担うこととする。 

 (4) 県、市町等は、県広域防災センターに「がれき救助訓練施設」を整備・活用し、レスキューや医療チーム

の育成を図ることとする。 

 (5) 県は、平時から保健医療福祉活動チームと合同での訓練や研修、会議の開催等により、災害時の保健医療

福祉活動に係る関係者間の連携体制の構築や共通認識の醸成に努めるものとする。 

 ＤＭＡＴ（Disaster Medical Assistance Team：災害派遣医療チーム）とは 

・ 災害の発生直後の急性期（概ね48時間以内）から活動が開始できる機能性を持っ

た、専門的な研修・訓練を受けた医療チームである。 

・ ＤＭＡＴは、ＤＭＡＴ本部、医療機関、ＳＣＵ、災害現場等において、本部活動、

搬送、情報収集・共有、診療等を行う。必要な場合には、初期の避難所、救護所、

社会福祉施設での活動のサポート等を考慮する。 

 

災害救急医療システム概念図 
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５ 兵庫県こころのケアチーム「ひょうごＤＰＡＴ」等の整備 

 (1) 県は、兵庫県こころのケアチーム「ひょうごＤＰＡＴ」（以下、「ひょうごＤＰＡＴ」という。）の体制

を整備するため、ひょうごＤＰＡＴ登録制度とひょうごＤＰＡＴ活動マニュアルを整備することとする。 

 (2) 県は、通信用機器、衛星電話、共通ユニフォームなどの資機材を整備し、登録者に対し専門研修を実施す

ることとする。 

 (3) 県は、令和６年４月の医療法改正に基づき発災後48時間以内に活動を開始する日本ＤＰＡＴを組織できる

医療機関と医療法に基づく協定を締結し、訓練に参加するなど、ＤＰＡＴ事務局等と協力して、各関係機関

等との連携体制を整備することとする。 

 (4) 県は、災害時の精神保健医療体制を確保し、精神疾患を有する患者への医療の提供、及び地域の精神保健

医療機能を支援することを目的として災害拠点精神科病院の指定を行う。 

 

 ＜参考＞ 

 ○ 「ひょうごＤＰＡＴ」とは（ DPAT：Disaster Psychiatric Assistance Team ） 

「ひょうごＤＰＡＴ」の活動内容 

目的 被災者及び支援者に対する精神医療及び精神保健活動支援 

活動期間 概ね、救命活動終了後～復旧期 

活動内容 医療救護班、保健活動と連携し、精神科医療の提供、支援者支援、普及啓発を行う 

活動拠点 DPAT活動拠点本部（健康福祉事務所等） 

活動場所 救護所、避難所、仮設住宅等 

対象者 ・ 被災前から精神科疾患に罹患しているもの 

・ 被災後、精神的不調を訴えた者（トラウマ・PTSD関連疾患患者含む） 

・ 支援者（地域医療従事者、救急隊員、行政職等） 

チーム構成 精神科病院単位を基本として登録 

 精神科医師               １名 

 精神科看護師等             １名 

 業務調整員（ロジスティクス）      １名 

 公的機関職員            １～２名    計４～５名 

 

○ 大規模災害時の保健医療ニーズと活動の経時変化のイメージ 
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○ JMAT（Japan Medical Association Team）兵庫とは 

医師、看護師、薬剤師、事務（ロジ）等でチーム編成する兵庫県医師会災害医療チームで、被災者の生命及

び健康を守り、被災地の公衆衛生を回復し、地域医療や地域包括ケアシステムの再生・復興を支援することを

目的とする組織。 

 

○ 災害支援ナースとは 

新興感染症及び災害の発生時に、他の医療機関等への応援派遣に的確に対応できる看護職員。 

 

６ 災害支援ナース等の整備 

 (1) 県は災害発生に備え災害支援ナースが所属する施設と災害支援ナースの派遣に関する協定を締結する。ま

た兵庫県看護協会と協力して災害等発生時に派遣可能な災害支援ナースのリストを整備する。 

 (2) 県は被災した医療機関、社会福祉施設及び避難所（福祉避難所を含む）等に災害支援ナースの派遣を行う

ため、兵庫県看護協会との連携体制を整備する。 

 

  ＜災害支援ナースの登録・派遣等のフローチャート＞ 

①研修・訓練
の受講

2⃣災害支援ナース

の派遣依頼

1⃣災害支援ナース

派遣調整依頼

兵庫県看護協会 兵庫県

④協定の締結

災害支援ナース所属施設

災害支援ナース

平常時の体制：

発災時の体制：

②研修修了者
リストの作成

③研修修了者
リストの提供

 
 

７ 兵庫県災害医療センターの運営 

  大規模災害時にも診療機能が維持できるよう、免震構造を有するとともに、大容量自家発電装置、貯水槽、

備蓄倉庫等の防災設備と多数の患者を受け入れられる機能を確保し、多発外傷、重症熱傷、挫滅症候群患者等

に対する救命救急医療機能を備えた30床の災害医療センターを災害救急医療システムの中核施設として運営す

る。 

  災害医療センターは、後方支援病院となる神戸赤十字病院とともに、基幹災害拠点病院となり、共同で患者

受け入れ、救護班派遣等を行なうこととする。 

 

施設内容 

  所在地：神戸東部新都心（神戸市中央区脇浜海岸通１－３－１） 

  鉄筋コンクリート造・地下１階、地上４階建、 延床面積：6,300㎡、病床数：30床 

  診療科目：内科、外科、整形外科、循環器内科、神経内科など救急部を中心とする計11科 
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 兵庫県災害医療センター 
神戸赤十字病院 

病院機能 病院以外の機能 

平 

時 

１ 高度救命救急セン 

ターとして、３次救命 

救急医療を提供 

２ ドクターカーによる 

病院前医療 

１ 災害救急医療情報指令センターを設置し、 

救急医療情報の収集・提供、救急救命士に対 

する特定行為の指示 

２ 災害時に備えた医薬品等の備蓄 

３ 医療従事者を対象にした災害医療に関する 

研修の実施 

 ４ ＮＧＯ、医療機関、教育機関等との連携 

１ 地域医療の提供 

２ 災害医療センターでの救 

命救急措置終了後の患者受 

入れ 

３ ２次救急医療の提供 

災 

害 

時 

１ 被災地からの重症患 

者等の受入れ 

２ 30床から60床に増床 

３ 救護班等の派遣 

 保健医療調整本部の補助・強化機能 

 兵庫県DMAT調整本部等の設置 

災害医療情報の収集・提供、医療機関や搬送 

 機関への患者の受入れ、搬送、救護班派遣等 

 の指示・要請 

１ 被災地からの患者の受入れ 

２ 310床から500床に増床 

３ 救護班等の派遣 

 

８ 災害拠点病院の整備 

  県及び災害拠点病院（県下10の災害医療圏域に18病院）の開設者は、各災害拠点病院について、耐震強化を

図るとともに、備蓄倉庫、自家発電装置、受水槽、ヘリポート等の施設・設備整備を推進することとする。 

 

９ 災害拠点精神科病院の整備 

県及び災害拠点精神科病院（県下３精神科病院）は、災害時の精神医療体制を確保し、精神疾患を有する患

者への医療提供、及び地域の精神医療機能を支援する。 

 

 

10 兵庫県こころのケアセンターの運営 

  県は、災害等による心的外傷後ストレス障害その他様々なストレスに関する調査研究、研修、相談・治療、

情報発信等を行う中核施設として、兵庫県こころのケアセンターを運営する。 

 

施設内容 

  所在地：神戸東部新都心（神戸市中央区脇浜海岸通１－３－２） 

  地上３階建 床面積：5,100㎡ 

（主な施設：研究室、研修室、診療室、相談室等） 

 

11 医薬品等の確保 

 (1) 災害医療センター及び各災害拠点病院は、災害発生直後に必要な救急用医薬品、衛生材料及び救護班及び

兵庫ＤＭＡＴが携行する医療機材を備蓄することとする。 

 (2) 県、市町は、各医療機関にも備蓄を奨励することとする。 

 (3) 県、市町等は、発災後３日間程度診療機能を維持するために必要となる医薬品等(輸液、包帯、消炎鎮痛剤、

殺菌消毒剤等）の確保に特に留意することとする。 

 (4) 兵庫県赤十字血液センターは、県民医療に不可欠な輸血用血液を確保・供給する拠点となるとともに、災

害時における陸・海・空路を利用した血液供給体制の整備を行うこととする。 

 

12 医療マンパワーの確保 

 (1) 災害医療従事者の研修 
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   災害医療センターは、医療救護活動、医療救護体制、災害医療に関する知識、医療技術の習得等を内容と

する研修を実施することとする。 

 

13 住民に対する啓発 

  県、市町は、研修会・訓練等を通じて、住民に対する災害医療の普及啓発を行うこととする。 

 

14 市町における災害医療体制等の整備 

 (1) 市町は、県の災害救急医療システムとの整合を図りつつ、市町域内での災害対応病院の指定、救護所の設

置、救護班の編成、医薬品の備蓄等について、地域の医師会、歯科医師会、薬剤師会、医療機関、搬送機関

等と調整し、市町地域防災計画に明記の上、整備を図ることとする。 

 (2) 市町は、患者の搬送途上において高度な応急処置を行うことができる救急救命士の計画的な養成を推進す

るとともに、県、災害医療圏内の医師会・医療機関等と連携し、救急救命士に対する医師の指示体制の確立

を図ることとする。 

 

15 兵庫県災害時健康危機管理支援チーム（DHEAT）の整備等 

県は、兵庫県災害時健康危機管理支援チーム（以下、「DHEAT」という）の体制を整備・充実強化するとともに、

公衆衛生医師、保健師等の災害時の保健医療活動を担う職員を対象として、専門的な研修を実施する。 

 

＜参考＞ 

○ 災害時における DHEATと DMAT、DPAT、保健師チームとの連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

災害時健康危機管理支援チーム （ＤＨＥＡＴ：Disaster Health Assistance Team） 
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○ 「兵庫県災害時健康危機管理支援チーム（DHEAT）」とは 

 

16 実習船の活用 

 (1) 県は、県立香住高等学校が保有する実習船を活用し、災害時における物資の搬送及び水の提供、患者や医

療従事者の搬送、医療行為（人工透析等）の提供等について、医師会・医療関係機関等と連携し、訓練等を

行う。 

 (2) 県は、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律（令和３年法律第79号）

に基づき国が行う対策を踏まえつつ、実習船の活用について検討を進める。 

 

17 市町地域防災計画で定めるべき事項 

 (1) 市町域内での災害対応病院の指定 

 (2) 救護所の設置 

 (3) 救護班の編成 

 (4) 医薬品等の備蓄 

 (5) その他必要な事項 

 

〔資 料〕「災害拠点病院一覧」 

 

DHEATの活動内容 

目的 

重大な健康危機が発生した場合に、被災都道府県等の本庁及び保健所に設置される健

康危機管理組織の長による指揮調整機能、急性期から慢性期までの「医療提供体制の

再構築及び避難所等における保健予防活動と生活環境衛生の確保」に係る情報収集、

分析評価、連絡調整等のマネジメント業務などを補佐することにより、被災地の保健

医療活動を支援 

活動期間 概ね、発災後 48時間から１か月程度 

活動内容 要救護者支援に向けた避難所等ニーズ把握、支援量（人/物）分析、支援計画策定 

活動拠点 DHEAT活動拠点本部（健康福祉事務所等） 

活動場所 本庁、保健所 

チーム構成 
専門的な研修を受講した職員の中から、公衆衛生医師、保健師、薬剤師、獣医師、管

理栄養士、精神保健福祉士、臨床心理技術者、業務調整員等 
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第10節 緊急輸送体制の整備

〔実施機関：近畿地方整備局、近畿運輸局、神戸運輸監理部、県危機管理部、県農林水産部、県土木部、県警察

本部、市町、日本通運(株)、福山通運(株)、佐川急便(株)、ヤマト運輸(株)、西濃運輸(株)、道路

輸送機関〕

第１ 趣旨

災害時における災害応急活動に必要な物資等のための緊急輸送道路の整備や緊急自動車等の通行を確保するた

めの緊急交通路の設定等緊急輸送体制の整備について定める。

第２ 内容

１ 緊急輸送道路ネットワークの設定

県は、災害発生後、救助・救急・医療・消火活動を迅速に行うため、また、被災者に緊急物資を供給するた

め、あらかじめ緊急輸送道路を定めることとする。

(1) 緊急輸送道路ネットワークの形成

県は、道路状況や防災拠点等をもとに、緊急時に円滑で効率的な輸送体制を確保できるよう、緊急輸送道

路ネットワークの整備を図り、代替路の設定などと併せ、大規模災害発生時の輸送手段の確保に努めること

とする。

緊急輸送道路を構成する路線は、県外からの救援物資等の輸送や、被災者の搬送など諸活動を想定して選

定し、道路や防災拠点の整備状況等の変化を踏まえ、適宜見直しを行うこととする。

(2) 維持管理

道路管理者は、緊急輸送道路について、日頃から整備・点検に努めるとともに、災害発生時に万一被災し

た場合には、生活インフラ事業者・関係機関等と連携強化を図り、迅速な復旧に努めることとする。

(3) 通行の確保

県は、県外からの救援物資等を広域防災拠点等を経由して各市町ごとに定めた地域防災拠点等に輸送し、

また、被災者を救助し災害拠点病院等に搬送するため、緊急輸送道路ネットワークに基づき、県内いずれの

地点で災害が発生した場合でも、迅速な物資輸送や救援活動ができるよう、その通行確保に努めることとす

る。

道路管理者は、道路啓開を実施する方針・計画をあらかじめ定めておくとともに、定期的な見直しを行う

など、迅速に緊急輸送道路の通行ができるようにするための体制確保に努めることとする。また、緊急輸送

道路における新設の電柱等による道路占用を原則として禁止するとともに、一般送配電事業者、電気通信事

業者における無電柱化の取組と連携しつつ、無電柱化の促進を図るものとする。

＜海上からのアクセスポイント＞

○ 瀬戸内海側 － 尼崎西宮芦屋港、神戸港、明石港、東播磨港、姫路港、家島港、相生港、赤穂港

○ 日本海側 － 津居山港、香住漁港、浜坂漁港

○ 淡路島 － 岩屋港、津名港、洲本港、都志港、富島漁港、福良港

＜空からのアクセスポイント＞

大阪国際空港、神戸空港、但馬空港

２ 緊急交通路予定路線の事前指定

(1) 緊急交通路の確保

県警察本部は、大規模災害が発生した場合において、被災地域内への緊急自動車等の通行を確保するため、

被害想定の状況、河川等の地理的条件等を勘案して、県内を阪神地域、東・西播地域、但馬・丹波地域及び

淡路地域に分割し、高速道路及び幹線道路を中心に道路及びその区間を緊急交通路の予定路線として事前指
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定するとともに、その周知を図る。

また、道路管理者は、必要に応じて区域を指定して道路の占用の禁止又は制限を行う。

(2) 平時の整備

県警察本部は、大規模災害が発生した場合において、通行可能な道路や交通状況の迅速な把握、さらには

交通規制の実施のために、交通監視カメラ、車両感知器、交通規制資機材等の整備に努めることとする。

また、道路交通機能の確保のため重要となる信号機への電源付加装置の整備等信号機滅灯対策を推進する

こととする。

さらに、広域交通管制及びそれに必要な相互支援活動を的確に行うため、他都道府県警察本部と協定等を

締結し、平時からの連携体制を整備しておくこととする。

３ 緊急交通路の補完的機能の確保

県は、必要があると認める場合、河川管理者（国土交通省）を通じ、河川（加古川）における緊急交通路の

補完的に機能を果たす緊急用河川敷道路の通行可能状況を把握し、利用について河川管理者と協議するなど、

緊急交通路の補完的機能の確保に努めることとする。

○ 加古川緊急用河川敷道路

・右岸（西岸） 高砂市荒井町小松原～加古川市上荘町都染

・左岸（東岸） 加古川市加古川町友沢～加古川市八幡町宗佐

４ ヘリコプター臨時離着陸場適地の活用

県が指定するヘリコプター臨時離着陸場適地について、県及び市町はその活用を図り、災害時における航空

輸送を確保することとする。

５ 物資供給体制の整備

近畿運輸局、神戸運輸監理部、関西広域連合は、県、政令市、関係機関と連携して、被災市町が自ら物資の

調達・輸送を行うことが困難な場合にも被災者に物資を確実かつ迅速に届けられるよう、物資の要請体制・調

達体制・輸送体制の整備を図るための協議会を設置し、民間の施設やノウハウを活用した災害ロジスティック

スを構築することとする。

６ その他

県は、県警察本部と災害時に緊急輸送道路や緊急交通路の機能が十分に発揮されるよう、啓発方策等の充実

に努めることとする。

７ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 市町内の緊急輸送道路・緊急交通路

(2) ヘリコプター臨時離着陸場適地

(3) その他必要な事項

〔資 料〕「ヘリコプター臨時離着陸場適地」

「ヘリコプター臨時離着陸場適地（兵庫県内の飛行場、公共・非公共ヘリポート）」

「緊急交通路総括表」

「県内の規制路線に対する隣接府県の流入規制要点」

「緊急輸送道路ネットワーク」

「緊急輸送道路ネットワーク一覧表」
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第11節 避難対策の充実

〔実施機関：県危機管理部、県保健医療部、県教育委員会、市町〕

第１ 趣旨

災害時における避難及び避難所の迅速かつ円滑な管理・運営等を図るための体制整備について定める。

第２ 内容

１ 避難対策の充実

市町は、避難に関する体制整備にあたっては、水害と土砂災害、複数河川の氾濫、台風等による高潮と河川

洪水との同時発生等、災害が重複して発生しうることを考慮するよう努めることとする。

２ 災害時における避難（→第３編第３章第４節「避難対策の実施」の項を参照）

３ 避難所の定義

(1) 避難所の目的

被災者に安全と安心の場を提供すること。

(2) 避難所の機能

安全の確保、食料・生活物資等の提供、生活場所の提供、健康の確保、衛生的環境の提供、情報提供・交

換・収集、コミュニティの維持・形成等。

(3) 対象とする避難者

災害によって現に被害を受けた者、被害を受けるおそれがある者。

４ 避難所等の指定

市町は、都市公園・都市農地、公民館・学校等の公共的施設や民間の施設を対象に、地域の人口、地形、災

害に対する安全性等及び想定される地震の諸元に応じ、その管理者の同意を得た上で、災害の危険が切迫した

緊急時において安全が確保される「指定緊急避難場所」及び被災者が避難生活を送るための「指定避難所」を

あらかじめ指定することとする。また、指定避難所等については、日本工業規格に基づく図記号を使用した標

識のほか、防災訓練の実施や防災マップの作成・配布等により住民に対して周知徹底を図ることとする。

県、市町は、図記号を使用した標識の見方に関する周知に努めることとする。

(1) 指定緊急避難場所

① 指定基準

指定緊急避難場所については、災害の危険が及ばない場所又は施設を津波等の災害種別ごとに指定する

こととし、異なる災害に関し、危険が及ばない場合は重複して指定することができる。

指定緊急避難場所の指定基準は次のとおりとする。また、都市公園等のオープンスペースについては、

火災に対して安全な空間とすることに努めることとする。

・災害発生時に迅速に避難場所の開設を行うことが可能な管理体制を有するもの（管理条件）

・異常な現象による災害発生のおそれのない区域（安全区域）に立地しているもの（立地条件）

・安全区域外に立地する場合には、当該異常な現象に対して安全な構造であることのほか、洪水、津波等

については、その水位よりも上に避難スペースがあるもの（構造条件）

② 広域避難への配慮

市町は災害の想定等により必要に応じて、近隣の市町村の協力を得て、指定緊急避難場所を近隣市町村

に設けることとする。
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③ 留意事項

・市町は、指定緊急避難場所を指定して誘導標識を設置する場合は、災害種別一般図記号を使用して、

どの災害の種別に対応した避難場所であるかを明示するよう努めることとする。

(2) 指定避難所

① 指定基準

指定避難所の指定基準は次のとおりとし、指定避難所は指定緊急避難場所と相互に兼ねることができる。

・被災者等を滞在させるために必要かつ適切な規模を有するもので、各市町域における県被害想定によ

る最大規模の避難者数を収容できる避難所確保を目標とし、１施設あたりの収容者数は概ね数百人程

度までとする。（規模条件）

・速やかに被災者等の受入れ、生活関連物資の配布が可能な構造・設備を有するもの（構造条件）

・想定される災害による影響が比較的少ない場所に立地していること（立地条件）

・車両その他の運搬手段による物資の輸送等が比較的容易な場所にあるものであること（交通条件）

・要配慮者の滞在を想定し、バリアフリー化や、相談・介助等の支援体制に十分配慮することとする。

② 指定順位

市町が避難所を指定する場合の順位は、原則として次の通りとし、施設管理者の同意を得た上で指定す

ることとする。

・公立小、中学校

・その他公立学校

・公民館

・その他の公共施設（社会教育施設、福祉センター、文化・スポーツ施設等）

・その他の民間の施設（集会施設、体育施設、宿泊施設、寺社仏閣、社会福祉施設等）

③ 広域避難及び広域一時滞在への配慮

・市町は、指定避難所を指定する際に併せて広域避難及び広域一時滞在の用にも供することについて定

めるなど、他の市町からの被災住民を受け入れることができる避難所を予め決定しておくよう努め、

その際には、施設管理者に対し、広域避難及び広域一時滞在の用に供する避難所になりうることにつ

いて予め同意を得るよう努めることとする。

・市町は、大規模広域災害の恐れがある場合又は大規模広域災害発生時に円滑な広域避難又は広域一時

滞在が可能となるよう、他の市町との広域避難及び広域一時滞在に係る応援協定の締結や被災者の運

送が円滑に実施されるよう運送事業者との協定の締結など、発災時の具体的な避難、受け入れ方法を

含めた手順等を定めるよう努めることとする。

・県は、市町から県有施設（指定管理施設を含む）を広域避難及び広域一時滞在の用にも供する避難所

として指定したい旨の申し出があったときは協力するよう努める。

・県は、大規模広域災害時に円滑な広域避難が可能となるよう、他の都道府県との広域避難及び広域一

時滞在に係る応援協定の締結や、被災者の運送が円滑に実施されるよう運送事業者との協定の締結な

ど、発災時の具体的な避難、受け入れ方法を含めた手順等を定めるよう努める。

・県、市町、その他防災関係機関は、関係者間で適切な役割分担を行った上で、具体的なオペレーショ

ン等を定めておくよう努める。その際、国、県、市町、関係機関等からなる地域総合治水推進協議会

（水防法第15条の10に基づく都道府県大規模氾濫減災協議会としても設置）など既存の枠組みを活用

し、関係者間での協力体制の構築等に努める。

④ 留意事項

・学校を避難所とする場合については、特に教育機能の早期回復に留意することとする。そのため、指

定に当たって、教育委員会及び当該学校と市町（防災担当部局）は十分協議し、「学校における避難

所運営業務及び市町防災部局への移行手順」を策定するとともに、継続的に連絡会議等を開催し、施

設の開放区域と使用禁止区域、鍵の保管状況、資機材等の保管状況等について確認するなど、平時か

らの協力・連携体制の充実に努めることとする。
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・市町は、指定避難所内の一般避難スペースでは生活することが困難な高齢者、障害者等の要配慮者の

ため、福祉避難所として指定避難所を指定し必要な避難先を適切に確保するよう努めるものとする。

・市町は、福祉避難所として要配慮者を滞在させることが想定される施設にあっては、要配慮者の円滑

な利用を確保するための措置が講じられており、また、災害が発生した場合において要配慮者が相談

等の支援を受けることができる体制が整備され、主として要配慮者を滞在させるために必要な居室が

可能な限り確保されるものを指定するものとする。特に、要配慮者に対して円滑な情報伝達ができる

よう、多様な情報伝達手段の確保に努めるものとする。

・市町は、福祉避難所について、受入れを想定していない避難者が避難してくることがないよう、必要

に応じて、あらかじめ福祉避難所として指定避難所を指定する際に、受入れ対象者を特定して公示す

るものとする。

・市町は、前述の公示を活用しつつ、福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を事前に調整の上、個別避

難計画等を作成し、要配慮者が、避難が必要となった際に福祉避難所へ直接避難することができるよ

う努めるものとする。

・県は、市町が民間社会福祉施設を福祉避難所として確保するための必要な支援を行う。

・市町は、指定管理施設が指定避難所に指定されている場合には、指定管理者との間で事前に避難所運

営に関する役割分担等を定めるよう努めることとする。

・市町は、指定避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶による孤

立が続くと見込まれる場合は、当該地域に指定避難所を設置・維持することの適否を検討することと

する。

・市町は、住民票の有無等に関わらず、避難してきた者を適切に受け入れられるよう、地域の実情や他

の避難者の心情等について勘案しながら、あらかじめ受け入れる方策について定めるよう努めること

とする。

・市町は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策について、避難所において感染症患者が発生し

た場合や有症状者の避難等の適切に対応できるよう、平常時から防災担当部局と保健福祉担当部局（保

健所）が連携することとする。また、市町は、避難所での３密（密閉・密集・密接）を回避するため、

必要に応じて、ホテルや旅館等の活用等を含めて、可能な限り多くの避難所の開設に努めることとす

る。

・指定避難所は、一定期間避難生活を送るための施設であるため、災害種別による区分けはないが、指

定緊急避難場所は、災害が発生した際に、緊急的に身の安全を守るための施設であるため、特定の災

害には対応できない施設がある。指定緊急避難場所と指定避難所が相互に兼ねる場合においては、特

定の災害においては当該施設に避難することが不適当である場合があることを日頃から住民等へ周知

徹底するよう努めるものとする。

・自動車避難又は車中泊避難については、推奨するものではないが、ペット避難、感染症患者等の避難

先として活用する可能性もあることから、地域の実情を踏まえ、自動車避難又は車中泊避難を受け入

れる地域では、適切な対応がとれるよう、体制整備等を検討しておく必要がある。その際、車中泊を

行うに当たっての健康上の留意点等の広報や車中泊避難者の支援に必要な物資の備蓄に努めるものと

する。

・在宅避難者等が発生する場合や、避難所のみで避難者等を受け入れることが困難となる場合に備えて、

あらかじめ、地域の実情に応じ、在宅避難者等が利用しやすい場所に在宅避難者等の支援のための拠

点を設置すること等、在宅避難者等の支援方策を検討するよう努めるものとする。

５ 市町の避難所管理運営体制の整備

(1) 市町は、避難所への職員派遣計画を作成し、派遣基準を明らかにしておくこととする。

(2) 避難所開設期間が７日を超えることも想定し避難所管理・運営体制を整備することとする。
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６ 施設、設備の整備

(1) 避難所となる施設は、耐震、耐火構造、バリアフリー化、空調設備を設置することを目標とし、電力およ

び通信手段の確保とともに、計画的な整備を推進することとする。

(2) 避難所には、災害時にも最低限の機能を維持し、避難者の生活や管理運営が確保できる設備等（避難者ス

ペース、ライフラインの確保、物資の備蓄、情報収集機器、再生可能エネルギー等の代替エネルギーシステ

ムや電動車の活用を含めた非常用発電機等）計画的な整備の推進を図ることとする。

(3) 避難所の施設・設備の整備に当たっては、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦等の要配慮者にも十分配慮す

ることとする。特に、医療的ケアを必要とする者に対しては，人工呼吸器や吸引器等の医療機器の電源の確

保等の必要な配慮をするよう努めるものとする。

(4) 市町は、過去の災害での事例を参考に必要なトイレを確保する。仮設トイレ等が必要な場合には、使用す

る者の事情や現場の状況を踏まえ、協定事業者、県等への応援要請を行う。トイレは避難者が中心となって

清掃等を適切に行って健康被害の防止と衛生対策に努める。

(5) 市町は、平時から、地域住民や企業が所有する井戸や湧水を災害用井戸・湧水として活用するための登録

制度や、防災拠点施設・指定避難所等における公共井戸の整備等をはじめ、避難所ごとに断水に備えた生活

用水の確保方策を検討し、準備しておく。

(6) 県、市町は、指定避難所だけでなく、協定・届出避難所として位置付けられた避難所についても、あらか

じめ情報を把握する。

７ 避難所運営組織の育成

(1) 市町は、自主防災組織等の協力を得て避難所運営組織の編成を図るなど運営体制の整備に努め、災害時の

円滑な自主運営体制の確立を図ることとする。

(2) 自主防災組織等は、地域の居住者、要配慮者に関する情報を把握するよう努めることとする。

(3) 市町は、災害ボランティア団体等と災害時の避難所運営体制について協議しておくこととする。

８ 避難所開設・運営訓練

市町、避難所管理者、地域の防災組織等が連携した避難所開設・運営訓練を実施しておくこととする。

９ 避難所管理運営マニュアルの作成

市町は、災害時における避難所の迅速かつ円滑な管理・運営等を図るため県が作成した「避難所管理運営指

針（平成25年版）」等に基づき、自主防災組織をはじめとする住民、学校等の施設管理者その他の関係機関等

とともに、地域の実情に応じた適切なマニュアルの作成に努めることとする。

（避難所管理運営指針（平成25年版）の主な内容）

① 基本方針

・避難所の目的、機能、対象者 等

② 一般避難所

・避難所指定方針

・管理運営体制の整備

・避難所の施設・設備、備蓄、通信手段

・避難所不足への対応

・管理責任者の配置と役割

・避難者・避難所の情報管理、要配慮者の保護

・食料・生活物資等の提供

・女性への配慮

・健康、衛生環境、広報、相談対応 等

③ 福祉避難所

・福祉避難所の目的、機能、対象者

・福祉避難所の指定
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・必要な施設設備、物資・器材、人材

・社会福祉施設、医療機関等との連携

・運営体制の確保 等

10 感染症に対応した適切な避難対策

(1) 市町は、県が作成した「新型コロナウイルス感染症等感染症に対応した避難所運営ガイドライン」等を参

考に、十分な避難スペースの確保やレイアウト・導線の確認、避難者の健康チェック・検温、換気等を実施

するなど感染症に留意した避難所運営を実施するとともに、マイ避難カードの作成や分散避難の推奨、ホテ

ルや旅館等の多様・多数の避難先の確保・周知により、避難対策を推進することとする。

また、市町は、避難所管理運営マニュアルに感染症への対応を適宜反映することとする。

(2) 県・保健所設置市の保健所等は、新型インフルエンザ等感染症等（指定感染症及び新感染症を含む。）を

含む感染症患者の被災に備えて、平常時から、防災担当部局（県の保健所等にあっては、管内の市町の防災

担当部局を含む。）との連携の下、ハザードマップ等に基づき、対象者等が危険エリアに居住しているか確

認を行うよう努めるものとする。また、市町の防災担当部局との連携の下、対象者の避難の確保に向けた具

体的な検討・調整を行うとともに、必要に応じて、対象者に対し、避難の確保に向けた情報を提供するよう

努めるものとする。これらのことが円滑に行えるよう新型インフルエンザ等感染症等発生前から関係機関と

の調整に努めるものとする。

（新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症等感染症に対応した避難所運営ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ（令和２年６月策定、令和５年５月改訂）の

主な内容）

① ﾌｪｰｽﾞ０ 事前準備

・感染対策を考慮した収容人員の確認

・十分な避難所数の確保

・体調不良者（発熱・咳などの症状者）等を分離した別室の専用ｽﾍﾟｰｽ又は専用避難所の確保

・物資や衛生資材などの必要数の把握及び事前準備

・適切な避難所運営を行うための体制の構築

・住民への事前周知

② ﾌｪｰｽﾞ１ 避難

・適切な避難先の提示

・避難情報発令時の留意事項

③ ﾌｪｰｽﾞ２ 避難所開設・受入れ・運営

・避難所の開設

・避難所の受入れ

・避難所運営

④ ﾌｪｰｽﾞ３ 避難所解消 等

11 避難指示等発令判断基準等策定のためのガイドライン作成

県は、市町の適時適切な避難情報の発令や住民への伝達に資するため、市町がマニュアルを作成する際の手

順や基本事項について具体例を交えて示したガイドラインを作成するとともに、市町から求めがあった場合に

は避難指示の対象地域、判断時期等について助言することとする。

市町は、避難指示等を行う際に、国や県のほか、気象防災アドバイザー等の専門家に必要な助言を求めるこ

とができるよう、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先の共有を徹底しておくなど、

必要な準備を整えておくこととする。

12 「マイ避難カード」の普及による県民の避難意識の向上

県、市町は、想定される災害に備え、一人ひとりが自ら考えた「避難行動に移るタイミング（逃げ時）」「避

難先」「避難経路」をあらかじめ記載しておく「マイ避難カード」の作成を普及促進することにより、県民の
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避難意識の向上を図ることとする。

13 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 指定緊急避難場所の指定箇所

(2) 指定避難所の指定箇所

(3) 管理・運営体制の整備

(4) 設備・備蓄等の整備

(5) 運営組織の育成

(6) 地域の実情を踏まえ、自動車避難又は車中泊避難を受け入れる地域がある市町にあっては、適切な受け入

れ体制の整備

(7) その他必要な事項
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第12節 備蓄体制等の整備

〔実施機関：農林水産省農産局、県危機管理部、県産業労働部、県農林水産部、県土木部、県企業庁、市町、水

道事業者〕

第１ 趣旨

災害発生直後に必要となる食料、物資等の備蓄、調達体制の整備について定める。

第２ 内容

１ 基本方針

(1) 災害発生から３日間は、平時のルートによる供給や外部からの支援が困難になる可能性があることから、

この間の物資等の確保対策を講じることとする。

(2) 県、市町は、県民が各家庭や職場で、平時から最低でも３日間、可能な限り１週間分程度の食料、飲料水、

生活必需物資を備蓄するよう、自主防災組織や自治会等を通じて啓発するとともに、事業所等における物資

の確保についても啓発することとする。

(3) 市町は、県民の備蓄を補完するため、県の地震被害想定における当該市町の最大避難者数を基準に、避難

所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、快適なトイレ環境確保のための携帯トイレ、簡易トイレ、

食料、飲料水、適温の食事のための炊き出し用具やキッチン資機材、安眠確保のための段ボールベッド・エ

アベッド等の簡易ベッド、毛布、プライバシー確保のためのパーティション、衛生促進のための入浴設備、

洗濯設備、乳児用粉ミルク又は乳児用液体ミルク、乳児・小児用おむつ、大人用おむつ、トイレットペーパ

ー、生理用品のほか、マスクや消毒液等の感染症対策に必要な物資等の避難生活に必要な物資を備蓄するも

のする。また、備蓄品の調達に当たっては、要配慮者、女性、こどもにも配慮するものとする。これらの物

資の備蓄状況については、年に１回、広く住民に公表するものとする。また、必要となる備蓄量（最低３日

間、推奨１週間）を推計するとともに、必要量が確保できているか定期的に確認し、不足している場合は、

その確保に努めることとする。

(4) 県は、広域的な立場から、不足が懸念される物資や、市町の区域を越えた利用が想定される物資について、

市町の備蓄を補完するため、阪神・淡路大震災における最大避難者数（30万人）を基準に、現物備蓄及び流

通在庫備蓄により、食料、生活必需物資の供給体制を整備することとする。また、その備蓄状況については、

年に１回、広く住民に公表するものとする。

(5) 県、市町、その他防災関係機関は、災害対策要員の必要分として、常時３日分の備蓄に努めることとする。

(6) 県、市町は、備蓄物資等の調達・輸送に関し、国の新物資システム（Ｂ－ＰＬо）を活用し情報共有を図

るよう努めることとする。また、あらかじめ備蓄・調達・輸送体制を整備し、それら必要な物資の供給のた

めの計画を定めておくとともに、同システムを活用し、施設（備蓄倉庫・物資拠点・避難所）ごとの備蓄物

資の品目・数量や施設概要等の情報を定期的に更新するなど、最新の状況を把握するものとする。

(7) 県、市町は、大規模な災害発生のおそれがある場合、事前に新物資システム（Ｂ－ＰＬо）を用いて備蓄

状況の確認を行うとともに、あらかじめ登録されている物資の輸送拠点を速やかに開設し、運営に必要な人

員や資機材等を運送事業者等と連携して確保するよう努めるものとする。また、物資の輸送拠点の管理者の

連絡先や開設手続を関係者間で共有するなど、備蓄物資の提供を含め、速やかな物資支援のための準備に努

めることとする。

２ 食料

(1) 備蓄、調達

① 食料給与対象者

ア 避難所等に収容されている被災者
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イ 住家が被害を受け、炊事ができない者

ウ 病院、ホテル等の滞在者及び縁故先への一時避難者

エ 救助、救護、災害防止、災害復旧等の従事者

② 目標数量

県、市町、県民は、各々次表の区分に従って備蓄をするよう努めることとする。

※可能な限り１週間分程度の備えをめざす。

（注）矢印は、不足が生じた場合、カバーする手順を示す。

③ 品目

品目としては一般に次のものが考えられる。なお、実施にあたり高齢者、妊産婦、乳幼児、食事制限の

ある者等のニーズにも配慮することとする。

ア 炊き出し用米穀、弁当、おにぎり、パン、育児用調整粉乳等の主食

イ 即席めん、ハム・ソーセージ類、調理缶詰、漬物、味噌、醤油、緑茶等の副食・飲料水

ウ 粥、ベビーフード、ミキサー加工食品、とろみ調整剤、アレルゲン除去食品等の食事制限や食形態等

に配慮した特別な食品

なお、現物備蓄又は流通在庫備蓄以外に、弁当、パン等の流通食品の調達にも十分配慮することとする。

④ 方法

ア 市町は、コミュニティ域又は小、中学校レベル及び市町域レベルで被災者２日分の食料を備蓄するこ

ととする。なおコミュニティ域又は小、中学校区レベルについては、発災後すぐに対応が必要になるこ

とから、きめ細かな単位で直接備蓄をするよう努めることとする。

イ 県は、市町で供給が困難な場合、若しくは県が必要と認める場合、次の方法により対応することとす

る。なおこの方法を実効あるものにするため、原則として業者と協定を締結し、定期的に在庫確認を行

うこととする。

また、必要に応じて、自衛隊に乾パン等の食料の放出を要請することとする。

(ｱ) 米穀 ……… 備蓄食料の活用（広域防災拠点からのアルファ化米等の供出）

米穀販売事業者との協定締結及びそれに基づく流通在庫の活用

農林水産省農産局農産政策部貿易業務課への要請（県知事と農林水産省農産局長が

米穀の売買契約を締結。その後、政府所有米穀の販売等業務を委託している受託事

業体からの引渡し）

(ｲ) おにぎり … 学校給食センター、給食業者からの供給のあっせん、弁当給食事業者との協定に基

づく供給のあっせん

(ｳ) 弁当 ……… 弁当給食事業者との協定に基づく供給のあっせん

(ｴ) パン、育児用調整粉乳 … 業者との協定締結及びそれに基づく流通在庫の活用

(ｵ) 副食 ……… 業者との協定締結及びそれに基づく流通在庫の活用

(ｶ) 食料品一般… コンビニエンスストア事業者、食料品業者との協定に基づく供給のあっせん

(2) 搬送等

① 県は、搬送にあたっては「交通・輸送対策」の項で示す緊急輸送路の他、海上交通、空路交通を活用で

合計

県
行政による備蓄

３日分※ ２日分 １日分

被災者の１日分相当量

(現物又は流通在庫備蓄)

被災者の１日分相当量

(現物又は流通在庫備蓄)

被災者の１日分相当量

市町域レベル

広域レベル

１人３日分※

(現物備蓄) (現物備蓄)

県民による備蓄
市町

コミュニティ域又は
小中学校区レベル
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きる体制構築に努める。

② 県は、輸送協定を締結している団体に対して、県警察本部（交通規制課）及び県危機管理部（災害対策

課）よりあらかじめ緊急通行車両確認標章等の交付を受けることができることについて、周知及び普及を

図るものとする。また、災害発生時には、これらの団体に県の指定場所までの搬送を依頼することとする。

なお、これにより難いときは、県の広域防災拠点に集積させることとする。

③ 県は、広域防災拠点等から各市町の拠点等への搬送にあたり、輸送協定を締結している兵庫県トラック

協会に依頼することとし、あらかじめ投入可能台数を把握することとする。

④ 市町は、被災者へ食料を適正に配分することとする。

３ 生活必需物資

(1) 備蓄、調達

① 生活必需物資給与対象者

住家に被害を受け、生活に必要な被服、寝具その他生活必需品を喪失し、直ちに日常生活を営むことが

困難な者

② 目標数量

食料の項に準ずる。

幼児、女性、高齢者等を対象とした物品については、対象者や使途を考慮して数量を見積もることとす

る。

③ 品目

県があらかじめ、調達先及び在庫量の確認を行う品目は次のとおりである。このうち、過去の災害等を

勘案して、特に発災から３日以内に確実に必要になると考えられる次の品目について、重点的に取り組む

とともに、要配慮者のきめ細かなニーズにも配慮することとする。

区 分 特 に 重 要 な 品 目 例 備 考

寝具 毛布 ほか 具体的な品目、調達先等につ

いては、資料編に掲載外衣・肌着 下着 ほか

身の回り品 タオル ほか

炊事道具・食器 哺乳瓶 ほか

日用品 トイレットペ－パ－、ポリタンク、生理用品、

紙おむつ、大人用おむつ、土のう袋、仮設トイレ、

電動簡易トイレ、携帯トイレ、ブルーシート、テ

ィッシュペーパー ほか

光熱材料等 小型エンジン発電機、卓上コンロ・ボンベ

懐中電灯 ほか

※ この他の生活必需物資や復旧用物資等については、あらかじめ調査先を確認するよう努めることと

する。

④ 方法

ア 市町は、コミュニティ域又は小・中学校レベル及び市町域レベルで備蓄を行うこととする。

イ 県は、毛布等の備蓄目標量を算定し広域防災拠点（全県拠点、ブロック拠点）等に備蓄することとす

る。

ウ 県は、市町で供給が困難な場合、若しくは県が必要と認める場合、毛布等については、広域防災拠点

（全県拠点、ブロック拠点）等に備蓄した分を充当するとともに、あらかじめ協定した業者等に供給を

依頼することとする。

なお、この方法を実効あるものにするため、事前に業者のおおよその供給能力を把握しておくことと

する。
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・県が現物備蓄している物資

毛布、ブルーシート、仮設トイレ、紙おむつ

・県が流通在庫備蓄している物資

毛布、ポリタンク、トイレットペーパー、哺乳瓶等乳幼児製品、紙おむつ

(2) 搬送等

食料の項に準じることとする。

４ 衛生物資

(1) 備蓄、調達

市町は、災害発生直後に避難所において感染症対策に留意した運営を行えるよう、マスク、消毒液等の衛

生物資の確保・備蓄に努めることとする。また、備蓄品の調達にあたっては、要配慮者、女性、子供にも配

慮するものとする。

県は、災害時に被災市町の避難所運営において、不足した場合に広域応援調整ができるよう、衛生物資等

を備蓄することとする。

① 品目

あらかじめ、調達・確保することが望ましい衛生物資は次のとおりである。

区分 必要な物資・衛生資材等

感染症対策用衛生物資等 消毒液（アルコール、次亜塩素酸ナトリウム溶液）、マスク＊、ゴム手袋

（ディスポーザブル）、液体せっけん、ウェットティッシュ、ペーパー

タオル など

健康管理用資材等 非接触型体温計＊ など

運営スタッフ防護用物資等 マスク＊、使い捨て手袋、ガウン＊、フェイスガード＊ など

避難所運営用資材等 間仕切り＊、養生テープ、段ボールベッド（折りたたみベッドﾞ＊含む）、

受付用パーティション＊、換気設備、除菌・滅菌装置＊、清掃用具一式、

トイレ関連備品一式 など

＊県で備蓄する衛生物資

② 方法

ア 市町は、コミュニティ域又は小・中学校レベル及び市町域レベルで備蓄を行うこととする。

イ 県は、広域防災拠点（全県拠点、ブロック拠点）等に備蓄することとする。

ウ 県は、市町で供給が困難な場合、若しくは県が必要と認める場合、広域防災拠点（全県拠点、

ブロック拠点）等の備蓄物資を充当する。

(2) 搬送等

食料の項に準じることとする

５ 応急給水

(1) 対象

上水道の給水が停止した断水世帯等

(2) 目標数量

市町（水道事業者）は、発災直後に断水世帯に対し、最小限必要量の１人１日３㍑を給水することを目安

に、給水体制を整備することとする。

給水目標水準 災害発生から３日間 １人１日 ３㍑

４日～10日目 １人１日 ３㍑～20㍑

11日～20日目 １人１日 20㍑～100㍑

21日目以降 １人１日 100㍑～被災前の水準

(3) 供給体制の整備
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① 市町（水道事業者）は、運搬給水基地又は非常用水源からの拠点給水、給水車等による運搬給水に必要

な体制を整備することとする。

② 水道用水供給事業者、水道事業者は、給水に関する情報ネットワークの整備等、データの共有化に努め

ることとする。

③ 県は、市町からの応援要請に対応できるよう、給水用資機材を保有、調達するとともに、「兵庫県水道

災害相互応援に関する協定」等広域的な応援体制の整備を行うこととする。

④ 県、市町（水道事業者）は、災害時における関係機関間の情報連絡や指揮命令系統等が迅速かつ円滑に

進められるよう、平時から「兵庫県水道災害相互応援に関する協定」に基づくブロック内市町間や広域に

おける災害を想定した訓練等を実施しその充実を図ることとする。

６ 木材

(1) 災害時の緊急出荷に備えた木材需給動向の把握

① 県は、農林振興事務所及び兵庫県木材業協同組合連合会を通じて、県内木材産業の現状及び木材の生産

・需給動向を定期的に調査し、県内木材供給可能量を把握することとする。

② 県は、林野庁木材産業課、木材利用課を通じて、全国の木材需給動向を定期的に把握することとする。

７ 医薬品

（→「災害医療システムの整備」、「医療・助産対策の実施」の項を参照）

８ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 実施責任

(2) 備蓄の現況

(3) 備蓄目標量（現物・流通在庫備蓄）

(4) 各家庭・職場での備蓄の啓発

(5) 備蓄倉庫等の整備状況

(6) 備蓄物資の輸送・配分方法

(7) その他必要な事項
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第13節 家屋被害認定士制度等の整備

第１款 家屋被害認定士制度の整備

〔実施機関：県危機管理部、市町〕

第１ 趣旨

家屋被害認定士制度の整備について定める。

第２ 内容

１ 目的

災害対策基本法第90条の２で市町長は、災害発生時に、遅滞なく被害の程度を証明する書面を交付すると定

められている。このため今後発生する災害における被害調査の迅速化と統一化を担保し、被災者支援制度の円

滑な実施に資するため、県、市町は、十分な知識と技術をもって即時に被害調査に従事できる家屋被害認定士

を育成するとともに、県内における住家被害調査の調査方法及び判定方法の統一化と住家被害調査に従事する

調査員及び家屋被害認定士の市町間の相互応援体制の整備を図ることとする。

２ 家屋被害認定士制度要綱の策定

県は、「兵庫県家屋被害認定士制度」要綱（平成18年１月27日制定）に基づき、家屋被害認定士の養成、認

証、登録、管理を行うとともに、担当者のための研修機会の拡充等により、災害時の住家被害の調査の迅速化

を図ることとする。

(1) 家屋被害認定士の役割

① 災害時に市町長より調査員に命ぜられ、即戦力として被害調査を行う。

② 被害調査に関する調査方法、判定方法及びこれらの考え方を必要に応じて被災者等へ説明する。

③ 常に自己研鑽を行うとともに、調査員となる他の職員等に対し、必要な教育・訓練を行う。

(2) 家屋被害認定士の対象者

① 市町職員

② 県職員

③ 建築及び不動産関係団体の会員

３ 被害調査の判定方法の統一化

県は、市町と協力して、県内における被害調査の調査方法及び判定方法の統一化を図ることとする。

４ 調査員及び家屋被害認定士の相互応援体制の整備

県は、災害時に罹災証明書の交付が遅滞なく行われるよう、市町と協力して、被害調査に従事する調査員及

び家屋被害認定士の市町間の相互応援体制の整備を図ることとする。

市町は、住家被害の調査の担当者の育成、他の地方公共団体や不動産鑑定士や行政書士等の士業団体その他

の民間団体との応援協定の締結等を計画的に進めるなど、罹災証明書の交付に必要な業務の実施体制の整備に

努めることとする。

５ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 家屋の被害調査における家屋被害認定士の役割、育成

(2) その他必要な事項
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第13節 家屋被害認定士制度等の整備

第２款 被災宅地危険度判定制度の整備

〔実施機関：県まちづくり部、市町〕

第１ 趣旨

被災宅地危険度判定制度の整備について定める。

第２ 内容

１ 目的

大地震又は豪雨等によって宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、二次災害を軽減、防止し、住民の安

全を確保するために、被災宅地危険度判定士を活用して被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し、宅地の危険

度判定を実施する。

２ 危険度判定実施体制の整備

県は、全国組織である被災宅地危険度判定連絡協議会と連携しながら、県内の市町と協力して危険度判定の

実施体制の整備に努めることとする。

３ 被災宅地危険度判定実施要綱の策定

県は、兵庫県被災宅地危険度判定実施要綱を定め、必要な判定業務実施マニュアル（以下「実施マニュアル」

という。）を策定するとともに、判定士の育成に努めることとする。

４ 判定資機材の備蓄

県と市町は分担して、実施マニュアルに基づき、危険度判定の実施に必要な資機材を備蓄することとする。

備蓄品目：判定調査票、判定ステッカー、ヘルメット用シール、腕章、住宅地図等

５ 実施計画

(1) 実施主体

① 市町は、危険度判定を実施する場合は、実施マニュアル第２章（実施本部の業務）に基づき、判定実施

本部を設置し、県に必要な支援を要請することとする。

② 県は、市町又は他の都道府県から支援要請を受けた場合は、実施マニュアル第３章（支援本部の業務）

に基づき、支援本部を設置し、その業務に当たることとする。

(2) 対象

地震又は豪雨により被災した宅地を対象とすることとする。

(3) 実施方法

① 実施本部、支援本部、判定士は、実施マニュアルに基づき、危険度判定を実施するための体制を執り、

危険度判定を実施することとする。

② 被災規模が甚大な場合は、他の都道府県に支援を要請するとともに、国土交通省に調整を依頼すること

とする。

(4) 判定結果の活用

判定結果は災害対策本部に報告するとともに、被災者対策に活用するように努めることとする。

６ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 実施責任、予防対策、資機材の備蓄及び備蓄方法、実施体制

(2) その他必要な事項
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第14節 廃棄物対策の充実

〔実施機関：県環境部、市町〕

第１ 趣旨

廃棄物対策への備えについて定める。

第２ 内容

１ 災害廃棄物処理計画の策定

災害時の廃棄物処理を迅速に実施し、早期復旧に資するため、市町は、あらかじめ仮置場の配置や災害廃棄

物の処理方法等について、具体的に示した災害廃棄物の処理計画を定めておくとともに、平常時から仮置場候

補地のリストアップ、仮置場における分別・処理の運営体制について検討しておくこととする。また、広域処

理を行う地域単位で一定程度の余裕をもった処理施設の能力を維持し、災害廃棄物処理の多重化や代替性の確

保を図ることとする。

さらに、市町は、廃棄物処理施設等の浸水対策等の防災対策を図るよう努めるとともに、災害廃棄物処理計

画の策定にあたっては、水害ごみの分別については、少なくとも可燃、不燃、粗大、畳、廃家電の５分別に努

めることを明記することとする。

また、県及び市町は、定期的に災害廃棄物処理に関する研修、訓練を実施するとともに、必要に応じて、災

害廃棄物処理計画の見直しを行い、計画の実効性の向上に努めるものとする。

計画内容として

必須の事項

目的、組織・体制、災害に備えた資機材の備蓄計画、仮置場の配置計画、仮置場の運営計画、

排出ルール（分別）、ごみ発生量の推計、処理計画、応援の要請、仮設トイレの設置計画・

管理計画、住民への広報

２ 応援体制の整備

(1) 兵庫県災害廃棄物処理の相互応援に関する協定

県及び市町は、廃棄物処理の円滑実施をめざし、平成17年９月に兵庫県災害廃棄物処理の相互応援に関す

る協定を締結している。この協定に基づき、県が被災地市町の要請を受けて応援の調整を行い、市町間で相

互応援を行う体制を整備することとする。

協定内容 ① 県が被災市町の要請を受けて調整

② ①に基づき各市町間で相互応援を実施

(2) 災害時の廃棄物処理に関する応援協定

県及び神戸市安全協力会、（一社）兵庫県産業資源循環協会、（一社）兵庫県水質保全センター、（一社）

日本建設業連合会（関西支部）、兵庫県環境整備事業協同組合及び兵庫県環境事業商工組合との間で、県の

要請・調整により、これらの団体が、被災市町を応援するしくみをつくるために、平成17年９月以降、順次、

災害時の廃棄物処理に関する応援協定を締結している。

協定内容 ① 県が被災市町の要請を受け各団体に要請・調整

② ①に基づき各団体が被災市町を応援

(3) 費用負担

応援に要する費用のうち、災害廃棄物処理事業の国庫補助対象となるものについては、原則として応援を

受けた市町が負担することとする。

３ その他

廃棄物処理施設については、大規模災害発生時に電力供給や熱供給等の役割も期待できることから、始動用
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緊急電源のほか、電気・水・熱の供給設備を設置するよう努めることとする。

４ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 実施責任

(2) 災害廃棄物処理計画の策定

(3) 応援体制の整備

(4) その他必要な事項
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第15節 要配慮者支援対策の充実

〔実施機関：県危機管理部、県福祉部、県保健医療部、県産業労働部、県土木部、市町〕

第１ 趣旨

高齢者、障害者、難病患者、乳幼児や妊産婦等の要配慮者に対し、災害時に迅速かつ的確な対応を図るための

体制整備について定める。

第２ 内容

１ 要配慮者支援体制の整備

(1) 推進組織の整備

市町は、要配慮者の担当課を定め、庁内横断で要配慮者を支援する体制を整備することとする。また、既

存の福祉関係組織等を活用して関係機関、当事者団体、支援団体等との協力関係の構築に努めることとする。

(2) 要配慮者の日常的把握と避難行動要支援者名簿の整備

市町は、防災担当部局と福祉担当部局との連携のもと、平常時から要配慮者に関する情報を把握するよう

努める。このうち、少なくとも避難行動要支援者（自力での避難が困難な要配慮者）については、災害対策

基本法に定める避難行動支援者名簿を整備しておくこととする。名簿は、地域における避難行動要支援者の

居住状況や避難支援を必要とする事由を適切に反映したものとなるよう、定期的に更新することとするとと

もに、いかなる事態が生じた場合においても名簿の活用に支障が生じないよう、名簿情報の適切な管理に努

めるものとする。

なお、災害対策基本法による義務づけ前から「要配慮者名簿」等の名称で何らかの名簿を作成している市

町については、当該名簿の内容が法に定める「避難行動要支援者名簿」の内容を包含もしくは実質的に相当

している場合には、改めて避難行動要支援者名簿を作成する必要はない。

(3) 避難行動要支援者名簿の共有

市町は、避難支援等に携わる関係者として市町地域防災計画に定めた機関・団体等に対して、避難行動要

支援者本人の同意を得ることにより、又は災害対策基本法に規定する特別の定めを設ける条例の制定等法制

上の措置その他の必要な措置を講じることにより、あらかじめ避難行動要支援者名簿を提供するものとする。

また、個別避難計画の実効性を確保する観点等から、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者に対

する情報伝達体制の整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図ることとする。その

際、名簿情報の漏えいの防止等必要な措置を講じることとする。

(4) 個別避難計画作成をはじめとする地域における避難支援体制の整備

市町は、災害対策基本法の改正により、個別避難計画の作成が努力義務化されたことを踏まえ、防災担当

部局や福祉担当部局など関係部局の連携の下、福祉専門職、社会福祉協議会、民生委員、自主防災組織、地

域住民、NPO等の避難支援等に携わる関係者と連携して、避難行動要支援者名簿をもとに、優先度の高い者

から個別避難計画を作成・共有するなどの地域における支援体制の整備に努める。この場合、コミュニティ

の希薄化や担い手の高齢化、都市部と山間部の違い、積雪や凍結といった地域特性等に留意するものとする。

なお、ハザードマップの見直しや更新、災害時の避難方法等の変更等を適切に反映したものとなるよう、必

要に応じて更新するとともに、庁舎等の被災等の事態が生じた場合においても、個別避難計画の活用に支障

が生じないよう、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の適切な管理に努めるものとする。

市町は、被災者支援業務の迅速化・効率化のため、国のクラウド型被災者支援システム等の当該業務を支

援するシステムを活用するよう積極的に検討するものとする。

市町は、個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者についても、避難支援等が円滑かつ迅速に実

施されるよう、平常時から避難支援等関係者に対する情報提供や避難支援体制の整備等、必要な配慮を行うも

のとする。
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自主防災組織、自治会等の民間団体（以下、「自主防災組織等」という。）は、避難行動要支援者の個別

避難計画の策定に取り組むこととする。

県は、自主防災組織等や福祉事業所等と連携して個別避難計画の作成に取り組む居宅介護支援事業所、相

談支援事業所等を支援し、防災と福祉の連携の促進を図ることとする。また、市町や地域の多様な取組を支

援するとともに、取組事例等の情報発信や地域特性を考慮した実践型の人材育成、ポスター・チラシ等を活

用した一体的な普及啓発等を実施することとする。

(5) 訓練・研修の実施

市町は、要配慮者も参加した訓練の実施に努めるとともに、職員、福祉関係者、地域住民等を対象に研修

会等を開催し、要配慮者支援に必要な人材の育成に努めることとする。

自主防災組織等は、上記(4)で策定した計画に基づく防災訓練等に取り組むこととする。

２ 情報伝達体制の整備

(1) 市町の体制

市町は、災害時に迅速・的確に要配慮者へ情報を伝達するため、その特性に応じて多様な情報伝達手段の

確保に努めるとともに、地域の見守り体制や障害者団体のネットワーク等も活用し、情報伝達ルートの確保

を図ることとする。

(2) 緊急通報システムの整備

県、市町は高齢者、障害者等と消防本部の間に緊急通報システムを整備し、その周知に努めることとする。

なお、障害者については、県、市町は、緊急の通報を迅速かつ確実に行うことができるようにするため、

多様な手段による緊急の通報の仕組みの整備の推進その他の必要な施策を講ずることとする。

(3) 聴覚障害者向け緊急情報発信システムの整備・運営

県は、災害に関する情報を、あらかじめ登録した携帯電話にメール配信する聴覚障害者向け緊急情報発信

システムを整備・運営することとする。

(4) 障害者への情報伝達体制の整備

県、市町は、通常の音声・言語による手段では適切に情報を入手できない障害者が、防災に関する情報を

迅速かつ確実に取得することができるようにするため、その情報伝達に必要な専門的技術を有する手話通訳

者及びボランティア等の派遣・協力システムの整備など、体制の整備充実、設備または機器の設置の推進そ

の他の必要な施策を講ずることとする。

また、県、市町は、防災知識の普及啓発に努めるほか、消防本部等は、防災上の相談・指導を行うことと

する。

(5) 外国人に対する日常の情報提供等

県、市町は、外国語による防火防災対策の啓発に努めることとする。

ア 生活情報リーフレットによる防災情報の提供

イ ひょうごＥ（エマージェンシー）ネットをはじめ、インターネット、コミュニティＦＭ、ＦＭ放送を

用いた外国語による啓発の実施

３ 安全な避難場所の確保

(1) 市町は、避難所において、バリアフリー化や障害者向けトイレ、福祉避難室の確保など、要配慮者がすご

しやすい環境の確保に努めることとする。

(2) また、市町は、社会福祉施設等との協定により、災害時に要配慮者を受け入れるために必要な配慮がなさ

れた福祉避難所の確保に努めることとする。

(3) さらに、市町は、福祉避難所が不足する場合に備えて、旅館やホテル等の使用について検討しておくこと

とする。

４ 要配慮者に配慮した食料・物資の確保
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県、市町は、流動食、粉ミルク、車いす、紙おむつなどの要配慮者に配慮した食料・生活用品等の備蓄・調

達体制の整備に努めることとする。

５ 平常時の医療・福祉サービス等との連携

(1) 医療・福祉事業者等との連携

市町は、災害時の情報伝達、安否確認や被災要配慮者の生活支援などについて、地域の医療・福祉事業者

等との連携を図ることとする。

県、市町等は、高齢者、障害者等の中で、緊急に施設で保護する必要のある者に対して、社会福祉施設の

一時入所措置等の取扱いが円滑に行われるよう体制を整備することとする。

(2) 社会福祉施設等の対応力の強化

① 県、市町は、社会福祉施設や福祉サービス事業者に対し、事業継続計画（ＢＣＰ）の策定を促すなど、

入所者・利用者の安全確保やサービスの早期再開に向けた取り組みを進めるよう、啓発に努めることとす

る。

② 県は、民間社会福祉施設の防災資機材（小型発電機、組立式水槽、備蓄倉庫等）の整備の促進を指導す

ることとする。

③ 県、市町等は、高齢者や障害者をはじめ不特定多数の人が利用する施設について、次の事項について整

備に努めることとする。

ア 車いすで通行できる避難経路としての敷地内通路及び外部出入口の整備

イ 光、音声等により、視覚障害者及び聴覚障害者に非常警報を知らせたり、避難場所への誘導を表示す

る設備の整備

(3) 社会福祉法人相互間の協力関係の構築

県、市町は、社会福祉施設等が被害を受けた場合に備え、社会福祉法人相互間の協力体制を構築するよう

働きかけることとする。

６ 要配慮者関連施設に係る総合的な土砂災害対策の実施

県は、市町等の関係機関と十分な連携及び調整を図った上で、県土保全事業を推進するとともに、要配慮者

関連施設に対して、市町を通じての土砂災害に関する情報の提供、防災体制整備の指導等、要配慮者関連施設

に係る総合的な土砂災害対策を講じることとする。

７ 難病患者等への支援体制の整備

県は、在宅人工呼吸器装着難病患者等、医療依存度の高い難病患者を把握するとともに、市町及び医療機関、

介護保険事業所等と連携し、災害時に避難入院先の確保や特定医薬品の供給等、迅速な対応ができるよう、体

制整備を進めることとする。

８ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 要配慮者の日常的把握

(2) 避難行動要支援者名簿の整備

① 名簿作成の対象範囲

② 名簿の提供先、方法

③ 名簿作成に必要な個人情報及びその入手方法

④ 名簿の更新に関する事項

⑤ 名簿の提供に際し、情報漏洩を防止するために求める措置及び講ずる措置

⑥ 避難支援等関係者の安全確保
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(3) 個別避難計画の整備

（出 典）「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」

(4) 要配慮者への情報伝達や避難誘導

(5) 緊急通報システムの整備

(6) 社会福祉施設等の整備

(7) 要配慮者関連施設に係る土砂災害対策の実施

(8) 土砂災害警戒区域等に所在する要配慮者関連施設一覧

(9) 外国語による防火防災対策の啓発

(10) 福祉避難所の設置

(11) その他必要な事項

①計画作成の対象範囲

②計画の作成方法

③計画の提供先、方法

④計画作成に必要な個人情報及びその入手方法

⑤計画の更新に関する事項

⑥計画の提供に際し、情報漏洩を防止するために求める措置及び講ずる措置

⑦避難支援等関係者の安全確保
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第16節 災害ボランティア活動の支援体制の整備

〔実施機関：県県民生活部、市町〕

第１ 趣旨

大規模な災害が発生し、救援活動が広範囲又は長期に及ぶ場合など、円滑な災害応急活動の推進にボランティ

アの参画が必要な場合を想定し、平時からの災害ボランタリー活動における関係機関との役割分担や支援体制の

整備について定める。

第２ 内容

１ 災害ボランティア活動の環境整備・連携体制の強化

(1) 参加の促進

県、市町は、広報活動、啓発活動等を通じて、災害ボランティア活動に関する事業者及び県民の関心と理

解を深めるとともに、県民の参加を促進するため必要な措置を講ずるものとする。

(2) 災害ボランティア活動支援マニュアルの作成

県は｢災害ボランティア活動支援指針｣を充実させるとともに、市町マニュアルのモデルを作成し、市町に

おけるマニュアル整備の促進を図ることとする。

また、市町はこれらを参考に、市町災害ボランティア活動支援マニュアル等を作成することとする。

(3) 受入体制の整備

県、市町は、県内で大規模災害等が発生した場合に備え、次の事項を内容とする災害ボランティアの受入

体制の整備に努めることとする。

① 行政機関、住民、ボランティア団体等とのネットワークの構築

② 災害時に活動できるボランティアコーディネーターの育成支援

③ 災害ボランティア対応に関する行政職員等の資質の向上

また、県、市町は、地域防災計画の作成にあたり、社会福祉協議会、日本赤十字社その他のボランティア

団体との意見交換の場を持つとともに、これらの団体が積極的に参画できる防災訓練（災害ボランティアの

受入訓練、避難所運営に関する訓練、災害ボランティアと行政や地域住民等が連携した訓練等）の実施等に

より、災害中間支援組織の育成・強化に努めることとする。

(4) ボランティア団体等との連携と活動支援拠点の整備

県、市町は、平時における各種のボランティア活動が災害時にも生かされるとの考え方のもとに、ボラン

ティアの自主性を尊重しつつ、社会福祉協議会、日本赤十字社、地元や外部から被災地入りするNPO・NGO等

被災者援護協力団体との連携を図るとともに、災害中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や活

動調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図るものとする。また、県域、市町域単位で、ボランティア

活動の支援拠点の整備に努めることとする。

なお、県においては、県民ボランタリー活動の全県的支援拠点であるひょうごボランタリープラザにおい

て、地域支援拠点や災害中間支援組織に対する支援や情報ネットワークの基盤強化をコンセプトに、交流・

ネットワーク、情報の提供、相談、人材育成等の支援事業を展開することとする。

（ひょうごボランタリープラザ）

・開 設 平成14年６月１日

・場 所 神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー６階

・事業内容 交流・ネットワークの支援、情報の提供・相談、活動資金支援、人材育成、調査研究、

災害ボランティアの支援

(5) 資機材等の確保等

県、市町は、あらかじめ災害ボランティアに貸し出せる資機材を把握し、災害時に使用許可、貸出等の迅
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速かつ柔軟な手続きを整備することとする。

また、県、市町は、一輪車、スコップ、じょれんなど、特別な技術や能力、資格が不要で誰もが使用でき

る簡易なボランティア用資機材の備蓄や、ホームセンターとの間で災害時に必要な資機材確保に係る協定の

締結等に努めることとする。

(6) 災害ボランティア支援団体との平時からのネットワークづくり

ひょうごボランタリープラザは、災害救援ＮＰＯや災害ボランティア支援関係機関等を構成員とする「災

害救援ボランティア活動支援関係団体連絡会議」を設置し、平常時からの顔の見えるネットワークを強化す

ることとする。

(7) 感染症の拡大が懸念される状況下における対応

感染症の拡大が懸念される状況下では、県及び市町は、感染予防措置を徹底し、ボランティア関係機関に

対し感染予防措置の周知徹底を図ることとする。

２ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 災害ボランティアの受入体制の整備

① 災害ボランティアの受入・紹介窓口（災害ボランティアセンター）の開設

② 上記窓口開設の主体（市町、第三者的な機関）の明確化

③ 上記窓口開設に際しての施設場所の提供、運営に際しての職員の派遣等の協力・連携

(2) 災害ボランティアの活動環境の整備

① 災害ボランティアに貸し出せる資機材の把握、災害時の円滑な使用許可・貸出等の迅速かつ柔軟な手続

きの整備

② 災害ボランティアの受入れについて、平時から自主防災組織等住民との円滑な関係づくり

(3) 災害ボランティア等の確保

被災地域におけるボランティアニーズの把握と、災害ボランティア確保のための災害ボランティアセンタ

ー、各ボランティア団体への情報提供などの各種支援

(4) その他必要な事項
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第17節 水防対策等の充実

〔実施機関：県土木部、県まちづくり部、市町〕

第１ 趣旨

水災による被害の軽減を図るため、洪水、雨水出水及び高潮に係る浸水想定区域を公表し、水防対策について

定める。

第２ 内容

１ 浸水想定区域

(1) 浸水想定区域の指定・公表等

① 洪水浸水想定区域

国土交通大臣または知事は、水防法に基づく、洪水予報河川、水位周知河川、及び国土交通省令で定め

る基準に該当する河川について、洪水浸水想定区域の指定を行う。また、指定した浸水想定区域及び浸水

した場合に想定される水深等を公表するとともに、関係市町に通知する。あわせて、知事は、水防法に基

づき指定した河川以外の河川についても、総合治水条例に基づき、洪水浸水想定区域の指定を行うととも

に、指定した浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深等を公表し、関係市町に通知する。

② 雨水出水浸水想定区域

知事または市町長は、水防法に基づく、雨水出水により相当な損害を生じるおそれがあるものとして指

定した排水施設等について、雨水出水浸水想定区域の指定を行う。

また、指定した浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深等を公表するとともに、知事が指定し

た場合は関係市町に通知する。

③ 高潮浸水想定区域

知事は、水防法に基づく、水位周知海岸について、高潮浸水想定区域の指定を行う。

また、指定した高潮浸水想定区域は、指定の区域及び浸水した場合に想定される水深等を公表するとと

もに、関係市町に通知する。

(2) 浸水想定区域における避難確保措置

市町は、洪水、雨水出水及び高潮浸水想定区域（以下「浸水想定区域」という。）の指定があったときは、

市町地域防災計画において、当該浸水想定区域ごとに、洪水予報及び特別警戒水位到達情報（以下、「洪水

予報等」という。）の伝達方法、避難場所・避難経路等円滑かつ迅速な避難確保を図るために必要な事項を

定めることとする。

また、市町は、浸水想定区域内に以下の施設がある場合は、市町地域防災計画にこれらの名称及び所在地

について定めるとともに、当該施設の所有者又は管理者及び自衛水防組織の構成員に対する洪水予報等の伝

達方法を定めることとする。

○ 地下街等（地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設）で洪水時、雨水出水時

又は高潮時（以下、「洪水時等」という。）に利用者の円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止を図る

ことが必要なもの

○ 要配慮者が利用する施設（主として防災上の配慮を要する者が利用する施設をいう。以下同じ。）で洪

水時等に利用者の円滑かつ迅速な避難の確保が必要なもの

○ 大規模工場等（大規模な工場及びその他市町村の条例で定める用途及び規模に該当するもの）の所有者

又は管理者から申出があった施設で洪水時等に浸水の防止を図る必要があるもの

浸水想定区域をその区域に含む市町は、市町地域防災計画において定められた洪水予報の伝達方法、避難

場所その他避難確保のため必要な事項を住民へ周知することとする。

浸水区域内に位置し、市町地域防災計画に名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管
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理者は、水害が発生するおそれがある場合における避難確保に関する計画を策定し、計画に基づく避難誘導

等の訓練を実施するものとする。避難確保計画を作成していない施設の所有者又は管理者に対し、市町長は

同計画を作成するよう指示するものとする。また、要配慮者利用施設の所有者又は管理者が報告した計画及

び訓練結果について、市町長は円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言等を行うものとする。

(3) 地下街等の避難確保計画の作成と公表

市町地域防災計画にその名称及び所在地を定められた地下街等の所有者又は管理者は、単独で又は共同し

て、国土交通省令で定めるところにより、当該地下街等の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図

るために必要な措置に関する計画を作成し、これを市町長に報告するとともに、公表することとする。

また、市町長は地下街利用者の避難と浸水防止を図るため必要であると認められるときは、連続する２以

上の地下街の管理者に対し、前記の計画を共同して作成するよう勧告することとする。

(4) 住民への周知

市町は、浸水想定区域、避難場所、避難路等に関する総合的な資料として図面表示等にまとめたハザード

マップ等を作成し、住民への周知を図るため、公表・配布することとする。なお、河川近傍や浸水深の大き

い区域については「早期の立退き避難が必要な区域」として明示することに努めるものとする。また、県及

び市町は、住民が自らの地域の水害リスクに向き合い、被害を軽減する取組を行う契機となるよう、水害リ

スクの分かりやすい提供に努めるものとする。

(5) その他の対策

① 情報の収集・伝達・共有

河川管理者は、水位計、雨量計、河川監視用カメラなど情報収集のため整備した施設を適切に管理する。

また、国土交通大臣及び知事は、流域面積が大きく洪水により甚大な被害が生じる恐れがあるとして指

定した洪水予報河川について、神戸地方気象台と共同して洪水予報を発表する。

② 浸水想定区域や避難場所等の情報の事前周知

水防管理団体の実施する水防活動の目安となるものとして、河川管理者が水防活動を重点的に実施すべ

き箇所として指定している重要水防箇所について、水防計画、水防活動要綱の他、県ホームページにも一

覧表を掲載して周知を図ることとする。

また、市町は、避難場所、避難経路の総点検を行い、必要に応じてハザードマップの修正等を行うこと

とする。

③ 水防活動の充実

県は、水防訓練等を開催し、また、水防団員（消防団員が兼務）及び関係機関職員の水防技術習得の機

会を充実させることとする。

市町は、水防団に対する活動支援策や近隣団体との協力体制強化、ＮＰＯ、民間等との連携等について

検討を進めることとする。

県、水防管理団体、水防団は、水防資材の備蓄状況の把握、貸与及び補てん、並びに近隣団体との連携

について検討することとする。

２ 市町地域防災計画で定めるべき事項（浸水想定区域の指定がなされた市町）

(1) 洪水予報等の伝達方法

(2) 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項

(3) 浸水想定区域内に次に掲げる施設がある場合にあっては、これらの施設の名称及び所在地

① 地下街等で利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるもの

② 要配慮者が利用する施設で、その利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認め

られるもの

③ 大規模な工場その他の施設の所有者又は管理者から申し出があった施設であって、市町の条例で定める

用途及び規模に該当するもので、その洪水時等の浸水の防止を図る必要があると認められるもの

(4) (3)の施設の所有者又は管理者及び自衛水防組織の構成員への洪水予報等の伝達方法
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(5) 住民、滞在者その他の者への周知（ハザードマップの配布）

※ (1)～(4)については浸水想定区域ごとに定める。

〔資 料〕「河川の浸水想定区域指定一覧」
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【参考】

【水防法に基づく事務処理の流れ：河川】

の所有者又は管理者は、避難確保計画を作

市町村地域防災計画に定められた地下街等

② 避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項

③ 洪水浸水想定区域内の地下街等又は主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上

洪水予報河川等以外の河川のうち洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保することが特に必要と認め

る河川について、過去の降雨により浸水した地点、その水深その他の状況を把握するよう努める

とともに、これを把握したときは、予想される水災の危険を住民等に周知させなければならな

い。【法第15条の11】

国
又
は
都
道
府
県

河
川
管
理
者

　配慮を要する者が利用する施設で、当該施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保が必要と

　認められる場合にあっては、これらの施設の名称及び所在地

④ 洪水浸水想定区域内の大規模工場等の所有者又は管理者から申出があった施設で洪水時に

① 洪水予報・洪水特別警戒水位到達情報の伝達方法

市
　
　
　
　
　
町

洪水浸水想定区域毎に以下の事項を市町村地域防災計画に規定【法第15条第１項】

その他の必要な措置を講じなければならな

項を住民に周知させるため、印刷物の配布

水位周知河川の指定【法第13条】

【法第13条】

特別警戒水位の通知等

指定区域及び想定される浸水深等の明示【法第14条第３項】

洪水浸水想定区域の指定【法第14条第１項及び第２項】

市町村地域防災計画に定められた上記の事

成し市町村長に報告するとともに、公表し

洪水予報河川の指定【法第10条、第11条】

【法第10条、第11条】

洪水予報の実施（気象庁長官と共同で実施）

指定区域及び想定される浸水深等の公表及び関係市町への通知【法第14条第４項】

　浸水の防止を図る必要があるものについて、これらの施設の名称及び所在地

なければならない。

【法第15条の２第１項及び第３項】

い。【法第15条第３項】

市町村地域防災計画に定められた要配慮者利

用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画

及び計画に基づく訓練結果を市町村長に報告

しなければならない。

報告を受けた市町村長は必要な助言又は勧告

をすることができる。

【法第15条の３第１項、第２項、第５項、第

６項】
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第18節 土砂災害対策の充実

〔実施機関：県危機管理部、県農林水産部、県土木部、県まちづくり部、市町〕

第１ 趣旨

風水害に伴う土砂災害による被害を防止するため、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関

する法律等に基づく対策について定める。

第２ 内容

１ 対象とする土砂災害

急傾斜地・山腹の崩壊、土石流又は地すべりを発生原因として、県民等の生命又は身体に生ずる被害

２ 土砂災害警戒区域等の指定

県は、土砂災害のおそれがある区域について、警戒避難体制の整備などを目的として、基礎調査を実施し、

土砂災害により県民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地等の区域の把握を行った

上、政令で定める基準に該当するものを、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域として指定することがで

きる。

(1) 土砂災害警戒区域

・土砂災害により県民等に危害が生じるおそれがある土地の区域

・土砂災害を防止するために市町が警戒避難体制を整備

(2) 土砂災害特別警戒区域

・土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、県民等に著しい危害が生じるおそれがある土地の区域

３ 特別警戒区域内の制限等

(1) 特定開発行為の許可

特定開発行為（住宅(自己の居住目的以外のもの)並びに特に防災上の配慮を要する者（以下「要配慮者」

という。）が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設となるべき建築物(以下「特定予定建築物」という。)

を建築するために行う土地の区画形質の変更）は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

(2) 建築物の構造規制

居室を有する建築物について、作用すると想定される衝撃に対して安全なものとなるよう建築物の構造耐

力に関する基準が定められるとともに、建築基準法上、建築確認が必要とされている建築物以外のものにつ

いても特別に建築確認の対象とされ、構造耐力に関する基準等について審査される。

(3) 移転等の勧告

① 知事は、崩壊等の発生により、建築物に損壊が生ずるおそれが大きいと認めるときは、所有者等に対し、

移転その他必要な措置をとることを勧告することができる。

② 知事は、勧告を行った場合、必要があると認めるときは、勧告を受けた者に対し、土地の取得について

のあっせんその他必要な措置を講じるよう努めるとともに、住宅金融支援機構の融資の斡旋など、建築物

の移転等が円滑に行われるために必要な資金の確保、融通又はその斡旋に努めることとする。

４ 市町等の責務

(1) 住民への周知

土砂災害に関する情報の伝達方法、急傾斜地の崩壊等のおそれがある場合の避難地に関する事項その他警

戒区域における円滑な警戒避難が行われるために必要な事項について、以下に例示する方法により、住民に

周知することとする。
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① 平常時からの防災意識の高揚を促すための周知

ア 土砂災害警戒区域等を記載した印刷物（ハザードマップ等）の作成・公表・配布

イ 土砂災害に対して警戒を要する区域であることを明示した看板の設置

ウ 過去の土砂災害に関する情報の提供

エ 土砂災害発生のおそれを判断する基準雨量に関する情報の提供

② 緊急時の警戒避難を促すための周知

ア 雨量情報の提供

イ 避難の指示等の伝達

(2) 要配慮者が利用する施設に対する対応

市町は、土砂災害警戒区域の指定があったとき、当該警戒区域内に要配慮者が利用する施設があって、施

設利用者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要がある場合には、円滑な警戒避難が行われるよう土砂災害に

関する情報、予報及び警報の伝達方法を市町地域防災計画に定めることとする。

土砂災害警戒区域内に位置し、市町地域防災計画に名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有

者又は管理者は、関係機関の協力を得て、土砂災害が発生するおそれがある場合における避難確保に関する

計画を策定し、それに基づき、避難誘導等の訓練を実施するものとし、避難確保計画を作成していない施設

の所有者又は管理者に対し、市町長は同計画を作成するよう指示することとする。

また、市町は、要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対して、必要に応じて、円滑かつ迅速な避難の確

保を図るために必要な助言等を行うものとする。

５ その他の対策

(1) 土砂災害のおそれのある場所情報の提供

① 土砂災害警戒区域等の周知

市町は、ハザードマップを作成・配布することとする。また、土砂災害警戒区域等に関する印刷物を配

布する場合は、山地災害危険地区に係る危険地情報等に関する事項についても記載することとする。

県は、県ホームページ等により土砂災害警戒区域等の周知に努める。

② 山地災害危険地区の点検

県は、土砂災害等に伴い新たに設定した山地災害危険地区について市町へ情報提供するとともに、県ホ

ームページに反映させることとする。

(2) 土砂災害のおそれのある時間情報の提供

県は、「土砂災害警戒情報」を補足するより詳細な情報である「地域別土砂災害危険度」をフェニックス

防災システムや県ホームページ、携帯サイト、ケーブルテレビ等の伝達媒体を用いて市町及び住民に提供す

る。また、「地域別土砂災害危険度」に比べ、より局所的に危険度を予測できる「箇所別土砂災害危険度」

についても、フェニックス防災システムを通じて市町に情報提供すべく、システム整備を進めており、整備

の完了した市町から、順次、情報提供を行う。

(3) 土砂災害に関する知識の普及啓発

① 総合土砂災害対策推進連絡会における各種土砂災害関係情報の提供

県、市町、関係機関は、警戒避難体制の整備等のソフト対策を中心に、効果的な土砂災害予防対策の推

進を目的として県民局単位で設置された連絡会を通じて、広報することとする。

② ホームページによる各種土砂災害関係情報提供

県は、土砂災害に関することや兵庫の砂防・治山事業に関すること等をホームページを通じて発信する

こととする。

③ 講習会などによる啓発

県、市町は、土砂災害の原理、前兆現象の認知、避難行動などについて、イベント時等に土石流模型実

験、降雨実験など装置を利用した体験型の啓発等を行うこととする。また、児童を対象として、自然に親

しむ、森林の機能など自然に関心を持ってもらう一方、自然災害の恐さ、避難の重要性に関する学習の機
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会を提供することとする。

(4) 防災意識の向上施策

県、市町は、住民の災害時行動を理解するとともに、土砂災害の予測困難性の広報や地域の災害履歴確認、

地域住民の参画と協働によるハザードマップの作成を通じて、住民の防災意識の向上を図ることとする。

(5) 市町、関係機関のための土砂災害に関する研修・情報交換

県は、各種会議、研修会等を通じて、市町、関係機関のための土砂災害に関する研修・情報交換を行うこ

ととする。

(6) 地域・住民による施設管理

県、市は、公有地化されたグリーンベルト事業地の森林において、幅広い市民の参画と協働によって森づ

くりを進める「六甲山麓フェニックスの森づくり」に取り組むこととする。

(7) 建築物の土砂災害対策への支援

県は、土砂災害特別警戒区域内の住宅の移転・改修等又は建築物（ホテル・旅館）の改修等に対し助成を

行う市町に対し、助成を行うこととする。

６ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 土砂災害に関する情報の収集及び伝達並びに予報又は警報の発令及び伝達に関する事項

(2) 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項

(3) 災害対策基本法第48条第１項の防災訓練として市町長が行う土砂災害に係る避難訓練の実施に関する事項

(4) 土砂災害警戒区域内の社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用す

る施設で、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれのある場合に、当該施設の利用者の円滑かつ迅速な避難を確

保する必要がある場合にあっては、これらの施設の名称及び所在地

(5) 救助に関する事項

(6) (1)～(5)のほか、土砂災害警戒区域における土砂災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項

(7) (4)に掲げる事項を定めるときは、当該施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難を確保するため、土砂

災害に関する情報、予報及び警報の伝達方法に関する事項

(8) 土砂災害警戒区域等の周知

(9) 土砂災害危険箇所及び山地災害危険地区等の周知

(10) 防災意識の向上（住民説明会、防災訓練、防災教育等）

※ (1)～(6)については土砂災害警戒区域ごとに定める。
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第19節 中山間地等における風水害対策

〔実施機関：県危機管理部、県農林水産部、県土木部、市町〕

第１ 趣旨

中山間地等における風水害対策について定める。

第２ 内容

１ 孤立化を防止するための施設整備

県は、中山間地において、森林や農地が本来備えている保水機能や土砂災害防止機能を維持し、災害を軽減

・防止するため、森林整備や土砂災害対策の総合的推進に努めることとする。

○ 治山・治水対策の総合的推進

○ 砂防設備の整備

○ 治山施設の整備

○ 災害に強い森づくりの推進等

２ 集落の孤立に備えた対策の推進

(1) 通信の確保

① 市町は、通信機器のための非常用電源の確保及び停電時の確実な切り替え、保守点検、非常用電源の燃

料の確保を図ることとする。また、県及び市町は、防災訓練等を通じ、通信機器や非常用電源の使用方法

の習熟を図ることとする。

② 市町は、集落と市町間の通信途絶を防止するため、衛星通信、防災行政無線、公衆電話等、地域の実情

に応じて適切な通信手段を確保するとともに、定期的に通信訓練などを行い、機器の操作方法の習熟を図

ることとする。

(2) 物資供給、救助活動への備え

① 市町は、高齢者の多い集落などでは、長期間孤立した場合、日常的に服用している医薬品等の不足も懸

念されることから、孤立時に供給すべき医薬品等を予めリストアップし、供給体制についても検討するこ

ととする。

② 市町は、ヘリコプター離着陸適地やホイスト可能な箇所（田畑、農・林道等）をヘリコプターの大小も

考慮して、選定・確保するとともに、地域防災計画で明示しておくこととする。また、集落のおおよその

中心位置の緯度・経度をリストアップしておくこととする。

③ 市町は、救援物資の緊急輸送が可能となるよう、孤立可能性のある集落へのヘリポートやヘリコプター

の夜間離着陸設備の整備（フェンス等の設置方法の変更や夜間照明設備の配備など）のほか、無人航空機

やバイク等地域の実情に応じた輸送手段の確保に努めることとする。

④ 県は、ヘリコプター等による空からの支援時に速やかに位置情報の特定を行うため、あらかじめ市町が

抽出した集落のおおよその中心位置の緯度・経度による救助ポイント等を共有することとする。

(3) 備蓄の推進

市町は、集落の孤立の可能性に応じて、水、食料等の生活物資、負傷者発生に備えた医薬品、救出用具、

簡易トイレ等の備蓄に努めることとする。この際、公的な備蓄のみならず、自主防災組織、及び個々の世帯

レベルでの備蓄の促進にも留意することとする。

(4) 避難施設の確保・整備

市町は、土砂災害や水害等を考慮のうえ、避難施設を確保・整備することとする。



風水害等対策計画

第２編 災害予防計画

第２章 災害応急対策への備えの充実

第19節 中山間地等における風水害対策

- 89 -

(5) 道路・ライフライン等寸断への対策

県、市町は、迅速な道路被害情報の収集及び関係機関への情報提供が行えるよう、道路情報モニター、ボ

ランティア、情報収集のための消防団員等の連携体制等の整備に努めることとする。

(6) 要配慮者に対する支援対策

市町は、防災関係部局と福祉部局、自主防災組織、福祉関係者等との連携による情報伝達体制を整備して

おくこととする。

(7) 広報

市町は、住民に対して、孤立時の対応及び安否情報の発信等、土砂災害等が発生した場合の対応について、

パンフレット作成などにより、平常時から啓発に努めることとする。

２ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 集落の孤立に備えた対策内容

(2) その他必要な事項

〔資 料〕「孤立可能性集落の状況一覧」
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第20節 災害対策基金の積立・運用

〔実施機関：県危機管理部、県福祉部〕

第１ 趣旨

災害救助及び援護のための基金について定める。

第２ 内容

１ 災害救助基金

県は、災害救助に要する費用の支弁の財源に充てるため、災害救助基金の積立を行い、適正な運用を図るこ

ととする。

(1) 積立額

災害救助法第23条の規定により、災害救助基金の各年度における最少額は県の当該年度の前年度の前３年

間における地方税法に定める普通税収入額決算額の平均年額の５／1000 に相当する額から、当該額に救助

実施市人口割合（救助実施市を包括する都道府県の人口（官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ず

る人口調査の結果による人口をいう。）に占める救助実施市の人口の割合をいう。）の合計を乗じて得た額

を減じた額とし、災害救助基金がその最小額に達していない場合は、政令で定める金額を、当該年度におい

て積み立てなければならない。

(2) 運用方法

① 銀行への預金

② 債券の応募又は買入れ

③ 給与品の事前購入

２ 災害援護基金

県は、「災害援護金等の支給に関する規則」により支給する災害援護金、死亡見舞金の財源に充当するため

災害援護基金の積立を行うこととする。

(1) 積立額

「災害援護基金条例」に定める額（積立総額3億5,000万円）とする。

(2) 管理方法

銀行への預金
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第21節 重要施設の防災対策

〔実施機関：県危機管理部、市町〕

第１ 趣旨

重要施設における防災対策について定める。

第２ 内容

１ 重要施設の登録

県、市町は、病院や災害応急対策に係る機関が保有する施設等について、ライフライン事業者等から円滑な

支援を受けられるよう重要施設として登録することとする。

重要施設の登録は、施設住所、担当者、非常用電源の設置状況、燃料確保先等をあらかじめ収集・整理し、

リスト化を行うよう努めることとする。

作成した重要施設リストはライフライン事業者等と共有することとする。

２ 平時の取組

重要施設の管理者は、平時から、防災に係る組織体制の整備、充実に努めるとともに、発災後72時間の業務

継続が可能となる非常用電源の確保等を行うこととする。

また、重要施設以外の施設管理者においても、同様に努めることとする。





第３章 県民参加による地域防災力の向上
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第１節 防災に関する学習等の充実

〔実施機関：県危機管理部、県土木部、県教育委員会、防災関係機関〕

第１ 趣旨

県民等に対する防災意識の普及、高揚を図るため、防災学習の推進に関する事項について定める。

第２ 内容

１ 防災学習の総合的推進

県は、一人ひとりが防災・危機管理意識を高め、日頃から防災関係機関はもとより、地域、家庭、学校、職

場等、社会全体で減災への取り組み等がなされるよう、総合的、体系的な防災学習の実施に向けて段階的、計

画的に内容の拡充を図ることとする。

２ 一般県民に対する防災思想の普及

防災関係機関は、県民一人ひとりが「自らの生命は自ら守る。」ということを基本に、平時から地域、家庭、

職場等で防災への積極的な取り組みを行うよう促すなど、自主防災思想の普及、徹底を図ることとする。

県民は、語り部活動や家庭・地域内での語り継ぎ、防災教育、慰霊祭等の開催、伝承碑の保存その他の方法

により、自ら災害教訓の伝承と災害への備えに努めるものとする。

３ 災害教訓の伝承支援

県、市町は、過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため、大規模災害に関

する調査分析結果や映像を含めた各種資料をアーカイブとして広く収集・整理し、適切に保存するとともに、

広く一般の人々が閲覧できるよう地図情報その他の方法により公開に努めるものとする。また、災害に関する

石碑やモニュメント等の自然災害伝承碑が持つ意味を正しく後世に伝えていくよう努めるものとし、県民が災

害教訓を伝承する取組を支援することとする。

４ 防災力強化県民運動の展開

県は、県民の防災意識の向上を図り、地域の防災力を高めるため、「新ひょうご防災アクション」を活用し

て防災に関する実践活動を呼びかけ、県民、学校、企業などの様々な主体が行動する防災力強化県民運動を展

開することとする。

そのなかで、津波災害や豪雨災害において、地域の住民すべてが安全に避難できるよう、自治会、自主防災

組織等が中心となり、地域ぐるみで避難路や危険箇所の確認、避難訓練、要配慮者の支援などに取り組む“み

んなで逃げよう”減災防災運動を推進することとする。

５ 一般県民に対する防災知識の普及

防災関係機関は、所管業務に関する次の事項等について広報し、県民の防災意識の高揚を図ることとする。

(1) 周知方法

防災関係機関は、正しい防災知識をわかりやすく伝えるため、多様な媒体を活用するとともに、防災学習

教材のユニバーサルデザイン化や多言語化、専門家の知見の活用等にも努めることとする。

① 人と防災未来センター等、普及啓発施設の活用

② インターネット（県は、県のホームページで、洪水、土砂災害、高潮、津波、ため池災害による危険箇

所等を示すＣＧハザードマップを公開している。)、ビデオ、ラジオ、テレビ、ひょうご防災ネット等によ

る普及
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［ＣＧハザードマップの内容］https://www.hazardmap.pref.hyogo.jp/

○ ５つの自然災害（洪水、土砂災害、高潮、津波、ため池災害）の危険箇所（洪水・高潮・津波・

ため池災害による浸水想定区域図や土砂災害警戒区域等）や避難に必要な情報（避難所等）が確認

できる。

○ 雨量、河川水位、カメラ画像、土砂災害危険度等のリアルタイム情報が一元的に確認できる。

○ 駅や主要地点における浸水イメージＣＧなどで災害の恐ろしさや、避難所の留意点等、防災学習

ができる。

○ 作図機能で地域の防災マップの作成ができる。

③ 新聞、冊子、その他印刷物による普及

④ 標語、図画、作文募集等による普及

⑤ 出前講座等の実施

⑥ 地域住民の参画と協働によるハザードマップづくりや危険箇所パトロールの実施

⑦ 防災研修や訓練の実施

⑧ 災害の体験談や絵本、写真集、紙芝居、ゲーム等の多様な媒体の活用

⑨ ひょうご防災特別推進員の派遣等による普及 等

(2) 周知内容

防災関係機関は、防災知識の普及にあたり、災害をイメージする能力を高めるための防災学習コンテンツ

の充実に努めるとともに、最近の災害における住民の避難行動や被災事例、気候変動の影響等についても十

分考慮することとする。

① 県内の防災対策

② 地震に関する知識と過去の災害事例

③ 災害に対する平素の心得

ア 津波や地盤災害等周辺地域における災害危険性の把握

イ 家屋等の点検、家具の転倒防止、飛散防止フィルムの貼り付け等室内の整理点検

ウ 家族内の連絡体制の確保（被災地域住民に係る安否情報の確認やメッセージの送信が可能な「災害用

伝言ダイヤル」の活用等）

エ 火災の予防

オ 応急救護等の習得

カ 避難行動への負担感、これまでの経験等のみに照らした危険性の判断、自身は被害にあわないという

思い込み（正常性バイアス）の克服とマイ避難カードの作成等により避難行動に移るタイミング（逃げ

時）等をあらかじめ設定しておくことの重要性

キ 避難の方法（警戒レベルに応じた避難のタイミング、指定緊急避難場所や安全が確認された親戚宅・

ホテル・自宅等の多様な避難場所、自身の置かれた状況に即した適切な避難行動の選択（立退き避難、

屋内安全確保、緊急安全確保）、安全な避難路、居住する市町内での避難が困難な場合の広域避難等）

や必要性（安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要がないこと）

ク 食料、飲料水、物資の備蓄（最低でも３日間、可能な限り１週間分程度）

ケ 非常持ち出し品の確認（貴重品、携帯ラジオ、懐中電灯、衣類、応急医薬品、非常食等）

コ 自動車へのこまめな満タン給油

サ 自主防災組織の結成

シ 要配慮者及び外国人への配慮

ス ボランティア活動への参加

セ 兵庫県住宅再建共済制度（フェニックス共済）への加入の必要性

ソ 飼い主による家庭動物との同行避難や指定避難所等での飼養についての準備 等
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④ 津波に関する予報・警報や緊急地震速報、避難指示、警戒区域の設定等について正しい理解とそれに基

づく的確な行動についての周知徹底

⑤ 災害発生時の心得

ア 地震発生時にとるべき行動

イ 出火防止と初期消火

ウ 自宅及び周辺地域の被災状況の把握

エ 救助活動

オ インターネット・テレビ・ラジオ等による情報の収集

カ 親戚・知人宅等も含めた多様な避難先の検討

キ 避難行動上の注意事項

ク 避難実施時に必要な措置

ケ 避難場所での行動

コ 避難所等での性暴力・ＤＶなど「暴力は許されない」意識の徹底

サ 自主防災組織の活動

シ 諸条件下（家屋内、路上、自動車運転中等）で災害時に取るべき行動

ス 安否情報の確認のためのシステムの活用

セ 生活再建に必要な行動（被災家屋の撮影等） 等

６ 一般県民に対する防災実践活動の促進

県は、ひょうご安全の日推進県民会議と連携し、地域や家庭における実践活動を促進するため、県民グルー

プ等（自主防災組織、自治会、婦人会、学校等）からの依頼に応じて、ひょうご防災特別推進員を派遣し、講

義等を実施することとする。

〔主な講義内容〕

家具等の転倒防止、住宅の耐震化、県住宅再建共済制度への加入、防災訓練等

７ ひょうご防災リーダー講座の開設

県は、地域防災力の向上を目指し、地域防災のリーダーを育成するための講座を開設し、修了者をひょうご

防災リーダーとして位置づけ、その活動の推進を図ることとする。

(1) 目的

自主防災組織のリーダーなど地域の防災の担い手が、防災に関する体系的・実戦的な知識・技術を習得す

ること。

(2) 主な講座内容

災害のメカニズム、防災のしくみ、応急手当・救助方法、心肺蘇生法、避難所開設・運営訓練 等

(3) 開催場所

県広域防災センター（三木総合防災公園内）等

８ 学校における防災教育

(1) 教育委員会の取り組み

教育委員会は、学校における防災教育の推進を図る。

① 防災教育推進連絡会議を開催し、防災教育推進上の以下の諸課題の解決の方策を協議する。

ア 避難所指定に関わる学校と市町防災部局・自主防災組織との連携強化について

イ 学校防災計画策定に関する課題整理と調整について

ウ 地域や消防団員等と連携した防災訓練の効果的実施方法について

エ 兵庫の防災教育実践上の課題の整理と調整について
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② 教職員の指導力を向上させるため、各種研修会、訓練等の充実を図る。

ア 教職員への研修会の実施

・教育事務所ごとに年２回実施

イ 防災教育推進指導員養成講座

・「初級」、「中級」、「上級」の各編で構成。１年間で修了

ウ 震災・学校支援チーム（EARTH）の運営

・防災教育推進指導員養成講座「上級編」修了者等により編成

・避難所運営班、心のケア班、学校教育班、学校給食班、研究・企画班の５班編成

・災害時には、他府県等の派遣要請に基づき、被災した学校の復興支援活動を推進

・平時には、自校における防災教育の充実を図るとともに、要請に基づき県内外の防災研修会で指導助

言に当たり、県内各地域の防災体制の整備充実について積極的に協力し、兵庫の防災教育を推進

・年２回、訓練・研修会を実施

(2) 各学校の取り組み

各学校は「学校防災計画」に基づき、学校防災体制の整備充実を図るとともに、児童生徒に対する防災教

育を推進する。

① 学校における防災教育の充実

ア 様々な災害から自らの命を守るために、主体的に判断し行動する力を育成

イ 助け合いやボランティア精神など共生の心を育み、人間としての在り方生き方を考えさせる防災教育

の推進

ウ 地域の災害の特性や歴史などを踏まえた地域学習素材を活用するなど、「総合的な学習の時間」等で

の効果的な指導の展開

エ 副読本や学習資料等を活用して、防災学習の効果的な指導方法の工夫・改善を進めるとともに、研修

会を通した実践的指導力の向上

② 学校防災体制の充実

ア 「災害対応マニュアル」の見直し

イ 地域の災害特性を考慮した防災訓練や学校が避難所となった場合を想定したものなど、地域の人々や

関係機関と連携した実践的な訓練等の実施

ウ 震災・学校支援チーム（EARTH）を活用するなど、効果的な実施方法を工夫した実践的研修会や訓練の

実施

③ 心のケアの充実

ア 教育復興担当教員及び心のケア担当教員の取組を生かした教育相談体制の充実

イ 研修会などを通して教職員のカウンセリング・マインドの向上を図り、災害や事件・事故等により心

に傷を受けた児童生徒の心の理解とケアを実施

ウ 心のケアを必要とする児童生徒への対応に関する学校と専門家、関係機関等との連携強化

(3) 県立舞子高等学校の取り組み

県は、県立舞子高等学校環境防災科（平成14年度設置）において、災害と自然環境や社会環境との関わり

を原点に捉えた防災教育を実施する。

９ 防災関係機関の職員が習熟すべき事項

(1) 防災関係機関の職員は、それぞれの業務を通じ、また、講習会・研修会、見学・現地調査、印刷物の配布

等により、次の事項の習熟に努めることとする。

① 各機関の防災体制と防災上処理すべき業務

② 災害発生時の動員計画とそれぞれが分担する任務

③ 各関係機関等との連絡体制と情報活動

④ 関係法令の運用
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⑤ 災害発生原因についての知識

⑥ 過去の主な災害事例と災害対策上の問題点 等

(2) 県は、地域防災計画を基本に、災害応急対策に係る災害対策本部運営マニュアル及び各部局・各地域ごと

の職員行動マニュアルを整備するなど、職員に対し災害時の各自の行動の周知徹底に努めることとする。

10 防災上重要な施設の職員等に対する教育

(1) 防災上重要な施設における防災教育

災害予防責任者（施設管理者）は職員に対し、講習会や防災訓練等を通して防災意識の徹底を図ることと

する。

(2) 防災関係機関における防災教育

防災関係機関の災害予防責任者は、災害対策要員に対し、法令に定める保安講習・立入検査、地域におけ

る防災講習会等を通じ、防災施設の管理・応急対策上の措置等の周知徹底に努めることとする。

（注）「防災上重要な施設」とは、災害が発生するおそれがある施設及びその施設に災害が及んだときは被

害を拡大させるような施設並びに災害が発生した場合に被害の拡大を防止するような施設をいい、そ

の管理者（災害予防責任者）に対しては、災害対策基本法第48条により、防災訓練の実施が義務づけ

られている。

11 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 実施責任

(2) 住民に対する防災意識の普及、啓発方法及び内容

(3) 防災要員等の養成に係る研修方法及び内容

(4) 学校における防災教育の指導方法及び内容

(5) 教育委員会・学校・地域との連絡会議の設置、運営

(6) 学校における避難所運営業務及び市町防災部局への移行手順に係る留意事項

(7) その他必要な事項
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第２節 自主防災体制の整備

〔実施機関：県危機管理部、市町〕

第１ 趣旨

地域において、住民及び事業者の自主的な防災活動が、被害の拡大防止に果たす役割が大きいことを踏まえ、

ボトムアップ型の地域コミュニティ活性化を促進するとともに、自主的な防災活動を行うための組織である自主

防災組織の育成強化に関する事項について定める。

第２ 内容

１ 地区防災計画の策定等

市町内の一定の地区内の住民及び当該地区に事業所を有する事業者（以下、「地区居住者等」という。）は、

当該地区における防災力の向上を図るため、共同して、防災訓練の実施、物資等の備蓄、高齢者等の避難支援

体制の構築等、地区の特性に応じた自発的な防災活動の推進に努め、必要に応じて、当該地区における自発的

な防災活動に関する計画を作成し、これを地区防災計画の素案として市町防災会議に提案することができる。

市町防災会議は、市町地域防災計画に地区防災計画を位置付けるよう地区居住者等から提案を受け、必要が

あると認めるときは、市町地域防災計画に地区防災計画を定めることとする。

市町は、個別避難計画が作成されている避難行動要支援者が居住する地区において、地区防災計画を定める

場合は、地域全体での避難が円滑に行われるよう、個別避難計画で定められた内容を前提とした避難支援の役

割分担及び支援内容を整理し、両計画の整合が図られるよう努めるものとする。また、訓練等により、両計画

の一体的な運用が図られるよう努めるものとする。

２ 自主防災組織の育成

(1) 実施機関等

① 県は、市町の自主防災組織の育成の取組みを支援することとする。

② 市町は、災害対策基本法第５条第２項の規定に基づき、自主防災組織の充実を図ることとする。

その際、市町、消防機関等は、密接に連携、協力することとする。

③ 県民は、災害対策基本法第７条第３項の規定に基づき、地域の防災訓練など自発的な防災活動に参加す

るよう努めることとする。

(2) 重点地区

市町は、次のような地区を重点に、早急に自主防災組織の育成を図ることとする。

① 人口の密集している地域

② 住宅の中に高齢者等いわゆる要配慮者の比率が高い地域

③ 木造家屋の集中している地域

④ 消防水利の不足している地域

⑤ 過去に災害で被害が甚大であった地域

(3) 自主防災組織の活動

自主防災組織の参加者は、市町と協議のうえ、自らの規約、防災計画（活動計画）を定め、活動を行うこ

ととする。

① 防災計画（活動計画）の内容

ア 自主防災組織の編成と任務分担に関すること（役割の明確化）。

イ 防災知識の普及に関すること（普及事項、方法等）。

ウ 防災訓練に関すること（訓練の種別、実施計画等）。

エ 情報の収集伝達に関すること（収集伝達方法等）。
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オ 出火防止・初期消火に関すること（消火方法、体制等）。

カ 救出・救護に関すること（活動内容、医療機関への連絡等）。

キ 避難誘導及び避難生活に関すること（避難の指示の方法、要配慮者への対応、避難路・避難場所、避

難所の運営協力等）。

ク 給食・給水に関すること（食料・飲料水の確保、炊き出し等）。

ケ 防災資機材等の備蓄・管理に関すること（調達計画、保管場所、管理方法等）。

② 編成

ア 自主防災組織内の編成

情報班、消火班、救出・救護班、避難誘導班、給食・給水班等

イ 編成上の留意事項

(ｱ) 女性や若者の参加と昼夜別々の組織編成の検討

(ｲ) 水防班、がけ崩れの巡視班等地域の実情に応じた対応

(ｳ) 事業所の自衛消防組織や従業員の参加

(ｴ) 地域的片寄りの防止と専門家や経験者の活用

③ 活動内容

ア 平時の活動

(ｱ) 風水害等防災に関する知識の向上

(ｲ)防災関係機関・隣接の自主防災組織・自治会等地域団体等との連絡

(ｳ) 地域における危険度の把握（山崩れ・がけ崩れ、危険物施設延焼拡大危険地域等）

(ｴ) 地域における消防水利（消火栓、小川、井戸等）の確認

(ｵ) 家庭における防火・防災等予防上の措置

(ｶ) 地域における情報収集・伝達体制の確認

(ｷ) 避難地・医療救護施設の確認

(ｸ) 防災資機材の整備、管理

(ｹ) 防災訓練の実施

(ｺ) 地域における「マイ避難カード」作成の普及促進 等

イ 災害発生時の活動

(ｱ) 出火防止と初期消火

(ｲ) 負傷者の救助

(ｳ) 地域住民の安否確認

(ｴ) 情報の収集・伝達

(ｵ) 避難誘導、避難生活の指導

(ｶ) 給食・給水

(ｷ) 近隣地域への応援 等

④ その他

自主防災組織は、事業所の防災組織、婦人防火クラブとの一体的な活動体制づくり、少年消防クラブ、

幼年消防クラブ等の育成協力など、民間の防火組織と連携を図るとともに、女性の地域防災活動への参画

の促進にも配慮することとする。

(4) 育成強化対策

県、市町は、県内全域における自主防災組織の結成を促進するとともに、その活動の活性化を支援するこ

ととする。その際、女性や若者の参画促進やリーダー育成に努めることとする。

① 県の取り組み

県は、広域的な観点から、組織の結成及び組織の活性化を支援するため、次の事業を推進することとす

る。
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ア 優良自主防災組織の表彰

イ 啓発資料等の作成

ウ ひょうご防災リーダー講座の開催

② 市町の取り組み

市町は、自主防災組織育成計画等を作成し、自主防災組織に対する意識の高揚を図るとともに、その育

成、指導を推進することとする。

ア 啓発資料の作成

イ 各種講演会、懇談会等の実施

ウ 情報の提供

エ 各コミュニティへの個別指導・助言

オ 各コミュニティの訓練、研修会の実施

カ 顕彰制度の活用

キ 活動拠点施設の整備

３ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 実施責任

(2) 自主防災組織の育成方針

(3) 自主防災組織の育成方法

(4) 自主防災組織への指導、支援

(5) その他必要な事項

〔資 料〕「県内各市町自主防災組織の組織率」
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第３節 消防団の充実強化

〔実施機関：県危機管理部、市町〕

第１ 趣旨

地域防災力の充実強化は、県民、自主防災組織、消防団、水防団、市町、県、国等の多様な主体が適切に役割

分担しながら相互に連携協力して取り組むことが重要であり、災害発生直後に、地域で即時に対応することがで

きる消防機関である消防団がその中核的な役割を果たすことを踏まえ、消防団の充実強化に関する事項について

定める。

第２ 内容

１ 実施機関等

(1) 県は、市町の消防団の充実強化の取り組みを支援することとする。

(2) 市町は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の規定に基づき、消防団の充実強化を図

ることとする。

(3) 県民は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の規定に基づき、地域における防災活動

への積極的な参加に努めることとする。

(4) 事業者は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の規定に基づき、従業員の消防団への

加入及び消防団員としての活動が円滑に行われるよう、できる限り配慮することとする。

(5) 大学等は、その学生の消防団への加入及び消防団員としての活動が円滑に行われるよう、協力に努めるこ

ととする。

２ 充実強化対策

(1) 県の取り組み

県は、広域的な観点から、消防団の育成強化を支援するため、次の事業を推進することとする。

① 消防団と自主防災組織や防災リーダー・防災士等が連携して行う訓練、研修への支援

② 市町の消防団加入促進の取り組みへの支援

③ 消防団員に対する必要な資格の取得など実践的な教育訓練の実施

④ 女性消防団員の確保に向けた加入促進活動・環境整備への支援

⑤ 企業等へ向けた消防団のPR

⑥ 消防団協力事業所表示制度、機能別消防団員制度等の市町への普及啓発

⑦ 消防団員等に対する表彰・感謝状の贈呈

⑧ 消防操法大会の開催

⑨ パネル展の開催等による消防団加入の普及啓発

(2) 市町の取り組み

市町は、消防団の充実強化を図るため、次の事業を推進することとする。

① 消防団と自主防災組織や防災リーダー・防災士等が連携して行う訓練、研修の実施

② 消防団員に対する必要な資格の取得など実践的な教育訓練の実施

③ 消防団員の処遇の改善

④ 消防団の車両･資機材等の改善

⑤ 消防団の活動拠点施設の整備

⑥ 女性消防団員の確保に向けた加入促進活動・環境整備

⑦ 消防団協力事業所表示制度、機能別消防団員制度等による消防団員の確保

⑧ 大学等の協力による消防団員の確保
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⑨ 住民等に対する広報啓発活動による消防団への加入促進

３ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 消防団への加入促進に関する事項

(2) 消防団の能力向上のための研修、訓練に関する事項

(3) 消防団活動の安全管理マニュアルの策定に関する事項

(4) 消防団の装備及び活動拠点施設の整備に関する事項

(5) その他消防団の充実強化に必要な事項



風水害等対策計画

第２編 災害予防計画

第３章 県民参加による地域防災力の向上

第４節 企業等の地域防災活動への参画推進

- 102 -

第４節 企業等の地域防災活動への参画促進

〔実施機関：県危機管理部、市町、企業〕

第１ 趣旨

企業等が地域の防災活動で果たすべき役割と内容について定める。

第２ 内容

１ 災害時に企業等が果たす役割

(1) 生命の安全確保

(2) 被災従業員への支援

(3) 二次災害の防止

(4) 事業の継続

(5) 地域貢献・地域との共生

２ 企業等の平常時対策

(1) 企業等は、災害時に果たす役割を十分に認識し、次の対策を実施するなど、防災活動の推進に努めること

とする。

また、防災体制の整備、防災訓練の実施、予想被害からの復旧計画策定、各計画の点検・見直し、燃料・

電力等の重要なライフラインの供給不足への対応、取引先とのサプライチェーンの確保等の事業継続上の取

組を継続的に実施するなど事業継続マネジメント（ＢＣＭ）の取り組みを通じて防災活動の推進に努めるこ

ととする。特に、食料、飲料水、生活必需品を提供する事業者など災害応急対策等に係る業務に従事する企

業は、県等との協定の締結や防災訓練の実施等の防災施策の実施に協力するよう努めることとする。

① 事業継続計画（ＢＣＰ）の作成

〔事業継続計画〕

災害時に特定された重要業務が中断しないこと、また万一事業活動が中断した場合に目標復旧時間内に重要

な機能を再開させ、業務中断に伴う顧客取引の競合他社への流出、マーケットシェアの低下、企業評価の低下

などから企業を守るための経営戦略。バックアップシステムの整備、バックアップオフィスの確保、安否確認

の迅速化、要員の確保、生産設備の代替などの対策を実施する(Business Continuity Plan : BCP)。

② 防災計画の作成

③ 防災組織の育成

④ 防災訓練の実施

⑤ 地域の防災訓練への参加

⑥ 防災体制の整備

⑦ 復旧計画の作成

⑧ 物資の備蓄

⑨ 各計画の点検・見直し

⑩ テレワークや時差出勤、計画的休業等の災害時の従業員の不要不急の外出を抑制するための環境整備 等

(2) 県、市町は、企業等を地域コミュニティの一員としてとらえ、地域の防災訓練等への積極的参加の呼びか

けや必要に応じて防災に関するアドバイス等を行うこととする。

また、県は、県内企業等へ、質の高い事業継続計画（ＢＣＰ）の策定を支援するとともに、事業継続に係

るマネジメント（ＢＣＭ）の確立・実践を推進する。
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３ 事業所の防災組織

(1) 対象施設

① 多数の者が利用する施設（中高層建築物、地下街、劇場、百貨店、旅館、学校、病院等）

② 危険物等を取り扱う施設（石油類、高圧ガス、火薬類、毒劇物、放射性物資等を貯蔵又は取り扱う施設）

③ 多数の従業員のいる事業所等で、自衛防災組織を設置することが効果的な施設

④ 複数の事業所が共同して防災組織を設置する必要がある施設（雑居ビル等） 等

(2) 計画の作成

① 予防計画

ア 予防管理組織の編成

イ 火気使用施設、危険物、指定可燃物等の点検整理

ウ 消防用設備等の点検整備

② 学習訓練計画

ア 防災学習

イ 防災訓練

③ 応急対策計画

ア 応急活動組織の編成

イ 情報の収集伝達

ウ 出火防止及び初期消火

エ 避難誘導

オ 救出救護

(3) 防災組織の活動

① 平時

ア 防災訓練

イ 施設及び設備等の訓練整備

ウ 従業員等の防災に関する教育の実施

② 災害時

ア 情報の収集伝達

イ 出火防止及び初期消火

ウ 避難誘導

エ 救出救護

４ 県、市町の役割

(1) 事業所の防災組織の育成指導

(2) 事業継続計画や防災計画の作成支援

(3) 地域の防災訓練等への参加促進

(4) 防災に関するアドバイス

５ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 事業所の防災組織の育成指導

(2) 地域の防災活動における企業等との連携

(3) その他必要な事項
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第１節 治山・治水対策の総合的推進

〔実施機関：県危機管理部、県農林水産部、県土木部〕

第１ 趣旨

平成21年台風第９号災害や平成26年８月豪雨災害等を教訓に推進する、総合的な治山・治水対策について定め

る。

第２ 内容

県は、頻発する記録的な集中豪雨等、想定を上回る自然災害に備えるため、都道府県で初となる条例に基づく

総合的な治水対策、ため池の改修等の農地防災、山･谷筋･人里までを一体的に捉えた山地防災･土砂災害対策等に

ついて定める。

１ 頻発する風水害に備える総合的な治水対策

頻発する記録的な集中豪雨や局地的大雨による浸水被害を軽減するため、｢総合治水条例｣に基づき、従来の

河川下水道対策に加え、雨水の一時的な貯留や浸透によって流出を抑制する流域対策、人命を守り被害を小さ

くする減災対策を組み合わせた｢総合治水｣を県、市町、県民の連携のもと、推進する。また、十分な強度と洪

水調整能力を持つため池への改修や、井堰の流下能力の向上等、計画的･効率的に農地防災を推進する。さらに、

台風等による高潮に備え、防潮堤の未整備箇所や水門･排水機場等の整備を推進する。

(1) 総合治水の推進（地域総合治水推進計画（県下11地域））

地域総合治水推進計画に基づく計画的な総合治水対策を推進する。なお、地域総合治水推進計画の策定に

あたっては、国、県、市町、関係機関等からなる地域総合治水推進協議会（水防法第15条の10に基づく都道

府県大規模氾濫減災協議会としても設置）の意見を聞くこととする。

［河川対策｢ながす｣］

河川整備計画に基づき、河川改修や既存ダムの有効活用等、事前防災対策を重点的に推進する。

［流域対策｢ためる｣］

校庭･公園･ため池･水田等への雨水貯留浸透施設の整備、利水ダム・ため池の治水活用(事前放流の拡大)

等の多様な流域対策を市町･県民とともに推進する。

［減災対策｢そなえる｣］※ 詳細は下記「３ 自然災害に備える(ソフト対策)」参照

ＣＧハザードマップの利用促進、出前講座の実施等の災害発生時の被害を可能な限り軽減するための取

組を推進する。

(2) ため池等の水害対策の推進（ため池防災工事等推進計画）

漏水の発生や堤体の侵食による老朽化や豪雨時における洪水流下能力が不足しているため池、治水上不安

定な井堰・樋門等の農業用河川工作物の整備を推進する。

・特定ため池(約8,600箇所)を対象に定期点検(漏水等の調査)を実施

・兵庫県ため池防災工事等推進計画に基づき決壊リスクや想定される被害規模等から優先的に改修・廃止

工事を実施

(3) 高潮対策の推進（兵庫県高潮対策10箇年計画）

激甚化する高潮被害から県民の生命・財産を守るため、近年の台風等を考慮して防潮堤等の必要高さを見

直したうえで、10年間で取り組むべき緊急かつ重要な箇所を選定し、計画的･重点的に高潮対策を推進する。

・対策内容：防潮堤・河川堤防の嵩上げ、水門・排水機場の整備

・対策延長：51.3km

・計画期間：令和元年度～10年度（10年間）

２ 山の管理の徹底･土砂災害対策
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近年記録的な豪雨が頻発している中、依然として、多くの未対策箇所が残っていることから、災害発生時に

影響の大きい箇所を優先し、引き続き、治山ダムや砂防堰堤等の整備、山の管理の徹底による森林の防災機能

を強化する。特に尾根部からの崩落等による土砂流出量の増大、流木被害の激甚化、広域にわたる河川氾濫な

ど、災害の発生形態の変化等に対応するため、流域治水の取組と連携しつつ、土砂流出の抑制、森林土壌の保

全強化、流木対策等を推進するものとする。

(1) 土砂災害対策の推進（第４次山地防災･土砂災害対策計画）

［人家等保全対策］

土砂災害特別警戒区域（R区域）に指定された谷出口周辺やがけ直下に人家や要配慮者利用施設、緊急輸

送道路があるなど、緊急性の高い箇所を優先して、治山ダムや砂防堰堤等を整備する。

・738箇所（治山ダム365箇所、砂防堰堤等373箇所)を５年間で整備

［流木･土砂流出防止対策］

人工林率の高い谷筋や０次谷（谷の最上流部で明瞭な谷地形になる前の凹型地形）の存在する山腹斜面

において、流木災害や崩壊のおそれがある箇所に治山ダムや山腹工を整備する。

・220箇所を５年間で整備

［災害に強い森づくり］

谷筋にスギ・ヒノキ人工林があり、上流に凹型斜面が存在する流木災害のおそれがある危険渓流におい

て、危険木の除去、本数調整伐などによる災害緩衝林整備や簡易流木止め施設を設置する。

・100箇所を５年間で整備

３ 自然災害に備える(ソフト対策)

上限がない自然災害を踏まえ、防災施設の整備に合わせ、河川や防潮堤等の防御性能を上回る災害発生時に

おいても、｢人命を守ること｣を最優先に、災害発生時の被害を可能な限り軽減するため、県民が居住地等の自

然災害リスクを正しく認知した上で、的確な避難判断など自発的な警戒避難行動に役立つ災害危険情報を提供

するとともに、市町等の水防活動や避難指示発令の判断等を支援する洪水予測等の防災活動支援情報を充実す

るなど、迅速･的確な情報発信に取り組む。

また、県民防災意識を高揚し、自発的な避難判断･行動を喚起できるよう、防災知識の普及･啓発等に取り組む。

(1) 減災のための情報発信

［県民への災害危険情報の提供］

・ 県が管理する全680河川の計画降雨による洪水浸水想定区域図のＣＧハザードマップへの掲載に加

え、新たに想定最大規模の降雨による洪水浸水想定区域図等の情報の提供等、最新の災害危険情報

を提供

・ ＣＧハザードマップなどの災害危険情報の認知度を向上するため、梅雨期や台風期に合わせ、様々

な広報媒体を活用し、きめ細かでタイムリーな広報活動を推進

・ 高齢者も災害危険情報を得やすいよう、テレビのデータ放送による河川水位や、ケーブルテレビに

よる河川ライブカメラ画像、地域別土砂災害危険度等の情報配信を推進

［市町への防災活動支援情報の提供］

・ 避難指示の判断や重点パトロール箇所の絞り込みに活用するため、河川の区間単位の氾濫予測情報

や土砂災害警戒区域毎の危険度予測情報などを提供
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○災害危険情報等の情報発信

区分 情報の種別 対象 内 容

防災 CGﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ(地域の風水害対策情報)

県民

災害時に役立つ洪水、高潮や津波やため池のハザードマップや観測情報等を集

約しHPで提供

川

水位･雨量 HPやﾃﾚﾋﾞﾃﾞｰﾀ放送で提供

河川水位標(現地) 夜間も識別可能な水位標を68河川98箇所に設置

河川ライブカメラ画像 全332箇所の画像をHPで提供

洪水予報(洪水注意報･洪水警報)
主要３水系(市川、武庫川、千種川)の予報を気象台と共同発表。報道機関を通

じた周知とHPで提供

氾濫予測(河川の区間単位) 市町 県下全680河川で運用中

山

土砂災害警戒情報
県民

ﾃﾚﾋﾞのﾃﾛｯﾌﾟや携帯ﾒｰﾙ等で提供

地域別土砂災害危険度 HP、携帯サイト、ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞで提供

箇所別土砂災害危険度 市町 表六甲山系等で情報提供中 順次エリア拡大

海
潮位・風

県民

潮位、風向風速の観測情報をHPで提供

港内カメラ画像 福良港、尼崎西宮芦屋港の画像をHPで提供

道 道路ｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｽ部の冠水情報 ｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｽ部の冠水情報を現地・HPで提供

(2) 住民防災意識の向上施策

災害発生時に、「自分の命は自分で守る」意識を高揚し、県民が自発的に、的確な避難判断・避難行動が

できるよう、防災知識の普及･啓発と県民参加による避難訓練等の実施を推進する。

① 防災知識の普及･啓発

・尼ロックでの防災学習コンテンツを用いた現地見学会の実施や総合治水の「ためる」「そなえる」の

取り組みを広げる出前講座、水害に関する防災学習や防災知識の情報発信等

・ハザードマップの確認や防災学習が可能な｢ＣＧハザードマップ｣の普及･啓発等

・模型実験装置の活用による防災教室や地域の防災リーダーなどを対象とした研修会の実施等

② 県民参加による避難訓練等の実施

・土砂災害、水害等に対する避難訓練の支援

・高潮等に備えた樋門･陸閘等の閉鎖訓練

③ 地域防災力を高める危険箇所等の点検

・住民参加による集落裏山の危険箇所点検

・ため池管理者等との合同点検

・住民主体による地域版防災マップの作成
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第２節 水害の防止施設等の整備

第１款 河川施設の整備

〔実施機関：近畿地方整備局、県農林水産部、県土木部〕

第１ 趣旨

河川の氾濫を予防し、地域の災害防止を図るための対策について定める。

第２ 内容

１ 事業計画

(1) 県（土木部）所管事業分

事 業 名 事 業 内 容

県河川改修事業 武庫川、市川等の河川改修を実施

ダム再生事業 引原ダムで堤防嵩上げなどを実施

(2) 近畿地方整備局所管事業分

事 業 名 事 業 内 容

直轄河川改修事業 加古川、猪名川、揖保川、円山川の河川改修を実施

直轄河川工作物応急対策事業 樋門等河川工作物の改築

(3) 県（農林水産部）所管事業

事 業 名 事 業 内 容

農業用河川工作物応急対策事業 井堰等農業用河川工作物の整備補強等

２ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 準用河川の整備

(2) その他必要な事項

〔資 料〕「治水及び河川総合開発事業の現況」
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第２節 水害の防止施設等の整備

第２款 内水の排除対策の推進

〔実施機関：県土木部〕

第１ 趣旨

豪雨、高潮等に伴う内水排除のための対策について定める。

第２ 内容

１ 事業計画

(1) 河川高潮対策事業

県（土木部）所管事業分

事 業 名 事 業 内 容

排水機場整備事業 排水施設等の整備
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第２節 水害の防止施設等の整備

第３款 海岸施設の整備

〔実施機関：近畿地方整備局、県農林水産部、県土木部〕

第１ 趣旨

高潮等による沿岸地域の被害を防止するための対策（海岸施設の整備）について定める。

第２ 内容

１ 事業計画

(1) 県（土木部）所管事業分

事 業 名 事 業 内 容

高潮対策事業 尼崎西宮芦屋港海岸（護岸（改修））他

侵食対策事業 鳥飼海岸（人工リーフ）、内田海岸（礫養浜）

海岸メンテナンス事業 姫路港海岸（大江島排水機場更新）、淡路海岸（護岸補強）、東播

磨港海岸（護岸補強） 他

(2) 県（農林水産部）所管事業分

事 業 名 事 業 内 容

（水産漁港課所管分）

津波・高潮危機管理対策緊急事業

海岸メンテナンス事業

（農地整備課所管分）

海岸保全施設整備事業

丸山漁港海岸（陸閘改良他）、沼島漁港海岸（陸閘改良他）、室津

漁港海岸（護岸）

妻鹿漁港海岸（排水機場他）、家島漁港海岸（排水機場他）、浜坂

漁港海岸（離岸堤） 他

淡路海岸（防潮堤）、西淡海岸（浸食対策）

(3) 近畿地方整備局所管事業分

事 業 名 事 業 内 容

直轄海岸保全施設整備事業 東播海岸（護岸工 他）
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第２節 水害の防止施設等の整備

第４款 港湾の防災施設の整備

〔実施機関：近畿地方整備局、海上保安本部、県土木部〕

第１ 趣旨

風浪等による港湾施設の被害を防止し、緊急輸送路及び船舶の避難のためのてい泊地を確保するための対策に

ついて定める。

第２ 内容

１ 事業計画

(1) 県（土木部）所管事業分整備済施設

事 業 名 事 業 内 容

港湾改修事業 尼崎西宮芦屋港 東海岸町沖地区 （道路）

赤穂港 千鳥地区（道路）

尼崎西宮芦屋港 鳴尾地区（道路）

(2) 近畿地方整備局所管事業分

事 業 名 事 業 内 容

港湾改修事業 柴山港 外防波堤

２ 航路標識の整備

海上保安本部は、航路標識の整備・老朽化対策を行うとともに、発災時に航路標識の機能を維持するため、

海水侵入防止対策及び予備電源設備の整備に務めることとする。

３ 臨港道路の整備

港湾管理者は走錨等に起因する事故の可能性がある海上施設周辺海域に面する臨港道路において、船舶の走

錨等による臨港道路の損壊を未然に防止するため、必要に応じて、防衝工を設置するものとする。

４ その他

官民全ての関係者が協働して気候変動適応に取り組む「協働防護」により、護岸の嵩上げやコンテナの固縛

等のハード・ソフト一体での高潮対策等を推進するとともに、防波堤等の耐波性能の照査や補強を推進する。

５ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 港湾施設（市管理）の整備

(2) その他必要な事項

〔資 料〕「県内港湾の概要」
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第２節 水害の防止施設等の整備

第５款 漁港の防災施設の整備

〔実施機関：県農林水産部〕

第１ 趣旨

災害による沿岸地域の被害を防止するための対策（漁港施設等の整備）について定める。

第２ 内容

１ 県（農林水産部）所管事業分

漁港漁場整備長期計画に基づき計画的に実施する。

事 業 名 事 業 内 容

水産流通基盤整備事業 （１地区）

外かく施設、係留施設、水域施設
水産生産基盤整備事業 （２地区）

水産物供給基盤機能保全事業 （４地区）

漁港施設機能強化事業 （２地区）

２ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 漁港施設（市町管理）の整備

(2) その他必要な事項

〔資 料〕「県内漁港の概要」
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第２節 水害の防止施設等の整備

第６款 ため池施設の整備

〔実施機関：県農林水産部〕

第１ 趣旨

豪雨等によるため池の決壊等による被害を防止するための対策について定める。

第２ 内容

１ 事業計画

県（農林水産部）所管事業分

県は、決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、被害を与えるおそれのあるため池を防災重

点農業用ため池として選定し、「兵庫県ため池防災工事等推進計画」（令和3年3月策定、令和5年12月改定）

に基づき、決壊リスクや想定される被害規模等から優先的に改修・廃止工事を進める。

事 業 名 事 業 内 容

ため池等整備事業 ため池の改修や利用実態・管理実態のないため池の廃止

２ ため池災害の普及啓発

県は、ため池の決壊等による災害を未然に防止するため、「豊かなむらを災害から守る月間」（６月１日～

６月３０日）を中心に、ため池管理者に対し、ため池の点検・改修方法についての技術指導を行うとともに、

防災意識の周知徹底と防災体制の整備等の指導を行うこととする。

また、市町は決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、被害を与えるおそれのあるため池につ

いて、緊急時の迅速な状況把握や避難行動につなげる対策として、緊急連絡体制の整備等を推進するとともに、

ハザードマップの作成・周知等、避難に係る判断に必要な情報を地域住民等に提供することとする。

３ 市町地域防災計画に定めるべき事項

(1) ため池施設の整備

(2) 緊急時の迅速な避難行動につなげる対策

(3) その他必要な事項

〔資 料〕「ため池分布表」
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第３節 地盤災害の防止施設等の整備

第１款 砂防設備の整備

〔実施機関：近畿地方整備局、県土木部〕

第１ 趣旨

豪雨等に伴う土砂の流出による被害を防止するため、砂防設備の整備等について定める。

第２ 内容

１ 事業計画

(1) 県（土木部）所管事業分

事 業 名 事 業 内 容

砂防事業 砂防指定地内における砂防堰堤工、渓流保全工 等

(2) 近畿地方整備局所管事業分

事 業 名 事 業 内 容

砂防事業 砂防指定地（六甲山系）内における砂防堰堤工、山腹工 等

六甲山系グリーンベルト整備事業

２ 六甲山系における土砂災害に対する監視体制の強化

(1) 近畿地方整備局（六甲砂防事務所）は、現在六甲山系に24箇所（テレメータ）の雨量計を設置し、得られ

た降雨情報を各機関へ配信しており、一層の観測精度の向上と迅速かつ的確な情報伝達に努めることとする。

(2) 近畿地方整備局（六甲砂防事務所）は、特に土石流発生の危険性が高い渓流について、砂防設備の整備と

併せて土石流発生監視装置を設置し土石流発生時に、自動電話応答装置で関係各機関へ通報することとする。

３ 土砂災害警戒区域（土石流）等の把握と住民への周知

県は、土砂災害警戒区域（土石流）等に対する警戒避難体制の整備に資するため、市町との連携の中で土砂

災害警戒区域図等として住民の閲覧に供するとともに、県ホームページで公開し、県民への周知に努めること

とする。

４ 土石流防止対策の普及啓発

県は、土石流災害を未然に防止するため、「土砂災害防止月間」（６月１日～６月30日）を中心に、砂防指

定地等の点検指導を行なうとともに、防災思想の周知徹底と防災体制の整備を推進することとする。

〔資 料〕「市町別土石流危険渓流等箇所」

「土砂災害警戒区域等」
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第３節 地盤災害の防止施設等の整備

第２款 地すべり防止施設の整備

〔実施機関：県農林水産部、県土木部〕

第１ 趣旨

豪雨等に伴う地すべりによる被害を防止するため、地すべり防止施設の整備等について定める。

第２ 内容

１ 事業計画

(1) 県（土木部）所管事業分

事 業 名 事 業 内 容

地すべり対策事業 地すべり防止区域内における

抑止工（杭打工、法枠工、アンカ－工等）

抑制工（集水井工、集水ボ－リング工、水路工等）

(2) 県（農林水産部）所管事業分

① 農地整備課所管分

事 業 名 事 業 内 容

地すべり対策事業 地すべり防止区域内における

抑止工（杭打工、土留工等）

抑制工（押え盛土、地表水排除工、地下水排除工等）

② 治山課所管分

事 業 名 事 業 内 容

地すべり防止事業 地すべり防止区域内における

抑止工（杭打工、土留工等）

抑制工（押え盛土、地表水排除工、地下水排除工等）

２ 土砂災害警戒区域（地すべり）等の把握と住民への周知徹底

県は、土砂災害警戒区域（地すべり）等に対する警戒避難体制の整備に資するため、市町との連携の中で土

砂災害警戒区域図等として住民の閲覧に供するとともに、県ホームページで公開し、県民への周知に努めるこ

ととする。

３ 地すべり防止対策の普及啓発

県は、地すべり災害を未然に防止するため、「豊かなむらを災害から守る月間」及び「土砂災害防止月間」

（６月１日～６月30日）を中心に、年間を通して地すべり防止区域の点検指導を行うとともに、防災意識の周

知徹底と防災体制の整備を推進することとする。

〔資 料〕「地すべり危険地区」

「土砂災害警戒区域等」
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第３節 地盤災害の防止施設等の整備

第３款 急傾斜地崩壊防止施設の整備

〔実施機関：県土木部〕

第１ 趣旨

豪雨等に伴う急傾斜地の崩壊による被害を防止するため、急傾斜地崩壊防止施設の整備等について定める。

第２ 内容

１ 事業計画

県（土木部）所管事業分

事 業 名 事 業 内 容

急傾斜地崩壊対策事業 急傾斜地崩壊危険区域における擁壁工、法枠工、アンカ－工等

２ 土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）等の把握と住民への周知

県は、土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊）に対する警戒避難体制の整備に資するため、市町との連携の中

で土砂災害警戒区域図等として住民の閲覧に供するとともに、県ホームページで公開し、県民への周知に努め

ることとする。

３ 急傾斜地崩壊防止対策の普及啓発

県は、急傾斜地の崩壊による災害を未然に防止するため、「土砂災害防止月間」（６月１日～６月30日）を

中心に地域住民に対しがけ崩れの危険性についての周知徹底と防災意識の普及を図ることとする。

４ 急傾斜地崩壊危険区域の指定に伴う措置

県は、急傾斜地崩壊危険区域に指定された区域内において、行為制限、防災措置の勧告、改善命令等により

適切な管理を行うなど、災害の未然防止に努めることとする。

〔資 料〕「急傾斜地崩壊危険区域」

「急傾斜地崩壊危険箇所」

「土砂災害警戒区域等」
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第３節 地盤災害の防止施設等の整備

第４款 治山施設の整備

〔実施機関：近畿中国森林管理局、県農林水産部、市町〕

第１ 趣旨

災害に伴う山崩れ等による被害を防止するため、治山施設の整備について定める。

第２ 内容

１ 主な事業の内訳

事 業 名 根 拠 法 規 事業主体

山地治山 ・森林法

県
防災林整備 ・森林法

災害関連緊急治山

災害関連緊急地すべり防止

・森林法

・地すべり等防止法

林地崩壊防止 ・林地崩壊防止事業実施要綱 市 町

県単独治山
・県単独県営治山事業実施基準 県

・農政環境部補助金交付要綱 市 町

２ 事業計画

(1) 県（農林水産部）所管事業分

事 業 名 事 業 内 容

山地治山 山腹崩壊地や荒廃渓流の復旧、また、そのおそれのある箇所において、

防災工事を実施し災害の未然防止を図る。

防災林整備 土砂の流出防止、雪崩、火災等の発生を防止するため、防災施設の実施

とあわせて森林の造成を行う。

災害関連緊急治山

災害関連緊急地すべり

防止

災害により新たに発生した山腹崩壊地や荒廃渓流で、放置すれば人家等

に被害を与えるおそれがある箇所について、災害防止工事を実施する。

林地崩壊防止 激甚な災害により発生した山腹崩壊等から人家等を保全するため防災

工事を実施する。

県単独治山 山腹崩壊地や荒廃渓流において防災工事を実施し、災害の未然防止を

図るもので、国庫補助の対象とならないものを実施する。

(2) 近畿中国森林管理局所管事業分

事 業 名 事 業 内 容

山地治山

災害関連緊急治山

国有林における荒廃地の復旧

予防治山施設による災害予防
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３ 治山施設の点検

県は、梅雨期・台風期における山地災害を未然に防止するため、毎年６月を重点的に年間を通して危険地区

を中心とした治山施設等の点検を行うこととする。

４ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 山地災害危険地区における警戒避難体制の整備

(2) 山地災害危険地区の住民に対する周知対策

(3) その他必要な事項

〔資 料〕「市町別土石流危険渓流等箇所」

「山腹崩壊危険地区」

「崩壊土砂流出危険地区」

「地すべり危険地区」
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第３節 地盤災害の防止施設等の整備

第５款 土地改良施設の整備

〔実施機関：県農林水産部、市町〕

第１ 趣旨

災害に強い農村を創るため、防災機能を持つ農地・農業用施設の整備について定める。

第２ 内容

１ 事業計画

県（農林水産部）所管事業

事 業 名 事 業 内 容

ほ場整備事業

かんがい排水事業等

区画整理

農業用排水路の整備

農道整備事業等 農道整備

農村総合整備事業 集落路・集落排水路整備 他

農業集落排水事業 施設の機能強化整備

２ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 土地改良施設（市町所管分）の整備

(2) その他必要な事項
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第３節 地盤災害の防止施設等の整備

第６款 宅地造成等の規制

〔実施機関：県農林水産部、県環境部、県土木部、県まちづくり部、市町〕

第１ 趣旨

災害に伴う宅地及び農地等の被害を防止するため、宅地造成等の規制について定める。

第２ 内容

１ 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく区域等の指定

県は、宅地造成等に伴う災害が生じるおそれのある地域を宅地造成等工事規制区域に、特定盛土等又は土石

の堆積に伴う災害が生じるおそれのある地域を特定盛土等規制区域に指定し、基礎調査の結果、必要と認める

ときは区域の見直しを行うこととする。

また、宅地造成又は特定盛土等による災害で相当数の居住者等に危害を生ずるおそれがあると見込まれる地

域は、基礎調査において造成宅地防災区域の指定を検討することとする。

さらに、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく既存盛土等に関する調査の結果等を踏まえ、危険が確認さ

れた盛土について、各法令に基づき、速やかに監督処分や撤去命令等の行政処分等の盛土等に伴う災害を防止

するために必要な措置を行うものとする。また、県は、当該盛土等について、対策が完了するまでの間に、市

町において地域防災計画や避難情報の発令基準等の見直しが必要になった場合には、適切な助言や支援を行う

ものとする。

２ 宅地防災パトロールと措置

(1) 県は、今後行われる宅地造成等の工事に対し、法令に定める技術的基準を確実に履行させるとともに、パ

トロールを強化し、無許可工事等の違反工事の発見に努めることとする。

(2) 県、市町は、造成された宅地について、必要に応じ、警察署・消防機関の協力を得て、梅雨及び台風期に

備えた宅地防災パトロールを実施し、災害のおそれのある宅地については関係者に対し防災措置を指導する

など必要な措置を行うこととする。

ア 防災措置についての文書による指導

イ 宅地所有者等関係者の聴聞、勧告

ウ 法令に基づく工事の停止、土地の使用禁止及び必要措置の命令

エ 法令に基づく改善命令

(3) 県は、大規模盛土造成地の位置や規模を示した大規模盛土造成地マップを公開し、宅地防災パトロールの

点検箇所の選定に活用するとともに、マップの周知により県民の防災意識の向上を図る。

３ 宅地防災相談所の設置

県は、宅地造成及び特定盛土等規制法の周知を図るとともに、適正な宅地造成等の工事を指導し、また、既

存宅地の保全についての県民の相談窓口を開設することとする。

(1) 常設相談所

県まちづくり部建築指導課、各県民局（西播磨県民局を除く。）及び中播磨県民センターのまちづくり建築課

(2) 現地巡回相談所

梅雨及び台風時期の前に必要に応じて設置

４ 法令の権限を有する市との連携

県内の権限を有する市と連携し、上記２・３について県内統一的な実施を図る。
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５ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 危険な状態にある宅地の所在及び警戒体制、保全対策

(2) 地域自主防災体制の整備

(3) その他必要な事項
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第３節 地盤災害の防止施設等の整備

第７款 災害危険区域対策の実施

〔実施機関：県まちづくり部、市町〕

第１ 趣旨

災害に伴う建築物の被害を防止するため、災害危険区域対策について定める。

第２ 内容

１ 災害危険区域の指定

県は、災害の危険の著しいと認められる地域について、市町と協議の上、建築基準法第39条に基づく「災害

危険区域に関する条例」により、災害危険区域の追加指定を行うこととする。

２ 災害危険区域内の規制

県は、災害危険区域内での住宅、寄宿舎、下宿、老人福祉施設及び有料老人ホームの用に供する建築物の建

築を、原則として禁止するとともに、その他居室を有する建築物の建築は、原則として鉄筋コンクリート造そ

の他堅固な構造、方法等によるものでなければならない等の規制を行い、災害の防止を図ることとする。

３ 危険住宅の除却又は移転

市町は、災害危険区域内に存する危険住宅の除却又は移転を行う者に補助することとし、国、県は、市町の

補助額の一部を負担することとする。

(1) 危険住宅の除却等に要する経費

(2) 危険住宅に代わる移転先住宅の建設又は購入に要する経費

４ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 実施責任

(2) 災害危険区域内の住宅除却又は移転対策

(3) その他必要な事項

〔資 料〕「災害危険区域指定状況」
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第３節 地盤災害の防止施設等の整備

第８款 地盤沈下対策の実施

〔実施機関：県環境部、産業労働部、市町〕

第１ 趣旨

災害に伴う地盤沈下の防止対策について定める。

第２ 内容

地盤沈下は、地下水の過剰な採取に伴う地下水の低下により、粘土層が収縮して発生するとされている。した

がって、地盤沈下防止のためには、地下水の採取規制が必要であり、昭和31年には工業用地下水を対象とした「工

業用水法」が制定され、これに基づき地盤沈下の防止のための規制を実施している。

１ 地盤沈下の現況

① 大阪平野地域

この地域では現在までに、尼崎市・伊丹市及び西宮市南部の地域で沈下が認められており、尼崎市の臨海

部には約16k㎡のゼロメートル地帯がある。

沈下は昭和10年頃から16年頃までは年間数㎝程度の沈下が見られたが、30年頃から激しくなり、36年には

ＪＲ尼崎駅付近で年間約20㎝という沈下が認められた。その後、工業用地下水の採取規制が進み、40年以降

は急激に沈下量が減少した。最近では年間沈下量が平均で１㎝程度となり、海岸付近以外の地域ではほとん

ど沈下は見られない。

地下水位は、近年ほぼ横ばい状態である。

また、年間揚水量は水道用が主で約1,190万㎥となっている。

② 播磨平野地域

この地域では、昭和45年の水準測量で一、二の水準点に事故と見られる変動があったものの、地盤沈下は

特に認められない。

地下水位は40年以降著しい低下の傾向が見られたが、最近は横ばいないし、穏やかな減少傾向を示してい

る。

当地域での年間揚水量は、水道用が主で約4,170万㎥となっている。

③ その他の地域

国土地理院が過去に実施した一等水準測量によれば淡路島南部でわずかな沈下が認められたが、特に問題

となるものではない。豊岡市の測量点において、近年の最大年間沈下量は６mm以下となっている。なお、地

下水の主な用途は、水道であり、降雪時には消融雪用水としても使用される。

淡路島南部、豊岡盆地での年間揚水量は、それぞれ約320万㎥、290万㎥となっている。

２ 地盤沈下対策

① 監視測定

県南部の地域では阪神地区地盤沈下調査連絡協議会（県・尼崎市・西宮市等）で、水準測量についての調

整を行い、県・関係市が分担のうえ実施している。

また、地下水位の観測井戸の設置状況は次のとおりである。

県南東部地域：県（４井）・尼崎市（２井）

県北部地域 ：豊岡市（３井）・近畿地方整備局（６井）

② 地下水の採取規制

ア 法律による地下水採取規制

工業用水法に基づく指定地域は
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35年11月 尼崎市全域

37年11月 西宮市のうち、阪急電鉄神戸線以南の地域

38年７月 伊丹市全域

が指定され、指定時に許可基準に適合しなかった既設井戸については44年５月に水源転換が完了している。

イ 条例による地下水採取規制

尼崎市の環境をまもる条例・明石市の環境の保全及び創造に関する基本条例・三木市環境保全条例・赤

穂市生活環境の保全に関する条例

ウ 協議会による自主規制

東播磨地域の５市２町（明石・稲美・播磨の全域と神戸・加古川・高砂・三木の一部地域）では43年４

月、地下水利用者、国、県、関係市町等による東播地域地下水利用対策協議会を組織し、工業用井戸の新

設、代替を承認制にしている。

３ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 地盤沈下の現況

(2) 地盤沈下対策

(3) その他必要な事項
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第４節 災害に強い森づくりの推進等

〔実施機関：県農林水産部〕

第１ 趣旨

森林の有する公益的機能の維持・向上を図るため、「新ひょうごの森づくり（第２期対策）」（計画期間：H2

4～R03年度）を第１期対策（H14～23）に引き続き実施し、市町と連携し公的支援により間伐を実施する「森林管

理100％作戦」（全体計画：67,800ha）や集落周辺の里山林の整備を地域住民等が自ら行う「里山林の再生」（全

体計画：4,000ha）に取り組むとともに、森林の防災面での機能強化を早期・確実に進める「災害に強い森づくり

（第４期対策）」（計画期間：R3～7年度）を第１期対策（H18～24）、第２期対策（H23～H29）、第３期対策（H

28～R2）に引き続き計画的に推進する。

第２ 内容

１ 緊急防災林整備

市町、森林組合等は、スギ・ヒノキ人工林が大半を占める危険渓流域の森林や、急傾斜等で山地災害防止機

能の高度発揮が求められる森林で、概ね60年生以下のスギ・ヒノキ林を対象に間伐木を利用した土留工の設置

など森林整備を実施することとする。

また、県は、スギ・ヒノキ人工林が大半を占め、土石流や流木災害が発生する恐れのある危険渓流を対象に、

渓流沿いの危険木の除去や災害緩衝林整備、簡易流木止め施設の設置等を実施することとする。

２ 里山防災林整備

県は、倒木や崩壊の危険性が高く、住民の生命に影響を及ぼすおそれのある集落裏山の山腹崩壊危険箇所に

おいて、危険木伐採などの森林整備と併せて簡易防災施設を設置し、土砂災害の抑制を図る。

３ 針葉樹林と広葉樹林の混交整備

市町、森林組合等は、スギ・ヒノキ等の高齢人工林の部分伐採を促進し、広葉樹等を植栽することにより、

樹種、林齢が異なり、水土保全能力が高く、公益的機能を発揮する森林を整備することとする。

４ 住民参画型森林整備

市町は、地域住民やボランティア等による自発的な集落周辺裏山の森林整備や簡易防災施設整備等に必要な

資機材費及び危険木等の伐採に係る森林組合等への委託費の支援を実施することとする。

５ 都市山防災林整備

市町は、六甲山系の人命・下流人家等に被害を及ぼす危険性の高い流域において、風化花崗岩の松枯れ跡地

の森林を整備することとする。
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第１節 防災基盤・施設等の整備

〔実施機関：県危機管理部、市町〕

第１ 趣旨

「災害時に強い安心安全なまちづくり」を進めるため重点的に実施する必要のある防災基盤の整備の推進につ

いて定める。

第２ 内容

１ 対象事業

次のような施設・設備であって、地方公共団体が単独事業として行う安全なまちづくりのための公共施設の

整備事業であることとする。

区 分 事 業 例

消防防災施設

整備事業

防災拠点施設、初期消火資機材、消防団に整備される施設、消防本部又は消防署に整備され

る施設、防火情報通信施設等

消防広域化

対策事業

市町の消防の広域化に伴い新・改築する消防庁舎と一体的に整備される自主防災組織等の訓

練・研修施設 等

緊急消防援助隊

施設整備事業

緊急消防援助隊の編成に必要な車両・資機材等

※消防組織法第45条第２項の規定により総務大臣が策定する「緊急消防援助隊の編成及び施

設の整備等に係る基本的な事項に関する計画」に基づき整備される緊急消防援助隊の編成

に必要な施設の整備が対象

２ 財政措置

本事業には、緊急防災・減災事業債又は防災対策事業債が充当され、その元利償還金の一部については、後

年度、普通交付税の基準財政需要額に算入され、地方交付税措置が講じられる。

３ 事業の実施

県、市町は、地域防災計画等に基づき、防災基盤整備事業の計画的執行に努めることとする。また、所有者

不明土地を活用した備蓄倉庫の整備等、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づく措置を

活用した防災対策を検討するものとする。

４ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 施設・設備の整備計画

(2) その他必要な事項
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第２節 都市の防災構造の強化

〔実施機関：県危機管理部、県土木部、県まちづくり部、市町〕

第１ 趣旨

災害に強い都市
ま ち

づくり・地域づくりを進めるため、市街地内の公共空間の整備について配慮すべき事項を定め

る。

第２ 内容

１ 安全・安心な都市
ま ち

づくりの推進

(1) 県は、「防災に関する方針」を「都市計画区域マスタープラン」に位置づけるとともに、市町に対して防

災対策・安全確保対策を定める防災指針を、住宅及び都市機能増進施設（医療施設、福祉施設等）の立地の

適正化を図る立地適正化計画（都市再生特別措置法第81条）に位置づけるよう促し、これまでの都市計画の

思想と経験を継承しつつ、阪神・淡路大震災から得られた教訓を活かして、災害に強く、人々が安全で安心

して暮らせる都市づくりを推進することとする。

(2) 市町は、「都市計画区域マスタープラン」に位置づけられた「防災に関する方針」に十分配慮しつつ、都

市計画区域内の市町については「市町都市計画マスタープラン」、また、都市計画区域外の町についてはこ

れに替わる計画と市街地の防災に関する事項に関して、市町地域防災計画と整合を図ることとする。

(3) 県、市町は、次の点に配慮し、地域総体として安全・安心な都市づくり・地域づくりに取り組んでいくこ

ととする。

① 都市機能を分散配置し、バランスのとれた交通体系を構築して、県全体として災害に強い地域構造を構

築すること。

② 体系的な防災拠点の整備により広域的な都市の防災機能を強化すること。

(4) 市町は、平常時より、災害による被害が予測される空家等の状況の確認に努めるものとする。

２ 地域別の市街地防災

市街地の防災は、密度や形態などの市街地特性を踏まえ、地域固有の資源を活用していくことが基本である

ことから、地域分類を行った上で、市街地防災を推進することとする。

(1) 市街地連坦型地域

平地部において中・高密度（40人／ha以上）の市街地が、概ね400ha（２kmメッシュ）以上連担する地域を

いう。

① 水と緑のネットワークの形成

公園緑地の整備、残存緑地の保全、山麓部の緑地の保全・整備、都市河川の整備、臨海部の緑化の推進

等により、市街地内において緑の創出とオープンスペースの確保を進め、これらを交互に連携させること

により水と緑のネットワークを体系的に形成することとする。

② 市街地の緑化・不燃化

緑地協定の締結や緑化助成による生垣化や宅地内植樹を推進するほか、防火地域・準防火地域の指定な

どにより建築物の不燃化を誘導し、公共性の高い施設や建築物の安全性の向上とあわせ、市街地の面的な

防災機能を高めることとする。

③ 防災空間、防災拠点の体系的整備

市街地を自立的な防災ブロックにより構成し、各ブロック内において防災活動の拠点及び住民の避難地

を体系的に整備することとする。

(2) 市街地分散型地域

市街地連坦型地域以外の地域をいう。
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① 自然と共生した防災性の高い計画的な市街地整備

自然地形特性や土地利用現況など地域固有の条件を踏まえ、防災効果を最大限に発揮する市街地整備を

図ることとする。

② 自然地形が形成する、自立的な防災ブロックの整備

積極的な保全・整備を図る山麓部の緑地を広域防災帯としてとらえ、これに囲まれたまとまった空間を

防災ブロックとし、災害時には、その中で自立的な対応を行うこととする。ただし、防災ブロックの空間

規模は、地域により異なり、地域の実情に応じて設定することとする。

③ 地域の実情に合った防災拠点の体系的な整備

災害時に自立的な対応を図るため、防災活動の拠点及び住民の避難地を防災ブロック内に体系的に整備

することとする。

④ 市街地ネットワークの強化

道路による多方向アクセスの確保、沿道土地利用の保全・整備などにより道路空間の防災性・安全性の

向上などに努め、市街地ネットワークの強化を進めることとする。

３ 防災施設の整備方針

県、市町は、人口、産業の集積する既成市街地並びにこれらに近接する地域のうち、大地震発生時に著しい

被害が発生するおそれのある地域及び都市防災計画上枢要な位置を占める地域において、生命の安全を確保す

ることを第一の目的とした広域避難地、避難路、防災公園等の防災施設の整備事業及びこれに密接に関連する

市街地開発事業、水災対策事業等の防災対策事業に関する計画を作成し、計画的な実施を図ることとする。

(1) 広域避難地

広域避難地は、大規模な地震の発生時に周辺地区からの避難者を収容し、地震に伴い発生する市街地大火

から避難者の生命、身体を保護するために必要な規模及び構造を有することとする。

① 周辺の市街地大火のふく射熱から避難者の生命、身体の安全が確保できるよう概ね10ha以上の空地を有

することを目標とする。

② 有効避難面積については、避難者１人当たり２㎡以上を確保することとする。ただし、地域の実状によ

りこれによりがたい場合においては、避難者１人当たりに必要な面積を１㎡以上とすることができること

とする。

③ 災害時の高齢者・子供等の歩行限界距離等を考慮して、避難圏域の各地点から避難の予定された広域避

難地までの歩行距離は、概ね２km以内とすることとする。

④ 避難地は、公園、緑地、広場その他公共空地を原則とし、内部に設けられる平時の利用施設は、災害時

に避難地としての機能を損なわないよう、その構造、用途及び配置等に配慮するほか、学校、公民館等の

公共施設については、災害時に地域住民の避難、救護の拠点として利用されることを考慮して、施設の耐

震耐火性の向上を図ることとする。

⑤ 大地震火災時に多数の人々が避難することを考慮して消防用水利及び消防資機材置場等の施設、食料備

蓄施設等の防災上必要な施設を設け、広域避難地としての機能及び救援復旧活動の拠点としての機能を確

保することとする。

⑥ 臨海部及び河川の下流地域、ゼロメートル地帯等の低地盤地域については、津波の危険性や堤防の決壊

等を考慮し、避難地整備に併せて高潮対策施設の一体的な整備を行うなど、必要な措置を講じることとす

る。

(2) 避難路

避難路は、避難地又はそれに相当する安全な場所へ通じる道路、緑地又は緑道とし、避難者の迅速かつ安

全な避難行動を確保するために必要な構造を有することとする。

① 避難路は、災害時の消防活動及び避難者の受けるふく射熱等を考慮して、幅員15ｍ以上とする。ただし、

歩行者専用道路、自転車歩行者専用道路、緑地又は緑道にあっては、10ｍ以上とすることができることと

する。
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② 避難路は、複数の避難経路が確保できるよう、網目状に構成するものとし、避難圏域内の各地点から避

難路までの距離が概ね500ｍ以内となるように配置することとする。

③ 避難路の沿道には、必要に応じ消防水利その他避難者の安全を確保するために必要な整備を配置するこ

ととする。また、道路の占有物件については、避難の障害とならないよう十分に配慮することとする。

(3) 避難地・避難路周辺の耐震不燃化等

市街地大火のふく射熱等に対する安全性を向上させるため、避難地・避難路周辺の建築物の耐震不燃化を

図ることとする。また、避難の障害となる落下物に対し、避難行動の安全を確保するため、必要な措置を講

じることとする。

(4) 避難地・避難路の周知

市町は、避難活動が円滑かつ的確に行われるよう、平時から避難計画を策定しておくほか、避難誘導標識

及び避難地等の案内板の設置、防災マップの配布や広報活動、訓練等を通じて避難地・避難路の周知徹底を

図ることとする。

なお、避難時の周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安全な場合等やむを得ないときは、屋内で

の待避等の安全確保措置を講ずべきことにも留意することとする。

(5) 広域防災帯

県、市町等は、同時多発する火災や強風による大火に対し延焼被害を極小化する遮断空間として、道路、

河川などの骨格となる施設とこれに隣接して設ける公園・緑地や耐火建築物からなる帯状施設群として、広

域防災帯の整備に努めることとする。

（神戸・阪神地域の配置計画）

ア 東西軸

国道43号～国道２号軸、山手幹線軸、山陽新幹線軸、国道171号軸、

中国自動車道（国道176号）軸、仁川軸

イ 南北軸

妙法寺川軸、新湊川軸、神戸文化軸、生田川軸、灘文化軸、都賀川軸、石屋川軸、住吉川軸、

芦屋川軸、夙川軸、武庫川軸、五合橋線軸、猪名川軸、天神川軸

４ 都市の再整備の推進

県、市町等は、密集市街地等の防災上危険な市街地の改善を図るため、公共空地等の設置、建物の不燃化等

を推進する市街地再開発事業等の計画・実施に努めることとする。

(1) 土地区画整理事業の推進（土地区画整理法）

県、市町は、土地区画整理事業を推進することにより、既成市街地及びその周辺部のスプロ－ル化を防止

し、健全な市街地の形成を図るとともに、道路・公園等の生活基盤施設と住宅地を一体的に整備することに

より、都市災害の防止を図ることとする。

(2) 市街地再開発事業の推進（都市再開発法）

県、市町は、市街地再開発事業を推進することにより、市街地において建築物及び公共施設等の整備を行

い、土地の合理的かつ健全な高度利用と公共空地の確保等都市機能の更新を図ることにより、地震、火災等

の災害危険度の低下を図ることとする。

(3) 密集市街地対策の推進（密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律）

県は、県下の市街化区域において、防災上危険な密集市街地を「防災再開発促進地区」として都市計画に

位置付け、市町は、当該地域における総合的な密集市街地対策を推進することとする。

(4) 老朽化マンション建替促進事業の推進（マンションの建替え等の円滑化に関する法律）

県、市町は、老朽化マンション建替促進事業を推進することにより、管理不全等による外壁等の剥落など

が生じるおそれのあるマンション（要除却認定マンションに限る）を減らし、都市環境の改善を図ることと

する。
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５ その他の施設の整備

施設の管理者は、災害の発生、発生後の対処等に配慮し、以下の施設整備に努めることとする。

道路施設 各道路管理者は、緊急輸送道路等、災害時に活用できる道路施設の整備に努めることとする。

河川施設 河川管理者は、防災活動拠点等として利用できる河川施設の整備に努めることとする。

港湾緑地 港湾管理者は、防災施設として活用できる緑地整備や耐震強化岸壁の整備に努める。また、周辺

の既存緑地を防災拠点として活用するよう配慮することとする。

海岸施設 海岸管理者は、避難地としての機能を求められる場合には、自然を保全しながら親水性と地域防

災空間の機能を併せ持つ、海岸施設の整備に努めることとする。

公園施設 公園管理者は、避難地として位置づけられた公園については、その機能を果すよう広場の確保ま

たは整備に努めることとする。

学校施設 学校管理者は、災害時に地域住民の避難、救護の拠点として利用されることを考慮し、施設の耐

震耐火性の向上に努めることとする。

６ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 防災施設の整備

(2) 避難地・避難路等の周知

(3) その他必要な事項
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第３節 交通関係施設の整備

第１款 道路施設の整備

〔実施機関：近畿地方整備局、県土木部、市町、西日本高速道路㈱、阪神高速道路㈱、本州四国連絡高速道路㈱、

県道路公社、芦有ドライブウェイ㈱〕

第１ 趣旨

多元多重の交通ル－トの確保を考慮の上、災害に強い道路施設の整備等について定める。

第２ 内容

１ 道路施設の耐震補強計画等

(1) 緊急輸送道路の橋梁耐震補強

道路管理者は管理橋梁の耐震対策を推進し、災害に強い道路を目指すこととする。

２ 緊急輸送道路等の整備

(1) 県（土木部）所管事業分

事 業 名 事 業 内 容

道路事業
緊急輸送道路等の整備を実施する。

街路事業

(2) 近畿地方整備局所管事業分

事 業 名 事 業 内 容

道路事業 緊急輸送道路に指定された道路等の整備を実施する。

(3) 西日本高速道路㈱所管事業分

事 業 名 事 業 内 容

神戸西バイパス
区 間：神戸市西区～明石市

総延長：６．９㎞

(4) 阪神高速道路㈱所管事業分

事 業 名 事 業 内 容

神戸市道高速道路２号線事業

（神戸山手線（南伸部））

区 間：神戸市長田区南駒栄町～（神戸市長田区蓮池町）

総延長：２．２㎞（うち１．８kmは平成22年12月18日開通）

(5) 国土交通省・阪神高速道路㈱所管分

事 業 名 事 業 内 容

一般国道２号

（大阪湾岸道路西伸部）

区 間：神戸市東灘区向洋町東～神戸市長田区西尻池町

総延長：１４．５㎞



風水害等対策計画

第２編 災害予防計画

第５章 堅牢でしなやかな地域防災基盤の整備

第３節 交通関係施設の整備

第１款 道路施設の整備

- 131 -

３ 落石防止

(1) 県（土木部）所管事業分

事 業 名 事 業 内 容

法面防災工事 防災点検に基づく法面防災工事の順次実施

(2) 近畿地方整備局所管事業分

事 業 名 事 業 内 容

法面防災工事 防災点検に基づく法面防災工事の順次実施

(3) 本州四国連絡高速道路㈱所管事業分

事 業 名 事 業 内 容

法面防災工事 風化及び劣化による法面防災工事の順次実施

４ 落橋防止

(1) 県（土木部）所管事業分

事 業 名 事 業 内 容

橋梁耐震対策事業 耐震補強工事等の順次実施

(2) 近畿地方整備局所管事業分

事 業 名 事 業 内 容

震災対策補強補修事業 耐震補強工事等の順次実施

(3) 西日本高速道路㈱所管事業分

事 業 名 事 業 内 容

地震防災対策等 耐震補強工事等の順次実施

(4) 阪神高速道路㈱所管事業分

事 業 名 事 業 内 容

防災・安全対策工 耐震補強工事等の順次実施

(5) 本州四国連絡高速道路㈱所管事業分

事 業 名 事 業 内 容

地震防災対策等 耐震補強工事等の順次実施

(6) 兵庫県道路公社所管事業分

事 業 名 事 業 内 容

地震防災対策等 耐震補強工事等の順次実施
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５ 道路情報の提供

「道の駅」には、道路情報提供装置を設置し、道路利用者の安全性や利便性向上のための道路規制・渋滞・

気象情報等の提供に加え、緊急災害時には通行規制箇所等の情報提供を行う。

○「道の駅」道路情報提供装置 設置箇所（県管理分）

駅 名 路 線 名 所 在 市 町

しんぐう 国道 179号 たつの市

あわじ 県道 福良江井岩屋線 淡路市

宿場町ひらふく 国道 373号 佐用町

とうじょう 県道 平木南山線 加東市

あおがき 県道 青垣柏原線 丹波市

あゆの里矢田川 県道 香住村岡線 香美町

杉原紙の里・多可 国道 427号 多可町

丹波おばあちゃんの里

みつ

国道 175号 丹波市

みつ 国道 250号 たつの市

あまるべ 国道 178号 香美町

山陰海岸ジオパーク

浜坂の郷
県道 浜坂井土線 新温泉町

銀の馬車道・神河 国道 312号 神河町

６ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 道路施設（市町管理）の整備

(2) その他必要な事項

〔資 料〕「県内アンダーパスの概要」
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第３節 交通関係施設の整備

第２款 鉄道施設の整備

〔実施機関：県土木部、鉄道事業者〕

第１ 趣旨

多元多重の交通ルートの確保を考慮の上、災害に強い鉄道施設の整備等について定める。

第２ 内容

県は、広域鉄道ネットワークの安全性向上のため、鉄道事業者が国庫補助制度を活用して行う豪雨災害への事

前防災対策を支援することとする。

鉄道事業者は、次の内容により鉄道施設の整備等を推進することとする。

機 関 名 内 容 事業計画

西日本旅客鉄道㈱

新規構造物については、平成24年に改訂された「鉄道構

造物等設計標準（耐震設計）」（以下、「耐震標準」とい

う。）に基づいて設計する。

なお、経過措置として、平成25年度までは平成10年発出

の耐震標準の使用が認められている。

駅舎・橋梁・法面

・電線路支持物等

を計画的に改良強

化

神戸市交通局 駅舎・橋梁・法面

・溝きょ等を計画

的に改良強化

阪急電鉄㈱

阪神電気鉄道㈱

山陽電気鉄道㈱

駅舎・橋梁・法面

・溝きょ等を計画的

に改良強化

神戸電鉄㈱ 駅舎・橋梁・法面

・電車線路支持物等

を計画的に改良強化

神戸高速鉄道㈱ 溝きょ・ずい道・

換気孔・駅出入口

の改良強化

神戸六甲鉄道㈱ 駅舎・橋梁・法面

・電線路支持物等を

計画的に改良強化

（一財）神戸住環境整備公社 耐震設計の計算方法は従来は震度法、最近では修正

震度法を採用している。

駅舎等を計画

的に改良強化
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第３節 交通関係施設の整備

第３款 空港・ヘリポ－ト対策の実施

〔実施機関：大阪航空局、県危機管理部、県土木部、市町、空港管理者等〕

第１ 趣旨

多元多重の交通ル－トの確保を考慮の上、災害に強い空港・ヘリポ－ト対策について定める。

第２ 内容

１ 空港管理者の役割

(1) 防災資機材の備蓄

消火剤等の資機材を備蓄し、災害時の空港・ヘリポートの被災を防止、軽減することとする。

(2) 施設の点検及びパトロールの実施

常時、空港施設及びヘリポート施設の点検・パトロールを行い、必要な箇所を改修することとする。

(3) 防災訓練の実施

災害発生時の非常体制の確立、情報収集、緊急措置、他機関との協力体制等の強化を目指し、航空機事故

を想定した防災訓練を定期的に実施することとする。

※空港管理者：空港管理事務所又は「民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に

関する法律」、「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律」及び「関西

国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律」により運営

権を設定されている場合は運営権者。

２ 運航の調整

県は，災害応急対策に従事する航空機の安全確保を図るため，必要に応じて，国土交通省に対して緊急用務

空域の指定を依頼するものとする。また，同空域が指定された際には，指定公共機関，報道機関等からの無人

航空機の飛行許可申請に係る調整を行うものとする。

３ 但馬空港の活用

災害時の活用を図るため、定期的に緊急空路輸送を想定した防災訓練を実施することとする。

４ ヘリコプター臨時離着陸場適地の指定

(1) 県は、地理的、社会的要件を勘案のうえ、各市町にヘリコプター臨時離着陸場適地を指定する。

(2) 県は、災害時にヘリコプターを運航する警察、消防、自衛隊、海上保安本部等の防災関係機関への周知を

図ることとする。

(3) 市町は、市役所（役場）・地域防災拠点等との連携、災害時の運用体制（要員確保等）等について検討を

行い、市町地域防災計画に記載することとする。

(4) 市町は、負傷者の迅速な搬送の場合は、避難所の開設状況を踏まえ、学校のグラウンド等を臨時ヘリポー

トとして使用できるよう、平常時から学校関係者と協議することとする。
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５ 広域防災拠点におけるへリポート等の整備

６ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) ヘリコプター臨時離着陸場適地

(2) 災害時のヘリコプター臨時離着陸場の運用体制

(3) その他必要な事項

拠点名 所在地 名 称 種 別

三木総合防災公園 三木市志染町御坂 三木防災ヘリポート 非公共

西播磨広域防災拠点 赤穂郡上郡町光都 播磨ヘリポート跡地 臨時離着陸場

但馬広域防災拠点 豊岡市岩井 但馬空港 空港

淡路広域防災拠点 南あわじ市広田広田 淡路ふれあい公園芝生広場 臨時離着陸場

丹波広域防災拠点 丹波市柏原町柏原 丹波の森公苑多目的グラウンド 臨時離着陸場

阪神南広域防災拠点 西宮市甲子園浜 阪神南広域防災拠点臨時へリポート 臨時離着陸場
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第４節 ライフライン関係施設の整備

第１款 電力施設の整備等

〔実施機関：県危機管理部、県土木部、県農林水産部、市町、関西電力㈱、関西電力送配電㈱〕

第１ 趣旨

災害による被害を受けにくく、被災しても機能全体がまひせずに迅速な復旧を可能にする電力施設の整備とそ

れに関連する防災対策について定める。

第２ 内容

１ 関係機関との相互連携協力体制の構築

関西電力および関西電力送配電は、災害の発生に備え、関係機関との相互連携協力体制を構築するため、次

の事項を実施する。

(1) 自治体との協調

平常時には地方の防災会議等への参画、最低年１回の連絡窓口等の相互確認を実施し、また、災害時には

対策組織が自治体の災害対策本部等と緊密な連携を保ち、この計画が円滑かつ適切に行われるよう努める。

① 地方防災会議等への参画

地方防災会議等には、委員および幹事を推薦し参加させる。また、地域防災計画の作成や被害想定の検

討等に関し、必要な資料または情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求められた場合は、これに協

力する。

② 災害対策本部等との協調

この計画が、円滑かつ適切に行われるよう、要請に応じて、対策組織要員を派遣し次の事項に関し協調

をとる。

ア 災害に関する情報の提供および収集

イ 災害応急対策および災害復旧対策

(2) 防災関係機関との協調

地方気象台、消防署、自衛隊、警察等の防災関係機関とは平常時から協調し、防災情報の提供・収集等、

相互連携体制を整備しておく。

(3) 他電力会社等との協調

他電力会社、他一般送配電事業者、電源開発株式会社、電源開発送変電ネットワーク株式会社、電力広域

的運営推進機関（以下、「広域機関」という。）、協力会社、電気工事店および隣接企業等と協調し、電力、

要員、資材、輸送力等の相互融通等、災害時における相互応援体制を整備しておく。

(4) 地域貢献

地域住民等の安全確保に寄与する取組みとして、関西電力および関西電力送配電施設への津波避難ビルの

指定、帰宅困難者受入れ、ポータブル発電機の貸出、生活物資の支援等について、自治体等から要請があっ

た場合は検討・協力する。

(5) 迅速な復旧活動に係る相互連携強化策

非常事態において、広域的な連絡体制を早期に確立し、自治体や関係機関等と連携して迅速な復旧活動を

実施するため、相互連携強化策として次の事項を実施する。

① 災害時のオープンスペース利用等に関する自治体との協定締結

② 復旧に係る協働体制等に関する自衛隊との協定締結

③ 災害時優先道路の緊急通行に係る警察等との連携

④ 工業用水等の早急な確保等に係る自治体等との協議の実施
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⑤ 災害時の設備調査等の協力に関する電気工事組合等との協定締結

⑥ 燃料利用等に関する関係企業との協定締結

⑦ 他のライフライン事業者や報道機関等と災害時のリアルタイムな情報共有化を目的とした「Ｌアラー

ト」の活用

２ 災害予防に関する事項

(1) 防災教育

関西電力および関西電力送配電は、災害に関する専門知識の普及、関係法令集、関係パンフレット等の配

布、検討会・講演会の開催、社内報への関連記事の掲載等の方法により、従業員に対する防災教育を実施し、

従業員の災害に対する認識を深めるとともに、防災意識の高揚に努める。

(2) 防災訓練

関西電力および関西電力送配電は、災害対策を円滑に推進するため、年１回以上、防災訓練を実施し、非

常事態にこの計画が有効に機能することを確認する。

なお、訓練実施に当たっては、参加者自身の判断も求められるなど実践的な内容とし、抽出された課題に

ついては、体制等の改善を行うとともに、次回の訓練に反映させる。また、国および地方公共団体等が実施

する防災訓練には積極的に参加する。

(3) マニュアル類の整備

関西電力および関西電力送配電は、災害発生時に講ずべき対策等を体系的に整理するとともに、復旧の迅

速化に資する社内ルールやマニュアル等を整備し、従業員へ周知する。

(4) 電力設備の災害予防措置に関する事項

関西電力および関西電力送配電は、それぞれの会社が保有する電力設備に対して災害の発生を未然に防止

するため、次の対策を実施する。

(ⅰ) 水害対策

① 水力発電設備

過去に発生した災害および被害の実情、河床上昇等を加味した水位予想に各事業所の特異性を考慮し

防水壁の設置、排水ポンプの設置、機器のかさあげ、ダム通信確保のための設備の設置、建物の密閉化

（窓の密閉化、ケーブルダクト閉鎖等）等を実施する。

特に、洪水に対する被害防止に重点をおき、次の箇所について、点検・整備を実施する。

ア ダム、取水口の諸設備および調整池、貯水池の上、下流護岸

イ 導水路と渓流との交差地点およびその周辺地形との関係

ウ 護岸、水制工、山留壁

エ 土捨場

オ 水位計

② 送電設備

鉄塔位置選定では、土砂崩れの危険性がある箇所を回避する。やむを得ず、土砂崩れ等や斜面崩壊が

懸念される箇所を選定する場合は、必要に応じて、基礎や斜面の補強等の技術対策を実施する。

地中電線路については、ケーブルヘッドの位置の適正化等による防水対策を実施する。

③ 変電設備

浸水または冠水のおそれのある箇所は、床面のかさあげ、窓の改造、出入口の角落し、防水扉の取付

け、ケーブル入線孔等建物地下開口部の閉鎖、上下水施設の浸水対策等を行うが、建物の構造上、上記

防水対策の不可能な箇所では主要機器のかさあげを実施する。

また、屋外機器は、基本的にかさあげを行うが、かさあげが困難なものについては、防水・耐水構造

化、または防水壁等を組み合わせて対処する。
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(ⅱ) 風害対策

各設備とも、計画・設計時に建築基準法および電気設備に関する技術基準等に基づいた対策を行う。

(ⅲ) 塩害対策

塩害の著しい地域は、次のような諸対策を実施する。

① 火力発電設備

活線がいし洗浄装置を設置する。

② 送電設備

耐塩懸垂がいしの採用、がいし増結で対処するとともに、必要に応じ、がいし洗浄を実施する。

③ 変電設備

耐塩用がいし、耐塩用ブッシング、活線がいし洗浄装置等を使用して対処するとともに、特に必要な

箇所には、がいしにシリコン塗布を行う。

④ 配電設備

耐塩用がいし、耐塩用変圧器および耐塩用開閉器等を使用して対処する。

(ⅳ) 高潮対策

火力発電所における高潮対策は、過去の被害調査等から最大水位を想定し、必要に応じて諸電動機のか

さあげを行い、設備の安全性を確保する。また、必要箇所には防潮扉、防潮壁等を設置して対処する。

(ⅴ) 雪害対策

雪害の著しい地域は、次のような諸対策を実施する。

① 水力発電設備

雪崩防護柵の取付け、機器の防雪カバーの取付け、ヒーターの取付け、水中ケーブルの採用等を実施

する。

② 送電設備

鉄塔には、オフセットおよび耐雪結構を採用し、がいし装置は、適切な間隔で耐張型を採用するとと

もに、電力線および架空地線には、線下状況に応じて難着雪対策を実施する。また、気象通報等により

雪害を予知した場合は、系統切替等により災害の防止または拡大防止に努める。

③ 変電設備

機器架台のかさあげ、機器の防雪カバーの取付け、融雪装置等の設置を実施する。

④ 配電設備

縁まわし線の支持がいし増加、雪害用支線ガードの取付け、難着雪電線の使用等により対処する。

(ⅵ) 雷害対策

① 送電設備

架空地線、避雷装置およびアークホーンの設置および接地抵抗の低減等を行うとともに、電力線の溶

断防止のため、アーマロッドの取付け等を行う。また、気象通報等により雷害を予知した場合は、系統

切替等により災害の防止または拡大防止に努める。

② 変電設備

耐雷しゃへいおよび避雷器を重点的に設置するとともに、重要系統の保護継電装置を強化する。

③ 配電設備

襲雷頻度の高い地域においては、避雷器等の避雷装置を取付け対処する。

(ⅶ) 地盤沈下対策

地盤沈下地帯および将来沈下が予想される地域に構造物を設ける場合は、将来沈下量を推定し設計する。

将来沈下量は、既往の実績、土質試験の結果、地下水位、構造物の重量等に基づいて算定する。

(ⅷ) 火災、爆発、油流出等の対策

消防法、石油コンビナート等災害防止法、高圧ガス保安法等に基づき、設備ごとに所要の対策を講ずる。

特に、石油コンビナート等特別防災区域における火力発電所においては、その規模に応じ、次の対策を

講ずる。
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① 防災管理者、副防災管理者の選任および防災規程作成による管理体制の確立

② 自衛防災組織、共同防災組織による化学消防車、油回収船、オイルフェンス展張船等、防災資機材等

の設置およびこれに必要な防災要員の配置

③ 連絡通報体制その他防災体制の確立

(ⅸ) 土砂崩れ対策

土砂崩れによる被害が想定される箇所の電力設備については、巡視点検の強化、社外モニターの活用等

により、被害の未然防止に努める。

なお、土砂採取、土砂等の野積み、土地造成等の人為的誘因による土砂崩れを防止するため、平素から

関係業者へのＰＲを徹底する。

３ 防災業務施設および設備等の整備

関西電力および関西電力送配電は、災害の発生に備え、次の施設および設備の整備を図る。

(1) 観測、予報施設および設備

局地的気象の観測を行うことにより、ラジオ、テレビ等の気象情報を補完して万全の災害対策を図るため、

必要に応じ、次の諸施設および設備を強化、整備する。

① 雨量、流量、風向、風速、気圧、水位、雷雨の観測施設および設備

② 潮位、波高等の観測施設および設備

③ 地震動観測設備

(2) 通信連絡施設および設備

① 通信連絡施設および設備の整備

災害時の情報収集、連絡、指示、報告等の手段の確保および電力供給への影響を最小限にするため、必

要に応じて、次の諸施設および設備（通信事業者からの提供回線も含む）の整備ならびに情報伝達手段の

強化を図る。

ア 無線伝送設備

(ｱ) マイクロ波無線等の固定無線回線

(ｲ) 移動無線設備

(ｳ) 衛星通信設備

イ 有線伝送設備

(ｱ) 通信ケーブル

(ｲ) 電力線搬送設備

(ｳ) 通信線搬送設備、光搬送回線

ウ 交換設備

エ ＩＰネットワーク回線

オ 通信用電源設備

② 情報収集伝達体制の強化

夜間、休日の場合などにおいても連絡体制を確保するため、社内の一斉連絡・安否確認システムを用い

て確実な情報伝達に努める。また、前号に定める「通信連絡施設および設備」に加え、必要箇所へ衛星携

帯電話、災害時優先携帯電話を配備するなど伝達手段の多様化を図る。

(3) 非常用電源設備

復旧拠点となる事業所については、長時間停電に備え、非常災害対策活動に必要な通信設備、照明等の非

常用電源を確保する。

なお、効果的な非常用電源容量の確保のため、通常電源系統との分離やコンセント等への非常用電源回路

の明示等を行う。

(4) コンピューターシステム

コンピューターシステムについては、耐震性の確保を図るとともに、重要データファイルの多重化や分散
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保管、復旧処理方法等のバックアップ体制の整備を図る。特に電力の安定供給に資するためのコンピュータ

ーシステムおよびその運用に最低限必要なネットワーク機器は、建築基準法等に基づく地震対策、火災対策

および浸水対策を施した建物に収容するとともに、それらに付帯する電源設備についても耐震性の確保を図

る。

(5) 水防・消防に関する施設および設備

被害の軽減を図るため、法に基づき、次の水防および消防に関する施設および設備の整備を図る。

① 水防関係

ア ダム管理用観測設備

イ ダム操作用の予備発電設備

ウ 防水壁、防水扉等の浸水対策施設

エ 排水用のポンプ設備

オ 各種舟艇および車両等のエンジン設備

カ 警報用設備

② 消防関係

ア 燃料タンク消火設備、燃料タンク冷却用散水設備

イ 化学消防車、高所放水車、泡原液搬送車

ウ 消火栓、消火用屋外給水設備、燃料タンク水幕設備

エ 各種消火器具および消火剤

オ 火災報知器、非常通報設備等の通信施設および設備

(6) 石油等の流出による災害を防止する施設および設備

被害の軽減を図るため、法に基づき、次の施設および設備の整備を図る。

① 防油堤、流出油等防止堤、オイルフェンス展張船、ガス検知器、漏油検知器

② 油回収船

③ オイルフェンス、油処理剤、油吸着材等資機材

(7) その他災害復旧用施設および設備

重要施設等への供給や電気設備の災害復旧を円滑に行うため、移動用発変電設備等を確保し、整備・点検

を行う。

４ 復旧用資機材等の確保および整備

関西電力および関西電力送配電は、災害の発生に備え、次の事項を実施する。

① 復旧用資機材の確保

平常時から復旧用資材、工具、消耗品等の確保に努める。

② 復旧用資機材の輸送

平常時から復旧用資機材の輸送計画を樹立しておくとともに、車両、舟艇、ヘリコプター等の輸送力確

保に努める。

③ 復旧用資機材の整備点検

平常時から復旧用資機材の数量把握および整備点検を行う。

④ 復旧用資機材の広域運営

平常時から復旧用資機材の保有を効率的に行う。災害発生時の不足資機材の調達を迅速、容易にするた

め、広域機関の「防災業務計画」に基づき、他事業者と復旧用資機材の相互融通体制を整えておく。

⑤ 食料・医療・医薬品等生活必需品の備蓄

平常時から食料、医療、医薬品等の保有量を定め、その確保および確実な把握に努める。

⑥ 復旧用資機材等の仮置場の確保

災害発生時に、仮置場の借用交渉を行うことは難航が予想されるため、あらかじめ公共用地等の候補地

について、地方防災会議の協力を得て、用地確保の円滑化を図る。
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５ 電気事故の防止

関西電力および関西電力送配電は、電気設備による公衆感電事故や電気火災を未然に防止するため、次の事

項を実施する。

(1) 電気工作物の巡視、点検、調査等

電気工作物を常に法令に定める技術基準に適合するように保持し、さらに事故の未然防止を図るため、定

期的に電気工作物の巡視点検（災害発生のおそれがある場合には、特別の巡視）および自家用需要家を除く

一般需要家の電気工作物の調査等を行い、感電事故の防止を図るほか、漏電等により出火にいたる原因の早

期発見とその改修に努める。

(2) 広報活動

① 電気事故防止ＰＲ

災害による断線、電柱の倒壊、折損等による公衆感電事故の防止を図るほか、電気火災を未然に防止す

るため、一般公衆に対し、次の事項を中心に広報活動を行う。

ア 無断昇柱、無断工事をしないこと。

イ 電柱の倒壊、折損、電線の断線、垂下等、設備の異常を発見した場合は、速やかに送配電コンタクト

センターに通報すること。

ウ 断線垂下している電線には、絶対にさわらないこと。

エ 浸水、雨漏り等により冠水した屋内配線、電気器具等は危険なため、安全装置として漏電ブレーカー

を取付すること、および必ず電気店等で点検してから使用すること。

オ 大規模地震時の電気火災の発生抑止のため、感震ブレーカーを取付すること、および電気工事店等で

点検してから使用すること。

カ 屋外に避難するときは、安全器またはブレーカーを必ず切ること。

キ 電気器具を再使用するときは、ガス漏れのないことや器具の安全を確認すること。

ク 台風の襲来が予想される場合は、飛散防止等の注意喚起を図ること。

ケ その他事故防止のため留意すべき事項。

② ＰＲの方法

電気事故防止ＰＲについては、常日頃からテレビ、ラジオ、新聞等の報道機関、ホームページおよびＳ

ＮＳ等を利用するほか、パンフレット、チラシ等を作成、配布し認識を深める。

③ 停電関係

自治体や行政機関等を通じて、病院等の重要施設および人工透析などの医療機器等を使用しているお客

さまの、災害による長時間停電に起因する二次災害を未然に防止するため、非常用電源設備の設置や使用

訓練などを要請する。

６ 安定的な電力供給に向けた連携強化

県、関西電力送配電は、倒木等により送配電網や啓開作業等に支障が生じることへの対策として、地域性を

踏まえつつ、事前伐採等による予防保全や災害時の復旧作業の迅速化に向けた相互の連携の強化に努めること

とする。なお、事前伐採等の実施に当たっては、市町との協力に努めることとする。
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第４節 ライフライン関係施設の整備

第２款 ガス施設の整備等

〔実施機関：大阪ガス㈱、大阪ガスネットワーク㈱、（一社）兵庫県ＬＰガス協会〕

第１ 趣旨

災害による被害を受けにくく、被災しても機能全体がまひせず迅速な復旧を可能にするガス施設の整備とそれ

に関連する防災対策について定める。

第２ 内容

１ 大阪ガス㈱、大阪ガスネットワーク㈱の取組

大阪ガス㈱、大阪ガスネットワーク㈱は、次の内容により施設の整備等を推進することとする。

(1) 防災システムの強化

① 保安通信設備

ア 本社を中心にして、デ－タ伝送、指令電話、移動無線は、全て無線化しており、本社、製造所、地区

導管本部、供給所、高圧ステ－ション間は、ル－プ化された無線通信回線で運用している。

イ 無線通信網をより強固にするため、通信システムの多重化を実施することとする。また、ポ－タブル

衛星通信設備を６箇所配置している。

ウ 万全を期するためバックアップ設備の設置を計画し、常時、都市ガスの供給状態を把握し、保安体制

をコントロ－ル可能にすることとする。

② 災害応急復旧用無線電話

災害応急復旧用無線電話を本社を含めて各府県の事業所に設置し、有線不通時にも社内の通信連絡、各

地域の災害対策機関との通信を確保することとする。

③ 内閣府中央防災無線

本社に内閣府中央防災無線が設置され、有線不通時における国等防災関係機関との通信が確保されてい

る。

(2) 防災体制の整備

ア 要員の確保

被害状況に応じて社員及び協力会社作業員を必要な作業工程毎に効率的に編成動員するため、職能別に

要員を把握するとともに、定期的に見直しを行うこととする。

イ 教育訓練

災害発生時の非常体制の確立、情報収集、緊急措置、他機関との協力体制、復旧手順等について必要な

教育を定期的に行うとともに、年１回全社規模での訓練を実施することとする。

(3) 巡回点検計画の立案と実施

風水害対策計画として、あらかじめ風水害の発生が予想される際に巡回点検する主要供給路線、橋りょう

架管及び受水のおそれがある地下マンホール内の整圧器等を定めておくこととする。

２ (一社)兵庫県ＬＰガス協会の取組

(一社)兵庫県ＬＰガス協会は、次の内容によりＬＰガス施設の防災体制の整備等を推進することとする。

(1) 防災システムの強化

① 集中監視システムの導入

電話回線によって24時間消費先のガス漏れを監視する集中監視システムの導入を進める。

また、このシステムを、震度情報の収集、福祉の緊急通報システム（救急コール）にも活用することと

する。
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② 安全機器の取付促進

消費に係る安全機器（マイコンメーター、ヒューズコック、ガス漏れ警報器）の普及率は、ほぼ100％に

達している。

また、災害時にＬＰガス容器の流出及びガス漏洩を防ぐ放出防止型高圧ホースの普及に努める。

③ 地域防災事業所の設置

県下を12ブロックに分け、それぞれのブロックに、充填所、ＬＰガススタンド、容器検査所で組織した

防災事業所を設置し、24時間即応体制が整備されている。

各防災事業所には、緊急点検用の資機材並びに緊急対応のための単車及び自転車を配備するほか、無線、

災害時優先電話等が整備されている。

○ 地域防災事業所組織図 （令和７年８月１日現在）

ブロック 地 域
防災事業所の種別・数

充填所 LPｶﾞｽｽﾀﾝﾄﾞ 容器検査所

北摂 伊丹市・宝塚市・川西市・川辺郡・西宮市の

一部・尼崎市の一部
１ ３ ０

阪神 尼崎市・西宮市・伊丹市の一部
２ ２ １

神戸 神戸市（垂水区、西区、北区除く）・

芦屋市
１ ３ ０

摂丹 丹波市・丹波篠山市・三田市・神戸市北区・

西宮市山口町
３ ３ ０

明石 明石市・神戸市垂水区・神戸市西区
２ １ １

東播 小野市・三木市・西脇市・加西市・多可郡

加東市
５ ３ ２

加印 加古川市・高砂市・加古郡・姫路市の一部
６ ２ ２

姫路 姫路市・神崎郡
１０ ４ １

西播東 たつの市・宍粟市・揖保郡・姫路市林田町の

一部
２ ２ １

西播西 相生市・赤穂市・赤穂郡・佐用郡
６ ４ １

但馬 豊岡市・養父市・朝来市・美方郡
６ ３ ０

淡路 淡路全域
８ ４ ０

(2) 防災体制の整備

① 要員の確保

被害状況に応じて防災事業所の社員が出動し、地域の保安を確保する体制が整備されている。

② 中核充填所の設置

大規模災害時に特定の地域にＬＰガスの供給が不足する事態にも安定的にＬＰガスの供給を確保できる

よう、県下12箇所に中核充填所（改正石油備蓄法第14条第１項により指定）を設置し、以下を実施・配備

する。
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ア 災害時石油供給連携計画を策定

イ ＬＰガス輸入業者及び近隣の他府県協会と共同で連携訓練を実施

ウ ＬＰガス非常用自家発電機

エ ＬＰガス自動車を２台（容器配送用トラック、保安点検用車両）以上

オ ＬＰガス自動車へのＬＰガス充填設備

カ 緊急用通信設備（衛星携帯電話）

③ 相互協力体制の確立

ア (一社)兵庫県ＬＰガス協会、(一社)大阪府ＬＰガス協会、(一社)奈良県ＬＰガス協会、(一社)京都府

ＬＰガス協会、(一社)和歌山県ＬＰガス協会、(一社)滋賀県ＬＰガス協会、(一社)福井県ＬＰガス協会

で組織する「近畿ＬＰガス連合会」の相互支援協定により大規模災害時の相互支援体制を整備している。

イ 大阪ガス㈱と「ガス漏洩通報等に対する連携についての協定」を締結し、二次災害の防止を図る。

ウ (一社)日本コミュニティーガス協会近畿支部に設置された各府県防災会（近畿２府５県それぞれの府

県に設置）との連携により、簡易ガス事業に関する災害対策に対応することとしている。

④ 防災訓練等の実施と参加

ア 各防災事業所にあっては、適時、風水害等を想定した防災訓練を実施することとする。

イ 各ブロックごとに、適時、風水害等を想定したブロック総合防災訓練を実施することとする。

ウ 県等が実施する防災訓練に積極的に参加することとする。

(3) 災害防止のための普及・啓発活動の実施

① 年間を通じ、県下各地でＬＰガス使用家庭の主婦を対象とした消費者安全教室を開催し、災害時におけ

る緊急対策の周知を図ることとする。

② 兵庫県内で一定の被害が想定される場合、及び緊急対策放送が必要な場合等に、「災害時におけるＬＰ

ガスの二次災害を防止するための放送協定」に基づき、容器バルブの閉止等を周知する放送を（株）ラジ

オ関西が自動的に可能な限り反復して放送することにより、早期にＬＰガスの対応について周知を図る。

③ 各防災事業所は、消費者に対し、災害時におけるＬＰガスの緊急対応について周知を図ることとする。

④ 兵庫県並びに県下の市区町村に対し、大規模な災害発生時に都市部でのガス供給がストップした場合に

備える。

ア 災害支援協定の締結に努める。

イ 兵庫県内の避難所に指定されている小中高等学校に対し、災害発生時に炊き出しや発電等に利用可能

な非常用燃料として、ＬＰガスを備蓄できる災害対応用バルクシステムの普及に努める。

ウ 各自治体が開催する各種のイベントに積極的に参加し、一般の消費者に対して、災害時に燃料の確保

が容易なＬＰガス自動車とＬＰガス発電機の普及啓発に努める。
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第４節 ライフライン関係施設の整備

第３款 電気通信施設の整備等

〔実施機関：県危機管理部、県農林水産部、県土木部、市町、ＮＴＴ西日本㈱、㈱ＮＴＴドコモ関西支社、ＮＴ

Ｔドコモビジネス㈱、ＫＤＤＩ㈱、ソフトバンク㈱、楽天モバイル㈱〕

第１ 趣旨

災害による被害を受けにくく、被災しても機能全体がまひせず迅速な復旧を可能にする電気通信施設の整備と

それに関連する防災対策について定める。

第２ 内容

１ ＮＴＴ西日本㈱、㈱ＮＴＴドコモ関西支社及びＮＴＴドコモビジネス㈱の取組

ＮＴＴ西日本㈱、㈱ＮＴＴドコモ関西支社及びＮＴＴドコモビジネス㈱各社は、連携を図りながら、次の内

容により電気通信施設の整備等を推進することとする。

(1) 災害対策用機材の整備・点検

① 通信途絶用無線網の整備

② 有線不通時における内閣府中央防災無線による国等防災関係機関との通信確保

③ 災害対策用機器の整備・充実

④ 復旧機材の備蓄

(2) 防災訓練の実施

① 災害発生に備え、災害対策機器の取扱方法の熟知、情報連絡体制の充実、防災意識高揚を図るため、年

間を通じて防災訓練等を計画的に実施するとともに、国・県・市町が主催する防災訓練に積極的に参加す

ることとする。

② 演習の種類

ア 災害対策情報伝達演習

イ 災害対策演習

ウ 大規模災害を想定した復旧対策演習

③ 演習の方法

ア 広域規模における復旧シミュレーション

イ 事業所単位での、参集・情報伝達演習

ウ 各級防災機関における総合防災訓練への参加

(3) 安定的な電気通信に向けた連携強化

県、ＮＴＴ西日本㈱は、倒木等により電気通信網や道路啓開等に支障が生じることへの対策として、地域

性を踏まえつつ、事前伐採等による予防保全や災害時の復旧作業の迅速化に向けた相互の連携の強化に努め

るものとする。なお、事前伐採等の実施に当たっては、市町との協力に努めるものとする。

２ ＫＤＤＩ㈱の取組

(1) 防災に関する関係機関との連絡調整

災害に際して、防災業務が円滑かつ効率的に行われるよう平素から次のとおり関係機関と密接な連絡調整

を行うものとする。

① 本社においては、総務省及び内閣府その他関係政府機関並びに関係公共機関と防災に係る計画に関して

連絡調整を図る。

② 総支社においては、当該地域における関係行政機関及び関係公共機関と防災に係る計画に関して連絡調

整を図る。
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③ 各事業所においては、必要に応じて当該地域における関係行政機関及び関係公共機関と防災に係る計画

に関して連絡調整を図る。

(2) 通信設備等に対する防災設計

災害の発生を未然に防止するため、予想される災害の種類、規模等について十分調査し、これに対する耐

災害性を考慮して通信設備等の防災設計を行うこととする。また、主要な通信設備等については、予備電源

を設置する。

(3) 通信網等の整備

災害時においても通信の不通又は極端な疎通低下を防止するため、次により通信網の整備を行うものとす

る。

① 網制御・交換設備及びその付帯設備の分散設置を図る。

② 伝送路については、所要の信頼性を維持するため、海底ケーブル、陸上光ケーブル、通信衛星等により

可能な限り多ルート化を図る。

(4) 災害対策用機器、車両等の配備

災害発生時において通信を確保し、又は災害を迅速に復旧するため、必要とする事業所に緊急連絡用設備、

代替回線又は臨時回線の設定に必要な通信機器、運搬用車両その他防災用機器等を配備することとする。

(5) 災害時における通信の疎通計画

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、重要な通信（電気通信事業法（昭和59年法律第

86号）第８条第１項及び電気通信事業法施行規則（昭和60年郵政省令第25号）第55条に規定する通信。以下

同じ。）の確保を図るため、通信の疎通、施設の応急復旧等に関する緊急疎通措置、緊急復旧措置等に関す

る計画を作成し、現在に則して適宜実施するものとする。

(6) 社員の動員計画

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、通信の疎通又は応急復旧に必要な社員の動員を

円滑に行うため、社員の非常招集、非常配置等について、あらかじめその措置方法を定めておくものとする。

(7) 社外関係機関に対する応援又は協力の要請

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、社外関係機関に対し、応援の要請又は協力を求

める必要があることを想定し、応援要員の派遣、燃料、食糧等の特別支給、交通規制の特別解除、資材等の

輸送援助、通信用電源の確保等について、あらかじめその措置方法を定めておくものとする。

(8) 防災に関する教育、訓練

① 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、社員の安全の確保を図るとともに関係社員が

迅速かつ適切な防災業務を遂行できるよう、必要な教育を実施し、防災に関する知識の普及及び向上を図

るものとする。

② 防災業務を円滑かつ適切に実施するため、災害発生に係る情報の収集・伝達、災害対策本部等の設置、

非常召集・参集、災害時における通信の疎通確保、電気通信設備等の災害応急復旧、災害対策用機器の操

作、消防・防水、避難・救護等に関する防災訓練を毎年１回は実施するとともに、防災体制の見直しと必

要な改善を図るものとする。

③ 訓練の実施に当たっては、被災想定や実施時間を工夫するなど実践的なものとなるよう努めるとともに、

国、関係地方公共団体等が実施する総合防災訓練に参加する等これら機関との連携も考慮して行うものと

する。

３ ソフトバンク㈱の取組

ソフトバンク㈱は、次の内容により電気通信施設の整備等を推進することとする。

(1) 電気通信設備の現況

大規模災害発生に備え、通信サービスの確保ができるように、防災体制を整えるとともに、関係機関との

緊密な連携を図り、災害に備えた対策と指針づくりを実施することとする。

① 停電対策
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基地局やネットワークセンターには、停電時も安定した通信を確保できるよう、予備電源や非常用発電

設備を設置。また、重要拠点については燃料タンクを設置、さらに燃料優先給油契約により円滑な燃料供

給体制をとることとする。

② 伝送路対策

ネットワークセンター間および複数の基地局の通信を通す基幹伝送路は、線路の冗長化や迂回路を用意

して、通信が確保されるような対策を実施することとする。

(2) 自主保安体制の構築

① 対応マニュアルの徹底

速やかなサービス復旧が実現できるよう、対策（災害対応マニュアルの策定、緊急連絡網の整備など）

を確立することとする。

② 非常時体制の編成と連絡網の整備

災害発生時に、ネットワーク障害に即応できる体制を編成して万一に備えることとする。

③ 災害対策用設備および防災備蓄品の配備

災害時に通信サービスの早期復旧を図るため、各地に災害対策用設備、復旧資材および予備品などを確

保することとする。

(3) 防災訓練の実施

実際の災害を想定した訓練を実施し、訓練結果をネットワークの運用保守体制の見直しおよび改善に反映

し、協力会社との合同訓練も実施し、災害発生時には通信サービスの早期復旧を図れるよう訓練することと

する。

４ 楽天モバイル㈱の取組

(1) 関係機関との連絡調整

災害対策を円滑に実施するために、電気通信事業者として、災害発生時に円滑な対応が図られるよう、平

素から社外関係機関と密接な連携を行う。

① 本社における対応

ア 総務省、内閣府およびその他関係政府機関ならびに関係機関と防災業務計画に関し連絡調整を図る。

イ 災害時には国に設置される災害対策本部等と緊密な連携を保ち、防災業務計画の円滑・適切な遂行に

努める。

ウ 円滑な災害復旧、重要通信の確保等を図るため、地域の統括・調整機能を発揮する。

② 地域における対応

ア 当該区域を管轄する関係機関、地方公共団体と防災業務計画に関し連絡調整を図る。

イ 平常時には当該地方公共団体の防災会議等と、また災害時には当該地方公共団体の各災害対策本部等

と緊密な連携を保ち、防災業務計画の円滑・適切な遂行に努める。

(2) 通信設備等の高信頼化

電気通信設備等の防災設計を行い、災害が発生した場合においても通信を確保するために、主要な伝送路

を多ルート構成またはリング構成とする等、通信網の整備を行う。

(3) 重要通信の確保

災害時には、設備の状況を監視しつつ必要に応じてトラヒックコントロールを行い電気通信の疎通を図り、

重要通信を確保する。

(4) 災害対策用機器および車両等の配備

災害発生時において通信を確保し、災害を迅速に復旧するために保管場所を定め、通信機器、運搬用車両

その他災害対策用機器等を配備する。

(5) 防災に関する教育、訓練

災害の発生、または発生するおそれがある場合において、社員の安全確保を図るとともに関係社員が迅速
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かつ適切な防災業務を遂行しうるよう、防災に関する教育を実施する。また、防災業務を円滑かつ迅速に実

施するため、災害予報・警報の伝達、通信疎通確保、および、災害対策用機器の操作等の防災訓練を実施す

る。
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第４節 ライフライン関係施設の整備

第４款 水道施設の整備等

〔実施機関：県土木部、県企業庁、水道事業者、水道用水供給事業者、市町〕

第１ 趣旨

災害による被害を受けにくく、被災しても機能全体がまひせず、迅速な復旧を可能にする水道施設の整備とそ

れに関連する防災対策について定める。

第２ 内容

１ 重要施設の安全性診断及び安全性強化

水道事業者、水道用水供給事業者（以下、「水道事業者等」という。）は、風水害等による断・減水をでき

るだけ少なくするため、重要施設について被災を最小限に留めるための計画をたて、施設の新設・拡張・改良

計画にあわせて計画的に整備を進めることとする。

特に、過去の風水害により被災した経験がある場合、山間地等の同じ地盤の地域内で他の公共施設等が風水

害による土砂崩れ等で被災したことがある場合及び河川の増水で冠水するおそれがある場合は、施設の新設・

更新に当たって、十分な防災対策を講じることとする。

また、上水道システムの基幹施設等の最優先で復旧すべき箇所をあらかじめ定めておくなど、上下水道一体

となった対応に努めることとする。さらに、宅内配管についても迅速に復旧できるよう、あらかじめ体制の構

築に努めるものとする。

２ 水道施設の保守点検

水道事業者等は、水道施設の維持管理に当たり、貯水、浄水、導水、送水、配水等の巡回点検を行うことと

する。

また、災害発生時に万一被災した場合には、生活インフラ事業者・関係機関等と連携強化を図り、迅速な復

旧に努めることとする。

３ 断水対策

水道事業者等は、基幹施設の分散、系統多重化による補完機能の強化、配水区域のブロック化（緊急性遮断

弁の設置）による被害区域の限定化を図ることとする。

４ 図面の整備

水道事業者等は、緊急時において、適切な対応がとれるよう日頃から図面等の整備を図り、施設の現況を把

握することとする。

５ 系統間の相互連絡

水道事業者等は、導水管路・送水管路及び配水幹線が災害で被害を受けると、その系統の全給水区域が断水

となり大きな影響を受けるため、導水・送水及び配水幹線の各段階で異なる系統間との相互連絡を検討するこ

ととする。

また、隣接都市間等においても、協定を締結し、幹線の広域的な相互連絡や広域情報ネットワ－クの整備を

行うことを検討することとする。

６ 「兵庫県水道災害相互応援に関する協定」等に基づく相互応援協定

県内の各市町及び各水道事業体において、締結された「兵庫県水道災害相互応援に関する協定」をはじめ「災
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害発生時における日本水道協会関西支部内の相互応援に関する協定」「近畿圏危機発生等の相互応援に関する

基本協定」及び「近畿２府５県の府県営及び大規模水用水供給業務の震災時等の相互応援に関する覚書」等に

基づき、災害対策資機材の備蓄状況などの災害対策に関する情報交換や連絡方法等必要な事項の協議及び調整

を行い、災害時における相互応援活動が円滑に行われるよう努めることとする。

７ 水道災害対策行動指針等の作成

県、水道事業者は、応急給水及び応急復旧活動に関する行動指針を作成するよう努めることとする。

８ 災害時用の資機材の整備

水道事業者等は、必要な資材を把握し、あらかじめ調達方法・保管場所等を定めておくこととする。また、

保管場所は交通の便利な場所に適宜分散しておくこととする。

９ 教育訓練及び平時の広報

水道事業者等は、災害発生時に的確な防災対策が講じられるよう、防災部局と連携して、平時から、次の事

項を中心とした教育訓練等を実施することとする。

(1) 職員に対する教育及び訓練

① 教育 防災体制・災害救助措置などに関する総合的かつ計画的な研修会・講習会の開催

② 訓練 動員・行動計画に基づく訓練

(2) 住民に対する平時の広報及び訓練

① 広報

事前対策及び災害対策

飲料水の確保

給水方法の周知徹底

水質についての注意

広報の方法

② 訓練

給水訓練等

10 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 実施責任

(2) 水道施設の整備・保守

(3) 災害時用の資機材の整備

(4) 協定等に基づく相互応援活動

(5) 教育訓練・広報

(6) その他必要な事項

〔資 料〕「県内水道普及状況」
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第４節 ライフライン関係施設の整備

第５款 下水道施設の整備等

〔実施機関：県土木部、下水道施設管理者〕

第１ 趣旨

災害による被害を受けにくく、被災しても機能全体がまひせず迅速な復旧を可能にする下水道施設の整備とそ

れに関連する防災対策について定める。

第２ 内容

１ 下水道施設の機能保持

下水道施設管理者は、災害発生時においても下水道の機能を保持することができるよう、重要施設について

被災を最小限にとどめるための計画をたて、施設の新設・増設・改築にあわせて計画的に整備を進めることと

する。

特に、過去に風水害により被災した経験がある場合、山間地等の同じ地盤の地域内で他の公共施設等が風水

害により被災した経験がある場合及び河川の増水で冠水するおそれがある場合は、施設の新設・増設・改築に

あたって、十分な防災対策を講じることとする。

また、電力や水道の停止時の機能確保のために、非常用電力・用水等の確保を図ることとする。

さらに、下水道システムの基幹施設等の最優先で復旧すべき箇所をあらかじめ定めておくなど、上下水道一

体となった対応に努めることとする。また、宅内配管についても迅速に復旧できるよう、あらかじめ体制の構

築に努めることとする。

２ 下水道施設の保守点検

下水道施設管理者は、下水道施設の風水害による被害を軽減するとともに、被害の発見及び復旧を迅速に行

うため、施設の状況を把握しておくとともに、平常時の巡視及び点検を行い、老朽施設、故障箇所の改善を実

施することとする。また、必要に応じて災害対策を講じておくこととする。

(1) 下水道台帳の整備

(2) 即応災害履歴の作成

(3) 日常点検保守

(4) 被災の可能性が高い箇所の把握

３ 下水道施設の応援体制の整備

「下水道事業災害時近畿ブロック応援に関する申し合わせ」に基づき開催される応援連絡会議において、災

害時の応援に関する連絡調整を行うとともに、必要に応じて実施される災害時を想定した訓練及び研修等に参

加し、災害時における応援活動が円滑に行われるよう努めることとする。

４ 災害時用の資機材の整備

下水道施設管理者は、緊急措置及び応急復旧に必要な資材を把握し、あらかじめ調達方法・保管場所等を定

めておくこととする。また、保管場所は交通の便利な場所に適宜分散しておくこととする。

５ 教育訓練並びに平時の広報

下水道施設管理者は、災害発生時に的確な防災対策が講じられるよう、防災部局と連携して、平時から教育

訓練等を実施することとする。
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６ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 下水道施設の整備・保守

(2) 災害時用の資機材の整備

(3) 協定等に基づく相互応援活動

(4) 教育訓練・広報

(5) その他必要な事項

〔資 料〕「県内の下水道普及状況」
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第４節 ライフライン関係施設の整備

第６款 工業用水道施設の整備等

〔実施機関：県企業庁、工業用水道事業者〕

第１ 趣旨

災害による被害を受けにくく、被災しても機能全体がまひせず迅速な復旧を可能にする工業用水道施設の整備

とそれに関連する防災対策について定める。

第２ 内容

１ 重要施設の安全性診断並びに安全性強化

工業用水道事業者は、風水害等による断・減水をできるだけ少なくするため、重要施設について被災を最小

限にとどめるための計画を作成し、施設の新設・拡張・改良計画と併せて計画的に整備を進めることとする。

特に、過去の風水害により被災した経験がある場合や、河川の増水で冠水するおそれがある場合には施設の

新設・更新にあたって、十分な防災対策を講じることとする。

２ 工業用水道施設の保守点検

工業用水道事業者は、工業用水道施設の維持管理に当たり、貯水、取水、導水、送水、配水等の各施設の巡

回点検を実施することとする。

３ 断水対策

工業用水道事業者は、基幹施設の分散、系統多重化による補完機能の強化、配水ブロック（緊急性遮断弁の

設置）による被害区域の限定化を図ることとする。

４ 図面の整備

工業用水道事業者は、緊急時において、適切な対応がとれるよう日頃から図面等の整備を図り、施設の現況

を把握することとする。

５ 広域的バックアップ体制

(1) 隣接事業体間の協定の締結

(2) 隣接事業間の連絡管の整備

(3) 広域情報ネットワ－クの整備

６ 「近畿２府４県内の工業用水道事業者の震災時等の相互応援に関する覚書」に基づく相互応援活動

近畿２府４県内の19工業用水道事業者間において締結している協定に基づき、災害対策機材の備蓄状況など

の災害対策に関する情報交換や連絡方法等必要な事項の協議及び調整を定期的に行い、災害時における相互応

援活動が円滑に行われるよう努めることとする。

７ 災害時用の資機材の整備

工業用水道事業者は、必要な資機材を把握し、あらかじめ調達方法・保管場所等を定めておくこととする。

また、保管場所は交通の便利な場所に適宜分散しておくこととする。

８ 教育訓練、平時の広報

工業用水道事業者は、災害発生時に的確な防災対策が講じられるよう、平時から職員に対する教育・訓練を
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実施することとする。

(1) 教育 防災体制・災害救助措置などに関する総合的かつ計画的な研修会・講習会の開催

(2) 訓練 動員計画に従っての訓練

９ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 実施責任

(2) 工業用水道施設の整備・保守

(3) 災害時用の資機材の整備

(4) 協定等に基づく相互応援活動

(5) 教育訓練・広報

(6) その他必要な事項
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第４節 ライフライン関係施設の整備

第７款 共同溝等の整備

〔実施機関：近畿地方整備局、県土木部〕

第１ 趣旨

災害による被害を受けにくく、被災しても迅速な復旧を可能にする共同溝等の整備について定める。

第２ 内容

１ 共同溝等の整備

道路管理者は、関西電力および関西電力送配電、ＮＴＴ西日本㈱等のライフライン事業者と協議のうえ、共

同溝等の整備を推進し、被災時のライフラインの迅速復旧と緊急車両の通行の確保を図ることとする。

２ 共同溝等の種類

(1) 幹線系のライフラインを収納する幹線共同溝

(2) 供給系のライフラインで、電線・ケ－ブルを収納する電線共同溝（Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ）
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第５節 地下街等の防災体制の整備

〔実施機関：県危機管理部、県まちづくり部、県警察本部、消防本部、関西電力㈱、関西電力送配電㈱、大阪ガ

ス㈱、大阪ガスネットワーク㈱、地下街等関係者〕

第１ 趣旨

地下街は構造上の特殊性により災害時の対応が制約されることから、地下街等における利用者の円滑で迅速な

避難確保及び洪水時の浸水防止（以下、「地下街利用者の避難と浸水防止」という。）対策など、その防災体制

の整備について定める。

第２ 内容

１ 関係機関の業務

業務等

関係機関

業 務 概 要

災 害 予 防 災 害 防 御

地下街等関係者

地下街等権原者

地下街等事業者

１ 地下街の防災管理体制の整備

２ 従業員に対する教育訓練

３ 施設の点検管理と改善措置

４ 防火防災用資機材の整備と効率的配置

５ 隣接地下街等の相互連絡応援体制の整

備

６ 避難確保計画の作成と公表

７ 自衛水防組織の設置

８ 地下街等の自衛水防組織による

浸水防止訓練

１ 防災センタ－（防災設備の情報を集

中管理する場所）を通して消防機関へ

の連絡

２ 地下街等自衛消防隊による防御活動

の実施

３ 地下街等の自衛水防組織による浸水

防止活動の実施

４ 地下街等の利用者の円滑かつ迅速な

避難の確保

消防本部 １ 消防用設備等の設置維持に関する指導

２ 防火防災管理に関する指導

３ 防火防災体制の整備充実に関する指導

１ 災害による被害の軽減

２ 人命救助及び避難誘導

３ 災害情報の広報

県警察本部 １ 情報収集

２ 救出救助及び避難誘導

関西電力株式会社

関西電力送配電

株式会社

１ 電力供給施設の調査点検 １ 電力供給施設の応急対策

２ 消防・警察機関に対する支援体制

大阪ガスネットワー

ク株式会社

１ ガス供給施設の調査点検

２ ガスの安全使用に関する周知

１ ガス供給施設の応急対策

（注）「地下街等権原者」とは、地下街等の所有者、管理者又は占有者をいい、「地下街等事業者」とは地

下街等を形成する事業所の所有者、管理者又は占有者をいう。

２ 地下街利用者の避難と浸水対策の実施

豪雨や洪水により短時間で地下街等が浸水した場合には、通常の地上での水害の実態と大きく異なり、浸水

による停電や地下街天井までの冠水など大きな被害を受けるおそれがあり、地下街利用者の円滑で迅速な避難
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確保には、適切な誘導や洪水時の浸水防止対策が必要となることから、以下の対策を実施することとする。

(1) 豪雨及び洪水時における地下街等での危険性の事前周知・啓発

県、市町は、豪雨時等における建築物地下階への水の急激な流入、水圧によるドアの開閉障害等の危険性

について、地下街等の所有者又は管理者及び利用者に周知・啓発を図ることとする。また、地下街等の浸水

被害実績や浸水想定区域等の公表・周知に努めることとする。

(2) 豪雨及び洪水時における地下街等の所有者又は管理者（以下、「地下街等の管理者」という。）への洪水

情報等の的確かつ迅速な伝達

豪雨及び洪水時には地下街等の管理者による適切な対応が必要であることから、市町長あるいは水防管理

者は、地下街等の管理者に対する洪水予報等の伝達体制を整備することとする。

(3) 避難体制の確立

地下街等の管理者は、円滑かつ迅速な避難の確保等について計画することとし、地下鉄、地下街、個別ビ

ルが連続して一体となった地下街等においては、各組織の連携方策について検討することとする。

(4) 地下街等への流入防止等浸水被害軽減対策の促進

県、市町は、地下街等の管理者が、地下街等の浸水防止施設（防水壁等）設置を推進できるよう、施設の

具体的事例等の必要な情報提供に努めることとする。

(5) 地下街等の管理者との連携強化方策の検討

地下街等が高度に発達した地域について、県と市町が共同で、「地下街、地下駐車場対策」について検討

するなど、地下街等の管理者との連携強化方策について検討することとする。
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第１節 気象観測体制の整備

〔実施機関：近畿地方整備局、神戸地方気象台、県土木部〕

第１ 趣旨

県内における気象観測施設の整備等について定める。

第２ 内容

現在、次のような気象観測を行っており、今後ともその体制の強化に努めることとする。

１ 神戸地方気象台

神戸地方気象台のほか、県内各地に６箇所の地域雨量観測所や15箇所の地域気象観測所〔観測種目：気温、

降水量、風向・風速、積雪の深さ（※1）、湿度〕、1箇所（神戸空港）の航空気象観測所〔観測種目：気温、

降水量、風向・風速〕及び３箇所（姫路、洲本、豊岡）の特別地域気象観測所〔観測種目：気圧（現地・海面）、

気温、蒸気圧、露点温度、相対湿度、風向、風速、降水量、日照時間、視程、降雪の深さ（※2）、積雪の深さ

（※2）、現在天気、大気現象〕を設置し、観測を行っている。

※1 地域気象観測所で積雪の深さを観測しているのは、兎和野高原、香住、和田山地域気象観測所である。

※2 特別地域気象観測所で降雪の深さ、積雪の深さを観測しているのは、豊岡のみである。

２ 近畿地方整備局

河川・砂防・道路管理上必要な範囲で、テレメータ等気象観測施設を整備し、観測を行っている。

３ 県

雨量計193箇所、風向・風速計13箇所（漁港含む）、検潮器16箇所（漁港含む）、水位局157箇所などを整備

し、観測を行っている。

〔資 料〕「気象観測施設の整備状況」
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第２節 風水害等に関する調査研究の推進

〔実施機関：県危機管理部、防災関係機関〕

第１ 趣旨

風水害等の未然防止と被害の軽減等に向けた調査研究の推進について定める。

第２ 内容

１ 調査研究体制の整備

防災関係機関は、災害現象を科学的に分析、検討しうる調査研究体制の整備に努め、地域に応じた総合的か

つ一体的な防災活動の実施を図ることとする。

２ 防災に関する資料の収集及び分析

防災関係機関は、防災研究の基礎となる過去の災害記録、防災施設に関する資料、その他各種災害に関する

資料を収集・分析し、適切な項目に分類整理し、必要により活用できるよう努めることとする。

３ 調査研究事項

(1) 災害想定

(2) 本県災害の特質と最近の傾向

(3) 危険地区の実態把握と被害想定

(4) 災害情報の収集伝達に関する総合的システム

(5) 地球温暖化が風水害等に与える影響

４ 研究成果の活用

防災関係機関は、風水害等に関する研究成果等を十分活用し、災害対策が合理的かつ効果的に実施できるよ

う努めることとする。

５ 防災関係機関による調査研究

(1) アジア防災センター(ADRC)

アジア地域レベルでの多国間防災協力を推進する中心機関として、各国・関係機関の防災専門家の交流、

防災情報の収集・提供、多国間防災協力に関する調査研究などの活動を行う。

平成10年７月 神戸東部新都心に開設。

平成15年４月 「人と防災未来センター東館」に移転。

(2) 国際連合人道問題調整事務所(UNOCHA)神戸事務所

自然災害や緊急事態における各国、関係機関の支援の調整を実施する。

このため、24時間体制で国内外の災害情報を収集・発信するとともに、平成14年度からは、国連災害評価

・調整チーム（UNDAC）要員を養成している。

平成12年２月 神戸東部新都心にアジアユニット開設。

平成13年８月 リリーフウェブ開設。

平成15年４月 「人と防災未来センター東館」に移転。

平成24年１月 神戸事務所長（駐日代表）着任。
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(3) 国連防災機関（UNDRR）神戸事務所

災害予防に関する国際戦略の策定・普及を担う国連機関で、2005年１月の第２回国連防災世界会議におい

て世界的な防災指針として採択された「兵庫行動枠組」及びその後継枠組みとして2015年3月の第３回国連

防災世界会議において採択された「仙台防災枠組2015-2030」の実施を推進している。

平成19年10月 神戸東部新都心に開設（「人と防災未来センター東館」内）。

(4) 国際防災復興協力機構(IRP)

世界各地で起きた災害研究や復興事例のデータベースを蓄積して、災害被災地に復興のノウハウを提供す

るほか、国連機関と連携しつつ、被災地の要望に応じた専門家の派遣や復興に携わる人材の育成などに取り

組む。

平成17年５月 神戸東部新都心に開設（「人と防災未来センター東館」内）。

(5) 阪神・淡路大震災記念「人と防災未来センター」

阪神・淡路大震災記念「人と防災未来センター」では、阪神・淡路大震災をはじめとする災害の経験、教

訓やノウハウについて、研究員が防災関係機関の専門家や災害対策を経験した職員等から資料収集や詳細な

聞き取りを行うなどの方法により、実戦的・総合的な調査研究を行い、総合防災学とも言うべき知識体系の

確立を図る。

平成14年４月 神戸東部新都心に開設。

(6) WHO健康開発総合研究センター（WHO神戸センター）

社会、経済、及び環境の変化が及ぼす健康への影響、またそれらの保健政策への反映についての応用研究

や大災害からの健康・保健関連の回復に関する支援活動を行う。

平成８年８月 開所。

平成10年４月 神戸東部新都心に移転。
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第７章 その他の災害の予防対策の推進
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第１節 雪害の予防対策の推進

〔実施機関：近畿地方整備局、県危機管理部、県土木部、県教育委員会、県警察本部、市町、西日本高速道路㈱、

阪神高速道路㈱、本州四国連絡高速道路㈱、県道路公社、芦有ドライブウェイ㈱等〕

第１ 趣旨

豪雪等に伴う都市機能の阻害及び交通途絶による集落の孤立、雪崩災害等の雪害から県土並びに県民の生命、

身体及び財産を保護するための対策について定める。

第２ 内容

１ 道路除雪対策

豪雪等に対し、緊急に道路交通を確保できるよう、県、近畿地方整備局、高速道路会社、県道路公社等は、

除雪活動を実施するための除雪機械、除雪要員等の動員等についての体制の整備を行うこととする。

県は、「道路除雪要綱」に基づき、毎年度道路除雪計画を決定し（毎年11月頃当該年度の除雪計画を決定）、

道路除雪を計画的に行い、安全で円滑な道路交通の確保を図るため必要な事項を定めることとする。

２ 車両滞留対策

県、近畿地方整備局、市町、高速道路会社、県道路公社等は、大規模な車両滞留や長時間の通行止めを引き

起こす恐れのある大雪時においても、人命を最優先に幹線道路上で大規模な車両滞留を徹底的に回避すること

を基本的な考え方として、計画的・予防的な通行止め、滞留車両の排出を目的とした転回路の整備、兵庫県に

おける雪害時の乗員保護支援計画策定等を行うよう努めるものとする。

３ 雪崩対策

(1) 県

県は、雪崩危険箇所において、雪崩対策工事の実施に努めることとする。

(2) 市町

市町は、雪崩に対し円滑な災害応急対策が行えるよう、必要に応じて活動体制の整備、避難体制の整備に

努めることとする。

４ 雪害対策会議の開催

(1) 県

県は、各関係機関の相互の連携を密にし、雪害の防止に万全を期すため、雪害対策会議を開催することとす

る。

・関係機関：県（災害対策課、道路保全課、教育委員会体育保健課等）、県警察本部、神戸地方気象台、

自衛隊、日本赤十字社、西日本旅客鉄道㈱、ＮＴＴ西日本㈱、関西電力㈱、関西電力送配電

㈱、全但バス㈱等

(2)近畿地方整備局

兵庫国道事務所・姫路河川国道事務所・豊岡河川国道事務所管内において大雪警報が発令された場合、大雪

が予想される場合、大雪による交通障害が予想される場合等は、他の関係機関との規制情報等の情報共有のた

め、各事務所にて冬期情報連絡室を立ち上げるものとする。

５ 警報等の伝達

県は、様々な環境下にある住民等及び地方公共団体の職員に対して警報等が確実に伝わるよう、関係事業者
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の協力を得つつ、防災行政無線、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、テレビ、ラジオ（コミュニティ

ＦＭ放送を含む。）、携帯電話（緊急速報メール機能を含む。）、ワンセグ等を用いた伝達手段の多重化、多

様化に努めることとする。

また、県、近畿地方整備局、市町、高速道路会社、県道路公社等は、集中的な大雪が予測される場合におい

て、計画的・予防的な通行規制や不要・不急の道路利用を控えることが重要であること、雪道を運転する場合

の心がけ(スタッドレスタイヤ・タイヤチェーンの装着、車内に飲食料や毛布等の備え)について、周知に努め

るものとする。

６ ボランティア等との協働・雪害に係る防災知識の普及

県、市町等は、地域住民からなる地域コミュニティによる除雪を促進するとともに、ボランティア等地域外

からも雪処理の担い手を確保する等の方策を講じるものとする。

なお、雪下ろし中の転落事故や屋根雪の落下等による人身事故の防止を図るよう、除雪作業の危険性と対応

策を住民に示し、注意喚起に努めるものとする。

特に、豪雪地帯においては，既存住宅に対する命綱固定アンカーの設置や除排雪の安全を確保するための装

備の普及、克雪に係る技術の開発・普及の促進を図るものとする。

〔資 料〕「なだれ危険箇所(土木分)」

「なだれ危険箇所(農政環境部調査分)」
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第２節 危険物等の事故の予防対策の推進

第１款 危険物の保安対策の実施

〔実施機関：県危機管理部、市町、消防機関、危険物製造所等の所有者等〕

第１ 趣旨

消防法別表に定める危険物による災害を予防し、また、災害発生時の被害拡大を防止するため、危険物の規制

に関する政令別表第３に定める指定数量以上の危険物を貯蔵・取扱いする施設（以下、「危険物製造所等」とい

う。）及び防災関係機関の予防対策について定める。

第２ 内容

１ 危険物製造所等

(1) 危険物製造所等の所有者、管理者又は占有者（以下、「所有者等」という。）は、消防法及び消防法に基

づく関係規程を遵守するとともに、自己の責任において保安対策を推進し、危険物の災害予防に万全を期す

ることとする。

(2) 危険物製造所等の所有者等は、施設規模、取扱危険物の種類等に応じて、危険物の規制に関する政令の定

めるところにより、危険物保安統括管理者、危険物保安監督者、危険物施設保安員を選任し、適正な施設管

理及び取扱基準を遵守することとする。

(3) 危険物製造所等の所有者等は、次の保安対策を実施することとする。

① 自主保安体制の確立

防災訓練、保安教育等を実施し、防災意識の高揚と防災に関する知識・技術の向上を図り、火災、爆発

等の災害発生を防止するための自主保安体制の確立に努めることとする。

また、施設が所在する地域の浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等の該当性並びに被害想定の確認を行

うとともに、風水害により危険物等災害の拡大が想定される場合は、防災のための必要な措置の検討や、

応急対策に係る計画の作成等の実施に努めることとする。この場合において、危険物施設の風水害対策ガ

イドライン（ver2）（総務省消防庁通知 令和３年３月30日付け消防災第41号・消防危第49号の別添１）

を活用するものとする。

② 事業所相互の協力体制の確立

危険物製造所等が一定地域に集中している地域にあっては、相互に連絡協調して総合的な防災体制を確

立し、相互援助、避難等自主的な組織活動に努めることとする。

③ 住民安全対策の実施

大規模な危険物施設を有する場合は、地域住民に対する安全を図るため、防火壁、防風林、防火地帯等

の設置を検討することとする。

２ 県、市町、消防本部の保安対策

(1) 県、市町、消防本部は、消防法に基づき、危険物施設の設置又は変更許可に対する審査及び立入検査等を

行い、基準に適合しない場合は、直ちに改修、移転させるなど、危険物の規制を行うこととする。

(2) 県、市町、消防本部は、監督行政庁の立場から、次の保安対策を実施することとする。

① 危険物施設の把握と防災計画の策定

関係機関は、常に危険物施設及び貯蔵され取り扱われる危険物の性質及び数量を把握し、これに対応す

る的確な防災計画を策定することとする。

② 監督指導の強化

関係機関は、危険物を取り扱う事業所等に対する立入検査等を強力に実施して、関係法令を遵守させる

こととする。

③ 消防体制の強化
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市町、消防本部は必要に応じ、各事業所ごとの防災計画等を作成するとともに、隣接市町との相互応援

協定の締結を推進することとする。

④ 防災教育

関係機関は、危険物関係職員及び施設関係者に対して、関係法令及び災害防除の具体的方途につき視聴

覚教育を含む的確な教育を行うこととする。
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第２節 危険物等の事故の予防対策の推進

第２款 高圧ガスの保安対策の実施

〔実施機関：県危機管理部、消防機関、高圧ガス関係事業者〕

第１ 趣旨

高圧ガスによる災害を予防し、また、災害発生時の被害拡大を防止するため、高圧ガス関係事業所及び防災関

係機関の予防対策について定める。

第２ 内容

１ 高圧ガス関係事業所における防災体制の整備

事業者は、災害発生時に冷静にかつ有効な防災活動を実施し、二次災害の発生を防止し、被害の軽減を図る

ため、速やかに防災体制を確立することとする。

(1) 防災組織の確立

防災組織の体系、編成方法及び各班の業務内容を明らかにする。

(2) 連絡広報体制の確立

事業所内の被害状況を迅速かつ正確に把握し、あらかじめ定められた方法及び順序で防災関係機関等へ連

絡するための緊急時の連絡・広報体制を確立することとする。

(3) 緊急動員体制の確立

大規模災害を想定し、防災関係要員の確保のための緊急動員体制を確立することとする。

(4) 相互応援体制の確立

大規模災害が発生し、一つの事業所では対応できない場合に備えて、関係事業所及び防災関係機関等の間

で防災関係要員及び防災資機材等の相互の応援体制を確立することとする。

２ 防災資機材の整備

(1) 県、消防本部は、事業所に対して防災資機材等の整備促進を図るとともに、その管理について指導するこ

ととする。

(2) 県、消防本部は、事業所に対し、効果的な防災資機材等の整備充実を指導するとともに、報告の協力を求

める等により、提供可能な防災資機材の種類及び数量の把握に努めることとする。

(3) 事業者は、防災資機材及び設備を定期的に点検し、その維持管理に努めることとする。

(4) 事業者は、自社が保有する資機材で対応できない場合を想定し、事業所外部から資機材を調達できる体制

を整備することとする。

３ 保安教育の実施

(1) 県（神戸市内においては神戸市）、関係団体は、高圧ガスに関する各種講習会を開催し、事業所に対して

高圧ガスに関する防災上必要な知識を周知徹底させることとする。

(2) 事業者は、従業員等に対し定期的に保安教育を実施し、高圧ガスに関する防災上必要な知識を周知徹底さ

せ、防災意識の高揚を図ることとする。
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(3) 主な教育項目は、次のとおりとする。

ア 関係法令

イ 高圧ガスに関する知識

ウ 防災組織

エ 運転マニュアル、各種規程

オ 異常時の措置基準

カ 事故事例と対策

キ 救急の方法

４ 防災訓練の実施

(1) 県（神戸市内においては神戸市）、関係機関は、高圧ガスにかかる災害が発生した場合に、迅速かつ適切

な防災活動が実施できるように定期的に総合防災訓練を実施することとする。

(2) 事業者は、取り扱う高圧ガスの種類及びその規模に応じて、事業所内で定期的に防災訓練を実施し、応急

措置等防災技術の習熟に努めることとする。

(3) 主な訓練項目は次のとおりとする。

ア 緊急通信・通報・伝達訓練

イ 非常招集動員訓練

ウ 救助・避難訓練

エ 応急措置実施訓練

オ 防消火訓練

カ 広報訓練

５ 防災技術の研究

関係機関、事業所は、高圧ガスの特性に応じた防災技術の研究及び情報の把握に努めることとする。
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第２節 危険物等の事故の予防対策の推進

第３款 火薬類の保安対策の実施

〔実施機関：県危機管理部（神戸市内においては神戸市消防局）、県警察本部、火薬類関係事業者〕

第１ 趣旨

火薬類による災害を予防し、また災害発生時の被害拡大を防止するため、火薬類関係事業所及び防災関係機関

の予防対策について定める。

第２ 内容

１ 火薬類関係事業所における警戒体制の整備

火薬類関係施設に災害・事故が発生するおそれのあるとき、事業者は、天候の状況に応じた警戒体制を確立

することとする。

(1) 警戒体制の発令

雷の発生及び火薬庫付近での山火事の発生等により事業所が警戒事態となったとき、事業者は、天候の状

況に応じた警戒体制を発令することとする。

(2) 警戒措置の実施

① 事前調査

落雷への対応が遅延しないよう、事業所内外の地形、落雷の頻度等の地域的特性等を事前調査すること

とする。

② 警戒実施

警戒体制が発令されたとき、現場巡回等の天候の状況に応じた警戒措置を実施することとする。

(3) 作業規制

天候の状況に応じて、発破作業の中止等の作業規制を行うこととする。

２ 火薬類関係事業所における防災体制の整備

事業者は、災害発生時に冷静にかつ有効な防災活動を実施し、被害の軽減を図るため、速やかに防災体制を

確立することとする。

(1) 防災組織の確立

防災組織の編成方法及び各班の業務内容を明らかにすることとする。

(2) 連絡広報体制の確立

事業所内の被害状況を迅速かつ正確に把握し、あらかじめ定められた方法及び順序で防災関係機関等へ連

絡するための緊急時の連絡・広報体制を確立することとする。

(3) 緊急動員体制の確立

大規模災害を想定し、防災関係要員の確保のための緊急動員体制を確立することとする。

(4) 相互応援体制の確立

災害が発生し、一つの事業所だけでは対応できない場合に備えて、関係事業所との相互応援体制を確立す

ることとする。
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３ 保安教育の実施

(1) 県（神戸市内においては神戸市）、県警察本部、関係団体は、火薬類に関する各種講習会において、事業

者に対して火薬類に関する防災上必要な知識を周知徹底させることとする。

(2) 事業者は、従業員に対し定期的及び施設の新設等の機会ごとに保安教育を実施し、火薬類に関する防災上

必要な知識を周知徹底させ、防災意識の高揚を図ることとする。

(3) 主な教育項目は、次のとおりとする。

ア 関係法令

イ 火薬類に関する性質、保安管理技術

ウ 地震に関する知識

エ 災害時における応急対策及び避難方法

４ 防災訓練の実施

(1) 事業者は、取り扱う火薬類の種類及びその規模に応じて、事業所内で定期的に防災訓練を実施し、応急措

置等防災技術の習熟に努めることとする。

(2) 主な訓練項目は、次のとおりとする。

ア 緊急通信・通報・伝達訓練

イ 非常招集動員訓練

ウ 救助・避難訓練

エ 応急措置実施訓練

オ 防消火訓練

カ 広報訓練

５ 防災技術の研究

関係機関、事業者は、火薬類の特性に応じた防災技術の研究及び情報の把握に努めることとする。

その他、火工品については、土砂災害等により流出した場合に回収が難しいため、包装材による散逸防止策

を講じることとする。
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第２節 危険物等の事故の予防対策の推進

第４款 毒物・劇物の保安対策の実施

〔実施機関：県危機管理部、毒物・劇物取扱事業者〕

第１ 趣旨

毒物又は劇物の保管施設等からの流失等による保健衛生上の危害を防止するための予防対策について定める。

第２ 内容

１ 毒物・劇物営業者

台風の接近等により事業所に災害・事故が発生するおそれのあるとき、毒物・劇物取扱事業者は天候の状況

に応じた警戒体制を確立することとする。

(1) 警戒体制の発令

台風の接近、大雨等の各注意報・警報の発表等により事業所が警戒事態となったとき、毒物・劇物取扱事

業者は、天候の状況に応じた警戒体制を発令することとする。

(2) 警戒措置の実施

① 河川からの鉄砲水、土砂崩れ等への対応が遅延しないよう、事業所内外の地形等の地域的特性等を事前

調査することとする。

② 警戒実施

警戒体制が発令されたとき、現場巡回等の天候の状況に応じた警戒措置を実施することとする。

２ 県その他の関係機関

(1) 県その他の関係機関は、毒物劇物営業者に対し、常に登録基準等に適合する施設を維持させることとする。

(2) 県その他の関係機関は、毒物劇物営業者に対し、毒物又は劇物によって住民の保健衛生上の危害を生ずる

おそれがあるときは、直ちに県健康福祉事務所・市保健所、県警察本部又は消防本部に届け出るとともに、

危害防止のための応急措置を講じるよう指導することとする。

(3) 県その他の関係機関は、毒物劇物を業務上取り扱う者のうち、事業場ごとに届出を要する者（電気めっき

事業者、金属熱処理事業者、運送事業者、白あり防除事業者）に対しても、同様の指導を行うこととする。

(4) 県その他の関係機関は、毒物劇物を業務上取り扱う者のうち、届出を要しない者の実態把握に努めるとと

もに、文書等により適正な取扱い及び危害防止のための応急の措置を講じるよう指導に努めることとする。
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（空白）
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基本方針

災害応急対策計画は、次の考え方のもとに作成する。

第１ 迅速な災害応急活動体制の確立

災害応急対策を迅速に展開するため、県その他の防災関係機関の緊急時の組織体制、情報の収集・伝達体制を

確立するとともに、防災関係機関相互の連携の仕組みを盛り込んだ応急活動体制を明示する。

第２ 円滑な災害応急活動の展開

災害応急対策を円滑に展開するため、次の事項を中心に、マニュアル性や職員の安全性の確保も考慮しつつ、

対策内容を点検、整備のうえ、明示する。

なお、災害応急活動の実施に当たっては、その総合的推進に努めるとともに、災害が発生するおそれがある段

階も含めて時系列的な側面から重点的に実施すべき事項を的確に把握し、対処することが必要である。

また、県、市町は、災害対応業務に従事する職員の健康管理等を徹底するものとする。

○ 災害応急対策の主な流れ

時間経過 災害応急活動体制 災害応急活動内容

初動対策

（発災直後）

・災害対策本部の設置

・災害対策要員の確保

・被害情報の収集・分析・伝達

・通信手段・情報網の確保

・防災関係機関との連携

・災害情報の提供、広報活動の実施

・災害救助法の適用

・人命救出・救助活動、救急医療活動の実施

・消火、水防活動等被害拡大防止活動の実施

・要配慮者等の安全確保対策の実施 継

・避難対策の実施 続

・食料、物資の供給、応急給水の実施 実

・ライフライン応急対策の実施 施

・交通規制等交通の確保対策の実施

・緊急輸送路の確保等、緊急輸送対策の実施

緊急対策

（発災後１日程度～）

災害の規模、態様及び時間経過

に応じた対応体制の整備を図る

・各種相談窓口の設置

・被災者への生活救援対策の実施

・災害ボランティアの受入環境整備

・海外からの支援受入体制整備

・土木施設復旧及び余震対策の実施

・感染症対策等保健・衛生対策の実施

・遺体の火葬等の実施

・学校における教育機能回復等の教育対策の実施

応急対策

(発災後１週間程度～)

・応急仮設住宅建設等住宅確保対策の実施

・ガレキ、ごみ処理対策等廃棄物対策の実施

・被災者のこころのケア等精神医療対策の実施
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（空白）



第２章 迅速な災害応急活動体制の確立





風水害等対策計画

第３編 災害応急対策計画

第２章 迅速な災害応急活動体制の確立

第１節 組織の設置

- 175 -

第１節 組織の設置

〔実施機関：指定地方行政機関、県危機管理部、市町、指定公共機関、指定地方公共機関〕

第１ 趣旨

県、市町その他の防災関係機関の風水害等発生時等の防災組織について定める。

第２ 内容

１ 県の組織

(1) 兵庫県災害対策本部及び兵庫県災害対策地方本部

① 組織の概要

名 称 兵庫県災害対策本部 兵庫県災害対策地方本部

設置者 知事 災害対策本部長（知事）

ただし、緊急を要する場合、県民局長・県民

センター長は、災害対策本部長に代わり災害対

策地方本部を設置することができることとす

る｡

県民局長・県民センター長は、緊急的に災害

対策地方本部を設置した場合、その旨を速やか

に災害対策本部長に報告することとする。

本部長 知事

知事に事故があるときは、副知事、防災監の

順で、その職務を代理することとする

各県民局長・県民センター長

設置場所 災害対策センター 各県民局・県民センター

設置基準 １ 風水害等が発生し又はそのおそれがある場合

において、その状況を勘案して、災害応急

対策を実施するため又は災害応急対策に備え

るため必要があると認められるとき

２ その他、不測の事態等により災害が発生し、

又は発生するおそれがあると認められるとき

３ 国内で大規模広域災害が発生し、災害応急

対策を行うために特に必要があると認めると

き

災害対策本部の設置基準に準じるほか、災害

の状況等により、特に当該地域において、災害

応急対策を実施するため又は災害応急対策に備

えるため必要があると認められるとき

廃止基準 １ 災害応急対策が概ね終了したと認められる

とき

２ 災害応急対策に備えるために設置した場合

で、風水害等の発生のおそれが解消したと認め

られるとき

１ 当該地域における災害応急対策が概ね終了

したと認められるとき

２ 当該地域における災害応急対策に備えるた

めに設置した場合で、風水害等の発生のおそれ

が解消したと認められるとき

業 務 災害対策本部は、県の災害予防（被害の拡大

防止）及び災害応急対策に係る業務を総合的に

推進する。

災害対策地方本部は、当該地域における県の

災害予防（被害の拡大防止）及び災害応急対策

に係る業務を総合的に推進する。
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名 称 兵庫県災害対策本部 兵庫県災害対策地方本部

組織・運営 災害対策基本法、兵庫県災害対策本部条

例、兵庫県災害対策本部設置要綱及びこの

計画の定めるところによる。

兵庫県災害対策本部設置要綱及びこの計画

に定めるところによる他、県民局長・県民セン

ター長の決定するところによる。

そ の 他 １ 災害対策本部が設置されたときは、兵

庫県水防本部、兵庫県警察災害警備本部

（又は兵庫県警察災害警備対策室）、

兵庫県災害対策教育部本部を、それぞれ

災害対策本部の水防部、警察部、教育部

とし、組織の一元化を図ることとする。

２ 本部長は、災害予防(被害の拡大防止)

及び災害応急対策等に係る情報連絡及び

助言のため、必要に応じて、本部会議に

参与として、防災関係機関の職員等の出

席を求めることとする。参与の出席を求

める防災関係機関として、あらかじめ定

めるものは次のとおりとする。

神戸地方気象台、陸上自衛隊、海上自

衛隊、航空自衛隊、第五管区海上保安本

部、神戸市、関西電力送配電、大阪ガスネ

ットワーク、NTT西日本、日本赤十字社兵庫

県支部、ヤマト運輸(株)関西支社、ひょうご

ボランタリープラザ、特定非営利活動法人

全国災害ボランティア支援団体ネットワー

ク

３ 災害対策本部の運営に当たっては、災

害の規模、態様に応じた特別班の設置

や、時間の経過とともに変化する対策に

即応した体制の整備など、機動的な対応

を図ることとする。

４ 国の非常災害現地対策本部又は緊急災

害現地対策本部が置かれたときは、現地

災害対策本部を設置するなどして、これ

と緊密な連絡調整を図ることとする。

５ 災害対策本部を設置又は廃止したとき

は、直ちに告示するとともに、関係市町

その他の防災関係機関及び報道機関に周

知することとする。

災害対策地方本部の運営にあたっては、災

害の規模や態様に応じた特別班の設置や、時

間の経過とともに変化する対策に即応した体

制の整備など、機動的な対応を図ることとす

る。
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② 伝達方法

ア 災害対策本部

災害対策本部の設置その他の事項は、次のとおり伝達することとする。

＜災害対策本部事務局＞

イ 災害対策地方本部

災害対策地方本部の設置その他の事項は、次のとおり伝達することとする。

＜災害対策本部事務局＞ ＜災害対策地方本部事務局＞

知事

（本部長）

防 災 監

危機管理部長

(副本部長兼本部事務局統括)

危機管理部次長

(本部事務局総務局長兼広域支援局長)

危機管理部次長

(本部事務局対策局長)

危機管理部員

（本部事務局）

副知事

(副本部長)

部長等

（本部員）

本部連絡員

（各部2名）

各部総務課

(各部総務班)

局長等

（副部長）

各課室

(各班)

各課員

(各班員)

知事

（本部長）

防 災 監

危機管理部長

(副本部長兼本部事務局統括)

危機管理部次長

(本部事務局総務局長兼広域支援局長)

危機管理部次長

(本部事務局対策局長)

危機管理部員

（本部事務局）

地方本部連絡員

（各部2名）

県民局県民室長等

各事務所長

(地方本部員)

各地方機関

各課員

(各班員)

県民局・県民センター長

(地方本部長)

県民局総務企画室長等

(地方本部事務局長)

県民局総務企画室

総務防災課長等

（本部事務局）
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(2) 兵庫県現地災害対策本部

名 称 兵 庫 県 現 地 災 害 対 策 本 部

設置者 知事

本部長 災害対策副本部長のうちから災害対策本部長が指名する。

設置場所 被災地を管轄する県民局等

設置基準 局地的かつ激甚な風水害等が発生するなど、災害の状況等により特に被災地において、災

害予防（被害の拡大防止）及び災害応急対策を実施するため必要と認められるとき

廃止基準 現地における災害予防(被害の拡大防止)及び災害応急対策が概ね終了したと認められると

き

業 務 １ 災害対策本部長が、現地災害対策本部長に委任した事務の実施

２ 国の非常災害現地対策本部又は緊急災害対策本部が置かれたときの、これとの調整・協

議

告 示 現地災害対策本部を設置又は廃止したときは、直ちに告示するとともに、関係市町その他

の防災関係機関及び報道機関に周知することとする。

組織・運営 災害対策基本法、兵庫県災害対策本部条例、兵庫県災害対策本部設置要綱及びこの計画の

定めるところによる。

その他 １ 現地災害対策本部は、被災地において災害対策地方本部が設置されている場合は、その

組織を包含することとする。

２ 現地災害対策本部の組織については、災害の規模、態様等により弾力的な対応が可能と

なるよう配慮するとともに、その運営に当たっては、状況に応じた特別班の設置や、時間

の経過とともに変化する対策に即応した体制の整備など、機動的な対応を図ることとする｡
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(3) 兵庫県災害警戒本部及び兵庫県災害警戒地方本部

名 称 兵庫県災害警戒本部 兵庫県災害警戒地方本部

設 置 者 防災監 各県民局長・県民センター長

県民局長・県民センター長は、警戒地方本部

を設置したときは、その旨速やかに防災監に報

告することとする。

本 部 長 防災監 各県民局長・県民センター長

設置場所 災害対策センター 各県民局・県民センター

設置基準 １ 県内に暴風、暴風雪、大雨、大雪若し

くは高潮の特別警報のいずれかが発表さ

れたとき。

２ 県内に暴風、暴風雪、大雨、大雪、洪

水若しくは高潮の警報のいずれかが発表

され、被害の生ずるおそれがあるとき。

３ 県内に大雨注意報、大雪注意報、洪水

注意報、高潮注意報のいずれかが発表さ

れるともに、水防指令第２号が発令され

被害の生ずるおそれがあるとき。

４ その他大規模火災、突発重大事故等の

発生など、被害の生ずるおそれがあると

き。

１ 当該地域に暴風、暴風雪、大雨、大雪若し

くは高潮の特別警報のいずれかが発表された

とき。

２ 当該地域に暴風、暴風雪、大雨、大雪、洪

水若しくは高潮の警報のいずれかが発表され、

被害の生ずるおそれがあるとき。

３ 当該地域に大雨注意報、大雪注意報、洪水

注意報、高潮注意報のいずれかが発表される

ともに、水防指令第２号が発令され被害の生

ずるおそれがあるとき。

４ その他大規模火災、突発重大事故等の発生

など、当該地域に被害の生ずるおそれがある

とき。

なお、防災監は、必要と認めるときは、

警戒地方本部の設置を指示することができる。

廃止基準 １ 風水害等の警戒にあたる必要がなくな

ったと認められるとき

２ 災害対策本部が設置されたとき

１ 当該地域において風水害等の警戒にあたる

必要がなくなったと認められるとき

２ 災害対策地方本部が設置されたとき

３ なお、地方本部長は、警戒地方本部を廃止

したときは、その旨を速やかに防災監に報告

することとする。

業務 災害警戒本部は､風水害等に備えるため､

動員の実施、事前対策の検討、気象情報や

災害情報の収集・伝達、防災関係機関等と

の連絡・調整及び応急対応にかかる業務を

重点的に行うこととする。

災害警戒地方本部は、風水害等に備えるため、

動員の実施、事前対策の検討、気象情報や災害

情報の収集・伝達、防災関係機関等との連絡・

調整及び応急対応にかかる業務を重点的に行う

こととする。

組織・運営 兵庫県災害警戒本部設置要綱及びこの計

画の定めるところによる。

兵庫県災害警戒本部設置要綱及びこの計画に

定めるところによる他、各県民局長・県民セン

ター長の決定するところによる。

(4) 応援体制

被害が軽微な又は被害が生じていない地域の県民局・県民センターその他の地方機関は、災害対策本部の

指示に基づき、災害対策本部又は他の県民局・県民センター等（災害対策地方本部）に対する応援活動に当

たることとする。

この場合、主な応援活動の内容は、次のとおりとする。
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・職員の派遣

・災害対策要員の食料、水、物資等の供給 等

(5) 標識

① 腕章

災害対策本部、災害対策地方本部及び現地災害対策本部の本部長、副本部長、本部員等は、災害応急対

策に係る業務に従事するときは、原則として腕章をつけることとする。

② 標旗等

災害応急対策に係る業務に使用する県の自動車には、原則として「兵庫県災害対策本部」の記載のある

標旗又は横幕をつけることとする。

③ 身分証明証

災害対策本部員、事務局職員等は、それを証する身分証明証を携帯することとする。

(6) 複合災害発生時の体制

複合災害（同時又は連続して２以上の災害が発生し，それらの影響が複合化することにより，被害が深刻

化し，災害応急対応が困難になる事象）が発生した場合において、対策本部が複数設置された場合は、合

同会議の開催等により総合的な対応を図ることとする。現地災害対策本部についても、必要に応じて同様

の対応を行うこととする。

必要に応じて事務局を他部局に分散するなどの業務分散を図るとともに、要員・資機材の投入や応援要

請について、防災監の下で総合的に調整を行うこととする。

２ 指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関等の防災組織

指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関等における地震災害発生時の防災組織については、

関係省庁の防災業務計画等に基づき、各機関が定めるところによる。

３ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 市町災害対策本部の設置基準

(2) 市町災害対策本部の業務内容

(3) 市町災害対策本部の組織、運営

(4) 市町長に事故があるときの対応

(5) その他必要な事項

【複合災害の例】

＜法に基づく本部が複数設置される場合＞

・地震により石油コンビナートで大規模な爆発・火災等が発生した場合

・地震災害により緊急消防援助隊の応援を受けた場合

＜自然災害に伴う二次災害等＞

・地震による大規模な火災や列車事故の発生

・地震の揺れと津波による大規模な浸水被害の発生

・地震直後の台風来襲等による水害、土砂災害の発生

＜自然災害と危機事案の同時発生＞

・新型インフルエンザ発生中の風水害の発生

＜南海トラフ沿いにおける地震の同時・連続発生＞

＜県内被害対応と県外支援を並行して行う場合＞

・南海地震や上町断層帯地震など県内及び近隣府県に被害が発生する場合

・県内風水害対応中に県外で地震災害が発生し、県外支援も行う場合
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[資 料] 「災害対策本部条例」

「災害対策本部の標識図」
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別図 第１ 災害対策本部組織図
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別図 第２ 災害対策地方本部組織図
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別図 第３ 警戒本部組織図
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別図 第４ 警戒地方本部組織図

※ 県民局長・県民センター長が指名する地方本部員の一般的な基準
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農林振興事務所長 ○ ○ ○
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港湾管理事務所長 ○ ○ ○ ○

地方本部長 県民局長

地方副本部長 副局長

事務局員 県民局等職員のうち事務局長が指名する者
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第２節 動員の実施

〔実施機関：各機関、県危機管理部〕

第１ 趣旨

県、市町その他の防災関係機関における風水害等発生時等の職員の動員(参集・配備)体制について定める。

第２ 内容

１ 県の動員体制

(1) 本庁の動員体制

本庁職員の動員体制は、次のとおりとする。

ただし、県災害対策本部の各部のうち、公営企業部については公営企業管理者が、水防部については水防

計画で、病院事業部においては病院事業管理者が、教育部については教育長が、警察部については警察本部

長が、それぞれ地域防災計画の内容を踏まえ、別途定めることとする。

① 災害対策本部又は災害警戒本部が未設置で、以下の場合

県内に暴風、暴風雪、大雨、大雪、高潮の特別警報または暴風、暴風雪、大雨、大雪、洪水、高潮の警

報のいずれかが発表され、災害対策本部及び災害警戒本部の設置判断を行うために情報収集等が必要なと

き

災害の状況 配 備 体 制

●勤務時間中 原則として平常勤務体制で対応することとする。

●勤務時間外 当直職員 直ちに情報収集に当たることとする。

防災責任者 直ちに情報収集・伝達に当たるとともに、必要に応じて、これ

らの状況を知事等に報告し、災害対策本部の設置及び職員の配備

体制等についての指示を仰ぐこととする。

防災担当

指定要員等

防災担当指定要員及び危機管理部のあらかじめ定めた職員は、原則

として、直ちに参集し、情報収集・伝達等に当たることとする。

部局指定

要員

部局指定要員は、原則として直ちに参集し、所属の初動事務に

当たることとする。

業務要員 業務要員のうちあらかじめ定めた職員は、速やかに参集できる

体制を整え、防災責任者の指示により参集し、情報収集・伝達等

に当たることとする。

局長、

課室長等

状況により、防災責任者からの指示に応じて速やかに参集でき

る体制及び課室等の職員に連絡できる体制を整えることとする。

本部連絡員 防災責任者からの指示に応じて速やかに参集できる体制及び災

害対策本部員に連絡できる体制を整えることとする。
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② 災害警戒本部が設置されたとき

ア 災害警戒本部長（防災監）、副本部長（危機管理部次長２人）、事務局長（災害対策課長）、警戒本

部員、危機管理部その他各部応急対策主管課のあらかじめ定めた職員は、直ちに参集し、情報の収集・

伝達等に当たり、状況により、必要な災害応急対策を実施することとする。

イ 上記以外の職員については、原則として、平常勤務体制で対応することとする。

③ 災害対策本部が設置されたとき

ア 災害対策本部員、本部連絡員、危機管理部のあらかじめ定めた職員、業務要員、局長、課室長等は、

直ちに配備につくこととする。

イ 上記以外の職員については、原則として、次のいずれかの配備体制をとることとする。

配備は原則として、災害対策本部長（知事）が決定することとする。

災 害 の 状 況 配 備 体 制

第
１
号
配
備

① 県内に暴風、暴風雪、大雨、大雪、高潮の特別警報または暴風、

暴風雪、大雨、大雪、洪水、高潮の警報のいずれかが発表され、又

は水防指令第１号若しくは第２号が発令され、小規模の災害が生じ

るおそれがあるとき

② 風水害等により小規模の災害が生じたとき

所属人員のうちからあらかじ

め定めた少数（概ね２割以内）

の人員を配備し、主として情報

の収集・伝達等に当たる体制

第
２
号
配
備

① 県内に暴風、暴風雪、大雨、大雪、高潮の特別警報または暴風、

暴風雪、大雨、大雪、洪水、高潮の警報のいずれかが発表され、又

は水防指令第３号が発令され、中規模の被害が生じるおそれがある

とき

② 風水害等により中規模の被害が生じたとき

所属人員のうちあらかじめ定

めた概ね５割以内の人員を配備

し、災害対策に当たる体制

第
３
号
配
備

① 県内に大規模な被害が予想される気象情報が発表され、又は県内

の広範囲にわたり水防指令第３号が発令され、大規模の被害が生じ

るおそれがあるとき

② 風水害等により大規模の被害が生じたとき

原則として所属人員全員を配

備し、災害応急対策に万全を期

して当たる体制

ウ 具体的な配備人員等については、別に定める各部別動員計画を基本として、災害の状況等を勘案し、

災害対策本部の各部長が決定することとする。

エ 配備は、災害対策本部の設置等の伝達に準じることとする。

(2) 地方機関の動員体制

地方機関職員の動員体制は、次のとおりとする。

① 災害対策地方本部又は災害警戒地方本部が未設置で、以下の場合

当該地域に、暴風、暴風雪、大雨、大雪、高潮の特別警報または暴風、暴風雪、大雨、大雪、洪水、高

潮の警報のいずれかが発表され、災害対策地方本部及び災害警戒地方本部の設置判断を行うために情報収

集等が必要なとき

災害の状況 配 備 体 制

勤務時間中 原則として平常勤務体制で対応することとする。

勤務時間外 県民局その他の地方機関

のあらかじめ定めた職員

直ちに参集し、気象情報等の収集・伝達等に当たる

こととする。

県民局その他の地方機関

の長等

状況により、速やかに参集できる体制及び所属の職

員に連絡できる体制を整えることとする。
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② 災害警戒地方本部が設置されたとき

ア 災害警戒地方本部長（県民局長・県民センター長）、副本部長（副局長）、事務局長（総務企画室長）、

地方本部員、県民局その他応急対策主管事務所のあらかじめ定めた職員は、直ちに参集し、情報の収集

・伝達等に当たり、状況により、必要な災害応急対策を実施することとする。

イ 上記以外の職員については、原則として、平常勤務体制で対応することとする。

③ 災害対策地方本部が設置されたとき

ア 災害対策地方本部員、地方本部連絡員、県民局その他の地方機関のあらかじめ定めた職員等は、直ち

に配備につくこととする。

イ 上記以外の職員については、原則として、次のいずれかの配備体制をとることとする。

配備は原則として、災害対策地方本部長（県民局長・県民センター長）が、災害対策本部長（知事）

と協議して決定することとする。

災 害 の 状 況 配 備 体 制

第
１
号
配
備

① 当該地域に暴風、暴風雪、大雨、大雪、高潮の特別警報または暴風、

暴風雪、大雨、大雪、洪水、高潮の警報のいずれかが発表され、又は

水防指令第１号若しくは第２号が発令され、小規模の災害が生じるお

それがあるとき

② 当該地域において、風水害等により小規模の災害が生じたとき

所属人員のうちからあらか

じめ定めた少数（概ね２割以

内）の人員を配備し、主とし

て情報の収集・伝達等に当た

る体制

第
２
号
配
備

① 当該地域に暴風、暴風雪、大雨、大雪、高潮の特別警報または暴風、

暴風雪、大雨、大雪、洪水、高潮の警報のいずれかが発表され､又は

水防指令第３号が発令され、中規模の被害が生じるおそれがあるとき

② 当該地域において、風水害等により中規模の被害が生じたとき

所属人員のうちあらかじめ

定めた概ね５割以内の人員を

配備し、災害対策に当たる体

制

第
３
号
配
備

① 当該地域に大規模な被害が予想される気象情報が発表され、又は水

防指令第３号が発令され、大規模の被害が生じるおそれがあるとき

② 当該地域において、風水害等により大規模の被害が生じたとき

原則として所属人員全員を

配備し、災害応急対策に万全

を期して当たる体制

ウ 具体的な配備人員等については、別に定める各事務所班（地方機関）別動員計画を基本として、災害

の状況等を勘案し、災害対策地方本部の各事務所班（地方機関）の長が決定することとする。

エ 配備は、災害対策地方本部の設置等の伝達方法に準じる。

(3) 配備の命令を受けた県職員の行動

① 原則として、勤務時間の内外を問わず、直ちに各所属で配備につくこととする。

② 勤務時間外に配備の命令を受けた場合において、職員自身又は家族の被災等のため配備につくことがで

きないときは、直ちにその旨を所属長に連絡することとする。

③ 勤務時間外に配備の命令を受けた場合において、居住地の周辺で大規模な被害が発生し、自主防災組織

等による人命救助活動等が実施されているときは、これに参加し、その旨を所属長に連絡することとする。

ただし、災害対策本部員、防災担当指定要員、部局指定要員、災害対策（地方）本部事務局要員、業務

要員、局長、課室長、本部連絡員等については、この限りでない。

④ 勤務時間外に配備の命令を受けた場合において、交通機関の途絶等のため各所属に赴くことができない

ときは、それぞれ、あらかじめ定めた最寄りの県の機関に赴き、その機関の長の指示に従って職務に従事
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することとする。

この場合において、各機関の長は、緊急に赴いた職員を掌握し、所属長に連絡することとする。

ただし、災害対策本部員、防災担当指定要員、部局指定要員、災害対策（地方）本部事務局要員、業務

要員、局長、課室長、本部連絡員等については、この限りでない。

⑤ 勤務時間外に配備の命令を受けた場合においては、居住地の周辺及び各所属に赴く途上の地域の被害状

況等に注視し、これを随時、所属長又は災害対策（地方）本部事務局に連絡することとする。

この場合において、各所属長は、各職員からの連絡で得た情報を速やかに災害対策（地方）本部事務局

へ報告することとする。

２ 指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関等の動員

指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関等における風水害等発生時等の動員体制については、

各機関が定めるところによる。

また、指定地方行政機関は、県知事が災害応急対策を的確かつ迅速に実施することが困難であると認める場

合において、その事態に照らし緊急を要し、応援の要求を待ついとまがないと認められるときは、当該要求を

待たないで、応援をすることができる。

市町は、応急措置が的確かつ円滑に行われるようにするため必要があると認めるときは、県に対し、指定行

政機関又は関係指定地方行政機関に対する応急措置の実施の要請をするよう求めることができる。

市町は、上段の要求ができない場合には、その旨及び当該市町の地域における災害の状況を指定行政機関又

は指定地方行政機関に通知することができる。この場合において、当該通知を受けた指定行政機関又は指定地

方行政機関は、その事態に照らし緊急を要し、県からの要請を待ついとまがないと認められるときは、当該要

請を待たないで、応急措置を実施することができる。

３ その他の対策要員の指定

(1) 技術者等の動員

県、市町は、災害対策を実施するため、技術者が不足し、又は緊急の必要があると認めるときは、従事命

令又は協力命令を発し、技術者その他の災害対策要員の確保を図ることとする。

(2) 赤十字奉仕団等の動員

県、市町等は、災害応急対策を実施するため、必要に応じて、赤十字奉仕団及び自治会、婦人会、青年団

等の自主防災組織に協力を求め、災害対策要員の確保を図ることとする。

４ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 動員の内容

(2) 動員の基準

(3) 伝達方法

(4) 勤務時間外における動員

[資 料] 「従事命令・協力命令対象一覧表」

「日本赤十字社兵庫県支部地域奉仕団一覧表」
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第３節 情報の収集・伝達

第１款 気象予警報等の発表

〔実施機関：神戸地方気象台、県危機管理部、市町〕

第１ 趣旨

兵庫県に関する気象予警報等の内容を定める。

第２ 内容

１ 気象予警報

(1) 警戒レベルを用いた防災情報の提供

警戒レベルとは、災害発生のおそれの高まりに応じて「居住者等がとるべき行動」を５段階に分け、「居

住者等がとるべき行動」と「当該行動を居住者等に促す情報」とを関連付けるものである。

「居住者等がとるべき行動」、「行動を居住者等に促す情報」及び「行動をとる際の判断に参考となる情

報（警戒レベル相当情報）」をそれぞれ警戒レベルに対応させることで、出された情報からとるべき行動を

直感的に理解できるよう、災害の切迫度に応じて、５段階の警戒レベルにより提供する。

なお、居住者等には「自らの命は自らが守る」という意識を持ち、避難情報が発令された場合はもちろん

のこと、発令される前であっても行政等が出す防災気象情報に十分留意し、災害が発生する前に自らの判断

で自発的に避難することが望まれる。

(2) 特別警報・警報・注意報

特別警報・警報・注意報の種類と概要は次に示すとおりである。

特別警報・警報・注意報

の種類
概 要

特別警報

大雨特別警報

大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大き

いと予想されたときに発表する。大雨特別警報には、大雨特別警報（土

砂災害）、大雨特別警報（浸水害）、大雨特別警報（土砂災害、浸水

害）のように、特に警戒すべき事項を明記する。災害が発生又は切迫

している状況で、命の危険があり直ちに身の安全を確保する必要があ

ることを示す警戒レベル５に相当。

大雪特別警報
大雪が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大き

いときに発表する。

暴風特別警報
暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大き

いと予想されたときに発表する。

暴風雪特別警報

雪を伴う暴風が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著

しく大きいと予想されたときに発表する。「暴風による重大な災害」

に加えて「雪を伴うことによる視程障害等による重大な災害」のおそ

れについても警戒を呼びかける。

波浪特別警報
高い波が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大

きいと予想されたときに発表する。

高潮特別警報

台風や低気圧等による海面の上昇が特に異常であるため重大な災害が

発生するおそれが著しく大きいと予想されたときに発表する。危険な

場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相当。
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警報

大雨警報

大雨による重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表する。大雨警報には、大雨警報（土砂災害）、大雨警報（浸水害）、

大雨警報（土砂災害、浸水害）のように、特に警戒すべき事項を明記

する。大雨警報（土砂災害）は、高齢者等は危険な場所からの避難が

必要とされる警戒レベル３に相当。

洪水警報

河川の上流域での降雨や融雪等による増水により、重大な災害が発生

するおそれがあると予想されたときに発表する。河川の増水や氾濫、

堤防の損傷や決壊による重大な災害が対象としてあげられる。高齢者

等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル３に相当。

大雪警報
大雪により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表する。

暴風警報
暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表する。

暴風雪警報

雪を伴う暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想された

ときに発表する。「暴風による重大な災害」に加えて「雪を伴うこと

による視程障害等による重大な災害」のおそれについても警戒を呼び

かける。

波浪警報
高い波により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに

発表する。

高潮警報

台風や低気圧等による海面の異常な上昇により重大な災害が発生する

おそれがあると予想されたときに発表する。危険な場所からの避難が

必要とされる警戒レベル４に相当。

注意報

大雨注意報

大雨による災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表す

る。ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自らの

避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２である。

洪水注意報

河川の上流域での降雨や融雪等により河川が増水し、災害が発生する

おそれがあると予想されたときに発表する。ハザードマップによる災

害リスクの再確認等、避難に備え自らの避難行動の確認が必要とされ

る警戒レベル２である。

大雪注意報
大雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表す

る。

強風注意報
強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表す

る。

風雪注意報

雪を伴う強風により災害が発生するおそれがあると予想されたときに

発表する。「強風による災害」に加えて「雪を伴うことによる視程障

害等による災害」のおそれについても注意を呼びかける。

波浪注意報
高い波により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表す

る。

高潮注意報

台風や低気圧等による海面の異常な上昇が予想されたときに注意を喚

起するために発表する。高潮警報に切り替える可能性に言及されてい

ない場合は、ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備

え自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２である。高潮警

報に切り替える可能性が高い旨に言及されている場合は高齢者等は危

険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル３に相当。



風水害等対策計画

第３編 災害応急対策計画

第２章 迅速な災害応急活動体制の確立

第３節 情報の収集・伝達

第１款 気象予警報等の発表

- 192 -

注意報

濃霧注意報
濃い霧により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表す

る。

雷注意報

落雷により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表す

る。また、発達した雷雲の下で発生することの多い竜巻等の突風や「ひ

ょう」による災害についての注意喚起が付加することもある。急な強

い雨への注意についても雷注意報で呼びかける。

乾燥注意報

空気の乾燥により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表する。具体的には、火災の危険が大きい気象条件を予想した場合に

発表する。

なだれ注意報
「なだれ」により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表する。

着氷注意報

著しい着氷により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表する。具体的には、通信線や送電線、船体等への被害が起こるおそ

れのあるときに発表される。

着雪注意報

著しい着雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発

表する。具体的には、通信線や送電線、船体等への被害が起こるおそ

れのあるときに発表する。

融雪注意報

融雪により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表す

る。具体的には、浸水害、土砂災害等が発生するおそれがあるときに

発表される。

霜注意報

霜により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表する。

具体的には、早霜や晩霜により農作物への被害が起こるおそれのある

ときに発表する。

低温注意報

低温により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表す

る。具体的には、低温のために農作物等に著しい被害が発生したり、

冬季の水道管凍結や破裂による著しい被害の起こるおそれがあるとき

に発表する。

※ 土砂崩れ注意報及び浸水注意報はその注意報事項を気象注意報に、土砂崩れ警報はその警報事項を気象警報に、

土砂崩れ特別警報はその警報事項を気象特別警報に、浸水警報はその警報事項を気象警報又は気象特別警報に、

それぞれ含めて行われる。

土砂崩れ特別警報は、「大雨特別警報（土砂災害）」として発表される。浸水警報の警報事項を含めて行われる

気象特別警報は、「大雨特別警報（浸水害）」として発表される。
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(3) 気象予警報の地域細分

地域細分及び担当気象官署は次に示すとおりである。

一次細分区域 市町を

まとめた地域

担当気象官署 二次細分区域（市町）

兵

庫

県

北 部 但馬北部 神戸地方

気象台

豊岡市、香美町、新温泉町

但馬南部 養父市、朝来市

南 部 北播丹波 西脇市、丹波篠山市、丹波市、多可町

播磨北西部 宍粟市、神河町、市川町、福崎町、佐用町

阪 神 神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、

宝塚市、川西市、三田市、猪名川町

播磨南東部 明石市、加古川市、三木市、高砂市、小野市、

加西市、加東市、稲美町、播磨町

播磨南西部 姫路市、相生市、たつの市、赤穂市、太子町、上郡町

淡 路 島 洲本市、南あわじ市、淡路市

（注）一次細分区域及び二次細分区域は、それぞれ海岸線からおおむね20海里以内の海域を含む。

(4) 特別警報・警報・注意報基準

特別警報・警報・注意報の基準は次に示すとおりである。

気象等に関する特別警報の発表基準

現象の種類 基準

大雨 台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合

暴風
数十年に一度の強度の台風や同

程度の温帯低気圧により

暴風が吹くと予想される場合

高潮 高潮になると予想される場合

波浪 高波になると予想される場合

暴風雪
数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと予想され

る場合

大雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合

（注）発表にあたっては、指数（土壌雨量指数、表面雨量指数、流域雨量指数）、積雪量、台風の中心気圧、

最大風速などについて過去の災害事例に

照らして算出した客観的な指標を設け、これらの実況および予想に基づいて判断する。

警報・注意報発表基準一覧表

最新版は気象庁ホームページの以下のページに掲載されている。

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/hyogo.html

(5) 注意報の本文中で警報に関する言及

台風の接近や冬型気圧配置の強まる場合など、かなり早くから警報基準を超える可能性を高い精度で予想

できる場合、注意報発表時に、警報に切り替える可能性があることを注意報の本文に盛り込む（ただし、注

意報の本文中で警報の可能性を述べても、あくまで注意報として発表しているものであり、防災対策に要す

る時間を考慮して警報に切り替える。また、警報を発表する前に常に注意報で警報の可能性を言及できるも

のでなく、突発的な大雨等では、急に警報を発表する場合もある。）。

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun/hyogo.html
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(6) 早期注意情報（警報級の可能性）

５日先までの警報級の現象の可能性を［高］、［中］の２段階で発表する。当日から翌日にかけては時間

帯を区切って、天気予報の対象地域と同じ県南部・県北部単位で、２日先から５日先にかけては日単位で、

週間天気予報の対象地域と同じ県単位※で神戸地方気象台が発表する。大雨、高潮に関して、[高]又は[中]

が予想されている場合は、災害への心構えを高める必要があることを示す警戒レベル１である。

※冬期は県北部、県南部で発表。

(7) 竜巻注意情報

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激しい突風に対して注意を呼びかける情報で、雷注

意報が発表されている状況下において竜巻等の激しい突風の発生しやすい気象状況になっているときに、県

南部・県北部の単位で気象庁本庁が発表する。なお、実際に危険度が高まっている場所については竜巻発生

確度ナウキャストで確認することができる。

また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があった地域を示し、その周辺で更なる竜巻等の激

しい突風が発生するおそれが非常に高まっている旨を付加した情報を県南部、県北部の単位で気象庁本庁が

発表する。

この情報の有効期間は、発表から概ね1 時間である。

２ 気象情報

気象情報は、特別警報・警報・注意報に先立って注意・警戒を呼びかける場合や、特別警報・警報・注意報

が発表された後の経過や予想、防災上の留意点を解説する場合に発表する。気象情報には、大雨に関する情報、

顕著な大雨に関する気象情報、記録的短時間大雨情報、台風に関する情報などがある。また、線状降水帯等の

災害をもたらす可能性がある自然現象に関する情報を早い段階から分かりやすい形で発表する。

３ 火災警報

神戸地方気象台は、気象状況が「乾燥注意報」又は「強風注意報」と同一の基準に達した場合、消防法第22条

第１項に基づき知事に対して火災気象通報を行うこととする。ただし、降雨、降雪中は通報しないこともある。

ア 乾燥注意報基準

実効湿度が兵庫県南部60％、北部70％以下で、最小相対湿度が40％以下となる見込みのとき。

イ 強風注意報基準

陸上で兵庫県南部12m/s、北部10m/s、海上で15m/s以上の風が吹く見込みのとき。

知事は、火災気象通報を受けたときは、直ちに市町長に通報することとする。

市町長は、神戸地方気象台が発表する火災気象通報を知事から受けたとき、又は気象の状況が火災の予防上

危険であると認められるときは、火災警報を発することとする。
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第３節 情報の収集・伝達

第２款 避難指示等の判断材料となる情報の提供

〔実施機関：神戸地方気象台、近畿地方整備局、県危機管理部、県土木部〕

第１ 趣旨

避難指示等の判断に際して参照すべき情報の提供に関する事項を定める。

第２ 内容

１ 避難指示等の判断材料となる情報の提供

神戸地方気象台、近畿地方整備局、県は、フェニックス防災システム等により、河川水位等、避難指示等の

判断に際して参照すべき情報を市町に提供する。

２ 水害に関する情報

(1) 浸水キキクル（大雨警報（浸水害）の危険度分布）・洪水キキクル（洪水警報の危険度分布）、流域雨量

指数の予測値

神戸地方気象台は、気象庁ホームページによって浸水キキクル（大雨警報（浸水害）の危険度分布）・洪

水キキクル（洪水警報の危険度分布）及び流域雨量指数の予測値を提供する。

種 類 概 要

浸水キキクル

（大雨警報（浸水害）の危

険度分布）

短時間強雨による浸水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１km四方の領域

ごとに５段階に色分けして示す情報。１時間先までの表面雨量指数の予測を用いて

常時10分ごとに更新しており、大雨警報（浸水害）等が発表されたときに、危険度

が高まっている場所を面的に確認することができる。

【5段階：必要とされる行動等】

・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに身の安全を確保する必要があるとさ

れる警戒レベル５に相当。

・「危険」（紫）：各自の判断で屋内の浸水が及ばない階に移動

・「警戒」（赤）：安全確保行動をとる準備が整い次第、早めの行動をとる。

・「注意」（黄）：各自の判断で、住宅の地下室からは地上に移動し、道路のアン

ダーパスには近づかないようにする。

・「今後の情報等に注意」（白）：今後の情報や周囲の状況、雨の降り方に留意。

洪水キキクル

（洪水警報の危険度分布）

指定河川洪水予報の発表対象ではない中小河川（水位周知河川及びその他河川）の

洪水害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で河川流路を概ね１kmごとに５段階

に色分けして示す情報。３時間先までの流域雨量指数の予測を用いて常時10分ごと

に更新しており、洪水警報等が発表されたときに、危険度が高まっている場所を面

的に確認することができる。

【5段階：必要とされる行動等】

・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに身の安全を確保する必要があるとさ

れる警戒レベル５に相当。

・「危険」（紫）：危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相当。

・「警戒」（赤）：高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル３

に相当。
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・「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自ら

の避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。

・「今後の情報等に注意」（水色）：今後の情報や周囲の状況、雨の降り方に留意。

流域雨量指数の予測値 各河川の、上流域での降雨による、下流の対象地点の洪水危険度（大河川について

は支川氾濫や下水道の氾濫の危険度）の高まりの予測を、洪水警報等の基準への到

達状況に応じて危険度を色分けした時系列で示す情報。流域内における雨量分布の

実況と６時間先までの予測（解析雨量及び降水短時間予報等）を用いて常時10分ご

とに更新している。

(2) 河川水位（対象：水位周知河川）

国、県は、水位観測所等による水位等の監視を行い、水防警報の発令や特別警戒水位到達情報の通知及び

周知等を行う。

【水位の種類】

水 位 内 容

氾濫危険水位 市町長の避難指示等の発令判断の目安となる水位（特別警戒水位）

避難判断水位 市町長の高齢者等避難情報等の発令判断の目安となる水位

氾濫注意水位 水防団の出動の目安となる水位（警戒水位）

水防団待機水位 水防団が出動に備えて待機する水位（通報水位）

(3) 洪水予報（対象：洪水予報河川）

① 国の機関が行う洪水予報

国土交通大臣は、大雨等による洪水で国民経済上重大な損害を生じるおそれがある場合に、気象庁長官

と共同して洪水予報を行うとともに、知事及び関係市町長に通知する。

② 知事が行う洪水予報

知事は、大雨等による洪水で相当な損害を生じるおそれがある場合に、気象庁長官と共同して洪水予報

を行うとともに、関係市町長に通知する。

③洪水予報の種類、標題と概要

種類 標題 概要

洪水警報

氾濫発生情報

氾濫が発生したとき、氾濫が継続しているときに発表される。

新たに氾濫が及ぶ区域の住民の避難誘導や救援活動等が必要となる。災

害がすでに発生している状況であり、命の危険があり直ちに身の安全を

確保する必要があるとされる警戒レベル５に相当。

氾濫危険情報

急激な水位上昇によりまもなく氾濫危険水位を超え、さらに水位の上昇

が見込まれるとき、氾濫危険水位に到達したとき、又は、氾濫危険水位

以上の状態が継続しているときに発表される。

いつ氾濫が発生してもおかしくない状況、避難等の氾濫発生に対する対

応を求める段階であり、避難指示の発令の判断の参考とする。危険な場

所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相当。

氾濫警戒情報

氾濫危険水位に達すると見込まれるとき、避難判断水位に達し更に水位

の上昇が見込まれるとき、氾濫危険情報を発表中に氾濫危険水位を下回

ったとき（避難判断水位を下回った場合を除く）、避難判断水位を超え
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る状況が継続しているとき（水位の上昇の可能性がなくなった場合を除

く）に発表される。

高齢者等避難の発令の判断の参考とする。高齢者等の危険な場所からの

避難が必要とされる警戒レベル３に相当。

洪水注意

報
氾濫注意情報

氾濫注意水位に到達し更に水位の上昇が見込まれるとき、氾濫注意水位

以上でかつ避難判断水位未満の状態が継続しているとき、避難判断水位

に達したが水位の上昇が見込まれないときに発表される。

避難に備えハザードマップ等により災害リスク等を再確認するなど、自

らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。

※河川・気象情報の改善に関する検証報告書（令和２年３月）に基づき、気象庁と国土交通省が共同で指定

河川洪水予報を実施する河川においては、大雨特別警報の警報等への切替時に、それ以降に河川氾濫の危険

性が高くなると予測した場合には、臨時の指定河川洪水予報を発表する。

(4) 水防警報

国土交通大臣または知事は、洪水、津波又は高潮等により災害の発生が予想される場合に、それぞれ指定

する河川、湖沼又は海岸について水防警報を発する。

(5) 国の機関が行う水位情報の通知及び周知

国土交通大臣は、洪水により国民経済上重大な損害を生じるおそれがある場合で水防法第13条第１項に基

づき指定した河川の水位が洪水特別警戒水位（氾濫危険水位）に到達したときは、洪水特別警戒水位（氾濫

危険水位）到達情報を知事及び関係市町長に通知するとともに、報道機関の協力を求めて一般に周知する。

(6) 知事が行う水位情報の通知及び周知

知事は、洪水により相当な損害を生じるおそれがある場合で水防法第13条第２項に基づき指定した河川の

水位が、避難判断水位に到達したときは避難判断水位到達情報として、洪水特別警戒水位（氾濫危険水位）

に到達したときは洪水特別警戒水位（氾濫危険水位）到達情報として関係市町長に通知するとともに、報道

機関の協力を求めて一般に周知する。

このほか、水防法第13条第２項に基づき指定した河川以外の河川において水位計を設置している場合は、

当該水位情報を関係市町及び関係機関に提供する。

また、知事は、高潮により相当な損害を生ずるおそれがある場合で水防法第13条第３項に基づき指定した

海岸の水位が、高潮特別警戒水位に達したときは、高潮氾濫発生情報（高潮特別警戒水位到達情報）を関係

市町長に通知するとともに、報道機関の協力を求めて一般に周知する（レベル５相当情報）。

３ 土砂災害に関する情報

(1) 土砂災害警戒情報

兵庫県と神戸地方気象台は、大雨警報（土砂災害）発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生しても

おかしくない状況となったときに、市町長の避難指示の発令判断や住民の自主避難の判断を支援するため、

土砂災害警戒情報を共同で発表する。市町内で危険度が高まっている詳細な領域は土砂キキクル（大雨警報

（土砂災害）の危険度分布）で、確認することができる。危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル

４に相当。

警戒対象地域 尼崎市、稲美町、播磨町を除く兵庫県内の全市町

発表単位 市町単位

発表基準
警戒基準 実施要領により定める

警戒解除基準 実施要領により定める

(2) 地域別土砂災害危険度
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県は、フェニックス防災システム及び県ホームページ、携帯サイト、ケーブルテレビによって地域別土砂

災害危険度を提供する。

地域別土砂災害危険度は、市町単位で発表している「土砂災害警戒情報」を補足する情報として県内を細分

化したメッシュ毎に色分けすることにより危険度を表す情報。この危険度情報は、市町内のどの地域がどの

程度危険な状態になっているか容易に知ることができ、市町による避難指示地区の絞り込みや、住民の自主

避難の判断のための情報としての活用を期待している。平成27年６月から従来の５kmメッシュ情報に加え、

より細分化した１kmメッシュ情報も、県ホームページから発信している。また、令和元年度からは、より詳

細な土砂災害警戒区域ごとの危険度を表示している。

(3) 箇所別土砂災害危険度

県は、より局所的に危険度を予測する箇所別土砂災害情報についても、フェニックス防災システムを用い

て、システム整備が完了した市町に対して、順次、情報提供する。

箇所別土砂災害危険度は、県独自のシステムで、土砂災害警戒区域毎に、地形、地質情報と実績降雨、予測

降雨を用いて、斜面の危険度を予測するシステム。斜面を10mメッシュ毎に色分けして危険度を表示する。

(4) 危険度を色分けした時系列

神戸地方気象台は、気象庁ホームページによって危険度を色分けした時系列を提供する。

注意警戒時系列は、市町単位で、特別警報・警報・注意報の種別ごとに注意警戒期間を３時間を１コマとし

て現在の発表状況、24時間先までの予想を時系列で示している。現象ピーク時間の予想や量的予測について

も表示する。

(5) 土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）

神戸地方気象台は、気象庁ホームページによって、土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）

を提供する。

種 類 概 要

土砂キキクル

（大雨警報（土砂災

害）の危険度分布）

大雨による土砂災害発生の危険度の高まりの予測を、地図上で１km四方の領域ご

とに５段階に色分けして示す情報。２時間先までの雨量分布及び土壌雨量指数の

予測を用いて常時10分ごとに更新しており、大雨警報（土砂災害）や土砂災害警

戒情報等が発表されたときに、危険度が高まっている場所を面的に確認すること

ができる。

【5段階：必要とされる行動等】

・「災害切迫」（黒）：命の危険があり直ちに身の安全を確保する必要があるとされる警戒

レベル５に相当。

・「危険」（紫）：危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル４に相当。

・「警戒」（赤）：高齢者等は危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル３に相当。

・「注意」（黄）：ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え自らの避難行

動の確認が必要とされる警戒レベル２に相当。

・「今後の情報に留意」（白）：今後の情報や周囲の状況、雨の降り方に留意する。

４ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 避難情報の発令区域

(2) 避難指示等の発令基準
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（空白）
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第３節 情報の収集・伝達

第３款 気象情報等の伝達系統

〔実施機関：神戸地方気象台、近畿地方整備局、海上保安本部、県総務部、県企画部、県財務部、県県民生活部、

県危機管理部、県福祉部、県保健医療部、県産業労働部、県農林水産部、県環境部、県土木部、県

まちづくり部、県企業庁、県教育委員会、県警察本部、日本放送協会、NTTドコモソリューションズ

株式会社〕

第１ 趣旨

気象警報等の伝達系統を定める。

第２ 内容

１ 警報等への伝達

(1) 気象予警報等の市町への伝達

気象予警報等の市町への伝達は、フェニックス防災システムで行う。

さらに、県は、副通信系として兵庫衛星通信ネットワークを使用するほか、NTTドコモソリューションズ株

式会社は、警報を市町に通知することとする。

関係機関は、気象情報等を速やかに住民に周知徹底することとする。

庁内各課
県関係機関
各県民局・県民センター 水防管理団体
防災関係機関 県地方機関
消防本部

NHK神戸放送局（※3）

近畿地方整備局
兵庫国道事務所

第八管区海上保安本部
各海上保安部
・海上保安署

気
象
庁
・
神
戸
地
方
気
象
台

NTTドコモソリューションズ株式会社（※1）

市
町

住
　
民
・
そ
の
他

消防庁（※2）

兵庫県（災害対策課）

警察庁 　 兵庫県警察本部

在港船舶

ア
デ
ス

第五管区海上保安本部
各海上保安部
・海上保安署

在港船舶

関係警察署
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（注）１ ※１は、特別警報、警報のみ伝達する。

２ ※２は、全国瞬時警報システム（J-ALERT）による。

３ ※３は、9時から21時の間、通知する。その他の時間は、NHK大阪拠点放送局に通知する。

４ 二重枠で囲まれている機関は、気象業務法施行令第８条及び９条の規定に基づく法定伝達先。

５ 二重線の経路は、気象業務法第15条の２によって、特別警報の通知もしくは周知の措置が義務づけ

られている伝達経路。

(2) 火災警報の伝達

(3) （国土交通大臣と気象庁長官が共同して行う）指定河川予警報の県等への伝達

兵庫県水防計画に定めるところによることとする。

(4) （県知事と気象庁長官が共同して行う）指定河川の洪水予報の県等への伝達

兵庫県水防計画に定めるところによることとする。

(5) 水防警報の伝達

兵庫県水防計画の定めるところによることとする。

２ 通信途絶時の対応

防災関係機関は、通信途絶時に備えラジオ等を配備し、気象予警報等の収集に努めることとする。

３ 住民への周知徹底

関係機関は、災害が発生するおそれがある場合も含め、気象情報等を速やかに住民に周知徹底することとする。

【住民への周知ルート】

４ 市町防災計画で定めるべき事項

(1) 気象予警報等の伝達系統

(2) 住民への周知徹底方法

(3) その他必要な事項

県 市町

一
般
住
民

交番
県警本部 警察署

駐在所

NHKその他報道機関

住民
火災気象通報 火災警報発令

神戸地方気象台 県 市町
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第３節 情報の収集・伝達

第４款 災害情報の収集・報告

〔実施機関：神戸地方気象台、近畿地方整備局、海上保安本部、県総務部、県県民生活部、県危機管理部、県

福祉部、県保健医療部、県産業労働部、県農林水産部、県環境部、県土木部、県まちづくり部、

県企業庁、県教育委員会、県警察本部、日本放送協会、ＮＴＴ西日本(株)〕

第１ 趣旨

災害の状況及びこれに対してとられた措置に関する情報の収集・報告に関する事項を定める。

第２ 内容

１ 実施機関

(1) 県、市町

県、市町は、災害の状況及びこれに対してとられた措置に関する情報（以下、この款においては「災害情

報」という。）を、必要に応じ航空機、無人航空機、船舶、車両、ＳＡＲ衛星を含む人工衛星等の多様な情

報収集手段を活用できる体制を整備するとともに、必要に応じて新総合防災情報システム（ＳＯＢＯ－ＷＥ

Ｂ）を活用して関係省庁に当該情報を連絡する。また、ヘリコプターテレビシステム、ヘリコプター衛星通

信システム（ヘリサット）、固定カメラ等による画像情報の収集・連絡システムを整備し、収集することと

し、収集した画像情報については、防災ＩｏＴシステム等を活用し、関係機関間での迅速な共有に努める。

その際、当該災害が、自らの対応力のみでは十分な災害対策を講じることができないような災害である場

合は、至急その旨をそれぞれ県、内閣総理大臣（窓口消防庁）に通報するとともに、速やかにその規模を把

握するための情報を収集するよう留意し、被害の詳細が把握できない状況にあっても、迅速な当該情報の報

告に努めることとする。

また、災害時に災害対応基本共有情報（ＥＥＩ）に基づいた関係機関との迅速な情報連携を行えるよう、

あらかじめ、関連システムの整備に努めるものとする。

(2) 指定公共機関、指定行政機関

指定公共機関、指定行政機関は、災害情報を収集することとする。

その際、当該災害が、非常災害(国が総合的な災害応急対策を実施する必要がある程度の大規模災害)であ

ると認められるときは、特にその規模の把握のため必要な情報の収集に意を用いることとする｡

また、通信手段の途絶等により県による被害情報の報告が十分なされていないと判断する場合等にあって

は、調査のための職員派遣、ヘリコプター等の機材や各種通信手段の効果的活用等により、あらゆる手段を

尽くしてその所掌事務にかかる被害情報の把握に努めることとする。

２ 報告基準

市町は、以下の種類の災害が生じたときは、県に災害情報を報告することとする。

（一般基準）

① 災害救助法の適用基準に合致する災害

② 災害対策本部を設置した災害

③ ①又は②に定める災害になるおそれのある災害

④ 自らの市町内の被害は軽微であっても、隣接する他府県の市町村で大きな被害を生じている災害

（風水害）

⑤ 崖崩れ、地すべり、土石流等により、人的被害を生じたもの

⑥ 河川の溢水、破堤又は高潮等により、人的被害又は住家被害を生じたもの

（雪害）
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⑦ 雪崩等により、人的被害又は住家被害を生じたもの

⑧ 道路の凍結又は雪崩等により、孤立集落を生じたもの

（社会的影響基準）

⑨ 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等からみて特に報告の必要があると認められる程度の災害

（その他）

⑩ 災害による被害に対して、国の特別の財政的援助を要する災害

県は、同様の基準により内閣総理大臣（窓口消防庁）に災害情報を報告することとする。

３ 報告内容

(1) 緊急報告

県は、災害発生後、ただちに以下の方法で災害の規模を把握し、内閣総理大臣（窓口消防庁）に報告する

こととする。

① 県（地方機関）、市町は、事務所の周辺の状況を〔庁舎緊急報告〕の様式により県（災害対策本部、地

方本部経由）へ、衛星電話やファクシミリ等最も迅速な方法で報告することとする。

また、フェニックス防災端末設置機関は、原則としてフェニックス防災端末（事務所被害報告の機能を

活用）により報告することとする。

報告内容は、庁舎周辺で覚知できる状況のみでよく、必ずしも数値で表せる情報である必要は

ない。また、緊急の場合には口頭報告でさしつかえないこととする。

② 県（各所属）の職員は、勤務時間外に災害が発生した場合には、登庁途上に自宅周辺や地域の被害状況

を調査し、速やかに所属へ報告する。

各所属長は、職員からの情報を取りまとめ、〔自宅及び出勤途上の状況報告〕の様式により災害対策本

部事務局（地方本部事務局経由）に、衛星電話やファクシミリ等最も迅速な方法で報告することとする。

また、フェニックス防災端末設置機関は、原則としてフェニックス防災端末（災害速報の機能を活用）

により報告することとする。

③ 県は、大規模な被害が予想される場合には、直ちに県消防防災ヘリコプターによる情報収集活動を行う

とともに、状況に応じ県警察本部、自衛隊及び海上保安本部に対し、航空機による情報収集活動を依頼す

ることとする。

〔重点調査事項〕

ア 災害発生場所の状況

イ 道路被災状況（道路交通機能確保状況）

ウ 建築物の被害状況（概括）

エ 海上及び沿岸部における被災状況

オ 住民の動向、その他

④ 市町は、火災が同時多発あるいは多くの死傷者が発生し、消防本部への通報（電話・来庁を問わない。）

が殺到した場合、直ちに消防庁、県（災害対策本部、地方本部経由）それぞれに対し報告することとする。

消防庁に対しては、県を経由することなく直接報告し、その旨県にも後で報告することとする。

報告内容は必ずしも具体的な被害状況を含んでいる必要はなく、通報受信状況の概要で足りる

こととし、把握できている異常事象に係る情報があれば適宜補足することとする。報告は様式

にこだわらず、原則としてフェニックス防災端末、又はそれによりがたい場合は衛星電話やフ

ァクシミリ等最も迅速な方法で行うこととする。

⑤ ライフライン関係機関は、供給等に支障を来した場合、下記の項目について速やかに県（災害対策本部）

にその状況を通報することとする。

ア 電話回線の障害状況

イ 交通機関の運行状況及び施設の被災状況（高速道路、ＪＲ・私鉄等、航空機、船舶）

ウ 電力の供給状況

エ 都市ガスの供給状況
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オ 水道の供給状況

(2) 災害概況即報（災害の具体的な状況、個別の災害現場の概況等を報告する場合、災害の当初の段階で被害

状況が十分に把握できていない場合）

① 市町は、報告すべき災害を覚知したとき直ちに第一報を県（災害対策本部、地方本部経由）に報告し、

災害の初期段階で被害状況が十分把握できていない場合には、速やかに人的被害の状況、建築物の被害状

況及び土砂災害等の発生状況等の情報を収集し、被害規模に関する概括的情報も含め、〔災害概況即報〕

の様式により把握できた範囲から逐次県（災害対策本部、地方本部経由）へ連絡することとする。

特に、災害が自らの対応力のみでは十分な対策を講じることができない規模であると予想される場合は、

至急その旨を県（災害対策本部、地方本部経由）へ報告することとする。

災害規模に関する情報は必ずしも具体的な被害状況を含んでいる必要はなく、災害規模を推

定できるなんらかの情報で足りることとする。至急の報告は様式にこだわらず、原則として

フェニックス防災端末、又はそれによりがたい場合は衛星電話やファクシミリ等最も迅速な

方法で行うこととする。

② 県は、必要に応じ市町に職員を派遣し、市町の災害情報の収集に努めることとする。ただし連絡員や支

援チームを派遣した場合には、それをもって代えることとする。

その際、防災行政無線等の車載・携帯無線機により連絡手段の確保を図ることとする。

③ 県は、災害概況即報をとりまとめ、内閣総理大臣に報告する（窓口消防庁）こととする。

(3) 被害状況即報

① 市町は、被害状況に関する情報を収集し、原則としてフェニックス防災端末、又はそれによりがたい場

合は衛星通信やファクシミリ等最も迅速な方法で、〔被害状況即報〕の様式により、県（災害対策本部、

地方本部経由）に報告することとする。

県は、被害状況に関する情報をとりまとめる時間を指定するが、市町は内容が重要と判断される情報を

入手したときは、随時報告することとする。

② 県は、原則として災害対策本部設置期間中毎日一回（午後５時現在のもの）被害状況即報をとりまとめ、

内閣総理大臣に報告する（窓口消防庁）こととする。

ただし、内閣総理大臣（窓口消防庁）が特にとりまとめ時間を指定した場合、及び内容が重要と判断さ

れる情報を入手したときは、この限りではないこととする。

(4) 災害確定報告

市町は、応急措置完了後速やかに県（災害対策本部、地方本部経由）に文書で災害確定報告を行うことと

する。

県は、応急措置完了後20日以内に災害確定報告をとりまとめ、内閣総理大臣及び消防庁長官に対して文書

で報告する（窓口消防庁）こととする。

(5) その他

本計画に定めるほか、災害に関する報告事項については、災害報告取扱要領（昭和45年４月10日付消防防

第246号）及び火災・災害等即報要領（昭和59年10月15日付消防災第267号）により行うこととする。

４ 報告系統

市町は、県に災害情報を報告することとする。

また、市町は、自らの対応力のみでは十分な災害対策を講じることが困難な災害が発生したときは、速やか

にその規模を把握するための概括的な情報の収集に特に配慮し、迅速な報告に努めることとする。

県は、市町から災害情報の報告を受け、それを取りまとめて内閣総理大臣（窓口消防庁）に報告することと

する。なお、報告すべき災害は、原則として、覚知後30分以内で可能な限り早く、分かる範囲で報告すること

とする。

市町は、通信の不通等により県に報告できない場合及び緊急報告を要する場合、内閣総理大臣（窓口消防庁）
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に対して直接災害情報を報告することとする。ただし、その場合にも市町は県との連絡確保に努め、連絡がと

れるようになった後は県に対して報告することとする。

【報告区分及び報告系統】

（注）１ 本部が設置されない場合も上図に準ずる。

２ 市町は、県（地方本部）に連絡が取れない場合、又は緊急の場合は、直接県（災害対策本部）に報告

することとする。

３ 報告は、原則としてフェニックス防災システム端末とするが、それによりがたい場合は、衛星電話・

ファクシミリ等、最も迅速な方法で行うこととする。

４ 消防庁の連絡窓口は次のとおりとする。

区 分 平日（8:30～18:15） 左記以外

ＮＴＴ回線 電話 03-5253-7527 03-5253-7777

FAX 03-5253-7537 03-5253-7553

消防防災無線 電話 9-90-49013 9-90-49102

FAX 9-90-49033 9-90-49036

地域衛星通信

ネットワーク

電話 87-048-500-90-43422 87-048-500-90-49102

FAX 87-048-500-90-49033 87-048-500-90-49036

県（災害対策本部）［被害状況即報（県→消防庁）］

市町［庁舎緊急報告］

市町（消防本部）

県（災害対策本部）

県（地方本部）

県地方機関［庁舎緊急報告］

県各所属［自宅及び出勤途上の状況報告］

（通報殺到時）

県（地方本部）［被害状況即報（地方本部→災害対策本部）］

県（災害対策本部）［災害概況即報（県→消防庁）］

（内閣総理大臣）

中央防災会議

報告系統及び使用様式（［］は様式、   　　　はフェニックス防災システムの情報経路を表す）

災害概況

消防庁

内閣府

県消防防災ヘリ

報告区分

緊急報告 ライフライン関係機関

（県連絡不能の場合）
消防庁 内閣府 （内閣総理大臣） 中央防災会議

被害状況 市町［被害状況即報（市町→地方本部）］

即報

即報

市町［災害概況即報（市町→地方本部）］

県（地方本部）［災害概況即報（地方本部→災害対策本部）］

中央防災会議

災害確定 市町［災害確定報告（市町→地方本部）］

（県連絡不能の場合）
消防庁 内閣府 （内閣総理大臣）

（文書）報告

県（地方本部）［災害確定報告（地方本部→災害対策本部）］

県（災害対策本部）［災害確定報告（県→消防庁）］

消防庁 （内閣総理大臣）

（文書）
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５ 災害情報の伝達手段

(1) 災害情報の報告を行う機関は、災害の発生を覚知したときは、速やかにフェニックス防災端末に情報を入

力することとする。

(2) 市町は、あらかじめ県が指定する時間ごとに市町域の災害情報をとりまとめ、フェニックス防災端末に入

力することとする。

(3) 災害情報の報告を行う機関は、必要に応じて有線もしくは無線電話又はファクシミリなども活用すること

とする。

(4) 有線が途絶した場合は、中央防災無線網、兵庫県防災行政無線、ＮＴＴ西日本株式会社災害対策用無線、

警察無線等の無線通信施設等を利用することとする。

必要に応じ、他機関に協力を求め、通信手段を確保することとする。

(5) すべての通信施設が不通の場合は、通信可能な地域まで職員を派遣する等、あらゆる手段をつくして伝達

するよう努めることとする。

６ 画像情報の送信

画像情報を送信することができる市町（応援団体を含む。）は、原則として次の基準に該当する火災・災害

等が発生したときは、高所監視カメラ等を用いて速やかに被害状況等の画像情報を県に送信することとする。

(1) 直接即報基準に該当する火災・災害等

(2) 被災地方公共団体の対応のみでは十分な対策を講じることが困難な火災・災害等

(3) 報道機関に取り上げられる等社会的影響が高い火災・災害等

(4) 上記に定める火災・災害等に発展するおそれがあるもの

県においても同様の基準により、官房、非常本部、消防庁等に送信することとする。有線が途絶した場合

は、中央防災無線網等を活用することとする。

７ 県における災害情報の収集伝達

(1) 被害状況等の収集及び伝達系統は次のとおりとする。

（注）１ 緊急を要する場合については 線の伝達経路によることがある。

２ 県地方機関の所管に属さない事項については、本部において定める伝達経路による。

３ 本部が設置されない場合も上図に準ずる。

(2) 県地方災害対策本部は、市町から被害情報を収集し、その結果を速やかに県災害対策本部長に報告するこ

ととする。

(3) 県災害対策本部、地方本部は、必要があると認める場合は、災害現場若しくは市町災害対策本部、消防本

部等に職員を派遣し、情報収集、連絡調整に当たらせることとする。

(4) 県災害対策本部事務局は、初動期において、全体的な被害の概要を把握する十分な情報がない場合は、フ

ェニックス防災システムの事務所被害報告等の情報を分析することにより、被害状況を推定し、県の応急措

事務局

連絡員

各部

連絡員

各部

県

警
本

部

ﾌｪﾆｯｸｽ防災ｼｽﾃﾑ
事務局 事務局

各部

ﾌｪﾆｯｸｽ防災ｼｽﾃﾑ

市町災害対策本部 県災害対策地方本部 県災害対策本部
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置及び支援の準備・実施に役立てることとする。

８ 指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等における災害情報の収集、伝達

指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関等における被害状況及び災害応急対策実施状況の収集

並びに応急対策の指示伝達は、それぞれ防災業務計画等に基づき各機関の定めるところによることとする。

９ 関係機関との連携

(1) 県は、現地において国が開催する市町やライフライン事業者等の代表者を集めた災害の状況、対応等につ

いて情報共有するための連絡会議及び、連絡会議で把握した調整困難な災害対応等について関係者間の役割

分担、対応方針等を調整する調整会議に参加し、自らの対応状況や被災市町等を通じて把握した被災地の状

況等を関係省等に共有し、必要な調整を行うよう努めることとする。

(2) 県警察本部は、県災害対策本部及び自衛隊、海上保安本部等の関係機関との相互の情報交換を図ることと

する。

〔主な情報交換事項〕

① 被害状況、治安状況、救援活動及び警備活動の状況

② 交通機関の運行状況及び交通規制の状況

③ 犯罪の防止に関した措置

(3) 海上保安本部は、海上における災害について情報を収集するとともに、県、県警察本部、各消防本部、自

衛隊等の関係機関との相互の情報交換を図ることとする。

10 災害が発生するおそれのある異常現象発見時の通報

災害が発生するおそれのある異常現象（異常潮位、洪水等）を発見した者は、次の方法により関係機関に通

報することとする。

① 発見者の通報

異常現象を発見した者は、直ちに市町長又は警察官若しくは海上保安官に通報することとする。

② 警察官、海上保安官等の通報

通報を受けた警察官又は海上保安官は、直ちに市町長及び上部機関に通報することとする。

③ 市町長の通報

①、②により通報を受けた市町長は、直ちに気象官署及び県地方機関に通報するとともに、住民に対し

周知徹底を図ることとする。

④ 県地方機関の通報

③により通報を受けた県（地方機関）は、直ちに県（本庁関係各課）に通報することとする。

○ 異常現象通報系統図

住民

警察官
海上保安官

上部機関

県地方機関
   県民局・県民センター（総務企画室
等）
   農林水産振興事務所
 　土木事務所・港管理事務所　等

災害対策課
河川整備課
港湾課
水産漁港課
　　　　等

発見者 市町
神戸地方気象台
観測予報担当



風水害等対策計画

第３編 災害応急対策計画

第２章 迅速な災害応急活動体制の確立

第３節 情報の収集・伝達

第４款 災害情報の収集・報告

- 208 -

11 支援要請

県、市町は、大規模な被害により単独に応急活動を実施することが困難になった場合の主な応援要請系統を

あらかじめ定めておくこととする。

12 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 災害情報の収集系統及び県、国等への報告系統

(2) 応急対策の指示伝達系統

(3) 河川の破堤等緊急を要する災害情報の隣接市町への通報体制

(4) 県・国等への災害情報の報告基準・報告内容・報告系統

(5) 県等への応援要請系統

(6) その他必要な事項
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○ 各部等における調査事項及び調査（報告）系統

市町

ユニバーサル推進課 県立施設

市町、事務組合

各保健所設置市

こども政策課

児童課

火葬施設の被害 総務課 生活衛生課 健康福祉事務所(保健所)

[それぞれの部の調査(報告)系統図に記載されていない公有財産]

本庁舎、総合・ 総務課 管財課 本庁舎

集合庁舎被害 総合・集合庁舎

総 務 部

被害状況 消防本部（重大事案のみ）

高圧ガス・ 事務局 各事業者

火薬類被害状況

各 部 共 通 公有財産の被害 各部総務課 各部各課室

火災による被害

避難所開設状況 事務局 地方本部事務局 市町

危険物施設等 事務局 地方本部事務局 市町

ライフライン被害・ 各携帯電話事業者[携帯電話]

復旧状況 関西電力、関西電力送配電［電気］

大阪ガス［都市ガス］

（一社）兵庫県ＬＰガス協会［LPガス］

土木部上下水道課［水道］

産業労働部工業振興課［工業用水道］

人、住家等の被害 事務局 地方本部事務局 市町

市町社会福祉協議会

(兵庫県社会福祉協議会) ボランティアセンター

部 調査事項 調査（報告）系統

災害対策本部 災害即報 事務局 各部・各所属

事 務 局 （災害の全般的な状況） 地方本部事務局 市町

市町 ［緊急を要する即報］

消防本部

各部局が把握した被害 事務局 各部局総務課等

の状況 事務局 ＮＴＴ西日本［電話］

社会福祉施設等の被害 総務課（人権推進班） 市町

保 健 医 療 部

県 民 生 活 部 ボランティア活動状況 総務課 県民生活課 ひょうごボランタリープラザ

福 祉 部 社会福祉施設等の 総務課 地域福祉課

被害 高齢政策課

障害福祉課 健康福祉
事務所

(保健所)

私立学校の被害状況 総務課 教育課 私立学校

県立大学等の被害状況
総務課 大学室 県立大学

芸術文化観光専門職大学
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土 木 部

兵庫県医師会

広域水道事業体等

施設の被害

部 調査事項 調査（報告）系統

保 健 医 療 部 医療施設・感染症 総務課 医務課

水道施設の被害

復旧状況

技術企画課 健康福祉事務所(保健所）

各市町・事務組合

情報センター

地域医療

上下水道課

兵庫県民間病院協会

企業庁

兵庫県病院協会

県立病院

各医療機関健康福祉事務所(保健所)市保健所

病院局

国立病院等
※

感染症対策課

神戸市（水道事業者）

各事業者・関係団体等

各商工会議所・商工会等

各事業者・関係団体等

地域経済課 各事業者等（金融機関等被害）

県民局(商工労政担当課)

県民局(商工労政担当課)

国際課

観光振興課

各事業者・関係団体等（貿易業被害）

県民局(商工労政担当課)

産 業 労 働 部

労政福祉課 公共職業安定所等（離職者等の状況）

各事業者等（大企業被害）産業・雇用関係 総務課

被害状況

農 林 水 産 部

各事業者・関係団体等

工業振興課

農地・農業用施設被害

治山施設被害

総務課

総務課

総務課

総務課

漁港関係施設被害

市町農林（水産）振興事務所・但馬水産事務所農林水産業被害

市町（市町管理）農林水産振興事務所（県管理）

農林（水産）振興事務所（管内県管理施設）

市町（市町管理施設）

土地改良事務所等 市町農地整備課

治山課

水産漁港課

環 境 部 廃棄物処理施設の被害 総務課 環境整備課 市町・事務組合

林道施設被害 総務課 林務課

農林（水産）振興事務所（管内県管理施設）

市町（市町管理施設）

中小企業、商工会議所

大型店舗等、商店街

小売市場等被害

金融機関等被害

下請企業

※ 国立病院等には、独立行政法人国立病院機構、国立大学法人及び独立行政法人労働者健康福祉機構等を含む。
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道路の不通状況 道路保全課技術企画課

西日本高速道路(株)

本州四国連絡高速道路(株)

兵庫県道路公社

道路企画課

市町［市町管理］※

※緊急輸送道路や孤立集落等に関するもの

部 調査事項

土 木 部 公共土木施設等の

被害

(道路街路課)

河川整備課[河川･ダム]

上下水道課[下水道施設]

港湾課[港湾施設･海岸]

土木事務所等[県管理]

[直轄工事]

砂防課[砂防施設等]

道路保全課[道路]

道路街路課[道路]

鉄道の不通状況 技術企画課 交通政策課 JR西日本

土木事務所等

私鉄等各社

市街地整備事業被害 総務課 都市計画課 市町 施行者

公営住宅関係被害 総務課

市街地の被害 総務課 市町

都市公園被害 総務課 公園緑地課 土木事務所等

市町[市町管理]

都市計画課

民間宅地の被害 総務課 建築指導課 土木事務所 市町

総務課 建築指導課 土木事務所

空港の閉鎖（運用）

状況

技術企画課 空港政策課 関西エアポート（株）

関西エアポート神戸（株）

市町[市町営住宅]

神戸市[市営住宅]

神戸市ほか権限市

特定行政庁

但馬空港ターミナル（株）

各ヘリポート管理事務所

神戸市[神戸市管理]

国土交通省近畿地方整備局[国管理]

国土交通省近畿地方

整備局[直轄工事]

事務所

阪神高速道路(株)

神戸市道路公社

調査（報告）系統

技術企画課 土木事務所等

[県工事]

市町[市町工事]

まちづくり部

公営住宅管理課[県営住宅]

公営住宅整備課

市町その他建築物の被害
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部 調査事項 調査（報告）系統

企 業 庁 企業庁関連施設被害 総務課 水道課 広域水道事務所等

地域整備振興課 播磨科学公園都市まちづくり事務所

北播磨・臨海建設事務所

水 防 本 部 水防関係の情報 水防本部 土木事務所・土地改良事務所等

水道管理団体（市町）

河川管理施設ダム・利水ダム

教 育 委 員 会 教育関係の情報 総務課 県教育事務所 市町組合教育委員会

交番・駐在所

県立教育機関

県立学校

警 察 本 部 災害全般の被害調査 災害対策課 警察署

県市町立学校

国・県・市町指定文化財

県市町立教育施設
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○ 市町からの主な緊急対策支援要請

市町地方本部事務局事務局ＮＨＫ神戸放送局緊急警報放送要請

(福祉関係機器)

第３師団[陸上・航空]自衛隊派遣災害対策本部

朝日放送テレビ

要請 関西エアポート㈱

関西エアポート神戸㈱

但馬空港ターミナル㈱

要請 私鉄各社

事 務 局 各種支援要請 中部方面特科連隊[陸上]

地方本部事務局 市町

ラジオ関西

兵庫エフエム放送

毎日放送

（FM CO･CO･LO）

サンテレビジョン

放送要請 ＮＨＫ神戸放送局 事務局

朝日放送ラジオ

関西テレビ放送

読売テレビ放送

大阪放送(ラジオ大阪)

ＦＭ８０２

事務局 地方本部事務局

協定業者 市町

流通戦略課
農林水産省

農産局

食料の調達･あっせん

市町

物資のあっせん 関係団体 障害福祉課 事務局 地方本部事務局 市町

国
（緊急災害対策本部）

地方本部事務局

事務局 地方本部事務局 市町

あっせん バス協会 警察本部

近畿運輸局

物資のあっせん 関係団体 工業振興課 事務局

陸上自動車輸送の トラック協会

市町

要請 海上保安本部

航空輸送の 大阪空港事務所 事務局 地方本部事務局 市町

地方本部事務局海上輸送の 神戸運輸監理部 事務局

市町

地方本部 市町

隣接市町での 隣接市町 事務局 地方本部事務局 市町

各部総務課 各主管課

避難所の開設

陸上鉄道輸送の ＪＲ西日本 事務局 地方本部事務局

事務局

阪神基地隊[海上]

部 調査事項 調査（報告）系統
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事 務 局 朝日新聞社

読売新聞社

毎日新聞

産経新聞

日本経済新聞社

事務局 消防本部

ヘリの出動 事務局 市町

日刊工業新聞社

時事通信社

共同通信社

日本工業新聞社

消防・救急応援

消防庁（他都道府県）

消防庁

自衛隊

近畿地方整備局

保 健 医 療 部 保健師・栄養士等

部 調査事項 調査（報告）系統

災害対策本部 報道要請 神戸新聞社 事務局 地方本部事務局 市町

県内健康福祉事務所・市保健所

医療関係者の派遣 全国都道府県（厚生労働省）

災害拠点病院

健康増進課

保健関係者の派遣

県内市町 健康福祉事務所 市町

日本赤十字社兵庫県支部

各医療機関
市町立病院

全国都道府県（厚生労働省） 各保健所設置市

県立病院 病院局

県内医療機関 災害医療センター

医師会 医務課

県内医療機関 災害医療センター 各医療機関

薬剤師会 薬務課

患者受入医療機関の 厚生労働省 医務課 地域医療情報センター

あっせん
災害拠点

病院
健康福祉事務所
各保健所設置市

国立病院等 市町

海上保安本部

消防防災航空隊

地域医療情報センター

歯科医師会
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部 調査事項 調査（報告）系統

保 健 医 療 部 ヘリによる患者搬送 厚生労働省（他都道府県）

ドクターヘリ基地病院

神戸市
事務局 消防機関 各医療機関

消防庁（他都道府県）

ライフラインの優先 NTT西日本 医務課 地域医療情報センター

自衛隊

海上保安本部

船艇による患者搬送 自衛隊 事務局 各医療機関

海上保安本部 医務課 地域医療情報センター

各医療機関

関西電力、関西電力送配電

復旧（医療機関関係）水道事業者 上下水道課
各医療機関

市町

各医療機関

大阪ガス

(一社)兵庫県LPガス協会

入院患者に対する 給食事業者等 医務課

薬事協会

医薬品卸業協会

血液の安定供給 赤十字血液センター

薬務課

各医療機関

食事の提供

医薬品等の供給 厚生労働省

地域医療情報センター

各医療機関

感染症対策薬剤等の 県内市町 健康福祉事務所(保健所) 市町

市町

健康福祉
事務所
(保健所)

市町

薬務課 健康福祉事務所
(保健所)

 感染症対策課

健康福祉事務所(保健所)

民間事業者等

（広域火葬、ﾄﾞﾗｲｱｲｽ 近隣府県

棺等の確保、あっせん

市町

産 業 労 働 部 大規模店舗等の 百貨店 経営商業課 県民局商工労政担当課 市町

健康福祉事務所(保健所) 市町

自衛隊 事務局

愛玩動物の保護・収容県獣医師会

健康福祉事務所(保健所)風呂対策支援 関係団体等

早期営業要請 チェーンストア各社

石油商業組合等

神戸市獣医師会 生活衛生課

関係団体

供給

遺体の搬送等）

生活衛生課

遺体安置・埋葬等 厚生労働省 生活衛生課
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連絡協議会

　取りまとめて協定団体に建設要請

環 境 部

まちづくり部 被災宅地危険度判定

全国木造建設事業協会
※救助実施市は県に必要戸数を報告し、県が

市町

市町建設業協会 契約管理課 事務局土 木 部

派遣要請

国土交通省 建築指導課 市町

各市町

他府県

住宅管理課 県民局土木事務所

市町

関係団体 住宅政策課 市町

プレハブ建築協会及び 公営住宅課

他府県警察ヘリの 警察庁又は他の都道府県警察

交通誘導の実施 警備業協会 警察本部

派遣要請

ブロック代表団体

各医療機関

近畿ブロック代表団体

各市町・事務組合

救助用建設資機材 建設業協会 県事務局 市町 警察署

(仮設トイレ斡旋等)

県内市町

関係団体

関係省庁

他府県

ガレキ処理対策

ごみ処理対策

し尿処理対策

公営住宅への

一時入居

応急仮設住宅の

県公安委員会

環境整備課 県民局県民室

他府県警察官の 警察庁又は他の都道府県警察 県公安委員会

市町

警察本部

土 木 部

建設

建設資機材等の

あっせん

被災宅地危険度

判定士の派遣

提供

賃貸型応急住宅の

企 業 庁 保存飲料水の提供

給水車の派遣

警 察 本 部 警察官の協力要請 警察署 市町

医務課医療用水の確保

自衛隊

国土交通省

他府県

日本水道協会

海上保安本部

調査（報告）系統

市町県民局

農林(水産)振興事務所

林務課木材業協同組合連合会等

部 調査事項

農 林 水 産 部 非常災害用木材の

調達・あっせん

広域水道事業体

上下水道課

上下水道課

災害対策本部事務局

地域医療情報センター

被災建築物応急

危険度判定士の派遣

国土交通省 近畿被災建築物応急 建築指導課 市町

※破線は水道復旧工事に人材派遣

近畿ブロック
代表団体

水道課 上下水道課 ブロック代表団体

（注）１ 県民局等において所管部・担当名が異なる場合は、事務を所管する担当に読み替えることとする。

２ 各県民局等内における調査状況及び支援要請状況に関する連絡体制については、各県民局等の実態に

応じて別途定めることとする。
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第３節 情報の収集・伝達

第５款 通信手段の確保

〔実施機関：県危機管理部、県土木部〕

第１ 趣旨

県が災害発生時に通信手段を確保するための対策について定める。

第２ 内容

１ フェニックス防災システム

フェニックス防災システムは、防災関係機関の間を兵庫情報ハイウェイ、県庁ＷＡＮ等の専用回線で結んで

いるほか、ＩＳＤＮや衛星回線で二重化するなどの対策を講じていることから、災害報告、支援要請等の連絡

に活用することとする。

(1) フェニックス防災端末設置数

306台（本庁関係課室、各県民局・県民センター、関係地方機関、市町、消防本部、県警察本部、警察署、

自衛隊、第五管区海上保安本部、国（海上保安庁等）、ライフライン事業者等）

(2) 主な機能

観測情報収集、被害予測、需給推計、被害情報収集、地図情報、映像情報、広報等

２ 兵庫県防災行政無線

(1) 衛星系（兵庫衛星通信ネットワーク）

県、市町等は、被災、輻輳等により公衆回線網・専用線が使用できない場合だけでなく平素から、衛星系

を使用して市町、消防等の関係機関との通信を確保することとする。

① 構成

・計85局

・県庁統制局１局、県機関局（広域防災センター・災害医療センター）２局、市町・消防本部局70局、防

災関係機関局９局、平面可搬局３局

・地域衛星通信ネットワークの一翼を担うことにより、消防庁、東京事務所、各都道府県等との通話が可

能

② 機能

ア 一斉ファクシミリ、個別音声通話、個別ファクシミリ

イ 映像情報伝送

③ 通信統制の実施

県は、災害時等に、衛星回線に通信が集中し、重要な通信に支障をきたすおそれがあるときは、通信統

制を行うこととする。

ア 通信統制権者

災害対策課長及び河川整備課長は、災害時に必要に応じて通信統制を行うこととする。

通信統制が重複する場合には、災害対策課長の通信統制を優先することとする。

イ 通信の優先順位

通信の優先順位は、次のとおりとする。

ａ 人命に関するもの

ｂ 財産に関するもの

ｃ 災害の予防、発生及び救助に関するもの

ｄ 災害の予報又は警報に関するもの
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ｅ その他災害対策課長が必要と認めたもの

④ 回線設定の変更

県は、災害発生時等の緊急時に、衛星通信回線を緊急時モードの回線設定が行われた機関との間に限り

通話可能な状態に切り替えることができることとする。

⑤ 優先回線の確保

県は、災害時に衛星通信回線が不足する場合には、(財)自治体衛星通信機構に優先回線割当てを依頼す

ることとする。

⑥ 平面可搬局の出動

県は、衛星回線障害時、または県の区域内に震度４以上の地震を観測した場合には直ちに要員を待機さ

せることとする。

県は、必要に応じて被災地に平面可搬局を出動し、通信回線を確保することとする。

⑦ 緊急時の対応

県は、障害に備えて保守業者との間の連絡方法をあらかじめ定めておくこととする。

(2) 地上系

県庁、県民局・県民センター、県土木事務所等は、被災、輻輳等により公衆回線網・専用線が使用できな

い場合だけでなく平素から、山上中継局、県庁及び各事務所に設置された地上系多重回線（県防災行政無線

多重回線）を使用して、県庁と土木事務所等（41局）の通信を確保することとする。

また、移動系として山上基地局を使用して、県庁（災害対策課、河川整備課、道路保全課）から県内全域

の車載型及び携帯型無線機（150MHz帯）へ一斉指令も可能であるほか、移動系無線機（車載型及び携帯型無

線機）からもプレストークによる１対Ｎの通信が可能である。

３ 通信事業者回線等

県は、ＮＴＴ西日本等通信事業者の回線等について、専用線の使用などにより、輻湊の防止に配慮しつつ、

災害時の通信手段として効果的な活用を図ることとする。

(1) 災害時優先電話

県は、災害時に優先接続される「災害時優先電話」をあらかじめ登録し、災害時の緊急連絡等に活用する

こととする。

(2) 非常通話、緊急通話

県は、必要により、応急対策に著しい支障が生じる場合には、災害時優先携帯電話を利用し、非常・緊急

通話手段を確保する。

(3) ホットライン

県（災害対策課）は、手回し発電式のホットラインを設置し、災害時に活用することとする。

ホットラインは、県（災害対策課）と陸上自衛隊第３師団（伊丹）、中部方面特科連隊（姫路）、海上自

衛隊阪神基地隊（東灘区）とを結んでいる。

(4) 警察電話

県は、県庁内に設置されている警察電話を緊急時に活用することとする。

（県庁内の設置場所）

災害対策センター（災害対策課、消防保安課、災害対策本部室等）、秘書課、財政課、管財課、

生活安全課、道路保全課、会計課、物品管理課、議会事務局、選挙管理委員会事務局、

人事委員会事務局、交通事故相談室、第３号館ヘリポート

(5) 携帯電話、緊急通報システム

県は、幹部の公用車に携帯電話を装備し、緊急時の連絡手段を確保することとする。

県は、災害対策本部員及び危機管理部幹部に災害など非常緊急時においても、優先的に接続される優先携

帯電話を配備するほか、その他の幹部についても携帯電話の携帯を図り、緊急時の連絡手段を確保すること

とする。
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県は、災害対策本部員、本部連絡員、危機管理部職員、業務要員、局長、課室長等に緊急通報システムを

整備し、緊急時の呼び出し等に活用することとする。

４ 無線系通信

(1) 消防防災無線及び水防無線等

災害時に公衆回線網等が使用できない場合は、マイクロ回線等により、国との連絡手段を確保することと

する。（公共安全ＬＴＥについては、総務省の実用化に向けた検証の取組状況を踏まえながら、今後の活用

を検討していくこととする）

現在の通信ルートは以下のとおりである。

県（災害対策課） － 消防庁（消防防災無線）

県（災害対策課） － 内閣府（中央防災無線（緊急連絡用））

県（河川整備課） － 国土交通省（マイクロ電話）

県（警察本部） － 警察庁（警察無線）

(2) ＮＴＴ西日本無線通信設備等

県等は、ＮＴＴ西日本の無線通信設備等の活用を図ることとする。

① 防災相互無線の活用

県、防災関係機関に防災相互無線局を整備している。

② 移動無線局の活用

県は、移動無線局保有の機関に対し、有線電話途絶区間に出動を要請し、通信連絡の確保を図ることと

する。

(3) 無線機器等が不足した場合の確保

必要とする無線機器等が不足する場合は、県は国や通信事業者から通信機器等の貸与を受けるなどにより

通信手段の確保に努める。

① 近畿総合通信局（衛星携帯電話、MCA無線、簡易無線、移動電源車）

② 通信事業者等（衛星携帯電話、携帯電話、MCA無線、可搬型地球局）

５ 非常通信経路計画

(1) 内容

県は、近畿地方非常通信協議会の活動を通じて、有線通信が利用できないか、または利用することが著し

く困難な場合に、県内各市町から県庁まで等の通信経路を確保するため、「非常通信経路計画」を策定する

こととする。

非常時に、電波法第52条及び第74条、災害対策基本法第57条及び第79条、水防法第27条の規定により、設

置者の協力を求めて使用することができる通信設備で県下の主要なものは次のとおりであり、これらの通信

設備を利用して各市町から神戸市、神戸市から大阪市・東京都等への非常通信経路も確保することとする。

１ 警察通信設備 ２ 海上保安庁通信設備 ３ 国土交通省通信設備

４ 法務省無線通信設備 ５ ＮＴＴ無線通信設備 ６ ＪＲ通信設備

７ 県無線通信設備 ８ 市町無線通信設備（消防無線を含む）

９ 西日本高速道路㈱無線通信設備 10 関西電力送配電通信設備 11 大阪ガス無線通信設備

12 各私鉄通信設 13 ＫＤＤＩ無線通信設備

14 ソフトバンク無線通信設備 15 楽天モバイル株式会社 16 日本通運無線通信設備

17 各漁業無線 18 アマチュア無線局

19 ＮＨＫ、各民放、新聞社の無線通信設備

20 各タクシー会社の無線通信設備
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(2) 利用方法

① 通報内容

ア 人命の救助、遭難者の救助に関するもの

イ 犯罪、交通制限など秩序の維持に関するもの

ウ 防災関係機関が災害応急対策を講ずる場合に必要なもの

エ 鉄道、道路、電力設備、電話回線の障害状況及びその復旧のための資材の調達、運搬要員の確保など

に関するもの

オ その他気象観測資料、災害復旧や救援物資の調達、配分、輸送に関すること等災害に関係して緊急措

置を要するもの

② 非常通報の記載方法

ア 用紙は特に規定していないが、できるだけ電報頼信紙を使用することとする。

イ 頼信紙の記載欄又は用紙の上部に「非常」と朱書することとする。

ウ あて先は、住所、氏名をはっきり書くこととする。また、なるべく電話番号を括弧で囲み付記するこ

ととする。

エ 通報の形式は、文書形式でも電報形式でもよいが、本文の文字は 200字以内（カタカナ）とすること

とする。

オ 本文の末尾に発信機関名を記入することとする。

カ 発信人の住所、氏名、電話番号を発信人欄に記載することとする。

③ 発信依頼

非常通報の発信（伝送）の依頼は、原則として「非常通信経路計画」により選定した受付局に対して行

うこととする。

④ 受 付

受付は、次の事項を審査のうえ「額表」を記載することとする。

ア 通報の内容は、(2)①(通報の内容）に掲げる事項のものであるかどうか。

イ 発信人は、適当な者であるかどうか。

ウ 通報には、「非常」の表示があるかどうか。

エ 頼信紙の額表の種類に「ヒジョウ」を、字数に本文の字数（文書形式の場合は不要）を、発信局に受

付通信施設名を、番号に発信番号を、受付時分に受付けた時間を24時間制で記入する。

オ 局内心得には、通報を中継して伝送する通信施設が自局名を順次記入する。

⑤ 連絡の設定

ア 非常事態発生のおそれがある地域及びその周辺にある無線局は、通信の相手方に対し後刻非常通信を

実施するおそれがある旨を連絡し、実施の場合の連絡方法、連絡時刻、周波数等をあらかじめ協議して

おくこととする。新規連絡を必要とするときは、あらかじめ連絡を必要とする無線局にその連絡要領を

便宜の方法により通知しておくこととする。

イ 非常用電波（Ａ１Ａ4630ＫＨｚ）を持っている無線局は、この周波数で毎時０分と30分から10分間聴

取することとする。

⑥ 通信方法

ア 呼出応答事項の前に「ＯＳＯ」（電話の場合は「ヒジョウ」）を３回前置することとする。

イ 呼出しを受信した無線局は、応答する以外は混信を与えないように注意するとともに傍受することと

する。

ウ 通信波でどうしても通信ができないときに限り、Ａ１Ａ4630ＫＨｚの電波を使用して通報を送ること

とする。

エ 非常用電波で試験電波を発射するときは、毎時０分と30分から10分間以外の時間でなるべく短時間に

行うこととする。
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⑦ 報 告

非常通信を終了したときは、近畿地方非常通信協議会会長及び県（災害対策課長）に次の事項を文書で

報告することとする。

ア 非常通信を取り扱った通信施設者

ａ 非常災害の種類、範囲、程度

ｂ 非常通信の実施区間と、これに関係のある有線通信施設の被害状況

ｃ 無線局の被害状況

ｄ 非常通信の実施状況（通信系、通信開始、終了日時、通信状況、取扱通数等）

ｅ 将来の参考となる事項

イ 発信人（通信施設の施設者を除く）

ａ 非常災害の種類、範囲、程度

ｂ 受付通信施設名及び取扱通数

ｃ 将来の参考となる事項

６ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) フェニックス防災システムの活用

(2) 有線系・無線系通信手段の活用

(3) その他必要な事項

〔資 料〕「兵庫衛星通信ネットワーク衛星電話番号簿（抜粋）」

「兵庫衛星通信ネットワーク衛星地球局の種類と構成」

「兵庫県防災行政無線回線構成図（地上系）」

「兵庫県全県移動系無線システム構成図」

「防災相互通信無線局番号表（兵庫県内）」

「非常通信経路計画」

「警察専用電話系統図」

「海上保安庁無線系統図」

「日本赤十字社超短波無線通信系統図」

「鉄道専用電話系統図」

「各機関における調査事項、調査（報告）系統及び災害情報連絡者一覧表」
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第３節 情報の収集・伝達

第６款 被災者支援のための情報の収集・活用

〔実施機関：県危機管理部、市町〕

第１ 趣旨

円滑な被災者支援のための情報の収集及び活用について定める。

第２ 内容

１ 住民等からの問い合わせに対する回答

県、市町は、必要に応じ、発災後速やかに住民等からの問合せに対応する専用電話を備えた窓口の設置、人

員の配置等体制の整備を図ることとする。また、情報のニーズを見極めた上で、情報収集・整理・発信を行う

こととする。

また、被災者の安否について住民等から照会があったときは、被災者等の権利利益を不当に侵害することの

ないよう配慮しつつ、消防、救助等人命に関わるような災害発生直後の緊急性の高い応急措置に支障を及ぼさ

ない範囲で、可能な限り安否情報を回答するよう努めることとする。この場合において県、市町は、安否情報

の適切な提供のために必要と認めるときは、警察等と協力して、被災者に関する情報の収集に努めることとす

る。

なお、被災者の中に配偶者からの暴力等を受け加害者から追跡されて危害を受ける恐れがある者等が含まれ

る場合は、その加害者等に居所が知られることのないよう当該被災者の個人情報の管理を徹底するよう努める

こととする。

２ 被災者台帳の作成

市町は、必要に応じて、個々の被災者の被害の状況や各種の支援措置の実施状況、配慮を要する事項等を一

元的に集約した被災者台帳を作成し、被災者の援護の総合的かつ効率的な実施に努めることとする。また、国

のクラウド型被災者支援システム等の被災者支援業務を支援するシステムを活用するなど、当該業務の迅速化

・効率化を積極的に検討するものとする。市町は、他の都道府県の区域に一時的に滞在する被災者に関し、被

災者台帳を作成する際には、県に対し、協力を求めることができるものとする。県は、市町からの要望に応じ

て、関係地方公共団体の長及びその他の者に対して、被災者に関する情報の提供を求めるものとする。

県は、災害救助法に基づき被災者の救助を行ったときは、被災者台帳を作成する市町からの要請に応じて、

被災者に関する情報を提供することとする。

（被災者台帳に記載する事項）

・氏名

・生年月日

・性別

・住所又は居所

・住家の被害その他市町長が定める種類の被害の状況

・援護の実施の状況

・要配慮者であるときは、その旨及び要配慮者に該当する事由

・電話番号その他の連絡先

・世帯の構成

・罹災証明書の交付の状況

・市町長が台帳情報を当該市町以外の者に提供することに被災者本人が同意している場合には、その提供先

・前号に定める提供先に台帳情報を提供した場合には、その旨及びその日時
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・その他被災者の援護の実施に関し市町長が必要と認める事項

３ 罹災証明書の交付

・ 県は、発災後速やかに住家被害の調査や罹災証明書の交付に係る事務の市町向け説明会を実施する。そ

の実施に当たっては、テレビ会議システムを活用し、各市町に映像配信を行うなど、より多くの市町担

当者が参加可能となるよう、実施方法の工夫に努めることとする。

・ 市町は、災害の状況を迅速かつ的確に把握するとともに、各種の支援措置を早期に実施するため、災害

による住家等の被害の程度の調査や罹災証明書の交付の体制を確立し、遅滞なく住家等の被害の程度を

調査し、被災者に罹災証明書を交付することとする。

４ 安否不明者等の氏名等の公表

県は、要救助者の迅速な把握による救助活動の効率化・円滑化のために、安否不明者等の氏名等を原則公表

する。

あわせて、県は、発災時に備え、平時から安否不明者等の氏名等の公表について市町等と連携の上、あらか

じめ方針等を定める。
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第４節 防災関係機関等との連携促進

第１款 自衛隊への派遣要請

〔実施機関：大阪空港事務所、海上保安本部、自衛隊、県危機管理部、県警察本部、市町〕

第１ 趣旨

災害時に人命又は財産の保護のため、自衛隊に対し部隊等の派遣を要請する手続及び派遣内容について定める。

第２ 内容

１ 知事が行う場合（自衛隊法第83条第１項）

(1) 災害派遣要請の方法

① 市町長 → 知事 → 自衛隊

ア 市町長は、災害時、人命又は財産の保護のため、自衛隊の災害派遣を要請する必要があると認める場

合、県民局長・県民センター長、管轄の警察署長等と十分連絡をとり、次の事項を明らかにして、知事

に対し、自衛隊の派遣要請をするよう求めることができる。

この場合において、市町長は、必要に応じてその旨及び当該市町の地域に係る災害の状況を関係自衛

隊の長に対して通知することができる。

(ｱ) 災害の状況及び派遣を要請する理由

(ｲ) 派遣を希望する期間

(ｳ) 派遣を希望する区域及び活動内容

(ｴ) その他参考となるべき事項

・要請責任者の職氏名

・災害派遣時における特殊携行装備又は作業種類

・派遣地への最適経路

・連絡場所及び現場責任者氏名並びに標識又は誘導地点及びその標示

※ 自衛隊法施行令の改正(平成７年10月25日公布・施行等)により、派遣要請の際に明らかにする事項

として「派遣を希望する人員、船舶、航空機等の概数」は削除され、当該事項を明らかにできる場合

においては、その他参考となるべき事項の一つとして示すことは差し支えないとされた。

イ 知事は、県内全域の状況等を検討の上、自衛隊の災害派遣の必要があると認める場合には、直ちに自

衛隊に要請するとともに、その旨を警察本部長及び海上保安本部長に通報することとする。

ウ 市町長は、通信の途絶等により、知事に対して前記アの要求ができない場合には、その旨及び災害の

状況を自衛隊に通知することができることとする。

この場合において、自衛隊は、その事態に照らし特に緊急を要し、知事の要請を待ついとまがないと

きは、部隊等を派遣することができることとする。

エ 市町長は、前記ウの通知をしたときは、速やかに知事にその旨を通知しなければならない。

オ 知事は、事態の推移に応じ自衛隊の派遣を要請する必要がないと決定した場合には、直ちにその旨を

要求のあった市町に連絡することとする。
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○ 派遣及び撤収要請手続経路

（知事に要求できない場合）
知事に要求した旨及び災害の状況を通知

（知事に要求できない場合）
知事に要求した旨及び災害の状況を通知

県
民
局
長

県
民
セ
ン
タ
䤀

長

知事

通報

協議

阪神基地隊司令

通知

通知

要求 通報

要請

要請

中部方面特科連隊長

警
察
署
長
等

海上保安本部長

県警本部長

阪神基地隊司令

市町長
（阪神地域）

尼崎・西宮・芦屋
伊丹・宝塚・川西

三田・猪名川

（阪神地域以外）

第３師団長
（第36普通科連隊長）

② 指定地方公共機関等の長 → 知事 → 自衛隊

特殊な災害（鉄道事故、工場災害、鉱山災害等多数の者の人命に係る大規模な事故）について、自衛隊

の災害派遣を必要とする機関の長は、前号アに掲げる事項を当該機関から直接知事へ連絡することとする。

③ 知事 → 自衛隊

知事は、災害に際し、自ら災害応急対策を実施する場合等で、自衛隊の災害派遣を必要とする時は、自

衛隊に災害派遣の要請をすることとする。

(2) 要請先等

① 要請先

区 分 あ て 先 所 在 地

陸上自衛隊 阪神地域への派遣････第３師団長

上記以外の地域への派遣････中部方面特科連隊長

伊丹市広畑１の１

姫路市峰南町１番70号

海上自衛隊 阪神基地隊司令 神戸市東灘区魚崎浜町37

航空自衛隊 （第３師団長経由）

（注）阪神地域とは７市１町（尼崎、西宮、芦屋、伊丹、宝塚、川西、三田の各市及び猪名川町）を指す。
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② 連絡先

区 分
電 話 番 号

勤 務 時 間 内 勤 務 時 間 外

県

（災害対策本部設置時）

災害対策本部事務局

(078)362-9900（時間内外とも）

FAX(078)362-9911～9912（時間内外とも）

（災害対策本部未設置時）

災害対策課

（防災・危機管理班）

(078)362-9988

FAX  (078)362-9911～9912

(078)362-9900

FAX  (078)362-9911～9912

自

衛

隊

第３師団

（第３部防衛班）

(072)781-0021

内線 3734,3735

FAX  3724

(072)781-0021

内線 3301（司令部当直）

FAX 3301

中部方面特科連隊

（第３科）

(0792)22-4001

内線 650,238

FAX  239

(0792)22-4001

内線 302（当直司令）

FAX 398

第３６普通科連隊

（第３科）

(072)782-0001

内線 4031,4032

FAX  4034

(072)782-0001

内線 4004（当直司令）

FAX  4034

阪神基地隊

（警備科）

(078)441-1001

内線 230

FAX  239

(078)441-1001

内線 220（当直幹部）

FAX 389

注）緊急文書をＦＡＸで送信する場合は、事前又は事後にその旨電話連絡し、確実性を期

すること。

(3) 任務分担

① 県（災害対策本部）

現場責任者を現地に派遣し、現地（市町等）と自衛隊間の折衝及び調整を行うこととする。

② 県警察本部（災害対策本部警察部）

「大規模災害に際しての警察及び自衛隊の相互協力に関する協定」に基づき、移動を確保するために必

要な協力を行うこととする。

③ 派遣を要請した市町又は機関

ア 作業実施期間中の現場責任者の指定

イ 派遣部隊の作業に必要な資機材の準備（自衛隊の装備に係るものを除く。）

ウ 派遣部隊の宿泊施設又は設営適地の準備

２ 海上保安本部長が行う場合

災害派遣要請系統は、次のとおりである。

(1) 兵庫県南部沿岸への自衛隊の派遣要請は、第五管区海上保安本部長が行う。

第五管区海上保安本部長 海上自衛隊呉地方総監

海上自衛隊航空集団司令
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(2) 兵庫県北部沿岸への自衛隊の派遣要請は、第八管区海上保安本部長が行う。

３ 大阪空港事務所長が行う場合

災害派遣要請系統は、次のとおりである。

大阪空港事務所長 陸上自衛隊第３師団長

４ 撤収要請

知事、海上保安本部長又は大阪空港事務所長は、自衛隊の派遣の必要がなくなったと認めるときは、関係機

関の長、派遣部隊の長等と協議の上、自衛隊の撤収を要請することとする。

知事に対し、自衛隊の派遣要請を求めた支援を希望した市町長及び機関の長は、災害派遣要請の方法に準じ

て知事に撤収の連絡を行うこととする。

５ 情報連絡体制

(1) 知事は、災害が発生し、又は発生の恐れがある場合で必要と認めるときは、適時各種情報を関係部隊の長

へ連絡することとする。

(2) 知事は、災害に際し、陸上自衛隊中部方面特科連隊長又は海上自衛隊阪神基地隊司令に対し、連絡班の派

遣を依頼するとともに、救援活動が適切かつ効率的に行われるよう、災害派遣を命じられた指定部隊等の長

と密接に連絡調整することとする。

(3) 災害に際し、県、その他の防災関係機関は、陸上自衛隊中部方面特科連隊長又は海上自衛隊阪神基地隊司

令から、連絡班の派遣を受けることとする。

６ 自衛隊の基本方針

(1) 自衛隊は、人命又は財産の保護のために行う応急救援・復旧のため、速やかに部隊を派遣できるよう平素

から県等関係機関と密接に連絡・協力して災害派遣を計画準備し、知事、海上保安本部長、大阪空港事務所

長（以下、「知事等」という。）の要請により部隊等を派遣することとする。

(2) 災害の発生が突発的で、その救援が特に急を要し、要請を待ついとまがないときは、指定部隊等の長は、

要請を待つことなくその判断に基づいて部隊等を派遣することとし、事後、できる限り早急に知事等に連絡

し、所要の手続をとることとする。

① 自主派遣の判断基準

ア 災害に際し、関係機関に対して当該災害に係る情報を提供するため、自衛隊が情報収集を行う必要が

あると認められる場合

イ 災害に際し、知事等が自衛隊の災害派遣に係る要請を行うことができないと認められる場合に、市町

長から災害に関する通知、管轄の警察署長等から通報を受け、又は、部隊等による収集その他の方法に

より入手した情報等から、直ちに救援の措置をとる必要があると認められる場合

ウ 海難事故、航空機の異常を探知する等、災害に際し、自衛隊が実施すべき救援活動が明確な場合に、

当該救援活動が人命救助に関するものである場合

エ その他災害に際し、上記アからウに準じ、特に緊急を要し、知事等からの要請を待ついとまがないと

認められる場合

この場合においても、指定部隊等の長は、できる限り早急に知事等に連絡し、密接な連絡調整のもと

に適切かつ効率的な救援活動を実施するよう努めることとする。

第八管区海上保安本部長

海上自衛隊舞鶴地方総監

航空自衛隊小松基地司令

航空自衛隊第３輸送航空隊司令
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また、自主派遣の後に、知事等から要請があった場合には、その時点から当該要請に基づく救援活動

を実施することとなる。

なお、自衛隊の災害派遣は、知事等からの派遣要請に基づくことが原則であり、知事等は、自衛隊の

派遣が必要と認められる場合には迅速に要請を行うよう努めることとする。

② 指定部隊等の長

中部方面総監、第３師団長、中部方面特科連隊長、呉・舞鶴地方総監、阪神基地隊司令、徳島教育航空

群司令、小松島航空隊司令、小松・美保基地司令

(3) 自衛隊の部隊等の長は、自衛隊の庁舎、営舎その他防衛省の施設又はこれらの近傍に、火災その他の災害

が発生した場合、自らの判断により部隊等を派遣することとする。

７ 活動内容

(1) 被害状況の把握

車両、航空機等状況に適した手段による情報収集

(2) 避難の援助

避難者の誘導、輸送等

(3) 遭難者等の捜索救助

行方不明者、負傷者等の捜索救助（通常他の救援作業等に優先して実施）

(4) 水防活動

堤防、護岸等の決壊に対し、土のう作成、運搬、積込み等

(5) 消火活動

利用可能な消防車等その他防火用具（必要な場合は、航空機等）による消防機関への協力（消火剤等は、

通常関係機関が提供）

(6) 道路又は水路の啓開

道路若しくは水路が損壊し、又は障害物がある場合の啓開除去

(7) 応急医療、救護及び防疫

被災者に対する応急医療、救護及び感染症対策（薬剤等は通常派遣要請者が提供）

(8) 人員及び物資の緊急輸送

救急患者、医師その他救援活動に必要な人員及び救援物資の緊急輸送（航空機による輸送は、特に緊急を

要する場合に限る。）

(9) 給食、給水及び入浴支援

給食、給水及び入浴支援

※入浴支援については上級部隊への依頼及び調整が必要

(10) 物資の無償貸与又は譲与

「防衛省の管理に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令」に基づき、被災者に対し生活必需品等

の無償貸与又は救じゅつ品の譲与

(11) 危険物の保安及び除去

能力上可能なものについて火薬類、爆発物、不発弾等危険物の保安措置及び除去

(12) その他

その他臨機の必要に対し、自衛隊の能力で対処可能なもの

８ 経費の負担区分

災害派遣を受けた機関は、原則として自衛隊の救援活動に要した次の経費を負担することとする。

(1) 派遣部隊が救援活動を実施するために必要な資機材等（自衛隊装備に係るものを除く。）の購入費、借上

料及び修繕費

(2) 派遣部隊の宿営に必要な土地、建物等の使用料、借上料、入浴料及びその他付帯する経費
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(3) 派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱水道費及び電話料等

(4) 派遣部隊の救援活動中発生した損害に対する補償費（自衛隊の装備に係るものを除く。）

(5) 島岐に係る輸送費等

９ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 派遣要請要領

(2) 任務分担

(3) その他必要な事項

〔資 料〕「災害派遣用航空機、艦艇及び資機材の能力基準」
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第４節 防災関係機関等との連携促進

第２款 県域の被害への対応

〔実施機関：近畿地方整備局、海上保安本部、自衛隊、県危機管理部、県公安委員会、県警察本部、市町、

消防機関〕

第１ 趣旨

県域の被害に対する災害応急対策の実施に当たり、国、県、市町をはじめ防災関係機関・団体等の連携に関す

る事項について定める。

第２ 内容

１ 県

(1) 基本的な考え方

① 応援・応援要請の実施基準

県は、大規模な災害の発生を知覚したときは、被災市町を応援するとともに、あらかじめ締結した応援

協定等に基づき、関係機関に対して応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請することとする。

その際、感染症禍においては、職員の定期的な検温の実施やマスクの着用など感染予防措置を徹底する

こととする。さらに、県は、応援職員等が宿泊場所を確保することが困難な場合に、必要に応じて宿泊場

所（被災状況等によりホテル・旅館等が確保できない場合は、避難所となっていない公共施設や庁舎会議

室、避難所の空きスペース等も含む）の確保に配慮するものとする。

② 応援部隊との連携会議の開催

県は、災害発生時に、県警察本部、消防機関、自衛隊、海上保安庁の関係者等に参集を要請し、必要な

協議調整の場を設けるなど、災害情報の共有化を促進することとする。

③ 職員等の中長期派遣

長期にわたる職員の派遣または受け入れは、地方自治法第 252条の17の規定により、また、内閣総理大

臣のあっせんについては、災害対策基本法第30条第１項の規定によることとする。

必要に応じて、退職者や民間の人材の任期付き雇用等により復旧・復興に要する人材の確保を図ること

とする。なお、他の地方公共団体に対し、技術職員の派遣を求める場合においては，復旧・復興支援技術

職員派遣制度の活用も含めて検討する。

④ 専門家・専門機関等の協力

ア 県は、地震災害が発生し、又は発生するおそれがあり、必要があると認める時は、人と防災未来セン

ターをはじめ、連携を図っている専門家・専門機関等に連絡し、助言等の協力を求めることとする。

イ 県は、市町等からの要請又は必要に応じ、被災市町等に専門家・専門機関等の助言を伝え、又は専門

家等を派遣することとする。

ウ 専門家・専門機関等の派遣等に要した経費は、県と派遣を受けた市町で協議の上負担することとする。

(2) 県内市町に対する応援

① 市町災害対策本部への連絡員や支援チームの派遣

県（県民局等）は、災害の状況に応じて管内市町災害対策本部にあらかじめ定めた連絡員を派遣し、情

報収集や市町との調整等にあたることとする。また、連絡員からの情報等により、必要に応じて市町支援

チームを編成、派遣することとする。

② 応援協定に基づく応援

ア 応援の内容

資機材、物資及び施設のあっせん又は提供、職員の派遣、被災者の受入れ、その他特に要請のあった

事項
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イ 県の対応

県は、被災市町から応援の要請を受けたときは、速やかに応援可能な市町と調整を行ったうえ、県の

応援も含めた応援計画を作成し、被災市町に通知することとする。

なお、応援の必要があると判断したときは、応援要請を待たずに応援を行うこととする。

③ 災害対策基本法に基づく応援

ア 市町長からの応援要請に対する協力（法第68条）

県は、市町から応援を求められ、又は応急措置の実施を要請されたときは、要請を拒む正当な理由が

ない限り、必要な応援又は災害応急対策を行うこととする。

イ 県内市町間の応援に対する指示（法第72条）

県は、特に必要があると認めるときは、県内市町に対し、県内の他の市町を応援すべきことを求める

こととする。

ウ 市町長の事務の代行（市町が事務をできない状態にある場合）

(ｱ) 知事による避難の指示等の代行（法第60条第６項～８項）

(ｲ) 知事による応急措置（警戒区域設定等、応急公用負担等、応急措置業務の従事命令）の代行

（法第73条）

(ｳ) 指定行政機関の長等による応急措置（応急公用負担等、応急措置業務の従事命令）の代行

（法第78条の２）

(ｴ) 広域一時滞在の協議等の代行（法第86条の10、法第86条の13）

(3) 関西広域連合に対する応援要請

災害の規模が大きく、被害が甚大で兵庫県だけでは対応できない場合には、まず、関西広域連合に対して

応援を要請することとする。

要請を受けた関西広域連合は、応援内容及び応援先の割当てを「近畿圏危機発生時の相互応援に関する基

本協定」等に基づき、構成団体及び連携県（福井県、三重県及び鳥取県）と調整の上、行う。

被災府県が複数の場合は、応援の集中を避けることができる（応援の空白エリアを生じさせない）、責任

を持った応援を迅速かつ継続的に展開できる、という観点から、原則として、応援府県・政令市に特定の応

援先となる被災府県を割り当てるカウンターパート方式をとる。この場合、応援府県と当該応援府県管内の

応援政令市には、同一の被災府県を割り当てる。

カウンターパート方式をとる場合においては、広域連合及び応援府県で協議の上、同一の被災府県を割り

当てられた応援府県の中から幹事府県を決定し、円滑に連絡調整を行う。

＜カウンターパート方式の場合における応援内容の連絡から応援実施までの流れ＞

(4) 他の都道府県との応援協定に基づく応援要請

① 近畿府県との相互応援協定に基づく応援要請

ア 応援の種類

(ｱ) 食料、飲料水及び生活必需物資の提供

(ｲ) 資機材の提供

(ｳ) 避難者、傷病者の受入れ

(⑤)

★印：幹事府県

(⑤)他の被災府県を割り当てられ

　　た幹事府県を通じて府県・政

　　令市と調整の上、応援計画内

　　訳書により応援内容を割当て

(④)同一の被災府県を割り当てら

    れた応援府県・政令市で対応

    困難な場合は、応援要請内訳

　　書により連絡

⑦応援計画内訳書

（経由）

②応援要請内訳書

被災府県Ａ

災害対策本部

①応援内容

　の連絡

被災政令市ａ

災害対策本部

⑧応援の実施

⑧応援の実施

応援府県Ｅ★

応援府県Ｆ

現地支援本部Ｂ

⑥応援計画内訳書

応援府県Ｄ

広域連合
災害対策(支援)本部

被災府県Ｂ

災害対策本部

②応援要請内訳書

応援府県Ｃ★
災害対策支援本部

応援政令市ｃ
災害対策支援本部

⑦応援計画内訳書

（経由）

現地支援本部Ａ

応援府県Ｃ★

応援政令市ｃ

 ⑥応援計画内訳書

③応援要請内訳書

（経由）

(④)

応援府県Ｆ
災害対策支援本部

　⑥応援計画内訳書

応援府県Ｄ
災害対策支援本部

応援府県Ｅ★
災害対策支援本部

 ⑥応援計画内訳書

⑥応援計画内訳書

③応援要請内訳書

（経由）
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(ｴ) 職員の派遣

(ｵ) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項

(4) 他の都道府県との応援協定に基づく応援要請

① 近畿府県との相互応援協定に基づく応援要請

上記(3)に定めるところによる。

② 全国都道府県における広域応援協定に基づく応援要請

県は、近畿ブロック内の総合調整を行い、近畿ブロック内での支援では被災者の救援等の対策が十分に

実施できない場合、全国知事会に対し、広域応援を要請する。

なお、被災市区町村を支援するための全国一元的な応援職員派遣の仕組みである「応急対策職員派遣制

度」の運用に留意する。

③ 隣接府県との相互応援協定に基づく応援要請（岡山県、鳥取県）

ア 応援の種類

(ｱ) 食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供

(ｲ) 被災者の救出・救護・感染症対策等災害応急活動に必要な資機材及び物資の提供

(ｳ) 施設等の応急復旧に必要な資機材及び物資の提供

(ｴ) 情報収集及び災害応急活動に必要な職員の派遣

(ｵ) 避難者、傷病者の受入れ施設の提供

(ｶ) 前各号に定めるもののほか特に要請のあった事項

イ 要請手続

県は、次の事項を可能な限り明らかにして要請することとする。

(ｱ) 被害の状況

(ｲ) 援助を必要とする物資等の品名、数量等

(ｳ) 情報収集及び災害応急活動に必要な職員の職種別人員

(ｴ) 収容を要する被災者の状況及び人数

(ｵ) 応援を必要とする区域、受入地点及び受入地点への経路

(ｶ) 応援を必要とする期間

(ｷ) 前各号に定めるもののほか必要な事項

④ 新潟県との相互応援協定に基づく応援要請

ア 応援の種類

県において必要な、物資、資機材、職員 等

イ 要請手続

県は、次の事項を可能な限り明らかにして要請することとする。

(ｱ) 被害の状況

(ｲ) 物資・資機材等の応援を要請する場合にあっては、その品名及び数量等

(ｳ) 職員の応援を要請する場合にあっては、職種別人員

(ｴ) 応援場所及び応援場所への経路、駐車場所又はヘリ着陸場所

(ｵ) 応援を必要とする期間

(ｶ) 前各号に定めるもののほか必要な事項

(5) 災害対策基本法に基づく応援要請

① 職員の派遣・あっせんの要請（法第29条、第30条）

県は、必要があるときは、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長又は指定公共機関に対し、職員の

派遣を要請することとする。

県は、必要があるときは、内閣総理大臣に対し、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長又は指定公

共機関の職員の派遣についてあっせんを求めることとする。
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② 指定行政機関等に対する災害応急対策の実施の要請（法第70条第３項）

県は、必要があるときは、次の事項を可能な限り明らかにして、指定行政機関の長若しくは指定地方行

政機関の長又は県の他の執行機関、指定公共機関若しくは指定地方公共機関に対して、応急対策の実施を

要請することとする。

ア 援助を必要とする理由

イ 援助を必要とする人員、装備、資機材等

ウ 援助を必要とする場所

エ 県内経路

オ 期間その他必要な事項

③ 応援の要求（法第74条、第74条の２、第74条の３）

県は、必要があると認めるときは、他の都道府県に応援を求めることとする。

県は、必要に応じて内閣総理大臣に対し、他の都道府県に対し応援することを求めるよう求めることと

する。

(6) 海上保安庁に対する災害応急対策の実施の要請

① 知事は、必要があるときは、次の事項を可能な限り明らかにして、海上保安本部長に対し、応急対策の

実施を文書で要請することとする。なお、緊急を要するときは、口頭により要請し、事後速やかに文書に

より要請することとする。

また、海上保安本部との連絡が困難である場合には、他の海上保安庁の事務所又は沖合いに配備された

海上保安庁の巡視船艇もしくは航空機を通じて要請することとする（海上保安庁船艇・航空機は、防災相

互通信波の受信機を搭載）

ア 災害の状況及び支援活動を要請する理由

イ 支援活動を要請する期間

ウ 支援活動を必要とする区域及び活動内容

エ その他参考となるべき事項

② 海上保安庁の支援活動の内容

ア 傷病者、医師、避難者等又は救援物資等の緊急輸送

イ 巡視船を活用した医療活動場所及び災害応急対策従事者への宿泊場所の提供

ウ その他、県及び市町が行う災害応急対策の支援

２ 県公安委員会

(1) 大規模災害発生時における他都道府県警察への援助要求

県公安委員会が警察庁又は他の都道府県警察に対し援助の要求を行うこととする。

(2) (1)の要請に基づく他都道府県の警察官は、県公安委員会の管理の下にその職務を行うこととする。

３ 近畿地方整備局

災害が発生又はその恐れのある場合、近畿地方整備局は「災害時の応援に関する申し合わせ」（平成17年６

月14日近畿整備局企画部長・兵庫県県土整備部長により締結）に基づき、被害拡大を防ぐための緊急対応実施

等（リエゾン（情報連絡員）、TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）の派遣を含む）の応援を行う。

(1) 応援の内容

・ヘリ、無人航空機等を活用した被害情報の収集

・被災地へのアクセス確保・給水支援

・災害応急復旧

・二次災害の抑制措置

・その他必要と認められる事項

(2) 応援の要請
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兵庫県は、近畿地方整備局へ口頭または電話等により応援要請を行い、事後速やかに文書を提出すること

とする。

近畿地方整備局は、兵庫県より応援の要請を受け応援を行う場合は、兵庫県に応援する旨を口頭又は電話

により伝え、事後速やかに文書対応を行うこととする。

【連絡先】

近畿地方整備局 防災室

（TEL：06-6942-1575、FAX：06-6944-4741）

(3) 応援の実施

近畿地方整備局は、兵庫県からの応援要請に対して、災害対策用資機材及び人員配置の状況を勘案し、可

能な応援を行うこととする。その際、排水ポンプ車、照明車、対策本部車等の使用も検討することとする。

(4) 応援要請によらない応援

災害が発生した場合、その事態に照らし特に緊急を要し、兵庫県からの要請を待ついとまがないと確認さ

れるときは、近畿地方整備局は独自の判断により応援を行うこととする。

４ 消防本部

(1) 大規模災害時における広域消防応援体制

① 広域消防相互応援協定に基づく応援（消防組織法第39条）

ア 応援要請の手続きの概要

(ｱ) 応援は、被応援市町等の消防長からの要請に基づき、行うこととする。ただし、災害の規模等によ

り被応援市町等の要請をまたずに応援出動した場合には、被応援市町等の要請があったものとみなす。

(ｲ) 応援要請に対しては、次の事項を連絡することとする。

・災害の発生場所及び概要

・必要とする車両、人員及び資機材

・集結場所及び活動内容

・その他必要事項

イ 応援隊の派遣

応援要請を受けた市町等の消防長は、応援を行うことが可能と判断した場合は、被応援市町等の消防

長に対してその旨を連絡することとする。

② 非常事態の場合の都道府県知事の指示（消防組織法第43条）

知事は、地震等の非常事態の場合において、緊急の必要があるときは、災害防禦の措置に関し、必要な

指示をすることができることとする。

③ 消防庁長官への応援要請（消防組織法第44条）

知事は、県内の消防力で対応が困難な場合、消防庁長官に対し、緊急消防援助隊の出動等を要請するこ

ととする。

支援要請 災害支援支援要請 災害支援

国土交通本省

近畿地方整備局

中小叏災害大規模災害

TEC-FORCEの要請

市町村

河川事務所
国道事務所等

TEC-FORCE

府 県

TEC-FORCEによる災害時支援体制
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ただし、消防庁長官は、都道府県の要請を待ついとまがない場合、要請を待たずに応援のための措置を

求めることができるものとされている。

○ 広域消防応援体制

○ 緊急消防援助隊応援要請先（消防庁防災課広域応援室）

区 分 平日（8:30～18:15） 左記以外

ＮＴＴ回線
電話 03-5253-7527 03-5253-7777

FAX 03-5253-7537 03-5253-7553

消防防災無線
電話 9-90-49013 9-90-49102

FAX 9-90-49033 9-90-49036

地域衛星通信ネット

ワーク

電話 87-048-500-90-49013 87-048-500-90-49102

FAX 87-048-500-90-49033 87-048-500-90-49036

④ 緊急消防援助隊受援計画の策定

県は、あらかじめ、県内の市町が被災し、他都道府県から緊急消防援助隊の応援を受ける場合の受援計

画を策定することとする。

なお、受援計画に定める事項は次のとおりとする。

ア 情報提供体制

イ 応援部隊の集結場所、被災地への到達ルート及び燃料補給体制

ウ ヘリコプターの離着陸場及び給油体制

エ その他必要な事項

(2) 関係機関との連携

① 消防及び警察の相互協力（消防組織法第42条）

消防及び警察は、県民の生命、身体及び財産の保護のために相互に協力することとする。

第44条第1項

応援のための
措置を要求

第44条第1項
第44条第2項

他の市町村長

災 害 発 生 地
市 町 村 長

市 町 村 長

応援のための措置を要求 第44条第4項

応援のための措置を要求 第44条第4項

※ 大規模災害時において都道府県知事の要請を待ついとまがない場合、要請を待たないで応援のための
措置を求めることができる。
特に、緊急を要し、広域的に応援出動等の措置を求める必要がある場合には、自ら市町村長に応援出
動等の措置を求めることができる。
なお、関係都道府県知事に速やかにその旨を通知する。

応援出動の指示

第43条

第44条第3項

相互応援協定

相互応援協定

応援活動 第39条

応援活動 第39条

消 防 庁
長 官

都道府県
知 事

都道府県
知 事

応援出動等の措置要求

応援の要請

災害発生地都道府県

他の都道府県

※

※

※
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② 消防及び自衛隊の相互協力（大規模災害に際しての消防及び自衛隊の相互協力に関する協定（消防庁、

防衛省））

ア 連絡調整責任者

・消 防 側：県防災監、神戸市消防局長

・自衛隊側：中部方面特科連隊長

イ 情報交換内容

・大規模災害の状況に係る情報

・救援活動の態勢に係る情報

・その他消防及び自衛隊の任務遂行に資する情報

５ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 知事等に対する応援要請

(2) 他の市町長に対する応援要請

(3) 応援協定に基づく応援要請

(4) その他必要な事項

〔資 料〕「協定締結状況」
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第４節 防災関係機関等との連携促進

第３款 県外の被災地に対する応援

〔実施機関：県危機管理部、市町〕

第１ 趣旨

県外の被災地に対する応援に関する事項について定める。

第２ 内容

１ 情報収集の実施

県は、県外で災害が発生し、大きな被害が予想される場合（大雨・洪水・高潮警報が発表される等）は、被

災地の都道府県庁に状況を確認するなど、被災地の状況の把握に努めることとする。

２ 組織の設置

県は、県外の被災地に対して大規模な応援活動を行うときは、必要に応じて災害対策本部に準じて支援本部

を設置することとする。

３ 動員の実施

県職員の動員体制は、次のとおりとする。なお、支援本部が設置されたときなど、より多くの職員が必要に

なると判断される場合には、別途配備体制を決定することとする。

その際、感染症禍においては、職員の定期的な検温の実施やマスクの着用など感染予防措置を徹底すること

とする。

① 近畿２府６県、鳥取県、岡山県、新潟県内で大雨・洪水・高潮警報のいずれかが発表され、かつ被害が

発生またはそのおそれがあるとき

② 近畿２府６県、鳥取県、岡山県、新潟県内外で災害が発生し又はそのおそれがある状態で、甚大な被害

が推測されるとき

災害の発生時期 配 備 体 制

●勤務時間中 原則として平常勤務体制で対応することとする。

●勤務時間外 当直職員 直ちに被害情報又は大雨・洪水・高潮情報の収集に当たることとする。

防災責任者 直ちに参集し、被害情報又は大雨・洪水・高潮情報の収集・伝達に当た

るとともに、これらの状況を知事等に報告し、支援の必要性等について

の指示を仰ぐこととする。

危機管理部次長、

危機管理部次長、

危機管理部総務課長、

災害対策課長

直ちに参集し、被害状況又は大雨・洪水・高潮情報の収集・伝達に当た

ることとする。

防災担当

指定要員等

上記①の場合、防災担当指定要員及び危機管理部のあらかじめ定めた職

員は直ちに参集し、被害状況又は大雨・洪水・高潮情報の収集・伝達に

当たることとする。
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４ ひょうご災害緊急支援隊の派遣

県は、県外における大規模災害時に、ひょうご災害緊急支援隊を派遣し、阪神・淡路大震災の応急対策等の

経験を有する行政職員等による実務的な助言等の支援活動を展開することとする。なお、ひょうご災害支援隊

の先遣隊及び本隊の派遣職員は、関西広域連合の緊急派遣チーム（先遣隊）、現地支援本部・現地連絡所職員

を兼ねることができることとする。

支援の実施にあたっては、阪神・淡路大震災記念人と防災未来センターの専門家による支援チームや阪神・

淡路大震災の被災市町と連携を図ることとする。

(1) 先遣隊の派遣

下記の派遣基準を満たした際には、直ちに先遣隊を被災都道府県に派遣する。

① 派遣基準

県外で災害が発生し、都道府県域を超えた応援を要する可能性があると知事が判断した場合。

派遣検討

要件

甚大な被害の発生を覚知し、災害の実態に照らし特に緊急に派遣が必要な場合

※被害発生の覚知内容

・関西圏域内で震度６弱以上、関西圏域外で震度６強以上の揺れが観測された場合

・大津波警報が発表された場合

・同一都道府県内の多数の市町村で災害救助法が適用された場合

・通信途絶等により情報収集が困難な場合において、同一都道府県内の多数の市町村で

甚大な被害が推測される場合 等

② 構成

防災局職員４名程度

(2) 本隊の派遣

先遣隊の調査に基づき、被災自治体の求める分野について、県・市町職員、県看護協会や社会福祉協議会

など関係機関の職員のうちから適任者を派遣する。

※派遣分野の例：避難所運営、災害廃棄物処理、保健医療、生活再建支援、ボランティア調整、建物応

急危険度判定、家屋被害調査、こころのケア、仮設住宅設置調整、土木技術支援、学

校教育 等

５ 関西広域連合構成員としての応援

兵庫県外で大規模な災害が発生し、応援が必要な場合には、県は、関西広域連合の調整に基づき、分担する

被災団体（カウンターパート）に対して必要な応援を実施することとする。

県は、関西広域連合の構成団体として、必要に応じて被災都道府県庁内等に現地支援本部を、被災市町村役

場内等に現地連絡所を設置し、被災自治体災害対策本部との連携を図り、現地ニーズに即した応援活動を実施

することとする。なお、ひょうご災害支援隊の先遣隊及び本隊の派遣職員は、関西広域連合の緊急派遣チーム

（先遣隊）、現地支援本部・現地連絡所職員を兼ねることができることとする。

６ 応急対策職員派遣制度による応援職員の派遣

県及び市町は、応急対策職員派遣制度に基づき、被災市町村の災害マネジメントを支援する災害マネジメン

ト総括支援員及び災害マネジメント総括支援員の補佐を行う災害マネジメント支援員を職員として派遣するも

のとする。

７ 他の都道府県との応援協定に基づく応援

(1) 近畿府県との相互応援協定に基づく応援

上記５に定めるところによる。
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(2) 全国都道府県における広域応援協定に基づく応援

県は、全国知事会から広域応援の内容の連絡があったときは、広域応援実施要領で割り当てられた被災県

に対して応援を実施することとする。

隣接ブロックの幹事県から近畿ブロック幹事県（兵庫県）に対して応援要請があったときは、県は近畿ブ

ロック構成府県と協力して応援することとする。

(3) 隣接府県との相互応援協定に基づく応援（岡山県、鳥取県）

① 県は、岡山県又は鳥取県から応援の要請があったときは、必要な応援を行うこととする。

② 県は、発災後、被災県と連絡が取れない場合は、自主的に情報収集活動を行うこととする。

③ 県は、情報収集活動の結果、緊急性を有し被災県の要請を待ついとまがないと認められるときは、必要

な応援を行うこととする。

④ 県は、職員を派遣する場合には、職員が消費又は使用する物資等を携行させるよう努めることとする。

(4) 新潟県との相互応援協定に基づく応援

① 県は、新潟県から応援要請があったときは、要請があった事項について、応援を行うこととする。

② 災害が発生し、被災県と連絡が取れない場合は、県は必要に応じ情報収集班を派遣し、被災地の情報収

集を行うとともに、当該情報に基づき必要な応援を行うこととする。

８ 法に基づく応援

(1) 応援の要求（災害対策基本法第74条、第74条の２）

県は、他の都道府県から応援の求めがあったときは、正当な理由がない限り速やかに応援することとする。

県は、内閣総理大臣から他の都道府県を応援するよう求められたときは、速やかに応援することとする。

その場合、特に必要があると認めるときは、県内市町に対し、県外の被災市町村を応援するよう求めること

とする。

(2) 職員等の中長期派遣

長期にわたる職員の派遣は、地方自治法第252条の17の規定により、また、内閣総理大臣のあっせんについ

ては、災害対策基本法第30条第１項の規定によることとする。

９ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 応援協定等に基づく応援

(2) その他必要な事項

〔資 料〕「協定締結状況」
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第５節 災害救助法の適用

〔実施機関：県危機管理部、市町、その他防災関係機関〕

第１ 趣旨

災害救助法の適用に関する事項について定める。

第２ 内容

１ 適用基準

知事は、同一の原因による災害により、被災者が現に救助を要する状態にある場合で、次の各号のいずれか

に該当するときに、災害救助法を適用することとする。（救助実施市を除く）

(1) 災害が発生した段階の適用（法第２条第１項）

① 市町内で住家の滅失世帯数が基準以上であること（災害救助法施行令第１条第１項第１号）

② 県の区域内で住家の滅失世帯数が2,500世帯以上に達し、かつ、市町の区域内で住家の滅失世帯数が基準

以上であること(災害救助法施行令第１条第１項第２号)

③ 県の区域内で住家の滅失世帯数が12,000世帯以上に達した場合、又は住家の滅失世帯が多数で被害地域が

他の集落から隔離、又は孤立している等のため生活必需品などの補給が極めて困難な場合若しくは有毒

ガスの発生、放射性物質の放出等のため被災者の救助が極めて困難であり、そのため特殊の技術を必要

とする場合（災害救助法施行令第１条第１項第３号）

④ 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、次のいずれかに該当す

ること（災害救助法施行令第１条第１項第４号）

ア 災害が発生し、又は発生するおそれのある地域の多数の者が、避難して継続的に救助を必要とする

こと。

イ 被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要とし、又は被災者

の救出について特殊の技術を必要とすること。

(2) 災害が発生するおそれ段階の適用（法第２条第２項）

災害が発生するおそれがある場合において、国が災害対策基本法に基づく災害対策本部を設置し、その所

管区域内の市町において被害を受けるおそれがあり、現に救助を必要とする場合

２ 適用手続

(1) 県

知事は、次の(2)により市町長等（救助実施市を除く）から被害状況等の報告があった場合等で救助が必要

であると認められる場合、又は被害の状況を客観的に判断し適用すべき状態にあると認められる場合は、内

閣府に技術的助言を求める等必要な措置を講じ、適用を決定することとする。

(2) 市町（救助実施市を除く）

市町長は、該当市町における災害の規模が１に定める基準に該当し、又は該当する見込みがある場合は、

次の手順により被害状況等を知事に報告しなければならない。
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（事務処理手順）

(注) 破線は、緊急の場合及び補助ルートとする。

３ 救助の実施

(1) 実施機関

① 県

県は、市町を包括する団体として広域的・総合的な事務を行うとともに、市町が行う救助活動を支援し、

その調整を行うこととする。

なお、災害が大規模となり、災害救助法を適用する場合で下記の事項に該当するときは、知事は、原則

として、その権限に属する災害救助法の救助の実施に関する事務を市町長（救助実施市を除く）に行わせ

ることとする。この場合、知事は当該事務の内容及び当該事務を行う期間を当該市町長（救助実施市を除

く）に通知することとする。

ア 市町長（救助実施市を除く）が当該事務を行うことにより、救助の迅速、的確化が図られること。

イ 緊急を要する救助の実施に関する事務（避難所の設置、炊き出しその他による食品の給与、災害にか

かった者の救出等）及び県においては困難な救助の実施に関する事務（学用品の給与等）であること。

② 市町（救助実施市を除く）

市町は、地域における公共の秩序を維持し、住民及び滞在者の安全を保持するため、市町長が行うこと

とされた救助の実施に関する事務を適正に実施するとともに、災害が突発し、県の通知等を待ついとまが

ない場合には、救助の実施に関する事務のうち、緊急を要する事務を実施することができる。その実施の

細目については、あらかじめ市町地域防災計画に定めることとする。

③ その他防災関係機関

防災関係機関は、地域防災計画、災害救助法の定めるところにより、救助に必要な人員の確保・物資の

調達等、救助活動の実施に際して、県、市町等、救助活動の実施機関に協力することとする。

④ 救助の応援

救助は災害が発生した県、市町が行うものであるが、災害が大規模となり、被災市町で救助に必要な人

員・物資・設備等の確保が困難な場合は、他の市町は、被災市町の要請に基づき応援の実施に努めること

とする。

(2) 実施内容

① 避難所の設置

② 応急仮設住宅の供与

③ 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給

④ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与

⑤ 医療及び助産

⑥ 被災者の救出

⑦ 福祉サービスの提供

⑧ 被災した住宅の応急修理

市
町

県
地
方
本
部

報告・要請等 報告・要請等

指示等 助言等助言等

報告・協議等

国

県
対
策
本
部
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⑨ 学用品の給与

⑩ 埋葬

⑪ 死体の捜索及び処理

⑫ 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で日常生活に著しい支障を及ぼしているものの

除去

ただし、災害が発生するおそれがある段階の救助の種類は避難所の供与とする。（要配慮者等の避難の

輸送・賃金職員等雇上げを含む）

４ 災害救助法による救助の基準

災害救助法による救助の程度、方法及び期間等は資料編に掲載しているが、この基準により実施することが

困難な場合は、内閣総理大臣に協議し、その同意を得て知事が定める基準により実施することとする。

５ 救助実施市との連携

神戸市が災害救助法第２条の２の救助実施市に指定されたことに伴い、県と神戸市は「兵庫県災害救助資源

配分・調整マニュアル」に基づき、関係機関、民間事業者とも連携の上、被災者の救助を実施することとする。

６ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 実施責任

(2) 実施の方法

(3) 関係資機材の保有状況及び物資の調達計画

(4) 応急仮設住宅の建設予定地

(5) 救助に関し必要な業者等の把握

(6) 救助に関する報告等の情報伝達計画

(7) その他必要な事項

〔資 料〕「災害救助法による救助の基準」

「過去の災害救助法の適用状況」

「災害救助法適用基準世帯数」

「災害救助事務フローチャート」
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第１節 水防活動の実施

〔実施機関：近畿地方整備局、神戸地方気象台、県土木部、県警察本部、警察署、水防管理者、量水標管理者〕

第１ 趣旨

水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減するための水防活動について定める。

第２ 内容

１ 水防の責任等

(1) 県（水防法第３条の６）

その区域における水防管理団体（水防の責任を有する市町及び水防事務組合をいう。）が行う水防が十分

行われるように確保すべき責任

(2) 市町（水防法第３条）

その区域における水防を十分に果たすべき責任

(3) 気象庁長官（気象業務法第14条の２、水防法第10条第１項、第２項、第11条第１項）

水防活動用の予報・警報を行うこと。

国土交通大臣と共同して指定河川(猪名川、藻川、円山川、出石川、加古川、揖保川、中川、元川)の洪水

予報を行うこと。

知事と共同して指定河川（武庫川、市川、千種川）の洪水予報を行うこと。

報道機関の協力を求め、洪水等に関わる気象状況を一般に周知させること等

(4) 国土交通大臣（水防法第10条第２項、第13条第１項、第16条第１項、第２項、第32条）

気象庁長官と共同して指定河川（猪名川、藻川、円山川、出石川、加古川、揖保川、中川、元川）の洪水

予報を行うとともに知事に通知し、一般に公表すること。

あらかじめ指定した河川について洪水特別警戒水位（氾濫危険水位）到達情報を知事に通知し、一般に公

表すること。

猪名川、円山川、加古川、揖保川等について水防警報を発すること等

洪水、津波又は高潮による著しく激甚な災害が発生した場合において、水防上緊急を要すると認められる

ときに特定緊急水防活動を行うことができる。

(5) 知事（水防法第11条第１項、第13条第２項、第13条の２、第13条の３、第16条第１項、第３項）

気象庁長官と共同して指定河川（武庫川、市川、千種川）の洪水予報を行うとともに関係市町長に通知す

ること。

あらかじめ指定した河川、公共下水道等の排水施設等及び海岸について洪水、雨水出水及び高潮の各特別

警戒水位到達情報を関係者に対し通知し、一般に公表すること。

あらかじめ指定した河川又は海岸について水防警報を発すること等

(6) 市町長（水防法第13条の２第２項）

あらかじめ指定した公共下水道等の排水施設等について雨水出水特別警戒水位到達情報を関係者に対し通

知し、一般に公表すること。

(7) 水防管理者（水防法第17条）

水防警報が発せられたとき、水位が警戒水位に達したとき、その他水防上必要があると認めるとき、水防

団及び消防機関を出動させること等

(8) 警察署（水防法第22条）

水防管理者からの出動援助要請があったときの協力

(9) 量水標管理者（水防法第12条）

関係者に対する通報水位（水防団待機水位）及び警戒水位（氾濫注意水位）の通報及び公表
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(10) 一般県民（水防法第24条、第29条）

常に気象情報、水防状況等に注意すること､水防に従事すること､避難のための立退きの指示に従うこと等

(11) 水防協力団体（水防法第37条）

水防団又は消防機関が行う水防活動への協力等

２ 水防組織

(1) 水防本部

県下における水防を総括するため、知事を本部長とし、総務班、情報連絡班、調査班、資材班、道路班、

機動班及び現地指導班からなる水防本部を設置し、その事務局を土木部河川整備課に置く。ただし、県に災

害対策本部が設置された場合は、水防本部は、そのままの形で災害対策本部の水防部（部長は土木部長）と

なる。

(2) 各班の事務分担

① 総 務 班 緊急対策、本部要員の招集その他水防本部の庶務

② 情報連絡班 気象台、庁内関係各課室及び土木事務所等、国土交通省河川関係事務所、県警本部等関

係機関との情報連絡、水防記録及び広報（災害対策本部設置時の本部と水防部との連絡

調整）

③ 調 査 班 関係部所管の被害状況の把握及びその他調査報告

④ 資 材 班 資材の収集、確保及び運送

⑤ 道 路 班 道路交通の確保

⑥ 機 動 班 所管する現地指導班の応援

⑦ 現地指導班 所管区域内水防管理団体等の技術指導、情報連絡その他現地における水防事務

３ 水防態勢

(1) 水防態勢

神戸地方気象台（以下、この節において「気象台」という。）から水防活動の利用に適合する予報及び警

報の発表があったとき、又は水防活動の必要があるとき、水防態勢に入ることとする。

(2) 水防非常配備

① 連絡員待機

配 備 時 期 態勢及び業務の内容
配備

人員

水防本部長

からの指令

気象台から水防に関する情報が発表

されるおそれがあるとき、又は発表さ

れたとき等、水防本部が必要と認めた

とき

雨量、水位又は潮位に関する情報の

収集及び連絡を主に行い、水防非常配

備態勢に直ちに移行できる連絡態勢で

なければならない。

数名 連絡員待機
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② 水防非常配備

態勢区分 配 備 時 期 態勢の内容
配備

人員

水防本部長

からの指令

第１非常

配備態勢

(1) 今後の気象情報及び水位又は潮位に注意

及び警戒を必要とするとき。

(2) 震度４の地震が発生したとき。

(自動発令）

主として情報連絡

に当たり、事態の推

移によっては、直ち

に人員の招集その他

活動ができる態勢

所属人員のう

ちあらかじめ

定めた少数の

人員を配備

水防指令

第 １ 号

第２非常

配備態勢

(1) 水防事態の発生が予想され、数時間の間

に水防活動の必要が予想されるとき。

(2) 水防警報の「準備」が発せられたとき。

(3) 震度５強又は５弱の地震が発生したとき。

（自動発令）

水防事態が発生す

れば、そのまま水防

活動が遂行できる態

勢

所属人員のう

ちあらかじめ

定めた概ね５

割以内の人員

を配備

水防指令

第 ２ 号

第３非常

配備態勢

(1) 水防事態が切迫し、又は水防態勢の規模

が大きくなり、第２非常配備態勢では処理

しかねると予想されるとき。

(2) 水防警報の「出動」が発せられたとき。

(3) 震度６弱以上の地震が発生したとき。

（自動発令）

(4) 津波注意報または津波警報、大津波警報が

発表されたとき。 （自動発令）

完全な水防態勢 原則として所

属人員全員を

配備

水防指令

第 ３ 号

（注）１．（自動発令）と記載のあるものは、地震発生又は津波注意報等の発表をもって水防指令が自動的に

発令されたものとみなす。

２．人員については気象状況等を考慮し、この表に依らず継続した事態に対応した配備も可能とする。

４ 水防指令及び水防警報

(1) 水防指令

第１号 第１非常配備につくべき指令

第２号 第２非常配備につくべき指令

第３号 第３非常配備につくべき指令

解 除 水防非常配備を解除する指令

(2) 国土交通大臣の発する水防警報

① 水防警報の対象区域

猪名川、藻川、加古川、東条川、万願寺川、揖保川、中川、元川、林田川、栗栖川、円山川、奈佐川及

び出石川の国土交通省直轄管理区域

② 水防警報の種類

待機 水防団員の足留めを行うことを目的とし、主として気象予報に基づいて行う。

準備 水防資器材の整備点検、水門等の開閉の準備、水防要員招集の準備、幹部の出動等に対

するもので、上流の雨量に基づいて発令する。

出動 水防団員の出動の必要を警告して行うもので、上流の雨量又は水位に基づいて発令する。

解除 水防活動の終了の通知を行う。

適宜 水位 水位の上昇下降、滞水時間、最高水位、時刻等、水防活動上必要とする水位状況を通知

する。
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（津波時）※姫路河川国道事務所のみ

出動 水防機関が出動する必要がある旨を警告するもの。

解除 水防活動の必要が解消した旨を通告するもの。

(3) 知事の発する水防警報

① 水防警報河川

ア 洪水・高潮にかかる水防警報の対象河川は下記のとおりとする。但し、国土交通省が管理する河川の

区域を除く。

(ｱ) 一級河川（31河川）

竹田川、※左門殿川、猪名川、円山川、奈佐川、出石川、稲葉川、八木川、大屋川、建屋川、加古

川、美嚢川、志染川、淡河川、万勝寺川、万願寺川、下里川、東条川、千鳥川、野間川、杉原川、

篠山川、宮田川、柏原川、高谷川、葛野川、揖保川、林田川、栗栖川、菅野川、引原川

※左門殿川は高潮による水防警報

(ｲ) 二級河川（40河川）

武庫川、有馬川、夙川、芦屋川、高橋川、住吉川、石屋川、都賀川、新湊川、妙法寺川、福田川、

山田川、明石川、伊川、谷八木川、赤根川、瀬戸川、喜瀬川、法華山谷川、天川、市川、越知川、

夢前川、菅生川、大津茂川、千種川、佐用川、志文川、竹野川、佐津川、矢田川、湯舟川、岸田川、

久斗川、大栃川、宝珠川、洲本川、三原川、都志川、郡家川

イ 津波にかかる水防警報の対象河川は下記のとおりとする。但し、国土交通省が管理する河川の区域を

除く。

兵庫県南海トラフ巨大地震津波浸水想定図及び日本海沿岸地域津波浸水想定図の津波浸水想定区域内

にある全河川(但し、一級及び二級河川に限る。)

② 水防警報海岸

水防警報の対象海岸は下記のとおりとする。但し、国土交通省が管理する海岸の区域を除く。

ア 大阪湾沿岸 尼崎市、西宮市、芦屋市及び神戸市の海岸

イ 播磨沿岸 明石市、播磨町、加古川市、高砂市、姫路市、たつの市、相生市及び赤穂市の海岸

ウ 淡路沿岸 淡路市、洲本市及び南あわじ市の海岸

エ 但馬沿岸 豊岡市、香美町及び新温泉町の海岸

③ 水防警報の種類

第１号 待機 事態の推移に応じ、直ちに水防活動に出動できるよう待機させるもの。

第２号 準備 水防事態が発生すれば、直ちに水防活動ができる態勢を準備させるもの。

第３号 出動 水防活動に出動させるもの。

第４号 解除 水防活動を終了させるもの。

５ その他

その他詳細については、「兵庫県水防計画」に定めるところによる。
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第２節 救助・救急、医療対策の実施

第１款 人命救出活動の実施

〔実施機関：海上保安本部、自衛隊、県危機管理部、県警察本部、市町、消防機関〕

第１ 趣旨

災害のため生命身体が危険な状態にある者や生死不明の状態にある者を捜索し、又は救出・保護するための対

策について定める。

第２ 内容

１ 実施機関

(1) 市町は、救出活動を実施することとする。

(2) 県、県警察本部、自衛隊は、市町の救出活動に協力することとする。

(3) 県は、救出活動の応援に際し、市町間の調整を行うこととする。

(4) 市町は、市町域内における関係機関の救出活動の調整を行うこととする。

２ 県

県は、市町から要請のあった場合、又は必要と認める場合は、次の措置を講じることとする。

(1) 県職員の派遣

(2) 他の市町長に対する応援の指示

(3) 自衛隊に対する災害派遣要請

(4) 兵庫県建設業協会に対する建設用資機材及び労力の支援要請

(5) 日本レスキュー協会との「災害時における災害救助犬の出動に関する協定」に基づく救助犬出動要請

(6) 救出活動に関する総合調整

３ 県警察本部

県警察本部は、次の措置を講じることとする。

(1) 要救助者、行方不明者の救出救護及び捜索活動の実施

(2) 必要な交通規制の実施

４ 市町

(1) 市町は、市町地域防災計画に定める「救出班の編成」「資機材の保有調達計画」に基づき、職員の動員と

負傷者等の救出を実施することとする。

(2) 市町は、救出活動が困難な場合、県に、可能な限り次の事項を明らかにして、救出活動の実施を要請する

こととする。

① 応援を必要とする理由

② 応援を必要とする人員、資機材等

③ 応援を必要とする場所

④ 応援を必要とする期間

⑤ その他必要な事項
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５ 消防機関

(1) 消防機関は、負傷者等の救出活動を実施することとする。

(2) 市町等は、被災市町等からの要請又は相互応援協定に基づき、消防機関による応援の迅速かつ円滑な実施

に努めることとする。

(3) 知事は、県内の消防力で対応が困難な場合、消防庁長官に要請し、他の都道府県管内の消防機関の応援を

求めることとする。（なお、消防庁長官は、都道府県の要請を待つ暇がない場合、要請を待たずに応援のた

めの措置を求めることができる。）

(4) 緊急消防援助隊は、広域的な応援を要する場合に、消防庁長官の要請・指示により出動することとする。

６ 自衛隊

自衛隊は、知事の要請等により救出活動を実施することとする。

（→「自衛隊への派遣要請」の項を参照）

７ 海上保安本部

(1) 海上保安本部は、巡視船艇、航空機、必要に応じ特殊救難隊等による迅速な人命救出活動を実施すること

とする。

(2) 海上保安本部は、負傷者等の搬送に当たって臨時ヘリポートの使用等、関係機関との緊密な連携を図るこ

ととする。

８ 自主防災組織、事業所、住民等

自主防災組織、事業所の自衛防災組織、住民等は、次により自発的に救出活動を行うとともに、救出活動を

実施する各機関に協力するよう努めることとする。

(1) 組織内の被害状況の把握と負傷者の早期発見

(2) 救助用資機材を活用した組織的救出活動の実施

(3) 県警察本部、消防機関等への連絡

９ その他

救助活動を実施する機関は、人員、重機等の資材の確保について、建設業界との連携強化に努めることとす

る。

県は、兵庫県建設業協会との「災害時における応急対策業務に関する協定」に基づき、必要により救助活動

に必要な人員、機材等の支援要請を行うこととする。

10 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 実施責任

(2) 救出班の編成

(3) 必要な資機材の保有・調達

(4) 自主防災組織等の活動

(5) その他必要な事項
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第２節 救助・救急、医療対策の実施

第２款 救急医療の提供

〔実施機関：海上保安本部、県危機管理部、県保健医療部、県警察本部、市町、消防機関、医療機関、事故等発

生責任機関〕

第１ 趣旨

災害により、短時間に集団的に発生する負傷者等の発見、通報から搬送、救急医療の提供に至るまでのケア対

策について定める。

第２ 内容

１ 実施方法

(1) 負傷者の発見、通報並びに関係機関への連絡

負傷者等の発見者又は事故等責任機関から第１報を受信した機関は、災害の状況（日時、場所、災害の状

況、死傷者の数）を必要に応じ関係機関に直ちに連絡することとする。

(2) 現場における負傷者等の救出

救出を要する負傷者に関する通報を受信した救出担当機関は、災害の規模・内容等を考慮の上、直ちに必

要な人員機材等を現場に出動させ、救出に当たることとする。

(3) 現場から医療施設への負傷者等の搬送

① 負傷者等の発見の通報を受信した搬送担当機関は、直ちに職員、搬送車両等を現場に出動させ、搬送に

当たることとする。

② 搬送車両等が不足する場合は、次の応急措置を講じることとする。

ア 救急指定病院の患者搬送車の活用

イ その他の応急的に調達した車両の活用

ウ 隣接市町の応援要請

③ 市町及び消防事務に関する一部事務組合の長又は消防長は、ヘリコプターによる搬送を要すると判断し

た場合、県へヘリコプターの出動を要請することとする（「兵庫県消防防災ヘリコプター緊急運航要綱」

等）。

また、県は、大規模災害に際して、必要と認める場合は、独自に、又は市町の要請に基づき、他機関に

対してヘリコプターの出動を要請することとする。

（ヘリコプターを有する他機関）

・他府県消防本部等（「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」による）

・海上保安本部

・自衛隊

・ドクターヘリ基地病院 等

(4) 医療関係者の出動要請並びに現場及び搬送中の救急措置

① 事故等責任機関は、事故等の規模・内容を考慮のうえ、医療機関に対し医療関係者の出動を要請し、現

場及び搬送中の負傷者等に対する救急措置の万全を期することとする。

② 県、市町は、事故等の状況により自ら必要があると認めるとき、又は事故等責任機関等から要請があり、

必要と認めたときは、医療関係者を現場へ出動させることとする。

(5) 負傷者等の収容

① 負傷者等の収容については、事故等責任機関が特に指示する場合を除き、下記施設の活用を図ることと

する。

ア 災害拠点病院
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イ ２次救急医療機関

ウ 救急告示病院・診療所

エ その他の医療施設

オ 公民館、学校等に設置された救護所及び救護センタ－

カ 寺院（死者の場合）

② 死亡して発見された場合及び搬送中に死亡した場合等は、速やかに県警察本部に連絡し、検視その他所

要の処理を行わなければならない。

速やかな検視等に支障が生じる程度の多数の死者が発生した場合は、日本法医学会に対し応援を要請す

るとともに、県医師会を通じて、兵庫県医師会死体検案認定医等の臨床医の協力も得ることとする。

(6) 関係機関への協力要請

災害の規模・内容等により必要があるときは、時機を失することなく関係機関に協力を要請することとす

る。

(7) 災害の現場における諸活動の調整

① 県に災害対策本部が設置された場合

県災害対策本部長又は県災害対策本部長が指名する者が諸活動の調整を行うこととする。

② 県に災害対策本部が設置されない場合

ア 道路、宅地等での事故等

県警察本部又は市町の現場指揮者が諸活動の調整を行うこととする。

イ 鉄道、空港、工場、鉱山での事故等

事故等責任機関（鉄道会社、空港管理者、工場・鉱山等を経営する事業者）の現場指揮者が諸活動の

調整を行うこととする。

(8) 費用

救急医療対策に要した費用については、現行関係法の適用により処理しうるものは同法により、その他の

ものについては事故等責任機関の負担とすることとする。

２ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 実施責任

(2) その他必要な事項

〔資 料〕「消防本部における救急自動車・救急隊員一覧表」

「兵庫県広域消防相互応援協定」
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第２節 救助・救急、医療対策の実施

第３款 医療・助産対策の実施

〔実施機関：近畿厚生局、海上保安本部、県保健医療部、市町、独立行政法人国立病院機構（近畿グループ担当

理事部門）、日本赤十字社兵庫県支部、災害拠点病院等の医療機関〕

第１ 趣旨

災害のためその地域の医療機能がまひ、低下した場合や医療機関の診療能力を超える患者が発生した場合にお

ける医療及び助産対策について定める。

第２ 内容

１ 実施責任機関

(1) 市町は、被災者等に対する保健医療活動を実施することとする。

(2) 県は、市町から要請があった場合、又は県が必要と認める場合は、兵庫ＤＭＡＴ及び救護班（ＪＭＡＴ兵

庫を含む）を現地に派遣するなど保健医療活動を実施することとする。

２ 救護所の設置

(1) 市町は、次の場合に救護所を設置することとする。なお県は、救護所では対応しきれない場合には、救護

センターを設置することとする。

① 現地医療機関が被災し、その機能が低下又は停止したため、現地医療機関では対応しきれない場合

② 患者が多数で、現地医療機関だけでは対応しきれない場合

③ 被災地と医療機関との位置関係、あるいは傷病者の数と搬送能力との問題から、被災地から医療機関へ

の傷病者の搬送に時間がかかる等の理由で、被災地での対応が必要な場合

(2) 市町は、救護所の設置予定場所、名称、収容人員などをあらかじめ定めておくこととする。

(3) 市町、県は、地域の医療機関の復旧状況、受診者数及び疾病構造を勘案し、地域医療に引き継ぐことが適

当と判断した場合は、地元医師会と協議の上、救護所及び救護センターを廃止することとする。

３ 船舶の活用（災害時医療支援船）

災害時、洋上を広域かつ適宜移動できる船舶等が持つ各機能を活かし、災害時医療支援船として利活用する。

① 輸送機能を活用した透析・難病患者等の多人数搬送

② 生活機能を活用した一時的避難所としての利用等

③ 災害時被災地での外部医療援護者等の一時宿泊施設としての利活用

また、県は、必要に応じ、政府本部に対し、被災地域内の港湾における船舶を活用した医療活動を要請する

ものとする。

４ 県における情報収集・提供

(1) 情報の収集

① 地域保健医療情報センターは、災害医療圏域内の他の県健康福祉事務所・市保健所､ 市町、郡市医師会

等関係機関と連携しつつ、災害救急医療情報システム等を活用し、医療機関の被災状況、診療応需状況、

死傷者の発生状況、避難所の開設状況（数、位置、避難者数）、救護所開設状況（数、位置、要措置患者

数）、医薬品等の必要量及び集積場所等に関して情報を収集し、県に報告することとする。

② 県（医務課）、災害医療センターは、以下の情報収集を行うこととする。

ア 医師会、歯科医師会に対し医療機関会員及び患者の被災状況の確認

イ 被災地域並びにその近隣地域の診療可能状況及び空床状況の把握
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ウ 近隣府県に対する患者受入可能医療機関（名称、位置、受入可能人数）の確認・把握

エ 患者会等関係団体を通じた被災状況の確認

オ 水道、電気、ガスの確保、道路の状況等に関する情報の収集

カ ヘリコプターの運航状況の確認

キ 被災した医療機関から転送が必要な患者数の確認

③ 県（薬務課）は、以下の情報収集を行うこととする。

ア 薬剤師会、災害薬事コーディネーターと連携し、薬局会員及び患者(利用者)の被災状況の確認

イ 赤十字血液センターに対する血液製剤等の備蓄量の照会

ウ 調達可能な医薬品等の種類・数量の確認

災害薬事コーディネーターとは

災害時に、県が設置する保健医療福祉調整本部等において、被災地の医薬品等や薬剤師及び

薬事・衛生面に関する情報の把握やマッチング等を行うことを目的として県に委嘱された薬剤師

(2) 情報の提供

① 県は、厚生労働省に対し、被災状況等について把握した情報を逐次報告するとともに、報道機関の協力

のもと、関係機関や県民等に対し、次のとおり情報提供を行うこととする。

ア 医療機関に対する転送先（名称、所在地、連絡先等）及びヘリコプター利用に関する情報（臨時発着

場の位置、連絡先等）の提供

イ 市町に対する医薬品等供給に関する情報（医薬品の種類、数量、配布場所等）の提供

ウ 県民に対する診療応需情報（診療可能医療機関、救護所）の提供

エ 県民及び医療機関に対する慢性疾患用医薬品等の供給方法に係る情報の提供

② 県は、消防本部に患者受入可能医療機関について周知することとする。

５ 救護班の派遣等

(1) 救護班の派遣等関係機関への要請

① 県（医務課）は、市町長から要請があった場合、又は必要と認める場合は、関係機関に対し次の要請を

行うこととする。

ア 災害拠点病院をはじめ日本赤十字社兵庫県支部及び赤十字病院、県立病院、国立病院等（独立行政法

人国立病院機構、国立大学法人及び独立行政法人労働者健康福祉機構等）、公的病院、私的医療機関に

対する救護班等の編成と被災地への派遣要請

イ ドクターヘリ等の待機要請

ウ 近隣府県に対する救護班の編成・派遣要請と医療機関への患者受入れの要請

エ 自衛隊、海上保安本部に対する船艇・航空機による患者搬送についての待機要請

オ 電力会社に対する被災医療機関の優先的な復旧の要請と水道事業者及びＬＰガス事業者に対する医療

機関への優先供給の要請

カ 厚生労働省を通じた救護班の派遣等の要請

② 災害医療センターは、県（医務課）の指示に基づき救護班の派遣調整、患者搬送に関する待機要請を行

うこととする。

夜間、情報途絶時等で緊急に対応を要する場合は、県（医務課）の指示を待たずに、この要請、調整等

を行うこととし、必要な対応を行ったときは、速やかに県（医務課）に報告することとする。

③ 県（薬務課）は、必要に応じて、以下の要請を行うこととする。

ア 赤十字血液センターに対する血液の安定供給の要請

イ 厚生労働省、兵庫県医薬品卸業協会、兵庫県医療機器協会、日本産業・医療ガス協会近畿地域本部兵

庫県支部等に対する医薬品及び医療機器等の確保の要請
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④ 海上保安本部は、可能な範囲で、医師、看護師、ＤＭＡＴ等に対し、ヘリコプター搭載型巡視船等に設

けられた医務室を提供するほか、宿泊等の便宜を図ることとする。

(2) 救護班の編成

① 兵庫ＤＭＡＴ指定病院

兵庫ＤＭＡＴ指定病院は、災害の初期において、状況により自らの判断に基づき、速やかに兵庫ＤＭＡ

Ｔの派遣を行うこととし、派遣先については県または災害医療センターと調整することとする。

② 災害拠点病院救護班

ア 災害拠点病院は、災害の初期において、状況により自らの判断に基づき、速やかに救護班の派遣を行

うこととし、派遣先については県または災害医療センターと調整することとする。

イ 災害拠点病院救護班は、当該病院の開設主体ごとの定めにより編成することとする。

③ 日本赤十字社救護班

ア 日本赤十字社救護班は、標準的には医師、看護師長、看護師、主事等計６名で編成されるが、業務の

必要に応じて、この基準人員を増減することができるほか、薬剤師、助産師、放射線技師等の職能を持

った人員も加えることとする。

イ 日本赤十字社兵庫県支部救護班は、常時15班を編成し、日本赤十字社兵庫県支部及び各赤十字施設の

職員をもって充てることとする。

ウ 災害救助法の適用前又は適用のない場合及び法の解除後の救護は日本赤十字社独自の救護とし、法の

適用のあった場合は原則として県災害対策本部の指揮下に入ることとする。

なお、日本赤十字社は、災害の初期において、状況により自らの判断に基づき、速やかに救護班を派

遣することがある。

④ 県立病院救護班

ア 県立病院救護班は、医師１名、看護師２名、薬剤師１名、業務調整員１名、計５名をもって１班を編

成することとする。ただし、災害の状況、現在人員の都合により助産師を加えるなどの編成の変更及び

人数の増減を行うこととする。

イ 県立病院救護班は19班とすることとする。

⑤ 国立病院等救護班

ア 国立病院等救護班は、医師１名、薬剤師１名、看護師２名、業務調整員１名の計５名をもって１班を

編成することとする。

イ 国立病院等救護班は18班とすることとする。なお、災害の状況によっては班数を増やすこととする。

ウ 県からの独立行政法人国立病院機構（以下、「国立病院」という。）の救護班等の派遣要請は、国立

病院機構本部の指示を受けた同機構近畿グループ担当理事部門（以下、「近畿グループ担当理事部門」

という。）を通じて行うこととする。

エ 神戸大学医学部附属病院、神戸逓信病院、神戸労災病院、関西労災病院に対しては、県又は災害医療

センターが救護班の派遣要請を行うこととする。

オ 国立病院機構本部の指示を受けた近畿グループ担当理事部門は、県から救護班の派遣要請があった場

合には、国立病院に対し救護班の派遣調整を行うこととする。

カ 国立病院等は、県又は災害医療センターから救護班の派遣要請があった場合には、速やかに救護班を

派遣することとする。

キ 国立病院は、施設の近辺において初期災害医療を早急に実施する必要があるにもかかわらず、通信の

途絶等により近畿グループ担当理事部門からの連絡を待つ時間的猶予がないと認めたときなど、状況に

より、自らの判断に基づき速やかに救護班を派遣するとともに、派遣場所及びスタッフの概要等の情報

を速やかに県又は災害医療センターに対し通知することとする。

ク 国立病院等は、被災地に厚生労働省対策本部が設置された場合は、その業務を支援し、国立病院等救

護班と密接な連絡を保ち、常に必要な情報の伝達を確保することとする。

ケ 被災地周辺の国立病院等は、厚生労働省の指令を受けたときは被災地域の国立病院等へ職員を派遣す
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るとともに、患者の収容が可能な場合には、消防本部、県健康福祉事務所・市保健所等関係機関にその

旨を連絡し、必要に応じ被災地域の国立病院等及び救護所等からの被災患者の受入れに努めることとす

る。

コ 国立病院等は、災害によって多数の重症患者が発生した場合及び自らの施設が被害を受けた場合に備

え、国立病院等以外の近隣の医療機関等との間においてあらかじめ重症患者の輸送方法等を定めておく

こととする。

サ 国立病院等は、緊急及び不測の事態の発生を想定し、必要最低限の医薬品、食料及び水等の備蓄を行

うこととする。

⑥ 公的病院救護班（県立病院、国立病院等を除く。）

ア 公的病院救護班の編成については、県立病院救護班に準じることとする。

イ 公的病院救護班は14班とすることとする。

⑦ 医師会救護班

県は、必要により、県医師会及び県歯科医師会に設置される災害救護本部に、ＪＭＡＴ兵庫の派遣を要

請することとする。

ア JMATは医師１名、薬剤師１名、看護師２名、業務調整員１名の計５名をもって１班を編成することと

する。

イ JMATは10班とすることとする。なお、災害の状況によっては班数を増やすこととする。

ＪＭＡＴ（Japan Medical Association Team）とは

・ 被災者の生命及び健康を守り、被災地の公衆衛生を回復し、地域医療の再生を支援することを

目的に、日本医師会が組織し、医師・看護師・薬剤師・事務員等で構成される災害医療チーム。

・ 被災地・避難所の状況把握と改善、医療・健康管理など、急性期以降の避難所・救護所における

医療が主な活動。

⑧ 他府県による救護班

県は、必要により相互応援に関する協定を締結している近畿２府７県及び岡山県、鳥取県、新潟県に対

し、救護班等の派遣について要請するとともに、その他の府県については、全国都道府県における災害時

の広域応援に関する協定等に基づき、全国知事会等を通じて救護班等の派遣を要請することとする。

⑨ 関係機関による救護班

県は必要により、災害救護本部に日本災害歯科支援チーム（ＪＤＡＴ）、日本災害リハビリテーション

支援協会（ＪＲＡＴ）、日本栄養士会災害支援チーム（ＪＤＡ－ＤＡＴ）の派遣を要請することとする。

(3) 救護班の活動

被災地に入った救護班等は、被災地の地域保健医療情報センター、市町等の指揮の下に、発災直後は、傷

病者のトリアージ、応急措置、重症者の搬送の指示・手配等を行うこととする。

その後は、乳幼児、高齢者等要配慮者等を含め、健康管理に努めるとともに、急性疾患の治療、慢性疾患

の継続治療に当たることとする。

災害拠点病院、日本赤十字社、ＪＭＡＴについては、自主判断により救護班等を派遣、活動した場合にお

いても、状況により、県からの要請に基づいた派遣・活動として認めることとする。

６ 災害拠点病院の活動

(1) 災害が自らの災害医療圏域で発生した場合

ア 圏域内の他の医療機関で対処できない患者を受け入れ、治療に当たることとする。

イ 災害拠点病院の院内災害対策本部体制を中心として県から委嘱されている災害医療コーディネーター等

が調整を行い、他の医療機関への転送が適当と判断された患者の搬送について消防本部へ要請することと

する。

ウ 災害救急医療情報システム等を活用して圏域内外の医療機関に関する情報を把握し、災害医療コーディ
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ネーター等が地域保健医療情報センターに対し患者受入先の確保や医療マンパワーの確保について要請す

ることとする。

(2) 災害が他の災害医療圏域で発生した場合

ア 災害医療センター等の要請に基づき、被災圏域で対処できない患者の受入れ、救護班の派遣等を行うこ

ととする。

イ 災害救急医療情報システム等を活用し、被災圏域の医療に関する情報を収集し、災害医療センター、各

災害拠点病院と協力し、必要に応じた支援策を講じることとする。

７ 医療マンパワーの確保

(1) 医療マンパワーの活動の調整

被災地の県健康福祉事務所・市保健所は、地域保健医療情報センター等と連携を図り、管内市町の被災状

況や市町の要望に基づき、救護班、医師、歯科医師、看護師、薬剤師等の配置、調整、医療提供内容の指導

等マンパワーの活動調整を行うこととする。またその派遣については兵庫県医師会にも協力を要請する。

(2) その他の医療ボランティア

他府県等から参集した医療ボランティアは、県保健医療調整本部に指示された場所において、また現地に

直行したボランティアは、県健康福祉事務所、市保健所又は市町に指示された場所において、市町の災害対

策本部の指揮の下に活動を行うこととする。

８ 患者等搬送体制

(1) 県は、県内の各消防本部や自衛隊等と情報交換を図りながら、円滑な患者の搬送が行われるよう調整を行

うこととする。

(2) 災害医療センターは、県の指示に基づき、患者搬送に関する要請、調整を行う。夜間・情報途絶時等で、

緊急に対応を要する場合は、県の指示を待たずに要請、調整を行い、対応後は速やかに県に報告することと

する。

(3) 県、災害医療センターは、道路の寸断や交通渋滞等で救急車による搬送が困難な場合、ヘリコプターや船

艇による患者搬送を行えるよう消防機関、自衛隊、海上保安本部、ドクターヘリ基地病院等と調整を行うこ

ととする。

(4) 災害医療センターは、ヘリコプターによる患者搬送等に当たって、被災地外から同乗できる医師の確保に

努めることとする。

(5) 県は、被災地への医療従事者等の派遣についても、ヘリコプターや船舶を活用することとする。

(6) 県は、ヘリコプター及び船艇による患者搬送の実施に当たり、報道機関の協力を得て、被災地の医療機関

に対し発着場所、連絡先等要請手続の周知を図ることとする。

(7) 県は、必要に応じ、政府本部に対し、船舶を活用した傷病者の搬送を要請するものとする。

９ 医薬品等の供給

(1) 品目

区 分 期 間 主な医薬品等

緊急処置用 発災後３日間 輸液、包帯、消炎鎮痛剤、殺菌消毒剤 等

急性疾患用 ３日目以降 風邪薬、うがい薬、整腸剤、抗不安剤 等

慢性疾患用 避難所の長期化 糖尿病、高血圧等への対応

※ 県、市町等は、特に、発災後３日間に必要となる医薬品等の迅速、確実な確保を行うこととする。

(2) 調達方法
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① 市町は、救護所等で使用する医薬品等を確保することとする。また、医療機関で使用する医薬品等は、

各医療機関でも備蓄しているが、不足が生じる場合、県（保健医療福祉調整本部及び地域医療情報センタ

ー）と連携し、補給を行うこととする。

② 県（保健医療調整本部及び地域医療情報センター）は、市町で供給が困難な場合、又は県が必要と認め

る場合に、供給あっせんすることとする。

③ 県（薬務課）は、県内の医薬品卸売業者が、約１週間分の医薬品等の在庫を有していることから、流通

在庫の活用を図ることとし、兵庫県医薬品卸業協会、兵庫県医療機器協会等との連携を強化することとす

る。

④ 県（薬務課）は、供給に困難が生じる場合は、他府県や厚生労働省に協力を要請することとする。

(3) 搬送、供給方法

① 県は、搬送に当たっては、あらかじめ定めた緊急輸送路を活用することとする。

② 販売業者は、市町域の集積基地まで搬送し、市町は、集積基地の選定、仕分け・運搬人員の確保、運搬

手段を確保し、救護所等への供給を行うこととする。なお、状況により、自衛隊等に搬送を要請するなど

目的地への迅速な供給に努めることとする。

③ 県は、集積基地での仕分けについて安全管理に努めるとともに、専門知識を有する人材（災害薬事コー

ディネーター）による整理分類が必要であるため、必要に応じて、薬剤師会等へ協力を要請することとする。

④ 県は、集積基地を経由しない、平時のサプライチェーンの早期回復に務めることとする。

10 医療機関のライフラインの確保

(1) 県は、市町と連携を図りながら、電気、水道、ガス等ライフライン関係事業者に対し、医療機関（とくに

病院）のライフラインの優先的復旧のための協力を速やかに要請することとする。

(2) 県は、市町と連携を図りながら、(一社)兵庫県ＬＰガス協会に対し医療機関へのガスの優先的な供給につ

いて要請するとともに、都市ガス利用地域においても都市ガスが復旧するまでの間、代替ガスが利用できる

ようガス設備の調整等について配慮を要請することとする。

(3) 県は、ライフラインの途絶等により患者の食事の提供が不可能となった医療機関に対し給食を提供するた

め、給食事業者等に要請を行うなどの措置を講じることとする。

(4) 県は、透析医会を通じ断水した透析医療機関を把握するとともに、当該医療機関への上水の提供について

水道事業者と調整を行うこととする。

11 市町地域防災計画に定めるべき事項

(1) 実施責任

(2) 救護班の編成

(3) 救護所の位置（所在、名称、収容能力）

(4) 医療助産用資機材の備蓄、調達

(5) その他必要な事項

〔資 料〕「告示救急医療機関一覧」

「地域医療情報センター一覧」

「国立病院等の連絡系統、入院ベッド数一覧表」

「兵庫県医師会災害救護活動要領」

「救護班の構成」

「県・郡市医師会会長及び同事務所所在地」

「救護班派遣要請系統」

「DMAT指定病院一覧」

「兵庫DMAT派遣要請系統」
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第３節 交通・輸送対策の実施

第１款 交通の確保対策の実施

〔実施機関：近畿地方整備局、海上保安本部、県危機管理部、県農林水産部、県土木部、県公安委員会、県警察

本部、市町、西日本高速道路㈱関西支社、阪神高速道路㈱、本州四国連絡高速道路㈱、県道路公社、

芦有ドライブウェイ㈱、漁港管理者、港湾管理者、空港管理者等〕

第１ 趣旨

災害時における安全かつ円滑な交通の確保対策について定める。

第２ 内容

１ 被災情報及び交通情報の収集

(1) 道路管理者、県警察本部は、緊密に連携し、それぞれ所管する道路あるいは地域について道路の点検を行

い、被災状況等を把握するとともに、通行の禁止又は制限に関する情報を収集することとする。

(2) 道路管理者、県警察本部は、県、市町の防災情報ネットワークや電力・ガス・通信企業等民間のセキュリ

ティシステム等を利用して幅広い情報収集に努めることとする。

(3) 県警察本部は、現場の警察官、関係機関等からの情報に加え、交通監視カメラ、車両感知器等を活用して、

通行可能な道路や交通状況を迅速に把握することとする。

２ 陸上交通の確保

道路管理者、県警察本部は、把握した被災状況等に基づき、通行禁止等の措置をとることとする。

(1) 道路法（第46条）に基づく応急対策

道路管理者は、道路の損壊その他の事由により、交通が危険であると認められる場合においては、管理す

る道路の保全と交通の危険を防止するため、区間を定めて道路の通行禁止又は制限を行うこととする。

① 一般国道（指定区間）（「災害対策部運営計画」による。）

ア 災害対策部の設置

兵庫国道事務所、姫路河川国道事務所、豊岡河川国道事務所は、その所掌に係る一般国道(指定区間)

に災害が発生したとき若しくは災害発生のおそれがある場合、災害対策部を設置することとする。

イ 警戒体制等の発令

災害対策部は、気象情報又は災害の情報等に基づき警戒体制等の発令及び解除を指令することとする。
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○ 警戒体制等の区分及び発令基準

（降雨時）

体制区分 発 令 基 準

注意体制 1)雨に関する注意報若しくは警報（以下、「注意報等」という）が発表され、対策部

長が必要と判断した場合

2)注意報等の発表下で、連続雨量が別に定める注意体制強化対象雨量に達した場合

（注意体制の強化を図る）

3)対策部長が必要と判断した場合

4)道路部対策本部長が指示した場合

警戒体制 1)「注意報等」の発表下で、連続雨量が別に定める警戒体制対象雨量に達した場合

2)道路災害により通行規制を行う必要がある場合

3)対策部長が必要と判断した場合

4)道路部対策本部長が指示した場合

警戒強化体制 警戒体制に合わせ以下の人命に関わる災害や、交通に広域的な影響を及ぼす災害の場合に発令

1)直轄国道の災害で、直接的に死者や重傷者の発生が確認（予測）された場合

2)直轄国道における同時多発の土砂流出等により、被災区間内に滞留した車両の退出に時間を

要すると判断した場合

3)直轄国道の被災により孤立集落が発生し、解消に長時間要すると判断した場合

4)直轄国道及び高速道路等が同時通行止めになる等により、交通に広域的な影響を長時間及ぼ

すと判断した場合

5)道路部風水害対策本部長が必要と判断した場合

非常体制 1)注意報等の発表下で、連続雨量が別に定める非常体制対象雨量に達した場合

2)重大な被害が発生し、交通が途絶した場合

3)通行止が発生した時又は、緊急事態が予測される場合

4)対策部長が必要と判断した場合

5)道路部対策本部長が指示した場合

（降雪時）

体制区分 発 令 基 準

注意体制 1)雪に関する情報により、除雪等の作業が予測される場合

2)風雪注意報・大雪注意報等が発表され、対策部長が必要と認めた場合

（注意体制の強化を図る）

3)対策部長が必要と判断した場合

4)道路部対策本部長が指示した場合

警戒体制 1)大雪警報等が発表され、対策部長が必要と判断した場合

2)雪により通行規制を行う必要がある場合

3)対策部長が必要と判断した場合

4)道路部対策本部長が指示した場合
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警戒強化体制 1)直轄国道と並行する高速道路が降雪の影響で通行止めとなった場合（通行止め予測も含む）

2)直轄国道の被災により孤立集落が発生し、解消に長時間要すると判断した場合

3)車両滞留が確認された場合。（50台未満）

4)直轄国道が降雪により、通行止めとなり広域的な迂回が必要な場合。

5)道路部雪害対策本部長が必要と判断した場合。非常体制 1)重大な被害が発生し、交通が途絶した場合

2)雪により通行止が発生した場合又は緊急事態が予測される場合

3)豪雪災害時における道路交通確保のための緊急措置要領による体制が発令された場合

4)対策部長が必要と判断した場合

5)道路部対策本部長が指示した場合

注）雪寒対策期間中、これらの体制に満たない場合は、平常体制とする。

ウ－１ 通行規制基準（兵庫国道事務所）

号線 区 域 距離標 延長
雨 量
観測所名

電話番号
（出張所）

注意体制（強化体制）

対象雨量

警戒体制

対象雨量

非常体制対象雨量

(通行止)

28
自淡路市塩尾

至洲本市安乎町平安浦

36.8～

38.6

km

1.8
ﾃﾚﾒｰﾀｰ

塩 尾

0799

22-1680

mm

100(注2)

mm

120

mm

160

28
自洲本市中川原町厚浜

至 〃 炬口

40.8～

43.7 2.9
ﾃﾚﾒｰﾀｰ

炬 口
〃 100(注2) 120 160

176

自 西宮市塩瀬町生瀬

至 西宮市塩瀬町生瀬

（太多田橋交差点）

55.1～

55.6 0.5 ﾃﾚﾒｰﾀｰ

名 塩

0798

35-6470
100(注2) 120

190

または組合わせ雨量

連続雨量160

時間雨量40mm

その他の区域 ﾃﾚﾒｰﾀｰ

鵜 崎

0799

22-1680 120 160 －

当該出張所

注１）雨量は特に記載のある場合を除き連続雨量とする。連続雨量の判断は、降雨状況、気象条件等を総合的

に判断して行うが、原則として降雨の３時間以内の中断は、連続雨量として取り扱う。ただし、時間降

雨２mm以下が３時間連続した場合は０とみなす。

注２）近年都市部で発生する予測が困難な局地的集中豪雨への暫定的な対策として、夜間休日における注意体

制の対象雨量を、当面の間、次のとおりとする。

①連続降雨量：60㎜以上 かつ 時間降雨量：50㎜／h以上

②連続降雨量：70㎜以上 かつ 時間降雨量：40㎜／h以上

③連続降雨量：80㎜以上 かつ 時間降雨量：30㎜／h以上

ウ－２ 通行規制基準（姫路河川国道事務所）

号線 区 域
延 長

（㎞）

雨 量

観測所名

注意体制強化

対象雨量

警戒体制

対象雨量

非常体制対象

雨量（交通止）

2

自 赤穂郡上郡町梨ヶ原

至 赤穂郡上郡町梨ヶ原

〔129.0kp～130.0kp〕

1.0
落地雨量観測所

(船坂雨量観測所※)

mm

150

mm

200

mm

250

29

自 兵庫県宍粟市波賀町原

至 〃 戸倉

〔54.7kp～67.2kp〕

10.9 引原雨量観測所 100 120 160

29

自 兵庫県宍粟市波賀町戸倉

至 〃 戸倉峠

〔68.3kp～71.5kp〕

3.2 戸倉雨量観測所 120 160 200
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2

29
その他の区域 118.0 当該出張所 160 200 －

注）雨量は連続雨量とする。連続雨量は、降雨状況、気象状況等を総合的に判断するものとし、原則として「降

り始め」からの降雨量の累計とする。「降り始め」は、随時の時間雨量が２mm以下の場合は、０mmとみな

す。「降り終わり」は、随時の時間雨量が２mm以下で３時間以上続いた場合、又は、大雨警報時は６時間

以上続いた場合、その時点で０mmとする。ただし、梅雨期等のように前に相当の降雨（基準雨量程度）が

あったり、以後相当の降雨が予想される時はこの限りではない。

※ 梨ヶ原の非常体制対象雨量は、船坂雨量観測所（岡山国道事務所の雨量観測所）とする。

ただし、岡山国道事務所との協議により変更する場合がある。

ウ－３ 通行規制基準（豊岡河川国道事務所）（降雨）

号線 区 域
距離票

延 長

雨 量

観測所名

注意体制強

化

対象雨量

警戒体制

対象雨量

非常体制

対象雨量

(通行止)

備考

９ 兵庫県養父市関宮～

兵庫県美方郡香美町村岡区福岡

140.4～

146.1

L=5.7㎞

福岡

観測所

(他1箇所)

120 150 200
注１

連続雨量

- - 160 注３

その他の区域 蒲生観測所

(他4箇所)

150 250 － 注１

連続雨量

483 兵庫県朝来市和田山町加都

（和田山ＪＣＴ・ＩＣ） ～

兵庫県丹波市春日町野村

（春日ＩＣ）

和田山

ＪＣＴ

（他5箇所）

兵庫県豊岡市戸牧（豊岡出石ＩＣ）

～兵庫県豊岡市上佐野（但馬空港

ＩＣ）

3.9～5.9

L=2.0km

豊岡出石Ｉ

Ｃ観測所

70 90 120
注1

連続雨量

50 70
110

時間40mm

注2

組み合わ

せ雨量

- - 96 注3

兵庫県豊岡市上佐野（但馬空港Ｉ

Ｃ）～兵庫県豊岡市日高町久斗（日

高神鍋高原ＩＣ）

5.9～11.8

L=5.9km

山本高架橋

観測所

100 130 170
注1

連続雨量

50 70
110

時間40mm

注2

組み合わ

せ雨量

- - 136 注3

レーダー雨

量
- - 170 注4

兵庫県豊岡市日高町久斗

（日高神鍋高原ＩＣ） ～

兵庫県朝来市和田山町加都

（和田山ＪＣＴ・ＩＣ）

11.8～

35.2

L=23.4km

大倉部

石和TN間

（他1箇所）

120 150 200
注１

連続雨量

50 70
110

時間40mm

注２

組み合わ

せ雨量

雨量- - 160 注３

注１）雨量は連続雨量とし、連続雨量の判断は、降雨状況、気象条件等を総合的に判断して行うが、原則とし
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て降雨3時間未満の中断は、連続雨量として取り扱う。但し1時間降雨量2mm以下が連続3時間続いた場合、

連続雨量を0とみなす。なお、大雪警報発表下でのゼロリセットは１時間降雨量2mm以下が連続6時間続い

た場合とする。

注２）時間40mm以上の激しい降雨が予想され、対策部長が必要と判断した場合は、組み合わせ雨量の規制値と

して取り扱う。規制の解除については、パトロールを実施し、危険が無い事を確認した後、対策部長が判

断を行う。

注３）非常体制対象雨量（連続雨量）の８割を超過し、かつ、兵庫県砂防部が算出している土壌災害発生危険

基準線（ＣＬ）に到達した場合

注４）近年被災経験のある区間のため、レーダー雨量による補完を行うものとする。

② 兵庫県が管理する道路（「災害時における道路の通行の禁止または制限の実施要綱」による。県が管理

する一般国道を含む。）

ア 危険区間の選定

県（土木事務所）は、管轄の警察署と協議して交通の危険が発生するおそれのある区間をあらかじめ

選定することとする。

イ 危険区間台帳の整備

県（土木事務所）は、前項により選定した区間について危険区間台帳を作成し、１部を管轄の警察署

に送付することとする。

ウ パトロールの強化

県（土木事務所）は、災害時に危険区間のパトロールを強化することとする。

エ 通行の禁止、制限

県（土木事務所）は、災害時に交通の危険が生ずると認められる場合、管轄の警察署長と協議の上、

必要な通行の禁止又は制限措置をとり、道路法第47条の５に規定する道路標識を設置することとする。

オ 情報の収集及び交換

県（土木事務所）は、管轄の警察署等と協力して通行の禁止又は制限に必要な情報の収集及び交換に

努める。

また、あらかじめ情報担当者を指定して、気象及び道路状況の情報収集に当たらせることとする。

③ 神戸市が管理する道路（「異常気象時における道路パトロール実施要綱」による。）

ア パトロール路線

神戸市（建設局）は、パトロールを実施する道路を、交通量及び過去における災害の場所並びに災害

の予想される区域等によりＡ路線、Ｂ路線、その他建設局長が特に指定する路線に区分することとする。

イ パトロールの実施

神戸市（建設事務所長）が任命するパトロール員は、次の区分に従ってパトロールを実施することと

する。

Ａ路線 防災指令第１号の発令及び気象情報に応じて必要なパトロール体制をとり、

降雨の増加、その他状況の変化に応じて常時パトロールを実施することとする。

Ｂ路線 防災指令第２号の発令をもって、Ａ路線に準じてパトロールを実施することと

する。

ウ 通行止め等の措置

(ｱ) パトロール員がパトロール実施中に道路の破損、崩壊土砂の堆積等を発見し、その道路の全部又は

一部が通行不能と認められる場合には、直ちに通行の禁止又は制限を決定し、必要な標示を施し神戸

市（建設事務所長）に報告することとする。

(ｲ) 神戸市（建設事務所長）がパトロール員の状況報告に基づき、道路の状態に危険が予想されると認

めた場合には、管轄の警察署長と協議して通行止め又はその他交通制限を決定し、かつ、必要な措置

を講ずることとする。なお、異常気象時における通行の禁止又は制限について、特別の区間及び条件

を別途設け、規制することとする。
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(ｳ) 警察署長又は消防署長から通報のあった道路に関する危険箇所については神戸市（所轄建設事務所

長）が(ｲ)に準じて措置することとする。

④ 西日本高速道路株式会社関西支社が管理する有料道路(｢防災業務要領｣による。)

ア 交通規制の実施基準

(ｱ) 西日本高速道路株式会社関西支社は、次の基準に該当する場合、直ちに交通規制を実施した上、速

やかに点検を行うこととする。

交通規制の内容 異 常 降 雨、そ の 他

通行規制 別表１に定める通行規制基準を超えた場合

通行止め 別表１に定める通行止め基準を超えた場合

(ｲ) 西日本高速道路株式会社関西支社は、交通規制を実施する場合、県警察本部及び周辺道路の道路管

理者に必要な協議、通知等を行うこととする。
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別表１ 通行止め等基準値

連続雨量 連続雨量
(mm) 連続雨量 時間雨量 (mm) 連続雨量 時間雨量

䦅

230 200 40 160䦅

明石西IC

䦅

永井谷JCT

45 230 200 45 150

第
二

神
明

第二
神明

須磨IC

280 200 40

第
二
神

明
北
線

垂水JCT

280 200

䦅

神戸西IC

山
陽
道

西
神
線

神戸

三木JCT

210 140 45 160

160 140 45 90

220 180

45 90140

山

陽

道

140 45

180 45

備前IC

神戸JCT

姫路東IC
䦅

䦅

三木小野IC

䦅

神戸

姫路

210

270

260

150 45 100䦅

佐用TB

鳥
取
道

佐用JCT

210 150 45 160

200 160 45 110䦅

佐用IC

230 190 45 140䦅

山崎IC

250 160 45

170 - - 130䦅

滝野社IC

280 190 40 230 190 40 150䦅

福崎IC

280 190 45

110

200 50 - - - 150

中

国

道

大阪
吹田JCT

- - -

神戸

160 45

福崎

- - - -
䦅

備　考
（第二基準）

組合せ雨量(mm) 組合せ雨量(mm)
連続雨量(mm)

-

新

名

神

神戸

箕面とどろみIC

230

䦅

神戸JCT

--

新規供用

川西

210 160 45 160 - -

道路名 事務所 IC名
通行止基準値

通行止基準値
通行規制基準値

- - - -

名神 大阪

280 200 50 230 200 50 150

西宮IC

䦅
豊中IC

䦅
高槻JCT

中国池田

䦅

宝塚IC

210

45 130

190 35 210 190 35 150

160 - - 110䦅

吉川IC

220 180 50

- 110

200 130 45 150 130 45 80

210 160 45 160 -

40 80

210 120 40 160 120 40 80

210 120 40 160 120

160 120 40 80

210 120 40 160 120 40 80

210 120 40

䦅

神戸

福知山

舞
鶴
若
狭
道

吉川JCT

䦅

三田西IC

䦅

綾部IC

大飯高浜IC

小浜IC

舞鶴東IC

䦅

䦅

䦅

小浜西IC

100 新規供用䦅

宍粟JCT

播
磨
道

姫路
播磨新宮IC

170 140 30 - - -

播磨JCT

170
一部新規供
用あり

䦅

播磨新宮IC

140 30 - - - 100

（注：1）通行規制基準とは交通管理者に対し道路管理者として速度規制を協議する目安の基準
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（注：2）連続雨量は雨の降り始めから降り終わりまでの積算雨量

（注：3）第二基準とは、通行止め基準値を越える降雨があった場合、連続雨量がいったんゼロになった後であっ

ても24時間以内にふたたび降雨が開始したときに採用する

基準値。

※基準値については、適宜見直す。

イ 交通規制の実施方法

(ｱ) 西日本高速道路株式会社関西支社は、通行止めを実施する場合に、可変情報板等により、通行中の

車両に対して通行止めの表示を行うとともに、通行止め区間内のインターチェンジ又は通行止め区間

外の本線から通行止め区間内に車両が流入しないよう措置することとする。

(ｲ) 西日本高速道路株式会社関西支社は、異常降雨等により通行止めを実施した場合において、通行止

め区間内の本線上にある車両又はサービスエリア等にある車両に対しては、巡回車等により、原則と

して次のとおり指示することとする。

ａ 異常降雨の場合

車両は、西日本高速道路株式会社の指定するインターチェンジ等から流出する等適切な措置を講

じること。

ｂ その他の場合

〇 本線上にある車両は、左側路肩に停車し、西日本高速道路株式会社若しくは県警察本部の指示

があるまでは走行しないこと。

〇 車両の運転者は、やむを得ず車を離れるときは、車のキーをそのままにしておくこと。

〇 サービスエリア等にある車両は、西日本高速道路株式会社又は警察の指示があるまでは走行し

ないこと。

(ｳ) 応急対策・復旧

兵庫県と締結した「災害時等における相互協力に関する協定」に基づき、被災地の早期復旧と高速

道路利用者の安全の確保を図ることとする。

⑤ 阪神高速道路株式会社が管理する有料道路

（「阪神高速道路株式会社防災業務要領風水害編」による。）

ア 通行規制等の実施基準

阪神高速道路株式会社は、強風又は大雨により高速道路の通行に危険があると認められるとき、

次表の基準による通行規制等を行うこととする。

種類 区 間 基 準 巡回・協議 措 置

強風 湾 岸 線 風速 10m/sec 以上 巡回の強化 走行注意の情報提供

風速 15m/sec 以上 警察との協議 速度制限

風速 20m/sec 以上 警察との協議 通行止め

そ の 他 風速 15m/sec 以上 巡回の強化 走行注意の情報提供

風速 25m/sec 以上 警察との協議 通行止め

大雨 北神戸線

箕谷以西

箕谷以東

神戸山手線

連続雨量110mm以上 巡回の強化 走行注意の情報提供

連続雨量210mm以上

警察との協議 通行止め連続雨量160mm以上且つ

時間雨量45mm以上

その他 巡回の強化

警察との協議

走行注意の情報提供

その他必要な通行規制

※箕谷以東と以西に分け、状況に応じて対策を実施

（注）1. 風速は、10分間平均値である。
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2. 連続雨量は、途中６時間以上中断した場合は、連続雨量としない。

3. 時間雨量２mm以下の場合は中断とみなす。

4. 通行止等を実施する区間については、降雨やその他の状況を勘案し、上記以外の区間を設定

できることとする。

5. 基準に達しない場合でも、必要な措置をとることができることとする。

イ 通行規制の実施方法等

(ｱ) 阪神高速道路株式会社は、通行の禁止を行ったとき、本線上及びパーキングエリアの駐車場等にあ

る車両に対して、次の指示を行うこととする。

ａ 本線上の車両は路肩に寄せて停車しエンジンを止めること。

ｂ 阪神高速道路株式会社又は県警察本部の指示があるまでは、走行しないこと。

ｃ 運転者は、やむを得ず車両を離れるときは、ドアをロックせず、キーをつけておくこと。

※ 通行の禁止が長時間に及ぶときは、警察と協議の上、流出可能な最寄りのランプから流出させること

とする。

(ｲ) 阪神高速道路株式会社は、点検・調査により通行の安全が確保されることが確認された時点で通行

再開に向けて警察と協議し、通行を再開させることとする。

(ｳ) 応急対策・復旧

兵庫県と締結した「災害時等における相互協力に関する協定」に基づき、被災地の早期復旧と高速

道路利用者の安全の確保を図ることとする。

⑥ 本州四国連絡高速道路株式会社が管理する有料道路

（「防災業務実施要領－本州四国連絡高速道路株式会社神戸管理センター」、「防災業務実施要領－本州

四国連絡高速道路株式会社鳴門管理センター」による。）

ア 通行制限及び通行禁止の実施基準

(ｱ) 本州四国連絡高速道路株式会社は、災害発生により交通が危険であると認められる場合の他、次に

定める基準に該当する場合は、あらかじめ県警察本部と協議の上、通行制限又は通行禁止（以下、「通

行制限等」という。）の措置をとることとする。

○ 通行制限・通行禁止基準値

事象 区間 ※50km規制（通行制限基準値） 通行禁止（通行禁止基準値）

雨

神戸西IC

～

鳴門IC

連続雨量：概ね（○○）mm以上 又は

時間雨量：概ね（○○）㎜以上

各IC間の雨量は次表のとおり。

連続雨量：概ね（○○）mm以上 又は

連続雨量が（○○）mmに達した後、

時間雨量が概ね（○○）mm以上の時

各IC間の雨量は次表のとおり。

そ
の
他
䥹
暴
風
等
䥺

風 10分間平均風速：概ね15m/s以上 10分間平均風速：概ね25m/s以上

霧 視程：概ね100m以下 視程：概ね50m以下

雪 積雪が始まった状態 積雪が著しい状態

凍

結

凍結が予想される場合 凍結し、一般車両の通行が困難と判断される場合

※ 淡路島南IC～鳴門北IC（大鳴門橋）間は、40km規制

（注：1）連続雨量は雨の降り始めから降り終わりまでの積算雨量。ただし、途中時間雨量２mm以下の状態が４時

間以上連続した場合は連続雨量としない。

別表 降雨時の通行制限・通行禁止基準値一覧表

IC名

※50km規制

（通行制限基準値）

通行禁止(通行禁止基準値)

備考
連続雨量(mm)

組合せ雨量(mm)

連続雨量(mm) 時間雨量(mm) 連続雨量 時間雨量

神戸西IC～東浦IC 140 20 260 180 40
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東浦IC～津名一宮IC 150 20 340 200 50

津名一宮IC～淡路島南IC 145 20 320 200 55

（淡路島中央スマートIC） － － （270） （150） （55） 出入閉鎖

淡路島南IC～鳴門IC 145 20 340 200 55

(ｲ) 本州四国連絡高速道路株式会社は、通行禁止を実施し又は変更したとき、地方公共団体及び周辺道

路の道路管理者に速やかにその内容を通知することとする。

イ 通行制限等の実施方法

(ｱ) 本州四国連絡高速道路株式会社は、通行制限等を実施する場合、可変情報板等により通行中の車両

に対して通行制限等の表示を行うこととする。

(ｲ) 本州四国連絡高速道路株式会社は、通行禁止を実施した場合、通行禁止区間内のインターチェンジ

又は通行禁止区間外の本線から通行禁止区間内に車両が流入しないよう措置するとともに、通行禁止

区間内の本線上の車両又はサービスエリア内等の車両に対し、巡回車等により、原則として次のとお

り指示することとする。

ａ 異常降雨の場合

車両は、本州四国連絡高速道路株式会社の指示するインターチェンジ等から速やかに流出するこ

と。

ｂ その他の場合

サービスエリア等での待機を容認するものとし、駐車車両が流出しないよう措置することとする。

(ｳ) 応急対策・復旧

兵庫県と締結した「災害時等における相互協力に関する協定」に基づき、被災地の早期復旧と高速

道路利用者の安全の確保を図ることとする。

⑦ 兵庫県道路公社が管理する有料道路（「兵庫県道路公社－防災対策要領」による。）

ア 通行規制の実施基準

（ｱ）通行制限の措置

a 次表の基準に達したときは、交通管理者（※１）に気象観測情報（降雨量及び風速）（※２）を提

供し、速度規制を依頼する。

項目 通行制限（速度規制等）(注)7 通行禁止

気象 基準 路線名
対象

区間
方法 内容 基準 路線名

対象

区間
方法

降雨

播但連絡

道路

※状況に

応じて区

間を設定

する

和田山IC

～

福崎北R

可変速

度標識

道路情

報板

速 度

規 制

注 意

喚 起

連続

雨量(注)1

200㎜

以上

又は

土砂

災害

警戒

情報

発令

(注)4

播但連絡

道路

※状況に

応じて区

間を設定

する

和田山

IC

～

福崎北

R
遮断機

道路情

報板

交通規

制車等

連続

雨量(注)1

130㎜

以上

又は

大雨

警報

発令

(注)2及び3

豊富R

～

姫路JCT

道路情

報板

注 意

喚 起

豊富R

～

姫路JC

T

－ － － －

遠阪

トンネル

(注)8

全区間



風水害等対策計画

第３編 災害応急対策計画

第３章 円滑な災害応急活動の展開

第３節 交通・輸送対策の実施

第１款 交通の確保対策の実施

- 267 -

※１ 交通管理者は、高速道路交通警察隊

※２ 気象観測情報は、規制対象区間沿線のものとする。

b その他の通行制限については、道路法第４６条の規定に基づき道路管理者として必要な措置を行う。

（ｲ） 通行禁止の措置

a 道路法第４６条の規定に基づき、次表の基準に達した場合、事務所長は道路管理者として通行禁止の措置

を行う。

b この場合、あらかじめ周辺交通管理者に通知するものとし、実施後速やかに周辺道路管理者に連絡を行う。

(令和６年度別表、雪・凍結は、資料編(応３－１－２) 雪害対策に掲載）

種 別 通行制限(速度制限等) 規制対象区間 通行禁止 規制対象区間

降 雨 ○速度規制
（警察へ依頼）
・播但連絡道路
連続雨量 130mm以上
又は大雨警報発令

・播但連絡道路
（状況に応じて区間を
設定）

和田山IC－福崎北R

豊富R－姫路JCT

（警察へ通知）
連続雨量 200mm以上
又は土砂災害警戒情

報発令

・播但連絡道路
（状況に応じて区間を
設定）

・遠坂トンネル

和田山IC－福崎北R

豊富R－姫路JCT

全区間

風 ○速度規制
(警察へ依頼)
風速 20m/sec以上又は
暴風警報発令

・播但連絡道路
（状況に応じて区間を
設定）

和田山IC－福崎北R
(状況に応じて区間を設定)
全区間

（警察へ通知）
風速 25m/sec以上

・播但連絡道路
（状況に応じて区間を
設定）

・遠阪トンネル

全区間

全区間

風

風速(注)5

20m/sec

以上

又は

暴風

警報

発令(注)6

播但連絡

道路

※状況に

応じて区

間を設定

する

和田山IC

～

福崎北R

可 変 速

度 標 識

道路情

報板

速 度

規 制

注 意

喚 起 風速(注)5

25m/sec

以上

播但連絡

道路

※状況に

応じて区

間を設定

する

全区間

遮断機

道路情

報板

交通規

制車等

福崎北R

～

姫路JCT

道路情

報板

注 意

喚 起

－ － － －
遠阪

トンネル
全区間

○通行注意

（情報板による表示）

・播但連絡道路 福崎北R－姫路JCT

連続雨量 130mm (状況に応じて区間を設定)

○通行注意
（情報板による表示）
風速20m/sec以上
・播但連絡道路 福崎北R－姫路JCT

(状況に応じて区間を設定)
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雪・
凍結

○速度規制
(警察へ依頼)
降雪が始まったとき
凍結の恐れがあるとき

・播但連絡道路
（状況に応じて区間を
設定）

・積雪及び凍結により一
般車両の通行に支障が
あると判断されるとき

○冬用タイヤ指導
(警察と協議)
・播但連絡道路
（状況に応じて区間を
設定）

・遠阪トンネル

和田山IC－福崎北R

福崎北R－姫路JCT

和田山IC－市川北R

全区間

（警察へ通知）
積雪及び凍結により一
般車両（冬用タイヤ指
導区間にあっては、冬
用タイヤ着用車）の通
行が困難であると判断
されたとき

・播但連絡道路
（状況に応じて区間を
設定）

・遠阪トンネル

・

全区間

全区間

(注)１ 連続雨量の判断は、降り始めからその時刻までの累積雨量とする。

但し、無降雨又は時間雨量２ｍｍ以下が、３時間継続した場合は、リセットして連続雨量としない。

(注)２ 大雨警報(浸水害)が発令されたときは、道路情報板により「注意喚起」を行う。

(注)３ 大雨警報(土砂災害)が発令されたときは、可変速度標識による「速度規制」を行う。

(注)４ 土砂災害警戒情報が発令されたときは、該当区間の「通行禁止」の措置を行う。

【上記において、土砂災害警戒情報が発令されたときとは、気象庁の土砂災害警戒情報(土砂キ

キクル紫色・警戒レベル４)内に播但連絡道路対象区間が含まれた時を言う。】

(注)５ 風速は、１０分間平均値とする。

(注)６ 暴風警報が発令されたときは、道路情報板により「注意喚起」を行う。

(注)７ 速度規制が必要な場合は、高速道路交通警察隊に気象観測状況(降雨量、風速等)を提供のうえ速

度規制を依頼する。

(注)８ 遠阪トンネルの連続雨量が通行禁止基準値200mmに達すると見込まれる場合は、事務所は豊岡河川

国道事務所との協議を密にして対応する。

また、北近畿豊岡道を除く遠阪トンネル単独で通行禁止を実施する場合は、本社と協議のうえ実

施する。

イ 通行規制の実施方法

通行規制の実施に際しては、次の事項に留意するものとする。

(ｱ) 通行禁止の規制を実施する場合は、道路情報板等により、通行中の車両に対して通行禁止の表示を

行うとともに、通行禁止区間内のランプ又は通行禁止区間外の本線又は一般道から通行禁止区間内に

車両が流入しないようにし、あわせて迂回路の情報提供に努めることとする。

(ｲ) 異常気象により通行禁止の規制を実施した場合は、通行禁止区間内の本線上にある車両又はサービ

スエリア等にある車両に対して、道路パトロール車及びラジオ等により、道路公社の指定するランプ

等から速やかに流出させるなど、適切な措置を講じることとする。

(ｳ) 被災状況の点検

通行規制を実施した場合は、「災害点検マニュアル（降雨編）」に基づき、速やかに道路の被災の

○通行注意
（情報板による表示）
・播但連絡道路 和田山IC－姫路JCT
冬用タイヤ装着 (状況に応じて区間を設定)
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有無を点検するものとする。

(ｴ) 通行規制の解除等

通行規制の解除にあたっては、事務所長は次の事項に留意するものとする。

ａ 解除前点検の結果、通行規制の必要がないと認められる場合は、速やかに当該通行規制を解除す

るものとする。

ｂ 解除前点検の結果、引き続き通行規制が必要と認められる場合は、状況に応じて必要な措置を講

ずるものとする。

ｃ 通行制限又は禁止を解除又は変更するときは、高速道路交通警察隊と必要な事項を協議し、周辺

道路の管理者に連絡を行うものとする。

⑧ 芦有ドライブウェイ株式会社が管理する有料道路（「芦有ドライブウェイ維持管理規程」による。）

ア 交通規制の実施基準

(ｱ) 次の基準に該当する場合、直ちに交通規制を実施した上、速やかに点検を行うこととする。

種別 通行止め規制
チェーン等
装着規制

通行注意

異常降雨

・連続雨量が200mmに達した場合
・連続雨量が160mmに達しかつ時間雨
量が40mmを超える場合
・降雨による通行止めを解除後、24時
間以内に降り始めた連続雨量が150mm
に達した場合
・県道奥山・精道線が降雨等により通
行止めを行う場合、県土木からの要請
により通行止めを実施

―
・連続雨量が120mm達した場合

・大雨洪水警報が発令された場合

強風
・強風により倒木、樹木等の路面散乱
が発生した場合

― ・強風注意報が発令された場合

霧 ― ― ・霧が発生し視界不良の場合

雪
・道路パトロールにより路面に積雪が
確認され、チェーン等装着による走行
が困難な場合

・道路パトロール
により路面に積雪
が確認された場合

・気象予測により路面凍結、降雪、
積雪等が予測される場合
・降雪の場合

路面凍結
・道路パトロールにより路面凍結が確
認され、チェーン等装着による走行が
困難な場合

・道路パトロール
により路面に凍結
が確認された場合

・気象予測により路面凍結が予測さ
れる場合

事故等 ・事故等により通行止めが必要な場合 ―
・事故等が発生し、通行止めの必要
がない場合

※連続雨量とは、雨の降り始めから終わりまで2mm/hrを超える雨が6時間以上中断を伴わず継続した場

合の累積雨量をいう。

(ｲ) 芦有ドライブウェイ株式会社は、通行規制を実施した場合は、直ちに所轄警察署に連絡するととも

に、関係機関に連絡することとする。

イ 災害の予防

芦有ドライブウェイ株式会社は、毎日全線をパトロールするほか、自動車道の法面及び石積等構造物

については、定期的に総点検を行ない、必要な防災処置を講じることとする。

ウ 防災体制

・ 異常気象時管理体制（豪雨、豪雪、台風等異常気象時）

・ 緊急体制（災害発生等緊急時）

によって、防災体制に入る。

(ｱ) パトロールの強化
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芦有ドライブウェイ株式会社は、災害時において、芦屋－有馬間全線のパトロールを強化し、自動

車道路の状況及び関連県道等の情報をもとに、通行の禁止又は制限を決定した場合は、各料金所に指

令するとともに、関係機関及び阪急バス㈱に連絡することとする。

(ｲ) 通行禁止等の措置

芦有ドライブウェイ株式会社は、料金所入口に指令に基づく看板を掲示し、通行車両の運転者に安

全通行のため必要な注意を与えることとする。

(2) 被災地域への流入抑制

県警察本部は、災害が発生した直後、人命救助、被害の拡大防止、負傷者の搬送等に要する人員及び物資

の輸送を行う車両等の通行の確保を図ることとする。

① 災害発生直後は、被災地域への車両の流入抑制を図り、緊急通行車両など災害発生の初期段階において

真に必要な車両の通行を確保するため、高速自動車国道・自動車専用道路を中心として、道路交通法第４

条による広域的な交通規制を速やかに実施する。

② 被災地域への車両の流入抑制を図るため実施された交通規制の範囲、交通規制の対象について、広報を

実施する。

③ 大規模災害時の交通規制の実施に向け、緊急交通路の指定等について関係府県警察、道路管理者等と連

絡、調整を行う。

④ 県警察本部は、高速自動車国道及び自動車専用道路について、規制区域におけるインターチェンジ等か

らの流入を制限することとする。

⑤ 高速道路警察隊長、警察署長又は現場警察官は、災害対策基本法に基づく交通規制が未だなされていな

い場合において、必要により、道路交通法による迅速な交通規制を実施することとする。

(3) 災害対策基本法に基づく交通規制（発災時から４、５日ないし１週間程度）

この時期は、道路交通は混雑し、被害の拡大や二次災害が発生することが予想され、住民等の安全かつ円

滑な避難の確保、負傷者の救出・救護、消防等の災害応急対策のための緊急交通路の確保等が中心となるの

で、県公安委員会は、道路交通の実態を迅速に把握し、災害対策基本法第76条第１項の規定に基づく交通規

制を迅速に実施することとする。

① 規制を行う区域又は区間

県公安委員会は、区域規制を被災地及びその周辺で行い、区間規制を当該被災地に至る複数のルートで

行うこととするが、関係機関が行う災害応急対策の進捗状況、道路交通の復旧状況等に応じて、区域規制

を区間規制へ変更するなど臨機応変に規制を変更することとする。

② 周知徹底

県公安委員会は、災害対策基本法に基づく交通規制を行う場合、災害対策本部、関係府県公安委員会、

道路管理者等と連携して、通行禁止等を行う区域又は区間、対象、期間（終期を定めない場合は始期）な

どあらゆる広報媒体を活用して住民等に周知することとする。

テレビ
ラジオ

新聞　等

道路の
管理者

県にあっては
県土整備部

（道路保全課）

通知連絡
（本部連絡員） （本部連絡員）

関係府県
公安委員会

県公安委員会

災害対策本部

関係土木事務所報道機関 関係警察署

住民等

警察車両等による広報
立看板
情報板

現場警察官の広報等



風水害等対策計画

第３編 災害応急対策計画

第３章 円滑な災害応急活動の展開

第３節 交通・輸送対策の実施

第１款 交通の確保対策の実施

- 271 -

③ 規制方法

県公安委員会による規制は、災害対策基本法施行令に基づいて、次のいずれかの方法で行うこととする。

ア 標示を設置して行う場合

標示は、交通規制の区域又は区間の道路の入口やこれらと交差する道路との交差点付近に設置し、車

両の運転者に対して、緊急交通路における交通規制の内容を周知させる。

イ 現場警察官の指示により行う場合

緊急を要するためアの標示を設置するいとまがない場合又は標示を設置して行うことが困難な場合に

ついては、警察官の現場における指示により規制を行う。

④ 警察官等の措置命令及び措置（災害対策基本法第76条の３）

ア 警察官は、通行禁止区域等において、車両その他の物件が災害応急対策の実施に著しい支障が生じる

おそれがあると認めるときは、当該車両その他の物件の占有者、所有者又は管理者に対して、車両その

他の物件の移動その他必要な措置をとることを命じ、又は警察官自ら当該措置をとることができる。

また、県警察本部は、日本自動車連盟及び兵庫県自動車修理業レッカー事業協同組合との覚書に基づ

き、必要に応じて緊急通行車両等の通行の妨害となっている放置自動車等の排除活動について協力要請

を行うこととする。

イ アの措置命令及び措置は、自衛官又は消防吏員がその職務を執行するに当たって、警察官がその場に

いない場合に限り、自衛官又は消防吏員に準用する。

ウ 自衛官又は消防吏員が警察官の権限を行った場合、その旨を管轄の警察署長に通知しなければならな

い。

⑤ 迂回路対策

ア 県警察本部は、迂回路の設定及び迂回路への誘導については、道路管理者との共同点検の実施等によ

り、危険箇所がないことを確認した上、行うこととする。この場合において、必要に応じて警察官を交

通要点に配置するなど、危険を回避するための措置をとるものとする。

イ 県警察本部は、迂回路に設定された道路に信号機の倒壊及び停電による滅灯等がある場合は、速やか

に当該状況を確認し、警察官の配置、信号機電源付加装置による電源の回復、必要な交通規制の実施等

の措置をとるものとする。

⑥ 広報活動

ア 道路管理者、県公安委員会は、一般車両が被災地域に流入することにより交通渋滞に拍車をかけ、緊

急通行車両の通行の障害となることを避けるため、交通規制状況及び道路の損壊状況等交通に関する情

報について、ドライバーをはじめ広く県民に周知することとする。

イ 道路管理者及び県公安委員会は、ドライバー等への広報に当たり、警察車両等による広報、テレビ、

ラジオ、ＣＡＴＶ、立看板、横断幕、情報板及び現場警察官等による広報等あらゆる広報媒体を活用す

るとともに、機動的に情報提供を行うため、サインカーの整備・活用を図ることとする。

(4) 緊急交通路の通行を認める車両

① 緊急通行車両

緊急自動車（道路交通法第39条第１項）その他災害応急対策（災害対策基本法第50条第１項、災害対策

基本法施行令第32条の２）に使用される車両であって、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方

公共団体の長、その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関（以下、「指定行政機関等」とい

う。）が保有し、若しくは指定行政機関等との契約により、常時指定行政機関等の活動のために使用され

る車両又は災害発生時に他の関係機関・団体等から調達する車両。

② 規制除外車両

民間業者等による社会経済活動のうち、大規模災害発生時に優先すべきものに使用される車両、災害応

急対策等に従事する自衛隊及び外交官関係の車両で特別な自動車番号票を有するものであって、県公安委

員会の意思決定により通行を認める車両。

(5) 緊急通行車両、規制除外車両の事前届出
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県公安委員会は、県と連絡をとりつつ、災害応急対策活動の円滑な推進に資するため、緊急通行車両の確

認届出及び規制除外車両の事前届出を受理することとする。なお、緊急通行車両のうち、県が保有する車両

及び県が締結した協定に係る機関の保有する車両については、県において確認届出を受理することとする。

① 緊急通行車両のうち確認届出の対象とする車両

災害応急対策に従事する者又は災害応急対策に必要な物資の緊急輸送その他の災害応急対策を実施する

ための車両として、次のいずれにも該当する車両。

ア 災害発生時において、災害対策基本法に規定する防災基本計画、地域防災計画等に基づき、同法第50

条第１項に規定する災害応急対策を実施するために使用される計画がある車両

イ 同法に規定する指定行政機関等が保有し、若しくは指定行政機関等との契約により常時指定行政機関

等の活動のために使用される車両又は災害発生時に他の関係機関・団体等から調達する車両

② 規制除外車両のうち事前届出の対象とする車両

災害発生後速やかに緊急交通路の通行を認めることが適切であって、次のいずれかに該当する車両。

ア 医師・歯科医師、医療機関等が使用する車両

イ 医薬品・医療機器・医療用資材等を輸送する車両

ウ 患者等を搬送するための特別な構造又は装置を備えた車両

エ 道路啓開のための車両、建設用の重機又は建設用の重機と同一の使用者による当該重機を輸送するた

めの車両

(6) 緊急通行車両等の確認

① 県公安委員会は、緊急交通路の開始地点において既に標章及び確認証明書の交付を受けている緊急通行

車両等の標章及び確認証明書を確認し、現に災害応急対策を実施するために運転中の車両であることの確

認を行う。

また、従前の緊急通行車両等事前届出済証又は規制除外車両事前届出済証の交付を受けている車両につ

いては、他に優先して、県公安委員会は、県警察本部（交通規制課）、警察署又は検問所において、緊急

通行車両及び規制除外車両であることの審査確認を行い、標章及び確認証明書を交付することとする。な

お、緊急通行車両のうち、県が保有する車両及び県が締結した協定に係る機関の保有する車両については、

県（災害対策課）が、緊急通行車両であることの審査を行い、標章及び確認証明書を交付することとする。

また、業務分担にかかわらず標章及び確認証明書の交付申請を受けた場合は、それぞれ交付業務に努める

ものとする。

② 緊急通行車両、規制除外車両の事前届出がなされている車両については、他に優先して手続を行い、こ

の場合、確認のための必要な審査は省略することとする。

(7) 道路交通法に基づく交通規制（発災時から４、５日ないし１週間目以降）

この時期は、医療活動、感染症対策、被災者への生活物資の補給、ガス・電気・水道等のライフラインの

復旧等の活動が本格化し、これらに併行して、道路の補修等も進み、物資等の輸送が活発化することから、

県公安委員会は、災害応急対策を主眼とした災害対策基本法に基づく交通規制から道路交通法に基づく交通

規制に切り替えることとする。

この際、県公安委員会は、広域交通規制についても再検討を行い、規制除外車両の取扱いなど、地域のニ

ーズを把握しながら適正な交通規制の見直しを行うこととする。

① 規制期間

道路交通法に基づく交通規制を行うべき期間としては、一般的に災害発生後４、５日から１週間が経過

し、概ね人命救助等の災害応急対策に一定のめどがついたときから、復旧活動のために使用される車両に

対する優先通行を必要としなくなるまでの間が適当であるが、交通管理者は、災害の規模、態様、被災状

況及び道路の復旧状況等に応じた弾力的な運用を行うこととする。

② 規制ルートの設定

県公安委員会は、規制ルートの設定について、復旧活動に必要とされる交通需要を考慮して適切なルー

トを設定し、「復旧関連物資輸送ルート」、「生活関連物資輸送ルート」等適切な名称を付して周知を図
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ることとする。

③ 規制内容

県公安委員会は、道路交通法に基づく規制を行うに当たり、一般車両のほか、必要に応じて復旧活動車

両についても、車種制限及び台数制限等を行うこととする。

ア 車種制限及び台数制限

県公安委員会は、復旧に係る交通需要を関係機関等から把握し、交通容量との関係を考慮して各制限

内容を決定することとする。

イ 一般車両の通行制限

県公安委員会は、復旧活動の円滑化を図るため、原則として一般車両の通行を禁止し、事前にその趣

旨、内容等について広報を徹底することとする。

ウ 規制内容の見直し

県公安委員会は、復旧段階において、道路及び橋梁等の復旧状況を随時把握し、道路管理者等と適宜

連携して、規制時間、規制区間、規制車種等について、逐次見直しを図ることとする。

④ 交通誘導の実施等応援対策業務に係る警備業者（ガードマン）の運用

県警察本部は、警備業者との「災害時における交通誘導警備業務等に関する協定」に基づき、必要に応

じて大災害時の交通規制に当たり、警備業者と連携して、ガードマンによる交通誘導業務の適正かつ効果

的な運用を図ることとする。

(8) 道路の応急復旧作業

① 道路啓開の実施

ア 道路管理者は、救急、消防、応急復旧対策等の緊急輸送を確保するため、関係機関と連携を図り計画

的に道路啓開を実施することとする。

イ 道路管理者は、被災地への円滑な緊急物資等の輸送を確保するため、緊急交通路の確保を最優先に応

急復旧等を実施するとともに、被災地以外の物資輸送等を円滑に実施するため、広域輸送ルートを設定

し、その確保にも努めることとする。

② 応急復旧業務に係る民間団体等の運用

道路管理者は、民間団体等と連携・協力し、災害時に障害物等の除去、応急復旧等に必要な人員、機材

等を確保することとする。また、県は、兵庫県建設業協会との「災害時における応急対策業務に関する協

定」に基づき、災害発生時には、必要に応じて障害物等の除去、応急復旧等に必要な人員、機材等の支援

要請を行うこととする。

(9) 災害対策基本法に基づいた道路管理者等による措置命令及び措置（災害対策基本法第76条の６）

道路管理者、港湾管理者又は漁港管理者（以下、「道路管理者等」という。）は、道路上に放置車両や立

ち往生した車両等が発生した場合に、災害応急対策の実施に著しい支障が生じるおそれがあり、かつ、緊急

通行車両の通行を確保するため緊急の必要があると認めるときは、その管理する道路について、その区間を

指定して、当該車両その他の物件の占有者、所有者又は管理者に対し、当該車両その他の物件を付近の道路

外の場所へ移動すること、その他当該指定をした道路の区間における緊急通行車両の通行を確保するため必

要な措置を命じ、又は道路管理者等自ら当該措置をとることとする。

なお、当該措置をとる上で、車両等の移動場所を確保するためやむを得ない必要があるときは、道路管理

者等は、その必要な限度において、他人の土地を一時使用等することとする。

① 措置をとる区域又は区間

道路管理者等は、当該措置をとるときは、区間の起終点を示すことによって路線ごとに道路の指定を行

うほか、必要に応じて一定の区域内を包括的に指定する。

② 県公安委員会との連携

ア 指定の通知

道路管理者等が、道路区間の指定をしようとする場合は、あらかじめ、公安委員会及び所轄警察署に

道路の区間及びその理由を通知する。ただし、緊急を要する場合であらかじめ通知するいとまがないと
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きは、事後に通知する。

イ 県公安委員会からの要請（災害対策基本法第76条の４）

県公安委員会は、災害対策基本法第76条第１項の規定による通行禁止等を行うため必要があると認め

るときは、道路管理者等に対し、当該通行禁止等を行おうとする道路の区間において、災害対策基本法

第76条の６に基づく道路管理者等による権限の行使を要請することができる。

③ 措置をとる区域又は区間の周知

道路管理者等は、道路区間の指定をしたときは、直ちに、当該指定をした道路の区間内に在る者に対し、

道路情報板、立看板、ラジオ等を活用して周知させる措置をとることとする。

④ 県又は市町への指示

緊急通行車両の通行を確保し、災害応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため特に必要がある

と認めるときは、災害対策基本法施行令の定めるところにより、国土交通大臣は県又は市町の道路管理者

又は港湾管理者に、農林水産大臣は県又は市町の漁港管理者に、知事は市町の道路管理者に対し、災害対

策基本法第76条の６に基づく措置をとるべきことを指示することができる。

○ 災害対策基本法に基づく車両等の移動の流れ

(10) 緊急輸送道路における電柱等による道路占用の禁止（道路法第37条第１項）

電柱等の倒壊によって緊急通行車両の通行や地域住民等の避難に支障を来たすなど災害発生時の被害の拡

大を防止するため、道路管理者は、その管理する緊急輸送道路における新設の電柱等による道路占用を原則

として禁止することとする。

(11) 道路法（第17条第８項）に基づく市町管理道路の啓開・災害復旧工事の代行

県は、指定市以外の市町から要請があり、かつ、当該市町における道路の維持又は災害復旧に関する工

事の実施体制等を勘案し、当該市町が管理する市町道について、啓開又は災害復旧に関する工事を当該市

町に代わって自ら行うことが適当であると認められるときは、これを行うことができる。

(12) 交通マネジメント

近畿地方整備局は、大規模災害発生後、道路の通行止め状況や渋滞状況、迂回路状況を各道路管理者や

警察等が情報を共有し、渋滞緩和や交通量抑制のためのソフト・ハード対策等の検討を行うため、必要に

応じて国、県、警察、市町等で構成する「兵庫県災害時交通マネジメント検討会」を組織する。
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３ 海上交通の確保

港湾又は漁港の応急復旧等

(1) 港湾管理者は、早急に港湾施設の被害状況を把握して、国土交通省に対し被害状況を報告するとともに、

被災した係留施設等の利用可否判断を速やかに行うものとする。また、必要に応じて応急復旧等を行うこと

とする。

(2) 漁港管理者は、早急に漁港施設の被害状況を把握して、農林水産省に対し被害状況を報告し、必要に応じ

て応急復旧等を行うこととする。

(3) 海上保安本部は、被害状況の調査をし、航路標識が損壊し、又は流出している場合、速やかに復旧に努め

るほか、必要に応じて応急標識の設置、航路障害物の把握に努めることとする。

４ 空路交通の確保

(1) 空港管理者等は、その管理する空港施設等の被害状況について早急に把握し、国土交通省に報告するとと

もに応急復旧等を行うこととする。

(2) 市町は、あらかじめ指定した候補地の中から臨時ヘリポートを開設するとともに、その周知徹底を図るこ

ととする。

５ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 緊急通行車両の事前届出制度

(2) 道路・漁港（市町管理）等の被災情報の収集

(3) 道路・漁港（市町管理）等の応急復旧

(4) その他必要な事項

〔資 料〕「災害時における交通誘導業務に関する協定」

「県警察本部と日本自動車連盟との放置自動車等の除去に関する覚書」

交通計画の立案

・緊急通行車両の通行確保
　(災害対策基本法第76条)
・一般車両の迂回路指定
・道路応急対策の優先措置

道路交通対策プロジェクト
（交通規制課、道路保全課）

関係府県公安委員会

道路法第46条
道路法第95条の２

道路交通法第4～6条
（第110条の２）

災害対策基本法第76条

災害対策本部

県公安委員会
（県警察本部）

道路管理者県土整備部
（道路保全課）

交通情報の提供

・県下の道路交通規制の状況
　記者発表
・市町広報の協力依頼

一般周知
立看板、ビラ等、道路情報板、道路情報ラジオ

関係警察署
県管理道路

関係土木事務所等

主要幹線市町道
各市町

（神戸市を除く）

直轄国道等
国土交通省近畿地方整備局
神戸市・公社・道路事業者等



風水害等対策計画

第３編 災害応急対策計画

第３章 円滑な災害応急活動の展開

第３節 交通・輸送対策の実施

第２款 緊急輸送対策の実施

- 276 -

第３節 交通・輸送対策の実施

第２款 緊急輸送対策の実施

〔実施機関：神戸運輸監理部、海上保安本部、県危機管理部、県農林水産部、県土木部、県公安委員会、市町、

（一社）兵庫県トラック協会、その他防災関係機関〕

第１ 趣旨

災害時の陸・海・空のあらゆる必要な手段を利用した緊急輸送対策について定める。

第２ 内容

１ 緊急輸送に当たっての基本的事項等

(1) 実施機関

① 防災関係機関は、それぞれ緊急輸送を実施することとする。

② 県は、兵庫県トラック協会と締結した「災害時における輸送の協力に関する協定」、兵庫県倉庫協会

と締結した「災害時における救援物資の保管等に関する協定」及び民間事業者と締結した「災害時にお

ける物資の緊急輸送及び物資受入・配送拠点の運営等に関する協定」に基づき、その協力を得て輸送手

段及び輸送拠点の確保を図るとともに、市町の輸送拠点から指定避難所等までの円滑な輸送体制を速や

かに構築できるよう市町を支援することとする。

③ 県は、運送業者である指定公共機関又は指定地方公共機関に対し、運送すべき物資又は資材並びに運送

すべき場所又は期日を示して運送を要請することとする。資機材の故障や安全の確保ができない等の正当

な理由なく要請に応じないときは、被災者の保護の実施のために特に必要があるときに限り、運送を行う

べきことを指示することとする。

(2) 緊急輸送活動の基本方針

① 輸送に当たっての配意事項

防災関係機関は、輸送活動を行うに当たって、次のような事項に配意して行うこととする。

ア 人命の安全

イ 被害の拡大防止

ウ 災害応急対策の円滑な実施

② 輸送対象の想定

ア 第１段階

(ｱ) 救助・救急活動、医療活動の従事者、医療品等人命救助に要する人員、物資

(ｲ) 消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員、物資

(ｳ) 政府災害対策要員、県・市町災害対策要員、情報通信・電力・ガス・水道施設保安要員等初動の応

急対策に必要な要員・物資等

(ｴ) 後方医療機関へ搬送する負傷者等

(ｵ) 緊急輸送に必要な輸送施設・輸送拠点の応急復旧、交通規制等に必要な人員及び物資

イ 第２段階

(ｱ) 上記アの続行

(ｲ) 食料、水等生命の維持に必要な物資

(ｳ) 傷病者及び被災者の被災地外への輸送

(ｴ) 輸送施設の応急復旧等に必要な人員及び物資
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ウ 第３段階

(ｱ) 上記イの続行

(ｲ) 災害復旧に必要な人員及び物資

(ｳ) 生活必需品

(3) 輸送路等に関する状況の把握

県は、広域応援を実施する場合に備え、県警察本部、各道路管理者、ＪＲ等鉄道輸送に関係する機関、海

上保安本部、各港湾管理者、各漁港管理者、大阪空港事務所等の協力を得て、事前に設定している緊急輸送

道路等に関する状況の把握に努めることとする。

２ 緊急輸送対策

(1) 陸上輸送の確保（緊急交通路の指定）

県公安委員会は、救助・消火等の災害応急対策の円滑な実施を図るため、道路交通法及び災害対策基本法

第76条に基づく交通規制を実施する場合は、県警察本部があらかじめ指定した緊急交通路指定予定路線の中

から、被災状況、人命の安全、被害の拡大防止、災害応急の的確かつ円滑な実施等を勘案の上、必要な区間

及び地域について交通規制を実施することとする。

(2) 神戸運輸監理部の対応

① 神戸運輸監理部は、必要に応じて旅客定期航路の延長、寄港地の変更又は増便を旅客船事業者に要請す

ることとする。

② 神戸運輸監理部は、旅客定期航路によることができない場合、海上輸送を必要とする地域の港湾事情を

考慮し、他の航路に就航している旅客船又は内航貨物船の使用を事業者団体等に要請することとする。

③ 緊急輸送の要請を受けた事業者は、神戸運輸監理部へ所定の手続を行い、神戸運輸監理部は、速やかに

対応することとする。

(3) 海上保安本部の対応

① 海上保安本部は、防災関係機関から傷病者、医師等の緊急輸送について要請があった場合は、その輸送

の緊急度及び他の災害応急対策の実施状況を考慮してその要請に応じることとする。

② 海上保安本部は、防災関係機関から飲料水、食料等の救援物資の輸送について要請があった場合は、そ

の輸送の緊急度及び他の災害応急対策の実施状況を考慮してその要請に応じることとする。

(4) 県・市町等の対応

① 海上輸送の支援

ア 係留岸壁の確保

港湾管理者、漁港管理者は、効果的な緊急輸送を行うため、耐震強化岸壁のほか、陸揚げ可能な岸壁

を調査の上、確保するとともに、緊急物資の一時保管等に必要なヤードを確保するため、ヤード使用者

に対し、貨物の移動を命じることとする。

イ 支援要員等の確保

県、市町は、巡視船艇等からの緊急物資の陸揚げに必要な人員を確保するとともに、職員を緊急物資

の陸揚げ現場に派遣することとする。

② 空中輸送の支援

ア ヘリコプターの臨時離着陸場等の確保

県、市町は、緊急輸送に必要なヘリコプターの臨時離着陸場やホイスト地点を確保することとする。

イ 支援要員等の確保

県、市町は、航空機に緊急物資を搬入・搬出するために必要な人員を確保することとする。
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３ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 市町が被災し、自ら市町域内において緊急輸送を行う場合の措置

(2) 市町が被災し、避難等のため市町の地域外に緊急輸送を行う場合の措置

(3) 市町が他機関に緊急輸送を依頼した場合の受入措置

(4) その他必要な事項

〔資 料〕「陸上輸送協力班編成表」

「旅客定期航路一覧表」

「旅客定期航路事業者等団体」

「海上保安庁船艇・航空機の輸送力の基準」
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第３節 交通・輸送対策の実施

第３款 ヘリコプターの運航

〔実施機関：近畿地方整備局、海上保安本部、県危機管理部、市町、消防機関〕

第１ 趣旨

大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合のヘリコプターの運航について定める。

第２ 内容

１ 県消防防災ヘリコプター

(1) 使用目的と積極的活用

県は、ヘリコプターの特性を十分に活用でき、かつ、その必要性が認められる場合で、気象条件等が運航

可能な場合に積極的にその活用を図ることとする。

なお、県消防防災ヘリコプターの運航は、原則として日の出から日没までの間とし、運航の可否は防災監

（消防保安課長）が決定することとする。

① 救急活動

② 救助活動

③ 火災防御活動

④ 情報収集活動

⑤ 災害応急対策活動

⑥ 広域航空消防防災応援活動

⑦ 災害予防活動

⑧ その他防災監が必要と認める活動

(2) 運航計画

県は、大規模災害の発生時に、自らヘリコプターの積極的活用を図り、速やかに被害の状況把握に努める

とともに、市町からの支援要請等を勘案し、県域の応急対策が効果的に実施できるよう運航計画を調整する

こととする。

(3) 県内市町からの支援要請手続

① 県は、現に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、次の用務に関して市町の要請に基づき支援

することとする。

ア 救急活動

イ 救助活動

ウ 火災防御活動

エ 情報収集活動

オ 災害応急対策活動

② 要請手続

県に対するヘリコプターの支援要請は、市町及び消防事務に関する一部事務組合の長又は消防長又はそ

れらの者から委任された者が、防災監が指定する電話会議システムにより行うものとし、その後、消防防

災ヘリコプター緊急運航要請書を消防防災航空隊にファクシミリ等により提出することとする。

ただし、県災害対策本部（災害警戒本部）が設置された場合は、災害対策本部事務局に要請を行うこと

とする。
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③ 要請先

ア 県災害対策本部非設置時

・昼間（ 8:45～17:30）の要請は電話会議システムにより行う。

・夜間（17:30～翌朝8:45）の要請は神戸市消防局警防部司令課に対して行う。

神戸市消防局警防部司令課 TEL (078)333-0119

FAX (078)325-8529

イ 県災害対策本部（災害警戒本部）が設置された場合

災害対策本部事務局 TEL (078)362-9900

（県災害対策センター内） FAX (078)362-9911

④ 要請に際し連絡すべき事項

ア 災害の発生場所、発生時間、内容、原因

イ 要請を必要とする理由

ウ 活動内容、目的地、搬送先

エ 現場の状況、受入体制、連絡手段

オ 現地の気象条件

カ 現場指揮者

キ その他必要事項

⑤ 要請者において措置する事項

ア 離発着場の選定

イ 離発着場における措置（散水、ヘリポート表示、風向表示、ヘリコプターの誘導）

⑥ 患者の搬送

患者の搬送については、医師が承認し、同乗するよう措置する。併せて受入先の病院、窓口責任者等に

ついて体制の整備を図っておくこととする。

(4) 他府県からの支援要請

近隣府県からの支援要請に対しては、県域の応急対策に支障のない範囲で応じることとする。

２ 他機関所有ヘリコプターの要請

県は、大規模災害に際して、人命又は財産の保護のため、必要と認める場合は、独自に、あるいは市町から

の要請に基づき、他機関に対してヘリコプターの出動を要請することとする。

市町が要請する場合も、要請先は、県消防防災ヘリコプターの場合と同様とする。

（ヘリコプターを有する他機関）

・他府県消防本部等（「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」による）

・近畿地方整備局（「災害時の応援に関する申し合わせ（H17.6.14）」による）

・海上保安本部

・自衛隊 等

３ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 県消防防災ヘリコプター等の支援要請手続

(2) その他必要な事項
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第４節 避難対策の実施

〔実施機関：海上保安本部、自衛隊、県危機管理部、県福祉部、県保健医療部、県土木部、県教育委員会、市町、

消防機関〕

第１ 趣旨

大規模な災害の発生等に伴う組織的な避難対策について定める。

第２ 内容

１ 実施機関

(1) 避難の指示

避難の指示の実施責任機関は次の通りとするが、知事は市町が全部又は大部分の事務を行うことができな

くなったときは、市町長の実施すべき措置の全部又は一部を代行することとする。

（災害対策基本法第60条第６項～８項）

避難の指示 洪水、雨水出水、津 知事又はその命を受けた職員（水防法第29条）

波又は高潮について 水防管理者（水防法第29条）

地すべりについて 知事又はその命を受けた職員（地すべり等防止法第25条）

市町長（災害対策基本法第60条）

災害全般について 警察官 警察官職務執行法第４条第１項

災害対策基本法第61条

自衛官（自衛隊法第94条）

海上保安官（災害対策基本法第61条）

(2) 警戒区域の設定

原則として、住民の保護のために必要な警戒区域の設定は災害対策基本法に基づき、消防又は水防活動の

ための警戒区域の設定は消防法又は水防法に基づいて行うこととする。

なお、知事は、市町が全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは、災害対策基本法第63条

第１項に定める応急措置の全部又は一部を代行することとする。（災害対策基本法第73条第１項）

災害全般について 市町長又はその委任を受けて市町長の職権を行う市町の吏員

（災害対策基本法第63条第１項）

警察官（災害対策基本法第63条第２項）

海上保安官（災害対策基本法第63条第２項）

自衛官（災害対策基本法第63条第３項）

火災について 消防吏員・消防団員（消防法第28条第１項）

警察官（消防法第28条第２項）

水災について 水防団長・水防団員（水防法第21条）

警察官（水防法第21条第２項）

消防吏員・消防団員（水防法第21条）

火災・水災以外について 消防吏員・消防団員（消防法第36条）

警察官（消防法第36条）

※ 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に規定する「土砂災害警戒

区域」及び「土砂災害特別警戒区域」については、第２編第２章第18節「土砂災害対策の充実」を

参照すること。
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２ 避難の実施

(1) 組織的避難を要する場合

① 火災の延焼拡大により広範囲な区域が危険にさらされるおそれがある場合

② 大規模な津波の襲来が予想され、又は襲来した場合

③ 地すべり等、大規模な地盤災害が予想され、又は発生した場合

④ 不特定の多数の者が集まる施設、学校、病院、工場等防災上重要な施設において避難を必要とする場合

(2) 避難のための指示

① 高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保の基準

ア 市町は、一般住民に対して避難準備を呼びかけるとともに、高齢者等、特に避難行動に時間を要する

者に対して避難行動を開始することを求める必要があるときは、｢警戒レベル３、高齢者等避難」を発令

することとする。

イ 市町は、台風による大雨発生など事前に予測が可能な場合においては、大雨発生が予測されてから災

害のおそれがなくなるまで、住民に対して分かりやすく適切に状況を伝達することに努めることとする。

ウ 市町は、避難指示等の的確な判断に資するため、気象台との間のホットラインや防災気象情報システ

ムの活用等を図ることとする。

エ 市町は、土砂災害における避難指示等の発令に当たっては、土砂災害警戒情報を参考にしつつ、周辺

の渓流・斜面の状況、気象状況、県の補足情報等も合わせて総合的に判断すること。

オ 市町は、災害が発生し、又は発生するおそれがあり、住民等の生命及び身体を保護するため必要があ

るときは、必要と認める地域の住民等に対し「警戒レベル４、避難指示」を発令することとする。災害

が実際に発生している又は切迫している状況を把握した場合には可能な範囲で「警戒レベル５、緊急安

全確保」を発令することとする。

カ 市町は、避難行動要支援者等への高齢者等避難、避難のための立退きを指示し、又は立退先を指示し

たとき、また、緊急安全確保を発令したときは、速やかにその旨を知事に報告することとする。

キ 警察官又は海上保安官は、市町長が避難の指示をすることができないと認めるとき又は市町長から要

求のあったときは、住民等に対して避難の指示をすることとする。この場合、警察官又は海上保安官は

直ちに避難の指示をした旨を市町長に通知することとする。

ク 災害派遣を命ぜられた自衛官は、天災等により危険な事態が発生した場合に警察官がその場にいない

ときは、その場に居合わせた者に警告を発し、特に急を要する場合は避難をさせることとする。

ケ 市町は、避難指示等の迅速･的確な判断をするため、洪水、土砂災害等の災害事象の特性、収集できる

情報等を踏まえつつ、避難すべき区域や判断基準や伝達方法を事前に明確にしておくよう努めることと

する。

コ 市町は、安全な場所にいる人まで指定緊急避難場所等へ避難した場合、混雑や交通渋滞が発生するお

それ等があることから、災害リスクのある区域に絞って避難指示等の発令対象区域を設定することとす

る。

サ 市町は、避難時の周囲の状況等により避難のための立退きを行うことがかえって危険を伴う恐れがあ

り、かつ、事態に照らして緊急を要する場合は、居住者等に対し、屋内での待避等の緊急安全確保措置

を指示することができるものとする。

シ 県は、河川水位情報や土砂災害警戒情報など、市町における避難指示等の判断に資する情報の迅速、

的確な提供に努めることとする。
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避難指示等一覧

避難情報等 居住者等がとるべき行動等

【警戒レベル５】

緊急安全確保

（市町長が発令）

●発令される状況：災害発生又は切迫（必ず発令される情報ではない）

●居住者等がとるべき行動：命の危険 直ちに安全確保！

・指定緊急避難場所等への立退き避難することがかえって危険である場合、緊急安全確

保する。

ただし、災害発生・切迫の状況で、本行動を安全にとることができるとは限らず、ま

た本行動をとったとしても身の安全を確保できるとは限らない。

【警戒レベル４】

避難指示

（市町長が発令）

●発令される状況：災害のおそれ高い

●居住者等がとるべき行動：危険な場所から全員避難

・危険な場所から全員避難（立退き避難又は屋内安全確保）する。

【警戒レベル３】

高齢者等避難

（市町長が発令）

●発令される状況：災害のおそれあり

●居住者等がとるべき行動：危険な場所から高齢者等は避難

・高齢者等※は危険な場所から避難（立退き避難又は屋内安全確保）する。

※避難を完了させるのに時間を要する在宅又は施設利用者の高齢者及び障害のある

人等、及びその人の避難を支援する者

・高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤等の外出を控えるなど普段の行動を見合わせ始

めたり、避難の準備をしたり、自主的に避難するタイミングである。例えば、地域の

状況に応じ、早めの避難が望ましい場所の居住者等は、このタイミングで自主的に避

難することが望ましい。

〔参考〕高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保の発令の参考となる情報

○河川等の氾濫･･･････水位の状況（警戒水位、洪水特別警戒水位等）、河川の状況、気象状況等（洪水

予報河川、水位周知河川、小河川・水路等で条件が異なる）

○雨水出水･･･････････公共下水道等の排水施設等の水位の状況（雨水出水特別警戒水位）

○土砂災害･･･････････濁流、斜面の状況、降雨指標値、気象状況等

○高潮･･･････････････潮位の状況（警戒潮位、高潮特別警戒水位等）、海岸の状況、気象状況等

（「集中豪雨時等における情報伝達及び高齢者等の避難支援に関する検討報告」ほかより）

② 高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保の内容

市町長等は、高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保を行う際、次に掲げる事項を伝達し、避難行動の

迅速化と安全を図ることとする。

ア 高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保が出された地域名

イ 避難経路及び避難先

ウ 避難時の服装、携行品

エ 避難行動における注意事項

③ 高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保の伝達方法

ア 市町は、直ちに、防災行政無線（同報等）、Lアラート（災害情報共有システム）、テレビ、ラジオ（コ

ミュニティFM放送を含む。）、広報車等による広報、サイレンの半鐘、インターネット、携帯電話（ひ

ょうご防災ネット、緊急速報メール機能を含む。）、ワンセグ、ファクシミリ等のあらゆる伝達手段の

複合的な活用を図るとともに、県警察本部、海上保安本部、自主防災組織等の協力により周知徹底を図

ることとする。

イ 市町は、高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保を発令したときは、原則として放送事業者及び県へ

速やかに伝達することとする。また、市町は地域のコミュニティＦＭやＣＡＴＶ等の活用も図ることと
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する。

ウ 市町は、要配慮者への伝達に際しては個別避難計画等を踏まえ、それぞれのニーズに応じた情報伝達

手段を準備するなど、十分な配慮を行うこととする。

エ 市町は、避難指示等の伝達にあたっては、事前に例文を作成するなど、住民のとるべき行動が明確に

わかりやすく伝わるよう、努めることとする。

＜伝達文例＞

□ 警戒レベル３、高齢者等避難

緊急放送、緊急放送、警戒レベル３、高齢者等避難発令。こちらは、○○市です。 ただ今、○時○

分に○○地区に警戒レベル３、高齢者等避難を出しました。○○地区 に警戒レベル３、高齢者等避難

を出しました。お年寄りの方など避難に時間がかかる 方は、○○公民館へ避難してください。その他

の方は避難の準備を始めてください。

□ 警戒レベル４、避難指示

緊急放送、緊急放送、警戒レベル４、避難指示発令。こちらは、○○市です。○時○分に○ ○地区

に避難指示を出しました。○○地区に警戒レベル４、避難指示を出しました。○○川が決壊するおそれ

が高まっており、危険です。緊急に○○公民館へ 全員避難すること。避難する時間のない方は、近く

の安全な建物に待避すること。なお、浸水により ○○道は通行できません。

□ 警戒レベル５、緊急安全確保

緊急放送、緊急放送、災害発生、警戒レベル５、命を守る最善の行動をとってください。災害発生、

警戒レベル５、命を守る最善の行動をとってください。こちらは、○○市です。○時○分に○○地区

に警戒レベル５、緊急安全確保を出しました。○○地区で堤防から水があふれだしました。現在、浸

水により○○道は通行できない状況です。○○地区を避難中の方は大至急、近くの安全な場所に緊急

に避難するか、屋内の安全な場所に避難してください。

(3) 警戒区域の設定

① 設定の基準（災害全般）

ア 市町長は、災害が発生し又はまさに発生しようとしている場合において、住民等の生命、身体に対す

る危険を防止するため特に必要があると認めるときは、警戒区域を設定することとする。

イ 警察官又は海上保安官は、市町長（権限の委任を受けた市町の職員を含む。）が現場に居ないとき、

又は市町長から要請があったときは警戒区域を設定することとする。この場合、警察官又は海上保安官

は、直ちに警戒区域を設定した旨を市町長へ通知することとする。

ウ 災害派遣を命じられた自衛官は、市町長その他その職権を行うことができる者がその場に居ない場合

に限り、警戒区域を設定することとする。この場合、自衛官は直ちに警戒区域を設定した旨を市町長へ

通知することとする。

② 規制の内容及び実施方法

ア 市町長等は、警戒区域を設定したときは、立入制限、禁止又は退去の措置を講じることとする。

イ 市町長等は、住民等の退去の確認を行うとともに、可能な限り防犯・防火のためのパトロールを実施

することとする。

(4) 避難誘導

① 市町は、消防機関、県警察本部、自主防災組織等の協力を得て、組織的な避難誘導に努めるほか、平時

から避難経路の安全性の向上に努めることとする。

② 市町は、要配慮者の所在を把握しておくとともに、避難支援者、自主防災組織等、地域の協力を得て、

避難誘導と確認に努めることとする。
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また、市町は、避難時の周囲の状況等により、屋内に留まっていた方が安全な場合等やむを得ないとき

は、屋内での待避等の安全確保措置を講ずべきことにも留意することとする。

③ 県民は、「マイ避難カード」等を活用し、自らの避難行動に移るタイミング（逃げ時）、避難所、避難

経路等を把握しておくこととする。

④ 県民は、予定していた避難所への到達が困難なときは、近くの公園等に一時的に避難し、安全を確認し

てから、避難所へ向かうこととする。また、火災等の危険が高い地域では、広域避難地で安全を確認して

から避難所へ向かうこととする。

⑤ 市町は、避難に自家用車を使用し浸水等に巻き込まれることのないよう普及啓発に努めることとする。

（地域の実情を踏まえ、自動車避難を受け入れる地域は除く）

⑥ 市町は，避難時の周囲の状況等により避難のために立退きを行うことがかえって危険を伴う場合等やむ

を得ないときは，居住者等に対し、近隣のより安全な建物への緊急的な退避や屋内での待避等の安全確保

措置を指示することができることとする。

（避難行動要支援者の避難）

※指定避難所に向かうことが危険な場合等

３ 避難所の開設・運営等

(1) 避難所の開設

① 原則として市町長が避難所の開設の要否を判断するが、状況に応じて施設管理者、自主防災組織代表者

等が応急的に開設することとする。

② 市町は、災害の規模にかんがみ、必要な避難所を、可能な限り当初から開設するよう努めるものとする。

③ 市町は、指定避難所のライフラインの回復に時間を要すると見込まれる場合や、道路の途絶による孤

立が続くと見込まれる場合は、当該地域に指定避難所を設置・維持することの適否を検討することとす

る。

④ 市町は、避難所を開設した場合に関係機関等による支援が円滑に講じられるよう、避難所の開設状況

等とともに、指定避難所については当該避難所に付与された全国共通避難所・避難場所ＩＤを適切に県

に報告し、県は、その情報を国（内閣府等）に共有するよう努めることとする。

⑤ 市町は、避難所での３密（密閉・密集・密接）を回避することにより、指定避難所等だけでは、想定

収容人員の不足が生じる等の場合には、ホテルや旅館等の避難所としての活用等を検討することとする。

⑥ 市町は、特定の指定避難所に避難者が集中し、収容人数を超えることを防ぐため、可能な限り多くの避

難所を開設し、ホームページやアプリケーション等の多様な手段を活用して避難所の混雑状況を周知する

等、避難の円滑化に努めるものとする。

(2) 避難所の追加指定等

※

地震・津波
発生

避難行動要支援者
　福祉避難所
　指定避難所
　社会福祉施設等

指定緊急避難場所
津波避難ビル、高台等

広域避難地
（大規模災害発生時）
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市町は、想定を超える被害のため、避難所の不足が生じた場合には、立地条件を考慮して、被災者が自発

的に避難している施設等を避難所として位置付けることができる。

また、被災市町域内の避難所では、不足する場合には、市町域外での避難所開設も行うことができること

とする。

(3) 開設期間

市町は、被害の状況、ライフラインの復旧状況、応急仮設住宅の建設状況等を勘案のうえ、県と協議して

設置期間を定めることとする。

(4) 避難所の運営

① 市町は、避難所の開設時には、職員派遣計画に基づき、迅速に、避難所ごとに担当職員を配置する。

また、避難所等の運営について、女性や子育て家庭の参画を推進するとともに、管理責任者の権限を明

確にし、施設管理者、自主防災組織、専門知識を有するＮＰＯ・ボランティア等の外部支援者とも連携し

て、円滑な初動対応を図ることとする。

② 災害救助法（昭和22年法律第118号）第２条の規定に該当する災害であって県教育委員会が指定する極め

て重大な災害時において学校に避難所が開設された場合、教職員が原則として、次の避難所運営業務に従

事できることとし、この期間は７日以内を原則とすることとする。

ア 施設等開放区域の明示

イ 避難者誘導・避難者名簿の作成

ウ 情報連絡活動

エ 食料・飲料水・毛布等の救援物資の保管及び配給分配

オ ボランティアの受入れ

カ 炊き出しへの協力

キ 避難所運営組織づくりへの協力

ク 重傷者への対応

③ 自主防災組織等は、避難所の運営に対して、市町に協力するとともに、役割分担を定め、自主的に秩序

ある避難生活を確保することとする。

④ 市町は、避難所開設にあたり、事前に運営スタッフの健康チェック・検温の実施、十分な避難スペー

ス等の確保、衛生物資等の設置を行う。避難者の受け入れにあたっては、避難者受付前に健康チェック

・検温等を行うほか、身体的距離の確保、換気の励行、体調不良者等の分離など感染症対策に留意した

避難所運営を行うこととする。

⑤ 市町は、避難所を開設した場合は、速やかに避難者数の確認、避難者名簿の作成等により、時間経過毎

に避難所・避難者に係る情報管理を行い、避難生活に必要な物品の確保や食料、飲料水等の提供、炊き出

し等を迅速かつ的確に行うこととする。

⑥ 市町は、市町と避難所間の情報伝達手段・ルートを確保することとする。

⑦ 市町は、ボランティア活動について、受入窓口の設置やボランティアセンター等と連携したシステムを

整備し、避難所のニーズに応じた迅速な対応に努めることとする。

⑧ 市町は、要配慮者や子育て家庭、こども・若者に対して個々の状況に応じた十分な配慮を行うとともに、

男女及び性的マイノリティなどの多様な性のニーズの違いや多様な生活者の視点等に十分配慮すること

とする。

（→｢要配慮者支援対策の実施｣の項を参照）

〔女性のニーズ例〕

女性専用の物干し場、更衣室や授乳場所の確保、生理用品や女性用下着の女性による配布、男女ペアに

よる巡回警備や防犯ブザーの配布、トイレや安全確保への配慮、女性が相談できる場づくり等

〔性的マイノリティのニーズ例〕

性的マイノリティに配慮した物干し場や更衣室の確保、多目的トイレの設置、アウティング(本人の了解

なしに性的マイノリティであることを他人に暴露してしまうこと)防止への配慮等プライバシーの確保、性
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的マイノリティが相談できる場づくり等

〔こども・若者のニーズ例〕

キッズスペース、学習スペースの設置等

⑨ 市町は、指定避難所等における女性や子供等に対する性暴力・ＤＶの発生を防止するため、女性用と男

性用のトイレを離れた場所に設置する、トイレ・更衣室・入浴施設等は昼夜問わず安心して使用できる場

所に設置する、照明を増設する、性暴力・ＤＶについての注意喚起のためのポスターを掲載するなど、女

性や子供等の安全に配慮するよう努めるものとする。また、警察、病院、女性支援団体との連携の下、被

害者への相談窓口情報の提供を行うよう努めるものとする。

⑩ 市町は、必要により、県警察本部と十分連携を図りながら、避難所パトロール隊による巡回活動を実施

することとする。なお、市町で対応が困難な場合は、県が実施することとする。

⑪ 県、市町は、保健・衛生面はもとより、避難生活の状況によっては、プライバシーに配慮（避難所開設

当初からパーティションを設置する等）するほか、文化的・福祉的な観点から、避難者の心身の健康の維

持にきめ細かく配慮した対策（段ボールベッド等の簡易ベッドの設置、栄養バランスの取れた適温の食事

を提供できるよう、キッチンカ―運営団体との連携、炊き出しに利用できる学校給食施設等の場所、調理

器具や食料を確保する等）を講じるよう努めることとする。

⑫ 市町は、必要に応じ、避難場所における家庭動物のためのスペース及び資材の確保に努めることとする。

⑬ 市町は、避難所に避難したホームレスについて、住民票の有無等に関わらず適切に受け入れることと

する。

(5) 保健・衛生対策

① 救護班等の活動

ア 市町は、現地医療機関だけで対応できない場合を想定して、あらかじめ市町地域防災計画で救護所の

設置予定場所を特定し、救護班は救護所を拠点に巡回活動も行うこととする。

イ 県は、大規模災害等において、救護所だけで対応が困難な場合に、救護センターを設置することとす

る。

ウ 県は、被災によって生じる睡眠障害、急性ストレス反応、ＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）等に

速やかに対処するため、必要により、こころのケアチーム（DPAT）活動拠点本部を設置するとともに、

救護所や避難所等への訪問活動も行うこととする。

（→「医療・助産対策の実施」の項を参照）

② 保健活動の実施

県（健康福祉事務所）、市町は、医師会等関係機関と連携を図り、保健師、栄養士等による巡回健康相

談や栄養相談を実施することとする。 （→「健康対策の実施」の項を参照）

③ 仮設トイレの確保

市町は、避難所の状況により仮設トイレを設置管理するとともに、簡易トイレ、トイレカー、トイレト

レーラー等のより快適なトイレの設置に努めるものとする。仮設トイレの確保が困難な場合、県があっせ

ん等を行うこととする。 （→「し尿処理対策の実施」の項を参照）

④ 入浴、洗濯対策

市町は、仮設風呂や洗濯機を設置管理することとする。その確保が困難な場合、県は、民間業者のあっ

せんや自衛隊への協力要請等を行うこととする。

⑤ 食品衛生対策

県は、食品衛生監視員を避難所に派遣するなど、食品の衛生管理に配慮することとする。

（→「食品衛生対策の実施」の項を参照）

⑥ 感染症予防対策

ア 感染症予防のための手洗いの励行や清掃等の衛生対策に努めることとする。

イ 県、市町は、被災地において感染症の発生、拡大がみられる場合は、防災担当部局と保健福祉担当部
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局が連携して、感染症対策として必要な措置を講じるよう努めるものとする。

ウ 県（健康福祉事務所）及び保健所設置市の保健所は、感染症患者等が指定避難所に避難する可能性を

考慮し、防災担当部局に対して、平時からの協議に基づき、避難所の運営に必要な情報を共有するもの

とする。

（→「感染症対策の実施」の項を参照）

(6) 避難所以外の場所に滞在する被災者についての配慮

市町は、やむを得ず避難所に滞在することができない被災者数、食料等の必要な物資数等を集約し、必要

に応じ物資の補充等の支援を行うとともに、被災者支援にかかる情報を避難所以外の場所に滞在する被災者

に対しても提供する。また、保健師等による巡回健康相談の実施等保健医療サービス及び福祉サービスの提

供、正確な情報の伝達等により、生活環境の確保が図られるよう努めることとする。

(7) 宿泊施設、社会福祉施設等の活用

① 市町は、避難生活が長期化する場合、必要に応じて、希望者に、公的宿泊施設等の二次的避難所、ホー

ムステイ等の紹介、あっせんを行い、県は、対象施設等の広域的な確保に協力することとする。

② 県、市町は、要配慮者のうち、援護の必要性の高い者について、被災地以外の地域にあるものも含め、

設備の整った特別施設や社会福祉施設における受入れを進めるとともに、旅館やホテル等を避難所として

借り上げる等、多様な避難所の確保に努めることとする。

４ 広域避難・広域一時滞在

(1) 県内における広域避難及び広域一時滞在

① 被災市町

被災市町は、被災住民の生命・身体を保護し、又は居住の場所を確保するため、県内他市町域における

広域避難又は広域一時滞在の必要があると認めるときは、県に報告の上、予測される被災状況又は具体的

な被災状況、受け入れを希望する被災住民の数その他必要な事項を示して、県内他市町に被災住民の受入

を直接協議することができる。

被災市町は、県に対し、広域避難又は広域一時滞在の協議先とすべき市町及び当該市町の受け入れ能力

（施設数、施設概要等）その他広域避難又は広域一時滞在に関する事項について助言を求めることができ

る。

② 協議先市町

協議を受けた市町は、被災住民を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、被災住民を

受け入れ、避難所を提供する。

③ 県

県は、被災市町から、広域避難又は広域一時滞在の協議先とすべき市町及び当該市町の受け入れ能力（施

設数、施設概要等）その他広域避難又は広域一時滞在に関する事項について助言を求められたときは、必

要な助言を行うほか、必要な協力を行うよう努める。

(2) 県外における広域避難及び広域一時滞在

① 被災市町

被災市町は、被災住民の生命・身体を保護し、又は居住の場所を確保するため、県と協議の上、他の都

道府県域における広域避難又は広域一時滞在の必要があると認めるときは、県に対し、具体的な被災状況、

受け入れを希望する被災住民の数その他必要な事項を示し、他の都道府県に被災住民の受入を協議するよ

う求めることができる。

なお、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、県に報告した上で、自ら他の都道府県内の市町村に

協議することができる。

② 県

県は、他の都道府県域における広域避難又は広域一時滞在の必要があると認めるときは、関西広域連合
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に対し、具体的な被災状況、受け入れを希望する被災住民の数その他必要な事項を示し、広域避難又は広

域一時滞在の協議先とすべき都道府県の調整を求めることができる。

県は、他の都道府県に被災住民の受け入れを協議しようとするときは、内閣総理大臣に報告の上、具体

的な被災状況、受け入れを希望する被災住民の数その他必要な事項を示して協議する。その際、国に対し、

広域避難又は広域一時滞在の協議先とすべき市町及び当該市町の受け入れ能力（施設数、施設概要等）そ

の他広域避難又は広域一時滞在に関する事項について助言を求めることができる。

(3) 他の都道府県から協議を受けた場合

① 県

県は、他の都道府県から被災住民の受け入れの協議を受けたときは、県内の被災状況を勘案の上、受け

入れが可能と考えられる市町に協議する。

② 市町

市町は、県から(1)の協議を受けたときは、被災住民を受け入れないことについて正当な理由がある場合

を除き、被災住民を受け入れ、避難所を提供する。

(4) 情報共有

被災市町は、広域避難及び広域一時滞在の受入先の市町との間で、被災住民に関する情報の共有を確実に

行うものとする。

また、広域避難及び広域一時滞在を受け入れた市町は、受け入れた被災住民に対し、必要な支援情報を提

供するものとする。

防災関係機関は、被災住民のニーズを十分把握するとともに、相互に連携をとりあい、放送事業者を含め

た関係者間で連携を行うことで、被災住民等に役立つ的確な情報を提供できるように努める。

５ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 危険区域の現況

(2) 危険区域の監視

(3) 警戒区域設定の実施責任者

(4) 避難指示等の実施責任者

(5) 避難指示等の方法（基準、伝達内容、伝達方法等）

(6) 避難予定場所（所在地、名称（学校等は具体の施設名まで記載）、収容人員）

(7) 避難方法（避難経路等）

(8) 避難所の設備

(9) 避難所の開設、運営体制

(10) 避難状況等の報告

(11) 避難の必要がなくなったときの公示

(12) 学校における避難所運営業務及び市町防災部局への移行手順に関する留意事項

(13) 防災関係機関への連絡

(14) 大規模な避難が必要になった場合の県、隣接市町に対する協力要請等

(15) その他必要な事項

〔資 料〕「指定緊急避難場所及び指定避難所指定状況」
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第５節 住宅の確保

〔実施機関：県危機管理部、県まちづくり部、市町〕

第１ 趣旨

災害時における被災者等への住宅の確保対策について定める。

第２ 内容

１ 住宅対策の主な種類と順序

(1) 避難所の設置

(2) 空家のあっせん

(3) 緊急時復旧工事のための建築基準法を適用しない区域の指定

(4) 応急仮設住宅の供与、住宅の応急修理、障害物の除去

(5) 建築基準法による建築制限、禁止区域指定

(6) 住宅復旧資材の値上がりの防止及び資材の手当、あっせん

２ 応急仮設住宅の供与

(1) 供与対象者

① 住家が全焼、全壊又は流失した者であること。

② 住居する住家がない者であること。

③ 自らの資力でもってしては、住宅を確保することのできない者であること。

(2) 応急仮設の要請・供与

① 住宅の被害状況、応急仮設住宅に関するニーズ等を把握するとともに、建設用地の選定及び既存空き住

宅について調査する。

② 救助実施市を除く市町は、次の事項を可能な限り示し、応急仮設住宅の供与を県に要請し、救助実施市

は必要戸数を県に報告する。

ア 被害戸数

イ 設置を必要とする型別戸数、建設場所

ウ 連絡責任者

③ 県は、救助実施市を除く市町から供給あっせんの要請があったとき又は自ら必要があると認める場合に

対応する。

④ 県は、救助実施市を除く市町からの情報等に基づき、既存住宅ストックの活用を重視して応急仮設住宅

の供与方法を決定する。

(3) 応急仮設住宅の建設

① 実施機関

応急仮設住宅の建設は県又は救助実施市が実施し、維持管理は市町で実施することとする。県は、救助

実施市分を取りまとめて協定団体へ建設を要請する。被災範囲が救助実施市のみの場合、救助実施市は、

②のウによる協定団体へ直接建設を要請し、その内容を県へ報告する。なお、災害救助法適用市町が一つ

のみなどの場合は、救助実施市を除く市町による建設も検討することができる。

② 建設方法

ア 市町は、平時から、あらかじめ建設可能な土地及び戸数を把握しておくこととする。

学校の敷地を応急仮設住宅の用地等として定める場合には、学校の教育活動に十分配慮することとす

る。

イ 建設に当たっては、二次災害の危険がないよう配慮することとする。
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ウ 県は、大規模災害を想定し、プレハブ建築協会、全国木造建設事業協会、日本木造住宅産業協会及び

日本ムービングハウス協会と各々締結した「災害時における応急仮設住宅の建設に関する協定」並びに

都市再生機構と締結した「災害時における協力に関する協定」に基づき対応する。

エ 県は、なお供給に不足が生じる場合には、他府県や、国（内閣府、農林水産省、経済産業省、国土交

通省等）に建設業者や資機材のあっせん等を要請することとする。

オ 住宅の構造は、高齢者、障害者向けの仮設住宅等、可能な限り、入居者の状況や利便性に配慮するこ

ととする。

カ 県は、内閣府と協議の上、必要に応じ高齢者、障害者等、日常の生活上特別な配慮を要する者を数名

以上入居させるため、老人居宅介護等を利用しやすい構造及び設備を有する福祉仮設住宅を設置するこ

ととする。

(4) 民間賃貸住宅の借上げ

① 県及び救助実施市は、内閣府と協議する。それに基づき、県又は救助実施市を含む市町は、被災状況や

地域の実情等必要に応じて、民間賃貸住宅を借り上げて供給する。

② 県及び救助実施市を含む市町は、平時から業界の協力を得られるよう努める。

(5) 入居者の認定

① 市町は、自らの資力では住宅の確保ができない者を対象に認定することとする。

② 市町等は、高齢者、障害者の優先入居等、要配慮者に十分配慮することとする。

(6) 管理主体

市町において、通常の管理を行うこととする。

(7) 生活環境の整備

① 県又は市町は、仮設住宅の整備と併せて、集会施設（ふれあいセンター）等を整備するとともに、地域

の自主的な組織づくりを促進することとする。

② 県、市町は、地域の状況により商業施設や医療施設等、生活環境を整備するとともに、福祉や医療サー

ビスが必要な要介護高齢者や障害者等に対して、ケースワーカーの配置や手話通訳者、ホームヘルパーの

派遣等、実情に応じたきめ細かな対応に努めることとする。

３ 空家住宅の確保

(1) 対象

県営住宅のほか、県内各市町、全国の都道府県、住宅供給公社、（独）都市再生機構等の所有する空家

(2) 募集

① 被災各市町及び提供する事業主体が募集を行うこととする。

② 県は、国土交通省の支援により、被災者用公営住宅等あっせん支援センターを設置し、情報提供や相談

に対応することとする。

４ 住宅の応急修理

(1) 市町は、住宅が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力をもって住宅の応急修

理を実施できない者（半壊及び準半壊）又は大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に

住家が半壊した者（「大規模半壊」）に対し、そのままでは住むことができない状態にあるが、破損箇所に

手を加えれば何とか日常生活を営むことができる場合に、居室、炊事場、便所など最小限に必要な部分につ

いて、ブルーシートの展張等を含む応急修理を実施することとする。

(2) 市町は、建築業者が不足したり、建築資機材を調達することが困難なときは、県に対し可能な限り次の事

項を示してあっせん、調達を依頼することとする。

① 被害戸数（大規模半壊、半焼・半壊、準半壊）

② 修理を必要とする戸数

③ 調達を必要とする資機材の品目及び数量
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④ 派遣を必要とする建築業者数

⑤ 連絡責任者

⑥ その他参考となる事項

５ 住宅等に流入した土石等障害物の除去

(1) 市町は、住宅等に流入した土石等障害物のため、日常生活に著しい支障を及ぼしている者に対し、障害物

の除去を実施することとする。

(2) 市町は、対応が困難なときは、県に対し、可能な限り次の事項を示して応援を求めることとする。

① 除去を必要とする住家戸数

② 除去に必要な人員

③ 除去に必要な期間

④ 除去に必要な機械器具の品目別数量

⑤ 除去した障害物の集積場所の有無

⑥ その他参考となる事項

６ 住宅相談窓口の設置

県、市町は、住宅相談窓口を開設し、住宅の応急復旧の技術指導及び融資制度の利用等について相談に応じ

ることとする。

７ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 実施責任

(2) 応急仮設住宅建設予定地

(3) 入居基準

(4) 応急仮設住宅建設に伴い必要となる諸対策

(5) その他必要な事項
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第６節 食料・飲料水及び物資の供給

第１款 食料の供給

〔実施機関：農林水産省農産局、県危機管理部、県農林水産部、市町〕

第１ 趣旨

災害時における被災者等に対する食料の供給対策について定める。

第２ 内容

１ 実施機関

(1) 市町は、被災者等への食料の供給を実施することとする。

(2) 県は、広域にわたる大災害が発生し、市町等から要請のあった場合は、食料の供給及び供給あっせんを行

うこととする。市町からの要請を待ついとまがないと認めるときは、要請を待たずに市町に対する食料を確

保し供給することとする。

(3) 県は、食料の供給、輸送に関することで必要と認める場合は、他府県や農林水産省へ協力を要請すること

とする。

(4) 防災関係機関は、防災要員に対する食料の供給を実施することとする。

２ 供給対象者

(1) 避難所等に収容されている被災者

(2) 住家が全焼、全壊、流失、半焼、半壊又は床上浸水等の被害を受け、炊事のできない被災者

(3) 病院、ホテル等の滞在者及び縁故先への一時避難者

(4) 救助、救護、災害防止、災害復旧等の従事者

３ 品目

品目としては一般に次のものが考えられる。なお、実施にあたり高齢者、妊産婦、乳幼児、食事制限のある

者等のニーズにも配慮することとする。

なお、食料の備蓄、輸送、配食等にあたっては、管理栄養士の活用を図ることとする。

(1) 炊き出し用米穀、弁当、おにぎり、パン、育児用調整粉乳等の主食

(2) 即席めん、ハム・ソーセージ類、調理缶詰、漬物、味噌、醤油、緑茶等の副食・飲料水

(3) 粥、ベビーフード、ミキサー加工食品、とろみ調整剤、アレルゲン除去食品等の食事制限や食形態等に配

慮した特別な食品

４ 食料の供給要請等

市町は、食料の供給が困難な場合、必要に応じ、次の事項を示して県に供給あっせんを要請することとする。

(1) 供給あっせんを必要とする理由

(2) 必要な品目及び数量

(3) 引渡しを受ける場所及び引渡責任者

(4) 荷役作業者の派遣の必要の有無

(5) その他参考となる事項
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５ 主食の供給

(1) 米穀の供給

① 災害救助法が適用されるまでの供給

県は、市町から要請があった場合、又は災害の状況により必要と認める場合は、あらかじめ供給協定を

締結した米穀販売事業者などから供給あっせんを行うこととする。

② 災害救助法が適用されてからの供給

ア 県は、市町から要請があった場合、又は災害の状況により必要と認める場合は、あらかじめ供給協定

を締結した米穀販売事業者などから供給あっせんを行うこととする。

イ 県は、市町から要請があった場合、又は災害の状況により必要と認める場合は、農林水産省農産局長

に政府所有米穀の引渡を要請し、米穀の売買契約を締結し、市町に供給する。

ウ 市町は、県との間に連絡がつかない場合、農林水産省農産局長に政府所有米穀の引渡を要請し、要請

後は県へ速やかにその旨を報告する。

(2) 弁当・おにぎりの供給

県は、市町から要請のあった場合、又は災害の状況により必要と認める場合は、被災者等に弁当・おにぎ

りを供給するため、弁当給食事業者、コンビニエンスストア事業者、食料品業者との協定に基づく供給のあ

っせんのほか、学校給食センター、給食業者、その他弁当・おにぎりの製造が可能な業者による、弁当・お

にぎりの供給あっせんを行うこととする。

(3) パン、育児用調整粉乳等の供給

① 県は、市町から要請のあった場合、又は災害の状況により必要と認める場合は、あらかじめ供給協定を

締結した製造業者などから供給あっせんを行うこととする。

② 災害応急対策が完了するまでの間、県は必要に応じて供給協定を締結した製造業者などの在庫量の把握

を行うこととする。

６ 副食の供給

(1) 県は、市町から要請のあった場合、又は災害の状況により必要と認める場合は、あらかじめ供給協定を締

結した製造業者などから供給あっせんを行うこととする。

(2) 災害応急対策が完了するまでの間、県は必要に応じて供給協定を締結した製造業者などの在庫量の把握を

行うとともに、必要に応じ保管命令、収容命令等副食の供給確保措置をとることとする。

７ 輸送

(1) 県は、輸送にあたっては「交通・輸送対策」の項で示す緊急輸送路を活用することとする。

(2) 県は、輸送協定を締結する業者に対して、県警察本部（交通規制課）及び県危機管理部（災害対策課）よ

りあらかじめ緊急通行車両確認標章等の交付を受けることができることについて、周知及び普及を図るもの

とする。また、災害発生時には、これらの業者に県の指定場所までの搬送を依頼することとする。なお、こ

れにより難いときは、県の広域防災拠点に集積させることとする。

(3) 県は、広域防災拠点等から各市町の拠点等への搬送を、兵庫県トラック協会等に依頼することとし、あら

かじめ投入可能台数を把握することとする。

(4) 市町は、各市町の物資輸送拠点を設定し、兵庫県トラック協会をはじめ民間物流事業者と連携して、物

資輸送拠点から避難所等まで円滑に物資を輸送できるよう、調整を行う。
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８ 食料の配分

(1) 県は、必要により、市町への供給について、市町からの要望、被害状況等を勘案し、配分を行うこととす

る。

(2) 市町は、被災者への配分を行うこととする。

９ 食料の調理、加工

市町は、すべての被災者が必要な食事を摂ることができるよう、食料の調理、加工に要する器具、熱源等を

設置、提供するとともに、この運用に要する人材の配置について、関係機関等と調整の上、確保する。

(1) 米穀を幼児から高齢者までが食することができるように炊飯等の加工を行うため、炊飯場を設置する。

(2) 弁当・おにぎり、米飯、パン、副菜等を”かめない””飲み込みにくい”人に合わせて調理、加工できる

よう、小規模な調理のできる調理場を設置する。

(3) 育児用調整粉乳を調乳するために必要な清潔なスペース、ほ乳瓶等の必要な器具、器具の洗浄・消毒を行

うための資材類が整備された、調乳場を設置する。

10 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 実施責任

(2) 食料の備蓄・調達

(3) 炊き出し場（所在、名称、能力）

(4) 供給の方法

(5) 輸送の方法

(6) 配分の方法

(7) その他必要な事項

〔資 料〕「米穀の買入れ・販売等に関する基本要領」

「災害救助用米殻の引渡方法等に係る具体的な事務手続きについて」

「災害対策用主食、副食の調達・あっせん先及び数量一覧」
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第６節 食料・飲料水及び物資の供給

第２款 応急給水の実施

〔実施機関：県土木部、県危機管理部、市町、水道事業者〕

第１ 趣旨

災害時における被災者等に対する給水対策について定める。

第２ 内容

１ 実施機関

(1) 市町は、災害対策本部の中に給水対策部門を設けるとともに、被災者等へ飲料水、医療用水及び生活用水

の供給を実施することとする。

(2) 県は、大災害が発生し、市町から要請があった場合は、供給の応援を行うこととする。市町からの要請を

待ついとまがないと認めるときは、要請を待たずに市町に対する供給の応援を行うこととする。

２ 給水対象者

災害のために、現に飲料に適する水を得ることができない者

３ 水源及び給水量

(1) 水源

市町（水道事業者）は、浄水場、配水池、耐震性常時通水型貯水槽等の水道施設（運搬給水基地）の使用

を原則に、予備水源の量、水質等を把握しておき、迅速に対応することとする。

(2) 給水量

市町（水道事業者）は、災害発生から３日以内は、１人１日３㍑、10日目までには３～20㍑、20日目まで

には20～100㍑を供給することを目標とし、それ以降は、できる限り速やかに被災前の水準にまで回復させ

ることとする。

内容

時系列

期 間

１人当たり

水 量

（㍑／日）

水量の用途内訳 給水方法と応急給水量の想定

第１次給水 災害発生から

３日間

３ 生命維持のため

最小限必要量

自己貯水による利用と併せ水を得られなか

った者に対する応急拠点給水

第２次給水 ４日目から

10日まで

11日目から

20日まで

３～ 20

20～100

調理、洗面等最低限

生活に必要な水量

最低限の浴用、洗濯

に必要な水量

自主防災組織を中心とする給水と応急拠点

給水

仮設配管による給水

復旧した配水幹線・支線に設置する仮設給

水管からの給水

第３次給水 21日目から

完全復旧まで

100～

被災前水量

通常給水とほぼ同量 仮設配管からの各戸給水

共用栓の設置

※ 期間は、水道が４週間以内に応急復旧を終了することを目標とする。

４ 給水方法及び広報

(1) 市町（水道事業者）は、運搬給水基地又は非常用水源からの拠点給水、給水車等による運搬給水を実施し、

その時間や場所について広報に努めることとする。
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(2) 市町は、必要な人員、資機材等が不足するときは、「兵庫県水道災害相互応援に関する協定」等による要

請のほか、県に次の事項を可能な限り明らかにして、他の水道事業者等の応援を要請することとする。

① 給水を必要とする人員

② 給水を必要とする期間及び給水量

③ 給水する場所

④ 必要な給水器具、薬品、水道用資材等の品目別数量

⑤ 給水車両借上げの場合は、その必要台数

⑥ その他必要な事項

(3) 病院、救護所等へは、最優先で給水することとする。

５ 給水応援

(1) 県、市町は、「兵庫県水道災害相互応援に関する協定」に基づき、応急給水用資機材を保有、調達して相

互応援等を行うこととする。

(2) 県は、上記協定に基づき、被災地の隣接市町へ緊急応援を要請し、なお、対応が困難な場合は、厚生労働

省、他府県、自衛隊や日本水道協会等の関係団体に対して、応援を要請するとともに連絡・調整に当たるこ

ととする。

６ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 実施責任

(2) 水源の確保及び給水方法

(3) 給水用資機材の保有、調達

(4) 水道施設の応急復旧対策

(5) その他必要な事項

〔資 料〕「応急給水及び応急復旧資機材の保有状況」
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第６節 食料・飲料水及び物資の供給

第３款 物資の供給

〔実施機関：県危機管理部、県産業労働部、県農林水産部、市町〕

第１ 趣旨

災害時における被災者等に対する緊急物資の供給対策について定める。

第２ 内容

１ 実施機関

(1) 市町は、被災者等への緊急物資の供給を実施することとする。なお、災害救助法が適用された場合は、第

２章第５節「災害救助法の適用」の第２の「３ 救助の実施」に基づき対応することとする。

(2) 防災関係機関は、防災要員に対する物資の供給を実施することとする。

(3) 県は、大災害が発生し、市町から要請があった場合、緊急物資の供給、調達、あっせんを行うこととする。

市町からの要請を待ついとまがないと認めるときは、要請を待たずに緊急物資を供給することとする。

(4) 県民は、自ら最低でも３日間、可能な限り１週間分程度の生活必需品を備蓄し、災害発生時に活用するこ

ととする。

２ 供給対象者

(1) 住家が被害を受けた者

(2) 被服、寝具その他生活上必要な最小限度の家財を喪失した者

(3) 生活必需物資がないため、直ちに日常生活を営むことが困難な者

３ 品目（詳細は資料編に掲載）

品目としては、一般に次のものが考えられる。なお、実施にあたり高齢者や乳幼児等のニーズにも配慮する

こととする。

(1) 生活必需品

寝具、外衣、肌着、身の回り品、炊事道具、食器、日用品、光熱材料

※ 毛布、下着、作業着、タオル、トイレットペーパー、哺乳瓶、生理用品、紙おむつ、大人用おむつ、

ポリタンク、懐中電灯、乾電池、卓上コンロ・ボンベ、小型エンジン発電機、ティッシュペーパー、仮

設トイレなど、必要性の高い品目には、特に配慮する。

※ 障害者等に対する車いす、補聴器、ストマ用装具等の補装具など、きめ細かな対応についても考慮する

こととする。

(2) 衛生物資（避難所での感染予防のための物資）

消毒液（アルコール、次亜塩素酸ナトリウム溶液）、マスク、ゴム手袋（ディスポーザブル）、液体せっ

けん、ウェットティッシュ、ペーパータオル、非接触型体温計、使い捨て手袋、ガウン、フェイスガード、

間仕切り、養生テープ、段ボールベッド（折りたたみベッド含む）、受付用パーティション、換気設備、除

菌・滅菌装置、清掃用具一式、トイレ関連備品一式 など

(3) 応急復旧用物資

シート、テント、鋼材、セメント、土のう袋ほか

(4) 防災関係物資

毛布、簡易ベッドほか
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４ 供給

(1) 市町は、緊急物資が不足し、必要があると認めるときは、県に次に定める事項を可能な限り明らかにして

供給あっせんを要請することとする。

① 供給あっせんを必要とする理由

② 必要な緊急物資の品目及び数量

③ 引渡しを受ける場所及び引受責任者

④ 連絡課及び連絡担当者

⑤ 荷役作業員の派遣の必要の有無

⑥ その他参考となる事項

(2) 県は、市町から要請があった場合、又は必要と認める場合、業者との供給協定等により、緊急物資を供給

あっせんするとともに、流通業界や石油業界に、迅速な流通の確保を要請することとする。なお、被災市町

が複数にまたがる場合には、必要に応じ、被災市町への燃料の優先供給に係る調整に努めることとする。

また、県は、毛布等、発災後直ちに大量に確保が必要なものについては、分散備蓄により確保している物

資を活用することとする。

(3) 県は、確保が困難な緊急物資について、他府県や国に供給、あっせんを依頼することとする。

(4) 県、市町は、業務が完了するまでの間、緊急物資の在庫量の把握を続けることとする。

５ 輸送・配分

（→「食料の供給」の項を参照）

６ 非常災害用木材の供給

(1) 状況の把握

県は、災害発生に際し、県木材業協同組合連合会に災害復旧用木材供給本部の設置を依頼し、県内木材業

者の協力による木材供給体制を整備するとともに、流通の状況を把握することとする。

(2) 木材の供給

木材の確保は、災害復旧用木材供給本部があたり、県は必要により、林野庁等に支援を要請することとす

る。

(3) 住宅復興に向けての供給

県は、住宅建設用木材の安定的な供給を支援するため、必要に応じて、国、県、被災市町、木材業者、木

材業関連団体等で構成する対策協議会を設置し、対策を推進することとする。

７ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 実施責任

(2) 物資の備蓄、調達

(3) 供給の方法

(4) 輸送の方法

(5) 配分の方法

(6) その他必要な事項

〔資 料〕「物資の調達・あっせん先一覧表」

「災害時における県内の木材供給可能量・協力先一覧・ストックポイントとして利用できる木材市場

等の所在地」
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第７節 保健衛生、感染症対策、遺体の火葬等の実施

第１款 精神医療の実施

〔実施機関：県福祉部、市町〕

第１ 趣旨

災害時における精神障害者に対する保健・医療サービスの確保とＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）等の精

神的不安に対する対応方法について定める。

第２ 内容

１ 兵庫県こころのケアチーム「ひょうごDPAT」の派遣

(1) 県は、災害時に既存の医療機関だけで対応できない場合、健康福祉事務所の要請に応じ、精神科医師、精

神科看護師、業務調整員（精神保健福祉士/公認心理師等）、公的機関職員等で構成された「ひょうごDPAT」

を派遣する（被災により健康福祉事務所が機能しない場合は、派遣の要否を本庁が判断する）。

(2) 県は、「ひょうごDPAT」の派遣にあたっては、「ひょうごDPAT」調整本部を設置し、DPAT活動に対する後

方支援を行うこととする。

(3) 県は、「ひょうごDPAT」だけでは対応できない場合、厚生労働省やDPAT事務局、他の都道府県に対して、

県外DPATの派遣要請を行うこととする。

２ 「ひょうごDPAT」活動拠点本部の設置

(1) 県は、災害時に既存の医療機関だけで対応できない場合、「ひょうごDPAT」活動拠点本部を設置し、被災

精神障害者の継続的医療の確保、避難所等での精神疾患の急発・急変への救急対応、避難所巡回相談等を行

うこととする。

(2) 県（健康福祉事務所）は、「ひょうごDPAT」活動拠点本部の管理運営を行うこととする。

(3) 県（精神保健福祉センター）は、「ひょうごDPAT」活動拠点本部を中心とした精神保健活動の調整と技術

支援を行うこととする。

３ 災害拠点精神科病院

県及び災害拠点精神科病院（県下３精神科病院）は、災害時の精神医療体制を確保し、精神疾患を有する患

者への医療提供、及び地域の精神医療機能を支援する。

４ 精神科夜間診療体制の確保

県は、夜間における避難所等での精神疾患の急発・急変に対応するため、精神科夜間診療対応窓口を設置し、

県内の精神科病院の協力の下、夜間の入院患者受入れも含め、精神科夜間診療体制を確保することとする。

５ 対応可能精神科医療機関の情報収集、受け入れ協力の要請

県は、兵庫県精神科病院協会、兵庫県精神神経科診療所協会、県立病院等からの情報収集を迅速に行う。

また、速やかに治療が受けられるように患者の受け入れの協力を要請する。

６ こころのケアに対する相談・普及啓発活動

(1) 県（精神保健福祉センター、健康福祉事務所等）は、こころのケアに関する相談訪問活動に努めるととも

に、市町と連携して情報の提供や知識の普及に努めることとする。

(2) 県は、市町と連携して、風水害による心理的影響を把握するために健康調査を実施するとともに、既存の

保健活動も活用しながら継続的なケアを行うこととする。
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７ こころのケア連絡会議の開催

県（健康福祉事務所）は、関係機関との活動の連携を図り、今後の対策を決定するためにこころのケア連絡

会議を開催することとする。

８ 児童、生徒のこころのケア（→「教育対策の実施」の項を参照）
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第７節 保健衛生、感染症対策、遺体の火葬等の実施

第２款 健康対策の実施

〔実施機関：県福祉部、県保健医療部、市町、県看護協会〕

第１ 趣旨

災害時における健康相談や訪問指導等の健康対策、保健医療活動の指揮調整機能の支援体制について定める。

第２ 内容

１ 巡回健康相談等の実施

(1) 県、市町、県看護協会は、避難所や被災家庭の生活環境の整備や被災者の健康管理を行うため、相互に連

携し、保健師、看護師等による巡回健康相談及び家庭訪問を行う。

(2) 県及び市町は、互いに連携し巡回健康相談や家庭訪問の実施により、高齢者・障害者・妊産婦・乳幼児等

要配慮者をはじめ、被災者の健康状況や多様なニーズの把握に努め、支援が必要な者については、医療機関

（医療救護班）やこころのケアチーム（DPAT）等、保健・医療・福祉等関係機関と連携して支援を行う。

(3) 県及び市町は、巡回健康相談や家庭訪問・健康教育により、衛生管理や危険防止を行い、良好な生活環境

を確保し、生活習慣病の悪化・増加の防止、感染症や食中毒、高齢者の生活不活発病等の予防に努めること

とする。

(4) 県及び市町はサービス提供に向け保健・医療・福祉関係者、民生委員・児童委員、地域住民等との連携を

図るためのコーディネートを行うこととする。

(5) 県、市町及び県看護協会は、仮設住宅入居者が生活環境の変化に適応し、健康で自立した生活ができるよ

う、訪問指導、グループワーク、健康相談、健康教育等を実施するとともに、コミュニティや見守り体制づ

くりを推進することとする。

２ 巡回栄養相談の実施

(1) 県及び市町は、災害時における行政栄養士活動ガイドラインに基づき、栄養士会災害支援チーム（ＪＤＡ

－ＤＡＴ）等関係団体と連携して、避難所や仮設住宅等を巡回し、被災者等の栄養状況を把握し、早期に栄

養状態を改善するため栄養士による巡回栄養相談等を実施することとする。

また、県及び保健所設置市は、給食施設等の巡回栄養管理指導等を実施することとする。

(2) 県は、避難所の食事及び食環境整備等について市町に助言を行うこととする。

(3) 県及び市町は、避難所解消後においても被災者の食の自立が困難である場合には、巡回栄養相談を継続す

るとともに、小グループ単位において栄養健康教育を実施するなど、被災者の栄養バランスの適正化を支援

することとする。

(4) 県及び市町は、巡回栄養相談の実施に当たり、連携して要配慮者をはじめ、被災者の栄養状態の把握に努

めることとする。

３ 兵庫県災害時健康危機管理支援チーム（DHEAT）等の応援派遣に関する調整

(1) 県外からの保健医療活動チームの受援調整が必要となるなど、保健医療活動の総合調整が困難となること

が予想される場合には、国に対するDHEAT・保健活動にかかる応援要請を検討する。

また、県は、被災都道府県から国を通じてDHEATの派遣要請があったときは、専門的な研修を受講した職

員の中から、医師、保健師等で構成する支援チームや保健活動にかかる派遣を検討する。

(2) 災害発生時において、国、被災都道府県、県内市町から派遣要請があった場合に、避難所の避難者、在宅

避難者や車中泊避難者等の福祉的支援が行えるよう、避難者に対する福祉的な相談及び避難所のバリアフリ

ー化の助言等を行う災害派遣福祉チーム（DWAT）が派遣できるよう準備を進める。

(3) 災害発生時において、国、被災都道府県、県内市町から派遣要請があった場合に、避難所及び被災者等の

こころのケアが行えるよう、避難者や地域住民、またその支援者に対して、災害のストレスによって心身の
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不調をきたした際の対応やその予防、支援活動への助言等、災害時の精神保健医療活動を行う兵庫県こころ

のケアチーム（ひょうごDPAT）が派遣できるよう準備を進める。

(4) 災害発生時において、国、被災都道府県、県内市町から派遣要請があった場合に、災害支援ナースが医療

機関、社会福祉施設及び避難所（福祉避難所を含む）に派遣され、看護支援活動を実施できるよう兵庫県看

護協会及び協定締結医療機関と協力し準備を進める。

(5) 災害発生時において、国、被災都道府県、県内市町から派遣要請があった場合に、避難所及び被災者等の

衛生環境を維持できるよう、感染制御活動を支援する災害時感染制御支援チーム（ＤＩＣＴ）が派遣できる

よう準備を進める。

(6) 災害発生時において、国、被災都道府県、県内市町から派遣要請があった場合に、避難所及び被災者等の

栄養状態の把握・栄養改善が行えるよう、避難者や被災住民又その支援者に対して、食事状況調査、衛生指

導、栄養健康教育、特殊栄養食品の提供、栄養相談等を行う栄養士会災害支援チーム（ＪＤＡ－ＤＡＴ）の

派遣要請を検討する。

４ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 巡回健康相談、家庭訪問の実施等

(2) 保健・医療・福祉サービス提供のための調整

(3) 避難生活等による二次的な健康障害の予防

(4) 巡回栄養相談の実施

(5) その他必要な事項
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第７節 保健衛生、感染症対策、遺体の火葬等の実施

第３款 食品衛生対策の実施

〔実施機関：県保健医療部、市町〕

第１ 趣旨

災害時における食品の衛生管理について定める。

第２ 内容

１ 食中毒の防止

(1) 県、保健所設置市は、食品衛生監視員を食品の流通集積拠点に派遣し、衛生状態の監視、指導を行うこと

とする。

(2) 県、保健所設置市は、食品衛生監視員を避難所に派遣し、食品の取扱い状況や容器の消毒等について調査、

指導を行うこととする。

(3) 県、保健所設置市は、食品関係営業施設の実態を調査し、衛生上問題がある場合には、改善を指導するこ

ととする。

２ 食中毒発生時の対応方法

(1) 県、保健所設置市は、食中毒患者が発生した場合、食品衛生監視員による所要の検査等を行うとともに、

原因調査を行い、被害の拡大を防止することとする。

(2) 県、保健所設置市は、被害の拡大が懸念される場合は、速やかに厚生労働省に連絡するとともに、状況に

より、他府県や厚生労働省に支援を要請することとする。

３ 食品衛生に関する広報

県、市町は、梅雨期や夏期等を中心に、災害時の食品衛生に関する広報等を行い、食中毒の未然防止に努め

ることとする。

４ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 食中毒の防止対策・発生時の対応方法（保健所設置市）

(2) 食品衛生に関する広報の実施

(3) その他必要な事項
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第７節 保健衛生、感染症対策、遺体の火葬等の実施

第４款 感染症対策の実施

〔実施機関：県保健医療部、市町〕

第１ 趣旨

災害発生時に感染症の流行を未然に防止するための感染症対策について定める。

第２ 内容

１ 事前対策

(1) 県の対策

県は、次の対策を準備しておくこととする。

① 予防教育と広報活動

② 感染症対策に関する職員の訓練、動員の徹底

③ 器具機材の整備

(2) 市町の対策

市町は、県の対策との連携を図るほか、住民の協力体制の確立、消毒薬等の備蓄、作業員の雇上げや組織

化等について定めることとする。

２ 災害時感染症対策活動

(1) 県、保健所設置市の活動

県、保健所設置市は、次のとおり災害時の感染症対策活動を実施することとする。

① 疫学調査及び健康診断

疫学調査は、保健師等１名、感染症担当１名をもって編成し、被災地域においては、通常週１回以上、

避難所においては、できる限り頻繁に行うこととする。

県、保健所設置市は、疫学調査の結果、必要があるときは健康診断を実施することとする。

② 消毒薬剤等の供給

ア 県は、市町において消毒薬その他感染症対策資材の確保が困難な場合、消毒薬剤等を市町へ供給する

こととする。

イ 県は、消毒薬剤等の調達が困難なときは、他府県や厚生労働省に要請することとする。

ウ 県は、必要に応じ消毒薬剤等を自衛隊等の協力を得て被災地へ搬送することとする。

③ 市町に対する指導及び指示等

ア 県は、被害甚大な市町に対し職員を現地に派遣し、指導することとする。

イ 県、保健所設置市は、次に掲げる事項の指示、命令を発するときは、範囲及び期間を定めて、速やか

に行うこととする。

(ｱ) 消毒等の実施に関する指示

(ｲ) ねずみ族、昆虫等の駆除に関する指示

（水害等が一過性で環境への汚染が顕著でない場合、通常は駆除を必要としないが、対象地域の状

況から感染症の発生及びまん延防止のために必要がある場合は、災害の性質や程度、感染症のま

ん延のおそれ等の状況を勘案し、地域指定については、選択的、重点的に行い、できる限り市町

内の区画（字等）ごとに定めることとする。）

(ｳ) 生活用水の供給の指示

(ｴ) 臨時の予防接種に関する命令



風水害等対策計画

第３編 災害応急対策計画

第３章 円滑な災害応急活動の展開

第７節 保健衛生、感染症対策、遺体の火葬等の実施

第４款 感染症対策の実施

- 306 -

④ 患者等に関する措置

県、保健所設置市は、被災地において、１類感染症、２類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の患

者、並びに１類感染症及び新型インフルエンザ等感染症の無症状病原体保有者等（感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律（以下、「感染症法」という。）に基づき入院勧告等が必要な感染症

患者等）が発生したときは、速やかに第１種感染症指定医療機関又は第２種感染症指定医療機関に入院の

勧告又は措置をとることとし、感染症指定医療機関が災害により使用できない場合は、近隣の感染症指定

医療機関又はその他適当と認められる医療機関に入院の勧告又は措置をとることとする。

⑤ 報告

県、保健所設置市は、被害状況・感染症対策活動状況・災害時感染症対策所要見込額について、管内の

状況をとりまとめ、厚生労働省に報告することとする。

(2) 保健所設置市以外の市町の対策

保健所設置市を除く市町は、次のとおり感染症対策活動を実施することとする。

① 予防教育及び広報活動の推進

② 清潔方法

市町は、塵芥、汚泥などについて、積換所及び分別所を経て埋立又は焼却するとともに、し尿の処置に

万全を期すこととする。

③ 消毒方法

市町（保健所設置市を除く）は、感染症法に基づく消毒の実施について指示があった場合には、対象と

なる場所の状況、感染症の病原体の性質その他の事情を勘案し、十分な消毒を行うこととする。

また、災害防疫実施要綱（昭和40年５月10日衛発第302号厚生省公衆衛生局長通知）も参考とすることと

する。

ア 市町は、速やかに次の事項について消毒を実施することとし、そのために必要な薬剤を保管すること

及び災害時の入手手段の確保を行うこととする。

(ｱ) 飲料水の消毒

(ｲ) 家屋の消毒

(ｳ) 便所の消毒

(ｴ) 芥溜、溝渠の消毒

(ｵ) 患者輸送用器などの消毒

イ 消毒の実施に当たっては、感染症の発生を防止し、又はそのまん延を防止するために必要最小限度の

ものであることとする。

ウ 消毒を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意するこ

ととする。

④ ねずみ族、昆虫等の駆除

市町（保健所設置市を除く）は、感染症法に基づくねずみ族、昆虫等の駆除の実施について指示があっ

た場合には、対象となる区域の状況、ねずみ族、昆虫等の性質その他の事情を勘案し、十分な駆除を行う

こと。

ア ねずみ族、昆虫等の駆除に当たっては、感染症の発生を防止し、又はそのまん延を防止するため必要

最小限度のものであること。

イ ねずみ族、昆虫等の駆除を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境へ

の影響に留意すること。

⑤ 生活用水の供給等

市町は、県の指示に基づき速やかに生活用水の供給を行うこととし、容器による搬送、ろ水器によるろ

過給水等現地の実情に応じた方法によって行うこととする。

⑥ 避難所の感染症対策指導等

市町（保健所設置市を除く）は、県感染症対策担当職員（県健康福祉事務所）と連携のもとに、避難所
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における感染症対策活動を実施することとし、施設の管理者を通じて衛生に関する自治組織を編成させ、

その協力を得て指導の徹底を図ることとする。

⑦ 報告

市町（保健所設置市を除く）は、感染症法に基づく知事等の指示により消毒など災害防疫を行った場合、

管轄健康福祉事務所を経由して県に被害状況・感染症対策活動状況・災害時感染症対策所要見込額を報告

することとする。

(3) 災害時感染症対策完了後の措置

① 市町（保健所設置市を除く）は、災害時感染症対策活動を終了したときは、速やかに災害時感染症対策

完了報告書（災害防疫完了報告書）を作成し、管轄健康福祉事務所を経由して県に提出することとする。

② 県、保健所設置市は、管内の報告書をとりまとめ、県又は保健所設置市分と合せて災害時感染症対策完

了報告書を作成し、感染症対策活動を終了した日から起算して、概ね１箇月以内に厚生労働省健康局に報

告することとする。

３ 感染症対策

県は、必要により夏季の腸管出血性大腸菌感染症等、冬季のインフルエンザ、ノロウイルスによる感染性胃

腸炎、新型コロナウイルス感染症等感染症防止のための検査や保健指導を行うこととし、特に抵抗力の弱い高

齢者や乳幼児への感染症予防やまん延防止の指導等感染防止に努めることとする。

４ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 実施責任

(2) 感染症対策班の編成

(3) 感染症対策の種別及び方法

(4) 消毒用薬剤等の備蓄、調達

(5) その他必要な事項
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第７節 保健衛生、感染症対策、遺体の火葬等の実施

第５款 遺体の火葬等の実施

〔実施機関：県保健医療部、警察署、市町〕

第１ 趣旨

災害による犠牲者の遺体の火葬等の実施について定める。

第２ 内容

１ 実施機関

市町は、遺体の処置及び火葬等を実施することとする。

２ 実施方法

(1) 市町等は、遺体を発見した場合は、速やかに管轄の警察署に連絡することとする。

(2) 管轄の警察署は、警察官が死体を発見し、又はこれがある届出を受けたときは、検視その他の所要の処置

を行った後、関係者（遺族又は市町長）に引き渡すこととする。なお、発見された遺体については、警察署

と市町が協力して身元確認作業を行う。

(3) 市町は、警察署など関係機関と協力の上、遺体収容場所までの遺体搬送を行う。

(4) 市町は、災害の状況により必要があるときは、遺体の引渡しが行われた後に、遺体の処置及び火葬を実施

することとする。

３ 大規模災害発生時の県、市町等の連携

県は、大規模災害により多数の犠牲者が発生した場合には、市町からの要請に基づき、国等の協力を得て、

遺体の処理が速やかに実施できるように努めることとする。

(1) 遺体収容場所の確保

市町は、次の各項目を基本に遺体収容場所を確保することとする。

・屋内施設を基本とする。

・市町ごとに複数箇所を確保する。

・避難場所・医療救護施設等、他の用途と競合しないこと。

・施設は、想定される死者発生数に対応する広さを有するものとし、検視場所、遺体安置場所、遺族待機

場所を有することとする。

・照明設備、水道設備を有していること。

(2) 収容期間

災害発生の日から10日以内。ただし、必要に応じ期間を延長する。

(3) 遺体の保存

県は、市町からの要請があった場合は、民間業者等の協力を得て、ドライアイス及びひつぎ等を確保し、

あっせんすることとする。

(4) 広域火葬の実施

① 県は、県内他市町の火葬能力では不十分な場合、直接若しくは厚生労働省の協力を得て近隣他府県を通

じて、他府県の市町での火葬の受入れを要請することとする。

② 県は、受入れが認められれば、火葬場の受入可能数に応じて調整を行い、被災市町に通知することとす

る。

③ 市町は、県の調整結果に基づき具体的に他市町の各火葬場と打合せを行い、遺体を搬送することとする。
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４ 死体検案体制等の構築

医療機関、医師、歯科医師その他死因究明等に関係する者は死体検案の体制の充実に努めることとする。

５ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 実施責任

(2) 処置班の編成

(3) 遺体収容所（所在、名称、収容能力）

(4) 遺体の処置・収容（搬送）

(5) 必要な資機材の保有、調達

(6) 被災市町火葬相談室等の設置

(7) その他必要な事項

〔資 料〕「遺体葬送に関する関係先一覧表」

「県内各市町の火葬場の状況」
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第８節 生活救援対策の実施

〔実施機関：兵庫労働局、県財務部、県県民生活部、県危機管理部、県福祉部、県保健医療部、県産業労働部、

県農林水産部、県社会福祉協議会、市町、日本銀行、日本赤十字社兵庫県支部〕

第１ 趣旨

災害による被災者の生活の安定を促進するための救援対策について定める。

第２ 内容

１ 災害弔慰金、災害障害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付

(1) 実施機関

市町

(2) 実施内容

① 市町は、「災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく条例」の定めるところにより、一定規模以上の自

然災害により被災した住民の遺族、世帯主に対して、災害弔慰金や、災害障害見舞金の支給及び災害援護

資金の貸付を行うこととする。

② 市町は、これらの支援措置の早期実施を図るため、家屋被害認定士を活用して発災後速やかに被災状況

を調査し、被災台帳を作成するなど、り災証明書等の交付体制を整備することとする。

③ 実施基準等は資料編に記載のとおりとする。

２ 災害援護金等の支給

(1) 実施機関

県

(2) 実施内容

① 県は、災害対策基本法第２条第１号に規定する災害が発生し、「災害援護金等の支給に関する規則」に

該当するときは、災害援護金等の支給を行うこととする。

② 実施基準等は資料編に記載のとおりとする。

３ 生活福祉資金の貸付

(1) 実施主体

県社会福祉協議会

(2) 実施内容

① 県社会福祉協議会は、災害を受けたことによる困窮から自立更生するために資金を必要とする低所得世

帯に資金の貸付を行うこととする。

② 実施基準等は資料編に記載のとおりとする。

４ 救援物資

(1) 受入れ

① 県は、被災市町と連携して、受入れを希望する品目をとりまとめ、報道機関等を通して公表することと

する。

② 県は、受入場所として、あらかじめ指定する広域防災拠点をあてることとする。

③ 県は、物資提供の申し出に対し、次のことを確認のうえ受け入れることとする。また、受入れに際して

は、物資の仕分けに手間がかからないよう留意することとする。

ア 品目、数量
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イ 輸送手段

ウ 輸送ルート

エ 到着予定日時

(2) 輸送

① 県は、県外からの物資について、原則として、緊急輸送路を活用して、指定する広域防災拠点まで搬送

するよう要請することとする。

② 県は、広域防災拠点から各市町の収集拠点までの搬送について、トラック協会等に依頼することとする。

(3) 配分

① 県は、次の項目について物資のリストを整備し、必要により被災市町に提供することとする。

ア 品目、数量

イ 物資の提供者

ウ 受入れ日時

エ 物資の保管場所

② 県、市町は、仕分けに際し、ボランティアの活用や専門業者への委託などの方法により、迅速な処理に

努めることとする。

③ 県は、被災市町と協議のうえ、県で管理する救援物資の配分方法を定めることとする。

④ 市町は、被災者に対し、物資を配布することとする。

⑤ 日本赤十字社兵庫県支部は、関係機関と調整のうえ、自ら備蓄している救援物資の配分を行うこととす

る。

(4) 担当窓口

① 県は、物資にかかる総合的な窓口を設け、救援物資の受入れを行うとともに、県全体の物資にかかる情

報を集約、整理し、その全体調整を行うこととする。

② 県の担当窓口は、救援物資の提供受付リストを整備するとともに、広域防災拠点で把握した受入状況と

搬出状況の定期的な報告を受け、救援物資全体の状況を正確に把握し、的確な措置を講じることとする。

③ 県は、物資の輸送、配分、管理などを迅速的確に行うため、物流事業者等との連携・活用についても検

討することとする。

(5) 県民、企業等からの提供

県民、企業等は、救援物資を提供する場合には、被災地のニーズに応じた物資とするよう、また、品名を

明示する等梱包に際して被災地における円滑かつ迅速な仕分け・配送に十分配慮した方法とするよう努める

こととする。

５ 要配慮者への援護

(1) 社会福祉施設等への緊急保護

県、市町は、高齢者・障害者等のうち、緊急に施設で保護する必要がある者に対し、一時入所等の措置を

講じることとする。

(2) 相談窓口の設置

県は、コミュニケーション手段に配慮した福祉に関するあらゆる相談に対応できる窓口を設置することと

する。

(3) 被保護世帯への援護

県は、必要により被災地の健康福祉事務所への人的な支援を行い、生活保護の柔軟な運用等ケースに応じ

て迅速かつきめ細かな円滑な対応を図ることとする。



風水害等対策計画

第３編 災害応急対策計画

第３章 円滑な災害応急活動の展開

第８節 生活救援対策の実施

- 312 -

６ 社会保険制度の特例措置

県は、被災状況を勘案のうえ、必要により国に対して特例措置等を講じるよう要望することとする。

７ 税の特例措置

県等は、被災状況を勘案のうえ、必要により税の申告・申請・納付等の期限延長や納税の猶予、軽減措置、

課税の減免措置を講ずることとする。

８ 金融対策

日本銀行は、関係行政機関との密接な連携を図りつつ、災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法、南海

トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法、その他関連法令等の規定に基づき、所要の措置を

講じる。災害応急対策に従事する者および関係者の安全の確保を最優先とした上で災害応急対策を的確かつ迅

速に実施する。

(1)銀行券の発行ならびに通貨および金融の調節

① 通貨の円滑な供給の確保

被災地における金融機関の現金保有状況の把握に努め、必要に応じ被災地所在の金融機関に臨時に発行

元銀行券を寄託し、あるいは既存の寄託発行元銀行券の活用を図るほか、金融機関の所要現金の確保につ

いて必要な措置を講ずること等により、通貨の円滑な供給の確保に万全の措置を講ずる。

なお、被災地における損傷日本銀行券および損傷貨幣の引換えについては、状況に応じ職員を現地に派

遣する等必要な措置を講ずる。

② 現金供給のための輸送、通信手段の確保

被災地における現金供給のため緊急に現金を輸送しまたは通信を行う必要があるときは、関係行政機関

等と密接に連絡のうえ、各種輸送、通信手段の活用を図る。

③ 通貨および金融の調節

災害発生時等において、必要に応じ適切な通貨および金融の調節を行う。

(2)資金決済の円滑の確保を通じ信用秩序の維持に資するための措置

① 決済システムの安定的な運行に係る措置

災害発生時等において、金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図るため、必要に応じ、日本

銀行金融ネットワークシステムその他の決済システムの安定的な運行に係る措置を実施する。また、必要

に応じ、関連する決済システムの運営者等に対し、参加者等の業務に支障が出ないよう考慮し適切な措置

を講ずることを要請する。

② 資金の貸付け

災害発生時等において、金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図るため、必要に応じ、資金

の貸付けを行う。

(3)金融機関の業務運営の確保に係る措置

関係行政機関と協議のうえ被災金融機関が早急に営業開始を行いうるよう必要な措置を講ずるほか、必要

に応じ金融機関に対し、営業時間の延長または休日臨時営業の実施に配慮するよう要請する。また、災害の

状況に応じ必要の範囲で適宜業務時間の延長または休日臨時営業を行う。

(4)金融機関による金融上の措置の実施に係る要請

必要に応じ関係行政機関と協議のうえ、金融機関または金融機関団体に対し、次に掲げる措置その他の金

融上の措置を適切に講ずるよう要請する。

① 預金通帳等を滅紛失した預貯金者に対し、預貯金の便宜払戻しの取扱いを行うこと。

② 被災者に対して定期預金、定期積金等の期限前払戻しまたは預貯金を担保とする貸出等の特別取扱いを

行うこと。

③ 電子交換所において被災関係手形につき、呈示期間経過後の交換持出を認めるほか、不渡処分の猶予等

の特別措置をとること。

④ 損傷日本銀行券および貨幣の引換えについて、実情に応じ必要な措置をとること。
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➄ 必要と認められる災害復旧資金の融通について、迅速かつ適切な措置をとること。

(5)各種措置に関する広報

災害応急対策に関する情報について、新聞、放送、インターネットその他の適切な方法により、迅速に国

民に提供するよう努める。

とくに金融機関に対し、営業時間延長、休日臨時営業、預貯金の便宜払戻措置および損傷日本銀行券・貨

幣の引換え要請を行ったときは、関係行政機関と協議のうえ、金融機関および放送事業者と協力してすみや

かにその周知徹底を図る。

９ 物価安定対策

(1) 物価の実態把握

① 物価の監視

県は、県職員による生活必需物資の価格調査を実施することとする。

② 電話による通報

県は、物価ダイヤルの開設、専門相談員の設置等を行い、県民からの情報収集に努めることとする。

(2) 緊急措置

① 消費者啓発

県は、インターネット、ファクシミリ等による生活情報の提供や物価啓発誌の発行を行うこととする。

② 事業者への指導

県は、関係業者に対して適正な物資等の供給、流通の要請や便乗値上げ等の事実確認、是正指導を行う

こととする。

③ 国への要請

県は、被災状況により非常事態に備えて、「国民生活安定緊急措置法」及び「生活関連物資等の買占め

及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律」の発動を、国（内閣府）に要請することとする。

10 雇用対策の実施

県及び兵庫労働局は、必要に応じて協力・連携し、被災した事業主による雇用の維持、離職者等の生活の安

定及び早期再就職を支援するため、雇用保険等の特例措置を含め必要な措置を講じることとする。

また、事業主に対し復旧工事等における労働災害の防止の啓発、指導に努めることとする。

11 農業共済金、漁業共済金の早期支払い

県は、農業共済組合等に対する農業共済金、漁業共済金の早期支払いの指導や農業保険事業、漁業共済事業

への加入の促進を図ることとする。

12 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 実施責任

(2) 災害弔慰金、災害障害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付制度の運用手続

(3) り災証明の発行手続

(4) 救援物資の受入れ、配布方法

(5) その他必要な事項

〔資 料〕「災害弔慰金、災害障害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付基準」

「災害援護金等の支給基準（災害援護金等の支給に関する規則）」

「生活福祉資金の貸付基準」
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第９節 要配慮者支援対策の実施

〔実施機関：県危機管理部、県福祉部、県保健医療部、県産業労働部、県まちづくり部、市町〕

第１ 趣旨

高齢者、障害者、難病患者、乳幼児や妊産婦等の要配慮者に対する迅速、的確な対応について定める。

第２ 内容

１ 要配慮者支援対策班の設置

県は、災害対策本部が設置された場合、要配慮者支援対策の実施状況の把握や関係機関等の支援を行うため

に、関係課室の職員から構成される「要配慮者支援対策班」を災害対策本部に設置することとする。

また、市町においても要配慮者の避難支援や避難所等での対応を的確に行うため、福祉関係部局や防災関係

部局などによる横断的な組織体制づくりに努めることとする。

２ 情報の提供

県は、市町と協力し、高齢者・障害者 等要配慮者に対する情報提供ルールの確立、伝達手段の確保を図り、

必要な情報を提供することとする。

・情報伝達ルート････市町、県・市町社会福祉協議会、福祉ボランティア等

・伝達手段･･････････広報資料、広報誌（紙）、文字放送、ファクシミリ（音声応答）、インターネット、

障害者向け緊急情報発信システム 等

（→第11節第１款「災害広報の実施」の項を参照）

３ 安否確認・救助・避難誘導

市町は、避難行動要支援者本人の同意の有無に関わらず、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画を効果的

に利用し、地域の避難支援組織、福祉サービス事業者や支援団体を通じて要配慮者の安否確認を行い、救助、

避難誘導を迅速・的確に行うこととする。

４ 生活支援

(1) 被災者ローラー作戦の実施

市町は、負傷や慣れない避難生活等によって要援護状態に移行してしまう被災者の存在も想定し、自治会

・自主防災組織や民生委員・児童委員の協力の下、保健師、看護師、助産師等を中心に避難所への巡回健康

相談や全戸の家庭訪問を行い、要配慮者の健康状態や福祉ニーズの確認に努めることとする。

(2) 要配慮者トリアージの実施

市町は、ローラー作戦による調査結果を踏まえ、要配慮者の優先度、ニーズに応じ、医療機関への入院、

社会福祉施設への緊急入所、福祉避難所への移送あるいは被災地外への避難等の保健・医療や福祉サービス

を調整する。

(3) 専門家による支援

市町は、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、歯科衛生士、栄養士、介護福祉士、保健師、臨床心理士、理

学療法士、訪問介護員等の専門家による支援チームを設置するなどして必要な支援を迅速に行うとともに、

必要に応じて医療機関等へ適切につなぎ、中長期に支援する体制を構築することとする。

県は、市町の要請があるとき、または必要と認めるときは、保健師等の専門人材、兵庫県こころのケアチ

ーム（ひょうごDPAT）の派遣等の応援を行う。

また、被災都道府県から国に対してDHEAT の応援要請があり、派遣依頼があるときは、専門的な研修を受

講した職員の中から、医師、保健師等の職員を派遣するほか、県、社会福祉協議会、社会福祉法人等をネッ
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トワーク化し、大規模災害発生時に福祉サービスの提供を必要とする要配慮者に対して、福祉・介護の専門

職（災害派遣福祉チーム）を派遣することで、要配慮者への継続的な支援体制を整備する。

(4) 避難所の確保

市町は、要配慮者に配慮して、福祉避難所の開設や、被災地以外の地域にあるものも含め、旅館やホテル

等を避難所として借り上げる等、多様な避難所の確保に努めることとする。

(5) 避難所等における配慮

① 相談窓口の設置

市町は、避難所等において要配慮者用の窓口を設け、要配慮者の把握とニーズ調査、相談対応、確実な

情報伝達と支援物資の提供等を行うこととする。

② 食料、生活必需品の供給

市町は、粉ミルク、やわらかい食品、おむつやポータブル便器等要配慮者のニーズに対応した食料、生

活必需品の供給に配慮することとする。

③ 福祉サービスの提供

県、市町は、福祉サービスが必要な要介護高齢者や障害者等に対して、ケースワーカーの配置や手話通

訳者、訪問介護員の派遣等、きめ細かな対応に努めることとする。その際、避難所においても介護保険サ

ービス及び障害福祉サービスの利用が可能であることに留意することとする。

④ 快適な空間の確保

要介護高齢者や妊産婦、障害者等が静養しやすいよう、専門スペースの確保に努めることとする。

５ 住まい支援

(1) 県、市町は避難所、仮設住宅、恒久住宅の構造について、可能な限り、高齢者、障害者等の要配慮者の状

況や利便性に配慮することとする。

(2) 県、市町は、仮設住宅について、必要に応じて高齢者、障害者等、日常の生活上特別な配慮を要する者を

数名以上入居させるため、老人居宅介護等を利用しやすい構造及び設備を有する福祉仮設住宅を設置するこ

ととする。 （→「住宅の確保」の項を参照）

６ 社会福祉施設の被害状況調査の実施、福祉相談窓口の設置

(1) 県、市町は、社会福祉施設の被害状況調査を行うこととする。

(2) 県、市町は、コミュニケーション手段に配慮した、福祉に関するあらゆる相談に対応できる窓口を設置す

ることとする。

７ 外国人県民への情報伝達等

県、市町等は、外国人県民、訪日外国人等の被災情報を把握するとともに、外国語による情報提供、相談を

行うこととする。

(1) 外国人県民等の被災情報の把握

① 安否確認

県、県警察本部、市町、外国人団体等は、相互に連絡して安否確認（外国人県民の死亡者数確認）を行

うこととする。

② 施設の被災状況の確認

県、市町は、外国人学校、領事館等の建物の被災状況を確認することとする。

③ ニーズの把握

県、市町は、外国人団体、外国人学校等に照会してニーズを把握することとする。
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(2) 外国人県民等への情報提供

① 相談体制の確立

県は、ひょうご多文化共生相談総合センターで外国人県民相談を行うこととする。

市町においても外国人県民相談窓口を開設するよう努めることとする。

② 災害情報の提供

県は、「ひょうご防災ネット」を拡充した「ひょうごＥ（エマージェンシー）ネット」及びスマートフ

ォンアプリをはじめ、インターネット、ＦＭ放送、コミュニティＦＭなどメディアを通じて多言語で情報

提供を行うこととする。

なお、相談の実施や多言語による情報提供に当たっては、ボランティアやＮＧＯ団体の協力も得ながら

行うこととする。

８ 震災障害者（震災で障害を負った方）への対応

県、市町は、震災障害者の把握に努め、必要に応じてこころのケア等の支援を行うとともに、医療や支援に

関する情報の提供、総合的な相談を実施することとする。

震災障害者は入院等で被災地外に異動する場合があり、また、障害が固定するまでに数年を要する場合もあ

ることを考慮して所在の把握や支援を行う必要がある。

９ 震災遺児（震災で親（保護者）を亡くした子ども）への対応

(1) 震災遺児の把握と支援の実施

県、市町は、震災遺児の把握に努め、必要に応じて保護やこころのケア等の支援を行うとともに、保護者

に対して、育児や就学に関する情報提供・相談や、必要に応じてこころのケアを行うこととする。

震災遺児の把握・支援に際しては、死者の住所地が被災地内に限らないことを考慮し、全県体制を整備す

ることとする。

(2) 民間支援団体等との連携

震災遺児に対する支援を行う民間支援団体等との連携を図ることとする。

10 要配慮者が利用する施設に対する指導・助言

県、市町は、介護保険施設等の要配慮者が利用する施設における水害・土砂災害を含む非常災害対策計画の

策定状況及び避難訓練の実施状況について点検し、水害・土砂災害を含む非常災害対策計画が策定されていな

い場合、策定されている項目等が不十分である場合については、指導・助言を行うことする。

また、避難訓練についても水害・土砂災害を含む避難訓練を定期的に実施できていない場合には、指導・助

言を行うこととする。

11 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 実施責任

(2) 情報提供方法

(3) 避難方法

(4) 健康状態の把握とサービスの提供

(5) 生活・すまい支援方法

(6) 外国人県民等の被災情報の把握

(7) 外国人県民等への情報提供

(8) その他必要な事項
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第10節 愛玩動物の収容対策の実施

〔実施機関：県保健医療部、市町、県獣医師会、神戸市獣医師会〕

第１ 趣旨

災害で被災放置された愛玩動物の収容対策等について定める。

第２ 内容

１ 実施機関

獣医師会、動物愛護団体は、「災害時における動物救護活動に関する協定」に基づき、連携・協力して動物

救援本部を設置し、県等の指導・助言のもと愛玩動物の収容対策等を実施することとする。

２ 実施方法

(1) 動物救援本部は、次の事項を実施することとする。

① 飼養されている動物に対する餌の配布

② 負傷した動物の収容・治療・保管・譲渡

③ 放浪動物の収容・保管・譲渡

④ 飼養困難な動物の一時保管・譲渡

⑤ 動物の所有者や新たな所有者探しのための情報の収集、提供

⑥ 動物に関する相談の実施 等

(2) 県は、次の事項について動物救援本部を支援することとする。

① 被災動物救護体制の整備

② 犬の登録頭数や猫の飼育統計についての情報提供

③ 動物の応急保護収容施設設置のための調整 等

(3) 市町は、同行避難した愛玩動物の避難所における飼養管理が適切に行われるよう必要な措置を講じるとと

もに、動物救援本部に対し、必要に応じ、その状況等を情報提供することとする。

(4) 愛玩動物の所有者は、飼養困難な事情等により直ちに引き取ることが困難な場合にあっても、長期にわた

り放置することのないよう、適切な対応に努めることとする。
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第11節 災害情報等の提供と相談活動の実施

第１款 災害広報の実施

〔実施機関：県総務部、県危機管理部、県福祉部、県保健医療部、県産業労働部、市町、その他防災関係機関〕

第１ 趣旨

災害時に被災者をはじめとする住民に対して各種情報を迅速、的確に提供するための広報対策について定める。

第２ 内容

１ 基本方針

(1) 広報の内容

各機関は、地震や津波に関する情報のみならず、被災状況・応急対策の実施状況・住民のとるべき措置等

について積極的に広報することとする。

各機関は、広報事項の内容については確実な責任機関から入手するとともに、広報の実施機関名等を記し

て広報することとする。

広報を必要とする内容は、概ね次のようなものが考えられるが、被災者等のニーズに応じた多様な内容を

提供するよう努めることとする。

① 被災状況と応急措置の状況

② 避難の必要性の有無（避難指示等の発令状況等）

③ 避難所の設置状況

④ 道路状況・交通規制状況及び各種輸送機関の運行状況

⑤ ライフラインの状況

⑥ 医療機関の状況

⑦ 感染症対策活動の実施状況

⑧ 食料、生活必需品、燃料の供給状況

⑨ 相談窓口の設置状況

⑩ その他住民や事業所のとるべき措置

火災・津波・地すべり・危険物施設等に対する対応

電話・交通機関等の利用制約

食料・生活必需品の確保

(2) 広報の方法

県、市町等は、記者発表等による情報提供のほか、あらゆる媒体を活用して広報に努めることとする。

① 各広報実施機関に所属する広報車等の活用

② 公共掲示板の活用

③ 各広報実施機関の広報紙による情報提供

④ 市町防災行政無線の活用

⑤ ケーブルテレビ、有線放送、コミュニティ放送等への情報提供

⑥ 定時放送の実施

⑦ インターネット、ファクシミリ等による広報

⑧ ミニコミ誌（紙）等への情報提供

⑨ 県・市提供テレビ・ラジオ番組の災害情報番組化

⑩ 災害関連情報誌（紙）の発行・配布

⑪ 新聞紙面購入による災害関連情報の提供

⑫ 災害時臨時ＦＭ局の開局
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⑬ 県・市ヘリコプターの活用

⑭ 携帯電話による広報（ひょうご防災ネット等）

⑮ Ｌアラート（災害情報共有システム）の活用

２ 県における広報

(1) 災害時の広報体制

① 災害広報責任者

県は、災害時に、防災監を災害広報責任者として、情報の一元化を図ることとする。

② 広報班の設置

ア 県は、災害対策本部事務局に広報班を置き、広報資料の作成等を統括することとする。

イ 県は、企画県民部に広報班を置き、災害対策本部広報班と連携し、迅速かつ的確に災害情報を報道機

関、県民へ提供することとする。

ウ 県（各部局）の広報主任は、それぞれの部局に関する広報資料の作成等を行うこととする。

(2) 災害情報の収集

県は、災害情報の収集について「情報の収集・伝達体制の整備」の項に定めるところによるほか、被災者

に十分な配慮を図りつつ、次の要領によって収集することとする。

① 職員を現地に派遣して災害現場写真を撮影することとする。

② 県の地方機関あるいは市町が撮影した写真の収集を図ることとする。

③ その他災害の状況により、特別調査班を編成し、現地に派遣し、資料の収集を図ることとする。

(3) 広報の実施

① 報道機関との連携

ア 県は、災害情報や県の応急対策等について、速やかに「県政記者クラブ」を通じて報道機関に発表す

るよう努めることとする。

記者発表は原則として、災害広報責任者が行い、定例化を図ることとする。

イ 県は、災害プレスセンターの設置、確保を図るなどの方策を講じることとする。

ウ 県は、必要に応じ「災害放送の要請」に定めるところにより、放送の要請を行うこととする。

エ 県は、ラジオ関西との間に締結した「防災情報の提供と放送に関する覚書」に定めるところにより、

災害時には、被災者が必要とする情報を同社の回線を利用して、災害対策センターから直接ラジオで提

供することとする。

また、この覚書の実効性を高めるため、平時から、防災情報を直接県民に提供することなど緊急時の

運用に関する習熟に努めることとする。

② 住民に対する広報

ア 県は、県民や被災者に対し、報道機関を通じて必要な情報や注意事項及び県の対策などの周知徹底を

図るとともに、特にテレビ・ラジオの効果的な活用を図ることとする。

イ 県は、定期又は臨時の広報誌（紙）、県提供テレビ・ラジオ番組等の自主広報媒体を活用し、災害情

報の提供を図ることとする。

ウ 県は、県民や被災者に対し携帯電話のメール機能等を利用した災害緊急情報等の発信システム「ひょ

うご防災ネット」により、災害情報の提供を図ることとする。

エ 避難所等への情報提供

県は、市町と協力し、避難所、応急仮設住宅（借り上げを含む）、在宅被災者、帰宅困難者等に対す

る情報提供ルートの確立、伝達手段の確保を図り、必要な情報を提供することとする。

・ 情報提供ルート … 避難所巡回員等

・ 伝達手段 ………… 掲示板、広報資料、広報誌（紙）、電話、ファクシミリ等

オ 県外避難者への情報提供

県は、市町と協力し、県外に避難した者に対する情報提供ルートの確立、伝達手段の確保を図り、必
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要な情報を提供することとする。

・ 情報提供ルート … 各都道府県公営住宅管理主管課、各都道府県県政記者クラブ、住宅公団と

の連携等

・ 伝達手段 ………… 広報資料、広報誌（紙）、ファクシミリ等

カ 障害者・高齢者等に対する情報提供

県は、市町と協力し、障害者・高齢者等要配慮者に対する情報提供ルートの確立、伝達手段の確保を

図り、必要な情報を提供することとする。

・ 情報提供ルート … 市町、県・市町社会福祉協議会、福祉ボランティア等

・ 伝達手段 ………… 広報資料、広報誌（紙）、文字放送、ファクシミリ（音声応答）、インタ

ーネット、障害者向け緊急情報発信システム等

キ 外国人県民に対する情報提供

県は、「ひょうご防災ネット」を拡充した「ひょうごＥ（エマージェンシー）ネット」及びスマート

フォンアプリを整備し、あらかじめシステム内で１２言語に翻訳・定型化された災害情報・避難情報等

の緊急情報を外国人県民に発信することとする。

また、外国人県民に対する情報提供ルートの確立、伝達手段の確保を図るとともに、主な広報資料の

外国語訳を行い、情報を提供することとする。

・ 情報提供ルート … 市町、外国人団体、ボランティア団体、外国人県民相談窓口との連携等

・ 伝達手段 ………… 広報誌（紙）、電話、ファクシミリ、インターネット等

さらに、ＦＭ８０２（FM CO･CO･LO）等を通じた外国語放送による情報提供に努めることとする。

３ 市町における広報

市町は、県に準じて災害広報を行うこととする。

４ 防災関係機関の広報

(1) 指定地方行政機関、指定公共機関及び指定地方公共機関等は、それぞれ各機関において定めるところによ

り広報を実施することとする。

(2) 報道機関は、災害の種別、状況に応じ、有効適切な災害関連番組を機動的に編成し、混乱の防止や人心の

安定と災害の復旧に資するとともに、災害に関する官公庁その他関係機関の通報事項に関しては、的確かつ

臨機の措置を講じて関係地域一般に周知徹底するよう努めることとする。

５ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 広報資料の収集方法

(2) 住民に対する広報の方法

(3) その他必要な事項
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第11節 災害情報等の提供と相談活動の実施

第２款 各種相談の実施

〔実施機関：近畿管区行政評価局兵庫行政評価事務所、県総務部、県危機管理部、市町〕

第１ 趣旨

被災者又は関係者からの家族の消息、医療、生活必需品、住居の確保や融資等についての相談、要望、苦情に

応ずるための相談活動について定める。

第２ 内容

１ 近畿管区行政評価局兵庫行政評価事務所の相談活動

近畿管区行政評価局兵庫行政評価事務所は、被災者への生活支援情報の提供、専用電話を備えた相談窓口の

開設、特別行政相談所の開設といった特別行政相談活動を行うこととする。

２ 県の相談活動

(1) 災害関連相談体制

県は、災害発生直後から寄せられる、災害に関する多様な照会や相談に対応するため、通常の県民相談窓

口に加えて、災害関連総合相談窓口や災害専門相談窓口を設置し、災害広報部門との連携のもと、効果的な

情報提供、相談業務等を行うこととする。

(2) 関係機関との連携

① 県は、県民からの相談等で、十分な情報がないものについては、関係機関と速やかに連絡をとり、情報

を収集するとともに、即時対応に努めることとする。

② 県は、総合相談窓口と各種災害関連専門相談窓口との連携を十分図り、県民からの相談に対応すること

とする。

(3) 相談内容の記録、整理分類、関係機関への報告

県は、収集した情報や県民からの相談を記録、整理分類のうえ、必要により関係機関に報告し、対応を図

ることとする。

３ 市町の相談活動

市町は、被災者のための相談窓口を設け、市民からの相談又は要望事項を聴取し、その解決を図ることとす

る。

４ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 被災者相談窓口の実施

(2) その他必要な事項
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第11節 災害情報等の提供と相談活動の実施

第３款 災害放送の要請

〔実施機関：県危機管理部、市町、各放送局〕

第１ 趣旨

災害時における放送要請等について定める。

第２ 内容

１ 災害時における放送要請

(1) 知事は、状況により放送局を利用することが適切と認めるときは、日本放送協会神戸放送局、サンテレビ

ジョン、ラジオ関西、兵庫エフエム放送、毎日放送、朝日放送テレビ、朝日放送ラジオ、関西テレビ放送、

読売テレビ放送、大阪放送（ラジオ大阪）、ＦＭ８０２（FM CO･CO･LO）の各放送局に対して、「災害時に

おける放送要請に関する協定」に基づき、災害に関する通知、要請、伝達又は警告の放送を要請することと

する。

① 知事は、次に掲げる事項を明らかにして要請することとする。

ア 放送要請の理由

イ 放送事項

ウ 放送希望日時

エ その他必要な事項

② 要請は原則として文書で行い、緊急やむを得ない場合は、電話又は口頭によることとする。

③ 放送要請に関する事項の伝達及びこれに関する連絡を確実、円滑に行うため、県は災害対策課長、各放

送局は放送部長等をそれぞれ連絡責任者とすることとする。

(2) 市町長は、災害に関する通知、要請、伝達又は警告に放送局を利用することが適切と考えるときは、やむ

を得ない場合を除き、県を通じて行うこととする。

(3) 各放送局は、知事から放送要請を受けたときは、遅滞なく協定に基づき放送を行うこととする。

２ 緊急警報放送の要請

知事は、日本放送協会神戸放送局に対して、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第57条に基づき無線局運

用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)第138条の２に定める緊急警報信号を使用した放送(以下、「緊急

警報放送」という。）を要請することとする。

(1) 知事は、災害が発生し、又は発生するおそれのある場合で、多くの人命、財産を保護するため、避難指示

等緊急に住民に対し周知する必要のある場合に緊急警報放送の要請をすることとする。

(2) 緊急警報放送により放送要請をすることができるのは次に掲げる事項とする。

① 住民への警報、通知等

② 災害時における混乱を防止するための指示等

③ 前各号のほか、知事が特に必要と認めるもの

(3) 市町長からの緊急警報放送の要請については、やむを得ない場合を除き知事を通じて行うこととする。

(4) 緊急警報放送の放送を要請するときは、知事は、日本放送協会神戸放送局長に対してあらかじめ電話等に

より放送要請の予告をした後、文書により行うこととする。

ただし、緊急を要し文書による要請をするいとまのない場合は、電話等により要請し、事後において速や

かに文書を提出することとする。

(5) 放送要請に関する事項の伝達及びこれに関する連絡を確実、円滑に行うため、知事にあっては災害対策課

長、日本放送協会神戸放送局長にあっては放送部長を連絡責任者とすることとする。
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３ 防災情報の提供のための放送

知事は、県民に防災情報を提供する必要があると認める場合、「防災情報の提供と放送に関する覚書」に基

づき、㈱ラジオ関西代表取締役社長に対して、㈱ラジオ関西との間の回線を使用した放送の実施を要請するこ

ととする。

(1) 防災情報の提供のための放送を行う場合、知事は放送要請の理由、放送事項、放送希望日時等を記載した

文書により要請することとする。ただし、緊急やむを得ない場合は電話又は口頭によることができることと

する。

(2) 知事から要請を受けた㈱ラジオ関西代表取締役社長は、放送の形式、内容、放送時刻等をその都度決定し、

放送することとする。ただし、災害時における被害の発生及び拡大の防止等図るために必要な情報について

は、原則として直ちに放送することとする。

(3) 放送要請に関する連絡調整を円滑かつ確実なものとするため、知事にあっては危機管理部総務課長、㈱ラ

ジオ関西代表取締役社長にあってはデジタル戦略局プロデュース部長を連絡責任者とすることとする。

(4) 「防災情報の提供と放送に関する覚書」の実効性を高めるため、平時から、防災情報を直接県民に提供す

ることなど緊急時の運用に関する習熟に努めることとする。

４ 県、市町と放送事業者等の連携強化

(1) 市町は、高齢者等避難及び避難指示を発令したときは、原則として放送事業者及び県へ速やかに伝達する

こととする。

(2) 県、市町、放送事業者は、災害時における連絡方法、避難指示等の連絡内容等についてあらかじめ定める

とともに、関係機関の防災連絡責任者を定めたリストを作成し、共有することとする。

(3) 市町は、コミュニティＦＭやＣＡＴＶなど地域メディアとの間で情報提供等に関する協定を締結するなど、

連携強化に努めることとする。

５ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 災害時における放送要請

(2) その他必要な事項
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第11節 災害情報等の提供と相談活動の実施

第４款 放送事業対策の実施

〔実施機関：日本放送協会、㈱サンテレビジョン、㈱ラジオ関西、兵庫エフエム放送㈱〕

第１ 趣旨

県域における災害時の放送確保のための応急対策について定める。

第２ 内容

１ 日本放送協会

(1) 放送施設応急対策

① 放送所の確保

放送の電波確保のため、放送所の施設に非常用電源を整備するなどの防災対策を行うとともに、災害時

に被害が発生した場合は、応急に復旧を行うこととする。

② 放送局の施設確保

放送の拠点となる神戸放送局（演奏所）の施設確保に万全を期すとともに、放送局の施設が災害により

使用不能となった場合は、臨時の施設を仮設し放送の継続に努めることとする。

③ 中継回線等通信連絡回線の確保

放送のための中継回線をはじめ、取材・放送の連絡に必要な有線・無線の通信回線の確保に努め、一部

に障害が発生した場合は、他の系統で代替を行うなど、回線の確保に努めることとする。

(2) 緊急時の放送

① 災害に関する警報等の周知

関係法規及び気象庁との申合せにより、気象官署から警報等の情報の通知を受け、放送することとする。

② 知事の放送要請

日本放送協会神戸放送局長が兵庫県知事との間に締結した｢災害時における放送要請に関する協定｣及び

「緊急警報放送の要請に関する覚書」に基づき、知事から放送要請が行われたときは、協定・覚書の定め

る手続によって放送を行うこととする。

③ 災害に関する放送

災害に関する情報を収集し、災害被害防止を最優先に放送することとする。

(3) 受信対策

① 受信機の復旧

被災受信機の取扱いについて、告知放送・チラシ・新聞等を利用して周知するとともに、関係団体の協

力を得て受信相談を実施するなど、可能なかぎり被災受信機の復旧を図ることとする。

② 情報の周知

避難場所その他有効な場所へ関係団体の協力を得て受信機の設置を行うなど、視聴者への災害情報の周

知を図ることとする。

(4) 復旧対策

被災した施設及び設備等については、迅速・的確にその被害状況を調査し、これに基づき効果的な復旧計

画を早急に作成することとする。

復旧に当たっては、放送を実施するための施設・設備を優先させることとし、迅速な工事により早期復旧

を図ることとする。
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２ ㈱サンテレビジョン

(1) 非常災害時の活動体制

重大な災害が発生した場合は、本社に社長を本部長とする災害対策本部を設置し、本部長の指示のもと、

全職員を挙げて放送の確保を図ることとする。

(2) 非常災害時の特別放送

① 緊急放送

災害の規模により、通常放送を変更し「ニュース速報」「カットインニュース」の形で、被災者等に対

して必要な情報を迅速に提供することとする。

② 災害に関する警報等の周知

気象庁が提供する「インターネット版防災情報提供システム」等により、気象官署から警報等の情報を

収集し、放送することとする。

③ 知事の放送要請

県知事との間に締結した「災害時における放送要請に関する協定」に基づき、知事から放送要請が行わ

れたときは、協定に定められた手続により放送を行うこととする。

(3) 復旧対策

① 本社演奏所の機能が失われた場合は、速やかに応急処理を行うこととする。

② 応急処理が困難な場合は、中継車及び移動用マイクロ回線により直接送信所へ電波を送信し、放送を開

始することとする。

③ 中継車の使用が不可能なときは、臨時回線が構成できる本社外の施設に仮設送信機能を設営することと

する。

④ 放送設備の応急修理が困難で、電波を発信できない場合は、神戸新聞・ラジオ関西との災害時３者協力

協定により、新聞・ラジオを通じて被災状況や、復旧の見通しなどを公表することとする。

３ ㈱ラジオ関西

(1) 災害時の活動体制

重大な災害が発生した場合、社長を本部長とする災害対策本部を設置し、非常災害マニュアルに沿い、全

組織を挙げて放送の確保を図ることとする。

(2) 災害時の放送

① 災害に関する警報等の周知

気象庁が提供する「インターネット版防災情報提供システム」等により、気象庁から放送に適するよう

整理した予報、注意報、警報等の情報を収集し、通報事項を放送することする。

② 知事の放送要請

県知事との間に締結した「災害時における放送要請に関する協定」及び「防災情報の提供と放送に関す

る覚書」に基づき、知事から放送要請が行われたときは、協定・覚書に定めた手続によって放送を行うこ

ととする。

③ 災害関連番組の編成と放送

災害時又は災害の発生が予想される場合に、災害に関する情報を収集し、日常の編成にとらわれず災害

による被害防止を最優先に放送することとする。この他、防災災害対策のための解説、キャンペーン番組、

民心の安定に役立つ教養娯楽番組等を編成することとする。

(3) 復旧対策

① 放送所・演奏所が被災し、使用不能となった場合は、臨時の施設を確保し放送の継続に努めることとす

る。

また、被災した施設・設備については、迅速かつ的確な復旧を図ることとする。

② 応急措置が困難で、万一電波を発信できない場合は、サンテレビジョン・神戸新聞との「災害緊急時の

３者報道協力協定」に基づいて、テレビ・新聞を通じて被災状況や、復旧の見通しなどを公表することと
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する。

４ 兵庫エフエム放送㈱

(1) 災害時の応急対策

災害の規模に応じて職員等との連絡手段、参集手段の確保及び動員体制の整備を図り、放送を遂行するた

めの災害応急対策を速やかに実施できるよう努めることとする。

また、必要に応じて、社長を本部長とする災害対策本部を設置し、災害対策を的確に遂行することとする。

(2) 災害時の放送設備対策

災害発生に際しては、放送設備に対する障害の復旧に全力を尽くすとともに、放送機能の維持、確保に万

全を期することとする。

(3) 災害時の放送対策

① 災害情報等の放送

災害の状況に応じて、ニュース報道、臨時ニュース、特別番組等を編成することとする。

また、その情報収集に当たっては、気象台をはじめ関係機関と密接な連携のもと、迅速かつ的確な放送

を実施することとする。

② 知事の放送要請

県知事との間に締結した「災害時における放送要請に関する協定」に基づき、知事から放送要請が行わ

れたときは、協定に定めた手続によって放送を行うこととする。

③ 外国人県民等に向けた放送

重大な災害が発生したときは、兵庫県及びその周辺に在住する多くの外国人に対し、英語、中国語など

の外国語による災害情報、生活情報等の放送を行うこととする。

(4) 復旧対策

災害により被災した施設、設備は迅速に復旧を図るとともに、再度同種の被害を受けることのないよう配

慮することとする。

なお、復旧の順位については、放送の送出に重大な影響を及ぼすと認められる施設、設備を最優先とする。
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第12節 廃棄物対策の実施

第１款 ガレキ対策の実施

〔実施機関：県環境部、市町〕

第１ 趣旨

災害により発生したガレキ（災害廃棄物）処理の対策について定める。

第２ 内容

１ 市町の措置

市町は、次のとおりガレキ処理を実施することとする。

(1) 災害発生後の対応

① 情報の収集及び連絡

市町は、損壊建物数等の情報を収集し、ガレキ処理の必要性を把握し、県に連絡することとする。

② 選別・保管・焼却等の可能な仮置場の確保

市町は、ガレキの処理に長時間を要する場合があることから、十分な仮置場を確保することとする。

(2) 処理作業過程

① 撤去作業

市町は、災害により損壊した建物から発生したガレキについて、危険なもの、通行上支障があるもの等

から優先的に撤去することとする。

② 全体処理量の把握

市町は、計画的に処理を実施するため、速やかに全体処理量を把握することとする。

③ 県等への応援要請

市町は、近隣市町等の応援のみでは最終処分までの処理ルートが確保できない場合には、応援協定を締

結している事業者に対して応援を要請するとともに、「兵庫県災害廃棄物処理の相互応援に関する協定」

に基づき、速やかに県に対して広域的な応援を要請することとする。県内市町や他府県市町村等による応

援が困難な場合は、（公財）ひょうご環境創造協会の活用または県に処理に関する事務委託を行うことと

する。さらに、（公財）ひょうご環境創造協会及び県による処理も困難な場合は、環境大臣による処理の

代行要請を行うこととする。

加えて、ボランティア、ＮＰＯ等の支援を得て災害廃棄物等の処理を進める場合には，社会福祉協議会、

ＮＰＯ等と連携し、作業実施地区や作業内容を調整、分担するなどして、効率的に災害廃棄物等の搬出を

行うものとする。

(3) その他

市町は、災害時に、適切な管理のなされていない空家等に対し、緊急に安全を確保するための必要最小限

の措置として、必要に応じて、外壁等の飛散のおそれのある部分や、応急措置の支障となる空家等の全部又

は一部の除却等の措置を行うものとする。

２ 県の措置

(1) 職員の派遣

県は、市町から要請があった場合、又は被災市町の状況から判断して必要と認める場合には、速やかに職

員を派遣して、被害状況等の情報収集、連絡調整等を実施することとする。

(2) 最終処分場までのルートの確保

県は、市町からの要請に基づき、最終処分までのルートの確保を支援することとする。

(3) 広域的支援要請
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① 県は、必要により、県内各市町や関係団体に対して、広域的な応援要請を行うとともに、応援活動の全

体調整を行うこととする。

② 県は、被災市町や県内市町でガレキの処理を行うことが困難であると認められる場合には、広域的な処

理体制を確保するため、必要に応じ他府県や関係省庁に対する支援要請や、災害廃棄物処理支援ネットワ

ーク（D.Waste-Net）、災害廃棄物処理支援員制度（人材バンク）等の活用を検討することとする。他府県

等の支援を受けても市町において、処理が困難な場合、県は、市町に（公財）ひょうご環境創造協会の活

用を促す。処理が困難を極め、市町から県に処理に関する事務委託について、要請があった場合は受託し、

適正に処理を行うこととする。

３ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 実施責任

(2) ガレキ処理班の編成

(3) ガレキ処理の方法

(4) 必要な器材等の保有、調達

(5) 仮置場の確保

(6) その他必要な事項
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第12節 廃棄物対策の実施

第２款 ごみ処理対策の実施

〔実施機関：県環境部、市町〕

第１ 趣旨

災害により発生したごみ処理対策について定める。

第２ 内容

１ 市町の措置

市町は、あらかじめ定めた災害廃棄物処理計画に基づき、次のとおりごみ処理を実施することとする。

(1) 災害発生後の対応

① 情報の収集及び連絡

市町は、避難所等の避難人員及び場所を確認し、当該避難所等におけるごみ処理の必要性や収集処理見

込みを把握することとする。

② ごみ処理施設の被害状況と稼働見込みの把握

市町は、ごみ処理施設の被害状況と稼働見込みを速やかに把握し、必要に応じ、仮置場を確保すること

とする。

(2) 処理作業過程

① 生活ごみ、粗大ごみの収集、処理開始と収集の完了

市町は、避難者の生活に支障が生じることがないよう、避難所等における生活ごみの処理を適切に行う

とともに、災害により一時的に大量に発生した生活ごみや粗大ごみについては、遅くとも３～４日以内に

は収集を開始し、７～10日以内には収集を完了することを目標とすることとする。

② ごみの一時保管場所の確保

市町は、生活ごみ等を早期に処理ができない場合には、収集したごみの一時的な保管場所を確保すると

ともに、その管理については、生活環境及び公衆衛生上十分配慮をすることとする。

③ 県等への応援要請

ア 市町は、生活ごみ等の収集・処理に必要な人員・処理運搬車両や処理能力が不足する場合には、近隣

市町等に応援要請を行うこととする。

イ 市町は、近隣市町等で応援体制が確保できない場合には、応援協定を締結している事業者に対して応

援を要請するとともに、「兵庫県災害廃棄物処理の相互応援に関する協定」に基づき、速やかに県に対

して広域的な応援を要請することとする。県内市町や他府県市町村等による応援が困難な場合は、（公

財）ひょうご環境創造協会の活用または県に処理に関する事務委託を行うこととする。さらに、（公財）

ひょうご環境創造協会及び県による処理も困難な場合は、環境大臣による処理の代行要請を行うことと

する。

２ 県の措置

(1) 県は、市町からの要請により、県内各市町や関係団体に対して、広域的な応援要請を行うとともに、応援

活動の全体調整を行うこととする。

(2) 県は、被災市町や県内市町で生活ごみ等の処理を行うことが困難であると認められる場合には、広域的な

処理体制を確保するため、必要に応じ他府県や関係省庁に対し、支援を要請することとする。他府県等の支

援を受けても市町において、処理が困難な場合、県は、市町に（公財）ひょうご環境創造協会の活用を促す。

処理が困難を極め、市町から県に処理に関する事務委託について、要請があった場合には受託し、適正に処

理を行うこととする。
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３ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 実施責任

(2) 清掃班の編成

(3) 廃棄物処理の方法

(4) 資機材等の保有、調達

(5) 廃棄物処理施設の応急復旧

(6) その他必要な事項
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第12節 廃棄物対策の実施

第３款 し尿処理対策の実施

〔実施機関：県環境部、市町〕

第１ 趣旨

災害により発生したし尿処理の対策について定める。

第２ 内容

１ 市町の措置

市町は、次のし尿処理を24時間以内に実施することとする。

(1) 情報の収集及び連絡

市町は、避難所等の避難人員及び場所を確認し、水道の復旧状況等を勘案のうえ、当該避難所等の仮設ト

イレの必要数やし尿の収集・処理見込みを把握することとする。

(2) し尿処理施設の被害状況と稼働見込みの把握

市町は、し尿処理施設の被害状況と稼働見込みを把握し、必要により、仮設トイレを避難所等に設置する

こととする。

なお、市町は、あらかじめ仮設トイレの備蓄等その確保を図るとともに、設置した際の清掃等その管理体

制の整備に努めることとする。

(3) 消毒剤等の資機材の準備、確保

市町は、仮設トイレの管理に当たっては、必要な消毒剤等を確保し、生活環境及び公衆衛生上十分配慮す

ることとする。

(4) 県等への応援要請

① 市町は、し尿の収集・処理に必要な人員・処理運搬車両等の確保に当たり、処理能力が不足する場合に

は、近隣市町等に応援要請を行うこととする。

② 市町は、近隣市町等で応援体制が確保できない場合には、応援協定を締結している事業者に対して応援

を要請するとともに、「兵庫県災害廃棄物処理の相互応援に関する協定」に基づき、速やかに県に対して、

広域的な応援を要請することとする。

２ 県の措置

(1) 県は、市町からの要請により、県内各市町や関係団体に対して、広域的な応援要請を行うとともに、応援

活動の全体調整を行うこととする。

(2) 県は、被災市町や県内市町でし尿の処理を行うことが困難であると認める場合には、県は、広域的な処理

体制を確保するため、必要に応じ他府県や関係省庁に対し、支援を要請することとする。

(3) 県は、大規模災害時等、市町から要請があった場合、備蓄している仮設トイレの供与又はあっせんを行う

こととする。

３ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 実施責任

(2) 清掃班の編成

(3) し尿処理の方法

(4) 仮設トイレの保有、調達

(5) 資機材等の保有、調達

(6) し尿処理施設の応急復旧
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(7) その他必要な事項
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第13節 環境対策の実施

〔実施機関：県環境部、市町〕

第１ 趣旨

災害による工場からの有害物質（大気汚染防止法及び水質汚濁防止法に規定されているもの）の漏洩や廃棄物

処理に伴う環境汚染等の防止対策について定める。

第２ 内容

１ 災害発生直後の対応

(1) 被害状況の把握

県は、市町、関係機関及び工場・事業場と連絡を取り、有害物質の漏出等の有無、汚染状況、原因等、必

要な情報の迅速かつ的確な収集を行うこととする。

(2) 施設等の稼働体制の確認

県は、大気汚染測定装置、環境分析装置等の資機材について被害の有無を確認の上、必要により、早期復

旧のための措置を講じ、速やかに環境濃度の収集解析を行うこととする。

２ 応急対策

(1) 環境モニタリングの実施

県は、災害の状況、工場の被災状況に応じて、必要な環境モニタリング調査を実施し、市町は、その測定

場所の選定、確保及び現場立会いを行うこととする。

(2) 被災工場・事業場に対する措置

県は、市町と協力して、被災地域の有害物質を使用する工場に対して現地調査を実施し、環境関連施設の

被災状況の調査、有害物質の漏出状況及び環境汚染防止措置の実施状況を把握するとともに、環境汚染によ

る二次災害防止のための指導を行うこととする。

(3) 廃棄物処理に伴う環境汚染防止の指導

県は、被災により発生した廃棄物の不適正な処理に伴う環境汚染を防止するため、工場等の関係者に対し

適切な処分処理を指導することとする。

(4) 建築物の解体撤去工事等に対する措置

県は、市町と協力して、被災により損壊した建築物の解体撤去工事において生じる、粉じんや石綿の飛散

を防止するため、建築物の損壊状況実態調査の情報をもとに、当該建築物等の所有者及び解体工事事業者等

に対し、粉じんや石綿の飛散防止等環境保全対策を実施するよう指導することとする。

(5) 環境情報の広報

県は、工場からの有害物質の漏出による大気、公共用水域、地下水及び土壌の汚染等により、住民の生命

身体に危険が生じるおそれがある場合は、市町と連携して、直ちに関係機関に連絡するとともに、報道機関

の協力等により広報を行い、一般への周知を図ることとする。

(6) 被災地域以外の環境保全担当機関に対する支援の要請

県は、被害が大規模で地域内の機関だけでは十分な対応が困難である場合は、他府県や環境省に対し、支

援を要請することとする。
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第14節 災害ボランティアの派遣・受入れ

〔実施機関：県県民生活部、市町〕

第１ 趣旨

大規模な災害が発生し、救援活動が広範囲又は長期に及ぶ場合など、円滑な災害応急活動の推進にボランティ

アの参画が必要な場合における災害ボランティアの派遣・受入れについて定める。

第２ 内容

１ 災害ボランティアの受入れ

(1) 災害ボランティアの受入体制

① 県、市町は、県内で大規模災害等が発生した場合、主として次の活動について、ボランティアの協力を

得ることとし、市町では受入・紹介窓口を、県では県社会福祉協議会が運営するひょうごボランタリープ

ラザにその支援窓口を開設することとする。

（災害ボランティアの主な活動内容）

・災害情報、生活情報等の収集、伝達

・避難所等における炊き出し、清掃等の被災者支援活動

・救援物資、資機材の配分、輸送

・軽易な応急・復旧作業

・災害ボランティアの受入・紹介事務

② 県は、県災害対策本部でボランティア活動支援に係る総合調整を行うとともに、県民局・県民センター

（地方本部）にも担当を設けることとする。また市町においても、市町災害対策本部に担当班等を設ける

こととする。

③ 県・市町は、その実情に応じ、第三者的な機関（市町社会福祉協議会、日本赤十字社、平素から連携を

図っているその他のボランティア団体等）と連携して、災害ボランティアの受入・紹介等の窓口となる災

害ボランティアセンター等を開設することとする。なお、県、神戸市及び県から事務の委任を受けた市町

は、共助のボランティア活動と地方公共団体の実施する救助の調整事務について、社会福祉協議会等が設

置する災害ボランティアセンターに委託する場合は、当該事務に必要な人件費及び旅費を災害救助法の国

庫負担の対象とすることができる。

④ 県・県社会福祉協議会は、災害時における兵庫県災害ボランティアセンターの設置・運営等に関する協

定(R6.8締結)に基づき、協議の上、県災害ボランティアセンターの設置・運営等を行う。

⑤ 市町は、災害ボランティアセンター等をできるだけ市町庁舎内に設置し、相互に緊密な連携をとれるよ

う努めることとし、第三者的な機関との間で、施設・場所等の提供、職員の派遣等の協力・連携を図るこ

ととする。

(2) 災害ボランティアの確保と調整

① 県、市町は、被災地域におけるボランティアニーズをみながら、社会福祉協議会、日本赤十字社、地元

や外部から被災地入りしているNPO・NGO等のボランティア団体及びＮＰＯ等との連携を図るとともに、中

間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等の活動支援や活動調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図り、

支援活動の全体像を把握するための情報共有の場を設置するなどし、連携のとれた支援活動を展開するよ

う努めることとする。

② ひょうごボランタリープラザは、ボランティア活動が円滑に行われるよう、県下の支援関係機関・団体

からなる「災害救援ボランティア活動支援関係団体連絡会議」、市町社会福祉協議会や、地元や外部から

被災地入りしているNPO・NGO等ボランティア団体等との連携などにより、市町災害ボランティアセンター

の支援を行うこととする。
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③ 県、ひょうごボランタリープラザは、必要に応じ、災害ボランティアの募集に係る広報、スーパーバイ

ザー等の派遣、ボランティアバスの運行、ボランティアの活動助成等の支援を行うこととする。

(3) 災害ボランティアの受入れ・派遣に当たっての基本事項

ボランティアの受入・紹介窓口、ボランティア団体、ボランティアコーディネート機関等は、ボランティ

アの受入れ、派遣に当たっては、特に、次の事項を遵守するよう努めることとする。

① 被災地の住民・自治会のボランティア受入れについての意向に配慮すること。

② ボランティアに対し、活動内容、現地の状況、ボランティア保険の加入など最低限の予備知識を持った

うえで、救援活動に参加するよう周知すること。

③ ボランティアの身分が被災地住民にわかるようにすること。

④ ボランティアに対し、被災地住民に負担をかけずに活動できる体制を整えて、救援活動に参加するよう

周知すること。

⑤ ボランティアニーズは、時間の経過とともに変化するので、それに併せて、ボランティアの希望や技能

を把握し、活動のオリエンテーションをした上で派遣するよう努めること。

⑥ ボランティア、特にボランティア・コーディネーターに対して、レスパイトケア（一時的に現地を離れ

て休息をとる）の期間を持つよう配慮すること。

⑦ 被災地と後方支援との役割分担やネットワークを図るため、両者のネットワークのための会議を開催す

ること。

⑧ 市町は、災害ボランティアと自主防災組織等地域住民との連携や円滑な関係づくりに努めること。

⑨ 感染症の拡大が懸念される状況下では、感染予防措置を徹底すること。
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○ 災害ボランティア活動支援の基本スキーム

県民局・県民センター

・ボランタリー基金の運用

・ボランティアバス運行　等

・ボランティアのニーズ把握　 等

災害救援ボランティア活動支援
関係団体連絡会議

協力ひょうご
ボランタリー
プラザ

（県社協）

・県内社協の被害情報収集

・他府県社協等との連携

【立ち上げ・運営支援】

・応援職員派遣

・資機材の需給調整

現場

自治会長等 現場への先導・紹介

・ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ派遣

・支援隊派遣

一般ボランティアの
募集数連絡

災害ボランティアセンター（例）
　【設置主体】市町が、地元社協等と協議して設置

【運　　営】地元社協、市町等が一体的に運営

資金調達
（募金、共同募金(災害等準備金)、

ボランタリー基金等）

連携
市町
＜平　時＞
 ・市町社協等関係団体
　 との連携
 ＜災害時＞
 ・災害対策本部にﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ
　 班を設置
 ・災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰの開設
   判断

・職員派遣

・施設提供
・電話設置等の便宜
・資機材貸与

ボランティア募集、募金の要請

　記者発表
　ホームページ等県広報媒体

被
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・その他連絡調整

・備蓄資機材の貸与

・被害状況等の情報提供

県災害対策本部

【調整・指示】

・ボランティア必要性判断

・災害ボランティアセンターの
　運営協力依頼

・先遣隊派遣

２ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 災害ボランティアの受入体制

(2) 災害ボランティアの受入・紹介窓口の開設

(3) その他必要な事項
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第15節 海外からの支援の受入れ

〔実施機関：県危機管理部、県産業労働部、県警察本部、消防機関〕

第１ 趣旨

災害時の海外からの救援物資の提供や救援隊派遣などの支援（在日米軍からの支援を含む。以下同じ）の受入

れについて定める。

第２ 内容

１ 基本方針

海外からの支援の受入れについては、基本的に国において判断されることから、国と十分連絡調整を図りな

がら対応することとする。

２ 支援の受入れ

(1) 受入れの準備

県は、海外からの救援物資の受入れが予想される場合、あらかじめ次のことを行うこととする。

① 国、県海外事務所等への被災状況の概要及び想定されるニーズの連絡

② 国、県海外事務所等からのニーズの照会への対応

(2) 受入れの対応

海外からの支援の受入れは、一般的に国が窓口となることから、外務省等と十分連絡調整を図りながら対

応することとする。

(3) 姉妹州省等からの支援の受入れ

県は、姉妹州省等から、直接物資や救援隊の派遣について申し出を受けた場合には、次に定めるところに

より対応することとする。

① 救援物資の受入れ

ア 提供物資の確認

県は、海外から物資提供の申し出があった場合、次のことについて提供申出者に確認のうえ、国と連

絡調整を図りながら、迅速に対応することとする。

・品目、数量

・輸送手段

・輸送ルート

・搬入場所

・到着予定日時

イ 関係機関との調整

県は、物資提供を受け入れる場合、次のことについて関係機関と調整を行うこととする。

・通関に際しての法令による規制免除

・通関料等の免除手続

ウ 協力の依頼

県は、物資の輸送・通関・保管に関して、航空会社・通関業協会等へ協力依頼を行うこととする。

② 救援隊の受入れ

ア 派遣内容の確認

県は、海外から救援隊派遣の申し出があった場合、次のことを確認した上で、国と連絡調整を図りな

がら受入れの是非等を検討の上、迅速に対応することとする。

・協力内容、人数、到着場所、到着日時の確認
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・入国に関する規制の有無、免除の有無の確認

・県警察本部、消防本部等と連絡を取り合い、被災地のニーズを把握

・受入れの方法等の検討

イ 自力での活動の要請

県は、救援隊に極力、自力で活動するよう要請することとする。

ウ 救援隊の対応

県は、救援隊の受入れに当たっては、活動日程を作成するほか、必要に応じて次のことを行うことと

する。

・案内者・通訳の手配

・宿泊場所の手配

・支援活動への同行

エ 協力体制の確保

県警察本部、消防本部は、海外からの救援隊受入れに際しては、円滑な協力体制の確保に配慮するこ

ととする。

○ 海外支援の受入れに関する手続きの流れ

<海外からの支援受け入れに関する関係省庁連絡会議申し合せ(平成10年１月20日)>

受入れ計画の作成
（非常災害対策本部等）

 ○ 関係省庁、被災地方公共
　　団体に対し、受入れ計画
　　を提示
 ○ 外務省を通じ、申し入れ
　　国に対し、受入れ計画を
　　通報
　　（非常災害対策本部等）

 ○ 関係省庁、被災地方公共
　　団体に対し、受入れない
　　旨、連絡
 ○ 外務省を通じ、申し入れ
　　国に対し、受入れない
　　旨、通報
　　（非常災害対策本部等）

 受入れ計画に基づき支援を
 受入れ（関係省庁）

災　害　発　生

外交ルートを通じた海外からの支援の申し入れ

支援申し入れを受理（外務省）

非常災害対策本部等に対し、支援の種類、規模、
到着予定日時、場所等を通報（外務省）

　外務省からの連絡を受け、被災地方公共団体及び関係省庁に
　ニーズ等を照会し、受入れ可能性を検討（非常災害対策本部等）

受入れ決定した場合 受入れない場合
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第16節 鉄道施設における応急対策の実施

〔実施機関：県危機管理部、西日本旅客鉄道㈱、神戸市交通局、山陽電気鉄道㈱、阪急電鉄㈱、阪神電気鉄道㈱、

神戸電鉄㈱、神戸高速鉄道㈱､神戸六甲鉄道㈱､㈱こうべ未来都市機構〕

第１ 趣旨

災害時における鉄道の乗客の安全確保等のための対策について定める。

第２ 内容

１ 県の取り組み

県は、鉄道事業者のほか、市町、県警察本部、消防本部等、防災関係機関と連携し、被害状況等の情報収集

に努めることとする。

また、これらの被害状況、運行状況、復旧状況、代替交通手段等、県民が必要とする情報について、適切な

広報を行うこととする。

２ 西日本旅客鉄道㈱の応急対策

(1) 対策本部の設置

災害等の発生又は発生の恐れがある場合は、統括本部対策本部および現地対策本部を設置する。

(2) 初動対応

お客様の救護を最優先として対応し、現地や被害状況の情報を収集・集約や状況に応じた方針の決定、要員配

置の見直し等を行う。迅速かつ幅広い支援を要請するために、警察・消防・自治体・運輸局等関係機関、および

社内外の必要な箇所に対して、速やかに必要な情報提供を行う。

(3) 運転規制

災害時運転取扱手続および近畿統括本部災害時運転取扱標準に定めるところにより、時間雨量、連続降雨量が

基準値を超えた場合、風速計が運転規制基準値に達した場合、及びその他運転規制の基準値に達した場合は列車

の速度規制又は運転見合せを行う。

(4) 旅客等の救護及び避難

現地の社員・消防隊員・警察官・近隣住民等と相互に協力し、お客様等の救護や避難誘導等にあたること。ま

た、状況に応じて駅や車内放送等を利用し、お客様への案内や協力要請を行う。

(5) 復旧

現地や被害状況を踏まえた適切な復旧計画を策定し、最大限の要員配置を行うことにより、復旧作業を円滑に

進めるとともに、必要な情報発信を適宜行う。

３ 神戸市交通局の応急対策

(1) 発災時の初動措置と応急対応

① 災害対策本部の設置

災害が発生した場合は、旅客及び施設の安全確保と緊急輸送を行うため、災害対策本部を設置すること

とする。

② 発災時の初動態勢

ア 運行規制

(ｱ) 風害

・留置車両に対しては、厳重に転動防止を手配することとする。

・突風等のため列車の運転が危険であると認めたときは、列車の出発を一時見合せることとする。

・気象情報又は係員からの報告により、風速25ｍ以上になったときで、列車の運転が危険であると認
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めたときは、列車の運転を一時中止することとする。

(ｲ) 水害

・水害を受けたとき、又は水害を受けるおそれがあるときで、列車の運転が危険であると認めたとき

は、列車の運転を一時中止することとする。

・浸水のため運転に支障のおそれがあると認めたときは、乗客を駅に下車させ、列車を浸水のおそれ

のない箇所に回送することとする。

・浸水時の列車運行の限界については、レール頭部頂面から３cm下までの浸水、また、側溝から溢水

し、軌道面を水が流れているような状態の場合とする。

イ 乗務員の対応

(ｱ) 風害

・風力の強い箇所では、なるべく速度を均一に保ち、急激に速度を変えないこととする。

(ｲ) 水害

・浸水し、又は崩壊のおそれがある区間に進入する列車は、特に注意して運転することとする。

(ｳ) 列車の運転が危険であると認めたときは、なるべく安全な箇所に停止することとする。

ウ 乗客の避難・救護対策

・駅及び列車等の状況を的確に把握し、適切な放送を行うとともに、旅客を安全な場所へ避難誘導する

こととする。

・地下鉄の各係員は、旅客等に事故が発生した場合、負傷者の救護措置を行うとともに、旅客の生命の

安全を確保することとする。

エ その他の措置

災害発生と同時に、必要箇所を点検するとともに、緊急指令連絡体制による通報を実施することとす

る。

③ 情報連絡システム

災害情報及び応急措置の連絡指示並びに被害状況の収集等の通信連絡は、列車無線、指令電話、鉄道電

話等を利用するとともに、必要により移動無線機を利用することとする。

(2) 振替輸送の確保

① 振替輸送の基本方針

神戸市高速鉄道乗車規定第14条第２項の規定に基づき、災害その他の運転事故等により、高速鉄道列車

が長時間運行不能になり、又は運転不能となると認めた場合には、同市乗合自動車により、振替輸送を実

施することとする。

② 振替輸送運行システム

(ｱ) 運転指令区長は、列車の運転が不能を認められる場合、この旨を運輸長に報告することとする。

(ｲ) 運輸長は、振替輸送が必要と認めた場合、その指示により振替輸送を実施することとする。

(ｳ) 運輸長は、直ちに交通事業管理者に報告するとともに、市バス運輸サービス課長に不通区間及び振替

輸送着手時刻を連絡し、振替輸送を要請することとする。

４ 阪急電鉄㈱の応急対策

(1) 災害対策本部の設置

災害が発生した場合またはそのおそれがある場合は、状況を判断して緊急事態対策本部を設置し、被害施

設の復旧、輸送の確保、情報の把握、被害者の救援を行うこととする。

(2) 発災時の初動態勢

① 運行規制

ア 風害

・風速監視表示装置及び駅長又は運転士からの報告により、風速が毎秒20ｍ以上となったと認めたとき

は、その状況に応じて区間、速度を指定して徐行運転を指令することとする。



風水害等対策計画

第３編 災害応急対策計画

第３章 円滑な災害応急活動の展開

第16節 鉄道施設における応急対策の実施

- 341 -

・風速監視表示装置及び駅長又は運転士からの報告により、風速が毎秒25ｍ以上となったと認めたとき

は、一時、列車の運転を中止することとする。

イ 水害

・まくら木上面まで冠水した時は、毎時25㎞以下で運転することとする。

・レール上面まで冠水した時は、運転休止とする。

・河川増水の場合は、別途「河川増水に対する取扱い要領」によることとする。

・法面亀裂は、毎時45㎞以下で運転することとする。

ウ 通報連絡

・列車の停止位置、線路及び乗客の状況を掌握の上、列車無線にて運転指令者に報告することとする。

② 事故発生時の救援活動

緊急事態対策規程に基づき、死傷者の救護・搬送・医療、家族への連絡、見舞い、弔慰及び収容病院と

その電話番号等の調査並びに事故関係者との連絡、応対に関する事項を処理することとする。

５ 阪神電気鉄道㈱の応急対策

(1) 災害対策本部の設置

① 運輸部長は、災害発生のおそれがある場合、列車運行の安全並びに諸施設の保全を図るため、状況に応

じて警備指令を発令することとする。

甲号警備指令：災害の発生が予測され、諸種の準備が必要と認められる場合

乙号警備指令：甲号警備指令に至らないが、応変に処置を必要とする場合

② 非常災害が発生したとき又は発生するおそれが生じたときは、非常事態対策規則に基づき対策本部を設

置し、復旧、輸送、救護等の応急処置を実施することとする。

(2) 発災時の初動態勢

① 運行規制

ア 風害

・風速が毎秒25ｍ以上になったとき、列車の運転を一時停止することとする。

イ 水害

・浸水線路（軌条面以下） 運転速度 15㎞/h以下

・浸水線路（軌条面以上） 運転休止

ウ 洪水、高潮等のため列車の運転が危険と認めたときは、列車の運転を一時中止することとする。

② 乗客の避難誘導

駅長及び乗務員は、避難が必要な場合、避難の場所、方向を指示して乗客を安全な方向に誘導すること

とする。

③ その他

・運転指令及び駅長は、列車の在線状態を把握することとする。

・非常事態対策規則に基づき、対策本部に救護渉外班を設置することとする。

６ 山陽電気鉄道㈱の応急対策

(1) 対策本部の設置

災害が発生した場合には、対策本部を設置し、その被害を最小限にとどめるとともに、併発事故を防止、

輸送の確保、情報の把握、被害者の救援等を実施することとする。

(2) 発災時の初動態勢

① 運行規制

ア 風害

・風速が毎秒20m以上を感知したときは、区間を指定して運転速度を規制することとする。

・風速が毎秒25m以上を感知したときは、区間を指定して運転を休止することとする。
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イ 水害

・１時間に60mm以上、又は積算（12時間内に、通算6mm以上又は1時間4mm以上の降雨がない場合リセット）

300mm以上（一部区間は1時間に50mm以上、又は積算200mm以上）の雨量を感知したときは、区間を指定

して運転速度を規制することとする。

・１時間に100㎜以上（一部区間は1時間に60mm以上、又は積算250mm以上）の雨量を感知した時は、区間

を指定して運転を休止することとする。

・水位がまくらぎ上面を越えたときは、毎時15km以下の速度で運転することとする。

・水位がレール面上まで達したときは、運転を休止することとする。

ただし、技術部長が安全を確認したときは、毎時15km以下の速度を指定して運転することができる。

・指定河川において、上流側桁下水位があらかじめ定めた基準に達したとき、区間を指定して運転を休

止することとする。

・法面において、施工基面や法肩付近に線路方向の亀裂が生じたときは、運転を休止することとする。

・土砂災害警戒情報を感知し、当社線上の危険箇所について土砂災害危険度分布がレベル４となった場

合は、区間を指定して運転を規制または休止する。

ウ 濃霧又は吹雪

・濃霧又は吹雪のため、通常の運転ができなくなったときは、毎時25kmを超えない速度で運転すること

とする。

② 災害時の活動体制及び情報連絡体制

ア 緊急事態（自然災害、第三者災害等により長時間にわたる輸送障害又は多数の死傷者が発生した場合

をいう。）が発生した場合又はそのおそれがあるときは、あらかじめ定めた経路により速報することと

する。

イ 社長は、緊急事態が発生した場合又はそのおそれがある場合、対策本部を設置するよう指示すること

とする。

ウ 現地対策本部を災害又は事故の現場に設置し、速やかに被害施設の復旧に努めるとともに、輸送の確

保、情報の把握、被害者の救援等を実施することとする。

③ 乗客の避難誘導

ア 駅長は、旅客の安全確保に努め、避難が必要な場合は、安全な場所へ避難誘導することとする。

イ 運転士は、駅間の途中で停止した場合で乗客の避難が必要と認めたときは、運転指令の承認を受けた

後、車掌と打合わせたうえ、ブレーキの緊締、手歯止使用等、転動防止をした後、安全な場所に避難誘

導すると共に、避難場所・旅客の状態等を運転指令に報告することとする。

ウ 運転士は駅構内で停止した場合で、旅客の避難が必要と認めたときは、駅長の指示に従い、前号の取

扱いをすることとする。

エ 車掌は、列車が駅間で停止したときは、その状況を速やかに把握し、適切な車内案内放送を行い、

車内秩序の維持に努め、旅客の避難が必要と認められるときは、運転士と打合わせて、避難場所など適

切な案内を行うと共に、安全な場所に避難誘導することとする。

④ 救護活動

ア 係員は、事故が発生した場合、人命救助を最優先に行動し、速やかに安全適切な処置をとると共に関

係先に報告することとする。

イ 救護責任者は、死傷者がある場合、その氏名、住所、性別、年齢、収容医療機関及び症状等を的確に

把握し、家族その他関係者への連絡応対に従事することとする。

ウ 運転指令及び駅長は、特に人命救助の必要がある場合に、消防本部に出動を要請することとする。

エ 駅長は、旅客に対し放送装置及び掲示等を利用して、事故の概況、輸送の方法、復旧の見込み等案内

の徹底を図り、秩序の維持に努めることとする。

７ 神戸電鉄㈱の応急対策
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(1) 災害対策本部の設置

緊急事態が発生した場合またはそのおそれのある場合は、状況を判断して現地対策本部及び本社対策本部

を設置し、復旧、輸送、救護等の処理を実施することとする。

(2) 発災時の初動態勢

① 運行規制

ア 風害

・風速計、気象警報及び駅長又は運転士からの報告により、風速が毎秒20ｍ以上であると認めたとき

は、その状況に応じて区間、速度を指定して徐行運転を指令することとする。

・風速計、気象警報及び駅長又は運転士からの報告により、風速が毎秒25ｍ以上であると認めた上、列

車運転が危険であると判断したときは、区間または全線にわたって列車運転の一時休止を指令するこ

ととする。

イ 河川増水

・指定河川において、桁下水位があらかじめ決められた基準に達した時、水位に応じて徐行運転（毎時

35km以下）または運転休止することとする。

ウ 軌道冠水

・まくら木上面を越えたときは、徐行運転（毎時25km以下）、レール上面を越えたときは、列車運転の

一時休止を指令することとする。

エ 通報連絡

・無線で運転指令者に列車の停止位置、線路・乗客の状態等を報告することとする。

② 乗客の避難誘導等

ア 駅における避難誘導

・駅長は、避難が必要と認められる場合は、係員を指揮して旅客を安全な場所に誘導することとする。

・旅客を安全な場所に誘導した後、災害に関する情報等を旅客に伝達することとする。

イ 列車乗務員が行う旅客の避難誘導

列車が駅に停止している場合は、運転指令者が指示により乗客を安全な場所に誘導することとする。

ただし、やむを得ず乗客を降車させる場合は、放送装置を活用してお客様へ案内を行うとともに状況に

応じて現場に居合わせた社員やお客様に対して避難誘導への協力を要請し誘導することとする。

ウ 事故発生時の救護活動

緊急事態対策規程に基づき、死傷者の救護・搬送・医療、家族への連絡、見舞い、弔慰および収容病

院とその連絡先の調査ならびに事故関係者との連絡、応対に関する事項を処理することとする。

８ 神戸高速鉄道㈱の応急対策

「鉄道施設における応急対策」については、運行会社である阪急電鉄㈱、阪神電気鉄道㈱および神戸電鉄㈱

が管理し、取扱いを定めている。

【管理区分】

阪急電鉄㈱：阪急神戸三宮 ～ 高速神戸

阪神電気鉄道㈱：元町 ～ 西代

神戸電鉄㈱：新開地 ～ 湊川

９ 六甲山観光㈱の応急対策

(1) 災害対策本部等

① 災害対策本部等の設置

災害が発生した場合、旅客及び施設の安全確保と緊急輸送を行うため、災害対策本部を設置することと

する。

② 通信連絡態勢
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ア 社内電話及びＮＴＴ加入電話が使用可能なときは、緊急連絡を実施することとする。

イ 必要によりトランシーバーにより通信連絡を実施することとする。

(2) 発災時の初動措置

① 運行規制

ア 風害

風速が瞬間28ｍ/s以上になった認めたときは、車両の運転を一時停止することとする。

イ 水害

降雨が１時間30mm以上になったときは、車両の運転を一時停止することとする。

② 乗客の避難誘導

ア 駅における避難誘導

(ｱ) 駅長は、係員を指揮して旅客をあらかじめ定めた臨時避難場所に誘導することとする。

(ｲ) 旅客を臨時避難場所に誘導した後、市があらかじめ定めた避難場所の位置、災害に関する情報等を

旅客に伝達することとする。

イ 車掌が行う避難誘導

(ｱ) 長時間停車する時は、駅長の指示により応援者の到着後旅客を駅へ誘導することとする。

(ｲ) 駅への誘導に当たり、軌道を歩行するときは、必ず大阪側歩行路を使用することとする。

③ 事故発生後の救護活動

災害により、旅客等に事故が発生した場合は、適切な救護措置を実施することとする。

10 ㈱こうべ未来都市機構の応急対策

(1) 災害対策本部等の設置

災害が発生した場合、ケーブルカー旅客の安全確保と施設の保全のため必要に応じて災害対策本部を設置

する。

(2) 発災時の初動措置

① 運行規制

ア 風速20m/s以上の強風になったときは鋼索鉄道の運転を休止する。

イ 時間雨量30㎜を超えたときは、運転を休止する。

② 乗客の避難誘導

ア 落石、倒木等により列車が途中停止したときは駅長の指示により、応援者の到着後旅客を駅へ誘導す

る。

イ 旅客の駅への誘導は下り方向を原則とし、歩行には大阪側階段を使用する。
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第17節 ライフラインの応急対策の実施

第１款 電力の確保

〔実施機関：県危機管理部、関西電力㈱、関西電力送配電㈱〕

第１ 趣旨

災害により機能が停止した電力の早期復旧のための対策について定める。

第２ 内容

１ 県の応急対策

(1) 被害状況等の情報収集

関西電力および関西電力送配電のほか、市町、県警察本部、消防機関等防災関係機関と連携し、被害状況

等の情報収集に努めることとする。

(2) 広報の実施

被害状況、復旧状況等、県民が必要とする情報について、適切な広報を行うこととする。

(3) 優先復旧等

① 応急対策上の必要性や被害状況等を勘案して、重要施設やその他特に必要があると認める施設について

は、関西電力および関西電力送配電に対し、当該施設等を優先的に復旧するよう要請することとする。

② 関西電力および関西電力送配電から復旧用資機材置場の確保等の応援を求められたときは、応急対策に

支障のない範囲で支援を行うこととする。

③ 被害状況、応急対策の実施状況等を勘案し特に必要があると認めるときは、関西電力および関西電力送

配電に対し、送電停止を含む適切な危険予防措置を講じるよう要請することとする。

④ 情報収集で得た航空写真・画像等については、ライフライン施設の被害状況の早期把握のため、ライフ

ライン事業者等の要望に応じて、情報提供に努めることとする。

⑤ 重要施設等の非常用電源の稼働状況を確認の上、電源の確保が必要な施設の把握を行い、電源車等の配

備先の候補案を作成し、関西電力送配電に電源車等の配備を要請するよう努めることとする。

２ 関西電力および関西電力送配電の応急対策

(1) 防災体制

① 地域における防災体制

関西電力の各支社および関西電力送配電の各本部が所管する地域（以下、「地域」という。）は、当該

地域における非常事態に対処するため、支社長および本部長を対策組織の長とする非常災害対策総本部を

設置する等、本店に準じた対策組織を設置する。

神戸および播磨・但馬地域内で、非常災害が発生し、または発生するおそれがある場合には、非常災害

に係る予防または復旧対策活動を統括するため、次のとおり対策組織を設置する。

ａ．神戸および播磨・但馬地域非常災害対策総本部

ｂ．神戸および播磨・但馬地域発販等非常災害対策本部

ｃ．神戸および播磨・但馬地域送配電非常災害対策本部

ｄ．神戸および播磨・但馬地域発販等警戒本部

ｅ．神戸および播磨・但馬地域送配電警戒本部

＊送配電とは関西電力送配電のことをいう。

② 総本部の設置基準

総本部の設置基準は、次のとおりとする。
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ア 次に掲げる場合においては、直ちに総本部を設置する。

ａ．神戸および播磨・但馬地域内で震度６弱以上の地震が発生した場合

ｂ．神戸および播磨・但馬地域内に大津波警報が発令された場合

ｃ．南海トラフ地震臨時情報が発令された場合

ｄ．南海トラフ域を震源とするM7.9以上の海溝型地震が発生した場合

イ 総本部の設置については、関西電力の長と関西電力送配電の長が協議し、決定する。

ａ．非常災害が発生した場合または発生することが予想される場合にあって、関西電力と関西電力送配

電が連携して、対応していくことが必要と認められる場合

ｂ．その他必要な場合

③ 体制の確立

関西電力および関西電力送配電は、非常事態に対処するための必要な要員を速やかに確保し、初動体制

を確立する。また、平時より次の体制を整備する。

ア 休日・夜間における突発的な非常事態に備えて、対策組織を指揮する者を直ちに確保できる体制を整

備する。

イ 対策組織要員等の動員に関する計画をあらかじめ策定する。特に、休日・夜間における突発的な非常

事態に備えて、必要な要員を確保できる体制を整備する。

(2) 災害応急対策に関する事項

① 災害時における情報の収集、連絡

地域の対策組織の長は、次に掲げる各号の情報を迅速かつ的確に把握し、速やかに本店の対策組織の長

に報告する。

（一般情報）

ア 気象、地象情報

イ 一般被害情報（一般公衆の家屋被害情報および人身災害発生情報ならびに電力施設等を除く水道、ガ

ス、交通、通信、放送施設、道路、橋梁等の公共施設を始めとする当該管内全般の被害情報）

ウ 社外対応状況（地方公共団体の災害対策本部、官公署、報道機関、お客さま等への対応状況）

エ その他災害に関する情報（交通状況等）

（関西電力および関西電力送配電被害情報）

オ 電力施設等の被害状況および復旧状況

カ 停電による主な影響状況

キ 復旧用資機材、復旧要員、食糧等に関する事項

ク 従業員等の被災状況

ケ その他災害に関する情報

② 情報の集約

本店の対策組織の長は、地域の対策組織の長からの被害情報等の報告および国、地方公共団体、警察、

消防等の防災関係機関、協力会社等から独自に収集した情報を集約し、総合的被害状況の把握に努める。

③ 通話制限

対策組織の長は、災害時の保安通信回線を確保するために必要と認めたときは、通話制限その他必要な

措置を講ずる。また、対策組織の設置前であっても、保安通信回線を確保するために必要と認めたときは、

本店にあっては関西電力の総務室長、地域にあっては関西電力送配電の本部長の判断により通話制限その

他必要な措置を講ずる。

(3) 災害時における広報

対策組織の長は、災害時における広報を、次のとおり実施する。

① 広報活動

災害が発生した場合または発生することが予想される場合において停電による社会不安の除去のため、
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電力施設被害状況および復旧状況についての広報を行う。また、公衆感電事故や電気火災を防止するため、

第２編第５章第４節第１款で定める広報活動を行う。

② 広報の方法

広報については、事実に基づく正確な情報をテレビ、ラジオ、新聞等の報道機関、ホームページ、停電

情報アプリ、ＳＮＳ及びＬアラート等を通じて行うほか、状況に応じて、広報車等により直接当該地域へ

周知する。

(4) 要員の確保

① 対策組織要員の確保

ア 夜間、休日に災害が発生するおそれがある場合には、あらかじめ定められた対策組織要員は、気象、

地震情報その他の情報に留意し、対策組織の設置に備える。

イ 対策組織要員は、所属する対策組織が設置された場合、速やかに出社する。

なお、供給区域内において震度６弱以上の地震が発生した場合は、関係所属の社員は、あらかじめ定

められた基準に基づき、所属する事業所へ出社する。ただし、津波により避難が必要となる地域の事業

所については、津波の恐れがなくなった後に出社するものとする。

② 復旧要員の広域運営

関西電力および関西電力送配電は、他電力会社、他一般送配電事業者、電源開発株式会社、電源開発送

変電ネットワーク株式会社および広域機関等と復旧要員の相互応援体制を整えておく。

(5) 災害時における復旧用資機材の確保

対策組織の長は、災害時における復旧用資機材の確保を、次のとおり実施する。

① 調達

予備品、貯蔵品等の在庫量を確認し、調達を必要とする復旧用資機材は、次のいずれかの方法により、

可及的速やかに確保する。

ア 現地調達

イ 対策組織相互の流用

ウ 他電力会社等からの融通

② 輸送

復旧用資機材の輸送は、原則として、あらかじめ関西電力および関西電力送配電と調達契約をしている

協力会社の車両、舟艇、ヘリコプター等により行う。

③ 復旧用資機材置場等の確保

災害時において、復旧用資機材置場および仮設用地が緊急に必要となり、この確保が困難と思われる場

合は、当該地方公共団体の災害対策本部に依頼するなど、迅速な確保に努める。

(6) 災害時における電力の融通

災害の発生により、電力需給に著しい不均衡が生じ、需給状況を速やかに改善する必要がある場合には、

本店非常災害対策総本部の流通チーム長は、広域機関の指示等に基づく電力の緊急融通により需給状況の改

善を図る。

(7) 災害時における危険予防措置

電力需要の実態に鑑み、災害時においても、原則として、供給を継続するが、警察、消防機関等から要請

があった場合等には、対策組織の長は、送電停止等の適切な危険予防措置を講ずる。

(8) 災害時における自衛隊との連携

被害が極めて大きく、管内の工事力に余力のない場合または工事力を動員してもなお応援を必要とすると

判断される場合には、対策組織の長は、被害地域の府県知事に対して、関西電力および関西電力送配電が自

衛隊による支援を受けられるよう依頼する。
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(9) 災害時における応急工事

対策組織の長は、災害時における応急工事を次のとおり実施する。

① 応急工事の基本方針

災害に伴う応急工事については、恒久的復旧工事との関連および情勢の緊急度を勘案して、二次災害の

防止に配慮しつつ、迅速かつ適切に実施する。

② 応急工事基準

災害時における具体的な応急工事については、次の基準により実施する。

ア 水力・火力発電設備

共通機器、流用可能備品、貯蔵品を活用した応急復旧措置を行う。

イ 送電設備

ヘリコプター、車両等の機動力および貯蔵品を活用した応急復旧措置を行う。

ウ 変電設備

機器損壊事故に対し、系統の一部変更または移動用変圧器等の活用による応急措置で対処する。

エ 配電設備

非常災害仮復旧標準工法による迅速確実な復旧を行う。

オ 通信設備

共通機器、貯蔵品を活用した通信回線の応急復旧措置および可搬型電源、衛星通信設備、移動無線機

等の活用により通信手段を確保する。

③ 災害時における安全衛生

応急工事の作業に当たっては、通常作業に比べ、悪条件のもとで行われるので、安全衛生については、

十分配慮して実施する。

(10) ダムの管理

関西電力は、ダムの管理を次のとおり実施する。

① 管理方法

ダムの地域環境、重要度および河川の状況を考慮して、平常時および洪水時の管理方法を定め、運用の

万全を期する。

② 洪水時の対策

洪水が予想される時は、雨量、水位等の早期把握と出水量の的確な予測に努め、機械器具、観測・警報

施設の点検整備を行う。

③ 通知、警告

ダム放流を開始する前には、関係官庁および地方公共団体等に通知するとともに、一般に周知するため、

立札による掲示を行うほか、サイレン、スピーカー等により警告する。

④ ダム放流

ダム放流に当たっては、「ダム操作規程」または「ダム管理規程」等に基づき、下流水位が急上昇しな

いよう、ゲートを操作して放流を行う。

なお、必要に応じ、河川パトロール等も実施する。

(11) 災害復旧に関する事項

① 復旧計画

ア 地域の対策組織の長は、設備ごとに被害状況を把握し、次に掲げる各号の事項を明らかにした復旧計

画を策定するとともに、本店の対策組織の長に速やかに報告する。

(a) 復旧応援要員の必要の有無

(b) 復旧要員の配置状況

(c) 復旧用資機材の調達

(d) 復旧作業の日程

(e) 仮復旧の完了見込
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(f) 宿泊施設、食糧等の手配

(g) その他必要な対策

イ 本店の対策組織の長は、前項の報告に基づき、地域の対策組織の長に対し復旧対策について必要な指

示を行う。

② 復旧順位

対策組織の長は、復旧計画の策定および実施に当たり、災害状況、各設備の被害状況、各設備の被害復

旧の難易度を勘案し、供給上復旧効果の最も大きいものから復旧することを基本とする。

なお、必要に応じ自治体と連携し、病院、交通、通信、報道機関、水道、ガス、官公庁等の公共機関、

避難所、その他重要施設の復旧を優先する。

〔資 料〕「関西電力㈱および関西電力送配電㈱災害対策本部組織図」
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第17節 ライフラインの応急対策の実施

第２款 ガスの確保

〔実施機関：県危機管理部、大阪ガス㈱、大阪ガスネットワーク㈱、（一社）兵庫県ＬＰガス協会〕

第１ 趣旨

災害により機能が停止したガスの早期復旧のための対策について定める。

第２ 内容

１ 県の応急対策

(1) 被害状況等の情報収集

大阪ガス㈱、大阪ガスネットワーク㈱及び(一社)兵庫県ＬＰガス協会のほか、市町、県警察本部、消防本

部等防災関係機関と連携し、被害状況等の情報収集に努めることとする。

(2) 広報の実施

被害状況、復旧状況等、県民が必要とする情報について、適切な広報を行うこととする。

(3) 優先復旧等

① 応急対策上の必要性や被害状況等を勘案して、特に必要があると認める施設については、大阪ガス㈱、

大阪ガスネットワーク㈱又は(一社)兵庫県ＬＰガス協会に対し、当該施設等を優先的に復旧するよう要請

することとする。

② 大阪ガス㈱、大阪ガスネットワーク㈱又は(一社)兵庫県ＬＰガス協会から復旧用資機材置場の確保等の

応援を求められたときは、応急対策に支障のない範囲で支援を行うこととする。

③ 被害状況、応急対策の実施状況等を勘案し特に必要があると認めるときは、大阪ガス㈱、大阪ガスネッ

トワーク㈱に対し、供給停止を含む適切な危険予防措置を講じるよう要請することとする。

④ 情報収集で得た航空写真・画像等については、ライフライン施設の被害状況の早期把握のため、ライフ

ライン事業者等の要望に応じて、情報提供に努めることとする。

２ 大阪ガス㈱、大阪ガスネットワーク㈱の応急対策

大阪ガス㈱、大阪ガスネットワーク㈱は「社内規定」に基づき、次のとおり応急対策を実施することとする。

(1) 地震発生直後の対応

① 応急対策要員の動員

ア 大阪ガス㈱、大阪ガスネットワーク㈱の供給エリア内で震度５弱以上の地震を感知した場合、本社、

地区事業部、製造所等に災害対策本部を設置することとする。また、兵庫事業本部内の供給エリアで震

度４以上の地震の発生を感知した場合は、兵庫事業本部内に対策本部を設置することとする。

イ 応急対策要員は、休日、夜間にあっても、テレビ、ラジオ等で大阪ガス供給エリア内で震度５強以上

の地震が発生したことを覚知した場合、自動的に出社することとする。

ウ 必要に応じて、工事会社、サ－ビスチェ－ン等の協力会社を含めた全社的な活動ができるよう、動員

体制を確立し、呼出しを行うこととする。

② 情報の収集伝達

ア 設置してある地震計から無線、テレメ－タ－により本社中央保安指令部に集約された震度情報を一斉

無線連絡装置により、製造所、地区事業部へ伝達するとともに、必要な措置を講じることとする。

イ 防災関係機関に対して、迅速かつ的確に必要な情報を伝達するとともに、情報の収集を行うこととす

る。

ウ 兵庫事業部地区対策本部は、担当エリアのガス施設、需要者施設の被害状況を調査するとともに、被

害状況と応急対策実施状況等を所定の経路により本社対策本部へ報告することとする。
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③ 応急復旧用資機材の確保

必要な資機材（導管材料、導管以外の材料、工具類、車両、機械、漏えい調査機器、道路工事保安用具、

携帯無線等）について必要な数量を確保することとする。

④ 危険防止対策

都市ガスは生活に欠くことのできない重要なエネルギ－であることから、災害時においても可能な限り

ガス供給を継続するが、都市ガスにより二次災害のおそれがあると判断される場合には、本社災害対策本

部の指令に基づいて、スーパーブロック、ミドルブロック等によりガス供給を停止する等の適切な危険防

止措置を講じることとする。

(2) 復旧作業過程

① 復旧計画

災害復旧計画の策定及び実施に当たっては、人命にかかわる拠点及び救急救助活動の拠点となる場所を

原則として優先するなど、災害状況、各施設の被害状況及び被害復旧の難易を勘案して、供給上復旧効果

の高いものから行うこととする。

② 復旧要員の確保

社員、協力会社による全社的な動員体制の他に、大阪ガスが単独で復旧を図ることが困難である場合に

は、日本ガス協会の「地震・洪水等非常事態における救援措置要綱」に基づき、他のガス事業者から協力

を得ることとする。

③ 代替エネルギ－の供給

病院や防災拠点など社会的に重要な施設に対して、都市ガスが復旧するまでの間、代替エネルギー（移

動式都市ガス発生装置等）を迅速かつ計画的に供給することとする。

④ 災害広報

災害時における混乱を防止し、被害を最小限に食い止めるため、必要に応じて、テレビ、ラジオ等の報

道機関及び工作車に装備したスピ－カ－により、ガス施設の災害及びガスの安全措置に関する各種の情報

を広報することとする。

⑤ 他機関との協力体制

復旧を促進するため、県をはじめとする地方公共団体、防災関係機関、報道機関、道路管理者、県公安

委員会・県警察本部、埋設物管理者、地域団体等と緊密な連携をとり、各機関との協力体制のもとに災害

対策を推進することとする。

３ (一社)兵庫県ＬＰガス協会の応急対策

(1) 地震発生直後の対応

① 災害対策本部の設置

災害の発生により、兵庫県内の行政機関（県・市町）に災害対策基本法第23条の規定による災害対策本

部が設置され、協会の会長が必要と認めた時は、直ちに(一社)兵庫県ＬＰガス協会内に、兵庫県ＬＰガス

災害対策本部を設置し、関係機関、関係団体等と連携して被害を最小限にとどめる措置を講じることとす

る。

② 情報の収集伝達

防災組織を通じ、各地区から被害情報の収集に努めるとともに、防災関係機関に対し、迅速かつ的確に

必要な情報を伝達することとする。

ア 被害状況として、製造設備、貯蔵設備及び人的被害等

イ 支援可能状況として、保安員の確保、入出荷及び周辺の道路状況等並びに在庫量

(2) 応急対策の実施

① 緊急措置の周知

㈱ラジオ関西との「災害時におけるＬＰガスの二次災害を防止するための放送協定」に基づき、ＬＰガ

スの容器バルブの閉止等を周知する内容を、㈱ラジオ関西が自動的に反復して放送することにより周知を
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図ることとする。

また、災害地区の市町、自治体等に依頼し、広報車・有線放送等を利用して、消費者自らが直ちに容器

のバルブを閉めるよう住民に周知するとともにＬＰガス販売事業者は状況の把握に努め、二次災害の防止

措置を講じることとする。

② ローラー作戦の展開

ＬＰガス消費家庭等が地震のため広範囲にわたり被害を受け、ＬＰガス容器並びにガス供給管等に損傷

があった場合、又は点検調査が必要となった箇所に対する対応については、各防災事業所がキーステーシ

ョンとなり、応急対策を実施することとする。

③ 危険個所からの容器の撤収

ブロック塀や家屋の下敷きになっている容器など、危険な状態にある容器の撤収については、消防本部

等との協力を得て迅速に回収することとする。

また、災害により容器が流出し、河川・海上を漂流した場合は、漁業協同組合等と連携して回収に努め

ることとする。

④ 高齢者等弱者対策

ＬＰガス販売事業者は、あらかじめ保安台帳等により、高齢者・身体障害者等の家庭をチェックし、災

害時には最優先で点検調査、安全対策等を実施することとする。

(3) 復旧対応

① ＬＰガスの供給

ア 都市ガスが停止した場合には、災害支援協定により各自治体からの要請に応え、病院、避難所等を優

先にＬＰガスの供給を行う。

イ 一般充填所の被害状況により、中核充填所において設備の共同利用を始めるとともに、ＬＰガスの国

家備蓄の放出に備える。

② 電話相談窓口の開設

災害対策本部及びキーステーションにＬＰガス電話相談窓口を開設し、都市ガス事業者とも連絡をとり

ながら県民の要望に対応することとする。

③ 不要容器の回収

不要となったＬＰガス容器については、市町の廃棄物担当セクションと連携を取りながら、迅速に回収

することとする。また、災害時に使用する容器には、不要になった時の返却・連絡先を明記した荷札を取

り付けるなど、返却を周知することとする。

④ 要員の確保

県内の事業者だけで復旧を図ることが困難な場合は、近畿ＬＰガス連合会の相互支援協定等に基づき、

他府県から協力を得ることとする。

〔資 料〕「大阪ガス㈱災害対策本部組織図」
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第17節 ライフラインの応急対策の実施

第３款 電気通信の確保

〔実施機関：県危機管理部、ＮＴＴ西日本㈱、㈱ＮＴＴドコモ関西支社、ＮＴＴドコモビジネス㈱、ＫＤＤＩ㈱、

ソフトバンク㈱、楽天モバイル㈱〕

第１ 趣旨

災害により機能が停止した電気通信の早期復旧のための対策について定める。

第２ 内容

１ 県の応急対策

(1) 被害状況等の情報収集

電気通信事業者のほか、市町、県警察本部、消防機関等防災関係機関と連携し、被害状況等の情報収集に

努めることとする。

(2) 広報の実施

被害状況、復旧状況等、県民が必要とする情報について、適切な広報を行うこととする。

(3) 優先復旧等

① 応急対策上の必要性や被害状況等を勘案して、特に必要があると認める施設については、電気通信事業

者に対し、当該施設等を優先的に復旧するよう要請することとする。

② 電気通信事業者から復旧用資機材置場の確保等の応援を求められたときは、応急対策に支障のない範囲

で支援を行うこととする。

③ 情報収集で得た航空写真・画像等については、ライフライン施設の被害状況の早期把握のため、ライフ

ライン事業者等の要望に応じて、情報提供に努めることとする。

２ ＮＴＴ西日本㈱、㈱ＮＴＴドコモ関西支社及びＮＴＴドコモビジネス㈱の応急対策

ＮＴＴ西日本㈱、㈱ＮＴＴドコモ関西支社及びＮＴＴドコモビジネス㈱各社は、連携を図りながら、次のと

おり応急対策を実施することとする。

(1) 地震発生直後の対応

① 被害状況の把握

設備の被害状況の把握、復旧に必要な資材、要員の確保

② 防護措置

設備被害の拡大を防止するため、必要な防護措置の実施

(2) 復旧作業にいたるまでの対応

① 通信の途絶の解消と通信の確保

地震により設備に大きな被害を被った場合、一次応急措置として衛星通信・無線機を主体とした復旧を

行い、一次応急措置完了後は、線路設備を主体とした二次応急措置にわけ、通信の途絶の解消と重要通信

を確保するため、次の措置を講じることとする。

ア 自家発電装置、移動電源車等による通信用電源の確保

イ 衛星通信・各種無線機による伝送路及び回線の作成

ウ 電話回線網に対する切替措置、伝送路切替措置等の実施

エ 応急復旧ケ－ブル等による臨時伝送路、臨時回線の作成

オ 非常用可搬形ディジタル交換装置の運用

カ 臨時・特設公衆電話の設置

キ 停電時における公衆電話の無料化
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② 重要通信の確保

災害の発生に伴い、全国各地から一時的に集中する問合せや見舞いの電話の殺到により交換機が異常ふ

くそうに陥り、重要通信の疎通ができなくなるのを防止するため、一般からの通信を規制し、110番、119

番、災害救助活動に関する国又は地方公共団体等の重要通信及び街頭公衆電話の疎通を確保する。

③ 通信の利用と広報

震災により地域全域にわたって通信が途絶した場合、応急措置により最小限の通信を確保するとともに、

通信の疎通調整と通信障害の状況やその原因、通信施設の被害、復旧の状況や見通し、代替的に利用可能

な通信手段等について、広報活動を実施する。

ア 通信の利用状況を監視し、利用制限、通話時分の制限を実施して疎通を図る。

イ 非常、緊急電話及び非常、緊急電報の疎通ルートを確保し他の通話に優先して取り扱う。

ウ 被害状況に応じた案内トーキを挿入する。

エ 「災害用伝言ダイヤル（171）」及び「災害用伝言板（web171）」でのふくそう緩和を実施する。

オ 一般利用者に対するわかりやすい広報活動を実施する。（ホームページのトップページへの掲載、地図

による障害エリアの表示等）

カ ＮＴＴ西日本兵庫支店は、必要な情報を地方公共団体等の災害対策機関へ連絡する。

３ ＫＤＤＩ㈱の応急対策

(1) 情報の収集及び連絡

災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、通信の疎通を確保し、又は被災した通信設備等を迅速

に復旧するため、次により情報の収集及び連絡を行うものとする。

① 災害の規模、気象等の状況、通信設備等の被災状況等について情報を収集し、社内関係事業所間相互の

連絡を行う。

② 必要に応じて総務省及び内閣府その他関係政府機関並びに関係公共機関と災害応急対策等に関する連絡

を行う。

(2) 準備警戒

災害予報が発せられた場合等において、通信の疎通に重大な支障を及ぼす事態が予想される場合は、その

状況に応じ緊急連絡用設備等の運用に必要な措置、異常事態の発生に備えた監視要員の配置、防災上必要な

要員の待機、災害対策用機器の点検と出動準備、電源設備に対する必要な措置、伝送路の代替設定の準備、

他の中央局における代替運用の準備等の準備警戒措置をとるものとする。

(3) 防災に関する組織

① 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において必要があると認めるときは、別に定めるところ

により社内に災害対策本部等を設置する。

② 災害対策本部等は、災害に際し、被害状況、通信の疎通状況等の情報連絡、通信の疎通確保、設備の復

旧、広報活動その他の災害対策に関する業務を行う。

(4) 通信の非常疎通措置

① 災害に際し、通信の疎通に重大な支障を及ぼす事態が生じたときは、臨時回線の設定、災害対策用設備

等の運用等により臨機の措置をとるとともに関係電気通信事業者に必要な協力を要請し、重要な通信の確

保を図るものとする。

② 通信の疎通が著しく困難となり、重要な通信を確保するため必要があるときは、電気通信事業法第８条

第２項及び電気通信事業法施行規則第56条の定めるところにより、利用制限等の措置をとるものとする。

(5) 設備の応急復旧

被災した通信設備等の応急復旧工事は、他の一般の諸工事に優先して、速やかに実施するものとする。

４ ソフトバンク㈱の応急対策

ソフトバンク㈱は、連携を図りながら、次のとおり応急対策を実施することとする。
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(1) 災害発生直後の対応

① 情報収集および被害状況の把握

設備の被害状況の把握、復旧に必要な資材、要員の確保。

② 防災組織の確立

災害発生時、速やかに通信ネットワークの復旧対応を行う体制をとり、社内基準に基づき災害対策本部

を設置し、ネットワーク復旧対策を講じる。

また、必要に応じて、全国から要員派遣、復旧資材を含めた物資供給等を行う。

(2) 復旧作業にいたるまでの対応

① 応急措置

大災害発生時に輻輳拡大による、通信ネットワークのシステムダウン（通信障害）を防ぎ、電気通信事

業法の定めに従って110番や119番などの重要通信の疎通を確保するため、輻輳の規模に応じて一般通信サ

ービスを一時的に規制する場合がある。

② 応急復旧

移動電源車・移動無線基地局車・可搬型基地局による復旧。

基地局停電対応として、移動電源車を出動させ電源を確保する。基地局が利用できなくなった場合には、

移動無線基地局車を出動させ、通信エリアを確保する。また、小規模な避難所等には可搬型臨時基地局を

設置し、通信サービスを復旧させる。

③ 公共機関による復旧活動への支援・協力

災害救助法適用時には公共機関の借用依頼に応じて、災害復旧活動に利用する携帯電話、衛星電話の貸

出を行う。（借用台数等、依頼内容によっては貸出できない場合あり。）

④ 災害時のWEBサイト・報道発表による障害状況および復旧状況の告知

大規模災害が発生した場合には、被災地における障害状況や復旧状況、臨時基地局の稼働状況、ソフト

バンクショップの営業状況などを、WEBサイトで地図等を用いて情報を公開する。

５ 楽天モバイル㈱の応急対策

(1) 情報収集と連絡

災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、重要通信の確保または被災した電気通信設備等を迅

速に復旧するため、次により情報収集と連絡を行う。

① 災害の規模、気象、停電、道路等の状況、電気通信設備等の被災状況、災害応急復旧計画および実施状

況、復旧要員の稼働状況等について情報収集し、社内関係事務所間相互の連絡を行う。

② 必要に応じて社外関係機関と災害応急対策等に関する連絡を行う。

(2) 警戒措置

災害予報が発せられた場合、報道された場合、またはその他の事由により災害の発生が予想されるときは、

その状況に応じて警戒の措置を取る。

(3) 重要通信の疎通確保

① 災害等に際し、通信輻輳の緩和および重要通信の確保を図る。

② 「災害救助法」（昭和22年10月18日法律第118号）が適用された場合等には、避難場所、現地災害対策

本部機関等への携帯電話等の貸出しに努める。

(4) 災害時における広報

① 災害の発生が予想される場合、または発生した場合に、通信の疎通、利用制限の措置状況および被災し

た電気通信設備等の応急、復旧状況等の広報を行い、通信の疎通ができないことによる社会不安の解消に

努める。

② テレビ、ラジオ、新聞等の報道機関を通じて広報を行うほか、必要に応じてホームページ等により直接

該当被災地に周知する。
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(5) 対策組織の確立

災害が発生するおそれがある場合、または発生した場合は、対策組織を確立して被災の回復または予防の

措置を講ずる。

(6) 社外機関に対する応援または協力の要請

災害が発生し、または発生が予想される場合において、必要に応じて、社外機関に対し応援の要請または

協力を求める。また、平常時からあらかじめその措置方法を定めておく。

(7) 災害時における災害対策用資機材の確保

予備品、貯蔵品等の在庫量を確認し、調達を必要とする資機材は現地調達または購買部門等に要求する。

(8) 設備の応急復旧

災害に伴う電気通信設備等の応急復旧は、恒久的復旧工事との関連および情勢の緊急度を勘案して迅速・

適切に実施する。

〔資 料〕「ＮＴＴ西日本災害対策本部組織図」
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第17節 ライフラインの応急対策の実施

第４款 水道の確保

〔実施機関：県保健医療部、県土木部、県企業庁、水道事業者、水道用水供給事業者、市町〕

第１ 趣旨

災害により機能が停止した水道の早期復旧のための対策について定める。

第２ 内容

１ 県は、次のとおり応急対策を実施することとする。

(1) 地震発生直後の対応

① 応急対策人員の動員

地震発生後直ちにあらかじめ定められた行動マニュアルに従い、応急対策人員を動員し、災害対策を実

施することとする。

② 被害状況の把握

各市町と連絡をとり、各市町の水道施設の被害状況、断水の発生状況、応急給水、応急復旧についての

支援の必要性の有無について把握するように努めることとする。

③ 広域的支援の要請・調整

応急対策の実施に必要な人員・資機材が不足し、大規模な支援が必要な場合は、水道事業者の相互応援

の状況を踏まえつつ、「兵庫県水道災害相互応援に関する協定」等に基づき県内市町や国土交通省近畿地

方整備局、他府県及び日本水道協会等関係団体等に対する広域的な支援の要請・調整を行うこととする。

(2) 復旧過程

① 復旧までの支援・調整

応急復旧完了までの間、県は被災した水道施設の被災状況、応急給水及び応急復旧の進捗状況、復旧の

見込み、人員、給水車、復旧用等資機材等の充足状況、外部支援の状況等の現地情報を継続的に収集し、

支援・調整を行うとともに、応急復旧の進捗状況、復旧の見込み等について広報を行うこととする。

② 応急給水に関する支援・調整

県は応急給水の実施状況について市町と連絡をとり、医療機関、避難所、社会的弱者施設に対する応急

給水が実施できるよう支援・調整を行うとともに、県民に対して応急給水の実施状況について、広報を実

施することとする。

③ 情報収集で得た航空写真・画像等については、ライフライン施設の被害状況の早期把握のため、ライフ

ライン事業者等の要望に応じて、情報提供に努めることとする。

２ 水道事業者及び水道用水供給事業者は、次のとおり応急対策を実施することとする。

(1) 地震発生直後の対応

① 応急対策人員の動員

地震発生後直ちにあらかじめ定めるところにより応急対策人員を動員し、災害対策を実施することとす

る。

② 被害（断水状況）の把握

水道の各施設（貯水、取水、導水、浄水、送水、配水、給水施設）ごとに、被害状況の調査を実施する

こととする。

被害状況の的確な把握は、応急復旧計画を左右するため、情報の収集は早急かつ慎重に行うこととする。
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③ 県等への応援要請

応急復旧の実施に必要な人員・資機材が不足する場合には、市町等の水道担当部局と連携を図りつつ、

速やかに、「兵庫県水道災害相互応援に関する協定」等に基づく支援の要請や、県を通じて県内市町等、

国土交通省、他府県及び日本水道協会等関係団体に対する広域的な支援の要請を行うこととする。

(2) 復旧過程

① 復旧方針の決定

被害の状況に応じて、応急復旧の完了の目標、復旧の手順と方法を定め、施設復旧に当たる工事班編成

（人員・資機材）を行う。外部からの支援者については、到着次第、新たな工事班として組織し、作業内

容を指示することとする。

② 施設毎の復旧方法

ア 貯水、取水、導水並びに浄水施設

応急復旧に当たり、それぞれの施設について熟知している職員を配置し、被害を受けた重要な施設か

ら機能の確保に必要な復旧を行う。機械・電気並びに計装設備などの大規模な被害については状況に応

じ、設備業者などの専門技術者を動員し、早急に対処することとする。

イ 送・配水施設並びに給水管

配水場・ポンプ場については、アと同様に対処し、管路については、被害状況により復旧順位を決め、

幹線から段階的に復旧を進めることとする。

(ｱ) 第１次応急復旧

主要な管路の復旧が完了し、給水拠点、給水車などによる応急給水から管路による給水までの段階

を第１次応急復旧とし、配水支管、給水管の被害が大きい地域においては共用栓による拠点給水、運

搬給水を実施する。管路の被害が大きく、送水が困難な場合、復旧に長時間を要する場合については、

仮設管による通水などにより、できるだけ断水地域を解消することとする。

(ｲ) 第２次応急復旧

第１次応急復旧によりほぼ断水地域が解消した段階で、引き続き各戸給水を目途に復旧を実施する

こととする。

③ 復旧の記録

地震による被害状況、応急給水、応急復旧状況等について、日報・記録写真等を整えることとする。

④ 復旧作業の現状と見通し等の伝達

被災状況、応急復旧状況、回復見込みの情報等を防災関係機関、報道機関に対し、迅速かつ的確に提供

することとする。

３ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 実施責任

(2) 被害状況の把握

(3) 県等への応援要請

(4) 施設毎の復旧方法

(5) 復旧状況等の情報伝達

(6) その他必要な事項



風水害等対策計画

第３編 災害応急対策計画

第３章 円滑な災害応急活動の展開

第17節 ライフラインの応急対策の実施

第５款 下水道の確保

- 359 -

第17節 ライフラインの応急対策の実施

第５款 下水道の確保

〔実施機関：県土木部、下水道施設管理者、市町〕

第１ 趣旨

災害により機能が停止した下水道の早期復旧のための対策について定める。

第２ 内容

１ 県は、次のとおり応急対策を実施することとする。

(1) 災害発生直後の対応

① 被害状況の把握

災害発生後、県及び市町は緊密に連携し、下水道施設の被害状況、応急復旧についての支援の必要性の

有無の把握に努めることとする。

② 広域的支援の要請・調整

応急復旧の実施に必要な人員・資機材が不足し、大規模な支援が必要な場合は、下水道施設管理者の相

互応援の状況を踏まえつつ、「下水道事業災害時近畿ブロック応援に関する申し合わせ」等に基づき、県

内市町や国土交通省、他府県及び日本下水道協会等関係団体に対する広域的な支援の要請・調整を行うこ

ととする。

(2) 復旧過程

① 復旧までの支援・調整

応急復旧完了までの間は、県は被災した下水道施設の被害状況、応急復旧の進捗状況、復旧の見込み、

人員・復旧用資機材の充足状況、外部支援の状況等の調査を継続的に収集し、支援・調整を行うこととす

る。

② 情報収集で得た航空写真・画像等については、ライフライン施設の被害状況の早期把握のため、ライフ

ライン事業者等の要望に応じて、情報提供に努めることとする。

２ 下水道施設管理者は、次のとおり応急対策を実施することとする。

(1) 災害発生直後の対応

① 被害状況の把握

処理場、ポンプ設備、管路等のシステム全体について、速やかに被害状況を把握し、緊急措置、施設の

復旧等を実施することとする。

② 下水道施設の調査と点検

次の事項に留意して、速やかに下水道設備の調査及び点検を実施し、排水機能の支障や二次災害のおそ

れのあるものについては、並行して応急対策を実施することとする。

ア 二次災害のおそれのある施設等、緊急度の高い施設から、順次、重点的に調査・点検を実施すること

とする。

イ 調査・点検漏れの生じないよう、あらかじめ調査表や点検表を作成して実施することとする。

ウ 調査・点検に際し、緊急措置として実施した応急対策は、その内容を記録することとする。

③ 他の自治体への応援要請

応急復旧の実施に必要な人員・資機材が不足する場合には、他の自治体等に対する広域的な支援の要請

を行うこととする。
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(2) 復旧過程

① 復旧方針の決定

被災箇所の応急復旧にあっては、生活インフラ事業者・関係機関等と連携強化を図り、その緊急度を考

慮し、工法・人員・資機材等も勘案の上、全体の応急復旧計画を策定して迅速な復旧に努めることとする。

② 施設毎の応急措置・復旧方法

ア 管路施設

(ｱ) 管路の損傷等による路面の障害

交通機関の停止・通行人の事故防止等の緊急措置をとるほか、関係機関と連携を密にして応急対策

を講じることとする。

(ｲ) マンホ－ル等からのいっ水

・排水路等との連絡管渠、複数配管している場合の他の下水道管等を利用して緊急排水する。

・可搬式ポンプを利用して他の下水道管きょ・排水路等へ緊急排水する。

・分流式下水道の汚水管渠からのいっ水については、土のうで囲む等の措置を講じた上、排水路に誘

導して緊急排水する。

(ｳ) 吐き口等における護岸やゲ－トの損傷による浸水

河川等の管理者に連絡をとるとともに、土のうによる浸水防止・可搬式ポンプによる排水等の措置

を講じることとする。

イ ポンプ場及び処理場施設

(ｱ) ポンプ設備の機能停止

損傷箇所等の点検・復旧を実施するとともに、浸水等の場合には緊急排水・浸水防止等の措置を講

じることとする。

(ｲ) 停電及び断水

設備の損傷・故障の程度等を確認の上、自家発電設備等の活用を図るとともに、損傷箇所の復旧作

業を実施することとする。

(ｳ) 自動制御装置の停止

手動操作の操作要領を策定するとともに、その習熟に努めることとする。

(ｴ) 燃料タンク等からの危険物の漏えい

危険物を扱う設備については、災害発生後速やかに漏えいの有無を点検し、漏えいを発見した場合

は速やかに応急措置を講じることとする。

(ｵ) 汚泥消化関係設備からの消化ガスの漏えい

災害発生後、速やかに漏えいの有無を点検し、漏えいを発見した場合は次の応急措置を講じること

とする。

・火気使用の厳禁及び立入禁止の措置

・漏えい箇所の修復

・漏えい箇所付近の弁等の閉鎖

(ｶ) 水質試験室における薬品類の飛散・漏えい

災害発生後、速やかに点検を実施し、応急措置を講じることとする。

(ｷ) 池及びタンクからのいっ水や漏水

土のうなどによって流出防止の措置をとるとともに、可搬式ポンプによる排水を行い、機械及び電

気設備への浸水を防止することとする。

③ 復旧作業の現状と見通し等の伝達

被災状況、応急復旧状況、回復見込み等の情報を防災関係機関、報道機関に対し、迅速かつ的確に提供

することとする。
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３ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 被害状況の把握

(2) 県等への応援要請

(3) 復旧状況等の情報伝達

(4) その他必要な事項
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第17節 ライフラインの応急対策の実施

第６款 工業用水道の確保

〔実施機関：県産業労働部、県企業庁、工業用水道事業者、市町〕

第１ 趣旨

災害により機能が停止した工業用水道の早期復旧のための対策について定める。

第２ 内容

１ 県は、次のとおり応急対策を実施することとする。

(1) 地震発生直後の対応

① 応急対策人員の動員

地震発生後直ちにあらかじめ定められた行動マニュアルに従い、応急対策人員を動員し、災害対策を実

施することとする。

② 被害状況の把握

各工業用水道事業実施市町と連絡をとり、各市町の工業用水道施設の被害状況、断水の発生状況、応急

復旧についての支援の必要性の有無について把握するように努めることとする。

③ 広域的支援の要請・調整

応急対策の実施に必要な人員・資機材が不足し、大規模な支援が必要な場合は「近畿２府４県内の工業

用水道事業者の震災時等の相互応援に関する覚書」等に基づき県内工業用水道事業実施市町や経済産業省、

他府県及び日本工業用水道協会等関係団体等に対する広域的な支援の要請・調整を行うこととする。

(2) 復旧過程

① 復旧までの支援・調整

応急復旧完了までの間、県は被災した工業用水道施設の被災状況、応急復旧の進捗状況、復旧の見込み、

作業人員、復旧用資機材等の充足状況、外部支援の状況等の現地情報を継続的に収集し、支援・調整を行

うとともに、応急復旧の進捗状況、復旧の見通しについて広報を行うこととする。

② 情報収集で得た航空写真・画像等については、ライフライン施設の被害状況の早期把握のため、ライフ

ライン事業者等の要望に応じて、情報提供に努めることとする。

２ 工業用水道事業者は、次のとおり応急対策を実施することとする。

(1) 地震発生直後の対応

① 被害（断水状況）の把握

工業用水道の各施設（貯水、取水、導水、送水、配水施設）ごとに、被害状況の調査を実施する。

被害状況の的確な把握は、応急復旧計画を左右するため、情報の収集は早急かつ慎重に行うこととする。

② 県等への応援要請

応急復旧の実施に必要な人員・資機材が不足する場合には、防災担当部局と連携を図りつつ、速やかに、

「近畿２府４県内の工業用水道事業者の震災時等の相互応援に関する覚書」等に基づいて支援の要請を行

うこととする。

(2) 復旧過程

① 復旧方針の決定

被害の状況に応じて、応急復旧の完了の目標、復旧の手順と方法を定め、施設復旧にあたる工事班編成

（人員・資機材）を行う。外部からの支援者については、到着次第、新たな工事班として組織し、作業内

容を指示することとする。
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② 施設毎の復旧方法

ア 貯水、取水、並びに導水施設

応急復旧に当たり、それぞれの施設について熟知している職員を配置し、被害を受けた重要な施設か

ら機能の確保に必要な復旧を行うこととする。機械・電気並びに計装設備などの大規模な被害について

は状況に応じ、設備業者などの専門技術者を動員し、早急に対処することとする。

イ 送・配水施設

管路については、被害状況により復旧順位を決め、段階的に復旧を進めることとする。

(ｱ) 第１次応急復旧

主要な管路の復旧を行う。管路の被害が大きく、送水が困難な場合、復旧に長時間を要する場合に

ついては、仮設管による通水などにより、受水企業への給水を実施することとする。

(ｲ) 第２次応急復旧

第１次応急復旧により、ほぼ断水地域が解消した段階で引き続き各受水企業への給水をめどに復旧

を実施することとする。

③ 復旧の記録

地震による被害状況、応急給水、応急復旧状況等について、日報・記録写真等を整えることとする。

④ 復旧作業の現状と見通し等の伝達

被災状況、応急復旧状況、回復見込み等の情報を防災関係機関、報道機関に対し、迅速かつ的確に提供

することとする。

３ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 実施責任

(2) 被害状況の把握

(3) 県等への応援要請

(4) 施設毎の復旧方法

(5) 復旧状況等の情報伝達

(6) その他必要な事項
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第18節 教育対策の実施

〔実施機関：県教育委員会、市町、市町教育委員会〕

第１ 趣旨

災害が発生し、又は発生する恐れがあるときに設置する災害対策教育部本部（県に災害対策本部が設置された

ときは、同本部の教育部となる）について定めるとともに、災害時の教育対策について定める。

第２ 内容

１ 兵庫県災害対策教育部本部の組織

(1) 本部

① 教育部の本部は、部長、副部長、幹事及び事務局長をもって組織し、それぞれ教育長、教育次長、各課

長及び総務課長をもって充てることとする。

② 本部会議は、部長、副部長、幹事及び事務局長をもって構成することとする。

③ 本部は災害対策について、次に掲げる基本事項を決定することとする。

ア 教育委員会の所管にかかる教育施設の災害対策に関すること。

イ 被災児童生徒の教育対策に関すること。

ウ 被災教職員の災害対策に関すること。

(2) 事務局

① 事務局は総務課長が掌握し、教育委員会事務局総務課にこれを置く。

② 事務局に連絡員を置き、各課の副課長をもってこれに充て、所掌事務について連絡に当たるとともに、

事務局付は連絡員のほか、総務課員をもって充てることとする。

③ 事務局は、次に掲げる事務を処理することとする。

ア 災害情報に関すること。

イ 県本部及び教育部本部と各課室（班）との連絡に関すること。

ウ その他必要な事項

(3) 班

事務局に次の班を置き、各班長は課長、各地方機関、県立学校及び教育機関の長をもって充て、班員は担

当課等に所属する職員をもって充てることとする。

総務班、教育企画班、財務班、教職員企画班、教職員人事班、学事班、福利厚生班、義務教育班、特別

支援教育班、高校教育班、社会教育班、文化財班、体育保健班、人権教育班、地方機関班、県立学校班、

教育機関班
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２ 動員

(1) 動員の連絡

県立学校

報道関係 阪神教育事務所
市
町
組
合
教
育
委
員
会

公立幼稚園

総務課 播磨東教育事務所 小学校

中学校
教育企画課 播磨西教育事務所

特別支援学校

教職員企画課 総合教育センター

学事課

但馬教育事務所 市立高校

社会教育施設
丹波教育事務所

淡路教育事務所

教職員人事課

副
本
部
長

教
育
次
長

社会教育課 美術館

図書館

学校厚生会

福利厚生課 六甲荘

部
長

教
育
長

事
務
局
長

総
務
課
長

義務教育課 南但馬自然学校

但馬やまびこの郷

特別支援教育課

本
部
連
絡
員

総
務
課
長

財務課

考古博物館

高校教育課

人権教育課 子ども多文化共生センター

人と自然の博物館

コウノトリの郷公園

文化財課 歴史博物館

体育保健課 兎和野高原野外教育センター

円山川公苑

奥猪名健康の郷

□ 県立学校班地区代表校連絡網図

県立高等学校

［地区内］

総務課 県立高等学校長協会各地区理事 県立中等教育学校

県立特別支援学校
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(2) 配備態勢

県本部の配備態勢に準じる。

（詳細は資料編「災害対策本部動員計画総括表」に掲載）

３ 教育対策

(1) 災害時に学校の果たすべき役割

災害時における学校の基本的役割は、まず、児童・生徒等の安全確保と学校教育活動の早期回復を図るこ

とにあることから、避難所として指定を受けた学校においても、避難所は市町が自主防災組織等と連携して

運営することとし、学校は、教育機能の早期回復に努めることを基本にしつつ、７日以内を原則として可能

な範囲で協力することとする。

（→「避難対策の実施」の項を参照）

(2) 応急教育の実施のための措置

① 市町組合教育委員会並びに県立学校長は、児童・生徒の被災状況や教育施設の状況を把握し、応急教育

の実施に必要な措置を講じるとともに、県教育委員会（市町組合教育委員会は県教育事務所を経由）に報

告することとする。

ア 短縮授業、二部授業、分散授業等の検討

イ 校区の通学路や交通手段等の確保

ウ 児童・生徒の衛生、保健管理上の適切な措置と指導

エ 学校給食の応急措置

災害救助法が適用された市町で応急の学校給食を実施する義務教育諸学校の設置者は、県教育委員会

に学校給食の実施について協議、報告するほか、学校給食の実施が困難になった場合も報告することと

する。

② 教育委員会は、被災状況により次の措置を講じることとする。

ア 適切な教育施設の確保（現施設の使用が困難なとき）

イ 授業料の免除や奨学金制度の活用

ウ 災害時における児童生徒の転校手続き等の弾力的運用

エ 被災職員の代替等対策

複式授業の実施

二部授業の実施

近隣府県、市町等からの人的支援の要請

非常勤講師又は臨時講師の発令

教育委員会事務局職員の応援

③ 災害救助法に基づく措置

ア 市町は、学校及び教育委員会の協力を受け、学用品の調達及び配分を行うこととする。

(ｱ) 対象

住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼、又は床上浸水により学用品を喪失又は損傷し、就学上支障

のある小学校児童及び中学校生徒

(ｲ) 学用品の品目

教科書及び教材、文房具、通学用品

イ 県教育委員会は、市町組合教育委員会等から災害により補給を要する教科書の状況についての報告を

県教育事務所を通して受け、文部科学省に報告するとともに、県内の教科書特約供給所に必要な指示を

することとする。

④ 県教育委員会は、児童生徒の学びの継続のために、必要に応じて、震災・学校支援チーム（EARTH）等を

被災地域へ派遣するものとする。また、必要に応じて、被災地学び支援派遣等枠組み（D-EST）を活用でき

る受援体制の確保に努めることとする。
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(3) 心の健康管理

① 被災児童生徒への心のケア

ア 教職員によるカウンセリング

イ 電話相談等の実施

ウ 教育相談センター、健康福祉事務所、こども家庭センター等の専門機関との連携

② 教職員の心の健康管理

ア 災害救急医療チーム派遣制度の確立

イ グループワーク活動の展開

(4) 教育施設の応急復旧対策

県、市町等は、災害発生後、速やかに被災状況を確認し、応急復旧等必要な措置を講じることとする。

① 県立諸学校

ア 県立学校長は、軽易な復旧を判断・実施し、県教育委員会に報告することとする。

イ 業者を必要とする復旧は、県教育委員会の指示により行うこととする。

② 市町立諸学校

ア 市町は、被害状況を県教育事務所を経由して県教育委員会に報告することとする。

イ 市町は、状況により、一時的な復旧工事や間接的な復旧を行うこととする。

③ 社会教育施設

ア 県の施設管理者は、被害状況を県教育委員会に報告することとする。

イ 県の施設管理者は、状況により、一時的な復旧工事や間接的な復旧を行うこととする。

ウ 市町は、市町教育委員会の管理する施設について、被害状況を県教育事務所を経由して県教育委員会

に報告することとする。

④ 指定文化財等

国・県・市町指定文化財及び登録文化財等の所有者及び管理者は、被害が発生した場合、所轄市町教育

委員会を経由して、県教育委員会に報告することとする。

また、指定文化財等の被災程度が大きい場合、県教育委員会は、文化庁に支援を依頼する。その結果、

必要と認められるときは、文化財等救援委員会が、関係団体（美術館・博物館、都道府県、市町村）の協

力により、立ち上がり、応急復旧対策を行うことになる。

(5) 学校の防災機能の強化

教育委員会は、学校が災害時にその機能を損なうことのないよう、防火性等の強化、設備・備品等の安全

管理、ライフラインの整備、情報通信基盤の整備、学校給食施設の機能強化等を推進することとする。

なお、避難所として指定を受けた学校の整備については、必要により、市町と十分協議調整を図ることと

する。

(6) 防災教育の推進

（→「防災に関する学習等の充実」の項を参照）

４ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 実施責任

(2) 学校の休校措置、学校施設と教職員の確保

(3) 応急教育の実施

(4) 教科書及び学用品の調達及び支給

(5) 学校給食対策

(6) 児童生徒等の健康管理

(7) その他必要な事項
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第19節 警備対策の実施

〔実施機関：県警察本部〕

第１ 趣旨

県警察本部における災害時の警備対策について定める。

第２ 内容

１ 基本方針

災害警備活動は、警察各部門が相互に連携して一体的な活動を展開するとともに、県・市町等の行政機関、

消防機関及び自衛隊等の防災関係機関と緊密な連携を図り、総合的な災害対策を推進し、県民の生命及び身体

の保護を第一とした活動を行うこととする。

２ 災害警備本部の設置等

(1) 災害警備体制の種類

災害警備体制は、Ａ号災害警備体制（以下「Ａ号体制」という。）、Ｂ号災害警備体制（以下「Ｂ号体制」

という。）及びＣ号災害警備体制（以下「Ｃ号体制」という。）とする。

(2) 兵庫県警察災害警備本部等の設置

警察本部長は、Ａ号体制を発令したときは、警察本部長を長とする兵庫県警察災害警備本部を、Ｂ号体制

を発令したときは、警備部長を長とする兵庫県警察災害警備対策室を、Ｃ号体制を発令したときは、警備部

災害対策課長を長とする兵庫県警察災害情報連絡室を警察本部に設置する。

３ 警察本部の災害警備本部体制の種類及び発令基準

(1) Ａ号体制

① 県内における震度６弱以上の地震の観測

② 県内に大津波警報の発表

(2) Ｂ号体制

① 県内における震度５強の地震の観測

② 県内に津波警報の発表

③ 県内に大雨、大雪、暴風、暴風雪及び高潮に係る特別警報の発表

④ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）の発表

(3) Ｃ号体制

① 県内における震度５弱の地震の観測

② 県内に津波注意報の発表

③ 県内に大雨、洪水、大雪、暴風、暴風雪及び高潮に係る警報の発表

④ 南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）の発表

４ 災害警備体制の発令等

(1) 警察本部長は、上記基準に該当する状況を認知したときは、災害警備体制を発令することとする。

ただし、上記基準に該当しない場合において、県内で災害が発生し、又は発生するおそれがあると認める

ときは、被害の状況及び被害の程度又は見込まれる被害を勘案して相当の災害警備体制を発令することがで

きる。

(2) 警察本部長は、気象条件の悪化又は好転、危険の増減、被災地における応急措置の状況等、情勢の変化等
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並びに被害の程度及び見込まれる被害を勘案して、災害警備体制の種類の変更又は解除を発令することとする。
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第20節 企業庁応急対策の実施

〔実施機関：県企業庁〕

第１ 趣旨

災害時における企業庁（兵庫県災害対策本部企業部）の応急対策の実施に必要な組織、動員体制等について定

める。

第２ 内容

１ 組織

(1) 企業部は部長、副部長、班長をもって構成する。

(2) 部長には公営企業管理者をもって充てる。

(3) 副部長には次長（事務）、次長（技術）をもって充てる。

(4) 班長には各課長をもって充てる。

２ 動員

(1) 動員の連絡

次長（事務）
次長（技術）

水質管理センター班

地域整備振興班 播磨科学公園都市まちづくり事務所班

北播磨・臨海建設事務所班

総務班

広域水道事務所班（多田浄水場）

広域水道事務所班（三田浄水場）

水道班 利水事務所班（神出浄水場）

部長 副部長
企業誘致班 利水事務所班（船津浄水場）

公営企業
管理者

(2) 配備態勢

県本部の配備態勢に準ずる。（詳細は資料編「災害対策本部動員計画総括表」に掲載）
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第21節 農林水産関係対策の実施

〔実施機関：県保健医療部、県農林水産部、市町、卸売市場開設者〕

第１ 趣旨

災害時の農林水産業に関する対策について定める。

第２ 内容

１ 農林水産業技術応急指導

農林水産業普及指導員は、被害農林水産物に対する緊急技術指導を行うこととする。

２ 家畜防疫対策

県は、市町及び家畜関係団体と協力して、次の対策を図ることとする。

(1) 畜舎及び家畜の被害状況の把握

(2) 救命治療の体制の整備と獣医師及び動物用医薬品の確保

(3) 死亡家畜の処分施設、場所の調整、確保

(4) 家畜の逸走防止、家畜排せつ物の流出阻止及び消毒の指導

(5) 発生のおそれのある疾病についてのワクチン接種

(6) 他の都道府県への家畜防疫員の派遣要請

３ 飼料確保対策

県は、市町及び家畜関係団体と協力して、次の対策を図ることとする。

(1) 飼料製造施設、荷役、配送施設の被災状況把握と生産者団体への情報提供

(2) (1)の施設が被災施設が被災していない場合における業界団体に対する輸送経路の確保と遅滞なく必要量

を供給するための緊急輸送の指導

(3) (1)の施設が被災した場合における業界団体に対する当面の必要量の確保指導

４ 主要作物

県は、市町及び農業関係団体と協力して、水稲育苗施設等の破損箇所への対策の速やかな実施や、成熟期で

品質低下が懸念される場合の早期収穫の指導の徹底を図ることとする。

５ 野菜

県は、市町及び農業団体と協力して、災害についての情報収集に努めるとともに、施設の破損箇所の早期対

策が速やかに実施されるよう指導の徹底を行うこととする。

６ 果樹

県は、市町及び農業関係団体と協力して、生産者へ次の対策の徹底を図ることとする。

(1) 露出した根部の覆土（地震により地割れ、地すべり等が発生したが、樹園地が崩壊しない軽度の場合）

(2) 倒伏した果樹の引き起こしと支柱等による補強

７ 花き

県は、市町及び農業関係団体と協力して、生産者へ温室、ハウス等の破損に対する応急措置の徹底を図るこ

ととする。
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８ しいたけ

県は、市町及び林業関係団体と協力して、生産業者にハウス等の破損に対する応急措置の徹底を図ることと

する。

９ 水産

県は、次の事項について漁業者を指導することとする。

(1) 被害状況の早期把握

(2) 被害施設の早期復旧のための資材収集

(3) 種苗に損害を受けた場合の各産地の情報収集と種苗の確保

10 流通対策

県は、市町及び関係団体等と協力して、情報収集に努めるとともに、関係者に対し出荷先の変更及び輸送経

路の迂回等の指導を行い、滞貨を防止し、価格の維持に努めることとする。

(1) 畜産

① 食肉センター、食鳥処理場、乳業工場、集出荷施設等における被災状況の把握と生産者団体への情報提

供

② 被災家畜の予後判定と緊急出荷の指導

③ 出荷経路の確保及び出荷先変更、又は貯蔵施設等への一時保管及び出荷待機等の指導

(2) 卸売市場

卸売市場の開設者は、施設の破損箇所等を把握し、生鮮食料品等の円滑かつ安定的な流通確保のため、早

急に修復することとする。

11 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 農林水産業についての被害情報の収集

(2) 農林水産業者への応急措置の指導

(3) その他必要な事項
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第22節 公共土木施設等の応急復旧及び二次災害防止

対策の推進

〔実施機関：近畿地方整備局、神戸地方気象台、自衛隊、県危機管理部、県農林水産部、県土木部、県まちづく

り部、県警察本部、市町〕

第１ 趣旨

降雨等による水害・土砂災害等に備えた二次災害防止施策について定める。

第２ 内容

１ 実施体制

県地方機関 住民
(指定避難所へ避難)

県関係課 市町 自衛隊 県警察本部

災害現場へ
派遣

避難の指示
避難指示等

災害対策本部長(知事)

⑩ 招集

災　　　害　　　対　　　策　　　本　　　部
 （災害対策本部事務局）

⑪避難指示
　連絡

⑪避難指示
　等

⑪出動要請
⑪情報提供
　出動要請

⑦

情報収集

⑧
防災監

県災害対策課
⑧

情報提供
⑨ 関係課分集約報告

結果報告書

⑥
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ指示

報
告⑤

パトロール実施

(指定避難所へ避難)

気象情報② ④指示

自衛隊
県警察本部

県農地整備課
県林務課
県治山課

県水産漁港課
県河川整備課
 県砂防課

 県道路保全課
 県建築指導課

 県港湾課

県農地整備課
県林務課
県治山課

県水産漁港課
県河川整備課
 県砂防課

 県道路保全課
 県建築指導課

 県港湾課

県
地
方
機
関

気象情報 パトロール実施

②

②
気象情報

② 市町
避難指示等

住民

気象台 ①

防災監

県災害対策課

気象情報等

②
災害対策本部長等

（知事）

気象情報
指示

気象情報
③
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２ 対策内容

(1) 土砂災害

① 指定地方行政機関のうちの関係機関、県、市町等は、総合土砂災害対策推進連絡会を活用して総合的な

土砂災害対策を推進することとする。

② 県、市町等は、緊急パトロールを実施し、危険箇所を把握することとする。

③ 県、市町等は、それぞれの管理する箇所で次の緊急対策を実施することとする。

ア 緊急復旧資材の点検・補強

イ 観測機器の強化（警報機付伸縮計の設置等）

ウ クラックや崩壊箇所における砂防、地すべり、急傾斜地崩壊防止対策

④ 市町は、危険箇所の住民への周知と警戒避難体制の強化を図ることとする。

⑤ 県は、地すべり防止区域において異常等が発見された場合、市町等と協力して速やかに対策を講じると

ともに、必要により避難の指示等を行うこととする。

⑥ 近畿地方整備局は、河道閉塞による湛水を発生原因とする土石流又は河道閉塞による湛水による重大な

土砂災害の急迫した危険が認められる状況において、当該土砂災害が想定される土地の区域及び時期を明

らかにするための調査を行い、市町が適切に住民の避難指示等の判断を行えるよう土砂災害が想定される

土地の区域及び時期に関する情報を提供することとする。

⑦ 県は、地滑りによる重大な土砂災害の急迫した危険が認められる状況において、当該土砂災害が想定さ

れる土地の区域及び時期を明らかにするための調査を行い、市町が適切に住民の避難指示等の判断を行え

るよう土砂災害が想定される土地の区域及び時期に関する情報を提供することとする。

(2) 道路

① 管理者は、緊急点検を実施し、被害状況と危険箇所を把握することとする。

② 管理者は、危険箇所について通行制限又は禁止を行うとともに、関係機関への連絡や県民への周知を図

ることとする。

③ 管理者は、緊急輸送路について重点的に点検し、状況により復旧、確保を図ることとする。

④ 管理者は、危険箇所を対象とした応急復旧工事を早期に実施することとする。

(3) 河川

① 管理者は、緊急点検を実施し、被害状況と危険箇所を把握することとする。

② 管理者は、危険箇所について、関係機関への連絡や県民への周知を通じて、警戒避難行動の支援を図る

こととする。

③ 管理者は、堤防・護岸等の河川管理施設等の被災箇所の早期復旧を実施することとする。

④ 県、市町は、管理する河川の改良工事若しくは修繕又は復旧に関する工事や災害発生時の河川の維持（河

川の埋塞に係るものに限る。）について、地域の実情を勘案して、実施に高度な技術又は機械力を要する

と認められる場合は、国に支援を要請することができる。

(4) ダム

① 管理者は、ダムおよび貯水池周辺の点検を実施し、被害および危険箇所を把握することとする。

② 管理者は、ダムの機能に支障がある場合は、応急対策を実施することとする。

③ 管理者は、堤体の安全性に支障がある場合は、関係機関への連絡や県民への周知を行い、速やかに貯水

を低下させることとする。

(5) 港湾、漁港、海岸

① 管理者は、緊急点検を実施し、被害状況と危険箇所を把握するとともに、必要により応急復旧工事を実

施することとする。

② 管理者は、決壊箇所等について仮締切を行うこととする。

(6) ため池

① 管理者は、緊急パトロールを実施し、危険箇所を把握することとする。
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② 管理者は、それぞれの管理する箇所で次の緊急対策を実施することとする。

ア 緊急復旧資材の点検・補強

イ ため池危険箇所の貯水位の低減や堤体開削

③ 市町は、危険箇所の住民への周知と警戒避難体制の強化を行うこととする。

(7) 森林防災対策

① 県、市町は、緊急パトロールを実施し、危険箇所を把握することとする。

② 県、市町は、それぞれの管理する箇所で次の緊急対策を実施することとする。

ア 緊急復旧資材の点検・補強

イ 警報機付伸縮計の設置

ウ 危険性の高い箇所について、仮設防護柵、土留工等の応急対策工事や不安定土砂の除去

③ 市町は、危険箇所の住民への周知と警戒避難体制の強化を図ることとする。

(8) 農地・農業用施設

① 施工中の農地・農業用施設の発注者及び受注者は、工事用資材の流出や被害の拡大の防止に努めること

とする。

② 既設の農地・農業用施設の管理者は、パトロールを強化するとともに、危険箇所について補強補修等を

行うこととする。

(9) 宅地防災対策

① 県、市町は、緊急パトロールを実施し、危険箇所を把握することとする。

② 県、市町は、それぞれの管理する箇所で次の緊急対策を実施することとする。

ア ビニールシート等の応急措置

イ 宅地防災相談所等の開設

③ 市町は、民間宅地崩壊危険箇所の周知と警戒避難体制の強化を行うこととする。

３ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 二次災害防止対策のうち、市町の所管にかかる施設等の点検、整備

(2) パトロールの実施体制

(3) 住民への広報

(4) 避難対策

(5) その他必要な事項
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第１節 雪害の応急対策の推進

〔実施機関：近畿地方整備局、県土木部、市町、西日本旅客鉄道㈱、県道路公社〕

第１ 趣旨

積雪期における道路除雪対策、鉄道輸送確保対策について定める。

第２ 内容

１ 道路除雪対策

(1) 県

県（土木部）は、雪害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、除雪計画に基づいて、機械力を動員

して除雪及び排雪を行い、自動車交通の確保を図ることとする。

また車両の滞留状況や開放の見通し等に関する道路管理者が有する情報等から，積雪に伴う大規模な立ち

往生が発生し，滞留車両の開放に長時間を要すると見込まれる場合には，関係機関と相互に連携を図り、早

期道路啓開に努めるものとする。

(2) 近畿地方整備局姫路河川国道事務所

近畿地方整備局姫路河川国道事務所は、毎年雪害対策計画を決定し、これに基づき除雪及び凍結防止を実

施し、一般交通の円滑化を図ることとする。

(3) 近畿地方整備局豊岡河川国道事務所

近畿地方整備局豊岡河川国道事務所は、毎年雪害対策計画を決定し、これに基づき除雪及び凍結防止を実

施し、一般交通の円滑化を図ることとする。

(4) 県道路公社

県道路公社は、「兵庫県道路公社防災対策要領」に基づき、毎年度凍結等対策計画を決定し、これに基づ

き除雪及び凍結防止を実施し、自動車交通の確保を図ることとする。

２ 鉄道輸送確保対策

西日本旅客鉄道㈱近畿統括本部は、「近畿統括本部雪害対策標準」に基づき、毎年度雪害対策計画を決定し、

これに基づき除雪及び凍結防止を実施し、人員の輸送の確保を図ることとする。

３ 雪崩発生時の応急対策

(1) 県は、市町、県警察本部、消防本部、道路管理者、鉄道事業者等、防災関係機関と連携し、雪崩の発生に

より交通が途絶して集落が孤立化した場合等、緊急を要するときは、必要に応じて、消防防災ヘリコプター

を派遣して負傷者等の搬送、物資の輸送等を実施するほか、自衛隊の派遣要請等を行うこととする。

(2) 市町は、気象台の発する予警報及び情報並びに積雪観測所の情報等を勘案し、必要と認める場合は、警戒

体制をとるとともに、県及び関係機関に通報することとする。

(3) 市町は、雪崩対策を積極的に推進するため、次の項目について十分留意し、雪崩発生時の応急対策を推進

することとする。

① 雪崩対策の体制及び窓口の明確化

② 雪崩情報の連絡体制の確立

③ 雪崩警戒体制の確立

④ 雪崩発生時における避難、救出、給水、食料供給及び感染症対策等の応急措置の体制の整備

⑤ 除雪機械、通信施設の整備点検

⑥ 雪捨場の設定
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４ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 実施責任

(2) 雪崩警戒体制

(3) 雪崩発生時の応急措置体制

(4) 施設・設備の整備

(5) その他必要な事項

〔資 料〕「兵庫県道路除雪要綱」

「兵庫県道路公社防災対策要領」
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第２節 大規模火災の応急対策の推進

〔実施機関：県危機管理部、市町、消防機関〕

第１ 趣旨

大規模な火災その他の災害が発生した場合における消火活動について定める。

第２ 内容

１ 消火活動の実施

消防機関は、速やかに管轄区域内の火災の全体状況を把握するとともに、迅速に重点的な部隊の配置を行う

こととする。特に大規模な震災の場合は、最重要防御地域等の優先順位等を定め迅速に対応することとする。

２ 相互応援協定の運用

市町は、その消防責任を果たすため、隣接市町との防災応援協定及び県広域消防相互応援協定の円滑な運用

に努めることとする。

３ ヘリコプターによる情報収集

県（消防保安課）は、大規模な火災が発生した場合に、必要に応じ、県消防防災ヘリコプターによる空から

の情報収集活動を実施することとする。

４ 応援

(1) 知事の応援指示権の発動

県は、数市町にまたがる広域災害又は一市町における全域災害等で、必要がある場合には、災害対策基本

法第72条及び消防組織法第43条の規定による非常事態の際の知事の指示権によって災害防除活動及び応急

復旧作業の円滑かつ的確を期するため、次の区分により市町長に応援出動を指示して人的確保に努めること

とする。

① 第１次指示権の発動

災害が一地域に限られる場合に発動するものであって、被災地の隣地市町に対し、その所属する消防職

員、消防団員の１／３を派遣することを指示することとする。

② 第２次指示権の発動

災害が一地区に及ぶ場合に発動するものであって、被災地の周辺市町に対し、その所属する消防職員、

消防団員の１／４の人員を派遣することを指示することとする。

③ 第３次指示権の発動

災害が二地区以上に及び、その被害が激甚の場合発動するものであって、被災地区以外の市町に対し、

その所属する消防職員、消防団員の１／４の人員を派遣することを指示することとする。

④ 出動人員の例外

知事の指示権に基づく出動命令の場合の出動区分、派遣人員についての基準は①、②、③のとおりとす

るが、受令市町と協議のうえ、出動人員を適宜増減することができることとする。

(2) 他都道府県の応援要請

県は、上記によるほか、災害の状況により必要があると認めるときは、消防組織法第44条に基づき、消防

庁長官を通じ他都道府県の応援を要請することとする。

(3) 緊急消防援助隊の出動

消防庁長官は、都道府県内の消防力をもってしては対処できない程度の大規模災害が発生した場合には、

被災地の消防の応援のため緊急消防応援隊の派遣を求める。
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(4) 他機関との連携

ア 消防機関は、県警察本部と相互に協力することとする。

イ 知事、市町長は、必要に応じ自衛隊の出動を要請することとする。

ウ 消防機関は、海水を利用した消火活動を実施する場合は、必要に応じ、海上保安本部等の機関に応援を

要請することとする。

エ 県は、消防防災航空隊及び自衛隊による迅速かつ効果的な空中消火を行うため、ヘリコプター機数、給

水拠点、燃料補給方法などの調整を行うとともに、地上及び空中の消火活動の連携強化に努めるものとす

る。

５ 救急搬送業務

市町は、大規模火災の発生時における要救護者の緊急搬送等にあたり、必要に応じて、まずその市町内の医

療機関、運輸業者等の協力を求め、次に隣接市町等よりの応援を求めることとする。

６ 市町の消防計画

市町は、大規模火災発生時の消防力の効果的な運用を図るため、次のとおり活動体制を確立することとする。

(1) 重点目標

消防力の効果的な運用を図るため、防御活動の重点目標を次のとおりとする。

① 大規模火災の発生を未然に防止するため、火災の初期鎮圧と延焼防止

② 危険物施設に対する防御

③ 広域避難地に通じる避難路の火災に対する防御

④ 救助・救急

⑤ 情報活動

⑥ 広 報

(2) 消防計画に定める基本的事項

大規模火災に対処するため、消防計画に定める基本的事項を次のとおりとする。

① 市町災害対策本部との業務分担に関する事項

② 消防本部・消防署・消防団の業務分担に関する事項

③ 職員の動員と編成・配置

④ 通信網の確保に関する措置

⑤ 情報収集等に関する体制

⑥ 市町災害対策本部との連絡等に関する事項

⑦ 県警察本部をはじめ関係機関との連絡等に関する事項

⑧ 重点防御に関する方針

・密集地の火災・危険物施設の事故等に対する措置

・避難路の防御に対する措置

・救助・救急に関する措置

⑨ 広報に関する措置

７ 県民等の活動

(1) 防火管理者等

多数の者が出入りする施設等の防火管理者その他法令に定める防火等の管理に責任を有する者は、それら

施設の消防計画等に基づき、従業員等に指示して施設の出火防止、避難の指示等にあたることとする。

(2) 住民及び自主防災組織

住民及び自主防災組織等は、発災後初期段階において自発的に初期消火活動を行うとともに、可能な限り

消防機関に協力するよう努めることとする。
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８ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 実施責任

(2) 各市町消防計画

(3) 相互応援体制の整備

(4) 自主防災組織等との連携

(5) その他必要な事項
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第３節 危険物等の事故の応急対策の推進

第１款 危険物事故の応急対策の実施

〔実施機関：兵庫労働局、海上保安本部、県総務部、県危機管理部、県保健医療部、県土木部、県企業庁、県警

察本部、市町、報道機関、消防機関、公共機関、企業〕

第１ 趣旨

災害時における危険物（石油等）の保安及び応急対策について定める。

第２ 内容

消防法に定める危険物（石油等）の応急対策については、当該事業所等が、地元消防本部等に通報のうえ、

当該事業所等の定める計画により実施するが、災害の規模、態様によっては、県、市町、その他関係機関が総

合的な対策を実施することとする。

１ 事業所等

危険物施設の所有者、管理者及び占有者で、その権限を有する者（以下、「責任者」という。）は、災害発

生と同時に、直ちに次の措置をとることとする。

(1) 連絡通報

① 責任者は、発災時に直ちに119番で消防本部に連絡するとともに、必要に応じて、付近住民並びに近隣企

業に通報することとする。

② 責任者は、被害の概要を被災段階に応じて早急にとりまとめ、必要に応じて関係機関に通報することと

する。

(2) 初期防除

責任者は、各種防災設備を効果的に活用し、迅速なる初期防除を行うこととする。なかでも特に近隣への

延焼防止を最優先とし、かつ、誘発防止に最善の方途を講ずることとする。

(3) 医療救護

企業内救護班は、応急救護を実施することとする。

(4) 避難

責任者は、企業自体の計画により、従業員等の避難を実施することとする。

(5) 住民救済対策

企業は、被災地区の僅少なものについて、企業自体の補償で救済することとする。

２ 県、市町その他関係機関

災害の規模、態様に応じ、県及び市町地域防災計画並びに関係機関の災害応急対策計画の定めるところによ

り、関係機関相互の密接な連絡協力のもとに次の応急対策を実施することとする。

(1) 災害情報の収集及び報告

消防本部は、被災現地に職員を派遣する等により被災状況の実態を的確に把握するとともに、県、その他

関係機関に災害発生の速報を行い、被害の状況に応じて逐次中間報告を行うこととする。
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県警察本部

海上保安本部

国

近隣市町

関係機関

県発災企業

近隣企業

市町

消防本部

警察署

(2) 災害広報

市町、県、報道機関等は、災害による不安・混乱を防止するため、相互に協力して、広報車、テレビ、ラ

ジオ、災害写真等を媒体とする広報活動を行うこととする。

(3) 救急医療

当該事業所、県警察本部、海上保安本部、消防本部、県、医療機関、その他関係機関は連携して負傷者等

の救出及び救急医療業務を実施することとする。

(4) 消防応急対策

① 消防本部は、危険物火災の特性に応じた消防活動を迅速に実施することとする。

② 県は、必要に応じて知事の応援指示権の発動並びに消防庁長官に対し、緊急消防援助隊の出動要請を行

うこととする。

(5) 避難

市町長は、管轄の警察署と協力して避難のための立退きの指示、避難所の開設並びに避難所への収容を行

うこととする。なお、県は、災害の態様により海上避難等につき調整を行うこととする。

(6) 災害警備

県警察本部、海上保安本部は、関係機関の協力のもとに被災地域における社会秩序の維持に万全を期する

こととする。

(7) 交通応急対策

道路管理者、県警察本部、港湾管理者、海上保安本部は、交通の安全、緊急輸送の確保のため、被災地域

及び海上に及ぶ場合はその周辺海域の交通対策に万全を期することとする。

(8) 自衛隊、日赤等の出動

県は、必要に応じ自衛隊及び日赤等に出動要請を行うこととする。

(9) 公共機関応急対策

関西電力および関西電力送配電、ＮＴＴ西日本、大阪ガスその他の公共機関は、県地域防災計画の定める

ところにより、それぞれ必要に応じ応急対策を実施することとする。

(10) 給水

市町等は、地域防災計画の定めるところにより、必要に応じ飲料水を供給することとする。

(11) 住民救済対策

企業、県、市町、その他関係機関は、合同して住民の救済対策を講じることとする。なお、被災地区の拡

大により災害救助法が適用される場合は、その定めによることとする。



風水害等対策計画

第３編 災害応急対策計画

第４章 その他の災害の応急対策の推進

第３節 危険物等の事故の応急対策の推進

第１款 危険物事故の応急対策の実施

- 383 -

(12) 災害原因の究明

県、県警察本部、兵庫労働局、地元消防機関は災害の発生原因の究明にあたることとし、高度な技術を要

する場合は、国の派遣する学術調査団の原因究明を待って、公式発表を行うこととする。

３ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 実施責任

(2) 関係機関との連携

(3) 危険区域の現況

(4) 避難指示の方法

(5) 避難予定場所

(6) その他必要な事項
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第３節 危険物等の事故の応急対策の推進

第２款 高圧ガス事故の応急対策の実施

〔実施機関：海上保安本部、県危機管理部、県警察本部、市町、消防機関、事業者〕

第１ 趣旨

高圧ガスに関する災害時における応急措置及び被害拡大防止措置について定める。

第２ 内容

当該事業所者等が、地元消防本部等に通報のうえ、事業所者の定める計画により応急対策を実施するが、災害

の規模、態様によっては、県、市町等が総合的な対策を実施することとする。

１ 緊急通報

(1) 事業者は、高圧ガス施設が発災又は危険な状態となった場合はあらかじめ定められた情報伝達経路により

防災関係機関（県、県警察本部、市町、消防本部、海上保安本部）に通報することとする。

(2) 通報を受けた防災関係機関は、状況に応じて他の防災関係機関と連絡調整を図ることとする。

２ 災害対策本部等の設置

事業者は、高圧ガスに関する災害が発生した場合は、二次災害の発生を防止するため、速やかに事業所内に

災害対策本部等を設置し、防災関係機関と連携して応急対策を実施することとする。

３ 応急措置の実施

事業者及び防災関係機関は連携し、高圧ガスの性質（毒性、可燃性、支燃性等）に基づいた適切な応急措置

を実施することとする。

(1) 状況により、設備を緊急運転停止

(2) 火災が発生した場合、消火、高圧ガスの移動、安全放出、冷却散水

(3) ガスが漏洩した場合、緊急遮断等の漏洩防止措置

(4) 状況により、立入禁止区域及び火気使用禁止区域の設定

(5) 状況により、防災要員以外の従業員の退避

(6) 発災設備以外の設備の緊急総点検

(7) 交通規制、船舶航行禁止措置

４ 防災資機材の調達

(1) 事業者は、防災資機材が不足又は保有していない場合、直ちに近隣の事業所等から調達することとする。

(2) 県、消防機関は、事業者による防災資機材の確保が困難な場合、連携して防災資機材を調達することとす

る。

(3) 県警察本部、消防機関、海上保安本部は、防災資機材の緊急輸送に協力することとする。
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５ 被害の拡大防止措置及び避難

(1) 事業者は、可燃性ガス又は毒性ガスが漏洩した場合は、ガス検知器等で漏洩したガスの濃度を測定し拡散

状況等の把握に努めることとする。

(2) 防災関係機関は、被害が拡大し事業所周辺にも影響を及ぼすと予想される場合は、周辺住民等の避難につ

いて協議することとする。

(3) 市町は、必要に応じ避難の指示を行うこととする。（避難場所等については、市町地域防災計画で定める

ところによる）

６ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 実施責任

(2) 関係機関との連携

(3) 危険区域の現況

(4) 避難指示の方法

(5) 避難予定場所

(6) その他必要な事項
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第３節 危険物等の事故の応急対策の推進

第３款 火薬類事故の応急対策の実施

〔実施機関：県危機管理部、県警察本部、市町（神戸市においては神戸市消防局）、事業者〕

第１ 趣旨

火薬類に関する災害時における応急措置及び被害の拡大防止措置について定める。

第２ 内容

事業者等が地元消防本部等に通報のうえ、事業者の定める計画により応急対策を実施するが、災害の規模、態

様によっては、県、市町等関係機関が総合的な対策を実施することとする。

１ 緊急通報

(1) 事業者は、火薬類施設が発災又は危険な状態となった場合は、あらかじめ定められた情報伝達経路により

防災関係機関（県、市町、消防本部、県警察本部）等に通報することとする。

(2) 通報を受けた防災関係機関は、状況に応じて他の防災関係機関と調整を図ることとする。

２ 災害対策本部等の設置

事業者は、火薬類に関する災害が発生した場合は、速やかに事業所内に災害対策本部等を設置し、防災関係

機関と連携して応急対策を実施することとする。

３ 応急措置の実施

事業者は、防災関係機関との連携を密にし、火薬類の性質に基づいた適切な応急措置を講ずることとする。

(1) 火薬類製造所における応急措置

① 作業者は原則として機械を停止して安全な場所に移動し、待機するとともに合成反応の仕込みの停止等

の二次災害防止のための措置を行うよう努めることとする。

② 火災・爆発が発生した場合、主として延焼防止活動を行うとともに、消防機関（先着の消防隊員）に消

火活動等に必要な情報を提供することとする。

各監督者は、その判断により防災要員以外の作業者を定められた順路に従って、安全な場所へ避難させ

ることとする。

(2) 火薬庫における応急措置

① 事業者は、火薬庫周辺に山火事が発生し、又はその延焼により貯蔵中の火薬類に引火爆発の恐れが生じ

た場合、貯蔵中の火薬類を近隣の火薬庫等に速やかに搬出する等の応急処置を講ずることとする。なお、

搬出にあたっては、県、消防機関及び県警察本部などの関係機関に対して、速やかに通報し連携を図り対

処することとする。

② 事業者は、時間的余裕がない等の事情により、搬出ができないとき、消防機関（先着の消防隊員）に山

火事の消火活動等に必要な情報を提供するとともに、火薬類に対して状況に応じた安全措置を行うことと

する。

(3) 販売所（庫外貯蔵所）における応急措置

① 事業者は、庫外貯蔵所周辺に火災が発生し、又はその延焼が及び貯蔵中の火薬類に引火爆発の恐れが生

じた場合、貯蔵中の火薬類を自社の火薬庫等に速やかに搬出することとする。搬出にあたっては、県、消

防機関及び県警察本部等の関係機関に対して、速やかに通報し連携を図り対処することとする。

② 事業者は、時間的余裕がない等の事情により、搬出ができないとき、消防機関（先着の消防隊員）に消

火活動等に必要な情報を提供するとともに、火薬類に対して状況に応じた安全措置を行うこととする。
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(4) 消費場所における応急措置

① 火薬類の使用者は、土砂崩れ、鉄砲水等により火薬類が土中に埋没した場合、火薬類が存在するおそれ

のある場所を赤旗等で標示し、見張人を置き、関係者以外を立入禁止とすることとする。なお、土砂を排

除した後、現場の状況に応じた適切な方法で火薬類を回収又は廃棄することとする。

② 火薬類の使用者は、雷が消費場所周辺に発生すれば、発破作業を中止することとし、雷雲の発生、接近

を察知するため、作業前に気象情報を把握するとともに、発破場所に雷検知器又はラジオを持ち込むこと

とする。

(5) 運搬中における応急措置

① 運搬者は、火薬類の運搬作業中に事故等が発生した場合、安全な場所に車両又は火薬類を移動させ、火

薬類が落下・散乱した場合は、速やかに回収し火薬類の盗難防止のため、警戒監視することとする。

② 運搬者は、車両に損傷を受けたとき等の緊急措置が必要な場合、荷送人又は運搬事業主へ速やかに報告

し、その指示を受けることとする。荷送人は必要な指示を行うとともに、代替車の手配及び近隣火薬庫占

有者等への保管委託等を行うこととする。

③ 県警察本部は、必要があれば安全対策措置を行うこととし、県及び関係団体は、荷送人等が行う近隣火

薬庫占有者等への保管委託に協力することとする。

４ 避難

市町は、必要に応じ避難の指示を行うこととする。（避難場所等については、市町地域防災計画で定めると

ころによる）

５ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 実施責任

(2) 関係機関との連携

(3) 危険区域の現況

(4) 避難指示の方法

(5) 避難予定場所

(6) その他必要な事項
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第３節 危険物等の事故の応急対策の推進

第４款 毒物・劇物事故の応急対策の実施

〔実施機関：県保健医療部、市町、消防機関〕

第１ 趣旨

毒物・劇物に関する災害時における応急措置及び被害の拡大防止措置について定める。

第２ 内容

事業者が地元健康福祉事務所等に通報のうえ、当該事業者の定める計画により応急対策を実施するが、災害の

規模、態様によっては、県、市町、関係機関等が総合的な対策を実施することとする。

１ 事業者等の通報

事業者は、毒物・劇物が流失し付近住民に保健衛生上の危害を及ぼす危険が発生した場合に、健康福祉事務

所又は市保健所、消防本部、県警察本部等へ緊急通報を行うこととする。

２ 応急措置

(1) 県及び保健所設置市は、事業者から緊急通報があった場合、事業者にマニュアルによる対応を徹底するこ

ととする。

(2) 消防機関は、火災が発生した場合、施設防火管理者と連絡を密にして、延焼防止、汚染区域の拡大の防止

に努めることとする。

(3) 県及び保健所設置市は、大量流出等に際しては、医療機関へ連絡するとともに、消防機関、県警察本部等

は連携して被災者の救出救護、避難誘導を実施することとする。

３ 避難

市町長等は、必要があれば避難の指示を行うこととする。（避難場所等については、市町地域防災計画で定

めるところによる）

４ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 実施責任

(2) 関係機関との連携

(3) 危険区域の現況

(4) 避難指示の方法

(5) 避難予定場所

(6) その他必要な事項
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第４節 突発重大事案の応急対策の推進

〔実施機関：海上保安本部、県危機管理部、県警察本部、市町、消防機関〕

第１ 趣旨

爆発事故、サリン等の大量放出等の突発重大事案であって、多数の死傷者を伴う社会的反響の大きい事案、又

は多数の死傷者を伴うおそれがあり、大きな社会的反響が予想される突発事案による災害から、県民を守るため

の各種応急対策について定める。

（海上災害については、「海上災害対策計画」、原子力災害等については、「原子力等防災計画」、航空災

害、鉄道災害、道路災害等（雑踏事故を含む）については、「大規模事故災害対策計画」を参照）

第２ 内容

１ 突発重大事案発生時の対応

(1) 市町長は、事故現場に出動した県警察本部、消防本部、海上保安本部等の機関から突発重大事案発生の連

絡を受け、又は自ら認知した場合は、県に通報することとする。

(2) 県は、当該事案の状況により、災害対策本部等を設置し、関係防災機関に連絡を行うとともに、状況によ

り、職員を現場に派遣することとする。

２ 現地災害対策本部の設置

(1) 市町長は、突発重大事案が発生した場合、原則として、現地又は適当な場所に現地災害対策本部を設置す

ることとする。

(2) 現地災害対策本部の構成は、市町、防災機関、県とし、必要により事故原因者の参加を求めることとする。

３ 現地災害対策本部の機能

現地災害対策本部は、防災関係機関の効率的な活動及び事案の規模、被災状況など情報の統一化を図るため、

次に掲げる事項を処理し、総合的な連絡調整にあたることとする。

(1) 災害情報の収集及び伝達

(2) 広報

(3) 防災関係機関の情報交換

(4) 防災関係機関相互間における応急対策の調整

(5) 防災関係機関に対する応援要請

(6) その他必要な事項

４ 現地災害対策本部の設置場所

(1) 市町長は、事故現場付近で防災関係機関の連絡責任者が集合しやすい場所を選んで本部を設置し、表示す

ることとする。

(2) 各防災関係機関の連絡責任者は、現地災害対策本部において、必要な連絡調整にあたることとする。

５ 現地災害対策本部の廃止

市町長は、事案に対する応急措置及び応急救助活動が終了したときは、各防災機関の意見を聞いて、現地対

策本部を廃止することとする。
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６ サリン等の発散による被害発生時の措置

(1) 警察官、海上保安官又は消防吏員は、サリン等又はサリン等の疑いがある物質の発散により、人の生命又

は身体の被害が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、法令の定めるところにより、相互に連携し、

その被害に係る場所への立入りを禁止し、又はこれらの場所にいる者を退去させ、サリン等を含む物品等を

回収し、その他その被害を防止するために必要な措置をとることとする。

(2) 県民は、サリン等若しくはサリン等の疑いがある物質若しくはこれらの物質を含む物品を発見し又はこれ

らが所在する場所を知ったときは、速やかに警察官等に通報することとする。

(3) 県は、サリン等又はサリン等の疑いがある物質の発散により、人の生命又は身体の被害が生じ、又は生じ

るおそれがあると認めるときは、時機を失することなく自衛隊等の専門家の派遣を要請することとする。

７ 突発重大事案における警察活動

県警察本部は、突発重大事案（事故等）が発生した場合は、その危険性及び波及性を迅速、的確に判断し、

緊急に初動体制をとるとともに、関係機関との連携のもとに、概ね次の初動措置を行うこととする。

(1) 被災（害）者の救出、救護及び避難誘導

(2) 雑踏整理、交通規制及び緊急交通路の確保

(3) 犯罪の予防及び危険の防止のための警戒警備

(4) 現場保存、現場検証等の初動捜査活動

(5) 遺体の収容及び検視

(6) 被災（害）状況の調査

(7) 広報活動

(8) その他必要な措置

８ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 実施責任

(2) 県等への報告

(3) 現地災害対策本部の設置及び廃止

(4) その他必要な事項
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第１節 災害復旧事業の実施

〔実施機関：県危機管理部、県福祉部、県保健医療部、県産業労働部、県農林水産部、県環境部、県土木部、県

まちづくり部、県教育委員会、市町〕

第１ 趣旨

災害発生後の民生の安定、社会経済活動の早期回復を図るとともに、被災前の状態への復元に止まらず、将来

の災害を予防するための施設等の復旧を目指すことを基本として、復旧事業を円滑に進めるための激甚災害指定

に関する事項、金融に関する事項について定める。

第２ 内容

１ 災害復旧事業の種類

(1) 公共土木施設災害復旧事業

① 河川災害復旧事業

② 海岸災害復旧事業

③ 砂防設備災害復旧事業

④ 林地荒廃防止施設災害復旧事業

⑤ 地すべり防止施設災害復旧事業

⑥ 急傾斜地崩壊防止施設災害復旧事業

⑦ 道路災害復旧事業

⑧ 港湾災害復旧事業

⑨ 漁港災害復旧事業

⑩ 水道災害復旧事業

⑪ 下水道災害復旧事業

⑫ 公園災害復旧事業

(2) 農林水産業施設災害復旧事業

① 農地農業用施設災害復旧事業

② 林地荒廃防止施設災害復旧事業

③ 林道施設災害復旧事業

(3) 都市施設等災害復旧事業

① 街路災害復旧事業

② 都市排水施設等災害復旧事業

(4) 廃棄物処理施設災害復旧事業

(5) 住宅災害復旧事業

(6) 社会福祉施設災害復旧事業

(7) 公立医療施設、病院等災害復旧事業

(8) 学校教育施設災害復旧事業

(9) 社会教育施設災害復旧事業

(10) 中小企業の振興に関する事業計画

(11) その他の災害復旧事業
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２ 激甚災害の指定

(1) 指定手続き

大規模な災害が発生した場合において「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」（以

下、「激甚法」という。）に基づく激甚災害の指定を受ける場合の手続き及び指定を受けた場合の手続等は

以下のとおりである。

① 激甚災害に関する調査

ア 市町

市町は、県が行う激甚災害及び局地激甚災害に関する調査等について、協力することとする。

イ 県

(ｱ) 県は、市町の被害状況等を検討の上、激甚災害及び局地激甚災害の指定を受ける必要があると考え

られる事業について関係各部で必要な調査を実施することとする。

(ｲ) 関係各部は、施設その他の被害額、復旧事業に要する負担額、そのほか激甚法に定める必要な事項

を速やかに調査し、早期に激甚災害の指定を受けられるように努めることとする。

② 激甚災害指定の促進

県は、激甚災害の指定を受ける必要があると認めるときは、国の機関と密接な連絡の上、指定の促進を

図ることとする。

③ 特別財政援助額の交付手続

ア 市町

市町は、激甚災害の指定を受けたときは、速やかに関係調書等を作成し、県各部に提出しなければな

らない。

イ 県

激甚災害の指定を受けたときは、激甚法及び算定の基礎となる法令に基づき、関係各部は負担を受け

るための手続その他を実施することとする。

(2) 激甚災害に係る財政援助措置

① 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助

ア 公共土木施設災害復旧事業

イ 公共土木施設災害関連事業

ウ 公立学校施設災害復旧事業

エ 公営住宅等災害復旧事業

オ 生活保護施設災害復旧事業

カ 児童福祉施設災害復旧事業

キ 老人福祉施設災害復旧事業

ク 障害者福祉施設災害復旧事業

ケ 婦人保護施設災害復旧事業

コ 感染症指定医療機関災害復旧事業

サ 感染症予防事業

(公共的施設区域内）

シ 堆積土砂排除事業

(公共的施設区域外）

ス 湛水排除事業

② 農林水産業に関する特別の助成

ア 農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置

イ 農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例

ウ 開拓者等の施設の災害復旧事業に対する補助
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エ 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置の特例

オ 森林組合等の行う堆積土砂の排除事業に対する補助

カ 土地改良区等の行う湛水排除事業に対する補助

キ 共同利用小型漁船の建造費の補助

ク 森林災害復旧事業に対する補助

③ 中小企業に関する特別の助成

ア 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例

イ 事業協同組合等の施設の災害復旧事業に対する補助

④ その他の財政援助措置

ア 公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助

イ 私立学校施設災害復旧事業に対する補助

ウ 市町村が施行する感染症予防事業に関する負担の特例

エ 母子及び父子並びに寡婦福祉資金に関する国の貸付の特例

オ 水防資材費の補助の特例

カ 罹災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例

キ 公共土木施設、公立学校施設、農地、農業用施設及び林道の小災害債に係る元利償還金の基準財政需

要額への算入等

ク 雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例

(3) 局地激甚災害に係る財政援助措置

① 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助

ア 公共土木施設災害復旧事業

イ 公共土木施設災害関連事業

ウ 公立学校施設災害復旧事業

エ 公営住宅等災害復旧事業

オ 生活保護施設災害復旧事業

カ 児童福祉施設災害復旧事業

キ 老人福祉施設災害復旧事業

ク 障害者福祉施設災害復旧事業

ケ 婦人保護施設災害復旧事業

コ 感染症指定医療機関災害復旧事業

サ 感染症予防事業

(公共的施設区域内）

シ 堆積土砂排除事業

(公共的施設区域外）

ス 湛水排除事業

② 農林水産業に関する特別の助成

ア 農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置

イ 農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例

ウ 森林災害復旧事業に対する補助

③ 中小企業に関する特別の助成

ア 中小企業信用保険法による災害関係保証の特例

イ 小規模企業者等設備導入資金助成法による貸付金等の償還期間等の特例

④ その他の財政援助措置

公共土木施設、公立学校施設の小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等
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３ 災害復旧事業に必要な金融及びその他の資金

(1) 農林漁業災害資金

関係機関は、災害により被害を受けた農林漁業者又は農林漁業者の組織する団体に対し復旧を促進し、農

林漁業者の生産力の維持増進と経営の安定を図るため、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に

関する暫定措置法及び(株)日本政策金融公庫法により融資することとする。

① 天災資金

関係機関は、地震によって損失を受けた農林漁業者等に、農林漁業の経営等に必要な再生産資金を融資

する。なお、その災害が激甚災害として指定された場合は、貸付限度額、償還年限につき有利な条件で融

資する。

② (株)日本政策金融公庫資金

関係機関は、農林漁業者及びその組織する団体に対し、被害を受けた施設の復旧資金並びに経営再建資

金及び収入減補填資金等を融資することとする。

(2) 中小企業復興資金

関係機関は、被災した中小企業に対する資金対策として、一般金融機関、中小企業金融公庫、商工組合中

央金庫及び(株)日本政策金融公庫の融資並びに小規模企業者等設備資金等の貸付、信用保証協会の保証によ

る融資を行うこととする。

(3) 災害復興住宅資金

住宅金融支援機構は、住宅に災害を受けた者に対しては、災害復興住宅資金の融資を実施し、建設資金、

購入資金又は補修資金の貸付を行うこととする。

４ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 災害復旧事業の種類

(2) 激甚災害の指定に関する事項

(3) 災害復旧事業に必要な金融に関する事項

(4) その他必要な事項
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第２節 被災者の生活再建支援

〔実施機関：近畿管区行政評価局兵庫行政評価事務所、県危機管理部、市町〕

第１ 趣旨

災害発生後の被災者の早期の生活再建を図るとともに、被災地域の早期復興を目指すことを基本として、被災

者の生活再建への支援に関する事項について定める。

第２ 内容

１ 被災者生活再建支援金

自然災害により生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活

用して被災者生活再建支援金を支給し、その生活の再建を支援することにより住民の生活の安定と被災地の速

やかな復興に資することを目的としている。

なお、被災者生活再建支援金の支給事務については、都道府県から被災者生活再建支援法（平成10年法律第

66号）第６条第１項に規定する被災者生活再建支援法人（公益財団法人都道府県センター）に委託している。

(1) 適用災害

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他異常な自然現象により、次のいずれかに該当す

る被害が発生した災害。

① 災害救助法施行令（昭和22年政令第225号）第１条第１項第１号又は第２号に該当する被害が発生した市

町村における自然災害

② 10世帯以上の住宅が全壊した市町村における自然災害

③ 100世帯以上の住宅が全壊した都道府県における自然災害

④ ①又は②の市町村を含む都道府県で、５世帯以上の住宅が全壊した市町村（人口10万人未満）における

自然災害

⑤ ①～③の区域に隣接し、５世帯以上の住宅が全壊した市町村（人口10万人未満）における自然災害

⑥ ①若しくは②の市町村を含む都道府県又は③の都道府県が２以上ある場合に、５世帯以上の住宅が全壊

した市町村（人口10万人未満）若しくは２世帯以上の住宅が全壊した市町村（人口５万人未満）における

自然災害

(2) 報告・適用手続

① 報告

県は、上記(1)①～⑥のいずれかに該当する自然災害となることが明白であるか、又は、その可能性があ

ると認められる場合には、次に掲げる事項について、内閣府政策統括官（防災担当）及び被災者生活再建

支援法人あて報告する（内容に変更があった場合は、その都度報告）。

ア 災害が発生した日時及び場所

イ 災害の原因及び概況

ウ 住宅に被害を受けた世帯の状況

エ 法の対象となる、又は、その見込みのある自然災害が発生した市区町名又は県名

オ その他必要な事項

② 適用

県は、発生した自然災害が上記(1)①～⑥のいずれかに該当するものと認めた場合は、被災者生活再建支

援法の適用を決定する。また、次に掲げる事項について、内閣府政策統括官（防災担当）及び被災者生活

再建支援法人あて報告のうえ、公示を行う。

ア 法の対象となる自然災害が発生した市区町名又は県名

イ 当該市区町における住宅に被害を受けた世帯数
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ウ 公示を行う日

エ その他必要な事項

(3) 支給対象世帯

① 住宅が全壊した世帯

② 住宅が半壊又は住宅の敷地被害により、やむを得ず解体した世帯

③ 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続することが見込まれる世帯

④ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯（大規模半壊世帯）

⑤ 半壊世帯のうち大規模半壊世帯には至らないが相当規模の補修を要する世帯（中規模半壊世帯）

(4) 支給額(下記アとイの合計で最大300万円)

住宅の再建の態様等に応じて定額渡し切り方式で支給（使途限定なし）

区 分

((3)支給対象世帯）

ア 基礎支援金

住宅の被害程度に応じて支給

イ 加算支援金

住宅の再建方法に応じて支給

①、②、③世帯 100万円 建設・購入 200万円

補修 100万円

賃借 50万円④世帯 50万円

⑤世帯 －

建設・購入 100万円

補修 50万円

賃借 25万円

（注）１ 単数世帯は上記支給額の３／４

２ 申請期間：自然災害発生からアが13月間、イが37月間

２ その他

県及び市町は、被災者が自らに適した支援制度を活用して生活再建に取り組むことができるよう、地域の実

情に応じ、災害ケースマネジメント（一人ひとりの被災者の状況を把握した上で、関係者が連携して、被災者

に対するきめ細やかな支援を継続的に実施する取組）などの被災者支援の仕組みの整備等に努めるとともに、

その実施等により、見守り・相談の機会や被災者台帳等を活用したきめ細やかな支援を行うとともに、被災者

が容易に支援制度を知ることができる環境の整備に努めるものとする。

また、近畿管区行政評価局兵庫行政評価事務所は、生活支援情報を整理したガイドブックを作成した場合、

被災者や県、市町等にも提供する。

３ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 被災者生活再建支援金

(2) その他必要な事項
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第３節 住宅の復旧・再建支援

〔実施機関：県危機管理部、県まちづくり部、市町〕

第１ 趣旨

住宅の復旧対策及び再建支援施策について定める。

第２ 内容

１ 住宅復旧の主な種類と順序

(1) 住宅金融支援機構による災害復興住宅の建設、購入または補修資金の融資

(2) 公営住宅法による災害公営住宅等の建設

(3) 公営住宅法による既設公営住宅等の復旧

(4) 罹災都市借地借家法に基づく地区指定

(5) 土地区画整理法による土地区画整理事業の計画及び実施

(6) 都市再開発法による市街地再開発事業の計画及び実施

(7) 民間住宅の復興に対する支援

２ 災害公営住宅

(1) 実施機関

災害公営住宅は、市町が建設し、管理することとする。

ただし、被害が広域かつ甚大な場合は、県が補完的に建設し、管理することとする。

(2) 建設のための要件

① 地震・暴風雨・洪水・高潮、その他異常な自然現象による場合（次のいずれかに該当すること。）

ア 被災地全域の滅失戸数が500戸以上のとき。

イ １市町の区域内の滅失戸数が200戸以上のとき。

ウ 滅失戸数が１市町の区域内の住宅戸数の10％以上のとき。

② 火災による場合（同一期に同一場所で発生したときに、次のいずれかに該当すること）

ア 被災地域の滅失戸数が200戸以上のとき。

イ 滅失戸数が１市町の住宅戸数の10％以上のとき。

(3) 入居者の条件

次のいずれにも該当すること。

① 当該災害により住宅を滅失した世帯であること。

② 政令月収が、公営住宅法施行令で定める金額以下で事業主体が条例で定める金額以下の世帯であること。

（政令月収とは、世帯の総所得から同令第１条第３号に規定される諸控除を除いた額の１／12）

(4) 建設戸数

被災滅失戸数の30％以内（激甚災害の場合は50％以内）

(5) 規格

各地方公共団体が条例で定める整備基準による。（県営住宅の場合は、１住戸あたり床面積25㎡以上）

(6) 国庫補助

標準建設費の２／３国庫補助（激甚災害の場合は３／４）

(7) 建設年度

原則として災害発生年度、やむを得ない場合は翌年度
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３ 公営住宅法による既設公営住宅復旧事業

既設公営住宅の事業主体は、既設公営住宅が、災害（火災にあっては、地震による火災に限る。）により滅

失し、又は著しく損傷した場合において、国庫から補助を受けて復旧を実施することとする。

(1) 国庫補助適用の基準

① 再建設の場合

公営住宅の種別については、滅失したものと同一にする必要があるが、構造については、再度の災害や、

合理的な土地利用等に配慮して定めることとする。再建設用地は、原則として従前の建設地であるが、や

むを得ない場合は移転をすることができることとする。

② 補修の場合

１戸当たりの復旧費が11万円以上のものを対象として、それらの一事業主体内での合計が、県営住宅で

290万円、市町営住宅で190万円以上になった場合を対象とする。

③ 宅地の復旧の場合

ア 滅失した公営住宅を再建設する場合

従前地の場合は、造成費を国庫補助対象とし、別の敷地の場合は、用地取得造成費は起債対象とする。

イ 既設公営住宅団地の宅地のみが被害を受けた場合

用地造成費は起債対象とする。

(2) 国庫補助率

被 害 別 復旧工事別 補助率

滅 失 再建設 １／２

損 傷 補 修 １／２

（激甚法の適用を受けた場合は、補助率のかさ上げがある。）

４ 被災住宅に対する融資等

災害の被災者に対しては、被災住宅の復旧に必要な資金として、住宅金融支援機構の融資制度が設けられて

いる。

(1) 災害復興住宅建設、購入又は補修資金の貸付

① 目的

自然災害による被災住宅の復興資金として融資する。

② 対象となる災害

ア 地震、豪雨、噴火、津波などの自然現象により生じた災害

イ 自然災害以外の原因による災害のうち、住宅金融支援機構が個別に指定するもの

③ 融資を受けることができる住宅の基準

ア 新築家屋（建設）の基準

(ｱ) 店舗等の併用住宅は、住宅部分が概ね１／２以上であること。

(ｲ) 建築基準法その他関係法令に適合すること。

(ｳ) 各戸に居住室、台所及びトイレを備えていること。

(ｴ) 土地の権利が転貸借でないこと。

(ｵ) 共同建て住宅又は重ね建て住宅の場合は、耐火構造の住宅又は準耐火構造の住宅であること。

イ 補修の基準

上記(ｱ) (ｲ) (ｳ) (ｴ)のとおり。
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④ 条件（令和５年10月１日現在）

ア 融資限度額（建設融資の場合）

土地を取得する場合･･･････････････････････････････ 3,700万円

土地を取得しない場合･････････････････････････････ 2,700万円

イ 貸付利率

（団体信用生命保険に加入する場合）

年1.41％（令和５年10月１日現在）

ウ 償還期間

建設・購入の場合は35年以内（据置３年以内）

補修の場合は20年以内（据置１年）

⑤ 融資の手続

融資を希望する者は、市町の発行するり災証明の交付を受け、住宅金融支援機構に申込書（その他必要

な書類を含む）と併せて郵送で提出する。

５ 被災者生活再建支援金（→再掲「第４編第２節 被災者の生活再建支援」）

６ 兵庫県住宅再建共済制度に基づく給付

兵庫県住宅再建共済制度の加入者に対して、公益財団法人兵庫県住宅再建共済基金（以下、「（公財）共済

基金」という。）が共済給付金を給付することとする。

(1) 対象となる災害

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他異常な自然現象により生ずる被害

(2) 共済給付金

区 分
本体制度

【半壊以上を対象とする制度】
付加制度

【準半壊(損害割合10％以上)を対象とする制度】

住宅再建共済制

度

○全壊・大規模半壊･半壊で新たな住宅建築・
購入 600万円

○全壊で住宅補修 200万円
○大規模半壊で住宅補修 100万円
○中規模半壊・半壊で住宅補修 50万円
○上記以外で新たな住宅等に居住 10万円

○準半壊(損害割合10％以上)で新たな住宅建築・購
入 25万円

○準半壊(損害割合10％以上)で住宅補修 25万円
○上記以外で新たな住宅等に居住 10万円

マンション共用

部分再建共済制

度

○全壊・大規模半壊･半壊で新たなマンション

建築

300万円×新築マンション住戸数(加入住

戸数が上限)

○全壊でマンション補修

100万円×加入住戸数

○大規模半壊でマンション補修

50万円×加入住戸数

○中規模半壊・半壊でマンション補修

25万円×加入住戸数

○準半壊(損害割合10％以上)で新たなマンション

建築

12万5千円×新築マンション住戸数(加

入住戸数が上限)

○準半壊(損害割合10％以上)でマンション補修

12万5千円×加入住戸数

家財再建共済制

度

○住宅が全壊で家財購入・補修 50万円

○住宅が大規模半壊で家財購入・補修 35万円

○住宅が中規模半壊・半壊で家財購入・補修 25万円

○住宅が床上浸水で家財購入・補修 15万円

－

（注）１ 住宅再建共済制度

(1) 県外での建築・購入の場合は、上記給付金の１／２とする。

(2) 加入者が自らの居住の用に供していない住宅については、次の制約がある。

(ｱ) 県外での建築・購入の場合は、給付対象とならない。
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(ｲ) 建築・購入・補修をせず、新たな住宅等に居住する場合は、給付対象とならない。

２ マンション共用部分再建共済制度

県外での建築の場合は、上記給付金の１／２とする。

３ 家財再建共済制度

賃貸住宅オーナーは、家財再建共済制度に加入できない。

(3) 請求方法

加入者が共済給付金請求書に必要事項を記入し、所定の書類を添付のうえ、（公財）共済基金に請求する。

(4) 請求期間

原則として、自然災害が発生した日から５年以内

７ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 実施責任

(2) 建設予定地

(3) 建設資材等の調達

(4) 必要機械器具の保有調達

(5) 建設業者一覧

(6) 入居基準

(7) 住宅建設に伴い必要となる諸対策

(8) 被災者生活再建支援金（再掲）

(9) 兵庫県住宅再建共済制度

(10) その他必要な事項
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第４節 災害義援金の募集等

〔実施機関：県危機管理部、市町〕

第１ 趣旨

災害による被災者の生活を救援するための災害義援金の募集等について定める。

第２ 内容

１ 募集

災害発生に際し、被災者に対する義援金の募集を必要とする場合は、次の関係機関は共同し、あるいは協力

して募集方法及び期間、広報の方法等を定めて募集を行うこととする。

兵庫県

被災市町

兵庫県市長会

兵庫県町村会

日本赤十字社兵庫県支部

兵庫県共同募金会

兵庫県商工会議所連合会

兵庫県商工会連合会

神戸新聞厚生事業団

日本放送協会神戸放送局

株式会社ラジオ関西

株式会社サンテレビジョン

学識経験者等

２ 配分

(1) 県は、上記関係機関の参画により義援金の募集委員会を設置し、義援金の配分について協議、決定するこ

ととする。

① 募集方法及び配分方法

② 被災者等に対する伝達方法

③ 義援金の収納額及びその使途についての寄託者及び報道機関等への周知方法

(2) 募集委員会は、義援金総額や被災状況を考慮して、迅速に配分基準を定めることとする。

３ 配分先を指定した義援金

寄託者が配分先や使途を指定した義援金を受け付けた機関は、自己の責任において処理することとする。

４ その他

(1) 県は、義援金の募集、配分に関する庶務を行うこととする。

(2) 関係機関は、義援金の募集、配分に要する事務の負担について、その都度協議することとする。

５ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 災害義援金の取扱い

(2) その他必要な事項
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第１節 組織の設置

〔実施機関：県福祉部、県産業労働部、県農林水産部、県土木部、県まちづくり部、県企業庁、市町〕

第１ 趣旨

著しい被害を受けた地域の復興を総合的に推進するため、復興本部の設置について定める。

第２ 内容

１ 復興本部の設置

県は、著しい被害を受けた地域の復興を総合的に推進する必要があると認めるときは、被災後、早期に横断

的な組織として復興本部を設置することとする。

なお、復興本部には、部、局、課等を置くこととするが、その構成及び分掌事務については、設置の際に定

めることとする。

２ 復興本部の組織・運営

県復興本部の組織・運営は、阪神・淡路大震災における県復興本部を基本として、災害の規模、被害状況等

を勘案し、決定することとする。

なお、復興本部の運営に当たっては、災害対策本部が実施する事務との整合性を図ることとする。

 (1) 組織
（参考）阪神・淡路大震災復興本部の組織・運営（平成16年度）

総
括
部

県
民
政
策
部

企
画
管
理
部

健
康
生
活
部

産
業
労
働
部

農
林
水
産
部

県
土
整
備
部

臨
海
都
市
整
備
部

本部長

副本部長

防災監

理事
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３ 市町地域防災計画で定めるべき事項

(1) 市町復興本部の設置

(2) 市町復興本部の組織・運営

(3) その他必要な事項

(2) 運営

① 本部員の事務

構 成 員 分 掌 事 務

本 部 長 知事 本部の事務を総理し、本部を代表する。

副本部長 副知事 本部長の職務を助け、本部長に事故があるとき

は、その職務を代理する。

本 部 員 出納長、公営企業管理者、病院事業管理者、

教育長、防災監、理事、各部長、のじぎく

国体局長、警察本部長

本部長の定めるところにより本部の事務に従

事する。

② 各部の分掌事務

部 名 分 掌 事 務

総 括 部 震災復興に関する総合的企画及び調整に関する事務

県民政策部 震災復興に関する地域振興及び県民の生活文化の向上に関する事務

企画管理部 震災復興に関する市町、私立学校の振興及び情報通信に関する事務並びに防災及び高

圧ガス等の取締りに関する事務

健康生活部 震災復興に関する社会福祉、健康及び環境の保全に関する事務

産業労働部 震災復興に関する商業及び工業の振興、労働、科学技術の振興並びに国際交流に関す

る事務

農林水産部 震災復興に関する農業、林業及び水産業の振興に関する事務

県土整備部 震災復興に関する交通体系の整備及び道路、河川、港湾その他土木に関する事務並び

に都市計画及び住宅に関する事務

臨海都市整備部 震災復興に関する臨海部の都市開発の企画及び調整に関する事務

③ 震災復興本部会議（平成16年４月１日時点）

運営組織 構 成 員 所 掌 事 務

復興本部会議 本部長 ：知事

副本部長：副知事

本部員 ：出納長、公営企業管理者、病院事業

管理者、教育長、防災監、理事、各部

長、のじぎく国体局長、警察本部長

知事の指名する者

震災復興の基本方針及び震災復興

に係る重要施策の審議調整並びに

各部局に係る重要事項の報告その他

震災復興 についての連絡を行う。
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第２節 復興計画の策定

〔実施機関：県県民生活部、県福祉部、県保健医療部、県産業労働部、県農林水産部、県土木部、県まちづくり

部、県企業庁、市町〕

第１ 趣旨

著しい被害を受けた被災地域の住民の一日も早い生活の安定と被災地の速やかな復興を総合的に推進するため

必要と認められる場合に策定する復興計画の基本的な考え方や手順等について定める。

第２ 内容

１ 復興計画の基本的な考え方

県は、県の総合計画等との整合性を図りつつ、被災者、各分野にわたる有識者、市民団体等の参画、提案等

を十分に配慮するとともに国の復興基本方針や被災市町の復興計画とも調整を図り、震災以前の状態を回復す

るだけではなく、新たな視点から地域を再生することを目指し、被災の規模や社会情勢等の状況に応じた復興

計画を策定することとする。

市町は、必要に応じ、国の復興基本指針や県の復興計画（復興方針）に即して復興計画を作成し、同計画に

基づき市街地再開発事業、土地区画整理事業等を実施することにより、特定大規模災害により土地の利用状況

が相当程度変化した地域等における円滑かつ迅速な復興を図ることとする。

県は、特定大規模災害からの復興のために必要な場合、関係行政機関又は関係地方行政機関に対し、職員

の派遣を要請することとする。同様に市町は、必要な場合、関係地方行政機関に対し、職員の派遣を要請す

ることとする。県は、必要に応じて職員の派遣にかかるあっせんに努めることとする。

２ 復興計画策定における手順

復興計画の策定及び推進に当たっては、復興計画策定の基本方針としての「復興計画－基本構想－」、中長

期の総合的な復興の推進を図るための「復興計画」、緊急の対応を要する分野についての「分野別緊急復興計

画」等を策定し、明確な戦略とスケジュールのもとで復興を推進していくこととする。

また、それぞれの策定準備段階においては、多様な価値観を持った様々な行動主体からの参画を得るため次

の取り組みに配慮することとする。

① 被災者、各分野にわたる有識者、市民団体、各地域の県民等への意見募集

② 有識者、各種団体からなる委員会や各分野別の委員会の設置

③ 様々な分野におけるシンポジウム、フォーラムの開催 等

３ 復興計画の策定

(1) 策定上の留意事項

計画策定に当たっては、次の事項等に留意し、被災の規模や社会情勢等の状況に応じたものとする。

① 復興事前準備の実施

被災後に早期かつ的確に復興を行えるよう、事前復興まちづくり計画策定等の復興事前準備に努めるも

のとする。

② 多様な行動主体の参画と協働

住民が自分たちの生活は自分たちで守り創造していくという取り組みが重要であり、行政は、住民、企

業及び団体等多様な価値観を持った行動主体の主体的な参画を得ながら相互に連携し、協働して復興を進

めていく新たなしくみづくりに配慮することとする。

その際、特に女性や要配慮者の参画を促進することとする。

③ ニーズや時代潮流の変化を踏まえた復興計画の断続的なフォローアップ
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復興計画の推進は、長期にわたることから、社会情勢や県民の多様なニーズの変化に対応し、柔軟で機

動的な計画の運用について配慮することとする。

④ 阪神・淡路大震災の経験と教訓の活用

復興10年総括検証・提言事業の成果や復興の過程等から得た経験や教訓の反映に配慮することとする。

(2) 構成例

① 基本方針

② 基本理念

③ 基本目標

④ 施策体系

⑤ 復興事業計画 等

想定される事業分野

・生活

・住宅

・保健・医療

・福祉

・教育・文化

・産業・雇用

・環境

・都市及び都市基盤 等

４ 分野別緊急復興計画の策定

被災地域の本格復興を推進する上で、特に重要でかつ緊急の対応が必要な復興分野については、復興計画の

策定と並行して、被害の規模や社会情勢等の状況に応じ、次に例示する分野等の緊急復興計画を策定すること

とする。

(1) 生活復興

被災者が、一日でも早く、安全で安心して快適に暮らせるための生活復興計画を必要に応じて策定するこ

ととする。

(想定される計画内容例)

ア コミュニティづくりと生きがい創造の支援

地域住民やボランティア、ＮＰＯなどの活動の推進によるふれあいと支えあいのコミュニティづく

り、孤立化予防、生きがい創造をはじめ被災者の自立復興に向けてのきめ細かい生活支援等

イ 保健・医療・福祉サービスの充実

障害者、高齢者などへの家事援助や介護予防、生活習慣病の悪化・増加の防止等の保健活動、在宅

サービスの充実、医療の確保、アルコール問題やＰＴＳＤ・自殺対策など、こころのケア対策等

ウ 被災児童・生徒への対策

学校教育充実のための対策、体験を通じて生きる力を育む教育、被災児童・生徒のこころのケアの

ための対策等

エ 自立促進のための雇用・就業の確保と経済的支援

求職者の多様なﾆｰｽﾞに対応した雇用・就業機会の確保、貸付制度等の充実、給付制度の適用等

オ 安全で快適な住まいの提供

応急仮設住宅の早期の供与と住環境の維持管理、円滑な恒久住宅への移行促進等

カ 相談・情報提供と支援者活動支援
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相談、情報提供体制の整備を支援する者への支援等

(2) 住宅復興

震災により被災した住居を早期に回復し、災害に強い恒久的な住宅の供給を図るため、住宅復興計画を必

要に応じて策定することとする。

（想定される計画内容例)

ア 早期の恒久住宅建設

県・市町・機構・公社等が協力するとともに、民間活力を活用した早期建設等

イ 入居者に配慮した公的賃貸住宅の建設

地域別や世帯構成に配慮した供給・整備や入居者選定方法の設定、家賃対策等

ウ 民間住宅の再建支援

住宅購入・補修、家賃対策、分譲住宅の供給、マンション再建支援等

エ 面的整備に伴う住宅建設

面的な被害を受けた区域の住宅供給・住環境の改善と公共施設等の一体的整備等

(3) 都市基盤復興

住民生活や産業活動の早期回復を図るため、被災した道路、鉄道、港湾等の主要交通施設及びライフライ

ン、県土保全施設を緊急に復旧し、今まで以上に災害に強い地域に再生するために都市基盤復興計画を必要

に応じて策定することとする。

（想定される計画内容例）

ア 主要交通施設の整備

道路、鉄道、港湾等の主要交通施設の早期復旧と耐震化・ネットワーク化による機能強化等

イ 被災市街地の整備

面的整備事業等による被災市街地の復興と災害に強いまちづくりの早期実現等

ウ ライフラインの整備

上下水道の早期復旧と耐震性強化や情報通信システムの信頼性・安全性の向上等

エ 防災基盤の整備

河川、海岸、砂防施設等県土保全施設の早期復旧と耐震性の強化、及び防災拠点・防災帯の整備に

よる防災空間確保等

(4) 産業復興

震災により著しい被害を受けた地域の産業について、既存産業活動の早期復旧・復興を図るとともにこれ

を機に持続的発展を可能にする新たな産業構造を構築し、雇用の確保と安定した県民生活を実現するため産

業復興計画を必要に応じて策定することとする。

（想定される計画内容例）

ア 被災企業の早期事業再開支援及び既存産業の再建・再構築

相談助言・支援体制の確立、金融税制面の支援、中小企業・商店街の早期再建支援等

イ 成熟社会に相応しい新産業の導入・育成

次世代型産業構造転換への支援や起業家支援など新産業の導入・育成、国内外企業の誘致促進等

ウ 産業配置と広域的連携
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新しい都市核との適正な機能分担及び連携等によるネットワーク型の産業拠点の配置等

エ 雇用安定への支援及び産業の復興と高度化に対応した人材育成

地域産業を支える人材育成・確保、労働力需給調整機能の充実強化と自立的就業支援等

(5) その他

上記の分野別緊急復興計画の他、災害の規模や社会情勢等の状況により特に重要でかつ緊急の対応が必要

な分野があると認める場合は、当該分野に係る緊急復興計画を策定することとする。

５ 市町地域防災計画で定める事項

(1) 復興計画の策定手順

(2) 復興計画の内容

(3) その他必要な事項


